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第１節 目  的 

  この計画は、災害対策基本法（昭和36年法第223号）第40条の規定に基づき、熊本県において、防災

に関し県、市町村および各防災関係機関を通じて必要な体制を確立するとともに、防災行政を総合的か

つ、計画的に推進することにより県土の保全、県民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目

的とする。 

  ただし、石油コンビナート等災害防止法に基づいて指定された石油コンビナート特別防災区域の防 

災計画については、別に定め同区域について本計画から除外する。 

 

第２節 計画の性格及び基本方針 

 

１．計画の性格 

(1) この計画は、熊本県防災会議が作成する「熊本県地域防災計画」の「一般災害対策編」として、

本県における各種災害の防災上必要となる災害予防、災害応急対策及び災害復旧に係る諸施策に

ついて定めるものとする。 

この計画に定めのない事項及び地震・津波の災害対策については、「熊本県地域防災計画」の

「地震・津波災害対策編」に定めるところによる。 

(2) 「熊本県地域防災計画一般災害対策編」の策定及び運営にあたっては、国の「防災基本計画」に

基づき実施することから、指定行政機関及び指定公共機関が作成する「防災業務計画」と密接な連

携を図ってゆくものとする。さらに、水防法(昭和２４年法律第１９３号)に基づく「熊本県水防計

画」及び石油コンビナート等災害防止法(昭和５０年法律第８４号)に基づく「熊本県石油コンビナ

ート等防災計画」とも十分な調整を図るものとする。 

(3) この計画は、各種災害に関して、防災関係機関相互の密接な連絡調整を図るうえで基本的な大綱

を示すもので、その実施細則については、さらに関係機関において別途マニュアルを作成する等具

体的に定めるものとする。 

 

２．計画の基本方針 

この計画は、防災関係機関が必要な体制を確立し、その実施責任を明確にするとともに、総合的、

計画的な各種災害対策の整備及び推進を図るものである。 

この計画の樹立及び推進に当たっては、次の事項を基本とするものとする。 

(1) 自主防災体制の確立 

(2) 防災関係機関相互の連携・協力体制の強化 

(3) 男女共同参画の視点からの防災体制の確立 

(4) 各種災害対策の推進 

(5) 関係法令の遵守 
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第３節 関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１．防災関係機関の責務 

(1) 県 

県は、県の地域並びに住民の生命、身体及び財産を各種災害から保護するため、他の防災関係機

関及び他の地方公共団体の協力を得て、広域的、総合的な防災活動を実施するとともに市町村及び

指定地方公共機関の防災活動の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。 

 

(2) 市町村 

市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに住民の生命、身体及び財産を

各種災害から保護するため、他の防災関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実

施する責務を有する。 

また、上記の責務を十分に果たすため必要があるときは、他の地方公共団体と相互に協力するよ

う努めるとともに、消防機関等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関

する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自主防災組織の充実を図り、市町村の有するすべての

機能を十分に発揮するよう努めるものとする。 

 

 (3) 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、住民の生命、身体及び財産を各種災害から保護するため、他の指定地方行

政機関と相互に協力して防災活動を行うとともに、県及び市町村の防災活動が円滑に行われるよう

必要な勧告、指導、助言その他適切な措置をとる。 

 

(4) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性または公益性に鑑み、自ら防災活動を

実施するとともに、県及び市町村の防災活動に協力する責務を有する。 

 

 (5) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、県

及び市町村その他防災関係機関の防災活動に協力するものとする。 
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２．処理すべき事務または業務 

県、市町村及び指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関並びに県内の公共機関その他

防災上重要な施設の管理者は、おおむね次の事務又は業務を処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 熊本県防災会議に関する事務

2 防災に関する施設の新設、改良及び復旧対策

3 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査

4 水防その他の応急処置

5 被災者に対する救助及び救護措置

6 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通等の対策

7 その他県の所掌事務についての防災対策

8 市町村の災害事務または業務の実施についての援助及び調整

1 被災地（地方公共団体）に対する財政融資資金地方資金の融資に関すること

2 災害時における金融機関に対する緊急措置の指示

3 公共土木施設及び農林水産業施設等の災害復旧事業費の査定立会

4 九州財務局が所掌する国有財産の無償貸付等

1 農業に関する防災、災害応急対策及び災害復旧に関する指導調整並びに助成

2 農地、農業用施設に関する防災及び災害復旧対策

3 農地の保全に係る海岸保全施設等の災害復旧対策

4 応急用食料（米穀）の調達・供給対策

5 主要食糧の需給対策

1 災害状況の情報収集、通報

2 関係職員の現地派遣

3 関係機関との連携調整

1 国有林野等の森林治水事業等及び防災管理

2 災害応急用材の需給対策

1 災害時における物資の供給及び価格の安定対策

2 被災商工業者に対する金融、税制及び労務に関すること

1 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること

2 火薬類、高圧ガス、都市ガス、液化石油ガス及び電気施設等の保安 の確保対策

九 州 総 合 通 信局 1 非常の場合の有線電気通信及び無線通信の監理

1 台風や大雨、高潮、高波に関する観測施設を整備すること

2 防災知識の普及に努めること

3
気象・地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）・水象
等に関する警報・注意報及び情報を発表・伝達すること

4 災害発生時における気象・地象・水象等に関する観測資料を提供すること

福 岡 管 区 気 象台
熊 本 地 方 気 象台

機　　関　　名 事　　務　　又　　は　　業　　務

熊　　本　　県

指

定

地

方

行

政

機

関

九 州 財 務 局

九 州 農 政 局

九 州 厚 生 局

九 州 森 林 管 理局

九 州 経 済 産 業局

九州産業保安監督部
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熊 本 労 働 局 1 工場及び事業所等における労働災害防止対策

1 広域緊急援助隊の運用及び広域的な応援の指導調整に関すること

2 広域的な交通規制の指導調整に関すること

3 災害時における他管区警察局との連携に関すること

4 管区内指定地方行政機関との協力及び連絡調整に関すること

5 災害に関する情報の収集及び連絡調整に関すること

6 災害時における警察通信の運用に関すること

7 津波予報の伝達に関すること

1 災害時における陸上・水上輸送の調整及び指導

2 災害時における自動車運送事業者に対する運送命令

3 災害時における関係機関と輸送荷受機関との連絡調整

熊 本 海 上 保 安部 1
災害時の海上における人命・財産の救助その他救済を必要とする場合の援助並び
に海上の治安及び警備

1 飛行場及びその周辺における航空機事故に関する消火及び救助

2 遭難航空機の捜索及び救助

1 直轄河川の整備、維持、管理及び水防に関すること

2 直轄国道の整備、維持、管理及び防災に関すること

3 直轄港湾、航路、海岸、砂防の整備及び防災に関すること

4 高潮、津波災害等の予防に関する港湾海岸計画

5
緊急を要すると認められる場合、大規模災害時の応援に関する協定書に基づく適
切な緊急対応の実施

6 その他防災に関し、九州地方整備局の所掌すべきこと

1 災害廃棄物等の処理対策に関すること

2 環境監視体制の支援に関すること

3 飼育動物の保護等に係る支援に関すること

1 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整

2 米軍施設内通行等に関する連絡調整

1
天災地変、その他の災害に際して航空機あるいは地上からの情報の収集伝達及び
人命又は財産の保護（人員の救助、消防、水防、救援物資の輸送、通路の応急啓
開、応急の医療、防疫、給水、炊飯、入浴支援等）

1 市町村防災会議に関する事務

2 防災に関する施設の新設、改良及び復旧対策

3 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査

4 消防、水防その他の応急措置

5 被災者に対する救助及び救護措置

6 災害時における保健衛生、文教及び交通等の対策

7 その他市町村の所掌事務についての防災対策

8 市町村内における公共的団体及び住民防災組織の育成指導

事　　務　　又　　は　　業　　務

指

定

地

方

行

政

機

関

九 州 管 区 警 察局

九 州 運 輸 局
熊 本 運 輸 支 局

大 阪 航 空 局
熊 本 空 港 事 務所

九 州 地 方 整 備局

九州地方環境事務所

九 州 防 衛 局

自 衛 隊

市 町 村

機　　関　　名
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1 災害時における郵便業務運営の確保

2 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策

(1)災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付

(2)被災者が差し出す郵便物の料金免除

(3)被災地あて救助用郵便物等の料金免除

(4)被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除

郵 便 局 株 式 会社
（ 九 州 支 社 ）

1 災害時における郵便局窓口業務の確保

1 鉄道施設の防災対策

2 災害時における救助物資及び人員の緊急輸送

1 電気通信施設の防災対策

2 災害時における非常・緊急通話の調整及び気象予警報の伝達

日 本 銀 行
（ 熊 本 支 店 ）

1
災害時における金融対策。すなわち預貯金、り災関係手形および災害関係融資等
に関する臨時の措置につき、現地金融機関の指導を行うほか、金融機関の所要現
金の確保、損傷銀行券の引き替えその他必要と認められる適宜の措置を講ずる。

1 災害時における医療、助産及び死体処理の実

2 災害援助等の奉仕者の連絡調整

3 義えん金品の募集配分

日本放送協会及び
放送報道関係（Ｎ
ＨＫ熊本放送局、
株式会社熊本放

送、株式会社熊本
日日新聞社、株式
会社テレビ熊本、
株式会社熊本県民
テレビ、熊本朝日
放送株式会社）

1 気象予警報、災害情報等の災害広報対策

自動車運送機関
（社団法人熊本県
トラック協会、社
団法人熊本県バス
協会、社団法人熊
本県タクシー協

会）

1 災害時における自動車による人員及び救助物資等の輸送確保

海上輸送機関（三
和商船株式会社、
熊本フェリー株式
会社、熊本県海運

組合)

1 災害時における船舶による人員及び救助物資等の輸送確保

機　　関　　名 事　　務　　又　　は　　業　　務

指

定

公

共

機

関

・

指

定

地

方

公

共

機

関

郵便事業株式会社
（ 九 州 支 社 ）

鉄道関係機関（九
州旅客鉄道株式会
社、熊本電気鉄道
株式会社、南阿蘇
鉄道株式会社、く
ま川鉄道株式会社
及び肥薩おれんじ
鉄道株式会社）

西日本電信電話株
式会社

（熊本支店）

日 本 赤 十 字 社
（ 熊 本 県 支 部）
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1 電力施設の保全、保安対策

2 災害時における電力供給確保

1 ガス施設の保全、保安対策

2 災害時におけるガス供給の確保

西日本高速道路株
式会社九州支社

1 有料道路及び施設の防災対策

社団法人熊本県医
師会

1 災害時における医療、助産等の救護

社団法人熊本県看
護協会

1 災害時における医療、助産等の救護

1 溜池及び水こう門等の整備と防災管理

2 農地及び農業用施設の被害調査および復旧

1 避難施設の整備と避難訓練並びに被災時における収容者保護

2 災害時における負傷者等の医療、助産救助

1 避難施設の整備と避難等の訓練

2 被災時における収容者保護

1 農林水産関係の被害調査または協力

2 農作物、林水産物等の災害応急対策についての指導

3
被災農林水産家に対する融資、またはその斡旋並びに飼料、肥料等の確保、また
は斡旋

1 商工業関係の被害調査、融資希望者のとりまとめ、及び斡旋等についての協力

2 災害時における物価安定についての協力、徹底

3 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、斡旋

金 融 機 関 1 被災事業者に対する資金融資及びその他の緊急措置

1 避難施設の整備及び避難訓練

2 被災時における教育対策

1 安全管理の徹底

2 防災施設の整備

そ
の
他
公
共
的
団
体
お
よ
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者

病 院 等 経 営 者

社会福祉施設経営者

農業協同組合、森
林組合、漁業協同
組合等

商工会、商工会議所

学 校 法 人

危険物施設及び高
圧ガス、火薬類等
の管理者

機　　関　　名 事　　務　　又　　は　　業　　務

指
定
公
共
機
関
・
指
定
地
方
公
共
機
関

電力供給機関
（九州電力株式会
社熊本支店）

ガス供給機関
（西部ガス株式会
社、天草ガス株式
会社、九州ガス株
式会社、山鹿都市
ガス株式会社、社
団法人熊本県エル
ピーガス協会）

熊本県土地改良事
業団体連合会
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第４節 熊本県の災害要因と被害状況 

 

１. 災害要因 

熊本県は、九州中部の西側に位置し、三方を山地に囲まれ、西側だけが海に面して開けている。北

は筑肥山地を境に福岡県と接している。本県の中部から南部にかけては山岳地帯が多く、東は九州の

脊梁をなす九州山地により大分県、宮崎県と、南は国見山地を挟んで鹿児島県とそれぞれ接している。 

また、県の北東部には複式火山として世界的に有名な阿蘇山があり、陥没によってできた巨大なカ

ルデラは東西約17km、南北約25kmにわたって広がり、現在活動中の中岳をはじめ通称阿蘇五岳が連な

っている。 

一方、県の中央部の西側は、菊池川、白川、緑川流域に熊本平野が開け、球磨川、氷川その他の中

小河川の流域に開ける八代平野とともに平坦地を形成している。さらにその西方には、大小120余り

の島々からなる天草諸島が散在している。 

このような地理的条件などから東シナ海から温かい湿った空気が流入しやすく、流入したその空気

は九州山地等の斜面に当たり上昇気流を発生させ、その地域に大雨をもたらす。県内にはこのような

地形効果により定常的に大雨の降りやすい場所があり、主に菊池川、白川、緑川、球磨川の上流域と

なっている。例えば、梅雨期に相当する6月～7月の2ヶ月間の降水量（1971年～2000年の平均値）は

山間部で多いが、特に県北東部と南東部は1000mm以上の多雨域となっているのに対し、逆に西部の沿

岸部では800mm前後と地域的な差が生じている。この傾向は、最近10年間（2000年～2009年）では更

に顕著になっており、阿蘇山で平均1200mm超、牛深では約570mmと大きな地域差を示している。 ま

た、台風に関しては、台風が九州の西岸に接近して北上または西岸に上陸後九州を縦断する場合に暴

風・大雨に特に注意が必要であり、八代海や有明海沿岸では高潮災害の可能性も高くなる。本県にお

ける気象災害は、以上の気象特性や各河川の水源地帯における地盤の脆弱性、八代海や有明海におけ

る大きい潮位の干満差、その他の諸要因が重なって起こるものである。 

さらに、本県では過去に火山や地震による災害も発生している。活火山である阿蘇山は、観光地と

しての人気が定着し、多くの観光客を集めており、噴火や火山ガス噴出等に対する注意が必要である。 

 

２．被害状況 

本県における災害は、古くは、昭和２年の台風による高潮災害、戦後は昭和28年の大水害及び昭和

39年の本渡市の大火や阿蘇火山爆発等により尊い人命や貴重な財産が失われている。最近では、平成

３年の台風第19号による強風災害や平成11年の台風第18号による高潮災害、また、平成15年に水俣で

発生した土石流災害が記憶に新しい。 

昭和28年の九州北部地方の大水害（白川大水害）は、６月25日～28日にかけて降り続いた豪雨 

のため、県北部、熊本市及び周辺一帯で洪水が発生し、死者・行方不明563名、重軽傷1,500余名の

人的被害を始め、被害総額は820数億円に達する甚大な被害となった。特に大雨により阿蘇山付近で

は土砂くずれや土石流等が発生したほか、熊本市では市街地の殆どが水没・冠水し、堆積した市内の

泥土は600万トンに達した。また白川にかかる橋は、17橋のうち15橋が流失した。白川のほかにも菊

池川その他の各河川水系の被害も甚だしかった。 

昭和32年の諌早豪雨においては、県内では北西部を中心に大雨が降り、洪水、土砂くずれ、土石流
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平成15年の県南集中豪雨災害においては、水俣・芦北地方を中心に短期間に大雨が降り、土石流によ

り死者19名の人的被害等の大きな被害が発生した。 

一方、明治以降の火山による人的被害は、明治５年、昭和７年、昭和28年、昭和33年６月24日(死

者12名・負傷者28名)、昭和54年９月６日(死者３名・負傷者11名)における阿蘇山の噴火等がある。

地震による被害は、明治22年金峰山付近を震源とした地震により、死者20名、負傷者52名の人的被害

があった。また、明治27、28年の阿蘇山西麓の地震、昭和3～4年の小国地方での地震の群発があった。

近年では昭和50年の阿蘇北部での地震の群発（負傷者20名、被害額6億4千万円）等による被害があっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

第５節 熊本県の気象災害の特性 

 

 熊本県における気象災害を原因別に見ると、梅雨前線によるものが最も多く、次いで台風、梅雨期以

外の低気圧・前線となっている。時期的には6月から9月にかけてが最も多い。 

 過去の大きな災害には、水害、風害、高潮害などがあり、本県の地理的・地形的条件も深く関わって

いる。 

  

１． 梅雨期の大雨による水害 

熊本県における梅雨期の大雨は、東シナ海からの暖かい湿った空気の流れ込によって発達するこ

とが多い。熊本県は、地形的に見てコの字型に西方に開けているため、熊本県付近に停滞する梅雨

前線に向かって南西海上から空気が流入しやすく、しかも県の北側から東側にかけては九州山地が

連なっているため、この暖かい湿った空気が山地の斜面に当たり、上昇気流となって、県内に集中

的な大雨を発生させることとなる。 

また、近年は局地的に短時間に大雨が降るいわゆるゲリラ豪雨の発生が増加しており、都市化に

よる土地の保水力低下と相まって、従来とは異なるタイプの浸水被害も発生してきている。 

 

２． 台風による災害 

熊本県では、台風が県内を通過するか或いは九州の西岸に接近して北上する場合に大きな災害が

特に発生しやすい。災害の種類としては風雨によるものはもちろんであるが、遠浅でＶ字型に開け

ている有明海や八代海の沿岸部では高潮による災害も発生しやすい。 

平成3年（1991年）9月に九州西海上を北上し九州北部に上陸した台風第19号は、住宅被害や風倒

木被害など各地に甚大な災害をもたらした。また、平成11年（1999年）９月に天草諸島を通過して

熊本県北部に上陸した台風第18号は、八代海周辺に甚大な高潮害をもたらした。特に、不知火町で

は大規模な高潮が発生し、12名の人命が失われた。 

一方、台風が九州の東側を進む場合は、風による災害に比べて大雨による災害が発生しやすい。 

台風の接近や上陸は夏から初秋にかけての季節が多いが、昭和20年の阿久根台風や昭和26年のル

ース台風のように10月に上陸することもある。 
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第１節 水害予防計画（県農林水産部、県土木部、市町村、九州森林管理

局、九州地方整備局） 

 

１．治山対策 （県農林水産部、九州森林管理局） 

 (1) 荒廃地復旧対策 

本県の林野面積は464,631ha(国有林を含む)で県土総面積740,483haの約63％を占めている。

森林は水源のかん養、土砂崩壊・土砂流出の防止、自然環境の保全、公衆の保健などの多面

的機能を有し、県土保全上も重要な地位を占めている。治山事業は森林法、地すべり等防止

法に基づくもので、このような森林を造成、維持することにより、山地災害の未然防止など

を図っているが、流域保全と局所防災の見地から事業の実施に当たっては砂防、河川事業と

連携を保ち、県民の生命財産等の保全を図る方針である。 

本県は、急峻な地形が多く、破砕帯、断層など複雑であり、また梅雨・台風などの集中豪

雨により山地災害発生の危険性が極めて高く、平成15年7月に発生した水俣市を中心とした

県南集中豪雨災害では、死者19名を出すなど甚大な災害が起こった。県内には山地災害危険

地が平成22年3月現在4,322箇所あり、治山事業では、山地災害危険地を重点的に整備してい

るところである。  

 

  (2) 保安林整備対策 

山地における森林の存在は、それによって形成された落葉、落枝、林地土壌の作用が山地

の降雨を地中に浸透させ、降雨直後の地表流下量を減少させることにより河川流量の急激な

増加を抑える機能があり、また林木の根系の物理的作用によって表土の流失または崩壊の発

生を防止する等、洪水調節機能、渇水緩和機能および浸蝕防止機能等に優れた効果をもって

いる。しかし、これらの森林が過失や災害によって破壊された場合、また地味劣悪のため粗

悪な林相を呈している場合には、放置すれば前記の諸保安機能が低下し又は喪失して国土の

荒廃をまねくおそれがある。 

これらに対して、質的向上を図るため防災施設を整備しながら改植、補植および下刈り施

肥等を実施して、健全な保安林を育成することにより、森林の水資源のかん養機能と土砂の

流出および土砂の崩壊防止等の維持増進を図ることとしている。 

 

  (3)  山地災害の原因と対策 

本県の災害の主なるものは水害であり、昭和28年6月26日の白川水系の大災害、昭和32年の

7月26日の金峰山周辺の災害、昭和46年の球磨川水系の豪雨災害、昭和47年の天草・人吉地区

の豪雨災害、昭和57年の豪雨災害、平成2年の阿蘇・竹田災害、平成3年9月の台風第19号災害、

平成5年の豪雨災害、台風第13号災害、平成11年の台風第18号災害、平成15年７月の県南集中

豪雨災害等により山地が崩壊したり、土石流となって流下して人家、農地などに甚大な被害

をもたらした。豪雨による山地崩壊の主たる原因は、次のようなものがある。 

   ① 無林地状態による山地の浸蝕作用が進み、野渓が発達して起こる山崩れ 

   ② 雨水が山腹の地下表層に浸透し、表層土の重さを増加して起こる崩落 
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③ 表層の下部に不透水層があって、雨水の浸透が行われず、不透水層にそって滑落して起

こる山崩れ 

④ 無林地状態の脆弱にして不安定な山地地盤の崩落 

⑤ 渓流の浸蝕が進み、両岸山腹が不安定となって起こる山崩れ 

⑥ 不安定な地下水層に雨水が浸透して、その斜面にそって起こる滑落山地災害危険地につ

いては、森林整備保全事業計画等に基づき、山脚固定のための谷止工、渓床勾配安定のた

めの堰堤工事を施行するとともに災害に強い森林を造成し、山地崩壊を未然に防止する。 

 

２．砂防対策 （九州地方整備局、県土木部、市町村） 

本県は、県土の約８割が山地や丘陵地となっており、また破砕帯層など脆弱な地質が広く分布

していることから、豪雨の際には、土砂や流木が一時に土石流となって下流に流送され、人命や

人家、耕地、鉄道その他公共施設等に甚大な被害を及ぼすおそれがある。本県において土石流の

発生の危険性があり人家に被害を及ぼす恐れのある土石流危険渓流の数は、3,920(うち直轄区域

93)渓流（平成11年から平成13年にかけての土石流危険渓流及び土石流危険区域調査：平成15年3

月公表）となっている。 

県においては、土石流危険渓流等に対して、砂防法に基づき渓流の流出土砂量、災害の状況、

流域の地質状況および経済効果等を検討して、1,766箇所、11,625haを砂防指定地に指定し(平成

23年2月末現在)、土石流対策の施設整備を推進するとともに、「土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号、以下「土砂災害防止法」という。）」

に基づき、土砂災害警戒区域等の指定を推進し、警戒避難体制の整備の支援及び危険区域への新

規住宅等の立地抑制を図る。 

なお、「土砂災害防止法」に基づく土砂災害警戒区域の指定があったときは、市町村防災会議

（又は市町村長）は、市町村地域防災計画において当該警戒区域ごとに土砂災害を防止するため

に必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとし、市町村長は、円滑な警戒避難を確

保するために必要な措置を講ずるものとする。 

更に、まだ土砂災害警戒区域の指定に至らない土石流危険渓流についても災害対策基本法に基

づき、市町村地域防災計画に土石流危険渓流における土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予

報又は警報の発令及び伝達、避難、救助に関する事項について定めるものとする。 

なお、土石流に対する警戒避難に関する基準は別冊資料編の土砂災害警戒情報及び土砂災害警

戒避難基準（土砂災害危険度情報）のとおりである。 

 

３．治水対策 （九州地方整備局、県土木部、市町村） 

   (1) 本県河川の概要 

  本県の河川は、九州のほぼ中央部を縦貫する九州山地を分水嶺として有明海、八代海に注

ぐものと一部宮崎県、大分県、福岡県へ流下するものとに分かれている。うち１級河川は８

水系（延長1,733,000m)、２級河川は81水系(延長627,015m)、準用河川は130水系(延長1,253,

664m)となっている。 

これらの河川整備については優先度の高いものから社会資本整備重点計画に沿って重点的
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に改修事業を実施している。 

 

(2) 事業の内容 

本県は、地域的特異性もあり、台風や豪雨に見舞われることが多く、近年は、局地的集中

豪雨による災害も甚大で、その度に尊い人命、財産が失われている。県ではこれらの災害か

ら県民の生命財産を守るため治水事業等河川の規模、危険度に応じて、社会資本総合整備計

画等に沿ってそれぞれ、広域河川改修事業(9河川)、総合流域防災事業(11河川)、都市基盤

河川改修事業(4河川)、情報基盤整備事業等を、また災害改良復旧策として、災害関連事業

を実施している。 

 

  (3) 国及び県は水防法（昭和２４年法律第１９３号）に基づき、浸水想定区域の指定を推進し、

   水害による被害の軽減の支援を行う。 

また、水防法に基づく浸水想定区域の指定があったときは、市町村防災会議は、市町村地

域防災計画において次に掲げる事項について定めることとする。 

   ・ 洪水予報等の伝達方法 

   ・ 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

・ 浸水想定区域内に地下街等又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の

配慮を要する者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難を

確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの名称及び所在地 

なお、市町村防災会議は、上記施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図

られるよう洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

４．河川防災ステーション （九州地方整備局） 

    直轄河川については、災害時の防災活動及び物資の集積・備蓄等の場としての機能や平常時の

研修や訓練の場としての機能をもつ河川防災ステーションの整備を図る。 

 

５．道路橋梁対策 （九州地方整備局、県土木部） 

   (1) 道路対策 

崩土、がけ崩れ等のおそれがある山間地域における道路は、逐次、防災コンクリート擁壁、

防護網、法面被覆等により整備を図る。 

 

   (2) 橋梁対策 

  県内の国、県道の内、供用区間内に架設されている橋梁で老朽橋及び荷重条件の変更を含

めて防災上交通上の見地から重要度危険度を検討勘案し順次改築及び補修・補強を図る。 

 

 

６．内水氾濫対策 （県土木部、市町村） 

    本県でも、近年の気候変動による集中豪雨の多発や都市化の進展による雨水流出量の増大等によ
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り、内水氾濫の被害リスクが大きくなっていることから、浸水被害軽減に向けて排水路や雨水貯留

施設、排水ポンプ場の整備を進めるものとする。 

 

７．汚水処理施設対策 （県土木部、市町村） 

    下水道や集落排水施設の機能が麻痺すると県民生活に与える影響は極めて大きいため、汚水処理

場やポンプ場、管渠について浸水に対して必要な対策を講じるものとする。 
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第２節 高潮災害予防計画（県土木部、県農林水産部、県知事公室、市町、 
                            関係機関） 

 

１．海岸対策(県土木部、県農林水産部、市町、関係機関) 

   (1) 海岸概況 

本県の海岸線は、有明海に面する海岸、八代海に面する海岸及び天草西海岸からなり、そ

の総延長は1,084km余である。 

特に本県では、江戸時代から干拓事業が盛んに行われ、八代海沿岸（八代市～宇城市不知

火 町）、有明海沿岸の熊本平野では広大な干拓地が広がっており、高潮災害において危険

性の高い地域として海抜ゼロメートル地帯があげられ、過去にも高潮災害が発生している。 

これらの海岸については「海岸法」に基づき国土交通、農林水産の各省庁所管ごとに維持

管理されているが、その危険箇所は、県土木部所管については別冊水防計画書資料編、県農

林水産部所管については別冊危険箇所編のとおりとなっている。 

   (2) 海岸保全施設概況 

有明海、八代海の沿岸は、干拓当時の古い干拓堤防が今もなお第一線堤防となっている箇

所が多い。 

 また、本県は、台風の進路によっては、台風接近時に高潮が発生することが多く、平成11

年の台風１８号では溢水、堤防決壊等により大きな被害を被った。 

 海岸堤防は、河川と異なり、水防や避難が困難な場合が多く、一旦堤防が決壊すれば被害

面積の大きいこと、塩害を伴うことなどその被害は甚大で、沿岸住民に与える影響も大きい。 

   (3) 海岸保全施設の改良補強計画 

  以上のような海岸堤防現況及びその決壊した場合における被害の甚大な点から、事業計画

及び実施に当たっては、各管理者の連携を図りながら背後地を考慮し、緊急性の高いものか

ら順次改良補強することとする。 

事業内容としては、高潮対策事業等による改良及び単県海岸保全事業等により補強工事を

実施する。 

   (4) その他 

 平成11年5月に海岸法の改正が行われ、海岸の防護とともに環境や利用にも配慮した整備

を目指すこととなり、国において定められた「海岸保全基本方針」を受け策定した県下各沿

岸の「海岸保全基本計画」に基づき整備を実施する。 

 

２．高潮危険地域の把握（市町） 

  市町村は、住民避難対策の策定、危険箇所監視体制の整備、住民啓発に資するため、高潮に備

えたハザードマップの作成等によりあらかじめ高潮危険地域を把握するものとする。 

  危険地域の把握にあたっては、次の点に留意するものとする。 

  ① 既往高潮の特性及び被害実態の把握 

② 海底地形、海岸地形、気象条件(台風来襲頻度、集中豪雨発生頻度等)、海象条件(潮位(特

に高潮偏差)、波浪)、後背地域の地形、標高及び海岸保全施設の整備状況等の把握 



 15 

  ③ 人口、年齢構成等地域住民の特性、建物の特性、産業活動の特性の把握 

  ④ 沿岸地域の土地利用形態、地域固有の特性の把握 

  ⑤ 災害時要援護者施設の有無 

 

３．潮位監視体制の整備（県知事公室、県農林水産部、県土木部、市町） 

 (1) 潮位監視体制の整備 

  台風の接近、風速・風向の変化、満潮の時間帯等、高潮発生の要因が重なってきた場合、沿

岸の市町にあっては、潮位の異常な上昇を早期に発見するため、あらかじめ監視場所の設定、

担当者の選任等監視者の安全を考慮した潮位監視体制の整備に努めるものとする。 

 (2) 潮位観測所監視体制の整備 

  沿岸地域の潮位変化をより詳細に把握するため、現在県内１６箇所の港湾及び２箇所の海岸

に設置している潮位・風向・風速等の観測所に対する監視体制の整備と充実を図っていく。 

 

４．後背地対策（県農林水産部、県土木部、市町） 

 (1) 安全な土地利用の誘導 

 高潮により被害が予想される場所は、ハザードマップの作成、危険区域の設定等の手段によ

り被害が少なくなるような形態での土地利用へ誘導することとする。 

  (2) 拠点的公共施設の整備 

 高潮来襲時の拠点となるような庁舎、学校、病院等の施設については、安全な位置に設置す

るとともに、既存施設で危険性の高い地域に立地する施設は、耐浪化等充分な対策を施すもの

とする。 
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第３節 地すべり山崩れ等災害予防計画 
（県農林水産部、県土木部、県知事公室、市町村） 

 

１．地すべり防止対策（県農林水産部、県土木部、県知事公室、市町村） 

本県における地すべりは、天草諸島一帯に散在する第三紀層地すべり、緑川南部から氷川流域

一帯にわたる破砕帯地すべり、阿蘇北部一帯の温泉地等に点在する温泉地すべりがある。第三紀

層地すべりは、粘土質の岩石でできているため、浸蝕が早く進み、水を含むと粘土質化して地す

べりを起こしやすい。破砕帯地すべりは、地殻の中で断層や褶曲が起き、岩石に非常に大きな圧

力が働いて岩などが砕かれてもろくなって起こるものである。また温泉地すべりは、火山や温泉

地帯の熱気作用で、火山岩や火山灰の土質が化学的に変化してもろくなった地質の中で起こるも

のである。これらの地すべり地帯は、すべて地質的には脆弱であり、地すべりを誘発助長する原

因として最も大きい影響を与えるのは、雨水或いは地下水の作用である。 

 県においては、災害防止及び山地治山、農地保全等国土保全の観点から次のように地すべり防

止事業を推進する。 

(1) 山地地すべり対策（県農林水産部） 

平成7､8年度に実施した山地災害危険地区の調査結果及びその後の調査結果により、現在ま

で判明した地すべり危険箇所は15箇所で、このうち「地すべり等防止法」に基づき指定を受

けたもの10箇所について、重点的に地すべり防止対策を実施し、現在までに8箇所が概成して

いる、残り7箇所についても現地の状況を判断しながら、地すべり防止対策を推進する。 

(2) 砂防地すべり対策（県土木部、市町村） 

砂防地すべり（山地、農地を除く）については、平成8年度に地すべり危険箇所の再点検を

実施し現在まで判明している地すべり危険箇所は、111箇所、3,955ha（再点検後危険箇所以

外で地すべり防止区域に指定した箇所を含む）に及んでいる。このうち「地すべり等防止法」

に基き、地すべり防止区域の指定を受けたものは、87地区、1,516haである。 

地すべり防止区域87地区のうち地すべり活動が顕著な区域を対象として重点的に地すべり

防止対策を推進するとともに地すべりに関する防災知識の普及、警戒避難体制の整備の支援

等ソフト面の対策についても整備促進を図る。 

なお、市町村防災会議（又は市町村長）は、災害対策基本法に基づき、市町村地域防災計

画に地すべり危険箇所における土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令

及び伝達、避難、救助に関する事項について定めるものとする。 

(3) 農地地すべり対策（県農林水産部） 

農地地すべり(土地改良法に基づく施行実施及び計画地域及び管理地域)については、現在

まで「地すべり等防止法」に基づき地すべり指定区域の指定を受けたところについて、地す

べり防止対策工事を施行し効果をあげている。 

今後も危険な箇所については、重点的に地すべり防止対策を推進する。 

 

２．山崩れ等防止対策 

(1) 山崩れ対策（県農林水産部） 
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山崩れ発生の危険度の高い箇所が球磨川、白川をはじめ各河川の水源地帯に点在している

ので、山脚固定用谷止工、土石流発生防止用堰堤、山腹緑化工、基礎工その他を施行し、山

地の崩落を未然に防止する計画である。 

(2) 農地保全対策(県農林水産部) 

本県の農地のうち、急傾斜地帯に造成された果樹園、火山灰地帯の畑地、シラス台地等は

降雨に対して弱く、耕地の流失、崩壊はもとより、これらに伴い下流の人家にまでも影響を

及ぼしている。これらに対する防災対策として急傾斜対策、特殊土壌対策、シラス対策の農

地保全事業を実施する。 

(3) 炭鉱のぼた山崩壊対策(県商工観光労働部) 

本県には、炭鉱で捨石集積したぼた山が存在している。これらの炭鉱のぼた山崩壊に対す

る応急措置は、関係市町村の防災対策で定めておくものとする。 

 

３．急傾斜地崩壊（がけ崩れ）防止対策（県土木部、市町村） 

  最近における災害の中で、集中豪雨による急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）が全国各地で多発し、

公共建物、病院、人家密集地等に重大な被害を及ぼしている。 

本県においては、平成11年から12年にかけて実施した急傾斜地崩壊危険箇所点検調査により、

がけ高５m以上、がけの角度30゜以上の急傾斜地崩壊危険箇所は、9,463箇所となっている。 

県では、急傾斜地崩壊危険箇所等に対して、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

(昭和44年法律第57号)」に基づき急傾斜地崩壊危険区域に指定し（平成23年3月末現在961箇所指

定）、区域内における行為の制限、防災措置の勧告を行うとともに、緊急を要する箇所より順次

崩壊防止工事を実施している。 

また、急傾斜地崩壊危険箇所については「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害警戒区域等の

指定を推進し、警戒避難体制の整備の支援及び危険区域への新規住宅等の立地抑制を図る。 

なお、「土砂災害防止法」に基づく土砂災害警戒区域の指定があったときは、市町村防災会議

（又は市町村長）は、市町村地域防災計画において当該警戒区域ごとに土砂災害を防止するため

に必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとし、市町村長は、円滑な警戒避難を確

保するために必要な措置を講ずるものとする。 

更に、まだ土砂災害警戒区域の指定に至らない急傾斜地崩壊危険箇所についても災害対策基本

法に基づき、市町村地域防災計画に急傾斜地崩壊危険箇所における土砂災害に関する情報の収集

及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助に関する事項について定めるものとする。 

なお、急傾斜地崩壊（がけ崩れ）に対する警戒避難に関する基準は、別冊資料編の土砂災害警

戒情報及び土砂災害警戒避難基準（土砂災害危険度情報）のとおりである。 

 

４．宅地災害の防止対策（県土木部） 

近年都市の住宅難により都市周辺の傾斜地等においても、宅地造成が行われ、わずかな降雨で

も、がけ崩れや、土砂流失等の災害を起こしているのが現況である。よってこれらの地域のうち、

宅地造成等規制法に基づく工事規制区域を次のとおり指定し、同区域内における新しい宅地造成

工事はもちろんのこと、すでにある宅地についても規制を徹底し、災害の発生を未然に防止する。 
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  なお、当該指定区域外における宅地造成工事についても、災害防止について極力行政指導を実

施する。 

 

                     宅 地 造 成 規 制 区 域 

                                                 （単位 ha） 

指 定 区 域 名 指  定  面  積 

 熊本市竜田地区                       ６３６．４ 

   〃  清水池田地区                       ４０３．３ 

   〃  花岡山地区                       １２７．９ 

小   計 １，１６７．６ 

 荒尾市桜山地区                       ２８５．６ 

 

合   計 １，４５３．２ 

 

 

５．がけ地近接等危険住宅移転対策（県土木部） 

本県においては、毎年のように集中豪雨等によるがけ崩れ災害が発生し、そこに住む人々の生

命及び財産に重大な被害をもたらしている。このため、がけ地の崩壊、土石流、地すべり、津波、

高潮、出水等の恐れがある危険住宅の移転を促進することにより、住民の生命の安全を確保する

ため、がけ地近接等危険住宅移転事業制度に基づき、危険住宅の除却に要する経費及び危険住宅

に代わる住宅の建設(購入)に要する経費についてその一部を補助するものである。 

 

６．防災集団移転対策（県知事公室） 

豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築基準法第39条第

1項の規定により指定された災害危険区域のうち、住民の住居に適当でないと認められる区域内

にある住民の集団移転を促進するため、地方公共団体が行う集団移転促進事業に要する経費の一

部を国が負担し、住民の生命、身体、財産等を災害から保護するものである。 
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第４節 建造物等災害予防計画（県土木部、市町村） 

 

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や平成16年10月に発生した新潟県中越地震の被災状況に

鑑み、県民への建築物の耐震知識の普及を図ると同時に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

等により既存建築物の耐震診断、改修を促進する。 

毎年、火災によって多くの建築物が焼失し、尊い人命や貴重な財産を失っていることに鑑み、防

災関係法令等により建築物の防災対策を促進することにする。特に、多数の人々が利用する特殊建

築物等については建築基準法に基づく定期報告制度の強化を図り、また、火災による死者割合の高

い住宅についても国及び関係機関と連携しながら防火対策の推進を図る。さらに、一般住民を対象

として建築物に関連する防災知識の高揚と防災関係法令等の周知徹底を図るため、建築物防災週間

を年2回実施する。 

一方、平成16年にたびたび接近・上陸した台風により、県内各地で屋根瓦飛散等の膨大な建物災

害が発生しており、建築物の耐風対策を講じる。 

 

(1) 防災対策の推進 

① 建築物の新築や増築等に際しては、建築確認申請を通じて建築基準法や消防法等によっ

て必要な防災対策を講じる。 

② 低層の木造老朽建築物が密集し、大規模な火災発生の恐れがある地区を有する市町村に対

し、都市再開発法や住宅地区改良法等を活用した建築物の不燃化や耐震化等に向けた啓発を

行う。 

③ 住宅火災による高齢者の死亡率が一般人に比べて極めて高い現状にあることに加えて、今

後本格的な高齢化社会を迎えるので、住宅用火災警報器設置義務化に向けた啓発等、住宅防

火対策の推進に努める。 

(2) 既存建築物等の防災対策 

① 耐震改修促進計画及び同実施計画に基づき耐震診断・改修の促進を図る。 

② 県民にとって身近な木造住宅の耐震化に向け、建築士を対象にした耐震診断講習会の開

催や市町村と連携した県民の啓発に取り組む。 

③ 既存の特殊建築物等については、定期報告制度や防災査察等によって建築物の防災維持

に努める。 

④ 建築物の外壁や広告板等の落下による人的被害を未然に防止するため、落下物対策を推

進する。 

(3) 市街地の不燃化推進 

① 市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、住環境整備事業等を展開することにより、

市街地の不燃化を推進する。 

② 建築物が急激に増加し、火災発生の恐れが極めて高くなっている市街地については、耐

火建築物等への誘導を図るため、都市計画法による防火地域、準防火地域の指定を検討す

る。 
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第５節 火災予防計画（県総務部 県農林水産部） 

 

１．火災予防対策の指導 

大規模構造物や危険物施設等の増加、住居の高層化・密集化等により火災の大規模化・特殊化

が懸念される。 

このため、県及び市町村は時代の変化に対応したきめ細かな火災予防指導の徹底に努める。 

(1) 一般家庭に対する指導 

住宅火災による死者が建物火災による死者の約9割を占め、特に高齢者の死者発生率が極め

て高い状況にあるため、住宅防火対策が全国的に展開されている。本県においても、広報活

動及び関係機関との連携強化等を通じて住民一人ひとりの防火意識の高揚及び住宅用防災機

器等の普及を図る。 

(2) 予防査察の指導強化 

各消防機関が行う予防査察においては、管内の防火対象物の実態を十分把握し、それに基

づき消防計画・防火管理体制・消防用設備等の維持管理等について適切な指導を行っていく

よう強力に推進する。 

(3) 火災危険区域の設定 

市街地、密集地のうち、特に火災の危険の大きい区域については消防、建築、都市計画等

総合的な観点から火災危険区域を設定し、防火対策を樹立するよう指導する。 

(4) 防火管理者の指導育成強化 

防火対象物の高層化・複雑化に伴い、消防機関による予防行政及び消防活動を補完する防

火管理者の役割の重要性が増していることから、防火管理業務を有効に遂行できるように防

火管理者に対する講習会を実施する。 

(5) 防炎物品の普及指導 

    防炎物品は、出火及び延焼拡大防止に非常に効果的であるので、その普及促進を図る。特

に高齢者等が居住する家庭に対しては、防炎物品のカーテン・じゅうたん等の普及促進を図

る。 

(6) 消防用設備及び特殊消防用設備等の維持管理の徹底 

消防用設備及び特殊消防用設備等については、いつ火災が発生してもその機能が有効に発

揮できるよう、消防法令で定める定期点検及び報告の徹底を図る。 

(7) 幼年、少年、女性（婦人）防火クラブ等の民間防火組織の育成・指導 

日頃から出火防止・消火訓練・通報訓練等を行い、地域住民一人ひとりの火災予防の自覚

と相互協力が図られるよう、地域の実情に応じた消防団、幼少年婦人防火クラブ等の自主防

火組織の育成を行い、地域ぐるみの防火安全体制及び初期消火体制の確立を図る。 

 

２．森林火災予防（県農林水産部） 

(1) 予防措置 

    火災の原因が落雷、噴火、摩擦熱等の天災は例外として、その殆どが人為的であり、発生

の場所が林野であるので、人に対する措置と林野に対する施設について考慮しなければなら
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ない。 

① 教育指導 

イ ラジオ、テレビ放送、街頭放送、広告、新聞、電車等車内ポスター掲示による広報 

ロ 危険地域、主要入山口に標板、制札、ポスターの掲示 

ハ 火災警報発令の周知徹底 

ニ 森林所有者等による消防組織の確立 

② 取締りの強化 

イ たき火、喫煙の制限 

ロ 火入許可の厳正なる実施および監督 

③ 森林保全巡視の実施 

イ 森林レクリエーションのための利用者が特に多く、山火事等の森林被害が多発するお

それのある森林 

ロ 自然的条件により山火事の危険性が高くかつ過去において相当程度の山火事が発生し

たことがある市町村の区域内の森林 

県内の森林の中でも特にイ、ロに該当する森林について、森林ウオッチャー制度を活

用し、山火事等の早期発見や適切な応急措置を講ずる。 

 

(2) 防火施設  

防火施設は、火災の早期発見と、適切な防火、消火の措置により、被害を最小限度に防止

するもので、森林経営上、予防および消火の施設を設けることにある。 

① 警防施設 

イ 林野火災望楼の設置及び付属品の整備 

(ｲ) 警報旗、望遠鏡、警鐘またはサイレン、湿度計、風速計、防火用器具、地図、電話

または無線通信設備、感知紙等の整備を図る。 

ロ 予防施設(自動音声、警報機、防火ポスト、立看板、標識板等)の設置 

ハ 林野火災の予防および消火技術の研修 

② 防火施設の整備 

森林経営上特に火災危険地区森林に、延焼防止のための防火施設を整備強化する。 

イ 防火線の構築 

位置、構造については、地区森林の状況により最も効果的な施設を考慮する。 

ロ 防火林の造成 

防火線敷には、火に抵抗性のある樹種を植栽し、延焼の防止および火勢の抑圧をするた

めの防火林或いは防火樹帯を設定する。 

ハ 防火道の設置 

林道の拡充に伴い、地域別の防火道の設置を図る。防火道が道路網、歩道橋の何れを設

置するかは、地区森林経営の実体を十分に調査し、林産物の搬出、林内作業、巡視業務等

と火災予防計画とを総合的に検討して設置する。 

ニ 消火用器具(携帯用防火セット、可搬式消防ポンプ、水のう付手動ポンプ、背負式消火
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器等)の設置 

ホ 防火的施策 

森林の経営にあたっての造林、保育は、防火上効果的施策を考慮する。 

 

(3) 林野火災空中消火用資機材等 

林野火災の空中消火は、ヘリコプターにより、消火薬液または水を空中から火災地点又は

その周辺に散布して行う防ぎょ方法であるが、これに要する資機材については、別冊資料編

林野火災消火資機材一覧のとおり整備し、林野火災の拡大防止を図る。 
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第６節 危険物等災害予防計画（県総務部、県警察本部、 
 九州産業保安監督部、消防機関） 

 

 危険物等による災害を未然に防止するため、次により対策を実施するものとする。 

 

１．危険物の災害予防対策 

(1) 施設の現況  

平成23年3月31日現在の県下の危険物製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。）

の数は6,062件で許可区分件数は、製造所40件、貯蔵所3,681件、取扱所2,341件となっている。

これを施設の規模別(最大貯蔵量または最大取扱量)でみると全体の約75.6％の4,584件が指

定数量(消防法別表に掲げる数量をいう。)50倍以下の比較的小規模な施設であり、1,000倍を

超える大規模な施設は1.4％の85件である。 

 

(2) 保安体制の確立 

市町村長は製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、危

険物取扱者制度の徹底を図るとともに当該施設の種類、規模により危険物保安統括管理者、

危険物保安監督者、危険物施設保安員を定めて、当該施設における保安業務を誠実に行わせ、

常時保安体制を整備するよう指導するものとする。 

 

(3) 保安教育の実施 

知事は製造所等において、危険物の取扱作業に従事する者に対して、取扱作業の保安に関

する講習を実施し、危険物取扱者として必要な知識、技能の習得等、保安確保のための教育

を実施するものとする。 

また、所有者等に対し、自主的に危険物の取扱作業に従事する者の保安教育を実施するよ

う指導するものとする。 

 

(4) 製造所等の維持管理 

市町村長は製造所等の保安検査または立入検査を実施する際、次の事項を重点的に検査す

るものとし、製造所等における災害の防止に積極的な指導を行うものとする。 

① 位置、構造及び設備の維持管理状況 

② 消火設備、警報設備の保安管理状況 

③ 危険物の貯蔵及び取扱い状況 

④ 危険物取扱者の立合い状況 

 

(5) 自主予防対策の推進 

市町村長は、製造所等の種類、規模に応じ、所有者等が次の措置をとり、自主的な保安体

制を確立するよう適切な指導をするものとする。 

① 予防規程の遵守 
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市町村長は、予防規程の内容が常に実態に即したものであるよう指導し、関係者の周知

と遵守の徹底を図る。      

     ② 自衛消防組織の充実 

         市町村長は、自衛消防組織の編成状況を掌握し、随時消防訓練を実施させるなど、その

消火活動の向上を指導し、災害発生に対応できるよう組織力の強化充実を図る。 

     ③ 定期点検の励行 

        市町村長は、保安検査、立入検査のほか、製造所等において当該施設の設備に関して不

備箇所等を補修、改善し、事故の未然防止と安全確保を図らせるため、自主的な定期点検

を完全に実施するよう指導を行う。 

 

(6) 危険物の輸送 

       市町村長は、警察の協力を求めてタンクローリーなど危険物運搬車両への立入検査を実施

し、車両の保安管理、移送、運搬基準の励行等につき指導取締を行うものとする。 

 

 (7) 消火薬剤等の緊急輸送対策 

      知事及び市町村長は、関係事業所等の消火薬剤の保有状況、化学消防車その他化学消防設備

の実態を把握し、緊急輸送体制の確立を図るものとする。 

 

２．高圧ガスの災害予防対策 

 (1) 施設の現況 

      平成24年3月1日現在で高圧ガス保安法並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律（以下「液石法」という。）に基づき、許可等した高圧ガス製造事業所、販売事

業所及び貯蔵所(以下「製造事業所等」という。)の件数は、製造事業所1,160件、販売事業所 

1,097件(うち液石法分458件)、貯蔵所186件となっている。 

   これら高圧ガス製造事業所等の現況は別冊資料編のとおりである。 

 

 (2) 保安体制の確立 

    ① 保安統括者等の選任 

        知事は高圧ガス製造者、販売業者、貯蔵所の所有者又は占有者(以下「製造者等」という。）

      に対し当該施設の種類及び規模に応じ、高圧ガス製造保安統括者、保安技術管理者、保安主

   任者、保安企画推進員、保安係員、保安監督者、販売主任者、特定高圧ガス取扱主任者又は

   業務主任者を定め高圧ガスの製造、販売、貯蔵又は消費に関する業務を誠実に行わせ、常時

   保安体制を整備するよう指導するものとする。 

    ② 協会等との連携強化 

        知事は九州産業保安監督部と協力して、高圧ガス保安協会九州支部、九州地区高圧ガス防

災協議会熊本県支部、熊本県高圧ガス保安協会、熊本県エルピーガス協会等と緊密な連携を

保ち、保安体制の万全を期するものとする。 

 



 25 

 (3) 保安教育の実施 

    ① 保安教育計画の作成 

        知事は、製造者等に対し、公共の安全の維持または災害発生防止のため、実態に即した保

安教育計画を定め、従業員に対する保安教育を実施するよう指導するものとする。 

② 講習の実施 

        知事は、保安統括者等のうち、法令の規定により定められている者に対して、高圧ガス保

安協会が行う講習を受けるよう指導するとともに、必要に応じ、製造、販売等の高圧ガスの

取扱いについて保安講習を実施し、保安統括者等に対して必要な知識、技能の習得等保安確

保のための教育を施すものとする。 

 

 (4) 製造事業所等の維持管理 

      知事は高圧ガスの製造若しくは販売のための施設又は高圧ガス貯蔵所について、保安検査又

は立入検査を実施する際、次の事項を重点的に検査し、当該施設が適切に維持管理されるよう

製造者等を指導するものとする。 

    ① 位置、構造及び設備の維持管理状況 

    ② 消火設備、警報設備の保安管理状況 

    ③ 保安体制の整備状況 

    ④ 保安教育の実施状況 

 

 (5) 自主保安対策の推進 

      知事は製造者等に対し、危害予防規程の作成、定期自主検査及び防災訓練の実施等を行い、

自主保安対策を推進するよう指導するものとする。 

    ① 危害予防規程の作成 

       知事は危害予防規程の内容が常に実態に即したものであるよう指導し、関係者への周知と

遵守の徹底を図る。 

    ② 定期自主検査の実施 

        製造者等は毎年少なくとも1回以上は定期検査を行い、その記録を保存し、当該施設を正

常な状態に維持管理しておく。 

    ③ 防災訓練の実施 

        製造者等は、災害の発生等を想定した訓練を実施するとともに、自衛防災組織を整備して

おく。 

 

 (6) 高圧ガスの移動 

      高圧ガスの移動途上に起る事故に対処するため、指定防災事業所の充実及び防災資器材の整

備を促進し、あわせて移動中における事故防止のため、警察と協力して路上取締指導を行うも

のとする。 
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 (7) 消費者保安対策 

      高圧ガスのうち特にＬＰガスによる一般消費者の事故を防止するため、次のとおり保安対策

を実施するものとする。 

    ① 消費設備の調査 

        販売事業者は、一般消費者の消費設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて調

査する。 

        また、県は消費設備の調査の完全実施を図るため、認定保安機関の指導強化を図る。 

    ②  消費設備の立入検査 

        県は特に必要と認めるときは、一般消費者の消費設備について立入検査を行い、基準に適

合していないときは、販売事業者及び一般消費者に対して改善指導を行う。 

    ③ 燃焼器具の屋外設置運動 

        一般消費者の燃焼器の屋外設置運動等を実施し、ＣＯ中毒事故等の防止を図る。 

 

３．火薬類の災害予防対策 

 (1)  施設の現況 

      平成24年3月1日現在火薬類取締法(以下「法」という。）に基づき、許可した火薬類製造事

業所、販売所及び貯蔵施設(以下「製造事業所等」という。）の件数は、製造事業所2件、販売

所68件、貯蔵施設70件となっている。 

      これら火薬類製造事業所等の現況は別冊資料編のとおりである。 

 

 (2) 保安体制の確立 

      知事は火薬類の製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は火薬類を消費する者(以下「製

造業者等」という。)に対し、当該施設の種類及び規模に応じ火薬類製造保安責任者、取扱保

安責任者又は副保安責任者(以下「保安責任者」という。）を選任し、火薬類の製造、販売又

は消費に関する職務を誠実に行わせ、常時保安体制を整備するよう指導するものとする。 

      また、熊本県火薬保安協会等と緊密な連携を保ち、保安体制の万全を期するものとする。 

 

 (3) 保安教育の実施 

    ① 保安教育計画の実施 

      知事は製造業者等に対し、災害の発生を防止し、公共の安全を確保するため、実態に即した

保教育計画を作成し、従業員に対する保安教育を実施するよう指導するものとする。 

    ② 講習の実施 

        知事は保安責任者に対して、火薬保安協会等が行う保安講習を受けるよう指導し、併せて

火薬類による災害の発生を防止するため、必要に応じ火薬類の製造、販売、消費に関する講

習を実施するものとする。 

 

 (4) 製造事業所等の維持管理 

      知事は、製造事業所等の保安検査又は立入検査を実施する際、次の事項を重点的に検査し、
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当該施設の維持管理を図り、火薬類による災害を防止するよう指導するものとする。 

    ① 位置、構造及び設備の維持管理状況 

    ② 警報設備の保安管理及び盗難防止対策の状況 

    ③ 製造、販売、貯蔵又は消費等の取扱状況 

    ④ 保安教育の実施状況 

 

 (5) 自主保安対策の推進 

      知事は製造業者等に対し、危害予防規程の作成、定期自主検査の実施により自主保安対策を

推進するよう指導するものとする。 

    ① 危害予防規程の作成 

        知事は危害予防規程の内容が常に実態に即したものであるよう指導し、火薬類製造業者へ

の周知と遵守の徹底を図る。 

② 定期自主検査の実施 

      製造業者等は毎年少なくとも2回は定期的に検査を行い、そのうち1回は繁忙期の直前に実

施し、その記録を保存し、当該施設を正常な状態に維持管理しておくよう指導する。 

 

 (6) 火薬類の運搬 

      法定数量以上の火薬類を運搬する場合は県公安委員会から交付を受けた運搬証明書を必ず

携帯するよう指導し、あわせて運搬中における事故防止のため、警察の協力を得て路上取締指

導を行うものとする。 
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第７節 文化財災害予防計画（県教育庁） 

 

１．文化財の災害予防対策 

  現在、全国的に文化財の災害で最も多いのは、火災によるものである。特に有形文化財にあっ

ては、木質、紙質、布質等が多いので、火災により被害を受けることが多い。これは、明治30年

文化財の指定制度が確立されてから今日までの間に、火災によって焼失した指定建築物が230余

棟にも達していることでも明らかである。その他風水害や地震による被害も多い。 

(1) 講習会の開催等 

次により防災思想の普及を図る。なお、防災施設については補助制度の対象としている。 

① 文化財講習会を開催し、関係者の文化財保護に対する認識を高める。 

② 市町村教育委員会と地元警察、消防機関および所有者との連絡を密にし、防災について指

導する。 

③ 所有者に対し、保存の方法について指導する。 

 

(2) 防火対策 

文化庁文化財保護部で発行した「文化財防火、防犯の手引き」に基づき、防火に関し、次の

とおり措置するよう指導する。 

① 防火管理の体制を確立する。 

管理団体である市町村において防火計画を樹立し、これに基づき防火訓練、防火講習会ま

たは研究会等を積極的に実施し、防火体制を確立する。 

② 環境の整理整とんを図る。 

防火体制とこれが保護活用の両面から防火を主体とした文化財の整理整とんを実施する。 

③ 火気の使用を制限する。 

火気の使用は、市町村火災予防条例により規制する。 

④ 火災危険の早期発見と改善等を図る。 

火災の発生するおそれのある箇所を調査し、防火診断を受け、これに基づき改善する。 

なお、建造物の防火施設としては、次の設備を整備するよう指導する。 

消火設備 

イ 消火器および簡易消火用具 

ロ 屋内消火栓設備 

ハ 屋外消火栓設備 

ニ 放水銃 

ホ スプリンクラー設備 

ヘ ドレンチャー設備 

ト 動力消防ポンプ設備 
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警報設備 

イ 自動火災報知設備 

ロ 漏電火災警報器 

ハ 消防機関へ通報する火災報知設備 

ニ 非常警報器具または非常警報設備 

その他の設備 

イ 避雷装置 

ロ 消防用水 

ハ 消防進入道路 

ニ 防火塀、防火帯 

ホ 防火壁、防火戸 

 

２．出土品・記録類の保管のあり方 

  貴重な出土品・記録類が火災や盗難により消失する事故を防ぐために、県教育委員会所管の出

土品・記録類については、火災・災害等に備え、その種類又は内容によって、保管・整理の方法

を工夫し適切に実施する。 

  なお、同様の観点から、適切に保管・管理するよう、市町村教育委員会への指導に努める。 
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第８節 海上災害予防計画（熊本海上保安部、関係機関） 

 

 海上における災害を防止するため、熊本海上保安部をはじめ実勢力のある国の機関、県及びその

機関、市町村及びその機関、その他災害防止活動について実勢力を有する公的機関及び民間防災機

関並びに関係企業等により体制を確立するものとする。 

各関係機関は次のような災害予防措置を実施するものとする。 

 

１．関係機関の協力体制の確立と情報収集・伝達体制の整備 

  海上における災害に備え熊本海上保安部は緊急時に各機関が協力できるよう、資機材及びその

数量をあらかじめ把握しておくとともに、関係機関と緊密な協力体制を樹立する。 

熊本海上保安部、県、市町村等の防災関係機関は、油排出事故等の海上災害が発生した場合に

は、人命救助や被害の拡大を防止し沿岸地域住民、沿岸施設及び船舶の安全の確保を図るため、

円滑な応急対策が行えるよう、夜間及び休日等を含めた緊急時の情報連絡体制を確立しておくも

のとする。 

 

２．資機材の整備 

  各関係機関は防災資機材等の備蓄整備に努める。 

県は、排出油から保全すべき施設・設備・海岸等を検討し、必要に応じた排出油防除資機材等

(オイルフェンス、処理剤、吸着剤等)を保有するとともに、調達体制の整備に努める。また、市

町村その他防災関係機関等が保有する排出油防除資機材等の保有状況の調査把握及び緊急調達

方法等の確立に努めるものとする。 

市町村は、当該区域内で排出油から保全すべき施設・設備・海岸等を検討し、必要に応じて資

機材等(オイルフェンス、処理剤、吸着剤等)の整備充実を進めるものとする。 

 

３．災害防止の指導啓発 

  熊本海上保安部をはじめ各関係機関は船舶等関係者並びに一般に対し安全運航、危険物取扱い

に関する心得等について注意喚起するとともに、防災訓練及び各種海難防止運動を通じ、これら

予防知識の普及徹底を図る。 

 

４．海上防災の研修及び訓練 

  熊本県をはじめ各関係機関は沿岸住民の生命財産及び生活権等に多大の災害を及ぼすおそれ

のある海上災害を想定し、防災上の責務の認識、防災技術の習得、相互協力の実効等を目的とし

た防災教育及び防災訓練を海上災害防止センターの事業等を活用して実施する。 

 

５．排出油及び回収油等の処理 

  各関係機関は、排出油の回収、その保管及び処理が適正に行われるよう、その方法等を確立し

ておくものとする。 
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６．そ の 他 

  各関係機関は災害の発生及び拡大の防止のために、それぞれの責務において必要事項について

措置する。 

油等の海上流出事故等が発生した場合における防災対策に備え、国・県・沿岸市町村、関係機

関、団体及び事業所を構成員とする熊本県排出油防除協議会が設置されている。官民一体となっ

た海上災害への対応のため、その連携の強化を図るものとする。 
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第９節 災害危険地域指定計画（県土木部、県農林水産部、 
九州地方整備局、市町村） 

 

 この計画は、洪水、地すべりおよび高潮等により災害発生のおそれがある地域を指定して、行為

規制等の必要な措置を講ずるための現況調査、ならびに危険区域の巡視等災害予防上必要な措置に

ついて定めるものである。 

 

１．災害危険箇所等の把握 

 災害危険箇所の把握については、次の点に留意のうえ行うものとする。 

(1) 近年の急激な土地利用形態の変化に伴い、以前から人の居住しなかった地域が住宅地にな

る等により危険箇所となっていることもあり、もれのないように常に現状把握を行うものと

する。 

(2) 防災関係施設(堤防、樋門等)の整備により危険箇所の指定から外されている場合において

も異常な自然現象や当該施設が破損すれば、甚大な被害が発生するおそれのある箇所につい

ては、当該箇所の状況を把握しておくものとする。 

 

２．災害危険地域の現況 (県土木部、県農林水産部、九州地方整備局、市町村) 

(1) 河川で危険と思われる箇所は、別冊危険箇所編のとおりである。  

(2) 海岸で特に危険と思われる箇所は、県土木部所管については別冊水防計画書資料編、県農

林水産部所管については別冊危険箇所編のとおりである。 

(3) 土石流、地すべり（山地、農地を除く）、急傾斜地（がけ崩れ）の発生により危険と思われ

る土砂災害危険箇所は、別冊危険箇所編に示す土石流危険渓流、地すべり危険箇所（山地、農

地を除く）急傾斜地崩壊危険箇所である。 

   これら危険箇所について、土砂災害防止法に基づき平成21年度までに土砂災害警戒区域等に

指定した箇所は、別冊危険箇所編のとおりである。なお、これら土砂災害危険箇所以外にも土

砂災害が発生する場合もあることから、現状把握に努めるものとする。 

(4) 地すべり等（山地、農地）により危険と思われる箇所は、別冊危険箇所編のとおりである。 

(5) 山腹の崩壊等により危険と思われる地域は、別冊危険箇所編のとおりである。 

(6) 市町村管理区域で危険と思われる箇所については、市町村防災計画において明確にしておく

ものとする。  

 

３．実施責任者 

(1) 河川および海岸の災害危険地域の巡視および災害予防上必要な措置については、熊本県水

防計画の定めるところにより、水防管理団体(市町村長が水防管理団体の長)および知事が行う

ものとする。 

(2) 地すべり等防止法に基づく地すべり指定区域の行為規制、その他災害予防上必要な措置は

知事が行うものとする。 
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４．危険区域の巡視等 

(1) 水防関係(県土木部、九州地方整備局、市町村) 

異常降雨等によって、河川の水位が上昇しているとき、または指定河川について水防警報

が発せられたときは、水防管理者は前記危険区域について、河川、海岸および堤防等の巡視

を行うものとし、また監視のための水防団員(消防団員)を配置するものとする。 

 

(2) 防災関係施設(堤防、樋門等)の整備により危険箇所の指定から外されている場合において

も、異常な水位(潮位)の上昇により破堤・越波等の発生するおそれもあるため、警戒、巡視

等においては、従来からリストアップされた危険箇所だけでなく、水位(潮位)と堤防等の高

さを比較のうえ適切に対応するものとする。 

なお、通報その他災害予防上必要な事項については、熊本県水防計画の定めるところによ

る。 

 

(3) 地すべり関係（県農林水産部、県土木部) 

     本県の地すべり防止区域は、天草市新和町大多尾外87地区が砂防地すべりとして、熊本市

西区松尾町要江外9地域が山地地すべりとして、上益城郡御船町長生地区外16地区(676.88ha)

が、農地地すべりとして、それぞれ「地すべり等防止法」に基づき指定されている。この地

すべり防止区域については、「地すべり等防止法」に基づき管理し、行為規制については、

同法及び同法施行令によっている。 

     また、地すべり防止指定区域の標示については、同法施行規則によって明確に区域の標示

をなすとともに、所轄地域振興局、熊本土木事務所、熊本農政事務所は、随時パトロールを

行うこととする。 
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第１０節 気象観測施設等整備計画（熊本地方気象台、各防災関係機関） 

 

１．気象観測施設の概況 

  県内における気象観測施設は、熊本地方気象台関係の観測施設を始め、各機関の観測施設があ

るが、概要は次のとおりである。 

(1) 熊本地方気象台関係 

観測所の種別、所在地等は、別冊資料編のとおりである。 

(2) 防災関係機関 

観測所の所在地および観測施設の状況は、別冊資料編のとおりである。 

 

２．気象観測施設等の整備 

(1) 熊本地方気象台 

熊本地方気象台は、集中豪雨等の異常気象を監視し、その状況を把握するため、次により

万全を期している。 

① 熊本地方気象台では、次に示す観測施設の気象観測データと、解析雨量、降水短時間予

報等により、台風・集中豪雨等の異常気象の監視を行い、きめ細やかな防災気象情報(警報、

注意報、情報など)の的確、迅速な提供を行うことに努めている。 

イ 気象官署 

熊本地方気象台に地上気象観測装置を設置。 

ロ 特別地域気象観測所 

阿蘇山・人吉・牛深の3か所に地上気象観測装置を設置し、熊本地方気象台で遠隔監視

を行う。 

ハ 地域気象観測所 

県内13か所に有線ロボット気象計を設置し、四要素(風向・風速、気温、降水量、日照

時間)の自動観測・自動通報を行う。 

また、益城（福岡航空測候所熊本空港出張所）において、三要素（風向・風速、気温、

降水量）の自動観測・自動通報を行う。 

ニ 地域雨量観測所 

県内に8か所の雨量計を設置し、降水量の自動観測・自動通報を行う。 

② 県内関係機関の気象観測施設の実態を把握し観測網整備計画に資する。 

③ 関係機関における観測所に対し観測技術指導を行い、観測資料の利用を図る。 

(2) 防災関係機関 

① 雨量水位等の観測施設 

現有施設の十分な活用を行うとともに、雨量計、水位計等の整備充実を図る。 

なお、防災関係機関の気象観測施設の設置一覧は、別冊資料編のとおりである。 
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第１１節 防災業務施設整備計画（関係機関） 

 

 災害発生の未然防止および被害の拡大を防止するための水防、消防および救助に必要な通信施設、 

各種機材器具等の整備または推進に関する計画である。 

 

１．水防施設(県土木部、九州地方整備局) 

  水災を防ぎょし、または、被害の軽減を図るためには応急対策の円滑化を期する必要がある。 

    そこで、これらを実施するために必要な水防施設の現況をは握するとともに、逐次これらの整

備促進を図るものとする。 

 (1) 水防倉庫および水防資材 

      九州地方整備局の所有する水防倉庫並びに水防資材一覧表は別冊資料編のとおりである。 

      県の所有する水防倉庫並びに水防資材一覧表は別冊資料編のとおりである。 

 (2) 水防資材および器具の整備方針 

      指定水防管理団体は、おおむね当該水防区域約3kmの割合で1箇所の水防倉庫を設置する 

ものとする。 

 

２．消防設備(県総務部、熊本海上保安部) 

  県下の市町村における消防施設の現況を把握するとともに、市町村消防力の充実を図るため、

消防施設等の整備を次により強力に推進するものとする。 

 (1) 消防施設等の現況 

      県下における市町村消防施設等の現有状況は、別冊資料編のとおりである。 

 (2)  消防施設等の整備計画 

      「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に基づき計画的に消防施設等を整備するよう

強力に推進するものとする。 

 (3) 熊本海上保安部における現有消防設備 

      熊本海上保安部の所有する消防ポンプの現況は、別冊資料編のとおりである。 

 

３．救助設備(日本赤十字社熊本県支部、熊本海上保安部) 

  災害が発生し、人命を救助するために必要な救助用具または、り災者を救護するための救護用

具等の現況は、別冊資料編のとおりである。 

 (1) 日赤救護装備 

 (2) 熊本海上保安部救命設備 

 

４．通信設備（関係機関） 

 (1) 県防災行政無線施設及び県防災情報ネットワークシステムの現況 

      県庁を統制局とする防災行政無線施設は、県出先、熊本地方気象台、日赤熊本県支部、陸上

自衛隊第8師団、熊本海上保安部、熊本空港事務所、阿蘇山上事務所、県下13消防本部並びに

県下全市町村役場に設置し防災業務の推進を図っている。 
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   防災情報ネットワークシステムは、熊本県情報ギガハイウェイを利用して、県庁、地域振興

局、市町村、消防本部及び防災関係機関との間にネットワーク回線を設置し、防災行政無線施

設と相互に補完することにより災害時の情報通信体制の確保を図っている。 

 (2) 県水防テレメーター等無線施設の現況 

      水防テレメーター無線施設は、県下主要地点に設置された水位、雨量、潮位、風向及び風速

観測局の観測データを県庁監視局で収集解析し災害の未然防止に努めている。その他、県庁と

国土交通省熊本河川国道事務所間に無線回線を設置し、国土交通省等関係機関との災害時の通

信回線として、災害時の通信確保を図っている。 

 (3) 県警察無線施設の現況 

      県警察無線施設として、県警察本部並びに県下23の警察署に固定局と移動局(無線車)の無線

局を設置し治安の維持と防災業務の万全を図っている。 

 (4) 国土交通省水防無線施設の現況 

      国土交通省水防無線施設としては、主として関係事務所および同出張所等との間に設置し、

災害の未然防止と被害拡大の防止に努めている。 

 (5) 海上保安部無線施設の現況 

      熊本海上保安部の無線施設として、熊本保安部、天草保安署に携帯基地局を、八代分室に携

帯局を設置するとともに、各巡視船艇に船舶局を設置し、海上における治安維持と災害時の通

信確保を図っている。 
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第１２節 災害備蓄物資整備計画（県知事公室、県健康福祉部、九州農政
局生産部、日本赤十字社熊本県支部、九州森林管理局、関係機関） 

 

 災害発生に際し、り災者の応急救助対策の迅速かつ、的確な実施に資するための救助物資等の備

蓄は、本計画の定めるところによる。 

 

１．食糧の備蓄(県健康福祉部、九州農政局生産部) 

 (1) 米穀の備蓄                                                   

    ① 農林水産省（生産局）の備蓄 

        米穀の備蓄については、平成7年11月に施行された「主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律」において、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備えて、政府は

責任をもって必要量を備蓄することとされ、県内では５倉庫業者に約12,300トン(平成24年3

月末現在)の米穀が備蓄されている。 

        また、災害の発生により応急用米穀が必要な場合、農林水産省は知事と協議のうえ必要に

より政府米を売却するものとされている。 

    ② 米穀販売事業者の在庫保有 

        県内の米穀販売事業者に対しては、農林水産省から災害が発生した場合には売却を要請す

ることができる。 

        なお、県下の米穀販売事業者別「供給可能量」は、「緊急災害時対応食料供給体制整備調

査結果（農林水産省より県関係課へ配付）の６調査品目別、団体別の食料供給者連絡先の６

－１ 精米」のとおりである。 

 (2) 乾パンの備蓄 

     県の備蓄 

        災害救助法が適用された災害時に供給される備蓄物資として20,000食の乾パンを備蓄し

ている。 

 

２．衣料等の備蓄(県健康福祉部、日本赤十字社熊本県支部) 

災害時における応急救助を迅速に実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図るための応急

救助に要する衣料等の救助物資は、県及び日本赤十字社熊本県支部において備蓄しているが、そ

れらの現状は次のとおりである。 

(1) 県における備蓄 

   県における衣料、生活必需品等の備蓄物資の在庫場所、物資名及び数量は、別冊資料編第

12-2(1)のとおりである。 

(2) 日赤県支部における備蓄 

日本赤十字社熊本県支部において所管している備蓄救援物資の種類及び数量は、別冊資料

編第12-2(2)のとおりである。 
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３．備蓄物資の点検及び整備(県健康福祉部) 

災害対策基本法第49条及び災害救助法第22条の規定に基づき、災害予防の観点から災害救助の

万全を期するため、県は毎年度当初に、災害応急救助のために必要な備蓄物資についての点検及

び整備を実施するものとする。 

なお、大規模な災害が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないこ

とが予測されるため、物資の性質及び地域要因等を考慮し、分散備蓄に配慮するとともに、備蓄

物資の整備・充実に努めるものとする。 

 

 

４．食糧・生活必需品に関する供給方針(県知事公室、関係各部) 

  災害発生時に食糧・生活必需品の供給を確保するため、現在の備蓄のほか、流通備蓄（小売業

者等との供給協定の締結）や市町村の備蓄等も活用するなど、食糧・生活必需品の確保に努める

ものとする。（協定締結一覧は本編Ｐ２９５に掲載。） 

  また、九州・山口９県災害時応援協定等により、他の都道府県との食糧・生活必需品の供給に

関する協力体制の確立に努めるものとする。 

  市町村における備蓄及び供給協定の締結等に当たって、県は必要な助言、指導に努めるものと

する。 

 

５．災害復旧用材の供給(九州森林管理局) 

  森林管理局長又は森林管理署長は、災害時において、県知事等から災害復旧用材の供給、被災

地における木材の需給安定等について要請があった場合、その必要があると認めるときは、国有

林材の供給の促進、木材関係団体等への要請に努め、災害救助及び災害復旧の実施に協力するも

のとされている。 

 

 

６．燃料備蓄(県知事公室、関係機関) 

県、市町村、関係機関は、支援物資供給、救急医療、道路・港湾等ライフラインの復旧等に必

要な燃料について、備蓄方法の検討に取り組むものとする。 

なお、石油関係団体と協定を締結するなど、災害時の円滑な燃料供給体制の構築に努めるもの

とする。 
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第１３節 災害対策基金等管理計画（県総務部、県健康福祉部） 

 

 本計画は、災害発生に際し、県が災害対策に要する経費および災害救助関係の経費の財源に充て

るため、災害基金等および災害救助基金(以下「救助基金」という。)の積立を行い、適切な管理運

用を図るものである。 

 

１．災害基金等の積立(県総務部) 

県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)および地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定によ

り、熊本県災害基金条例(昭和32年条例第59号)を定め、災害基金を設置し、基金の確保及び的確

な運用にあたっているが、その概要は次のとおりである。 

 (1) 基金の積立額 

      毎年度予算で定める額 

 (2) 基金の管理 

      基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実な方法により保管する。なお、必要に応

じ確実な有価証券に代えることができる。 

 (3)  基金の処分 

       災害の復旧に要する経費、その他災害に関連する経費の財源に充てるときに処分すること

ができる。 

       なお、「災害により生じた減収をうめるための財源」としては、熊本県財政調整基金条例(昭

和36年条例第14号)に基づく基金から充てることができる。 

 

２．災害救助基金の積立(県健康福祉部) 

県は、災害救助法の規定により、熊本県災害救助基金条例(昭和39年条例第37号)を定めて、救

助基金を積立て、その管理運用に当たっているが、その概要は次のとおりである。 

 (1)  基金の積立額 

      災害救助法第38条の規定により、救助基金の各年度における最少額は、県の当該年度の前年

度の前3年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1,000分の5に相

当する額を積立てる。しかし、災害救助法適用により救助費として当該基金を取り崩した場合

のようにその額が最少額に達しない場合は、その最少額までとし、当該年度の積立額が災害救

助基金の最少額の1/5を超える場合は、その金額までを積立てることとしている。 

 (2) 基金の管理運用 

    ① 救助基金から生ずる収入ならびに災害救助法に基づく国庫負担金の超過額、生業資金の償

還金および応急仮設住宅の処分に伴う収入は、救助基金に繰入れるものとしている。 

    ② 救助基金は、確実な銀行への預金、その他確実な債権の応募または買入、被服、寝具等給

与品の事前購入の方法により運用することとしている。 
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第１４節 自主防災組織育成計画（県知事公室、市町村、関係機関） 

 

本計画は、住民の隣保協同の精神と連帯感に基づく防災組織の整備充実を図り、防災意識の高揚

並びに人命の安全を確保するため、自主防災組織を編成し大規模な災害、事故等に備えるものであ

る。 

自主防災組織の育成に当たっては、いつでもどこでも起こりうる災害による被害を軽減し、安

全・安心を確保するためには、行政による公助はもとより、個々人の自覚に根ざした自助、身近な

地域コミュニティ等による共助が重要であり、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な主体

が県民運動として防災・減災のための行動をとることを目指して取り組むものとする。 

 

 

１．必 要 性 

地震、風水害等の大規模な災害が発生した場合、通信・交通の途絶等により防災関係機関の活

動能力が著しく低下することが予想される。 

このような場合には、隣保協同の精神に基づく地域住民による防災活動が実施出来る体制を確

立しておくことが、被害の未然防止・軽減を図るうえで、より有効な防災対策となる。 

自主防災活動をより効果的に行うためには、地域ごとに住民が自主防災組織を結成し、日頃か

ら訓練を積み重ねておく必要がある。 

また、多数の者が利用し、従事する施設または危険物取り扱い事業所等で一定規模以上のもの

においては、地震等の災害発生時のパニックなどにより被害を増大させる危険性があり、施設従

業員からなる自衛消防組織等の設置が法令で義務付けられているが、法令により義務付けられて

いない事業所であっても、自主的な防災組織の設置は、被害軽減のため有効である。 

 

２．地域住民等の自主防災組織 

 (1) 組織の育成指導及び強化 

      市町村は、市町村地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、その結成を促進するとと

もに、自主防災組織の育成、強化に関して必要な助言及び指導等を行うものとする。 

県は、自主防災組織に関する啓発活動、自主防災組織リーダー研修会、優良自主防災組織に

対する表彰等を通じて、市町村が行う当該組織結成の取組みに対する支援を行うものとする。

 また、県及び市町村は、自主防災組織相互間の情報交換及び連携の場として、自主防災組織

活動推進協議会を通じ、自主防災組織の資質向上及び活性化を図る。 

これらの取組みの中では、特に、設立・活動の手引きとなる設立実践マニュアルの配布や活

動時に必要な資機材等の整備促進等により組織化を促進するとともに、養成講座等を通じて、

自主防災組織の核としての活動が期待される防災リーダーの育成を図り、各地域の防災訓練や

防災教育等への参加・活用を図る。 

 (2) 組織の編成単位 

    ① 住民が連帯感に基づいて、防災活動を行うことが期待出来る規模であること 

    ② 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性をもっている地域であること。 
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 (3) 組織づくり 

      既存の町内会、自治会等の自治組織を自主防災組織として育成することを基本とし、次のよ

うな方法により組織づくりをするものとする。その際、女性の参画の拡大に努めるものとする。 

    ① 町内会、自治会等の自治組織の活動の一環として防災活動を組み入れることにより自主防

災組織として育成する。 

② 何らかの防災活動を行っている組織の活動の充実強化を図って自主防災組織として育成

する 

③ 婦人団体、青年団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用して、自主防災組織と

して育成する。 

   ④ 自主防災組織の活動を活発にするため、リーダー研修会の実施、モデル地域の紹介等を通

じ、地域社会のリーダーに対する防災知識の啓発を行い、自主防災組織の中心となるリーダ

ーの育成を図る。 

(4) 活動計画の制定 

      組織の効率的な活動を推進するため、地域の規模、態様を充分生かした具体的な活動計画を

制定するものとする。 

 (5) 主な活動内容 

    ① 平常時の活動 

      ア 防災に関する知識の普及 

      イ 防災訓練の実施 

      ウ 火気使用設備器具等の点検 

      エ 防災用資機材等の備蓄及び管理 

    ② 災害時の活動 

      ア 情報の収集及び伝達 

      イ 出火防止、初期消火の実施 

      ウ 避難誘導 

     エ 救出救護 

     オ 給食給水 

 

３．事業所の自衛消防組織等 

  大規模災害発生時には、多数の者が利用・従事し、または危険物を製造・貯蔵する施設・事業

所 等においては、火災の発生、危険物類の流出、爆発等により大規模な被害の発生が予想され

ることから、これらの被害の未然防止・軽減を図るため、施設等の代表者や責任者は、自衛消防

組織等を結成し、あらかじめ消防・防災計画を定め、訓練を積み重ねておくものとする。 

また、災害時に事業者の果たすべき役割（従業員・来客者等の安全確保、二次災害の防止、地

域貢献等）を十分に認識し、事業所は、大規模災害時に被害を最小限に食い止め、重要業務を継

続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、ＢＣＰの継続的な運用・見直しを行う事業継続

マネジメント（ＢＣＭ）を構築するよう努めるものとする。 
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 (1) 事業所に対する指導 

   事業所の自衛消防組織等の設置について、法令に基づき指導する責任を有する関係機関は、

所管事業所の指導を徹底するものとする。 

また、県・市町村・消防機関及び関係機関は、法令により自衛消防組織等の設置が義務付け

られていない事業所に対しても、自主的な防災組織の必要性を説き、代表者や責任者の理解・

協力を得て、防災組織の育成・強化を図るものとする。 

なお、県及び市町村は、事業所に対して地域コミュニティの一員として、地域の防災訓練等

に積極的に参加するよう呼びかけるものとする。 

 

 (2) 対象施設 

    ① 中高層建築物、劇場、百貨店、旅館、ホテル、学校、病院等多数の者が利用し、又は出入

りする施設 

    ② 石油類の危険物、高圧ガス、火薬類、毒劇物等を貯蔵し、または取扱う製造所、貯蔵所及

び取扱所 

    ③ 多数の従業員がいる事業所等で自衛消防組織等を設置し、災害防止にあたることが効果的

である施設 

    ④ 雑居ビルのような同一施設内に複数の事業所があり、協同して自衛消防組織を設置するこ

とが必要な施設 

 (3) 組織づくり及び活動計画の制定 

組織の効率的な活動を推進するため、それぞれの施設において適切な規約等を作成し、事業

所の規模、形態により実態に応じた組織づくり及び具体的な活動計画の制定を行うものとする。 

(4) 主な活動内容 

    ① 平常時の活動 

   ア 防災訓練の実施 

   イ 施設及び設備等の点検整備 

   ウ 従業員等の防災に関する教育の実施 

  ② 災害時の活動 

   ア 情報の収集伝達 

   イ 出火防止、初期消火の実施 

   ウ 避難誘導 

   エ 救出救護 
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第１５節 防災知識普及計画（県知事公室、県教育庁、市町村、関係機関） 
 

１．計画の方針 

台風、大雨、高潮などによる災害を最小限に食い止めるためには、県・市町村等防災関係機関

による災害対策の推進はもとより、県民一人ひとりが日頃から災害についての認識を深め、自ら

を守るとともにお互いに助け合うという意識と行動が必要である。 

このため県・市町村等防災関係機関は、国の「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基

本方針（平成18年4月21日中央防災会議決定）」を踏まえ、自らの職員及び県民に対し、災害に

関する正しい知識や災害予防・災害応急措置等の防災知識の普及徹底を図り、防災意識の高揚

を図るものとする。 

なお、防災知識の普及は、災害予防・災害応急措置の実施の任にある各機関が、それぞれ普及

を要する事項について単独または共同して行うものとする。 

その際には、災害時要援護者への対応や男女双方の視点等に配慮するものとする。 

また、県、市町村は、学校教育はもとより様々な場での総合的な教育プログラムを教育の専門

家や現場の実務者等の参画の下で開発するなどして、災害と防災に関する県民の理解向上に努

めるものとする。 

 

２．県及び市町村職員に対する防災教育(県知事公室、市町村) 

台風、大雨、高潮などの災害発生時に地域防災計画の実行上の主体となる県及び市町村職員に

は、災害に関する豊富な知識が必要とされるほか、これらの知識に基づく適切な判断力が求め

られる。 

このため、県及び市町村は、防災業務に従事する職員に対して次の防災教育を実施し、職員の

災害に関する知識の習得及び判断力の養成を図り、防災体制の確立等防災活動の円滑な推進を

図るものとする。 

(1) 教育の内容 

① 熊本県地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 

② 非常参集の方法 

③ 各種災害の原因、対策等の科学的、専門的知識 

④ 過去の主な被害事例 

⑤ 防災関係法令の運用 

⑥ その他必要な事項 

(2) 教育の方法 

① 講演会、研修会等の実施 

② 防災活動の手引き等印刷物の配布 

③ 見学、現地調査等の実施 
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３．一般住民に対する防災知識の普及の方法（県知事公室、県警察本部、市町村、 

関係機関） 

  防災知識の普及に当たっては、次の媒体を利用して行うこととし、報道機関等の協力を得ると

ともに、ビデオ、疑似体験装置等の活用に努めるものとする。 

さらに、工場災害防止運動、交通安全運動等の災害安全運動のなかに自然災害時における避難

救助計画を加味して運動を実施するなど、できるだけ機会をとらえて関係職員および住民に対す

る防災知識の普及徹底を図るものとする。 

また、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者への対応や男女双方の視

点にも十分配慮するものとする。 

 (1) 県広報媒体等の利用 

      広報誌等の印刷物、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等 

 (2) パブリシティ活動の展開 

      報道機関への情報提供 

 (3) 映画、スライドの利用 

 (4) 広報車の巡回 

 (5) その他講習会、展覧会等の開催 

 

４．一般住民に対する防災知識の普及の内容（県知事公室、県警察本部、市町村、 

関係機関） 

 (1) 県地域防災計画の概要 

      災害対策基本法第40条第4項に基づく「熊本県地域防災計画」要旨の公表は、防災会議事務

担当課(知事公室危機管理防災課)が、計画を作成し、または修正したときは、その概要を県公

報に登載するとともに、適宜普及周知を図るものとする。 

 (2) 災害予防および応急措置の概要 

      災害の未然防止もしくは軽減が、一般住民等に対する予防知識の普及徹底によって、十分図

り得る事項については、予想されるそれぞれの災害シーズン前に普及徹底するよう努めるもの

とする。 

      前述の普及事項は、おおむね次のとおりである。 

      ① 火災予防の心得                     ⑥ 避難先および避難方法 

      ② 気象予警報等の種別と対策          ⑦ 防疫の心得および消毒方法等の要領 

      ③ 台風襲来時の家屋の保全方法         ⑧ 災害時の心得 

      ④ 農林水産物に対する応急措置        ⑨ 自動車運転者のとるべき措置 

      ⑤ 非常食糧・水の準備(2~3日分の備蓄)     ⑩  その他 

 (3) その他必要事項 

 

５．学校教育における防災知識の普及(県教育庁、県知事公室、県総務部)  

(1) 児童生徒等に対する防災知識の普及 

学校における防災知識の普及は、安全教育の一環として児童生徒等及び教職員の生命、身体
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の安全を守るため行うものである。 

防災知識の普及は、各教科、特別活動における指導も含め、学校教育活動全体を通して行う

ものであり、その内容や指導の方法については、次の内容を中心に、学校の種別や児童生徒等

の発達段階に応じて工夫を行い、実態に即した防災知識の普及を行うものとする。 

① 災害時の身体の安全確保の方法 

② 災害時の自助、共助、公助の考え方とそれぞれの役割 

③ 風水害等災害発生のしくみ 

④ 防災対策の現状 

なお、風水害等の災害が発生した場合において、自らの命を守るため主体的な行動がとれる

よう、住んでいる地域の特徴や過去の災害の教訓等について防災教育の中に取り入れるととも

に、災害を想定した避難訓練等を実施するものとする。 

また、災害時の保護者への児童の引き渡し方法について、あらかじめ検討し、周知するもの

とする。 

(2) 指導者に対する防災知識の普及 

研修会等を通じて、指導者の資質向上を図るものとする。 

(3) 私立学校等に対する助言・指導 

県は、私立学校等に対して必要に応じて指導、助言を行うものとし、私立学校等は防災知識

の普及に努めるものとする。 

 

６．防災上重要な施設の管理者等の指導(関係機関) 

県・市町村及び防災関係機関は、防災上重要な施設の管理者に対し、次の内容を中心に防災対

策研修等を実施し、その資質の向上を図るものとし、特に出火防止、初期消火、避難誘導等発災

時に対処しうる体制の整備を推進するものとする。 

(1) 避難誘導等防災体制の整備 

(2) 風水害等災害の特性及び過去の主な被害事例 

(3) 危険物施設等の位置、構造及び設備の保安管理 

(4) 出火防止、初期消火等の任務役割 

(5) 防災業務従事者の安全確保 

 

７．外国人に対する防災知識の普及(県知事公室、県商工観光労働部、市町村) 

県及び市町村は、日本語を母国語としない外国人のために、外国語による表記やふりがなを付

記する等分かりやすく説明した防災に関するパンフレットの作成、配付を行うなど防災知識の普

及に努めるものとする。 

また、外国人に対しては、県が熊本県国際協会を通じて行っている国際相談コーナーにおいて、

防災についての相談及び情報提供に応じるものとする。 

 

８．防災知識の普及の時期(県知事公室、市町村、関係機関) 

県、市町村及び防災機関は、「防災週間」、「防災とボランティア週間」等普及の内容により
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最も効果のある時期を選んで、適宜、防災避難訓練を実施するなど防災知識の普及啓発を行うも

のとする。 

 

※ 防災の日：９月１日         津波防災の日：１１月５日 

  防災とボランティアの日：１月１７日 

 

９．防災相談(関係機関) 

県、市町村及び防災機関は、一般住民に対する防災知識の普及活動の一環として、防災相談体

制を整え、住民からの相談に随時、適切に対応するものとする。 

 

10．災害教訓の伝承（県知事公室、市町村、関係機関） 

県、市町村等は、過去に起こった大災害の教訓や石碑・モニュメント等の持つ意味を後世に伝

えていくよう努めるものとする。 
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第１６節 防災訓練計画(県知事公室、県教育庁、市町村、関係機関) 
 

 県・市町村等防災関係機関は、地域防災計画、防災業務計画等の習熟、関係機関の連携体制の強

化、住民の防災意識の高揚を図ることを目的に、関係機関の参加と住民その他関係団体の協力を得

て、大規模災害を想定した訓練を実施するものとする。 

また、訓練の際には、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に十分配慮

するとともに男女双方の視点にも配慮するよう努めるものとする。 

 

１．総合防災訓練 

  (1) 目的 

      災害発生時には、家屋倒壊やガケ崩れ、増水による孤立等からの救出・救護、住民の避難・

消火、通信や交通網の寸断等による混乱に対し、各種の対策が同時に要求される。 

このような特性から、県総合防災訓練では、風水害とともに大規模地震・津波を想定した

訓練を実施し、防災関係機関の職員の能力向上、防災関係機関相互及び防災関係機関と住民

等との連携強化、さらには住民の防災意識の高揚を図るものとする。 

訓練に当たっては、訓練効果が得られるよう、訓練の目的を明確にし、それに応じて地震・

津波の規模や被害想定、訓練参加者、使用する機材、実施時間等の訓練環境等について、具

体的な設定を行い、参加者自身の判断を求められる内容を盛り込むことや国・広域から応援

を想定するなど、できるだけ実践的な訓練となるよう努める。 

また、複数のヘリコプターによる救援、救助活動等を想定した連携訓練を実施するととも

に、日頃からヘリ保有機関による連絡会議等を行い、災害時における円滑かつ安全なヘリコ

プター調整体制の構築に取り組むものとする。 

 

 (2) 訓練計画 

      県・市町村等防災関係機関は、自主防災組織、非常通信協議会、警備業協会、民間企業、

ボランティア団体及び地域住民等の協力のもと、開催地の地域特性等に応じた各種の個別訓

練を有機的に連携した総合的な訓練を実施するものとする。 

訓練の内容は概ね次のとおりとする。 

   ① 情報収集伝達           ④ 救出・救助       ⑦ 水 防 

   ② 避難誘導               ⑤ 医療救護               ⑧ 道路啓開 

   ③ 災害警備               ⑥ 消 防                 ⑨ 防 疫 

 

  (3) 市町村の総合防災訓練 

       市町村が実施する総合防災訓練は、可能な限り他の防災関係機関や自主防災組織、地域住

民等の協力を得て、県の総合防災訓練に準じて計画的に実施するものとする。また市町村単

独実施が困難な場合は近隣市町村と合同での訓練実施を図る。 

なお、県は、防災訓練アドバイザーの派遣等、市町村防災訓練実施の支援を行うものとす

る。 
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２．広域防災訓練 

    県及び市町村は、相互応援協定に基づき、広域的な応援が迅速かつ的確に実行できるようにす

るため、相互応援に関する広域防災訓練の実施に努めるものとする。 

 

３．県・市町村等防災関係機関の個別防災訓練 

    災害発生時の活動の要となる防災関係機関については、その処理すべき事務又は業務を的確・

迅速に処理することが要求されるため、繰り返し訓練を実施する必要がある。 

  このため、県・市町村をはじめとする防災関係機関は、単独又は共同で次の個別防災訓練を繰

り返し実施し、各機関の災害対応能力の向上を図るものとする。 

この場合、初動時の対処訓練や孤立地域対応訓練など具体的な事案を想定するとともに、実働

訓練と図上訓練を組み合わせるなど効果的な訓練となるよう工夫を行うものとする。 

 

  (1) 参集(非常呼集)訓練 

  (2) 災害対策本部等設置訓練 

  (3) 情報収集伝達(通信)訓練(津波情報伝達訓練) 

  (4) 水防訓練 

  (5) 消防訓練 

  (6) 避難(誘導)訓練 

  (7) 救出・救護訓練 

  (8) 輸送訓練 

  (9) その他必要な訓練 

 

４．住民等の訓練 

災害発生直後においては、地域住民の自主防災組織や事業所の自衛消防組織等による救出・救

護、初期消火、避難誘導等の活動に期待することが大きく、これらの防災組織が災害発生時に適

切な活動が行えるようにするためには日頃からの訓練の積み重ねが必要である。 

このため、市町村・消防機関及び関係機関は、これらの防災組織の訓練について必要な助言及

び指導を行うものとする。 

なお、住民等が行う訓練については、自主防災組織のリーダーや地区ごとのリーダーの参加を

求め、効率的、実践的な訓練実施に努める。 

 

５．学校教育等での訓練 

学校教育や社会教育において、防災教育を積極的に推進するとともに、災害を想定した避難訓

練等を実施するものとする。 

なお、訓練に当たっては、防災関係機関や家族、自主防災組織、地域住民等の参加が可能とな

るよう工夫に努める。 
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６．訓練の時期・場所等 

  (1) 訓練の時期 

      「防災週間」及び「防災とボランティア週間」等啓発効果を含めて最も訓練効果のある時期

を選んで積極的かつ継続的に実施するものとする。 

  (2) 訓練の場所 

       訓練の内容・規模により、最も訓練効果をあげ得る場所を選んで実施するものとする。た

とえば、洪水の危険がある地域、火災危険地域または土砂災害警戒区域指定地区等それぞれ

の活動が強く要請される場所等を選定するものとする。 

(3) 訓練の実施・指導等 

県、市町村は、防災訓練を、昼間・夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等に

おいてきめ細かく定期的に行うよう努め、住民の災害発生時の避難行動、基本的な防災用資

機材の操作方法等の習熟を図るものとする。 

(4) 訓練の工夫 

防災訓練の実施に当たっては、ハザードマップを活用するなどして、災害発生時の対応行

動の習熟を図るよう努めることとする。 

(5) 訓練実施における災害時要援護者等への配慮 

防災訓練を実施する際は、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児等災害時要援護者に十分配

慮するとともに、男女双方の視点にも配慮するよう努めるものとする。 

(6) 訓練の検証 

防災訓練の実施後は、訓練結果の事後評価を通して課題を明らかにし、その改善を行うと

ともに、次回以降の訓練に反映させるように努めるものとする。 
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第17節 避難収容計画(県知事公室、県健康福祉部、県土木部、県教育庁 
                       県警察本部、市町村) 
 

１．緊急避難場所、避難所、避難路の整備及び選定(県土木部、県知事公室、市町村) 

  (1) 避難場所 

     ① 一次避難場所及び広域避難場所(都市計画公園等)の整備計画(県土木部、市町村) 

         県及び市町村は、大規模災害発生時に周辺地区からの避難者を収容し、特に市街地の大

火から避難者の生命、身体を保護するために必要な規模及び構造を有する避難場所(都市計

画公園等)の整備計画を検討するものとする。 

    ② 災害発生時に使用可能な避難場所の選定(県知事公室、市町村) 

        市町村は、住民の生命、身体の安全を確保するため、各種災害時における条件を考慮して、

地区ごとの避難場所をあらかじめ選定、整備するとともに、その所在地、名称、概況、収容

可能人員等を把握しておくものとする。 

        また、避難場所については案内標識、誘導標識等を設置し、平素から防災訓練等を実施す

るなどにより住民に周知を図り、速やかな避難ができる体制を整備しておくものとする。 

なお、専ら避難生活を送る場所として選定・整備された避難所と緊急避難場所の違いや災

害の特性に応じて整理した緊急避難場所・避難所について、住民への周知を図るものとする。 

        避難場所については、次の事項に留意して整備及び選定を行うものとする。 

      ア 洪水、高潮、津波、土石流の危険地帯においては、地形的に安全な場所であり、水流、

湛水に耐える建造物であること。 

      イ 火災等の発生時の危険地域においては、風上の方向で、家屋密度の低い地帯にある耐火

建造物等であること。 

      ウ  地震または、地すべり、がけ崩れの危険地域においては、地形的に安全な場所で、でき

る限り耐震性の強い建造物であること。 

      エ  強風時の危険地域においては、地形的に安全な場所で、できる限り耐火建造物であるこ

と。 

 

  (2) 避難路(県土木部、市町村) 

     ① 避難路の整備計画(県土木部、市町村) 

         県及び市町村は、緊急避難場所等に通じ、避難者の迅速かつ安全な避難行動を確保する

ために必要な構造を有する道路、緑地又は緑道の整備及び案内標識、誘導標識等の整備に

努めるものとする。 

   ② 災害発生時に安全な避難路の選定(市町村) 

         市町村は、避難場所の選定に併せて、市街地の状況等に応じてあらかじめ避難路を選定、

整備するものとする。 

      また、避難者の迅速かつ安全な避難行動がとれるよう案内標識、誘導標識等も併せて整

備するものとする。 
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(3) 避難所の環境整備(県知事公室、県健康福祉部、市町村) 

市町村は、避難所として指定している建築物について、必要に応じ、換気、照明等避難生活

の環境を良好に保つための設備の整備に努めるものとする。 

また、できるだけ避難所の近傍で備蓄施設を確保し、食料、水、常備薬、炊き出し用具、毛

布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 

 

２．避難勧告等の発令の判断基準の整理(県知事公室、市町村) 

    市町村は、避難勧告等（避難準備（要援護者避難）情報、避難勧告及び避難指示を総称する）

を適切なタイミングで適当な対象地域に発令できるように、あらかじめ発令の判断基準を定めて

おくものとする。 

    そのため、避難勧告等の発令・伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、どのよう

な対象区域の住民に対して避難勧告等を発令するべきか等の判断基準（具体的な考え方）につい

て、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成１７年３月）を参考にマニ

ュアルを整備するものとする。 

また、平時から災害発生時を想定した避難シミュレーション訓練を行うなど、発令の判断基準

等が適切かどうか確認を行うものとする。 

なお、県は、避難勧告等の発令基準等の策定状況を調査し、全市町村の策定等に向け、指導・

助言を行うものとする。 

 

３．避難誘導の事前措置(県知事公室、県警察本部、市町村、消防機関、関係機関) 

  (1) 緊急避難場所等の周知徹底 

     ① 市町村は、大規模災害発生時に的確な避難行動ができるように、平時から次の事項につ

いて住民に対する周知徹底に努めるものとする。 

なお、住民に対する周知徹底にあたって、防災マップ・浸水ハザードマップの作成、案

内標識、誘導標識等の設置、講習会等を行うものとする。 

      ア 緊急避難場所、避難所の名称及び場所 

      イ 緊急避難場所、避難所への経路 

      ウ 避難の勧告又は指示の伝達方法 

      エ 避難後の心構え 

     ② 警察は、市町村との連携をもとに、平素の活動を通じて地域住民に災害発生時の緊急避

難場所、避難所、避難経路及び避難時の留意事項等について周知徹底を図るものとする。 

 なお、その際、各種警報等が発令された場合を想定し、常に最も安全かつ効果的に誘導で

きる避難経路等の確認に努めるものとする。 

 

  (2) 管理者対策 

       病院、工場、事業所、デパート、駅等多数の者が出入りする施設の設置者又は管理者は、

当該施設内にいる者の避難を迅速かつ安全に行うため、具体的な避難計画を策定し、市町村

長、消防機関、警察等と綿密な連絡をとり、災害時に対処する体制を常に確立しておくもの
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とする。 

 

４．避難所運営マニュアルの作成等(県知事公室、県健康福祉部、市町村) 

市町村は、災害時に設置される避難所について、プライバシー確保、男女共同参画の視点に配

慮した避難所運営、感染症予防・まん延防止及び食中毒発生予防等に対応する避難所運営マニュ

アル、体調・栄養管理ができる医療関係者の配置、巡回基準等をあらかじめ作成するものとする。 

県は、市町村の速やかなマニュアル作成のため避難所運営ガイドラインや災害時の栄養管理ガ

イドライン等を作成するものとする。 

また、県、市町村は、あらかじめ、避難場所の運営管理に必要な知識等の住民への普及に努め

るものとする。 

 

５．応急仮設住宅建設予定場所の選定(県健康福祉部、市町村) 

    市町村は、周辺の医療機関、学校、商店及び交通機関などの場所を総合的に配慮して、民有地

も含めた応急仮設住宅建設予定地の確保を行っておくものとする。 

    県は、応急仮設住宅建設予定地の確保を行うよう市町村に助言するものとし、県全体の確保状

況の把握・調整を行うものとする。 

 

６．帰宅困難者対策(県知事公室、市町村) 

県、市町村は、公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困難な者（帰宅困

難者）が発生する恐れがあることから、必要に応じて、滞在場所の確保などの帰宅困難者対策を

行う。 

また、徒歩帰宅者を支援するため、コンビニ、小売業等関係団体との協定締結を促進するもの

とする。 
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第１８節 災害時要援護者避難支援計画(県知事公室、県健康福祉部、 
市町村) 

 

 高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、難病患者や外国人などの災害時要援護者（以下「要援護者」

という）に配慮した災害予防対策を推進するための計画である。 

 

１．要援護者支援体制の整備 

  (1) 対象者の把握 

       市町村は、住民の中で災害時に他者の支援を必要とする要援護者とその必要な支援内容を

把握するものする。 

      なお、把握にあたっては、同意方式、手上げ方式、共有情報方式などの方法が考えられる

が、それぞれの特性を考慮しながら、当該市町村の実情にあった方法を選択するものとする。 

    また、把握した要援護者に関する情報は、プライバシーの保護の観点から慎重に取り扱う

ものとする。 

 

  (2) 「避難準備（災害時要援護者避難）情報」の設定等 

       市町村は、避難行動に時間を要する者（要援護者）が、指定された避難場所に避難する時

間を確保できるように、要援護者に対し早めの避難を呼び掛けるため「避難準備（災害時要

援護者避難）情報」を設定するとともに、判断基準を事前に定めるものとする。 

    なお、設定にあたっては、自主避難の呼び掛け、避難注意情報等の情報を「避難準備（災

害時要援護者避難）情報」に標準化するとともに、住民への周知徹底に努めるものとする。 

 

  (3) 情報伝達体制の整備及び情報伝達への配慮 

       市町村は、消防団や自主防災組織等、従来から地域防災の中心となっている団体等への情

報伝達責任者（班）を明確にし、要援護者への情報伝達経路を整備するものとする。 

       なお、伝達網の整備にあたっては、伝達者の不在を想定した複数のルート化等に配慮する

ものとする。 

    また、情報伝達にあたっては、災害時における緊急情報は音声（サイレンや放送等）によ

る情報伝達が中心となるため、要援護者の特性（特に、聴覚障がい者、判断能力が不十分な

要援護者、外国人等）を踏まえて伝達手段や伝達方法を工夫するなど配慮するものとする。 

 

 (4) 避難誘導の支援、安否確認の体制づくり 

     ① 支援者の選定等 

         災害発生直後に、行動等に制約のある要援護者の避難誘導を迅速に行うためには、同居

の家族や避難支援者の他、近隣住民の積極的な協力が必要であり、市町村は、自助、地域

（近隣）の共助の順で要援護者に取ってできるだけ身近な者から避難支援者を定めるもの

とする。 

         また、市町村は、自助・共助による支援が受けられない要援護者を把握し、必要な支援
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内容や避難支援者を定めるため、関係機関（消防団、警察を含む）、自主防災組織、介護

保険事業者や社会福祉施設関係者、障がい者団体等の福祉関係者、患者搬送事業者（福祉

タクシー等）、地元企業等の様々な機関等と連携を図るものとする。 

     ② 関係機関等の役割分担 

         災害時の避難誘導、安否確認等を適切に行うためには、避難支援者を中心とした地域住

民の協力が不可欠であるため、市町村は、避難支援者、自主防災組織、自治会・町内会等、

民生委員・児童委員、身体障害者相談員、知的障害相談員等と連携を図り、災害発生時に

それぞれ具体的にどのような支援を行うのかという役割分担や避難誘導の経過や安否確認

の結果の情報集約方法などについて共通認識を持っておくものとする。 

     ③ 避難誘導の支援体制づくり 

         在宅の要援護者を緊急避難場所等へ避難誘導するためには、平時から災害時要援護者に

関する情報の把握・共有、避難支援者を中心とした近隣のネットワークづくりを進め、地

域住民同士の協力関係をつくることが重要であるので、市町村は、避難支援計画を作成し、

地域住民に十分説明するとともに、研修や避難訓練を実施するなど、要援護者の避難支援

に対する地域住民の理解促進を図るものとする。 

また、要援護者は、災害発生時における助力を地域住民に円滑に依頼できるように、日

ごろから地域住民とのつながりを保つことが重要である。 

       さらに、市町村は、避難所等の所在地を示す避難誘導標識や避難地案内板の設置を進め

るとともに、要援護者に配慮したわかりやすい標記等に努めるものとする。 

要援護者の安全な避難に時間を要する場合もあることから、平時から、要援護者が参加

する避難訓練の実施等を通じて、避難支援者と共に避難方法や避難経路等の確認を行い、

円滑な避難が可能となるよう努めるものとする。 

④ 安否確認の体制づくり 

         市町村は、災害発生時に速やかに要援護者の安否確認が行えるように、日ごろから社会

福祉施設等の要援護者と関係する各施設、居宅介護支援事業者、関係団体（障がい者団体、

患者団体、老人クラブ等）等と連携を図るなど、安否確認の体制を整備するものとする。 

 

(5) 避難所の確保 

       既存の避難所について、市町村及び避難所となる施設の管理者は、必要に応じてバリアフ

リー化を行うなど、要援護者の利用を考慮した施設整備を進めるものとする。 

    また、市町村は、病院、社会福祉施設の活用を含め、障がい者等の要援護者の特性に応じ

た専用の避難所(福祉避難所)の設置及び指定を進め、県は県全体の指定状況の把握・調整を

行う。 

 

 (6) 物資の備蓄等 

      物資の備蓄については、食糧、飲料水、日常生活用品などの他、介護用品、医薬品等の準

備を行うとともに、高齢者用のお粥や乳児用の粉ミルク等、要援護者に配慮した備蓄に心掛

けるものとする。 
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２．要援護者支援の円滑な実施のための方策 

 (1) 避難支援計画の策定 

       市町村は、前述の体制整備を踏まえて、要援護者支援を円滑・的確に実施するため、要援

護者に関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）を平時から収集し、電子デー

タ、ファイル等で管理・共有するとともに一人ひとりの要援護者に対して複数の避難支援者

を定める等、具体的な避難支援計画（避難支援プラン）の策定に努め、県は策定支援を行う。 

また、策定された避難支援計画については、定期的に確認を行うものとする。 

       なお、避難支援計画は、市町村の要援護者全体に係る全体計画と要援護者一人ひとりに対

する個別計画で構成されるものであり、作成にあたっては、「熊本県災害時要援護者避難体

制指針」(平成18年1月策定）及び「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平成18年3月

策定）を参考とすること。 

 

  (2) 災害時要援護者支援班の設置 

       市町村は、要援護者の避難支援業務を的確に実施するため、福祉部局を中心とした横断的

な組織として「災害時要援護者支援班」の設置に努めるものとする。 

       災害時要援護者支援班は、平時には、要援護者情報の共有化、避難支援計画の策定、要援

護者参加型の防災訓練の計画・実施、広報等を行い、災害時には、避難準備情報等の伝達業

務、避難誘導、安否確認・避難状況の把握などの業務を行う。 

 

  (3) 災害時要援護者避難対策会議（仮称）等の設置 

       消防本部、消防団、警察、自主防災組織、避難支援者等の第三者への要援護者情報の提供

については、個人情報保護の観点から、情報を受ける側の守秘義務を確保することが重要で

あるが、保有個人情報の目的外利用・提供ができる場合があることを参考にしつつ、積極的

に取り組むことが必要である。 

       なお、登録情報の共有の方法として、上記関係団体等で構成する災害時要援護者避難対策

会議（仮称）等の設置が考えられる。 
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第１９節 災害ボランティア計画（県関係各部、関係機関） 

 

 大規模又は甚大な災害が発生し救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合、行政だけでは対応できな

い被災者のニーズや被災者一人ひとりに対するきめ細やかな支援が必要であり、ボランティアによ

る活動が大きな力として期待されている。 

 災害時のボランティア活動は、被災者の自立や被災地の一日も早い復興を支援するものであり、

救援活動に携わるボランティア（個人・団体）は、自主性、主体性を持ちながらも、被災地での救

援活動を行うにあたっての基本的なルールを順守し、地域の関係機関等と相互に協力しながら活動

を展開することが求められている。 

 また、災害発生時においては、地域住民相互の助け合いが不可欠であることから、平時から地域

住民のボランティア活動に対する意識を高めるとともに、地域住民や地域の関係団体等がお互いに

助け合い、支え合うようなしくみづくりを進めていくことが重要である。 

 そこで、災害発生時におけるボランティアによる救援活動が円滑かつ効果的に展開できるよう、

熊本県（以下「県」という。）、熊本県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）、日本赤十字

社熊県支部（以下「日赤県支部」という。）、熊本県共同募金会（以下「県共募」という。）の連

携のもと、平時から、以下の事業を積極的に推進することで体制整備を図る。 

 

１．地域福祉の推進 

  市町村や市町村社協は災害発生時に要援護者の避難誘導や地域住民の安全確認、避難所運営、

被災者のニーズ把握、また円滑かつ効果的な災害ボランティア活動を展開するため、平時からそ

の地域における住民やボランティア、ＮＰＯ、社会福祉法人等と協力して、誰もが安心して暮ら

せるよう住民見守り活動や小地域ネットワーク活動などのまちづくり活動を進めるものとする。 

  また、ふれあいいきいきサロンや民生委員・児童委員協議会、老人クラブ、区長会等、地域の

各種会合の際に、防災や災害時対応等について考えてもらう機会も積極的に取り入れるようにす

る。 

 

２．関係機関との協働体制の構築 

 ① 県、県社協、日赤県支部、県共募等の関係機関は、平時から各種災害を想定したボランティ

アセンター設置運営訓練等を実施するなど、各機関相互の役割を明確にし連携強化に努めるも

のとする。 

 ② 市町村や市町村社協等は、自治会、民生委員・児童委員、ボランティア、ＮＰＯ、社会福祉

施設等の関係機関・団体等と、日頃から、各種事業をとおして顔の見える関係を築いておくと

ともに、特に災害発生直後の混乱した時期における初動体制等を定めたマニュアルを各関係機

関・団体の合意のもと策定し、各種災害を想定したボランティアセンター設置運営訓練等を実

施するなど、各関係機関・団体相互の役割を明確にし、連携強化、情報の集約体制等の強化に

努めるものとする。 

   また、災害発生時に近隣市町村との連携が円滑になされるよう、平時から市町村社協間での

応援協定の締結等による連携に努めるものとする。 



 57 

 

３．ボランティアの養成、登録、体制整備 

  災害発生時のボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボランティアの養成や登録システ

ムを整備する。 

 ① 県ボランティアセンター及び市町村ボランティアセンターは、災害時に必要な自己責任、自

己完結型のボランティア活動のあり方などについての理解を深めるため、研修会、啓発事業な

どにより普及啓発を行うほか、災害発生時における連絡体制、活動内容などに関するルールづ

くり等に努める。 

 ② 市町村ボランティアセンターは、災害発生時にボランティアとして活動できる個人やボラン

ティア関係団体を事前に登録しておくとともに、当事者の了解のもと、県ボランティアセンタ

ーに登録情報を提供する。 

 ③ 日赤県支部は、災害ボランティアの養成に努め、その効果的な活用を図るため、市町村ボラ

ンティアセンターへの登録を促進するとともに、本人の了解のもと、市町村ボランティアセン

ター及び県ボランティアセンターに、日赤県支部が養成した災害ボランティアの情報を提供す

る。 

 ④ 県による専門ボランティア登録制度 

   県において、養成または登録を行っている専門ボランティアは、次のとおり 

                                 （平成２３年３月現在） 
 

        登録種別  
熊本県被災建築物応急 
 
危険度判定士認定制度 

 
砂防ボランティア登録制度 

 
熊 本 県 被 災 宅 地 危 険 度 
 
判 定 士 認 定 制 度 

登録制度開始時期    平成８年５月    平成９年７月     平成１０年３月 

登 録 資 格  一級、二級建築士で講習 
受講者 

    な し 
（斜面判定士資格を所
有 す る こ と が 望 ま し
い。） 

地方公共団体等の職員や
１級土木施工管理技士等
で、土木・建築技術に関す
る実務経験を有する者で
講習受講者 

登 録 者 数 １，２６２名 ８８名 １６９名(4/1～) 

研 修 の 内 容  ５年毎に講習会実施  年一回講習会及び現地 
研修会を開催 

随時講習会実施 

活 動 内 容   地震による被災建築物
の危険度の判定 

 砂防知識の普及啓発、 
土砂災害危険箇所の点
検、砂防施設の点検 

 地震等により被災した
宅地の危険度判定 

そ の 他   熊本県砂防ボランティ
ア協会(任意団体)を作
っている 

 

 

 

 



 58 

４．ボランティアの受入体制の整備 

県ボランティアセンターは、大規模な災害発生時に県内外から訪れるボランティアが円滑に活

動できるように、平時から県内外のボランティアセンター等と連携を図るなど、受入体制の整備

を行うものとする。 

 

５．ボランティアコーディネーターやボランティアリーダーの養成及び資質の向上 

  災害発生時にボランティアの需給調整や関係機関との連絡調整等を行うボランティアコーデ

ィネーターやボランティアリーダーは被災地センターを円滑に運営するに当たって重要な役目

を担っている。 

  そこで、県ボランティアセンターや市町村ボランティアセンターは、研修会などを通してボラ

ンティアコーディネーター、ボランティアリーダー等を計画的に養成するとともに、その資質の

向上に努める。 

  また、県社協や市町村社協は、県や市町村と連携を図り、平時からボランティアコーディネー

ターをボランティアセンターに配置するなど、災害時の活動調整の強化に努めるものとする。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ３ 章  
 
 

災 害 応 急 対 策 計 画  
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第1節 組織計画（県、関係機関） 
 

1．防災組織 

(1) 防災会議 

本県の地域における防災を総合的に推進するための組織として、熊本県防災会議があり、国の

段階においては、中央防災会議、市町村の段階では、市町村防災会議が設置されている。 

① 熊本県防災会議 

熊本県の防災を総合的に推進するため、知事を会長として災害対策基本法第15条第5項に規定

する機関の長および学識経験者を委員として組織するものであり、本県の防災に関する基本方

針および計画を作成し、その実施の推進を図るとともに、災害情報の収集、関係機関相互間の

連絡調整ならびに市町村防災会議に意見を述べ、又は勧告することを任務とする。 

(2) 災害対策本部 

災害対策基本法第23条、第24条および第107条の規定に基づき、災害発生のおそれ、または、災

害時における防災活動を強力に推進するため、国においては、非常災害対策本部および緊急災害

対策本部を、県および市町村においてはそれぞれ災害対策本部を設置する。 

① 熊本県災害対策本部 

災害が発生し、または、災害発生のおそれがある場合に、知事を本部長として（但し、知事

に事故があった場合は、副知事、知事公室長の順位で指揮を執るものとする。）、県の職員（県

教育委員会、県警察本部を含む）で構成するものであり、その所掌事務として、水防、消防、

災害救助、災害警備、その他災害応急対策活動を実施する。また、これらの活動を実施するた

め、本部に対策部ならびに県下11地域に地方災害対策本部を設置し、それぞれ本部の事務を分

掌させる。 
 

  名   称  位  置  所  管  区  域 
 

 熊本地方災害対策本部  熊本土木事務所  熊本市 

 宇城地方災害対策本部  宇城地域振興局  宇土市、宇城市および下益城郡 

 玉名地方災害対策本部  玉名地域振興局  玉名市、荒尾市および玉名郡 

 鹿本地方災害対策本部  鹿本地域振興局  山鹿市 

 熊 
 本 ）  
 県熊 
 災本 
 害県 
 対庁 
 策内 
 本 （  
 部 

 

 菊池地方災害対策本部  菊池地域振興局  菊池市、合志市および菊池郡 

 阿蘇地方災害対策本部  阿蘇地域振興局  阿蘇市および阿蘇郡 
 

 熊 
 本 
 県 
 現 
 地 
 災 
 害 
 対 
 策 
 本 
 部 

 

 上益城地方災害対策本部  上益城地域振興局  上益城郡 

 八代地方災害対策本部  八代地域振興局  八代市および八代郡 

 芦北地方災害対策本部  芦北地域振興局  水俣市および芦北郡 

 球磨地方災害対策本部  球磨地域振興局  人吉市および球磨郡 

 

 天草地方災害対策本部  天草地域振興局  天草市、上天草市および天草郡 
 
 
２．熊本県の災害対策系統 

(1) 熊本県災害対策本部と防災関係機関との協力系統 

熊本県の地域に災害が発生し、または災害発生のおそれがある場合、熊本県災害対策本部と熊

本県防災会議を構成する防災関係機関等は、県内における災害対策の総合的かつ、計画的な推進
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をはかるため、相互に緊密な連絡協調をはかるとともに、積極的に応急対策活動を実施するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 熊本県災害対策本部と熊本県水防本部との相互関係および連携 

災害の種類は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等（災害対策基本法第2条）であ

るが、これに対処するための組織として災害対策基本法に基づく、熊本県災害対策本部と、一

方洪水又は高潮による水災に対処するための水防法に基づく熊本県水防本部とがあるが、これ

らの相互関係については、災害対策の一元的推進をはかる観点から、知事においてその設置運

営を統制する。 

 市 び 関
 町 消 代
 村 防 表
 及 機

熊 本 県 市 長 会

熊 本 県 町 村 会

熊 本 市 消 防 局

熊 本 市 消 防 団

      3 5 1 - 6 6 0 4

      3 6 8 - 0 0 1 1

      3 6 3 - 0 1 1 9

          〃

電 　　　話機 　　　　　関 　　　　 名
九 州 管 区 警 察 局
九 州 総 合 通 信 局
九 州 財 務 局
九 州 厚 生 局
九 州 農 政 局
九 州 森 林 管 理 局
九 州 地 方 整 備 局
九 州 経 済 産 業 局
九 州 産 業 保 安 監 督 部
熊 本 労 働 局
熊 本 地 方 気 象 台
九 州 運 輸 局 熊 本 運 輸 支 局
熊 本 海 上 保 安 部
大 阪 航 空 局 熊 本 空 港 事 務 所
九 州 地 方 環 境 事 務 所
九 州 防 衛 局 熊 本 防 衛 支 局

0 9 2 - 6 2 2 - 5 0 0 0
      3 2 6 - 7 8 0 1
      3 5 3 - 6 3 5 1
0 9 2 - 7 0 7 - 1 1 1 5
      2 1 1 - 9 1 1 1
      3 2 8 - 3 5 0 0
0 9 2 - 4 7 1 - 6 3 3 1
0 9 2 - 4 8 2 - 5 4 0 5
0 9 2 - 4 8 2 - 5 9 2 3
      2 1 1 - 1 7 0 1
      3 2 4 - 3 2 8 3
      3 6 9 - 3 1 8 8
0 9 6 4 - 5 2 - 3 1 0 3
      2 3 2 - 2 8 5 3
　　　2 1 4 - 0 3 1 1
　　　3 6 8 - 2 1 7 2

指
定
地
方
行
政
機
関

　
指
定
地
方
公
共
機
関

社 団 法 人 熊 本 県 ト ラ ッ ク 協 会
社 団 法 人 熊 本 県 バ ス 協 会
三 和 商 船 株 式 会 社
西 部 ガ ス 株 式 会 社 熊 本 支 社
株 式 会 社 熊 本 日 日 新 聞 社
株 式 会 社 熊 本 放 送
株 式 会 社 テ レ ビ 熊 本
株 式 会 社 熊 本 県 民 テ レ ビ
熊 本 朝 日 放 送 株 式 会 社

社 団 法 人 熊 本 県 医 師 会

社 団 法 人 熊 本 県 看 護 協 会

      3 6 9 - 3 9 6 8
      3 5 2 - 9 6 9 4
0 9 6 9 - 7 3 - 2 1 0 3
      3 7 0 - 8 6 0 0
      3 6 1 - 3 1 1 1
      3 2 8 - 5 5 4 3
      3 5 1 - 1 1 2 0
      3 6 3 - 6 1 1 1
      3 5 9 - 9 0 1 6

      3 5 4 - 3 8 3 8

      3 6 9 - 3 2 0 3

　
指
定
公
共
機
関

西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 九 州 支 社
郵 便 事 業 株 式 会 社 九 州 支 社
郵 便 局 株 式 会 社 九 州 支 社
九 州 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 熊 本 支 社

九 州 電 力 株 式 会 社 熊 本 支 社

N T T 西 日 本 熊 本 支 店

日 本 銀 行 熊 本 支 店

N H K 熊 本 放 送 局

日 本 赤 十 字 社 熊 本 県 支 部

熊   本   県   災   害
対    策    本    部
  （ 本   部   室 ）

電 　　話

 代 　3 8 3 - 1 1 1 1
 直 　3 3 3 - 2 1 1 5
 災 害 応 急 復 旧
 用 無 線
 0 1 4 0 9 - 9 4 0 0

0 9 2 - 7 6 2 - 1 1 1 1
      3 2 8 - 5 3 0 8
      3 2 5 - 2 1 1 5
      3 5 2 - 0 8 1 8

      3 8 6 - 2 2 0 0

      3 2 1 - 3 0 8 3

      3 5 9 - 9 5 0 1

      3 5 2 - 1 4 8 2

      3 8 4 - 2 1 0 0

　
構
成

  知 事 部 局  （ 出
  納 局 企 業 局 を
  含 む ）
  教 　　育 　　 長
  警 　察 　本 　部

 代 　3 8 3 - 1 1 1 1

 代 　3 8 3 - 1 1 1 1
 代 　3 8 1 - 0 1 1 0

自 衛 隊 陸 上 自 衛 隊 第 ８ 師 団       3 4 3 - 3 1 4 1
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また、熊本県災害対策本部と熊本県水防本部は、連携を密にし、事務処理にあたるものとする。

地方災害対策本部と水防区本部においても同様とする。 

 

(3) 熊本県災害対策本部と熊本県石油コンビナート等防災本部との相互関係 

石油コンビナート等における災害に対処するための組織として石油コンビナート等災害防止

法に基づく熊本県石油コンビナート等防災本部と一方災害対策基本法に基づく熊本県災害対策

本部とがあるが、これらの相互関係は石油コンビナートの区域における防災の重要性特殊性にか

んがみ、熊本県災害対策本部とは別に、熊本県石油コンビナート等防災本部を設置する。 

 

３．熊本県災害対策本部 

熊本県災害対策本部の組織および編成等は、「熊本県災害対策本部条例」および「熊本県災害対

策本部規程」等の定めるところによる。 

(1) 配置基準 

① 熊本県災害対策本部 

県内で震度6弱以上の地震が発生した場合（自動設置） 

災害が発生し、または災害の発生が予想され、その規模及び範囲からして本部を設置し、応急対

策を必要とするとき。 

前記のほか、激甚災害で、特に応急対策を実施する必要があるとき。 

② 熊本県現地災害対策本部 

災害地が災害対策本部から遠隔地の場合、また本部と地方災害対策本部との通信連絡に円滑を

欠く場合、その他必要に応じ主要災害地に設置する。 

③ 地方災害対策本部 

管内で震度6弱以上の地震が発生した場合（自動設置） 

県災害対策本部が設置を指示した場合 

管内に大規模な災害が発生し、または災害の発生するおそれがあるときは、地域振興局長は、

地方災害対策本部を構成する機関の長と設置についての協議をするものとする。 

なお、地方災害対策本部を設置したときは、地方災害対策本部長は、すみやかに県災害対策本

部長にその旨報告するものとする。 

 

(2) 編成 

① 熊本県災害対策本部(本庁) 

本部長(知事)は、本部の事務を分掌して推進するため、必要があると認めるときは、対策部

を置く、ただし、災害の種類または規模により必要な対策部のみを置くことができる。 

対策部に対策部長、対策副部長、班長、副班長、班員を置く。 

各対策部長は、本部員(総務対策部にあっては、総務部長）をもって充て、対策副部長は、

本部長が指名した者をもって充て、班長、副班長および班員は、関係課（センター）等に所属

属する職員のうちから本部長が指名する者とする。 

各対策部において、必要な対策等を策定したときは、本部に合議するものとし、本部は必要

に応じその内容を公表するなど必要な措置をとるものとする。 
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本部の事務を処理するため本部室を置くものとする。 

② 熊本県現地災害対策本部 

現地本部長は、副本部長または、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。 

現地本部員は現地本部長が、各対策部所属の職員および県等の出先機関の職員のうちから指

名する者をもって充てる。 

③ 地方災害対策本部(地域振興局及び熊本土木事務所) 

地方対策本部長は、地域振興局長及び熊本土木事務所長とし、副本部長は、地域振興局次長、

熊本土木事務所次長をもって充てる。 

その他地方災害対策本部の組織等に関し必要な事項は、県本部会議および本部室の組織等に

準じてそれぞれ地方災害対策本部長が定めるものとする。 

警察署長は、県警察本部長の命を受け、かつ地方災害対策本部長と緊密な連絡のもとに、所

轄区域の災害警備に当たるものとする。 

 

(3) 非常(緊急)災害現地対策本部との連携 

熊本県災害対策本部は、国が非常(緊急)災害現地対策本部を設置したときは、国の当該現地対

策本部と密接な連携を図り、適切な災害応急対策の実施に努めるものとする。
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 (4) 熊本県災害対策本部組織図 
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管
　

財
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税
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市
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村
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政

課
市

町
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財
政

課
応
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班

人
事

委
員

会
事

務
局

監
査

委
員

事
務

局

労
働

委
員

会
事

務
局

企
画

振
興

対
策

部

班

　
　

　
企

 画
 振

 興
 班

　
　

　
企

　
   

画
 　

  課
　

　
　

地
 域

 振
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 課
　

　
　

川
辺

川
ダ
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総
合

対
策

課
　

　
　

交
 通

 政
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情
 報

 企
 画

 課

　
　

　
応

　
   

援
  　

 班
　

　
　

文
 化

 企
 画

 課
　

　
　

統
 計

 調
 査

 課

　
 本

部
室

　
 に

常
駐

　
 す

る
班

　
 長

 総
務

班
長

　
　

　
　

（危
機

管
理

防
災

課
長

兼
   

   
   

   
   

   
   

  　
　

　
消

防
本

部
課

長
）

 広
報

班
長

　
　

　
　

（広
報

課
長

）
 人

事
班

長
　

　
　

　
（人

事
課

長
）

 情
報

班
長

　
　

　
　

（市
町

村
行

政
課

長
）

 管
財

班
長

　
　

　
　

（管
財

課
長

）
 救

助
班

長
　

　
　

　
（健

康
福

祉
政

策
課

長
）

 河
川

班
長

　
　

　
　

（河
川

課
長

）
 道

路
班

長
　

　
　

　
（道

路
保

全
課

長
）

 砂
防

班
長

　
　

　
　

（砂
防

課
長

）

本
　

　
　

　
　

部
　

　
　

　
　

室

室
　

　
長

　
危

機
管

理
監

次
　

　
長

　
危

機
管

理
防

災
課

長
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災 害 対 策 部 の 分 掌 事 務 
  各災害対策部の分掌事務は、おおむね次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各　班　名

総 務 班 1 本部会議に関する事項

( 危 機 管 理 防 災 課 ) 2 本部長及び副本部長の災害地視察に関する事項

( 消 防 保 安 課 ) 3 各部課(所)および各省庁関係機関との連絡調整に関する事項

4 被害調書の作成および中央機関への要望ならびに報告に関する事項

5 災害対策経費の取りまとめに関する事項

6 災害日誌および災害記録に関する事項

7 自衛隊等の派遣要請に関する事項

8 防災功労者に対する表彰ならびに感謝状等に関する事項

9 災害応急措置の業務命令に関する事項

10 他班に属さない事項ならびに特に本部長の指示する事項

情 報 通 信 班 1 防災行政無線設備の運営管理に関する事項

( 危 機 管 理 防 災 課 ) 2 非常無線通信に関する事項

秘 書 班 1 災害調査団に関する事項

( 秘 書 課 ) 2 災害見舞者の応接に関する事項

広 報 班 1 災害状況等の公表に関する事項

( 広 報 課 ) 2 災害写真に関する事項

3 その他災害の広報に関する事項

人 事 班 1 職員の動員に関する事項

( 人 事 課 ) 2 指定行政機関等に対する職員の派遣要請およびあっ旋依頼に関する
事項

財 政 班 1 災害経費の予算措置に関する事項

( 財 政 課 ) 2 災害に係わる県議会に関する事項

県 政 情 報 文 書 班 1 熊本県立大学の災害調査及び対策に関する事項

（ 県 政 情 報 文 書 課 ）

私 学 振 興 班 1 私立学校等の災害調査および対策に関する事項

( 私 学 振 興 課 )

総 務 事 務 セ ン タ ー 班 1 災害時の職員の健康支援に関する事項

( 総 務 事 務 セ ンタ ー ) 2 職員への見舞金等の給付に関する事項

管 財 班 1 県有財産の被害調査および応急対策に関する事項

( 管 財 課 ) 2 災害時の配車計画および車輌の確保に関する事項

税 務 班 1 県税の減免等に関する事項

( 税 務 課 ) 2 災害に係る税務課の分掌事務に関する事項

情 報 班 1 災害情報収集に関する事項

( 市 町 村 行 政 課 ) 2 災害つなぎ資金のあっ旋に関する事項

( 市 町 村 財 政 課 ) 3 被災市町村に対する特別交付税に関する事項

4 被災市町村の行財政の調査・支援に関する事項

応 援 班 1 当該課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する事項

　人事委員会事務局 2 他班の応援に関する事項

　監査委員事務局

　労働委員会事務局

対策部名 分　　　掌　　　事　　　務

総
務
対
策
部

（
総
務
部
・
知
事
公
室
・
各
種
委
員
会
）
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各　班　名
企 画 振 興 班 1

　企画課　
　地域振興課　

　川辺川ダム総合対策課

　交通政策課
　情報企画課

応　　　援　　　班
文化企画課
統計調査課

1
2

当該課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する事項
他班の応援に関する事項

健 康 福 祉 政 策 班 1
( 健 康 福 祉 政 策 課 )
救 助 班 1 災害救助法に基づく諸対策に関する事項
( 健 康 福 祉 政 策 課 ) 2 日本赤十字社熊本県支部との連絡に関する事項

3
義援金品、見舞品等の受付配分及び輸送並びに見舞品等の保管に関
する事項

4 救助状況の報告に関する事項

健 康 危 機 管 理 班
（ 健 康 危 機 管 理 課 ）

1
2

防疫に関する事項
食品衛生に関する事項

医 務 班
（ 医 療 政 策 課 ）

1
2

災害時の応急医療に関する事項
医療関係者の動員及び指示に関する事項

高 齢 者 支 援 班 1 高齢者に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
高齢者支援課

　  認知症対策

　　・地域ケア推進課

障 が い 者 支 援 班
（ 障 が い 者 支 援 課 ）

1 障がい者支援課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関す
る事項

薬 務 衛 生 班
（ 薬 務 衛 生 課 ）

1
2

医薬品、衛生材料の調達並びに供給に関する事項
広域火葬の実施に関すること

応　　　援　　　班
社会福祉課

子ども未来課
子ども家庭福祉課

国保・高齢者医療課
健康づくり推進課

1
2

当該課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
他班の応援に関する事項

企画振興部の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項

分　　　掌　　　事　　　務対策部名

企
画
振
興
対
策
部

（
企
画
振
興
部
）

（
健
康
福
祉
部
）

健
康
福
祉
対
策
課

健康福祉政策課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関す
る事項
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各　班　名
環 境 政 策 班 1
( 環 境 政 策 課 )
水 道 班 1 飲料水施設並びに供給に関する事項
( 環 境 保 全 課 )
廃 棄 物 処 理 班 1 廃棄物処理に関する事項
( 廃 棄 物 対 策 課 )
( 公 共 関 与 推 進 課 )
く ら し の 安 全 推 進 班 1
(くらしの安全推進課)
応 援 班 1 当該課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
   環境立県推進課 2 他班の応援に関する事項
   自然保護課
     水俣病保健課
     水俣病審査課
   消費生活課
   男女参画･協働推進課

   人権同和政策課

商 工 政 策 班 1 商工観光労働対策部の総括に関する事項

( 商 工 政 策 課 ) 2
商工政策課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項

商 工 振 興 金 融 班 1
( 商 工 振 興 金 融 課 )
労 働 雇 用 班 1
( 労 働 雇 用 課 )

2 労働力の確保および供給に関する事項
産 業 人 材 育 成 班 1
（ 産 業 人 材 育 成 課 ）
産 業 支 援 班 1
( 産 業 支 援 課 )
新エネルギー産業振興班

(新エネルギー産業振興課)

企 業 立 地 班 1
( 企 業 立 地 課 )
観 光 班 1 観光課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する事項
( 観 光 課 )
国 際 班 1 国際課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する事項
( 国 際 課 )
くまもとブランド推進班
（くまもとブランド推進課）

1 くまもとブランド推進課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対
策に関する事項

対策部名 分　　　掌　　　事　　　務

環
境
生
活
対
策
部

（
環
境
生
活
部
）

環境政策課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事
項

商
工
観
光
労
働
対
策
室

（
商
工
観
光
労
働
部
）

くらしの安全推進課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に
関する事項

商工振興金融課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関
する事項

労働雇用課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項

産業人材育成課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関
する事項

産業支援課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項

新エネルギー産業振興課の分掌事務に係る災害予防および災害応急
対策に関する事項

1

企業立地課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項
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各　班　名

農 林 水 産 政 策 班
（ 農 林 水 産 政 策 課 ）

1
2

農林水産対策部の総括に関する事項
農林水産政策課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関
する事項

団 体 支 援 班 1 被害農林水産業者等に対する融資に関する事項
( 団 体 支 援 課 ) 2 団体支援総課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関す

る事項
農 地 ・ 農 業 振 興 班
（農地・農業振興課）

1 農地・農業振興課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関
する事項

担 い 手 ・ 企 業 参 入 支 援班

(担い手・企業参入支援課)

流 通 企 画 班
（ 流 通 企 画 課 ）

1 流通企画課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事
項

む ら づ く り 班
（ む ら づ く り 課 ）

1 むらづくり課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する
事項

農 業 技 術 班
（ 農 業 振 興 課 ）

1
2

被災地の病害虫の防疫に関する事項
農業技術課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事
項

農 産 班
（ 農 産 課 ）

1
2

応急食糧の確保および調達に関する事項
農産課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

園 芸 班
（ 園 芸 課 ）

1 園芸課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

畜 産 班
（ 畜 産 課 ）

1
2
3
4

飼料の確保に関する事項
畜産被害の応急対策に関する事項
被災地における家畜の防疫に関する事項
畜産課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する事項

農 村 計 画 班
（ 農 村 計 画 課 ）

1
2

土地改良区等に対する融資のあっ旋に関する事項
農村計画課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項

技 術 管 理 班
（ 技 術 管 理 課 ）

1 技術管理課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項

農 地 整 備 班
（ 農 地 整 備 課 ）

1
2
3

農地農業用施設等の災害予防及び災害応急対策に関する事項
農地地すべりの予防および災害応急対策に関する事項
農地整備課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項

森 林 整 備 班
（ 森 林 整 備 課 ）

1 森林整備課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項

林 業 振 興 班
（ 林 業 振 興 課 ）

1

2
3

林業振興課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項
林道災害の情報収集に関する事項
薪炭・木材の調達に関する事項

森 林 保 全 班
（ 森 林 保 全 課 ）

1

2
3

森林保全課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する
事項
林地治山施設の災害予防および災害応急対策に関する事項
山地地すべり災害予防および災害応急対策に関する事項

水 産 振 興 班
（ 水 産 振 興 課 ）

1
2

災害時使用の舟の調達および供給に関する事項
水産振興課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事
項

漁 港 漁 場 整 備 班
（ 漁 港 漁 場 整 備 課 ）

1 漁港漁場整備課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関
する事項

対策部名 分　　　掌　　　事　　　務

農
林
水
産
対
策
部

（
農
林
水
産
部
）

担い手・企業参入支援課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対
策に関する事項

1
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各　班　名

監 理 課
（ 監 理 課 ）

1
2
3

土木対策部の総括に関する事項
土木建設用機械等の調達及び運用に関する事項
監理課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

道　　　　路　　　班
道路保全課
道路整備課

1
2

災害の道路情報の収集及び交通途絶時の迂回路の設定に関する事項
当該課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

都　市　計　画　班
（都市計画課）

1 都市計画課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事
項

下　水　環　境　班
（下水環境課）

1 下水環境課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事
項

河　　　川　　　班
（河　川　課）

港　　　湾　　　班
（港　湾　課）

1 港湾課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

砂　　　防　　　班
（砂　防　課）

1 砂防・地すべり・急傾斜の災害予防及び災害応急対策に関する事項

建　　　築　　　班
建　築　課
営　繕　課

1 当該課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

住　　　宅　　　班
（住　宅　課）

1 住宅課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

応　　　援　　　班
用地対策課

土木技術管理課

1
2

当該課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
他班の応援に関する事項

対策部名 分　　　掌　　　事　　　務

土
木
対
策
部

（
土
木
部
）

1

2
3

河川の水位、雨量等の情報収集及び水防法に基づく諸対策に関する
事項
災害時におけるダム操作の適正化に関する事項
河川課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
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各　班　名

会 計 班
（ 会 計 課 ）

1
2
3

義えん金等の出納保管に関する事項
災害救助基金の出納に関する事項
会計課の分掌事務に係る災害予防および災害応急対策に関する事項

管　理　調　達　班
（管理調達課）

1
2

応急対策必需品の購入および出納に関する事項
管理調達課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事
項

企
業
対
策
部

(

企
業
局
）

企 業 班 1 企業局で管理している発電所(ダム)、工業用水道等の災害予防及び
災害応急対策に関する事項

教　育　総　務　班
（教育政策課）

1 児童、生徒の応急教育対策に関する事項

学　校　人　事　班
（学校人事課）

2 公立学校等の施設復旧等に関する事項

社　会　教　育　班
社会教育課

人権同和教育課

3 社会教育施設等の復旧、学校保健および学校給食に関する事項

文　　　化　　　班
（文　化　課）

4 その他教育委員会事務局の所掌事務に係る災害予防および災害応急
対策に関する事項

施　　　設　　　班
（施　設　課）

高　校　教　育　班
（高校教育課）

義　務　教　育　班
（義務教育課）

特 別 支 援 教 育 班
（ 特 別 支 援 教 育 課 ）
体　育　保　健　班

（体育保健課）

警 備 班 1 予警報の伝達、災害情報の収集等に関する事項
警 務 班 2 人命の救助及び避難誘導並びに保護に関する事項
生 活 安 全 班 3 災害警備に関する予算経理、補給等に関する事項
刑 事 班 4 犯罪の予防等防犯活動に関する事項
交 通 班 5 犯罪の捜査、検視等に関する事項

6 交通規制、緊急輸送の確保等に関する事項
7 その他の警察の所轄事項に関する事項

出
納
対
策
部

（
出
納
局
）

対策部名 分　　　掌　　　事　　　務

　
災
害
警
備
対
策
部

　
（
県
警
察
本
部
）

教
育
対
策
部

（
教
育
庁
）
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第２節 職員配置計画(県、市町村) 
 

 災害が発生するおそれ、または発生した場合における職員の配置体制、配置方法および応援等につ

いて定め応急措置等の円滑な実施を期する。 

 

１．職員配置体制の整備 

(1) 職員への周知徹底 

防災関係機関ならびに熊本県は、災害発生のおそれ、または発生した場合における災害応急措

置を迅速かつ確実に推進するため、所属職員の一部または全部が直ちに応急措置に従事し、活動

されるようにあらかじめ体制を定め所属職員に周知徹底しておくとともに、相互に協調するよう

努めるものとする。 

(2) 速やかな登庁体制の確保 

① 防災対策要員の指定 

大規模な災害発生時において、災害対策本部の迅速な設置および運営が図られるよう、熊本

県災害対策本部および地方災害対策本部の設置、運営に特に必要となる要員を防災対策要員と

して指定する。 

なお、防災対策要員は、次のとおり。 

災害対策本部の区分 職        名 

 災害対策本部（本庁） 知事公室長、総務部長、危機管理監、危機管理防災課 
長、消防保安課長 

 

 地方災害対策本部（地域振興局) 地域振興局長、地域振興局次長 

 

② 防災センターにおける２４時間体制の確保 

発生した災害等に迅速に対応するため、勤務時間外（休日、夜間）においても、防災セン    

ター（県庁新館１０階）に職員を常駐させ、防災等に関する２４時間の連絡体制を確保する。 

 

２．県職員の配置 

(1) 災害発生のおそれのある場合の配置 

① 危機管理監は、次に掲げる場合は、必要に応じ関係部（公室）長、政策審議監、局長、課

（センター）長（以下「部長等」という。）を招集し、情報を検討のうえ県職員を必要に応

じ応急措置推進のため配置し、気象予警報等伝達計画に基づき、警報・注意報等を伝達させ

るとともに、情報の収集および災害活動に当たらせるものとする。このため災害処理に関係

を有する関係部長等又は出先機関長は、所属職員の応急措置に関する担任事務および職員待

機要領をあらかじめ定め所属職員に周知徹底しておくものとする。 

イ 災害発生のおそれがある警報・注意報等が、熊本地方気象台または気象庁本庁(地震情報・

津波警報)から発表されたとき。(災害発生のおそれのある警報・注意報等とは、次に掲げる

ものとする。なお、警報・注意報等の定義は、別節「気象予警報等伝達計画」に定めるとお

りとする。) 

ロ 火山爆発または地震発生による災害が予想され、これらに関する情報が発表されたとき。 
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ハ 災害発生のおそれがある異常現象の通報が市町村長からあったとき。 

ニ その他知事が、必要と認め指示したとき。 
 

災害発生のおそれがある警報・注意報等 
 

注 意 報 警 報 

(イ) 梅雨期間中に次の種類の注意報が、１以 
上発表された場合 
① 大雨注意報 
② 洪水注意報 

次の種類の警報が、１以上発表された場合 
① 暴風警報 
② 大雨警報 
③ 洪水警報 
④ 高潮警報 
⑤ 津波警報 
⑥ 大雪警報 
⑦ 暴風雪警報 

 

② 関係部長等および出先機関長による配置 

災害処理に関係を有する部長等および出先機関長は、前記①によるもののほか、職員の配置

を必要と認めた場合は、所属職員を配置するものとする。 

(2) 災害発生時における配置 

① 災害関係部長等および出先機関長は、災害が発生した場合は、所属職員の一部または全部を

指揮監督して応急措置に従事するほか知事または上司の命があった場合、直ちに活動し得る体

制を整えておくものとする。 

② 職員は、災害が発生した場合には、すすんで所属の上司と連絡を取り、または自らの判断で

参集し、応急対策に従事するものとする。 

(3) 職員の招集 

① 気象情報の伝達 

気象情報および予警報(以下「気象情報」という。)については、熊本地方気象台から防災セン

ターに伝達するものとする。 

なお、伝達された気象情報等のうち、職員配置の基準に関わる気象情報については、危機管

理防災課長は本庁内に対しては庁内放送（休日・夜間については、防災センターから伝達責任

者への電話連絡）で、県出先機関に対しては、県防災情報ネットワークシステムの一斉指令を

もって伝達するものとする。 
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② 配置の指示等 

職員配置の基準に関わる気象情報の伝達および職員配置の指示は、次の系統により行うもの

とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 配置職員の招集方法 

災害関係課(地域振興局)長は、所属職員の招集、または連絡に当たっては、最も迅速かつ的

確な方法(電話等)によるものとする。 

(4) 配置の解除 

災害応急措置等の配置体制の解除は、危機管理監が指示する。 

(5) 県職員の災害配置基準および熊本県災害対策本部事務処理要領 

災害対策本部

設置の場合

災害待機の場合

（連 絡 ） （指 示 ） （一斉指令・連絡） （連絡）

（連絡）

 

（一斉指令）

（連絡）

勤　　務　　時　　間　　内 勤　　務　　時　　間　　外

報
告

指
示

報
告

指
示

報
告

指
示

（

連
絡
）

（

指
示
）

（

指
示
）

（

指
示
）

（

指
示
）

（

庁
内
放
送
）

（

連
絡
）

（
指
示

）

（

指
示
）

知　　　　　事

危 機 管 理 監

　　　危機管理防災課長

危機管理防災課長 防災センター

東京事務所

危機管理防災課員

地 域 振 興 局 等

配　置　職　員

本 庁 関 係 課

配　置　職　員

広　 報　 課

危機管理防災課
（伝達責任者）

河　　川　　課
（伝達責任者）

地域振興局等
（伝達責任者）

配　置　職　員

本　庁　関　係　課
（連絡責任者）

危機管理防災課員 水 防 本 部 員配　置　職　員

東 京 事 務 所
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県職員の災害配置基準および熊本県災害対策本部事務処理要領は、次のとおりである。 

 

【県職員の災害配置基準】 

災害が発生するおそれ、または発生した場合における県職員の配置は、おおむね次の基準によ

り実施するものとする。なお、この実施運用については、危機管理監が必要に応じ、情報を検討

して職員待機の指示、その他応急措置について指示するものとする。 

１．災害対策本部設置前の配置体制 

(1) 注意体制 

① 気象業務法に基づく災害発生のおそれがある注意報(大雨注意報、洪水注意報)が梅雨期間

中に１以上発表された場合は、配置体制(別表１)により職員の配置を行い予警報の伝達、災

害情報および雨量水位等の災害関係資料ならびに被害報告の収集にあたるものとする。 

但し、出先機関における待機職員の配置にあたっては、出先機関長が情報等を検討のうえ、

必要に応じた人員の配置をすることができる。 

② ①以外の場合であっても、関係課長又は出先機関長において職員の配置を実施する必要が

あると認めたときは必要に応じた人員の配置を行うものとする。 

③ 注意体制による職員配置を実施した場合は、本庁においては、防災センターに集合待機す

るものとし、出先機関においては、出先機関長が定めた場所に待機するものとする。 

なお、当該待機にあたっては、本庁にあっては水防本部と、出先機関のうち地域振興局に

あっては水防区本部と連携を密にするものとし、原則として同一の場所において、実施する

ものとする。 

 

(2) 警戒体制(地震以外の災害) 

① 気象業務法に基づく災害に関する警報が１以上発表されたとき、または災害発生のおそ

れがある場合、もしくは災害が発生した場合は、危機管理防災課長の指示に基づき配置体

制(別表２)による職員の配置を実施し、警報の伝達、災害情報および被害報告の収集等災

害応急対策の実施にあたるものとする。 

但し、待機職員の配置にあたっては、状況により関係部長等又は出先機関長が必要に応

じた人員の配置をすることができる。 

② 警戒体制による職員配置を実施した場合は、本庁においては、防災センター及び各課（室）

の適当な場所に集合待機するものとし、出先機関においては、出先機関長が定めた場所に

待機するものとする。 

なお、当該待機にあたっては、本庁のうち危機管理防災課にあっては水防本部と、出先

機関のうち地域振興局にあっては水防区本部と連携を密にするものとし、原則として同一

の場所において、実施するものとする。 

 

(3) 警戒体制(地震津波) 

① 第１警戒体制 

震度４の地震が発生した場合又は津波注意報が発表された場合は、危機管理防災課・消
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防保安課職員３名による警戒体制をとるものとし、地震(津波)情報の伝達及び被害情報の

収集を行うものとする。また、危機管理防災課・消防保安課職員は、必要に応じて被害情

報等を関係各部へ連絡するものとする。 

初動期における道路情報及びダム、海岸保全施設、感潮区域に係る堤防及び砂防えん堤

等施設の状況のは握は極めて重要であるので、道路保全課、道路整備課、河川課及び砂防

課職員並びに関係地域振興局土木部、熊本土木事務所及びダム管理所職員による調査体制

を整備し、県管理道路及び河川関係施設及び砂防えん堤の緊急調査を行い、被害情報を収

集するものとする。 

(津波注意報のみが発表された場合は除く。) 

② 第２警戒体制 

震度５弱もしくは５強の地震が発生した場合又は「津波」もしくは「大津波」の津波警

報が発表された場合、「災害警戒本部」を設置（自動設置）し、配置体制(別表３)による

職員の配置を行い、警戒体制を整えるものとする。 

職員の待機は関係各課において行うものとするが、関係課の１名は、防災センターに情

報連絡員として待機するものとする。 

③ 出先機関の警戒体制 

地域振興局における警戒体制は、上記①及び②に準じて地域振興局長が必要に応じた人

員を配置することができる。 

地域振興局以外の出先機関における警戒体制は、上記②の第２警戒体制の関係所管部局

の配置体制に準じて出先機関長が必要に応じた人員を配置することができる。 

出先機関職員の待機は、出先機関長が定めた場所において行うものとする。 

なお、当該待機にあたっては、出先機関のうち地域振興局にあっては水防区本部との連

携を密にするものとし、原則として同一の場所において、実施するものとする。 

 

(4) 災害警戒本部 

危機管理監は、(1)(2)及び(3)-①にかかわらず特に情報を必要とする場合は、災害警戒本

部を設置し、災害警戒本部規程及び上記(3)-②の配置基準に基づき、必要に応じた職員の配

置を指示するものとする。 
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２．災害対策本部設置後の配置体制 

災害諸対策を強力、かつ迅速に推進するため、次により職員を配置する。 

(1) 配置体制の基準は、次表のとおりである。 

 

区 分 配  置  時  期 配  置  内  容 

 
 

第１配置 

イ 局地的な災害が発生した場合 
ロ 本部長が当該配置を指示したとき 

予警報の伝達、災害情報および被害報告 
の収集、水防、救助活動が円滑に行い得 
る体制とする。 

 
 

第２配置 

イ 局地的な災害が発生し、さらに被害 
が拡大するおそれがある場合 

ロ 本部長が当該配置を指示したとき 

第１配置により難い場合、直ちに災害応 
急活動が開始できる体制とする。 

 
 

第３配置 

イ 広域にわたる災害が発生し、被害が 
甚大な場合 

ロ 震度６弱以上の地震が発生した場合 
ハ 本部長が当該配置を指示したとき 

全職員をもってあたるもので、状況によ 
りそれぞれの災害応急対策活動が強力に 
推進できる体制とする。 

 

(2) 前記(1)の第１配置、第２配置および第３配置の各体制下における職員配置の基準は、おお

むね別表４のとおりである。 

なお、各対策部等における所掌事務は、「第３章第１節組織計画」に定めるとおりとする。 
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３．熊本県災害対策本部の事務処理 

県本部が設置された場合は、「熊本県災害対策本部事務処理要項」に基づいて事務を処理するも

のとする。 

 
 
（参考）災害配置基準一覧 
 

 区  分  設置者または指示者  配 置 体 制  人  員 

 本庁：関係課（室）長 
 出先：出先機関長 

 (1) 注意体制  別表１のとおり 

 (2) 警戒体制（地震以外）  別表２のとおり 

 
 
 
 
 
注意・警戒 
体制 

 
 
 
 
 本庁：関係課（室）長 
 出先：出先機関長 

 (3) 警戒体制（地震津波） 
  本庁 
    ① 第１警戒体制 
 
   ② 第２警戒体制 
 
  出先機関 

 
 
 危機管理防災課・消防保 
 安課職員３名 
 災害警戒本部設置 
 （自動設置） 
 本庁に準じて待機実施 

 
 １ 
 
 災 
 害 
 対 
 策 
 本 
 部 
 設 
 置 
 前 

災害警戒 
本部 

 危機管理監  (4) 災害警戒本部設置 
   （第２警戒体制） 

 別表３のとおり 

 ２ 
 災害対策本部 

 
 知  事 

 災害対策本部設置 
   第１配置 
   第２配置 
   第３配置 

 
 別表４のとおり 
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別表１ 【注意体制】 
 

機  関  名 人           員 

危機管理防災課･消防保安課 
河川課 
道路保全課 
砂防課 
熊本土木事務所 
各地域振興局土木部 
各ダム管理所等 
水防本部 

３ 
※２ 

２ 
１                       課内待機 
４ 
４ (１０地域振興局） 
１ (４管理所等)         
２                          

合   計 ６２ 

 

 

※各ダム管理所等とは、市房ダム管理所、氷川ダム管理所、宇城振興局土木部(石打ダム)、天草振興

局土木部(亀川ダム)をいう。 

 
別表２ 【警戒体制（地震以外の災害）】 
 

機 関 名 人 員 機 関 名 人 員 

 危機管理防災課･消防保安課 

 広報課 

 管財課 

 健康福祉政策課 

 農林水産政策課 

 農地整備課 

 森林整備課 

 林業振興課 
 森林保全課 

 水産振興課 

 漁港漁場整備課 

 河川課 

 道路保全課 

 港湾課 

 砂防課 

 企業局 

 教育庁 

 水防本部 

       ５ 

       １ 

     １ 

       １ 

     １ 

       ２ 

 

       １ 

 

※③  １ 

        

   ※①２ 

       ２ 

   ※②１ 

       １ 

       １ 

       １ 

      ４ 

  各地域振興局 

 

  熊本土木事務所 

 

  各教育事務所 

 

  各ダム事務所等 

 (市房・氷川ダム管理所 
  宇城・天草地域振興局土木部） 

  各港管理事務所 

   ８(10地域振興局) 

 

    ４ 

 

    １（１０事務所） 

 

    ２（４管理所等） 

 
 

 ※③ ２（４事務所） 

 本庁計      ２５  出先機関計       １１０ 

       合   計       １３５ 
 

大雪の各警報による警戒体制は除き、かつ、港管理事務所を含む地域において、警報が発表された

場合に限る。 

※①ダム班（２名）の課内待機は、各管理ダムの操作規則による洪水調整時に限る。 

②大雨、洪水、 

③大雨、洪水、大雪の各警報による警戒体制は除く。 

※ダム班（２名）の課内待機は、 
各管理ダムの操作規則による 

  洪水調整時に限る 
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別表３ 【第２警戒体制】 
 

 機 関 名  人 員  機 関 名  人 員 

   人 事 課 

   企 画 課 

   健康福祉政策課 

   環 境 政 策 課 

   商 工 政 策 課 

   農林水産政策課 

   監 理 課 

   広 報 課 

  市町村行政課･市町村財政課 

  危機管理防災課･消防保安課 

 各課最低２名 

 以上とし必要 

 に応じ増員す 

 るものとす 

 る。 

   道 路 保 全 課 

   道 路 整 備 課 

   河 川 課 

  企業局総務経営課 

   教 育 政 策 課 

   警 備 第 二 課 

 ※砂 防 課 

 ※建 築 課 

 ※港  湾  課 

 各課最低２名 

 以上とし必要 

 に応じ増員す 

 るものとす 

 る。 

 

 

 

 

 

 計 ３８名 

 

 
※熊本県災害警戒本部規程第４条第４項に基づき本部長が指名した関係課 

 
別表４ 【災害対策本部】 
 

 配 置 要 員 の 数   対 
  策 
  部 

 
 班  名 

 第１配置  第２配置  第３配置 

 

 

 

  総 

 

  務 

 

対

 

  策 

 

  部 

 総 務 班 

 (危機管理防災課･消防保安課) 

 情 報 通 信 班 

 (危機管理防災課) 

 広 報 班 

 秘 書 班 

 人 事 班 

 総務事務センター班 

 県 政 情 報 文 書 班 

 私 学 振 興 班 

 財 政 班 

 情 報 班 

 (市 町 村 行 政 課 ) 

 (市 町 村 財 政 課 ) 

 管 財 班 

 税 務 班 

 応 援 班 

       （計） 

８ 

 

２ 

 

３ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

４ 

 

 

３ 

１ 

－ 

（２７） 

          １０ 

 

            ３ 

 

            ６ 

            ２ 

            ２ 

            ２ 

            ２ 

       ２ 

       ３ 

            ５ 

 

 

          １０ 

           ３ 

            － 

        （５０） 

       全 員 

 

         〃 

 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

 

 

         〃 

         〃 

         〃 
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 配 置 要 員 の 数   対 

  策 
  部 

 
 班  名 

 第１配置  第２配置  第３配置 

 企 

 画対 

 振策 

 興部 

 企 画 振 興 班 

 

 応 援 班 

       （計） 

             １ 

 

             － 

           （１） 

            ２ 

 

            ２ 

          （４） 

       全 員 

 

         〃 

         〃 

 

 

  健 

  康 

  福 

  祉 

  対 

  策 

  部 

 健 康 福 祉 政 策 班 

 救 助 班 

 (健康福祉政策課) 

 健 康 危 機 管 理 班 

 医 務 班 

 (医 療 政 策 課) 

 

(国保･高齢者医療課) 

 高 齢 者 支 援 班 

  高齢者支援課 

  認知症対策 

 ・地域ケア推進課 

 障 が い 者 支 援 班 

 薬 務 衛 生 班 

 応 援 班 

       （計） 

             １ 

             １ 

 

             １ 

             ２ 

 

 

             １ 

 

 

 

 

             １ 

             ２ 

             － 

          （９） 

            ３ 

            ３ 

 

            ２ 

            ４ 

 

 

            ２ 

 

 

 

 

            ２ 

            ３ 

            － 

        （１９） 

       全 員 

         〃 

 

         〃 

         〃 

 

 

         〃 

 

 

 

 

         〃 

        〃 

         〃 

         〃 

 環 

 境 

 生対 

 活策 

   部 

 環 境 政 策 班 

 水 道 班 

 廃 棄 物 処 理 班 

 くらしの安全推進班 

 応 援 班 

       （計） 

             ２ 

             １ 

             １ 

             － 

             － 

           （４） 

            ３ 

            １ 

            １ 

            １ 

            － 

          （６） 

       全 員 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

 

 商 

 工 

 観 

 光 

 労 

 働 

 対 

 策 
 部 

 商 工 政 策 班 

 商 工 振 興 金 融 班 

 労 働 雇 用 班 

 産 業 人 材 育 成 班 

 産 業 支 援 班 

 新エネルギー産業振興班 

 企 業 立 地 班 

 観 光 班 

 国 際 班 
 くまもとブランド推進班 
       （計） 

             ２ 

             － 

             － 

             － 

             － 

             － 

             － 

       － 

             － 
       － 
           （２） 

            ４ 

            ２ 

            ２ 

            ２ 

            ２ 

            ２ 

         ２ 

       ２ 

            ２ 
       ２ 
      （２２） 

       全 員 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 

         〃 
         〃 
         〃 
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 配 置 要 員 の 数   対 

  策 
  部 

 班  名 
 第１配置  第２配置  第３配置 

 
 
 
  農 
 
  林 
 
  水 
 
  産 
 
 対 

 
 策 

 
 部 

 農 林 水 産 政 策 班 
 団 体 支 援 班 
 農 地 ･農 業 振 興 班 
 担い手・企業参入支援班 
 流 通 企 画 班 
 む ら づ く り 班 
 農 業 技 術 班 
 農 産 班 
 園 芸 班 
 畜 産 班 
 農 村 計 画 班 
 技 術 管 理 班 
 農 地 整 備 班 
 森 林 整 備 班 
 林 業 振 興 班 
 森 林 保 全 班 
 水 産 振 興 班 
 漁 港 漁 場 整 備 班 
       （計） 

             ２ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             ２ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
         （２０） 

            ４ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ４ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
        （４０） 

      全 員 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 

 
  土 
 
  木 
 
  対 
 
  策 
 
  部 

 監 理 班 
 道 路 班 
 都 市 計 画 班 
 下 水 環 境 班 
 河 川 班 
 港 湾 班 
 砂 防 班 
 建 築 班 
 住 宅 班 
 応 援 班 
 水 防 本 部 
       （計） 

             ２ 
             ４ 
             １ 
             １ 
             ３ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
             １ 
            ８ 
         （２４） 

            ３ 
            ８ 
            １ 
            １ 
            ６ 
            ３ 
            ４ 
            ２ 
            １ 
            ３ 
           ８ 
        （４０） 

      全 員 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 

 出対 
   策 
 納部 

 会 計 班 
 管  理  調  達  班 
       （計） 

             － 
             － 
           （－） 

            １ 
            － 
          （１） 

       全 員 
         〃 
         〃 

  教 
 
  育 
 
  対 
 
  策 
 
  部 

 教 育 総 務 班 
 高 校 教 育 班 
 義 務 教 育 班 
特 別 支 援 教 育 班 

 学 校 人 事 班 
 社 会 教 育 班 
 文 化 班 
 体 育 保 健 班 
 施 設 班 
 
       （計） 

              ２ 
              １ 
              １ 
              １ 
              １ 
              １ 
              １ 
              １ 
              ２ 
               
          （１１） 

            ３ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            ２ 
            １ 
            １ 
            ２ 
             
        （１７） 

       全 員 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
          
         〃 

  企 業 対 策 部 
 （計) 

              ２ 
            （２） 

            ４ 
           (４) 

       全 員 

 計（本 庁）           １００         ２０３        全 員 

 

 東 京 地 方 連 絡 班               ２             ４        全 員 
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 配 置 要 員 の 数   対 
  策 
  部 

 班  名 

 第１配置  第２配置  第３配置 

 
 
  地 
  方 
  災 
  害 
  対 
  策 
  本 
  部 

 熊 本 
 宇 城 
 玉 名 
 鹿 本 
 菊 池 
 阿 蘇 
 上 益 城 
 八 代 
 芦 北 
 球 磨 
 天 草 
         計 

            ２０ 
            ２０ 
            ２０ 
            ２０ 
            ２０ 
        ４０ 
            ３０ 
            ３０ 
            ２０ 
            ４０ 
            ４０ 
          ３００ 

          ３５ 
          ３５ 
          ３５ 
          ３５ 
          ３５ 
          ６０ 
          ５０ 
          ５０ 
          ３０ 
          ６０ 
          ６０ 
        ４８５ 

       全 員 
         〃 
         〃 
         〃 
       〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 
         〃 

 

  合  計           ４０２         ６９２        全 員 

 

 
 

【熊本県災害対策本部事務処理要領】 

１ 趣 旨 

この要領は、熊本県災害対策本部条例(昭和37年条例第54号)および、熊本県災害対策本部規程

に基づく事務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定める。 

２ 災害対策本部室の位置等 

(1) 危機管理監は、気象情報等によって災害発生のおそれ、または発生した場合は、知事(本部

長)および各対策部長に状況を報告または通知する。 

知事(本部長)は、災害対策を総括的、かつ統一的に処理する必要があると認めるときは、熊

本県災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。 

(2) 本部が設置されたときは、本部室を新館10階防災センターに置く。 

(3) 本部室には、「熊本県災害対策本部」の表示を行うものとする。 

３ 災害対策本部設置の広報および伝達 

指定地方行政機関の長、指定公共機関の長および指定地方公共機関の長陸上自衛隊第８師団長

近県の知事、市町村の長 

４ 本部室の勤務体制と班の編成 

(1) 本部室には、総務班、広報班、情報班、人事班、管財班、救助班、河川班、道路班、砂防班

の班長(課長または課長補佐)及び班長が必要と認める班員は常駐し、各対策部からの本部連絡

員については、必要な都度本部が招集し、その他の場合、各部において待機するものとする。 

(2) 関係機関との連絡調整、災害情報の収集等の的確、かつ迅速に処理するため、総務班に次の

係を置く。 

庶務係     情報係    連絡係 
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(3) 各対策部の本部連絡員は、原則として、各部筆頭課の役付職員をもって充て、次に掲げる事

項について、各部各班との連絡調整にあたるものとする。 

① 本部長の命令、指示の伝達連絡 

② 気象情報の伝達 

③ 本部会議と各部の連絡および各部相互間の連絡調整 

④ 被害状況の把握と部内調整 

(4) 本部における総務班、広報班、人事班、情報班、管財班、救助班、河川班、道路班、砂防

班が処理する事務は、別表１のとおりとする。 

(5) 事務引継 

本部が廃止されたときは、各班長は災害情報、被害状況等の災害記録資料として取り扱う

ものについては、すみやかに整理のうえ危機管理防災課長に引き継ぐものとする。 

５ 本部連絡員の招集 

本部連絡員の招集については、気象情報および災害状況等に応じ必要の都度、危機管理監が招集

する。 

６ 本部の廃止基準 

本部長は、県内の地域において災害が発生または拡大するおそれがなくなったと認めたとき、若

しくは災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止するものとする。 
 
別表１ 
 

 班  分      掌      事      務 

 
 
  総  務  班 
 (危機管理防災課) 
  (消防保安課) 

 １．気象情報の収集 
 ２．各種情報の収集と整理 
   (1) 交通(鉄道、バス、航空機、船舶)の災害情報の収集 
   (2) 警察情報の収集 
   (3) 情報班からの情報の収集 
   (4) (1)～(3)の情報を整理して広報班へ伝達 
 ３．県議会との連絡 
 ４．本部会議の資料等の取りまとめ及び作成 
 ５．陳情書の作成 
 ６．各部に対する本部長の指示事項の伝達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

 
 班  分      掌      事      務 

 

  

  広  報  班 
   (広 報 課) 

 １．総務班から受けた各種情報の広報 
 ２．気象情報の庁内放送 

  人  事  班 
   (人 事 課) 

 １．各部に対する本部長の職員配置に関する指示事項の伝達 

  情  報  班 
  (市町村行政課) 
  (市町村財政課) 

 １．市町村の災害情報の収集 
 ２．市町村に対する本部長の指示、勧告の伝達 
 ３．市町村の被害状況の収集 

  管  財  班 
   (管 財 課) 

 １．庁舎内の冷暖房および災害電話の調整、緊急公用車の管理 

  救  助  班 
 (健康福祉政策課) 

 １．災害救助活動状況の把握及び災害救助法の適用 

  河  川  班 
  (河 川 課) 

 １．市町村に対する本部長の指示勧告の伝達 
 ２．主要地点における雨量、水位、潮位、風向、風速の把握 

  道  路  班 
   (道路保全課) 

 １．道路情報の収集及び掲示 

 

  砂  防  班 
   (砂 防 課) 

 １．土砂災害(土石流、地すべり、急傾斜崩壊（がけ崩れ)）情報の収集・伝 
  達 
 ２．雨量、土砂災害発生の危険度に関する情報の把握 

 

 
 

３．職員の応援 

(1) 知事(本部長)は、災害応急対策を迅速かつ、円滑に実施するため、必要があると認めるときは、

各部課(地域振興局)に所属する職員を、他の部課(地域振興局)に派遣することを指示するものと

する。 

(2) 災害対策基本法第68条に規定する市町村長の知事に対する応援の要請は、当該地域を管轄する

県出先機関を経由して本庁関係部課に要請するものとする。この場合、要請を受けた本庁各部は

内容検討のうえ、知事(本部長)の指示を受けるものとする。 
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(3) 知事(本部長)は、災害応急措置の実施にあたって、必要と認めるときは、災害対策基本法

第74条の規定による応援を他の都道府県知事に対し要請するものとする。 

 

４．職員派遣の斡旋等 

災害応急対策または災害復旧のため必要があるときは、知事または市町村長は、地方自治法第25

2条の17および災害対策基本法第29条の規定により他の地方公共団体、または国の機関の職員の派

遣を要請することができ、また災害対策基本法第30条の規定により、職員の派遣の斡旋を求める

ことができる。 

(1) 県 

災害応急対策または災害復旧のため、職員の派遣を受けたときの取扱いは、地方自治法第2

52条の17および災害対策基本法第32条の規定により、災害時における派遣職員の円滑な受け

入れを図り、もって応急措置の実施促進を図る。 

(2) 災害派遣手当 

災害時における職員派遣制度の円滑な運用を図るため、災害対策基本法第32条の規定によ

り県または市町村は災害派遣手当を支給することができるが、支給額の基準は、自治省告示

(昭和51年3月自治省告示第118号)によるものとする。 

(3) 派遣職員に対する給与および経費の負担 

① 国から派遣を受けた職員に対する給与および経費の負担は、災害対策基本法施行令第18

条による。 

② 県および市町村から派遣を受けた職員に対する給与および経費の負担は、地方自治法第2

52条の17第3項による。 
 

５．被災市町村等への職員派遣（県、市町村） 

県は、大規模な災害が発生した場合、熊本県現地災害対策本部、地方災害対策本部、市町村災害

対策本部からの情報等により、被災市町村単独では十分な災害対応ができないと判断した場合は、

被災市町村応援のための職員の派遣を検討する。 
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第３節 災害警備計画(県警察本部) 
 

 災害が発生するおそれ、または発生した場合において、災害警備本部等を設置し、災害の発生を防

ぎまたは災害の拡大を防止するため、住民の避難誘導および救助、犯罪の防止、交通の規制等の応急

対策を実施し、住民の生命、身体および財産を災害から保護し、災害時における社会秩序の維持にあ

たるものとする。 

１．組織系統 

(1) 系 統 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 災害警備本部の編成および分掌事務は別冊資料編のとおりとする。 

 

２．災害時における警備体制及び活動内容 

災害に対処する警察の警備体制および活動内容は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊 本 県 警 察

災 害 警 備 本 部
（広域緊急援助隊を含む）

（広域緊急援助隊を含む）

（広域緊急援助隊を含む）警
　
備
　
班

警
　
務
　
班

生
活
安
全
班

刑
　
事
　
班

交
　
通
　
班

通
　
信
　
班

警備部隊

交通部隊

刑事部隊

機動装備隊

機動警察通信隊

航　空  隊

種　　　　別 時　　　　期 活　　　　動　　　　内　　　　容

準　備　体　制

 気象情報その他から
 判断して、災害発生
 のおそれはあるが、
 発生までに相当の時
 間的余裕がある場合。

(1)　　災害警備準備室の設置
(2)　　関係機関との連絡
(3)　　気象情報の伝達、災害情報の収集及び通報
(4)　　通信の確保
(5)　　住民に対する事前広報
(6)　　装備資機材の整備

警　戒　体　制

(1)風水害に関する警
　 報が発せられた場
　 合。
(2)津波注意報が発せ
   られた場合。
(3)その他、地震、火
   山等により災害（大
   規模なものを除く）
   が発生し、又は発
   生するおそれがあ
   る場合。

(1)　　災害警備対策室の設置
(2)　　警備要員の招集
(3)　　航空隊の待機
(4)　　関係機関との連絡
(5)　　気象情報の伝達、災害情報の招集及び通報
(6)　　被害調査
(7)　　救助活動の把握と措置
(8)　　避難状況の把握
(9)　　装備資機材の配分、補給及び整備
(10)　 避難の指示及び誘導
(11)　 交通秩序の維持
(12)　 通信の確保
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種    別 時    期 活   動   内   容  

 
 

非 常 体 制 

風水害、地震等によ 
り大規模な災害が発 
生し、又は発生する 
おそれがある場合。 

(1) 災害警備本部の設置 
(2) 連絡員の派遣 
(3) 応援派遣部隊の編成及び派遣 
(4) 関係機関との連絡 
(5) 気象情報の伝達、災害情報の収集及び通報 
(6) 被害調査 
(7) 救助活動の把握と措置 
(8) 避難状況の把握 
(9)  行方不明者の捜索及び手配 
(10) 遺族支援 
(11) 装備資機材の配分、補給及び整備 
(12) 広報体制の確立及び広報活動 
(13) 交通秩序の維持 
(14) 犯罪の予防及び検挙 
(15) 通信の確保 
(16) その他大規模災害警備活動に必要な措置 

 

 
 

３．事故災害 

多数の死傷者を伴い、又は伴うおそれがある事故災害については、関係規定により対応する。 
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第４節 応援要請計画(関係各部、関係機関) 
 

１．関係機関との相互連絡(県、関係機関) 

 (1) 国との関係(県) 

県は、災害応急対策又は災害復旧のために必要があると認めるときは、指定行政機関又は指

定地方行政機関の長に対し職員の派遣を要請し、或いは内閣総理大臣に対し指定行政機関又は

指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求め、災害対策に万全を期するものとする。 

なお、当該要請又は斡旋に当たっては、次の事項を明示するものとする。 

① 派遣を要請する( 斡旋を求める)理由 

② 派遣を要請する( 斡旋を求める)職員の職種別人員 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤ その他職員の派遣について必要な事項 

 (2) 防災会議構成機関(関係機関) 

大規模災害発生時には、単一の防災関係機関のみでは、応急対策活動に支障をきたす恐れが

あることから、各機関は平常時から関係機関と十分に協議して、応援協力体制を確立しておく

とともに、災害時には適切な応援協力を図るものとする。 

 

２．自衛隊災害派遣要請(県知事公室、市町村、関係機関) 

自衛隊の派遣要請については、別節自衛隊災害派遣要請計画によるものとする。 

 

３．「九州・山口９県災害時応援協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援

に関する協定」等に基づく応援要請(県知事公室、関係各部) 

県は、大規模災害が発生し、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、「九州・山

口９県災害時応援協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」等に基づき、

次の事項について関係県に対して直接又は幹事県等を通じて応援を求めるものとする。 

(1) 職員の派遣 

(2) 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

(3) 避難・収容施設及び住宅の提供 

(4) 緊急輸送路及び輸送手段の確保 

(5) 医療支援 

(6) その他災害応急措置の応援のため必要な事項 

 

４．「熊本県市町村災害時相互応援に関する協定」に基づく応援要請（県、市町村） 

県内の市町村は、その区域において地震等の災害に被災した市町村が単独では十分な応急の復

旧対策が出来ない場合に、熊本県市町村災害時相互応援に関する協定（平成１５年７月２３日協

定）に基づき、応援を行うものとする。 

なお、市町村は、市町村区域を越える住民の広域的な避難の想定など、協定内容の充実・強化
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に取り組むものとする。 

(1) 食糧、飲料水および生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等の活動に必要な資機材および物資の提

供 

(3) 救援・救助活動等の応急復旧活動に必要な車両、舟艇等の提供 

(4) 救援・救助、医療、防疫、清掃その他応急復旧活動に必要な職員の派遣 

(5) その他、特に被災市町村から要請があった事項 

 

５．消防関係相互の応援要請等 

 (1) 熊本県市町村消防相互応援 

各消防機関は、災害が発生した場合、必要があると認めるときは他の消防機関に対して応援

要請を行うものとする。 

応援の要請は、「熊本県市町村消防相互応援協定」及び「救急救助活動に関する消防相互応

援協定」に基づき行うものとする。 

 (2) 緊急消防援助隊 

大規模災害等による災害の発生に際し、迅速な人命救助活動等を行うためには高度な資機材

を保有し、訓練を積んだ援助隊の応援体制が必要になる。 

このため、全国の消防機関が協力して、専任の援助隊をあらかじめ消防庁に登録し、大規模

災害発生時の出動体制を整備している。 

大規模災害発生時において、県は必要に応じて、消防庁長官に対して、緊急消防援助隊の出

動を要請し、救助、救急、消火活動等について応援を求めるものとする。 

 

６．警察における広域応援要請(県警察本部) 

大規模災害発生時において、警察は必要に応じて、全国の都道府県警察に対して広域緊急援助隊

の出動を要請し、被害情報、交通情報の収集、救出救助、緊急交通路の確保等の活動について応援

を求めるものとする。 

この広域緊急援助隊の運用に関しては、平素から警察庁、九州管区警察局と緊密な連携を図り、

大規模災害発生時において、迅速かつ広域的な支援が行われるよう体制の整備を図るものとする。 

 

７．施設災害応援要請計画（九州地方整備局） 

国土交通省所管施設における大規模な災害時の応援計画を定める。 

(1) 応援内容 

応援内容は、施設の被害状況の把握や情報連絡網の構築、災害応急措置等の実施に係る資機材

や職員の応援に関するものとする。 

(2) 応援要請の手続 

  ① 熊本県の所管施設に大規模な災害が発生し、または発生のおそれがある場合、熊本県土木部

長は、九州地方整備局企画部長に電話等により応援要請を伝え、すみやかに文書を提出するも

のとする。 
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② 被災による連絡不能等により応援要請ができない場合であって、特に緊急を要し、かつ要請

を待ついとまがないと認められる場合は、九州地方整備局長は独自の判断で応援をすることが

できる。この場合、予め、熊本県土木部長に応援する旨を伝え、すみやかに文書にて応援内容

を通知するものとする。但し、連絡を取ることが困難な場合には、事前に連絡することを要し

ないものとする。 

(3) 経費の負担 

九州地方整備局長が、災害初動時に施設の被害状況の把握や情報連絡網の構築の応援を行

う場合の経費負担は、九州地方整備局負担とする。その他の応援に係る経費については、負

担が困難な場合等、一部を除き、原則として応援を受けた機関の負担とする。 

なお、災害初動時とは、原則として九州地方整備局が支援に関する災害対策本部を設置し

ている期間とする。 

(4) その他 

本応援要請の詳細については、九州地方整備局企画部長と熊本県土木部長とで別に定める

協定書によるものする。 

また、当該協定書に基づき、九州地方整備局は緊急を要すると認められる場合、適切な緊

急対応を実施するものとする。 

 

８．下水道九州ブロック災害時応援体制(県土木部) 

県が、被災自治体の下水道事業責任者から支援の要請を受けた場合、県内での対応の可否を検討

のうえ対応が困難な場合は、九州・山口ブロック下水道事業災害時支援に関するルールに基づき、

下水環境課長は下水道対策本部を設置し、災害時支援の指揮、総括を行う。 

なお、被災自治体が支援を要請するに当たっては、少なくとも「被害状況の概要」、「支援希望

の内容」等を添えて要請するものとする。 

 

９．県への応援又は応援斡旋の要請(市町村) 

市町村は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要

があると認めるときは、県に対して応援又は応援の斡旋を要請するものとする。 

 

10．応援の受入に関する措置(関係機関) 

本節の定めるところにより、各防災関係機関が他の機関に対して応援の要請を行う場合には、応

援活動の拠点となる施設の提供、応援に係る人員の宿泊場所のあっせん等応援の受け入れ体制の整

備に努めるものとする。 

 

11．災害時応援協定を締結している団体等への要請（県） 

県は、大規模災害等の発生により必要があると認める場合には、応援協定を締結している団体、

企業、防災関係機関等に対し、各協定であらかじめ定めた手続きにより応援を求めるものとする。 

なお、県は大規模災害時の迅速な応急復旧・復興対策の実施のため、各種団体等と積極的に災害

時応援協定を締結するとともに定期的に相互の連絡体制を確認し、災害時の即応体制を確保するも
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のとする。 

なお、県が締結している災害時応援協定は「災害時応援協定等一覧」（本編P263に掲載）のとお

りである。 
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第５節 自衛隊災害派遣要請計画（県知事公室、市町村、関係機関） 

 

本計画は、天災地変その他の災害に対し、人命または財産の保護のため、自衛隊法第83条の規定に

基づく自衛隊の災害派遣の要請に関する必要な事項を定め、もって自衛隊の効率的な災害派遣を期す

るものである。 

 

１．災害派遣の要請責任者 

自衛隊への災害派遣要請は、自衛隊法第83条に基づき、次の災害派遣要請権者が行う。 

(1) 知事 

(2) 第十管区海上保安本部長 

(3) 熊本空港事務所長 

 

２．災害派遣要請の基準 

知事、第十管区海上保安本部長及び熊本空港事務所長は、天災地変その他の災害に際して、人

命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、災害派遣を要請することができる。 

この際、特に公共性、緊急性、非代替性について留意すること。 

(1) 公共性    公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必

要性がある。 

(2) 緊急性    さし迫った必要性がある。 

(3) 非代替性  自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がない。 

 

３．災害派遣要請先 

知事、第十管区海上保安本部長及び熊本空港事務所長は、入手した情報(知事にあっては、市

町村長からの要求を含む。)等に基づき自衛隊の災害派遣の必要性の有無を判断し、要請する場 

合は、指定部隊等の長に対して行うものとする。 
 

 ・市町村長  ・ 熊本県知事  陸上自衛隊  第８師団長  
   要 求 

 
    要 請 

 海上自衛隊  佐世保地方総監  

 航空自衛隊  西部航空方面隊司令官 

 

   

                      ※調整窓口は(資 
                       料編)   ・第十管区海上 

   保安本部長 
 ・熊本空港事務 
   所長 

 

                             ※調整窓口(資料編) 
                                   通知                                          

                               ※ 市町村長にあっては、災害対策基本法第68条の２に基づき、 

                                 知事に派遣要求できない旨及び災害の状況の通知ができる。 
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４．災害派遣要請に含める事項 

知事等が第８師団長に対し、災害派遣を要請する場合は、次の事項を明確にするものとする。

(1) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) その他、参考となるべき事項(連絡方法、連絡責任者及び部隊の集結地等) 

ただし、突発災害等緊急を要し、上記事項が判断できない場合においても最小限「派遣を希

望する区域及び活動内容」を明らかにして要請するものとする。 

 

５．災害派遣の要請手段 

(1) 知事等が自衛隊の派遣を要請する場合は、文書をもって行うものとする。ただし、事態が急

迫して文書によることができない場合には、口頭又は電話若しくはＦＡＸで行うことができる。 

(2) 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。 

 

６．自衛隊に要請する活動内容 

災害派遣要請において、自衛隊に期待する主要な活動内容は次の事項とする。 

(1) 人命救助：行方不明者の捜索、被災者の救出・救助 

(2) 消火活動：林野火災等に対し、航空機による消火 

(3) 水防活動：土のうの作成、運搬、積み込み 

(4) 救援物資の輸送：車輌及びヘリコプターによる物資の輸送 

(5) 道路の応急啓開：応急の土木工事、土砂崩れに対する工事等 

(6) 医療、防疫：応急救護及び除染車等による地域の防疫 

(7) 給水活動：水タンク車、水トレーラーによる給水 

(8) 給食：炊事車による炊飯(温食) 

(9) 宿泊活動：天幕(テント)を使用した宿泊施設の設置  

(10) 入浴活動：公園及びグランド等の野外における、応急風呂の開設  

 

７．自衛隊の災害派遣要請に関する細部事項 

別冊「資料編」のとおりである。 
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第６節 予警報等伝達計画（熊本地方気象台、知事公室） 

 

 本計画は、災害発生のおそれのある時に行う気象業務法に基づく警報および注意報ならびに、水防

法に基づく水防警報、消防法に基づく火災気象通報等(以下「予警報等」という。)を県、市町村、関

係機関、住民に迅速、かつ、確実に伝達するための通報系統および要領等を定めて、適切な防災措置

の実施を期するものである。 

 

１．予警報等の定義 

この計画において、気象・地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）お

よび水象に関する予警報並びに情報の定義は、次に定めるところによる。 

(1) 警報および注意報 

警報とは、県内のいずれかの地域において、重大な災害が起こるおそれがある場合に、気象

業務法に基づいて、熊本地方気象台が一般および関係機関に対して警戒を喚起するため行う予

報をいう。 

注意報とは、県内のいずれかの地域において災害が起こるおそれがある場合に、気象業務法

に基づき、熊本地方気象台が一般および関係機関に対して注意を喚起するために行う予報をい

う。 

 

イ 熊本地方気象台が発表する警報、注意報の種類及び発表基準 

 
 

種     類 発    表    基    準 

 
暴 風 警 報 

暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
平均風速20m/s以上になると予想される場合。 

 
暴 風 雪 警 報 

雪を伴う暴風により重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
雪を伴うことによる視程障害などによる重大な災害のおそれについても警
戒を呼びかける。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
雪を伴い、平均風速が20m/s以上になると予想される場合。 

 
 
警 
 
 
 
 
 
報 

 
大 雨 警 報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水
害）として、特に警戒すべき事項を明記する。 

１時間雨量60～90mm以上又は土壌雨量指数143～205以上 

具体的な基準は別紙資料編参照。 
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種     類 発    表    基    準 

 
大 雪 警 報 

大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
24時間の降雪の深さが20cm以上(但し、阿蘇山は30cm以上)になると予想 
される場合。 

 
洪 水 警 報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
１時間雨量60～90mm以上、流域雨量指数9～45以上又は複合基準 
具体的な基準は別紙資料編参照。 

 
高 潮 警 報 

台風等による海面の異常上昇によって、重大な災害が起こるおそれがある 
と予想される場合。 
市町村毎の海岸線の潮位が標高2.2～4.5m以上 
具体的な基準は別紙資料編参照。 

 
 
 
 
 
 
 
警 
 
 
 
 
報 

 
 
波 浪 警 報 

風浪、うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場 
合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
有義波高が内海2.5m以上、外海6.0m以上になると予想される場合。 
具体的な基準は別紙資料編参照。 

 
風 雪 注 意 報 

風雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
雪を伴い平均風速が10m/s以上(但し、阿蘇山15m/s以上)になると予想さ 
れる場合。 

 
強 風 注 意 報 

強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
平均風速が10m/s以上(但し、阿蘇山15m/s以上)になると予想される場合。 

 

 
 
注 
 
 
 
意 
 
 
 
報 

 
大 雨 注 意 報 

大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
１時間雨量40～60mm以上又は土壌雨量指数97～142以上 
具体的な基準は別紙資料篇参照。 
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種     類 発    表    基    準 

 
大 雪 注 意 報 

大雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
24時間の降雪の深さが5cm以上(但し、阿蘇山は10cm以上)になると予想 
される場合。 

 
 
濃 霧 注 意 報 

濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想される 
場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
濃霧によって視程が陸上で100m 以下、海上で500m以下になると予想され 
る場合。 

雷 注 意 報 落雷により発生するおそれがあると予想される場合。また、発達した雷雲
の下で発生することの多い突風や「ひょう」による災害、急な強い雨につ
いても注意を呼びかける。 

 
乾 燥 注 意 報 

空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
実効湿度が65％以下で最小湿度が40％以下になると予想される場合。 

 
霜 注 意 報 

早霜、晩霜等によって農作物に著しい被害が予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
11月20日までの早霜、3月20日以降の晩霜で最低気温3℃以下になると 
予想される場合。 

 
 
低 温 注 意 報 

低温によって農作物、水道管(破裂)、道路(凍結)等に著しい被害が起こる 
おそれがあると予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
冬期：平地で最低気温が－５℃以下になると予想される場合。 
夏期：日平均気温が平年より4℃以上低い日が3日続いたあと、さらに2日以

上続くと予想される場合。 

 

 
 
 
 
 
 
注 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
意 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報 

着氷(雪)注意報 着氷（雪）が著しく通信線や送電線等に被害が起こると予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
大雪警報、大雪注意報の条件下で気温が－２℃から＋２℃と予想される場 
合。 
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種     類 発    表    基    準 

 
な だ れ 注 意 報 

なだれが発生して災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
具体的には積雪の深さ100cm以上で、 １．気温3℃以上の好天 
２．低気圧等による降雨 ３．降雪の深さが30cm以上のいずれかが 
予想される場合。 

 
洪 水 注 意 報 

洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
１時間雨量40～60mm以上、流域雨量指数4～36以上又は複合基準 
具体的な基準は別紙資料編参照。 

 
高 潮 注 意 報 

台風等による海面の異常上昇によって、災害が起こるおそれがあると予想 
される場合。 
市町村毎の海岸線の潮位が標高1.9～3.0m以上 
具体的な基準は別紙資料編参照。 

 

 
 
 
 
注 
 
 
 
意 
 
 
 
報 

 
波 浪 注 意 報 

風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。 
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。 
有義波高が内海1.5m以上、外海2.5m以上になると予想される場合。 
具体的な基準は別紙資料編参照。 

 

 

（注）土壌雨量指数とは、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを指数化したも

ので、土砂災害発生の危険度を示す指標です。土壌雨量指数基準は、１ｋｍ格子毎に値を設定し

ていますが、別紙資料編にある基準表には各市町村等の区域における基準の最低値を示していま

す。なお、１ｋｍ格子毎の基準は気象庁ホームページに掲載されています。 

流域雨量指数とは、細分区域・市町村をまたがって流下する河川について、河川に集まってく

る水の量から洪水の危険度を示す指標です。このため、上流域で降った雨も含めて、洪水の危険

度を監視することが可能です。 

(イ) 発表の基準値は、熊本県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査したう

えで決定したものである。 

(ロ) 警報、注意報はその種類に係わらず、これらの新たな警報又は注意報が行われたときに

切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。 

(ハ) 警報・注意報には防災上特に必要とする事項を「注意警戒文」として、本文冒頭に表現

する。この「注意警戒文」の内容はつぎのとおりである。 

（い つ）警戒又は注意すべき期間……「○○日昼過ぎから夕方にかけて」等具体的に

示す 

（どこで）警戒又は注意すべき地域……概ね一次細分区域毎 
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（何 が）警戒又は注意すべき対象災害……土砂災害、浸水害、高波など具体的に示す 

の要素で構成し、概ね一次細分区域ごとに、できる限り簡明な記載を行う。なお、伝達

される警報、注意報文には、量的予報等の市町村毎の詳細な情報が含まれないため、別途、

気象庁ホームページ等での確認が必要である。 

 

ロ 警報・注意報の地域細分発表 

警戒または注意を要する区域を指定して警報、注意報を発表する場合の細分区域は次

の「熊本県予報区域細分図」のとおりである。 

熊本県内の細分区域等の名称は次のとおりである。 
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 一次細分区域 市町村等を 
まとめた地域 

二次細分区域 

鹿本菊池 山鹿市、菊池市、合志市、大津町、菊陽町 

荒尾玉名 荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町、長洲町 

熊本市 熊本市 

上益城 西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 

熊本地方 

宇城八代 八代市、宇土市、宇城市、美里町、氷川町 

阿蘇地方  阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村 

天草地方 天草市、上天草市、苓北町 天草･芦北地方 

芦北地方 水俣市、芦北町、津奈木町 

 
 

 

 

 

熊本県 

球磨地方  人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、 
相良村、五木村、山江村、球磨村 

(2) 気象情報 

気象情報は、気象業務法に基づき、観測の成果の発表や予報事項に関する情報を、一般及び関

係機関に対し発表し、円滑な防災活動ができるように支援するもので、その情報は次の３つに大

別される。 

①災害に結びつくような顕著な現象の発現が予想されるが警報・注意報等を未だ行うに至らない

場合などに予告的に発表する予告的情報。 

②顕著な現象が切迫しているかあるいは発現して、警報や注意報などを行っている場合などに、

警報・注意報を補完するための補完的情報。 

③大雨警報を発表中に、数年に一度しか起こらないような短時間の猛烈な雨、熊本県では１時間

１１０ｍｍ以上を観測もしくは解析した場合に、さらに強く警戒を呼びかける「熊本県記録的

短時間大雨情報」がある。 

(3) 津波警報・注意報 

津波警報・注意報とは、津波による災害のおそれがあると予想されるとき、気象庁本庁が、気

象業務法に基づき担当津波予報区域内の津波発生の程度等を一般および関係機関に対して発表し、

注意、警戒を喚起するために行う警報・注意報をいう。 

詳細は、震災対策編のとおりである。 

(4) 津波予報 

津波予報は、津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。 

地震情報若しくは津波に関するその他の情報に付加して発表される。 

(5) 噴火警報 

噴火警報は、噴火等に関して重大な災害が起こるおそれがある場合に警戒を喚起するために行

う予報をいう。 

基準は噴火警戒レベルによる。噴火警戒レベルは、阿蘇火山爆発対策計画を参照 

(6) 噴火予報 

予想される火山現象の状況が静穏である場合その他火口周辺等においても影響を及ぼす恐れが

ない場合であって、火山の状態の変化等を周知する必要があると認めるとき発表する。 

基準は噴火警戒レベルによる。噴火警戒レベルは、阿蘇火山爆発対策計画を参照 

(7) 火山現象に関する情報 
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火山現象に関する情報とは、噴火予報又は噴火警報に関係ある火山現象について、詳細かつ速

やかに発表する情報をいう。なお、その情報の種類は次のとおりである。 

ア．火山の状況に関する解説情報 

イ．火山活動解説資料 

ウ．週間火山概況 

エ．月間火山概況 

(8) 緊急地震速報（警報） 

緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析するこ

とにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。 

(9) 火災気象通報 

火災気象通報とは、消防法に基づいて熊本地方気象台長が、気象の状況が火災の予防上危険で

あると認めたときに、その状況を直ちに知事に通報するものである。知事はこの通報を受けたと

きは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。火災気象通報を行う場合の基準は、次

のとおりである。 

実効湿度が65パーセント以下で最小湿度が40パーセント以下、かつ熊本の最大風速が７メート

ルを超える見込みのとき。 

(10) 火災警報 

火災警報とは、消防法に基づいて市町村長が火災気象通報を受けたとき、または気象状況が火

災の予防上危険であると認めるとき、一般に対して警戒を喚起するために行う警報をいう。 

(11) 指定河川(白川、緑川水系、球磨川、菊池川水系)洪水予報の発表基準 

白川、緑川水系、球磨川、菊池川水系の洪水に関して、国土交通省熊本河川国道事務所・八代

河川国道事務所・菊池川河川事務所と熊本地方気象台が共同して行う白川、緑川水系、球磨川、

菊池川水系洪水予報の種類は次のとおりである。 

種  類 発   表   基   準 

はん濫注意情報（洪水注意報） 基準地点の水位がはん濫注意水位に到達し、水位がさらに上昇す 

ることが予想されるとき発表する。 

はん濫警戒情報（洪水警報） 基準地点の水位が避難判断水位に到達し、水位がさらに上昇する 

とき又ははん濫危険水位に到達することが予想されるとき発表す 

る。 

はん濫危険情報（洪水警報） 基準地点の水位がはん濫危険水位に到達し、はん濫のおそれがあ 

るとき発表する。 

 

はん濫発生情報（洪水警報） 洪水予報の実施区間内ではん濫が発生したとき発表する。 

 

 

(12) 水防警報 

水防警報とは、水防法に基づき国土交通大臣または知事が指定する河川、海岸または湖沼につ

いて洪水、津波または高潮による災害の発生が予想される場合、国土交通大臣が指定する河川に

ついては、国土交通省の出先機関の長(八代河川国道事務所長、菊池川河川事務所長および熊本

河川国道事務所長)が、知事が指定する河川等については、知事が水防を必要と認め警告を発す

るものをいう。 

(13) 水防に関する情報 
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水防に関する情報とは、河川の氾濫をはじめとした水災の防止を目的として、河川の水位、河

川水位に影響を及ぼす雨量等の情報を県が任意で発するものである。 

(14) 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報とは、土砂災害による人的被害防止の観点から、気象業務法と災害対策基本

法に基づき、大雨警報発表中でさらに大雨による土砂災害発生の危険度が高まった市町村に対し

て、県と気象庁が共同して発するものである。なお、八代市・天草市・山都町については東部・

西部に分割して発する。 

情報の発表基準は別冊資料編のとおりである。 

(15) 土砂災害危険度情報 

土石災害危険度情報とは、土砂災害による人的被害防止の観点から土石流危険渓流や急傾斜地

崩壊危険箇所において土石流の発生や急傾斜地の崩壊が予想される場合、県が任意で発するもの

であり、土砂災害警戒情報を補足する情報である。 

情報の発表基準は別冊資料編のとおりである。 

 

２．予警報等の伝達系統 

予警報等の伝達系統は、次のとおりとする。 

(1) 気象予警報の伝達系統 

① 警報・注意報は、迅速かつ的確に伝達し、一般に周知させるものとする。 

ただし、注意報については、関係機関が注意報の種類もしくは時期により、下部機関に伝達

を必要としないと認めるものについてはこの限りではない。 

次の種類の警報・注意報の伝達系統は、別冊資料編のとおりである。 

イ 警 報……暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮および波浪警報。 

ロ 注意報……風雪、強風、大雨、大雪、濃霧、雷、洪水、乾燥、霜、低温、着氷(雪)、 

なだれ、高潮および波浪注意報。 

② 津波警報・津波注意報の伝達系統は、別冊資料編及び震災対策編のとおりである。 

津波警報について、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社からの沿岸市町

村への伝達系統は、別冊資料編のとおりである。 

③ 地震及び津波に関する情報の伝達系統は、別冊資料編及び震災対策編のとおりである。 

④ 噴火警報・噴火予報・火山の状況に関する解説情報の伝達系統 

噴火警報・噴火予報・火山の状況に関する解説情報の伝達系統は阿蘇火山爆発対策計画のと

おりである。 

(2) 火災気象通報および火災警報 

火災気象通報の発表解除および火災警報の伝達系統は、別冊資料編のとおりである。 

火災警報は、市町村長が、火災予防上危険であると認めるときに、発表するものとする。 

(3) 水防計画における情報の伝達系統 

① 指定河川洪水予報の伝達系統は別冊資料編のとおりである。 

② 水防警報の伝達系統は、別冊資料編のとおりである。 

③ 水防に関する情報の伝達系統は、別冊資料編のとおりである。  
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(4) 土砂災害に関する情報の伝達系統 

土砂災害警戒情報の伝達系統は、別冊資料編のとおりである。また、土砂災害危険度情報の伝

達系統は、別冊資料篇のとおりである。 

 

３．予警報等の取扱い 

(1) 県における取扱い 

① 本庁における取扱い 

イ 警報・注意報等 

熊本地方気象台から警報・注意報等が通報されたときは、危機管理防災課長、河川課長は、

それぞれ前記２で定めた伝達系統により各関係機関に伝達するものとし、この場合、当該警

報・注意報等により予想される事態に対し、とるべき措置等をあわせて指示するものとする。 

ロ 火災気象通報 

熊本地方気象台から火災気象通報が発令されたときは、危機管理防災課長は前記２で定め

た伝達系統により消防本部に伝達するものとし、この場合、火災気象通報により予想される

事態に対し、とるべき措置等をあわせて指示するものとする。 

なお、勤務時間外（休日・夜間）については、防災センターを経由して伝達するものとす

る。 

ハ 水防計画における情報 

熊本河川国道事務所、八代河川国道事務所、菊池川河川事務所および熊本地方気象台か水

防警報又は指定河川洪水予報が通報されたときは、河川課長は、前記２で定めた伝達系統に

より各関係機関に伝達するものとし、この場合、当該警報等により予想される事態に対し、

とるべき措置等をあわせて指示するものとする。 

ニ 土砂災害に関する情報 

砂防課長は、土砂災害に関する情報について、前記２で定めた伝達系統により各関係機関

に伝達し、必要に応じて、警戒と適切な対応を促すものとする。 

 

② 県出先機関における取扱い 

イ 地域振興局においては、危機管理防災課長から伝達を受けた警報・注意報等及び指示事項

については、総務部長が直ちに各部長及び関係機関の長に伝達するものとする。 

ロ 熊本土木事務所及び地域振興局土木部においては、河川課長および砂防課長から伝達を受

けた警報等および指示事項について、管内市町村長、その他関係機関の長に伝達するものと

する。 

 

③ 県民や自主防災組織等への情報提供 

県（危機管理防災課）は、市町村、消防機関、報道機関等を通じた予警報等の提供に加え

て、情報提供を希望する県民や自主防災組織等に対して、「県防災情報メールシステム」に

よる防災情報の配信を実施する。 

平成２１年度から気象情報を中心に段階的に自主避難の判断材料となる河川水位等の水防
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情報についても運用を開始し、将来的には避難勧告等情報も含めた防災情報全般について、

県民が予警報等発表後即時に取得できる体制を目指すものとする。 

 

(2) 県警察本部における措置 

① 県警察本部は、気象台、国土交通省等から予警報等の通知をうけたときは、すみやかに各

警察署に伝達するものとする。 

② 県警察本部から伝達を受けた警察署は、各交番、駐在所に伝達することとし、さらに関係

市町村長に対し直ちに通知するよう努めなければならない。 

 

(3) 熊本海上保安部における措置 

熊本海上保安部は、気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する警報の通知を受けたときは、速

やかに航海中および入港中の船舶に周知するものとする。 

 

(4) 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社における措置 

東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社は、気象業務法に基づき、警報等の通

知を受けたときは、すみやかに関係市町村長に伝達するものとする。 

 

(5) 放送局における措置 

各放送局は、警報・注意報等の伝達を受けたときは、すみやかに放送を行うよう努めるものと

する。 

 

(6) 市町村における措置 

市町村長は、各機関から伝達を受けた警報・注意報等を、市町村防災計画の定めるところによ

り、すみやかに住民に徹底するよう努めるものとする。 

 

４．予警報等伝達責任者 

警報・注意報等の伝達を迅速、かつ的確に実施するため、県、県警察本部、市町村は、次の基準

によって予警報等伝達責任者を定めておくものとする。 

(1) 県(本庁)広報課、危機管理防災課・消防保安課、河川課、砂防課     各１名 

(2) 県警察本部警備第二課                         １名 

(3) 県の出先機関および市町村 

地域振興局  総務振興課、維持管理課                 各１名 

熊本土木事務所                            １名 

市町村                                １名 

 

５．異常発見時における措置 

(1) 災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、直ちに自己または他人により市町

村長または、警察官もしくは、海上保安官に通報するものとする。(災害対策基本法 第54条) 
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  (2) ここにいう異常現象は、おおむね次に掲げる自然現象をいう。 

気象に関する 
事    項 

著しく異常な気象状況 強いたつまき、強い降ひょう等 

噴 火 現 象 噴火(爆発、溶岩流、泥流、軽石流、熱雲等)およびそれに 
伴う降灰砂等 

火山関係 

 
 
 

噴火以外の火 

山性異常現象 

① 火山地域での地震の群発 
② 火山地域での鳴動の発生 
③ 火山地域での顕著な地形変化、山崩れ、地割れ、土地 
 の昇沈等 
④ 噴気、噴煙の顕著な異常変化、噴気孔、火孔の新生、 
 拡大、移動、噴気、噴煙の量、色、臭、温度、昇華物等 
  の異常変化 
⑤ 火山地域での湧泉の顕著な異常変化 
  湧泉の新生、涸渇、量、味、臭、色、濁度、温度の異常 
 変化等 
⑥ 火山地域での顕著な地温の上昇、地熱地帯の新生、拡 
 大、移動およびそれに伴う草木の立枯れ等 
⑦ 火山付近の海洋、湖沼、河川の水の顕著な異常変化 
  量、濁度、臭、色の変化、軽石、死魚の浮上、発泡、温 
 度の上昇等 

 
 
 
 
 
 

地象に関する 

事    項 

地震関係 群 発 地 震 数日間にわたり頻繁する有感地震 

水象に関する 
事    項 

異常潮位 
異常波浪 

  

 

(3) 異常現象を発見した場合における通報は、次により迅速に通報するものとする。 

① 系 統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警 察 官

海 上 保 安 官

（※ 気 象 に 関 す る 事 項 の 場 合 ）

熊 本 地 方 気 象 台

阿 蘇 火 山 防 災 連 絡 事 務 所

そ の 他 災 害 に 関 係 ある 隣 接 市 町 村

地 域 振 興 局 総 務 振 興 課 　　 　危 機 管 理 防 災 課

熊 本 土 木 事 務 所

地 域 振 興 局 土 木 部                 　 河 川 課 ・ 砂 防 課 ※

関 係 課 及 び

関 係 機 関

発 見 者 市 町 村 長
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② 通報の方法 

市町村長から熊本地方気象台に対する通報は、電話または電報によることを原則とする。

ただし、地震に関する事項については文書によってもよいこととする。 

 
 
６．気象等伝達についての応急措置等 
(1) 災害の発生その他の事情により、気象等の伝達について、2および3に定める措置によること

ができないときは、関係機関は相互に連絡協力して、警報・注意報を市町村民に周知させるた
めの措置を講ずることとする。 

(2) 気象業務法第15条に基づく東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社から市町
村長あての警報事項の伝達は次のとおりである。なお、市町村はラジオ等を整備し、熊本地方
気象台が発表する警報、注意報、気象情報、予報等の内容に注意するよう努めるものとする。 
①警報を行ったときは、その警報文の全文 
②警報を解除したときは、その旨 

③警報が注意報に切替えられたときは、その注意報文の全文 
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第７節 通信施設利用計画（関係機関） 
 
 災害が発生するおそれのある場合、または災害が発生した場合における気象予警報の伝達もしくは
被害状況等の情報収集、その他応急措置等についての通信施設の利用は、次により行うものとする。 
 
１．通常の場合における通信施設の利用 

災害時における気象予警報の伝達もしくは情報の収集、その他災害時における通信連絡は、通信
施設の被災状況等により異なるが、おおむね次の方法のうちから実情に即した方法で行うものとす
る。なお、他機関の通信施設の利用に際しては、かねてより管理者と利用方法等必要な手続きを協
議して定め、災害時に利用できるよう努めるものとする。 
 

(1) 加入電話による通信 
災害時における通信施設の利用は、通常、それぞれの災害対策関係機関の加入電話により通信

連絡する。なお、災害対策関係機関は、災害時における市外通話の優先的利用を行うため、平常
時からＮＴＴ西日本熊本支店に連絡し、災害時優先電話の指定を受けておくものとする。そして
緊急を要する通話に当たっては、「非常・緊急」(この場合非常・緊急通話の請求をするときは、
その旨および必要な理由を告げるものとする。この場合は、その通話が非常・緊急通話として取
り扱われる機関もしくは内容であるとの説明を求める事ができる。）をもって呼び出し、関係機
関に通報するものとする。 
 

〔参考〕なお非常・緊急電話として取り扱われる機関および通話の内容は、次のとおりである。 
① 気象機関 

気象、水象、地象もしくは地動の観測の報告または警報を内容とする市外通話であって、気
象機関相互間において行うもの。 

② 水防機関 
洪水、津波、高潮等が発生し、もしくは発生するおそれがある旨の通報、またはその警戒も

しくは予防のため緊急を要する事項を内容とする市外通話であって、水防機関相互間において
行うもの。 

③ 消防救助機関 
災害の予防または救援のため緊急を要する事項を内容とする市外通話であって、消防機関ま

たは災害救助機関相互間において行うもの。 
④ 輸送確保関係機関 

鉄道その他の交通施設の災害予防または復旧その他輸送の確保に関し、緊急を要する事項を
内容とする市外通話であって、輸送の確保に直接関係がある機関相互間において行うもの。 

⑤ 通信確保関係機関 
通信施設の災害の予防または復旧その他通信確保に関し、緊急を要する事項を内容とする市

外通話であって、通信の確保に直接関係がある機関相互間において行うもの。 
⑥ 電力供給関係機関 

電力設備の災害の予防または復旧その他電力の供給の確保に関し、緊急を要する事項を内容
とする市外通話であって、電力の供給の確保に直接関係がある機関相互間において行うもの。 

⑦ 警察機関 
秩序の維持のため緊急を要する事項を内容とする市外通話であって、警察機関相互間におい

て行うもの。 
⑧ 災害予防、船舶、航空機の救援関係機関 

災害の予防または救援のため必要な事項を内容とする市外通話であって、天災、事変その他
の非常事態が発生し、または発生するおそれがあることを知ったものが、その災害の予防また
は救援に直接関係がある機関に対しておこなうもの。 

(2) 電報による通信 
災害のための緊急を要する電報発信にあたっては、ＮＴＴ西日本が定める「電報サービス契約
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約款」(平成11年西企営第２号)の定めるところによることとし、発信人はその旨を電報サービス
取扱所に申し出ることとする。 
非常・緊急扱いの電報を発着する機関の範囲ならびに内容は、普通電話による非常・緊急通話

に準じて取り扱う。 
(3) 警察電話による通信 

警察機関(県警察本部、警察署、交番、派出所、駐在所)を通じて通報するものとする。 
(4) 鉄道電話による通信 

鉄道所属の電話によりもより駅等から通信の相手機関に最も近い駅等を経て通信するものと
する。 

(5) 警察無線電話による通信 
警察電話による通信に準じて扱うものとする。 

(6) 防災行政無線電話による通信 
防災行政無線が設置されている関係機関相互間において通信を行うものとする。 
設置場所は、別冊資料編のとおりである。 

(7) 中央防災無線・消防防災無線による通信 
県と国の各省庁との間で通信するものとする。 

 
２．非常通信の利用 

災害時において上記1の(1)から(4)までによる通信ができないとき、また困難なときは、次の方
法によって非常通信を利用して通信するものとする。 

(1) 通信の内容 
非常通信を利用することのできる通報の内容は、おおむね次のようなものである。 
① 人命の救助に関するもの。 
② 天災の予報(主要河川の水位を含む)および天災その他の災害の状況に関するもの。 
③ 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料。 
④ 非常事態が発生した場合に総務大臣が命令して、無線局に非常通信を行わせる場合の指令

およびその他の指令。 
⑤ 暴動に関する情報連絡およびその緊急措置に関するもの。 
⑥ 遭難者の救助に関するもの。 
⑦ 非常災害時において緊急措置を要する犯罪に関するもの。 
⑧ 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの。 
⑨ 鉄道路線、道路、電力設備および電信電話回線の破壊、または障害の状況および修理復旧

のための資材の手配ならびに運搬要員の確保その他緊急措置に関するもの。 
⑩ 防災機関相互間において発受する災害救援その他緊急措置に関するもの。 
⑪ 救助法等の規定に基づき、県知事から医療、土木建築工事または輸送関係者に対して発す

る従事命令に関するもの。 
(2) 利用出来る機関 

非常通報は無線局を開設している者が自ら発受するもののほか、次に掲げる者の依頼に応じ
発受することができる。 
① 官庁(公共企業体を含む)および地方自治体。 
② 各防災会議 
③ 日本赤十字社 
④ 全国都市消防長連絡協議会 
⑤ 電力会社 
⑥ 地方鉄道会社 
⑦ その他人命の救助および急迫の危険または緊急措置に関する発信を希望するもの。 

(3) 利用の方法 
非常災害時には、無線局は、自局内も繁忙を極めるので、非常通報依頼は次の点に留意する

こと。 
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① 通報依頼のとき窓口で「非常」と表示のこと。 
② 通報文一通の字数は、なるべく200字以内にまとめること。 
③ 電話で依頼してもよい。 
④ 通報文は、電報頼信紙または適宜の用紙に、あて先の住所氏名、発信者の住所氏名(電話

番号も併記)を記入する。 
⑤ 返電の配達方法を協議しておくこと。 

(4) 取扱料等 
① 料金は、原則として無料である。次の電報については、ＮＴＴ西日本扱いでも料金は免除

される。 
イ 船舶または航空機が重大かつ急迫の危険に陥りまたは陥るおそれがあることを通報す

る電報であって、その事実を知った者がその救援に直接関係ある機関に対して発するもの。 
ロ 船舶または航空機の航行に対する重大な危険を予防するために必要な事項を内容とす

る電報であって、その事実を知った者がその予防に直接関係ある機関に対して発するもの。 
ハ 天災地変その他の非常事態が発生し、または発生のおそれがある場合における人命財産

の危険を通報する電報であって、その危険の事実を知った者がその救援に直接関係ある機
関に発するもの。 

ニ 災害に際し、ＮＴＴ西日本災対本部(電報事業部)が指定する地域および期間において、
り災者が発信するり災状況の通報または救援を求めることを内容とする電報であって、Ｎ
ＴＴ西日本災対本部(電報事業部)が定める条件に適合するもの。 

② 非常災害発生のおそれがある場合は、あらかじめ関係の無線局と利用について協議してお
くこともよい。 

(5) 無線 
① 熊本県の機関別無線通信系統図および局名録は、別冊資料編のとおりである。 

 
３．通信が途絶した場合における措置 

(1) 災害発生後、直ちに情報通信手段の機能確認を行い、支障が生じた施設の復旧に努めるとと
もに、直ちに九州総合通信局に連絡するものとする。 

(2) 通信が途絶した場合において、非常通報の目的を達成することができないときは、最寄りの
無線局を利用して、非常通信を行うものとする。 

 
４．放送要請 

災害のため、県又は市町村が利用できる通信のすべてがまひした場合又は著しく困難な場合にお
いて、予想される災害の事態及びこれに対して取るべき措置等について、緊急に通知、要請、伝達
又は警告をするため、災害対策基本法第57条の規定により、日本放送協会及び民間放送各社に放送
を要請する場合は「災害時における放送要請に関する協定」に基づいて行う。 

なお、放送要請に係る協定機関及び協定年月日は次のとおりである。 
 

放 送 機 関 名 協 定 年 月 日 

 日本放送協会熊本放送局 
（株）熊本放送 
（株）テレビ熊本 
 
（株）熊本県民テレビ 
 熊本朝日放送（株） 
（株）エフエム熊本 

  昭和56年5月27日   改正  昭和60年9月27日 
  昭和57年5月1日       改正 平成17年9月26日 
  昭和57年5月1日       改正 昭和59年6月1日 
             改正 平成17年9月26日 
  昭和57年5月1日 
  平成元年11月7日       改正 平成17年9月26日 
  平成17年9月26日（※エフエム中九州 昭和61年2月12日） 
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第８節 情報収集及び被害報告取扱計画（県知事公室、関係機関） 

 

 災害対策基本法および他の法令等の規定に基づく災害の情報収集ならびに被害状況報告(以下「被

害報告等」という。)の取扱いについては、関係各省庁等から指示に基づいて報告すべき特別のもの

を除き、本節の定めるところによって行うものとする。 

 

１．実施責任者 

(1) 県 

知事は県の地域に係る被害報告等の収集を行うとともに、県防災会議の委員の属する機関に通

報、速やかに国等関係各機関に報告を行うものとする。 

［国への報告の基準］ 

災害対策基本法第53条第２項に基づき、内閣総理大臣に報告すべき災害の基準は次のとおりと

する。 

① 県において災害対策本部を設置した場合 

② 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から特に報告の必要があると認められる程度の

災害 

③ ①又は②に定める災害になるおそれのある災害 

 

(2) 防災関係機関等 

県内における指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、防災上重要な施設の管理

者(以下「防災関係機関等」という）は、当該所管に係る被害情報等の収集を行うとともに、本

省、県その他関係機関に通報または報告を行うものとする。 

 

(3) 市町村 

市町村長は、管内の被害情報等を収集し、県その他の関係機関に通報または報告を行うものと

する。 

なお、県への報告に当たっては、原則として、地域振興局総務部総務振興課又は熊本土木事務所

を経由して県本庁に報告するものとする。 

ただし、通信の途絶等により市町村長が県(県本庁又は地域振興局及び熊本土木事務所)に報告

することができないときは、直接国(総務省消防庁)に対して被害報告を行うものとする。この場

合、通信が回復次第、速やかに県に報告するものとする。 

また、「火災・災害等即報要領(昭和５９年１０月１５日付消防災第２６７号)」の一部が改正

され、地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの(被害の有無を問わな

い。)については市町村が直接消防庁に対して報告するものとする。(平成１２年１１日２２日付

け消防災第９８号・消防情第１２５号消防庁長官による) 

 

２．被害報告取扱責任者 

知事、県教育長、県警察本部長(以下「県等」という。)、防災関係機関等および市町村長は、被
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害報告等が迅速、かつ的確に処理できるよう、下記の基準にしたがって、あらかじめ被害報告取扱

責任者を定めておくものとする。 

(1) 県(本庁)、県教育委員会、および県警察本部にあっては1名 

(2) 県等の出先機関および附属機関(以下「県等の出先機関」という。)にあっては、当該機関ごと

に1名 

(3) 防災関係機関等にあっては、当該機関ごとに1名 

(4) 市町村にあっては1名 

 
 
３．防災情報の収集・伝達システムの活用 
  県は、災害予防、災害応急活動の中枢拠点として防災センターを設置して、災害時の迅速かつ的

確な対応に努めるものとする。 
  また、県防災情報ネットワークシステムを活用して、各種防災情報の効率的な収集及び情報に基

づく意思決定の迅速化、さらには市町村や防災関係機関相互の情報の共有化を図るものとする。 

 

４．被害等の調査・報告 

(1) 航空機の派遣要請 

知事は、大規模な災害が発生した場合には、自衛隊のヘリコプターが行った航空偵察情報を入

手する。 

また、知事は、大規模な災害が発生した場合、直ちに自衛隊のヘリコプター、警察本部のヘリ

コプター等による航空偵察を要請するものとする。 

航空偵察において調査を依頼する事項は、概ね次のとおりとする。 

① 災害の発生箇所 

② 道路被災状況 

③ 建築物の被害状況 

④ 海上及び沿岸部における被災状況 

⑤ 住民の動向 

 

(2) 市町村による調査等 

市町村は、防災行政無線、消防無線等の活用及び自主防災組織や自治会からの情報をもとに、

管内の被害状況の早期把握に努めるとともに、必要に応じて調査班を編成して、現地での被害状

況の把握に努めるものとする。 

災害の当初においては、次に掲げる情報のうち①～⑤の情報収集に努めるものとし、初期の段

階においては具体的な被害状況によらず、１１９番通報の殺到状況等被害規模を推定できる概括

的な情報で足りるものとする。 
 ただし、①の中の行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報である
ため、市町村は、住民登録や外国人登録の有無にかかわらず、当該市町村の区域（海上を含む。）
内で行方不明となった者について、警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める
ものとする。 

なお、報告は被害報告取扱要領(別冊資料編参照)に基づいて行うこととするが、至急の場合
はその様式等にこだわらないものとする。 
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① 人的被害（行方不明者の数を含む） 

② 火災の発生状況 

③ 家屋等の被災状況 

④ 住民の行動・避難状況 

⑤ 土砂災害等の発生状況 

⑥ 道路・橋梁被害による通行不能路線・区間 

⑦ 医療救護関係情報 

⑧ その他必要な被害報告 

 

(3) 県による調査等 

県は、大規模な災害が発生した場合、若しくは災害による被害程度が大きいと認められるが情

報が十分把握出来ない場合、直ちに県警ヘリコプター及び防災消防ヘリコプターによる情報収集

を行うものとする。 

また、市町村において災害による被害程度が大きいと認められ又は通信の途絶等が発生し、当

該市町村での情報収集活動が十分に行えないおそれがある場合には、県では調査班を編成して、

(2)に掲げる情報について、被害状況調査を行うものとする。 

また、県は、各防災関係機関等が行っている次に掲げる災害情報を収集し、その調整を図るも

のとする。 

① 道路・橋梁被害による通行不能路線・区間 

② 通信関係被害 

③ 電力関係被害 

④ 都市ガス関係被害 

⑤ 水道関係被害 

⑥ 鉄道等公的輸送機関の被害 

⑦ 空港・港湾の被害 

⑧ その他必要な被害情報 

 

(4) 県警による調査 

警察は、大規模災害発生時には、交番、駐在所、パトカー、白バイ、ヘリコプター等の勤務員

が直ちに情報収集にあたり、その情報が一元的に集約される体制の確立を図るとともに、交通監

視カメラ等の画像情報収集資機材の積極的活用を図るものとする。 

また、警察署、交番等のＦＡＸを利用して、地域の各種施設等に情報を伝達するＦＡＸネット

ワークの構築を推進し、災害発生時に活用するものとする。 

 
 
５．災害情報収集・伝達関係者の安全確保 

災害・被害情報収集・伝達等防災業務に従事する者の安全確保について留意するものとし、平時
から安全確保の方法等について検討・対策を進めるものとする。 

 
６．応急対策活動情報の連絡 
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市町村は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を報告し、県は、自ら実施する応急対
策の活動状況等を市町村に連絡する。 

県及び公共機関は、必要に応じ、指定行政機関を通じ国に連絡する。 

 

７．防災関係機関等の協力関係 

県、市町村及び防災関係機関は、災害が発生した場合には、緊密に連携協力して、被害に関する

状況及び応急対策の活動状況について情報交換を行うものとする。 

また、平時から総合防災訓練等を通じ、関係機関の情報交換体制の強化に努めるものとする。 

 
８．情報の伝達系統 
  情報の伝達系統は、次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消防機関 

指定地方行政機関 

指 定 公 共 機 関 

指定地方公共機関 

地域振興局・熊本土木

事務所 防災主管課 市 

 
町 

 
村 

本部事務局 防災主管課 

部門担当者 部門担当班 
地域振興局・熊本土木

事務所 部門主管課 

国 

消

防

庁 

報

道

機

関 

県災害対策本部 地方災害対策本

＊県に報告ができない場合にあっては直接消防庁へ被害報告 

＊初動期においては直接報告 

電話等による伝達ルート 

消防庁連絡窓口 

NTT 回線         消防防災無線 

   03-5574-0119         6060 

FAX03-5574-0190       FAX6069 
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９．災害確定報告 

市町村は、応急措置完了後速やかに、県(地域振興局又は熊本土木事務所経由)に対して文書で災

害確定報告を行うものとする。 

県は、応急措置完了後２０日以内に災害確定報告をとりまとめ、内閣総理大臣及び消防庁長官(窓

口消防庁)に文書で報告するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 113 

第９節 広報計画(県知事公室、関係機関) 
 
 県、市町村及び防災関係機関は、災害時の情報及び被害状況等を、報道機関その他を通じて速やか
に関係機関及び住民に周知徹底し、被害の軽減と民心の安定を図るものとする。 
 
１．実施機関(関係機関) 
  災害対策基本法第50条及び第51条に規定されている災害応急対策責任者 
 
２．実施機関相互の連絡(関係機関) 
  各実施機関は、相互に情報の連絡及び交換を行うように努めるものとする。 
 
３．情報等収集活動(関係機関) 
  原則として本章第８節 情報収集及び被害報告取扱計画による。 
  
４．県における広報活動(県知事公室) 
  収集した情報及び対策等については、速やかに報道機関及び県の広報媒体を可能な限り利用し、

住民に対する周知徹底を図るものとする。 
 (1) 広報内容 
   災害の規模、態様に応じて次の事項を広報するものとする。 
  ① 災害対策本部の設置 
  ② 災害の概要(被害の規模・状況等) 
  ③ 台風等に関する情報 
  ④ 防災関係機関の防災体制及び応急措置に関する事項 
  ⑤ 道路、河川等の公共施設被害、復旧状況 
  ⑥ 電気、ガス、水道等供給の状況、復旧状況 
  ⑦ 二次災害を含む被害の防止に関する事項 
  ⑧ 住民の安否情報 
  ⑨ 医療機関、金融機関などの生活関連状況 
  ⑩ 交通規制の状況 
  ⑪ 被災者支援に関する情報等 
  ⑫ 社会秩序の維持及び民心の安定に関する事項 
  ⑬ その他必要な事項 
 

(2) 広報の方法 
    広報の実施にあたっては、情報の出所を明確にしたうえで、災害の規模、態様に応じて次の

広報手段のうち最も有効かつ適切な方法によるものとする。 
    広報手法の選択に当たっては、高齢者、障がい者、外国人等災害時要援護者にも配慮した方

法とする。 
    また、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等を踏まえ、例えば、避難所にいる被災

者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体
でも情報提供を行うなど、情報を提供する媒体にも配慮し、適切に情報提供がなされるよう努
めるものとする。 

    なお、広報活動に従事する者の安全確保について留意する。 
① 県広報媒体の利用(新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等) 

  ② パブリシティ活動の展開 報道機関への情報提供 
  ③ 広報車、船舶等による広報 
  ④ 防災消防ヘリコプターによる広報  
  ⑤ チラシ、ポスター等 
  ⑥ 携帯電話によるメールサービスの利用 
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  ⑦ その他状況に応じ効果的な方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．市町村における広報活動(市町村) 
 (1) 広報内容 
   災害の規模、態様に応じて次の事項を広報するものとする。 
  ① 災害対策本部の設置 
  ② 災害の概況(被害の規模・状況等) 
  ③ 台風等に関する情報 
  ④ 市町村及び消防機関の防災体制及び応急措置に関する事項 
  ⑤ 避難の勧告・指示(緊急避難場所・避難路の指示)及び避難時の留意事項 
  ⑥ 電気、ガス、水道等供給の状況、復旧状況 
  ⑦ 防疫に関する事項 
  ⑧ 火災状況 
  ⑨ 医療救護所の開設状況 
  ⑩ 給食・給水実施状況 
  ⑪ 道路、河川等の公共施設被害、復旧状況 
  ⑫ 道路交通等に関する事項、復旧状況 

⑬ 一般的な住民生活に関する情報 
  ⑭ 社会秩序の維持及び民心の安定に関する事項 

（３）広報体制・系統図 

広 報 班 

被 災 地 住 民 ・  一 般 住 民 

市 町 村 

各 部 

報 道 機 関 警察署 県出先 

機 関 

 

県災害対策本部 

地方災害 

対策本部 

総 務 班 

警察本部 

広報 

伝達 

伝達 伝達 

広報 

テレビ 

ラジオ 

新聞 

伝達 

広報 

広報紙チラシ

ポスターによ

る広報 

伝達 伝達 伝達 

報道要請 

連絡 
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  ⑮ 二次災害を含む被害の防止に関する事項 
⑯ 住民の安否情報 
⑰ 医療機関、金融機関などの生活関連状況 
⑱ 交通規制の状況 
⑲ 被災者支援に関する情報等 
⑳ その他必要な事項 

 
(2) 広報の方法 

    広報の実施に当たっては、情報の出所を明確にしたうえで、災害の規模、態様に応じて次の
広報手段のうち最も有効かつ適切な方法によるものとする。 

    広報手段の選択に当たっては、高齢者、障がい者、外国人、児童等災害時要援護者にも配慮
した方法とする。 

    また、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等を踏まえ、例えば、避難所にいる被災
者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体
でも情報提供を行うなど、情報を提供する媒体にも配慮し、適切に情報提供がなされるよう努
めるものとする。 

    なお、広報活動に従事するものの安全確保について留意する。 
  ① 防災行政無線等による広報 
  ② 広報車、船舶等による広報 
  ③ 消防団による広報 
  ④ 報道機関(ラジオ、テレビ、新聞等)による広報 
  ⑤ 広報紙、チラシ、ポスター等 

⑥ 避難場所への職員の派遣 
⑦ 自主防災組織等による広報 

  ⑧ 携帯電話メールサービスによる広報 
  ⑨ 安否情報システムによる広報 
  ⑩ その他状況に応じ効果的な方法 
 
６．警察における広報(県警察本部) 

(1) 被災者等への情報伝達活動 
警察は、災害発生時の経過に応じて、被災者等に対し必要な情報の伝達に努めるものとする。 
また、住民等からの問い合わせ等に対応する体制の整備を図るとともに、交番等の情報伝達機

能の整備を図るものとする。 
併せて、自主防災組織等を通じた地域安全情報等の伝達に努めるとともに、必要に応じてＦＡ

Ｘ、パソコン、車両等の資機材の整備を図るものとする。 
 

(2) 広報内容 
    警察は、市町村等の防災関係機関と緊密な連携を図り、次の事項について迅速な広報を行う。 
  ① 災害に対する注意心喚起に関する事項 
  ② 避難を必要とする理由、避難場所、避難路及び避難時の留意事項 
  ③ 被害の規模、被害状況等に関する事項 
  ④ 救護場所の所在、要救護者の発見協力依頼等に関する事項 
  ⑤ 交通規制状況等の交通の円滑確保に関する事項 

⑥ 危険場所及び危険物の保安措置等に関する事項 
  ⑦ 犯罪予防上の留意事項 
  ⑧ 警察措置状況等の応急対策に関する事項 
  ⑨ その他公共の安全と秩序維持上必要な事項 
 
 (3) 広報手段 
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    警察は、効果的な実施方法を適宜選択し、速やかに広報を行うものとする。 
  ① 警察官による広報 
  ② 広報車、船舶、ヘリ等による広報 
  ③ 報道機関(ラジオ、テレビ、新聞等)による広報 
  ④ その他状況に応じ効果的な方 
 
７．インターネットの利用(県知事公室、県企画振興部) 

県からの情報を被災地に提供したり、被災地からの情報を入手する手段として、インターネット
を活用する。 
(1) 行政からの情報の提供 

    被害、安否等の災害情報やライフラインに係わる情報については、できるだけ早く被災地に
知らせる必要がある。このための情報提供手段として、県庁ホームページを活用し、タイムリ
ーかつスピーディーな情報提供を行うものとする。 

 
(2) 被災地からの情報の収集 

    被災地からの情報を把握するための情報収集手段の一つとして、インターネットの電子メー
ル等の活用を検討するものとする。 
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第10節 水防計画(県土木部) 
 

１．水防計画の目的 

この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）の趣旨に基づき、熊本県における水防事務の

調整およびその円滑な実施に必要な事項を規定し、もって県内の洪水又は高潮等による水災を警戒

し、防ぎょし、およびこれによる被害を軽減し、公共の安全を保持することを目的とする。 

なお、熊本県水防協議会において熊本県水防計画を別途作成し、毎年見直しを行っている。 

 

２．水防組織 

(1) 水防本部 

土木部内に水防本部を置き、その組織は次頁(水防本部組織表)のとおりとする。 

(2) 水防区本部 

① 水防区は地域振興局（熊本土木事務所）管内毎とし、その地域振興局（熊本土木事務所）内

に水防区本部を置く。 

② 水防区本部長に地域振興局長（熊本土木事務所長）、水防区副本部長に地域振興局土木部長

（熊本土木事務所次長）をあてる。 

③ 水防区本部に、庶務班、情報班、企画班、予備班等を置く。 

④ 各水防区毎に、毎年1回以上水防連絡会を開催する。 

⑤ 水防連絡会は区本部が主催し、地方整備局工事事務所、警察署、地域振興局、隣接地域振興

局土木部、管内水防管理団体及び関係官公庁が集まり会議を行う。 

⑥ 会議は水防計画、情報の交換、水防に関しての通報連絡活動応援等について密接に連携して

水防活動ができるよう協定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水 防 本 部 長 水 防 副 本 部 長 情 　  報 　  班

（ 知 事 ） （ 土 木 部 長 ） 班 長 　 　 河 川 課 長

　 　 　 　 　 　 ○ 水 防 待 機 班
　 　 　 　 　 　 　 （土 木 部 職 員 ）

　 　 　 　 　 　 　 （危 機 管 理 防 災 課 情 報 通 信 班 ）

河 　  川 　  班

副 本 部 長 補 佐 班 長 　 　 河 川 課 長

河 川 港 湾 局 長
道 路 都 市 局 長 道  　 路  　 班

　  参 　  与 班 長 　 　 道 路 保 全 課 長

（ 副 知 事 ・ 総 務 部 長 ）

砂  　 防 　  班
班 長 　 　 砂 防 課 長

港 　  湾  　 班
班 長 　 　 港 湾 課 長

下 水 環 境 班
班 長 　 　 下 水 環 境 課 長

予  　 備 　  班
班 長 　 　 都 市 計 画 課 長
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第11節 消防計画(県総務部) 
 

災害時における県民の生命、身体および財産を保護するとともに被害の拡大を防止し、もって安寧

秩序の保持と社会公共の福祉増進を図るものとする。 

 

１．実施機関 

(1) 市町村は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第７条に基づき、当該市町村の区域における消

防を十分に果たすべき責任を有するとともに、消防の管理は市町村長が行うものとする。 

(2) 知事は、災害時等の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、消防組織法第43条の

規定に基づき、市町村長、消防長又は水防法(昭和24年法律第193号)に規定する水防管理者に対

して、災害防ぎょの措置に関し必要な指示を行うものとする。 

 

２．消防活動計画 

(1) 市町村は、消防施設、消防職員及び消防団員を活用して、住民の生命、身体及び財産を火災か

ら保護するとともに、火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減する

ため、市町村消防計画の基準に基づき、消防計画を策定するものとする。 

(2) 災害時における危険物等の保安については次のとおりとする。 

① 当該市町村は、保安についての適切な処置をとるとともに、県消防保安課に状況を速やかに

通報するものとする。 

② 県は、必要に応じ学識経験者の意見を聴取し、市町村及び事業所等に対して、保安、応急対

策についての必要な助言を行うものとする。 

(3) 林野火災に対応する空中消火 

市町村長は、大規模な林野火災が発生し、または大規模となる恐れのある場合には、次の措置

をとるものとする。 

① 市町村長又は消防長は、知事に対して、あらかじめ定められた要請基準に基づき、防災消防

ヘリコプターによる空中消火活動、資機材・消火剤等の搬送の要請を行うものとする。 

② 市町村長は、知事に対して、「自衛隊災害派遣要領」に基づき、ヘリコプターによる空中消

火活動、資機材・消火剤等の搬送及び活動隊員の派遣を要求することができる。 

知事は、市町村長から自衛隊災害派遣の要求を受けた場合は、「自衛隊災害派遣要領」によ

り、速やかに自衛隊に対し災害派遣の要求を行うものとする。 

③ 市町村長及び消防長は、林業関係機関及び林業関係団体の協力を得て、あらかじめ定められ

たところにより、空中消火活動の地上支援を行うものとする。 

 

３．消防広域応援計画 

県は、大規模災害又は特殊災害等の発生に迅速かつ的確に対応するため、「熊本県消防広域応

援基本計画」に基づき、消防機関相互の連携をはじめ総合的な応援体制の確立を図るものする。 

(1) 県内の応援体制（市町村消防相互応援） 

市町村長又は消防長は、「熊本県市町村消防相互応援協定」（昭和４６年４月１日締結）の円
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滑な実施を図り、県内の消防相互応援体制（消防組織法第３９条）を確立するものとする。 

(2) 県外の応援体制（緊急消防援助隊） 

① 緊急消防援助隊受援計画 

県は、総務省消防庁長官が派遣する緊急消防援助隊をスムースに受け入れ、消防活動が容易

に実施できる受援体制の確立を図るものとする。 

② 緊急消防援助隊応援等実施計画 

県は、総務省消防庁長官の要請に基づき登録する緊急消防援助隊「熊本県隊」の応援出動等

の措置が迅速かつ的確に実施できるよう応援体制の確立を図るものとする。 

 

４．緊急消防援助隊の要請等 

(1) 緊急消防援助隊の出動要請 

① 地元市町村長は、災害の状況、当該市町村の消防力及び県内の消防応援だけでは十分な対応

がとれないと判断したときは、速やかに、知事に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するも

のとする。 

②知事は、災害の状況、県内の消防力に照らして、緊急消防援助隊の出動が必要と判断したとき

は、速やかに、消防庁長官に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。 

(2) 消防応援活動調整本部 

  知事又は市町村長は、緊急消防援助隊を要請した場合には、被災地での緊急消防援助隊の迅速

かつ的確な活動を総合的に支援するため、消防応援活動調整本部を設置するものとする。 

 

５．消防・警察・自衛隊・医療機関の相互協力 

(1) 消防及び警察の相互協力 

県及び市町村は、大規模災害又は特殊災害等の発生に迅速かつ的確に対応するため、消防組織

法第４２条の規定に基づき、消防及び警察の連携と相互の協力体制の確立を図るものとする。 

(2) 消防及び自衛隊の相互協力 

県及び市町村は、大規模災害又は特殊災害等の発生に迅速かつ的確に対応するため、「大規模

災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力について」（平成８年２月７日消防救第２７号消防庁

救急救助課長通知）に基づき、消防及び自衛隊の連携と相互の協力体制の確立を図るものとする。 

(3) 消防及び医療機関の相互協力 

県及び市町村は、大規模災害又は特殊災害等の発生時に応急救護活動を迅速かつ効果的に遂行

するため、「大規模災害に際しての応急救護活動に係る消防機関及び医療機関の相互協力につい

て」（平成８年５月２４日付け消防救第１１４号消防庁救急救助課長通知）に基づき、消防機関

及び医療機関の連携と相互の協力体制の確立を図るものとする。 
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第12節 避難収容対策計画(県知事公室、県健康福祉部、県土木部、 
県教育庁、県警察本部、海上保安部、自衛隊、市町村) 

 

 災害のため危険な状態にある住民に対して、避難準備（要援護者避難）情報・避難の勧告・避難の

指示（以下「避難勧告等」という）の発令、伝達、誘導等を実施して、住民の生命および身体を災害

から保護し、民心の安定を図り、もって応急対策を迅速かつ円滑に行うことを目的とする。 

 

１．実施責任者(県知事公室、市町村、関係機関) 

災害から住民の生命、身体を保護するための避難勧告等の実施責任者は次表のとおりであるが、

知事は、市町村が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市町村長の実施す

べき措置の全部又は一部を代行することとする。 

なお、市町村長は、一般住民に対して避難準備を呼び掛けるとともに、要援護者等、特に避難

行動に時間を要する者に対して、早めのタイミングで避難開始を求めるため、避難準備（要援護

者避難）情報を発令するものとする。 
 

区 分 災害の種別 実  施  責  任  者 

  避難準備 
（要援護者避難） 
           情報 

全  災  害  市町村長 

  避難の勧告 全 災 害  市町村長(基本法第60条) 

 市町村長(基本法第60条) 

 警察官(基本法第61条および警察官職務執行法第4条) 

 海上保安官(基本法第61条) 

全 災 害 

 災害派遣時の自衛官(自衛隊法第94条) 

 知事または、その命を受けた職員(水防法第29条) 洪 水 災 害 

 水防管理者(水防法第29条) 

 
 

  避難の指示 

地すべり災害  知事または、その命を受けた吏員(地すべり等防止法第25条) 

 

２．避難勧告等の内容及び伝達方法(県総務部、市町村、関係機関) 

(1) 避難勧告等の内容 

市町村長等の避難勧告等を実施する者は、次の内容を明示して行うものとする。 

① 要避難対象地域 

② 避難先 

③ 避難理由 

④ 避難経路 

⑤ 避難時の注意事項 
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(2) 避難勧告等の伝達方法 

避難勧告等の伝達は、最も迅速・的確に住民に周知できる方法により実施するが、おおむね次

の方法によるものとする。 

なお、高齢者や障がい者等の災害時要援護者や一時滞在者等に対しては、あらかじめその特性

に応じた伝達方法を講じておくものとする。 

① 防災行政無線による伝達周知 

② Ｊ－ＡＬＥＲＴによる伝達周知 

③ あらかじめ定められた伝達系統組織を通じ、関係者から直接口頭および拡声器等による伝達

周知 

④ サイレンおよび警鐘による伝達周知 

⑤ 広報車等による伝達周知 

⑥ 携帯電話メールサービスによる伝達周知 

⑦ 自主防災組織、自治会、町内会等への有線放送および電話等による伝達周知 

⑧ 報道関係機関（コミュニティＦＭを含む）を通じての伝達周知 

また、電話回線の不通、停電等を想定するとともに、防災行政無線等の機材が整備されてい

る市町村においては、日頃から非常用電源の点検整備、戸別家庭用端末内蔵電池の交換等を行

っておき、災害時に機能するように維持管理しておくものとする。 

(3) 市町村長は、市町村防災計画中の「避難計画」において、危険地区ごとに避難勧告等の伝達組

織および伝達方法を定め、日常より危険地区の住民に対し周知徹底しておくものとする。 

 

３．避難勧告等の基準 

避難勧告等の基準は、災害の種類および地域性等により異なるが、おおむねの基準は次のとお

りとする。なお、実施責任者は、避難勧告等の時期を失せぬよう防災関係機関と連携をとりなが

ら監視体制を強化し、災害発生の兆候等の発見に努めるものとする。 

(1) 避難準備（要援護者避難）情報の基準 

避難行動に時間を要する者（要援護者）が、指定された避難場所に避難する時間を確保できる

ように、早めのタイミングで避難等の措置をとるものとする。 

なお、土砂災害に対しては、別冊資料編の土砂災害警戒情報及び土砂災害危険度情報等を参考

に避難準備情報の明確な基準を定めておくものとする。 

(2) 避難勧告の基準 

① 洪水の場合 

河川等の水位が警戒水位を突破し、若しくは突破する恐れがある場合で、上流域における雨

量が増加していることにより、さらに水位の上昇が予想される場合。また、警戒水位の設定が

ない中小河川や水位観測の施設がない河川等においては、巡回の強化、住民からの通報体制を

確立すること等により状況の把握に努め、上記に準じて避難等の措置をとるものとする。 

② 高潮の場合 

土地の高さが当日の天文潮位(潮汐表)における満潮時の潮位よりも低い地域、あるいはそれ

以上の地域であっても過去の高潮被害において床上浸水以上の記録のある地域においては、当
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該地域の地形条件も踏まえ、堤防等が整備されている地域にあっても、次の状況をすべて満た

す場合、速やかに避難の措置をとるものとする。 

 

・ 当該地域が台風の暴風警戒域の予報円内にある場合 

・ 台風の接近時間帯(おおむね暴風域圏内に入る時間帯)において、潮位が満潮若しくはそ

の前後の時間帯に重なる場合 

・ 当該地域が、強風が吹き込む方向に湾・入り江を形成している地形である場合 

なお、上記にかかわらず潮位観測の数値のは握、巡回の強化、住民からの通報体制を確

立すること等により潮位の把握に努め、異常な潮位の上昇が確認された場合には避難の措

置をとるものとする。 

さらに、高潮と波浪が重なって起こる越波については、海岸隣接地において被害が発生

するおそれがあるため特に警戒するものとする。 

③ 豪雨の場合 

豪雨時には土砂災害（土石流、地すべり、がけ崩れ）が発生する恐れが高まることとなる。

土砂災害は、２４時間累加雨量が２００ｍｍを超えるような場合あるいは、時間雨量が３０ｍ

ｍ程度を超える雨が連続する場合、又は長期間にわたって雨が降り続き、地盤が緩んでいる場

合などに発生する恐れがあるが、地域の地形、地質等の条件により大きく異なることから、そ

れぞれの地域の状況に応じて市町村において、別冊資料編の土砂災害警戒情報及び土砂災害危

険度情報等を参考に避難勧告の明確な基準を定めておくものとする。 

また、土砂災害危険箇所等において次のような兆候（前兆現象）が確認された場合には、上

記基準にかかわらず速やかに避難の措置をとるものとする。 

○がけ、急傾斜地 

・崖等で小石がぱらぱら落ちる。 

・地面にひび割れができる。 

・斜面から濁った水が流れ出る。 

・地鳴りがする。 

○渓流 

・渓流内で転石が流れる音がする。 

・流木が発生している。 

・流水が異常に濁る。 

・土臭いにおいがする。 

・地鳴りがする。 

・雨が降っているにもかかわらず渓流の水位が下がる。 

○地すべり地 

・斜面や構造物の亀裂が拡大している。またははらみ出している。 

・落石や小崩壊が見られる。 

・樹木の根が切れる音がする。または樹木が傾き出す。 

・地鳴りがする。 
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○その他土砂災害の兆候が確認されたとき 

④ 暴風の場合 

相当な暴風の襲来により、短時間後に災害がおこることが予想され、生命、身体に危険が及

ぶおそれがあるとき。 

⑤ その他周囲の状況から判断し、災害の危険性が相当高まったとき。 

(3) 避難指示の基準 

暴風、豪雨、洪水、高潮、土石流その他災害発生の事象が避難勧告の段階より悪化し、災害の

発生が切迫し、かつ現実視される場合、または突然、災害発生の諸現象が現れたときは、直ちに

避難の措置をとるものとする。 

なお、土砂災害に対しては、別冊資料編の土砂災害警戒避難基準（土砂災害危険度情報）等を

参考に定めておくものとする。 

 

４．避難の誘導(県知事公室、県総務部、市町村、県警察本部、関係機関) 

(1) 市町村等 

市町村長等の避難勧告等を実施する者は、住民が安全かつ迅速に避難できるよう自主防災組織

等の協力を得て、できるだけ自治会、町内会単位等で集団避難を行うものとし、特に高齢者、障

がい者、児童、妊産婦、外国人等の災害時要援護者の避難に配慮するものとする。 

このほか、避難誘導に当たっては次の事項に留意するものとする。 

① 避難経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所

を避け、安全な経路を選定すること。 

② 危険な地点には標示やなわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置して安全を期すること。 

③ 住民に対して、高齢者、障がい者、児童、妊産婦、外国人等の災害時要援護者の安全確保の

援助及び優先避難を呼びかけ、近隣者相互の助け合いによる全員の安全避難を図ること。 

 

(2) 警察(警察本部) 

警察は住民等の避難誘導に当たって、市町村に協力するとともに、下記の事項に留意した誘導

を行うものとする。 

① 被災地域、危険箇所等の現場の状況を把握したうえで、安全な緊急避難場所、避難路を選定

し、避難誘導を行うものとする。 

② 高齢者、障がい者、児童、妊産婦等については、可能な限り車両等を活用して避難誘導を行

うなど災害時要援護者対策に十分配慮するものとする。 

 

(3) 社会福祉施設等 

① 被災福祉施設は、あらかじめ定めた避難誘導方法に従い、近隣住民、自主防災組織の協力を

得て速やかに入所者の安全を確保するものとする。 

また、必要に応じて保護者とも連絡をとり、可能な人には協力を依頼するものとする。 

② 被災地に隣接する社会福祉施設は、施設機能を低下させない範囲内で援護の必要性の高い被

災者を優先し、施設への受け入れに努めるものとする。 
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５．避難所の開設および収容(県健康福祉部、市町村) 

災害救助法が適用された場合の避難所の開設および収容等の基準は、同法および運用方針による

が、その概要は次のとおりであり、同法が適用されない場合もこれに準じて行うものとする。 

なお、避難所への収容においては、災害時要援護者の特性に可能な限り配慮するものとし、場合

によっては、病院や社会福祉施設等への収容についても検討を行うものとする。 

(1) 避難所等の安全性の確認 

市町村は、避難場所の安全性を確認したうえで、あらかじめ指定していた施設において避難所

を設置するものとする。 

また、必要に応じ、あらかじめ指定していた施設以外の施設についても、災害に対する安全性

を確認の上、管理者の同意を得て避難所として設置する。 

安全性の確認の結果、災害の様相が深刻で、当該市町村内では避難所を設置することができな

い場合には、隣接市町村と協議し、収容の委託あるいは隣接市町村の建物・土地を借り上げて避

難所を設置するものとする。 

 (2) 収容施設等 

避難所は、学校、公民館、福祉センター等の公共施設等を応急的に整備して使用するものとす

るが、これらがない場合又はこれらでは充足できない場合は、その他の既存の建物を、既存の施

設が得難い場合は、野外に仮設物又は天幕等を設置して避難所とする。 

既存の建物を利用する場合、耐震、耐火、鉄筋構造の建物を優先し、できる限り生活面でバリ

アフリー化された施設を利用し、そうでない施設では、障がい者用トイレ、スロープの仮設に配

慮する。 

(3) 収容の対象者 

避難所に収容する者は、災害により現に被害を受け、または被害を受けるおそれのある者なら

びに避難勧告・指示等が出た場合等で、現に被害を受けるおそれのある者に限り収容するものと

する。 

(4) 住民への周知 

市町村は、避難所を設置したときは、速やかに被災者にその場所を周知徹底し、避難所に収容

すべきものを誘導し、保護しなければならない。 

(5) 避難所運営職員の派遣 

避難所を設置した場合、各避難所にはその維持管理のため、責任者(原則として市町村職員)を

定めるものとする。 

(6) 避難所開設の報告 

市町村は、避難所を設置したときは、直ちに次の事項を県に報告するものとする。 

① 避難所開設の日時および場所 

② 箇所数および収容人員 

③ 開設予定期間 

(7) 避難所の管理運営 

ア 市町村は、避難所運営マニュアル等に基づき、避難所を適切に運営管理するものとする。 
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イ 市町村は、避難所ごとにそこに収容されている避難所に係る情報の早期把握及び避難所で生

活せず食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。 

ウ 市町村は、避難所における生活環境に注意を払い、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の

把握に努めるものとする。 

エ 市町村は、男女共同参画の視点に配慮した避難所の運営に努めるものとする。また、食事の

提供の際は、乳幼児、アレルギー疾患患者等の把握を行うとともに、必要な食料確保等を行う

ものとする。 

オ 避難期間が長期化する場合、県、市町村は、精神科医、臨床心理士、保健師等によるこころ

のケアも行うものとする。 

カ 夏期には扇風機等、冬期には暖房器具等を設置するなど、季節や環境を考慮し、快適な環境

の確保に努めるものとする。 

キ また、必要に応じ、市町村は、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるも

のとする。 

(8) 災害救助法が適用された場合の留意事項 

避難所開設の期間は、原則として最大限7日以内である。 

県は、市町村が開設する避難所が災害救助法の基準を超える場合には、厚生労働大臣との協議

が必要となるため、市町村の避難所開設状況を把握しておくものとする。 

 

６．要援護者に対する対策(県健康福祉部、県知事公室、市町村、消防機関) 

(1) 安否確認、救助活動 

市町村は、あらかじめ把握している災害時要援護者について、民生委員、近隣住民、自主防災

組織、福祉団体(社会福祉協議会、老人クラブ等)の協力を得て、安否確認、救助活動を実施する

ものとする。 

避難支援計画を策定している市町村にあっては、避難支援計画に基づき、あらかじめ選定して

いる避難支援者等を通じて、安否確認等を実施するものとする。 

なお、消防機関等は、救助に当たって、要援護者の特性に配慮するものとする。 

 

(2) 情報の提供 

避難所においては、要援護者に円滑に情報伝達ができるように障害等の状況に応じて、文字放

送用テレビやファクシミリ等を設置するほか、必要に応じて手話や外国語の通訳を確保するもの

とする。 

 

(3) 生活の支援 

① 相談体制の整備 

市町村は、避難所、福祉事務所、保健センター、社会福祉協議会等に相談窓口を設置し、要

援護者の相談に応じるとともに、必要な支援のニーズ把握を行うものとする。 

なお、窓口には、ファクシミリ等の機器の設置や通訳等の配置についての配慮が必要である。 

また、相談窓口に来られない人に対しては、避難所や自宅等を巡回して声を掛け、各種相談
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等に応じるとともに、必要な支援のニーズ把握を行うものとする。 

② 心身両面の健康管理 

要援護者の中には、特に健康面の配慮が必要であるものがいるため、医師、保健師、看護師、

等が避難所や自宅等を巡回し、健康状態の確認や各種相談に応じるとともに、医療ケア等を行

うものとする。 

また、大規模災害発生後は、大きなショックや強い不安感を感じたり、長引く避難所生活の

中でストレスが蓄積するなど、精神的な大きな負担を強いられるので、精神科医、臨床心理士、

保健師等によるこころのケアを行うものとする。 

 

７．防火対象物等における避難対策等(県教育庁、市町村、県総務部、関係機関) 

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、その他消防法による防火対象物の防火管理者及び

防災管理者は、多数の者の出入りする施設として災害時の避難対策を十分講じておくものとする。 

特に、学校においては、次の応急措置等を実施するものとする。 

(1) 情報の伝達・収集等 

① 教育長は、災害の種別、程度により速やかに学校長に通報し、必要な避難措置をとらせるも

のとする。 

② 学校長は、教育長又は関係機関から災害に関する情報を受けた場合には、教職員に対して当

該情報を速やかに伝達するとともに、自らテレビ、ラジオ等により地域の被害状況等災害情報

の収集に努めるものする。 

なお、児童・生徒等への伝達にあたっては、混乱を防止するように配慮するものとする。 

③ 学校長は、児童・生徒等及び学校施設に被害を受け、又はそのおそれがある場合は、直ちに

その状況を市町村、自治会、自主防災組織、消防団、近隣住民その他関係機関に報告し、必要

に応じ応援等を求めるものとする。 

 

(2) 避難の指示等 

① 教育長の避難の指示等は、市町村長等の指示により行うほか、安全性を考慮して、速やかに

実施するものとする。 

また、避難の指示にあたっては、災害の種別、発生の時期及び発生場所等を考慮に入れて、

危険が迫っている学校から順次指示するほか、一斉メール、ファックス等により必要な情報を

当該地域の学校全てに伝えるものとする。 

② 学校長は、教育長から避難の指示等があった場合には、速やかに実施するとともに、緊急を

要する場合には、自ら災害の状況を判断し、児童・生徒等の屋外への避難や緊急避難場所等へ

の避難を迅速に指示するものとする。 

なお、状況によっては、教職員が個々に適切な指示を行うものとする。 

③ 児童・生徒等が学校の管理外にある場合には、学校長は状況を判断して臨時休校等の措置を

講ずるものとする。 

なお、臨時休校の通告及び連絡方法については、あらかじめ児童・生徒等に対し周知徹底を

しておくものとする。 
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(3) 避難の誘導等 

① 避難の誘導 

学校長及び教職員は、児童・生徒等の安全を確保するため、あらかじめ定めた計画に基づき

児童・生徒等の誘導を行うものとする。 

なお、状況により校外への誘導が必要である場合は、市町村、自治会、自主防災組織、消防

団、近隣住民その他関係機関の指示及び協力を得て行うものとする。 

② 避難の順位 

児童・生徒等の避難順位は、低学年、疾病者等を優先して行うものとする。 

③ 下校時の危険防止 

学校長は、災害の状況により、児童・生徒等を下校させる場合には、次の方法によるものと

する。 

イ 児童・生徒等に必要な注意を与えるとともに、校区内の危険箇所（がけ崩れ、危険な橋堤

防等）の通行を避けるように配慮するものとする。 

ロ 通学区域ごとの集団下校または教職員による引率等の措置を講ずるものとする。 

④ 校内保護  

学校長は、災害の状況により、児童・生徒等を下校させることが危険であると判断した場合

は、校内に保護し、速やかに保護者への連絡に努めるものとする。 

なお、この場合、速やかに市町村に対して、児童・生徒等の数その他必要な事項を報告する

ものとする。 

 

(4) 学校が地域の避難所となる場合の留意事項 

① 避難所になった学校の学校長は避難所に供する施設、設備の安全を確認し、避難した者に対

して、その利用について必要な指示をするものとする。 

② 学校長は、施設及び設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を作成し、応急教

育の開始時期及び方法を確実に児童・生徒等及び保護者に連絡するものとする。 

③ 全児童・生徒等を学校に同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設を利用し

て分散授業を行う等の措置を講じるものとする。 

④ 避難が長期間となる恐れがある場合は、市町村は学校長と協議し、学校教育上支障とならな

いように必要な措置を講じるものとする。 

 

(5) その他の留意事項 

① 保健衛生 

学校長は、災害時において、建物内外の清掃、給食、飲料水等に留意し、児童・生徒等の

保健衛生について必要な措置を講じるものとする。 

② 教育活動の再開 

学校長は、教育活動の再開に当たっては、児童・生徒等の登下校時の安全に留意するもの

とする。 
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③ 避難訓練の実施 

学校長は、災害種別に応じた避難訓練を、平素から実施するものとする。 

なお、訓練に際しては、学校関係者だけでなく市町村、自治会、自主防災組織、消防団、

近隣住民その他関係機関等参加型訓練の実施など工夫に努める。 

④ 連絡網の整備 

教育長の各学校への通報および連絡は、迅速かつ的確に行われるように、平素から連絡網

を整備しておくものとする。 

⑤ 計画の策定 

学校長は、次の事項について計画し、集団避難が安全、かつ迅速に行われるようにするも

のとする。 

イ 災害の種別に応じた避難指示等の伝達方法 

ロ 緊急避難場所の指定 

ハ 避難順位および緊急避難場所までの誘導責任者 

ニ 児童生徒の携行品 

ホ 余裕がある場合の書類、備品等の搬出計画 

へ 負傷者の救護方法 

ト 保護者への連絡及び引き渡し方法 

チ 登下校中の避難方法 

 

８．広域的避難収容（県知事公室、県健康福祉部、市町村） 

被災市町村は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等にかんがみ、被災市町村

の区域外への広域的な避難、避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合には、

必要に応じ、県に支援を要請するものとし、県は必要な調整を行う。 
 

９．被災者等への的確な情報活動関係（県総務部、市町村） 

県、市町村は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備を図るものとする。 
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第13節 災害救助法等の適用計画(県健康福祉部) 
 

 災害が発生した場合において、一定規模以上の災害に関しての救助については、災害救助法が適用

されるが、同法の適用要領はおおむね次のとおりである。 

 

１．災害救助法の適用 

(1) 災害救助法の適用基準 

災害救助法の適用基準は、救助法施行令第1条の定めるところによる。すなわち、災害救助法

の対象となる程度の災害は、次のいずれかに該当する災害となる。 

① 市町村の区域内の人口に応じ、下表のＡ欄に定める数以上の世帯数の住家が滅失したとき。 

② 県の区域内の住家1,500世帯以上滅失した場合であって、当該市町村の区域内の人口に応じ

て滅失住家の世帯数が下表のＢ欄の世帯数以上に達したとき。 
 

市町村の区域内の人口 Ａ Ｂ  

      5,000人未満 
      5,000人以上   15,000人未満 
     15,000人以上   30,000人未満 
     30,000人以上   50,000人未満 
     50,000人以上      100,000人未満 
    100,000人以上   300,000人未満 
    300,000人以上 

     30  世帯 
     40 
     50 
     60 
     80 
    100 
    150 

    15  世帯 
    20 
    25 
    30 
    40 
    50 
    75 

 

 

③ 県の区域内の住家が滅失した世帯の数が7,000世帯以上であって、市町村の区域内の被害世

帯数が多数であり救助を必要とするとき。 

④ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする

特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したものであること。 

⑤ 多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合であること。 

 

(2) 被災害世帯の算定基準 

① 被災害世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半壊しまたは半焼する等著しく損傷し

た世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することがで

きない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家の滅失した1世帯とみなす。 

② 住家の滅失等の認定 

第3章 第8節 情報収集および被害報告取扱計画中の被害報告取扱要領第４．１に基づく。 

③ 世帯および住家の単位 

第3章 第8節 情報収集および被害報告取扱計画中の被害報告取扱要領第４．１に基づく。 
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(3) 救助法の適用手続 

① 市町村 

災害に際し、市町村における災害が、(1)の災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、ま

たは、該当する見込みがあるときは、当該市町村長(市町村長は所轄地域振興局長又は熊本土

木事務所長を経由して)は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

② 県知事は、市町村長からの報告または要請に基づき、災害救助法を適用する必要がある

と認めたときは、直ちに法に基づく救助の実施について、当該市町村および関係機関に通知す

るとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。 
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２．救助の種類および実施方法 
 

救助の種類 実施責任者  救 助 の 対 象   救 助 の 方 法  救助の期間 

避難所の設 
置 

市町村長 (1)避難所に収容する者は、災 
  害により現に被害を受け、 
  または被害を受けるおそれ 
   のある者に限るものとする 
  。 

(1)避難所は、学校、公民館、 
   福祉センター等の公共施設 
  等の既存建物を応急的に整 
   備して使用するものとす 
   る。これらがない場合、ま 
   たはこれらで充足できない 
   場合はその他の既存の建物 
   を、既存の施設が得難い場 
   合は、野外に仮設物又は天 
   幕等を設置して避難所とす 
   る。既存の建物を利用する 
   場合、耐震、耐火、鉄筋構 
   造の建物を優先し、できる 
   限り生活面でバリアフリー 
   化された施設を利用し、そ 
   うでない施設では、障がい 
   者用トイレ、スロープの仮 
   設に配慮する。 
(2)高齢者、障害者等であって 
   避難所での生活において特 
   別な配慮を必要とする者を 
   収容する場合には福祉避難 
   所を設置できる。 
(3)避難所を設置したときは、 
   被災者に周知徹底し収容保 
   護するものとする。 
(4)避難所を設置したときは、 
   直ちに知事に次の事項を報 
   告しなければならない。 
   ①避難所開設の日時および 
     場所 
   ②箇所数および収容人員 
   ③開設予定期間 

 
原則として 
最大限7日 
以内(但し、 
厚生労働大 
臣の承認に 
より期間の 
延長有り） 
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救助の種類 実施責任者  救 助 の 対 象   救 助 の 方 法  救助の期間 

応急仮設住 
宅 

市町村長 (1)住家が全焼、全壊、または 
 流失し、現に居住する住家 
   がない者で、自らの資力を 
   もって、住宅を確保するこ 
   とができない者。 
(2)入居の単位は、り災者1世 
   帯1戸とする。 

(1)設置場所は、県または市町 
  村の公有地を選定するもの 
   とする。ただし、これによ 
   り難い場合は、り災者又は 
   その他の私有地によるもの 
   とする。 
(2)応急仮設住宅の規模は、1 
   戸当たり29.7㎡(9坪)を基 
   準とし、構造は、1戸建、 
   長屋建もしくはアパート式 
   のいずれかとする。 
(3)応急仮設住宅を同一敷地内 
   又は近接する敷地内に概ね 
   50戸以上建設した場合は、 
   居住者の集会等に利用する 
   ための施設を設置できる。 
(4)高齢者、障害者等であって 
   日常の生活上特別な配慮を 
   要する者を数人以上収容 
   し、老人居宅介護事業等を 
   利用しやすい構造及び設備 
   を有する施設(福祉仮設住 
   宅)を設置できる。 
(5)応急仮設住宅に収容すべき 
   入居者の選考にあたっては 
   十分な調査に基づき、必要 
   に応じ、民生委員等の意見 
   を徴する等、り災者の資力 
   その他生活条件等を調査の 
   うえ決定するものとする。 

災害発生の 
日から20日 
以内着工 
供与期間 
当該工事が 
完了した日 
から2箇年 
以内とする。 

 

住宅の応急 
修理 

市町村長 (1)災害によって住家が半焼ま 
   たは半壊し、そのままでは 
   当面の日常生活を営むこと 
   ができない者で、自らの資 
   力をもって応急修理をなす 
   ことができない者。 

居室、炊事場、便所等、日常 
生活に欠くことができない必 
要最小限度の応急的修理とす 
ること。 

工事完了期 
間災害発生 
の日から1ｹ 
月以内 
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救助の種類 実施責任者  救 助 の 対 象   救 助 の 方 法  救助の期間 

たき出し、 
その他によ 
る食品の給 
与 

市町村長 (1)避難所に収容された者であ 
   ること。 
(2)住家の被害が全焼、全壊流 
   失、半焼、半壊または床上 
   浸水等により、現に炊事が 
   できない者であること。 
(3)その他給与が必要であると 
   認められた者であること。 

(1)通常として、包装食、にぎ 
   り食、パン等が適当である。 
   ただし、幼児はミルク等の 
   給与を配慮すること。 
(2)副食としては、漬物、佃煮、 
   かんづめ等で食器類を要し 
   ないもの。 

災害発生の 
日から7日 
以内(但し、 
厚生労働大 
臣の承認に 
より期間延 
長あり) 

飲料水の供 
給 

市町村長 (1)災害のため、現に飲料水を 
   得ることができない者に限 
   ること。(飲料水および炊事 
   のための水であること) 

(1)水の購入、給水器・浄水器 
   等による飲料水の供給及び 
   飲料水中に直接投入する薬 
   品の交付等により行うもの 
   とする。 

原則として 
災害発生の 
日から7日 
間とする。 
(但し、厚生 
労働大臣の 
承認により 
期間延長あ 
り) 

被服、寝具、 
その他生活 
必需品の給 
与または貸 
与 

市町村長 (1)災害により住家に被害(全 
 焼、全壊、流失、半焼、半壊 
 および床上浸水)を受けた者 
 であること。 
(2)被服・寝具・その他生活上 
 必要な最小限度の家財をそう 
 失した者であること。 
(3)被服・寝具、その他生活必 
 需物資がないため、日常生活 
 を営むことが困難な者である 
 こと。 

被災者の実情に応じ 
1.被服、寝具及び身廻品 
2.日用品 
3.炊事用具及び食器 
4.光熱材料 

災害発生の 
日から10日 
以内(但し、 
厚生労働大 
臣の承認に 
より期間延 
長あり) 

 

医 療 市町村長 (1)医療を必要とする状態にも 
   かかわらず、災害のため医 

(1)原則として救護班によって 
   行うものとする。 

災害発生の 
日から14日 
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救助の種類 実施責任者  救 助 の 対 象   救 助 の 方 法  救助の期間 

医 療 市町村長  療の方途を失った者とする。 
   (応急的処置) 

(2)救護班では医療が実施でき 
   ない程度の重傷者及び救護 
   班の到着を待つことができ 
   ない緊急患者については、 
 一般診療機関への入院また 
 は通院も止むを得ない。 
(3)本県の救護班は、法第32 
   条により日本赤十字社熊本 
   県支部と契約している。 

以内(但し、 
厚生労働大 
臣の承認に 
より期間延 
長あり) 

助 産 市町村長 (1)災害のため助産の方途を失 
   った者(死産、流産を含む) 
   であること。 

(1)救護班によって行われるこ 
   とが望ましいが助産師によ 
   ることもできるものとす 
   る。 
(2)救護班および助産師のほ 
   か、助産所または一般医療 
 機関でおこなっても差し支 
 えない。 

分べんした 
日から7日 
以内(但し、 
厚生労働大 
臣の承認に 
より期間延 
長あり) 

救 出 市町村長 (1)災害のため、現に生命、身 
 体が危険な状態にある者 
(2)災害のため、生死不明の状 
 態にある者で、諸般の情勢 
 から判断して、生存してい 
 ると推定される者。 

(1)生命の保全を第一義とし、 
災害の状況に応じて最も適確 
かつ迅速に実施できる方法と 
する。 

災害発生の 
日から3日 
以内(但し、 
厚生労働大 
臣の承認に 
より期間延 
長あり) 

死体の捜索 市町村長 (1)行方不明の状態にある者で、 
   周囲の事情によりすでに死 
   亡していると推定される者 
 イ、行方不明の状態になって 
    から相当の時間を経過して 
    いる場合 
  ロ、災害の規模がきわめて広 
    範囲にわたり、特定の避難 

(1)警察、消防機関およびその 
   他の機関等の協力を得て行 
   うものとする。 

原則として 
災害発生の 
日から10日 
以内(但し、 
厚生労働大 
臣の承認に 
より期間延 
長あり) 
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救助の種類 実施責任者  救 助 の 対 象   救 助 の 方 法  救助の期間 

死体の捜索 市町村長     所等の地域以外は、壊滅し 
    てしまったような場合。 
  ハ、行方不明になった者が重 
    度の身体障害者または重病 
    人であった場合 
 ニ、災害発生後、きわめて短 
 期間のうちに引続き当該地域 
 に災害が発生したような場合 

  

埋 葬 市町村長 (1)災害の混乱の際および直前 
   に死亡した者に対して災害 
   のため遺族が埋葬を行うこ 
   とがきわめて困難な場合等 
   に応急的な埋葬を実施する 
   ものである。 

(1)埋葬は応急仮葬である。 
(2)救助の実施機関が現物給付 
   することを原則とする。 

原則として 
災害発生の 
日から10日 
以内 

死体の処理 市町村長 (1)災害の際死亡した者につい 
   て、その遺族等が混乱期の 
   ため、死体の識別等のため 
   の洗浄、縫合、消毒の措置、 
   死体の一時保存あるいは検 
   案を行うことができない場 
   合。 
(2)通常死体の発見から、埋葬 
   に移る過程において行われ 
   る処理であり、埋葬を前提 
   としたものである。 

(1)救助の実施機関が現場給付 
   として行うものであるこ 
   と。 
(2)刑事訴訟法及び死体取扱規 
   則等他の法令規定に基づい 
   て実施すること。 

原則として 
災害発生の 
日から10日 
以内 

学用品の給 
与 

市町村長 (1)住家の全壊(焼)、流失、半 
   壊(焼)または、床上浸水に 
   より、学用品をそう失また 
   はき損し就学上支障のある 
   小学校児童、中学校及び高 
   等学校等生徒 

学用品の品目 
1.教科書および教材 
2.文房具 
3.通学用品 

原則として 
教科書及び 
教材につい 
ては災害発 
生の日から1 
ｹ月以内 

文房具・通学
用品につ 
いては15日 
以内 
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救助の種類 実施責任者  救 助 の 対 象   救 助 の 方 法  救助の期間 

 
障害物の除 
去 

 
市町村長 

 
(1)当面の日常生活が営み得な 
   い状態にあること。 
(2)日常生活に欠くことのでき 
   ない場所に運び込まれた障 
   害物の除去に限ること。 
(3)自らの資力をもってしては、 
   障害物の除去ができない者 
   であること。 
(4)住家は、半壊又は床上浸水 
   したものであること。 

 
(1)賃金職員または技術者を動 
   員して除去を実施する。 

 
原則として 
災害発生の 
日から10日 
以内 

応急救助の 
ための輸送 
および賃金 
職員 

上記の救助 
種目の実施 
責任者 

1.被災者の避難 
2.医療および助産 
3.被災者の救出 
4.飲料水の供給 
5.死体の捜索 
6.死体の処理 
7.救済用物資の整理配分 

(1)輸送業者との契約によるも 
   の 
(2)輸送業者以外のもの 
(3)官公署および公共的団体に 
   よるもの 

救助種目毎 
の実施期間 
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第14節 救出計画(市町村、消防機関、県警察本部、県知事公室、 
県健康福祉部) 

 

 災害のため生命、身体が危険な状態にある者、あるいは生死不明の状態にある者を捜索し、または

救助して、その者の保護を図るものとする。 

 

１．実施責任者等（市町村、消防機関、県警察本部、関係機関） 

(1) 救出は原則として、市町村長、消防機関および警察機関が協力して実施するものとする。 

(2) 基本法および他の法令の規定により災害応急措置の実施責任を有する者はもちろん、災害の現

場にある者は救出を実施し、または市町村長等に協力するものとする。 

(3) その他、災害救助法を適用した場合は、下記の5「災害救助法に基づく救出要領」によるもの

とする。 

 

２．救出対象者（市町村、消防機関、県警察本部、関係機関） 

り災者の救出は、災害の原因、種別あるいは住家の被害とは関係なく、次の状態にある者に対

し、必要に応じて実施するものとする。 

(1) 災害によって生命、身体が危険な状態にある者で、おおむね次のような場合とする。 

① 火災の際に火中に取り残されたような場合 

② 地震、がけ(山)崩れ等のため倒壊家屋の下敷となったような場合 

③ 水害の際に流失家屋とともに流されるとか、孤立した地域等に取り残されたような場合 

④ 土石流により生き埋めになったような場合 

⑤ 登山者が多数遭難したような場合 

(2) 災害のため行方不明の状態にあり、かつ、諸般の情勢から生存していると推定される者、また

は生命があるかどうか明らかでない者とする。 

 

３．救出の方法 

(1) 市町村、消防職員・団員による救出(市町村、消防機関) 

① 市町村は、消防機関を主体とした救出班を編成し、救出活動を実施するものとする。 

なお、延焼火災が多発している状況下で同時に多数の救出が必要となる場合は、火災現場付

近を優先に救出活動を行うものとする。  

② 救出活動に必要な車両、特殊機械器具、ロープ等の資機材を確保し、迅速かつ的確な救出活

動を実施するものとする。 

③ 市町村による救出が困難な場合は、速やかに隣接市町村、消防機関、警察、自衛隊等の応援

を求めるものとする。 

 

(2) 警察による救出(県警察本部) 

災害発生のおそれがある場合は、人的被害の未然防止を最重点とした警備対策を講じるととも

に、災害が発生したときは次により被災者の救出措置を行うものとする。 
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① 要救助者及び死傷者の有無の確認、その速やかな救出救助活動 

② 消防機関、救出機関等と連携・協力した負傷者の救護搬送活動 

③ 行方不明者があるときは、その速やかな捜索活動 

④ 救出救助活動の迅速かつ円滑な推進を図るために必要な交通規制等の活動 

⑤ 大規模な災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合は、広域緊急援助隊の出動要請 

 

(3) 自主防災組織による救出 

自主防災組織にあっては、組織内における被害状況を調査し、救出対象者の早期発見に努める

ものとする。救出対象者を発見した場合には、迅速な救出活動を行い、又は市町村、消防機関、

警察等に連絡して、早期救出に努めるものとする。 
 

４．関係機関の連携（県、関係機関） 

警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の実動機関ヘリ、防災消防ヘリ、ドクターヘリ等は、必要に

応じて連携し、迅速かつ確実に被災者の救出、救助、捜索活動等を実施する。 
 

５．惨事ストレス対策 

救出、救助活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策に努めるものとする。 

 

６．応援の手続き 

市町村長において救出作業をできないとき、または機関器材等の調達ができない場合の応援の手

続きは、次によるものとする。 

(1) 市町村長において応援を受ける必要があると認めたときは、県等の出先機関に対し要請を行う

ものとする。 

(2) 県等の出先機関(地方本部)において応援を求められたときは、直ちに県本庁(県本部)に通報す

るとともに、すみやかに応援するものとする。 

また、県等の出先機関(地方本部)において応援の実施ができないときは、県本庁(県本部)に応

援の要請を行うものとする。 

(3) 県本庁(県本部)において応援の要請を受けたとき、または救出実施の必要を認めたときは、県

等の出先機関(地方本部)及び県防災消防航空センターに対し、応援の実施について指示し、また

は県本庁(県本部)において直接実施するものとする。 

 

７．災害救助法に基づく救出 

第3章 第13節 災害救助法等の適用計画中の2救助の種類および実施方法による。 
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第15節 行方不明者等捜索および遺体収容埋葬計画(市町村、県警察本部、
県健康福祉部、海上保安部) 

 

 災害により行方不明の状態にある者で周囲の状況により既に死亡していると推定される者(以下

「行方不明者等」という。)や死亡者の遺体を放置することは、人道上からも許されないことであり、

混乱期の人心の安定を図るうえからも早急に実施する必要がある。 

 このため、関係機関・団体と緊密な連絡をとり、迅速に行方不明者の捜索及び遺体の埋葬活動を実

施するものとする。 

 

１．実施機関 

行方不明者等の捜索及び埋葬等は、市町村長が、警察、消防機関、海上保安部、警察医会、警察

歯科医会等の協力を得て行うものとする。 

当該市町村だけでは十分な対応ができない場合、市町村及び県は、周辺市町村、自衛隊等に対し

て応援要請を行い、これらの機関の応援を得て実施するものとする。 

 

２．行方不明者等の捜索 

警察は、災害警備活動に付随して、市町村の行う行方不明者等の捜索に協力するものとする。 

行方不明者等の届出受理の適正を期すとともに、情報の収集に努め、積極的に調査を実施するも

のとする。 

 

３．遺体の検視、身元確認 

警察は、明らかに災害により死亡したと認められる遺体を発見したとき又は遺体がある旨の届出

を受けた場合には、検視規則（昭和３３年国家公安委員会規則第３号）及び死体取扱規則(昭和33

年国家公安委員会規則第４号)に基づき、遺体の検視、見分（以下「検視等」という。）を行うも

のとする。 

遺体の検視等に当たっては、指紋の採取、写真撮影等を行い、検視等終了後、遺族に引き渡すも

のとする。また医師会、警察医会、警察歯科医会等との緊密な連携により、迅速かつ的確な検視等、

身元確認に努めるものとする。 

 

４．遺体の引き渡し 

受取人がいない遺体又は身元不明の遺体は、戸籍法第９２条第１項に規定する検視調書等を添え

て、市町村長に引き渡すものとする。 

 

５．遺体の収容 

市町村は、警察と協議し、被害現場付近の適当な場所(寺院、公共建物等)に遺体の安置所を開設

し、遺体を安置するものとする。 

なお、市町村は、死者及び行方不明者数を早期に把握し、棺、遺体保存剤等の納棺用品を確保す

るものとする。 
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６．遺体の火葬 

(1) 市町村は、次により火葬の実施体制の確保を行うものとする。 

① 火葬場の被災状況の把握 

② 死亡者数の把握 

③ 火葬相談窓口の設置 

④ 遺体安置所の確保 

⑤ 作業要員の確保 

⑥ 火葬場への搬送経路及び搬送手段の確保 

⑦ 棺、遺体保存剤、骨壺の調達 

⑧ 火葬用燃料の確保 

(2) 県は、必要に応じて熊本県広域火葬計画に基づき、被災市町村と連携して、広域的な火葬の実

施を支援するものとする。 

また、県は、厚生労働省に対して火葬の状況を報告し、火葬許可証発行の特例措置を要請する

ものとする。 
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第16節 医療救護計画(県健康福祉部、日赤県支部、県医師会、 
熊大医学部付属病院等) 

 

 大規模・広域的な災害や事故等により多数の傷病者が発生し、被災地及びその周辺の医療救護の対

応能力を著しく超えた場合において、県、市町村は、日本赤十字社熊本県支部、熊本県医師会、災害

拠点病院（別冊資料編参照）、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、熊本県公的病院災害ネットワーク、

熊本大学医学部附属病院等と緊密な連携のもと、総力を挙げて迅速かつ適切な医療救護活動を実施す

る。 

 

１．実施機関 

(1) 災害時における医療救護は、被災地域の市町村長が行う。 

(2) 災害が広域的に発生した場合又は被害が甚大である場合、知事がこれを行う。 

 

２．医療救護体制の整備 

(1) 県は、災害時における情報収集と関係機関との連携を円滑に行うために、広域災害・救急医療

情報システムの拡充強化と情報ネットワーク網を整備する。 

(2) 市町村は、当該市町村の地域防災計画にのっとり医療救護体制を整備する。 

(3) 日本赤十字社熊本県支部は、指定公共機関として医療救護体制を整備する。 

(4) 熊本県医師会は、指定地方公共機関として医療救護体制を整備する。 

(5) 災害拠点病院は、傷病者の受入体制や医療用資器材の貸出し機能を整備する。 

(6) 公的病院等においては、熊本県公的病院災害ネットワークにより相互の連携を図り、応援体制

を整備する。 

(7) 熊本大学医学部附属病院は、特定機能病院として機能強化を図り、重篤な傷病者の受入れ体制

を整備する。 

(8) 上記の各機関、団体は医療救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を編成する。 

(9) 上記の各機関、団体は災害に備えて研修・訓練を実施する。 

 

３．医薬品、歯科用品等の安定供給体制の整備 

(1) 県は、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び伝達のため、各種団体と緊急連絡

網を整備する。 

(2) 県は、初動医療のための医薬品等（６千人分）を県内６カ所に１千人分づつ分散して備蓄する。

備蓄の現状は別冊資料編のとおりである。 

(3) 県は、災害時の医療品等確保のための中長期的対策として、医薬品等供給団体及び医療機関等

の協力を得て、医薬品等の安定確保に努める。 

(4) 県は、医療施設の医療機器の修理、交換等に関する関係者間の連絡体制等の整備を図るととも

に、技術者の有効な交通手段の確保を図る。 

(5) 県は、災害時における医薬品等の搬送の際の緊急車両としての通行許可について考慮するとと

もに、陸上交通遮断等を想定し、船舶の確保あるいは防災消防ヘリコプター及び自衛隊のヘリコ
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プター等の活用を含めて、医薬品等の搬送体制の確保を図る。 

(6) 他県からの医薬品等応援物資の受け入れ、他県への支援の際には、専門知識を有する者が不可

欠であるため、県薬剤師会等との連携を密にし、マンパワーの確保を図る。 

(7) 県は、医薬品等の供給確保を図るうえで必要な事項について、医薬品等供給関係団体との間で

協定を締結するよう努める。 

 

４．初動体制 

(1) 県は、速やかに被災地の医療情報の収集を開始し、被災地周辺地域及び近隣県との情報連絡体

制を確立する。 

(2) 県は、医療救護活動が迅速かつ適切に実施できるよう日本赤十字社熊本県支部、災害拠点病院、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、熊本県公的病院災害ネットワーク、熊本県医師会、熊本大学

医学部附属病院等に対して、早期から積極的に情報提供を行う。 

(3) 知事は、被害の状況に応じて「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づき、他県への医療救

護班の派遣を要請する。 

(4) 知事は、大規模な災害が発生した場合、健康福祉対策部に健康福祉部長を長とする医療救護対

策室を置く。医療救護対策室は、日本赤十字社熊本県支部、熊本赤十字病院、熊本県医師会、熊

本大学医学部附属病院の災害医療担当者を招集し、医療救護に関する情報を共有し、医療救護活

動の方針等の調整を行う。 

(5) 医療救護対策室は、統括ＤＭＡＴに参集を依頼し、医療救護対策室の下に、おもに急性期にお

けるＤＭＡＴの活動方針の決定や関係機関との調整等を行うＤＭＡＴ県調査本部を設置する。 

(6) 地方災害対策本部は、市町村、消防機関等と連携のうえ、医療機関の被災状況、傷病者の状況、

医療の確保状況等の情報を収集し、地域の関係機関等に対して情報提供を行う。 

(7) 地方災害対策本部に、保健所長を長とする医療救護現地対策室を置く。医療救護現地対策室は、

日本赤十字社熊本県支部、郡市医師会、災害拠点病院等の情報連絡員を受入れ、現地の医療救護

体制の調整を行う。 

 

５．医療救護の実施 

(1) 被災地内医療救護活動 

① 市町村長は、被災地の状況に応じて適切な場所に救護所を設置し、医療救護班による医療救

護活動を行う。当該市町村のみでは対応できないと判断される場合には、県に応援協力を要請

するとともに、市町村相互間の応援協定等に基づき、隣接市町村に応援等を要請する。 

② 知事は、市町村長からの協力要請等により広域支援が必要と認める場合、日本赤十字社熊本

県支部、熊本県医師会、災害拠点病院等に対する医療救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

の派遣要請及び自衛隊への医療救護に関する派遣要請を行う。 

③ 知事は、医薬品を医薬品配分拠点、救護所等へすみやかに供給するとともに薬剤師を派遣し、

併せて、熊本県薬剤師会等への協力を依頼する。 

また、避難所での服薬指導、薬についての相談及び一般医薬品の供給等に応じるため薬剤師

等を派遣する。 
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④ 現地に到着した医療救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）は、医療救護現地対策室と連

携し、救護所において、トリアージ及び応急救護を行う。 

⑤日赤救護班は、医療救護現地対策室と連携のうえ、救護所内の指揮をとる。ただし、日赤救護

班が派遣されていない救護所にあっては医療救護現地対策室長が指定した者がこれを行う。 

⑥ 被災地域の災害拠点病院及び中核的な病院は傷病者の受入、応急救護、後方支援病院への転

送を行う。 

⑦ 医療施設への電気、ガス、水道の確保 

知事は、医療施設の電気、ガス、水道等のライフラインの復旧について、優先的な対応が行

われるように事業者に要請する。 

また、ライフラインの復旧までの間、医療施設への水の供給及び自家用発電器の燃料の確保

を図るための必要な措置を講じる。 

⑧ 医療機器の修理及び交換 

知事は、必要に応じ、被災地内の病院等に設置されている医療機器の修理・交換を医療機器

関係団体等に要請する等の支援を行う。 
⑨ 県は、防疫と公衆衛生の維持に努める。 

 

(2) 傷病者の搬送と収容 

① 県災害対策本部は、医療救護現地対策室の医療情報を得て、適切な医療機関への搬送手段を

確保する。 

② 熊本赤十字病院、熊本大学医学部附属病院、被災地以外の災害拠点病院や公的病院等の後方

支援病院は、被災地域の医療機関で対応の困難な傷病者を受け入れる。 

③ 県災害対策本部は、広域搬送の必要が生じることが予測される場合、県外受入れ医療機関並

びにヘリコプター等の広域搬送手段を確保する。 

 
 

６．個別疾患 

(1) 難病、人工透析 

① 県は、あらかじめ人工呼吸器装着患者、酸素療法患者等特別な配慮を要する難病患者、透析

患者等の受療状況及び治療に必要な施設を有する医療機関の把握に努めるものとする。 

② 知事は、把握した医療機関における医薬品等の確保状況を把握し、関係団体を通じて医療機

関へ医薬品等の提供を要請する。 

(2) 妊婦、新生児 

① 県は、あらかじめ、高度医療を必要とする妊婦、新生児について、医療機関の受入状況の把

握に努めるものとする。 

(3) 精神疾患 

① 県は、精神保健医療に関する情報の集約を図り、支援団体との調整、支援チームの割り振り、

移送手段の確保等を総括的に行い、迅速な対応に努める。 

② 県は、被災医療機関の入院患者の受入先の把握及び調整を図る。 
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７．医療体制の移行等 

県は、医療機関と協力し、災害発生直後の急性期医療から急性期以降への医療体制の移行等、状

況（段階）に応じた適切な医療提供体制の確保に取り組むものとする。 
 

８．惨事ストレス対策 

医療救護活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとする。 

 

９．災害救助法に基づく措置 

第３章第13節 災害救助法の適用計画中の２救助の種類および実施方法による。 

 

10．費用の負担 

(1) 医療救助活動に要した費用は、原則として当該市町村の負担とする。 

(2) 災害救助法第２３条の救助費用は、県が支弁する。 

 

11.損害の補償 

(1) 市町村長は、災害対策基本法第６５条および第８４条の規定により応急措置の業務に従事させ

た場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又

は障害者となったときは、当該市町村の条例で定めるところによりその者又はその者の遺族若し

くは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償するものとする。 

(2) 知事が災害対策基本法第８４条第２項の規定による同法７１条の従事命令により応急措置の

業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は障害者となったときは、条例で定めるところによりその者又はその者の遺族若

しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償するものとする。 
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第17節 食糧供給計画(県農林水産部、県健康福祉部、県商工観光労働部、
県環境生活部、県知事公室、九州農政局生産部) 

１．実施機関 

  り災者及び災害応急従事者等に対する食糧の供給は、市町村長が実施するものとする。 

市町村のみでは、実施が不可能な場合は、近隣市町村、県、国、その他関係機関の応援を得て実

施するものとする。 

 

２．米穀の調達・供給   (県農林水産部・九州農政局生産部) 

(1) 応急調達 

① 調達可能数量の把握 

農林水産省に照会し、調達可能数量を把握するものとする。 

② 調達の方法 

ア 農林水産省を通じて、米穀販売事業者から調達するものとする。 

イ 必要な場合は、知事は農林水産省と協議して、同省を通じて受託事業体から政府米を調達

することとする。 

(2) 応急供給 

米穀販売事業者に被災地域への米穀の輸送を要請し、市町村に供給するものとするが、必要な

場合は、別節「輸送計画」に基づき市町村に供給するものとする。 

 

  ＊ 九州農政局生産部 096-211-9111 

 ＊ 関係要領等「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」 

        「緊急食料調達・供給体制整備要綱」 

 

 

３．乾パンの調達・供給 (県健康福祉部) 

県備蓄分の供給 

災害救助法が適用される震災が発生した場合、県が備蓄している乾パンについては、直接又は、

市町村長を通じてり災者に供給するものとする。 

 

４．農畜産物(生産物)応急供給(県農林水産部) 

応急用食料としての農畜産物の調達及び供給については、大規模災害による不足の事態に備え、

関係団体等との連絡体制を整備するものとする。災害発生後においては、迅速に農畜産物の需給動

向、産地、処理施設、道路等輸送手段の被害状況を把握し、次により必要に応じて関係団体に対し

て、農畜産物の調達及び被災地域への供給を要請するものとする。 

(1)野菜・果実・果汁 

① 野菜 
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② 果実、果汁 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 食肉・卵・牛乳 
① 食肉、卵 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ② 牛乳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．生鮮食料品等の流通確保対策(県農林水産部) 

 (1) 被災地への生鮮食料品等の円滑な流通の確保 

輸送ルート、輸送手段及び物資集積地に関する情報収集を行い、関係農業団体に当該情報を提

供し、被災地への生鮮食料品等の出荷について協力を要請するものとする。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) 円滑な卸売市場流通の確保 

園 芸 課 

野 菜 班 

熊本県経済農業協同組合

連 合 会  園 芸 流 通 部

（096-328-1150） 

被災地域 
状況の把握 

 
要   請 

野菜の供給 

 

園 芸 課 

果樹 

・花き班 

熊本県果実農業協同組合 

連合会 

青果事業本部(096-389-3317)

営業部   （096-389-3314） 

被災地域 
状況の把握 

 
要   請 

果実･果汁の供給 

 

畜 産 課 

経営環境班 

(株)熊本県畜産流通センター 

0968-26-4121 
熊本県養鶏農業協同組合 

096-242-3131 

被災地域 
状況の把握 

 
要   請 

食肉・卵 

の供給 

 

畜 産 課 

経営環境班 

熊本県酪農業協同組合連合

会 

総務部 096-388-3511 

熊本県牛乳協会 

     096-360-6250 

被災地域 

状況の把握 

 
要   請 

牛乳の供給 

 

農 産 物 

流通企画課 

熊本県経済農業協同組合連合会 

園芸流通課 096-328-1149 

熊本県果実農業協同組合連合会

販売課 096-389-3311 

熊本県酪農業協同組合連合会 

販売促進部 096-388-0101 

被災地域 
情報の提供 

 

 

食料の出荷 
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   卸売市場の被災状況等の情報収集を行い、出荷団体に提供し、迅速な対応を要請するものとす
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

６．災害時における味噌・醤油の供給 

(1) 供給方法 

供給方法は、関係機関その他から、下記または災害地に供給できる地域に所在する業者に連絡

次第、業者において供給するものとする。 

熊本県みそ工業協同組合(電話096-356-8200) 熊本市中央区南千反畑町11-5 

熊本県醤油工業協同組合(電話096-356-8200) 熊本市中央区南千反畑町11-2 

 
 

７．炊きだしの実施及び食料の配分(県関係各部、市町村) 

 (1) 炊きだしの実施 

   市町村は、原則として避難所内又は既存の給食施設若しくは仮設給食施設において、みずか

ら又は委託して炊き出しを行うものとする。 

市町村が多大の被害を受けたことにより、当該市町村において炊き出しによる食料の給与の

実施が困難と認めたときは、県及び近隣市町村に炊き出しについて協力を要請するものとする。 

   県は、市町村から要請を受けたときは、次の措置を講じるものとする。 

  ① 日赤奉仕団への要請(健康福祉部) 

  ② 自衛隊への応援要請(県知事公室) 

  ③ 集団給食施設への炊飯委託(関係各部) 

 (2) 食料の配分 

   被災住民へ食料の配分に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

  ① 各避難所等における食料の受け入れ確認及び需給の適正を図るため責任者の配置 

  ② 住民への事前周知等による公平な配分 
 

８．その他の食料等の確保(県商工観光労働部、県環境生活部) 

応急用食料として、県は、食品製造業者及び小売業者等の協力を得て、災害時に必要な食料の調

達に関する協定を締結し、次に掲げる食料等の確保を行うものとする。 

農 産 物 

流通企画課 

熊本県経済農業協同組合連合会 

園芸流通課 096-328-1149 

熊本県果実農業協同組合連合会

販売課 096-389-3311 

熊本県青果卸市場連合会 

事務局 096-323-2002 

熊本県魚市場連合会事務局 

 096-323-2002 

情報の提供 

 
収   集 
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 (1) ビスケット・クッキー  (2) 即席麺  (3) 粉ミルク  (4) 飲料水(ペットボトル) 

 (5) パン  (6) その他必要と認められる食料等 

※協定締結一覧は一般災害対策編参考資料に掲載。 

 

９．救助法に基づく食品の給与 

第3章第13節 災害救助法等の適用計画中の2救助の種類および実施方法による。 
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第18節 給水計画(県健康福祉部、県環境生活部) 
 

 災害時に飲料水が汚染または枯渇し、飲料に適する水を得ることができない場合に、応急的に飲料

水を確保するための計画は、次に定めるところによる。 

 

１．実施体制 

(1) 飲料水供給の実施は、被災市町村が行うものとする。当該市町村は、自ら応急的な給水の実

施が困難な場合は、近隣市町村、県および国その他関係機関の応援を求めて飲料水の供給を実

施するものとする。 

(2) 県は、被災市町村から、災害により飲料水の供給実施が被災市町村において応急給水できな

い旨の報告または飲料水供給に関する支援の要請があった場合には、近隣市町村または水道事

業者等に指示し、飲料水の緊急確保を図るものとする。 

 

２．給水方法 

(1) 水道水の運搬給水 

応急給水を行う者は、隣接水道から給水車等(加圧ポンプ付給水車、車載式給水車）を用いて運

搬し、残留塩素濃度を確認するなど水質維持に十分注意し給水を実施するものとする。この場合

の給水量は1人1日当たり最小3リットルを目標とするが、被災状況や復旧状況等に応じて適宜増加

する。 

(2) 浄水セットによる給水 

水道施設のない場所で飲料水生産・給水支援を行う場合は、別節「自衛隊派遣要請計画」によ

り自衛隊に依頼して、湖沼水、河川水等をろ過し、残留塩素を確認のうえ給水を行うものとする。 

 

３．救助法による飲料水の供給 

第3章第13節 災害救助法等の適用計画中の2救助の種類および実施方法による。 
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第19節 衣料品等物資供給計画(県健康福祉部) 
 

 災害によって、住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない衣料品および生活必需品をそう

失またはき損し、しかも災害時の混乱のため、これらの物資等を直ちに入手することが困難なり災者

に対して、これらの物資等を給与または貸与することによって、災害時における被災住民の安定を図

るものとする。 

 

１．実施機関 

(1) り災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与は、市町村長が実施する。 

(2) 市町村限りで処理できないときは、隣接市町村、県その他の関係機関の応援を求めて実施する

ものとする。 

 

２．救助法に基づく措置 

第3章第13節 災害救助法等の適用計画中2救助の種類および実施方法による。 

 

３．労務の調達 

救助物資の購入および配分に必要な労務者については、別節「労務供給計画」の定めるところに

よってそれぞれ確保するものとするが、これらによる確保が困難または不可能なときは、消防団ま

たは民間団体等を活用して労務の確保を図るものとする。 
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第20節 住宅応急対策計画(県健康福祉部、県土木部、市町村) 
 

 災害のため住家が滅失したり災者に対し住宅を貸与し、または被害を受けた住家に対し居住のため

必要な最小限度の部分を応急的に補修してり災者の居住安定を図るものとする。ただし、災害発生直

後における住居対策については、別節「避難計画」の定める避難所の開設および収容によるものとす

る。 

 

１．実施機関 

罹災者に対する応急仮設住宅の建設及び応急修理は、災害救助法が適用されたときは、知事から

権限の委任を受けた市町村長が行うものとする。 

市町村長のみでは、実施することが不可能な場合は、近隣市町村、県、国、その他関係機関の応

援を得て実施するものとする。 
 

２．応急仮設住宅の建設 

県が行う応急仮設住宅の建設は、「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」に基づき、

民間住宅建設関係団体の協力を得て実施するものとする。 

応急仮設住宅の建設に当たっては、被災者に係る世帯人員や高齢者、障がい者等に配慮した仕様

及び設計に努めるものとする。 

 

３．住宅の応急修理 

県が行う住宅の応急修理は、建設関係業者の協力を得て実施するものとする。 
 

４．公営住宅の提供 

災害により住家が滅失した被災者が公営住宅への入居を希望した場合、知事及び関係市町村長は

公営住宅の入居(公営住宅法第22条第1項に基づく特定入居、又は、地方自治法第238条の4第4項に

基づく目的外使用許可)について、最大限の配慮を行うものとする。 
 

５．民間施設の提供 

県、市町村は、民間賃貸住宅関係団体と「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」を

締結するなど協力体制の強化を図り、災害時における被災者の一時居住のための住宅提供に努める

ものとする。 

また、ホテル・旅館等民間宿泊施設や空家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により避

難所の早期解消に努める。 
 

６．応急仮設住宅の運営管理 

市町村は、各応急仮設住宅の運営管理を行うものとする。この際、応急仮設住宅における安心・

安全の確保、孤立化や引きこもりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティ

の形成及び運営に努めるとともに、男女共同参画の視点に配慮するものとする。 

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。 
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なお、県は、市町村が行う各応急仮設住宅の管理運営に協力するものとする。 
 

７．災害救助法に基づく措置法 

(1) 救助法に基づく措置 

第3章第13節 災害救助法等の適用計画中の2救助の種類および実施方法による。 

(2) 災害救助法適用による災害応急仮設住宅および応急修理の場合における労務者の調達につ

いては、別節「労務供給計画」に定めるところによる。 
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第21節 交通規制計画(県土木部、市町村、県警察本部、九州地方整備局、 
西日本高速道路（株）) 

 

 災害時に、住民等の円滑な避難誘導が必要な場合、道路災害が発生する恐れがある場合、又は橋梁

等の交通施設に被害が発生した場合又は交通の混乱を防止して緊急輸送を確保するため必要がある

場合には、交通規制を行って被害の軽減と迅速な応急対策を実施するものとする。 

 

１．実施責任者 

災害時の交通規制は、次の区分によって行うものとするが、道路管理者と警察は、常に緊密な連

絡を保ち、応急措置の万全を期するものとする。 
 

区    分 範          囲 

            国土交通大臣 
道路管理者  知    事 
            市 町 村 長 
            西日本高速道路 

(1) 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認め
  られる場合 
(2) 道路に関する工事のため、やむを得ないと認める場合 

 
             公安委員会 
警  察    警 察 署 長 
             警 察 官 

(1) 災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急
の必要があると認めるとき 

(2) 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るた
  め必要があると認めるとき 
(3) 道路の損壊、火災の発生、その他の事情により道路において交
   通の危険が生じ、またはそのおそれがある場合 

 
 

２．交通規制の措置 

 措置要領 

(1) 道路管理者（県土木部、市町村、九州地方整備局、西日本高速道路(株)） 

道路管理者は、道路、橋梁等交通施設の巡回調査に努め、災害等により交通施設等の危険な

状況が予想され、または、、発見したとき、もしくは通報等により承知したときは、すみやか

に必要な規制を実施するものとする。 

(2) 警察（県警察本部） 

① 災害により、住民等の円滑な避難誘導が必要なとき、道路、橋梁等の交通施設の危険な状

況が予想され、または発見したとき、もしくは通報等により承知したときは、すみやかに必

要な交通規制を実施するものとする。 

② 災害が広域にわたる場合、もしくは、幹線道路の破損および決壊等のため、交通上の支障

が広域にわたる場合の交通規制は、災害の規模およびう回路等との関係を総合的に判断して

実施するものとする。 
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③ 必要がある場合は、他県から被災地に通ずる主要道路について、被災地に向かう車両等の

交通規制を隣接県に要請するものとする。 

④ 各警察署において、交通規制等の措置をなした場合は、報道機関等を通じて一般の通行人

および住民等に周知徹底し、一般交通に支障のないよう万全を期するものとする。 

⑤ 交通規制を行う場合は、法令に定められた標識を設置し、また設置不可能な場合および設

置のいとまがない場合は、警察官が現場で整理に当たるなど、交通に支障がないように措置

するものとする。 

⑥ 緊急通行車両の通行の確保等的確、円滑な災害応急対策に資するため、県警備業協会をは

じめ、関係機関・団体に対する協力要請を行い、広域交通管制及び交通広報による交通総量

抑制対策を実施するものとする。 

⑦ 災害発生時の交通規制を円滑に行うため、警備業者等が交通誘導の実施等の応急対策業務

に関して、協力方法、費用負担、災害保障、訓練等の協議を行い、協定等を締結するよう努

めるものとする。 

 

 

３．交通規制の実施（県土木部、県警察本部、九州地方整備局、西日本高速道路(株)） 

(1) 危険箇所の交通規制 

道路の破損、決壊その他の状況により通行禁止、または交通を制限する必要があると認める

ときの交通規制の実施は、道路管理者または警察が、禁止または制限の対象、区間、期限およ

び理由等を明りょうに記載した道路標識等を設置するとともに、必要な場合は、う回道路の標

識も明示し、一般の交通に支障のないよう措置するものとする。 

なお、道路標識施設の設置基準は、次によるものとする。 

① 道路標識を設ける位置 

ア 通行止め………歩行者、車両および路面電車等の通行を禁止する区間の前面における道

路の中央 

イ 通行制限………通行を制限する前面における道路の中央または左側の路端 

ウ う回路…………う回路のある交差点の手前の左側の路端 

② 道路標識の構造 

道路標識は堅固な構造とし、所定の位置に整然と設置して修理、塗装、清掃等の維持を行

うほか、夜間において遠方から確認し得るよう照明または反射装置を施すものとする。 

③ 道路標識の寸法および色彩は、道路標識、区画線および道路標示に関する命令 

(昭和35年  総理府・建設省  令第3号)に定めるところによる。 

(2) 異常気象時における道路通行規制要領 

異常気象時における道路通行規制要領は、別冊資料編による。 
 

４．相互の連絡・協力(県土木部、県警察本部、市町村、九州地方整備局、 

西日本高速道路（株）) 

道路管理者及び警察は、次の事項について相互に連携、協力し、的確かつ円滑な災害応急対策を

実施するものとする。 
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(1) 被災地の実態、道路の被害状況及び交通状況等に関する情報を収集し、相互に情報を交換

する。 

(2) 緊急通行車両の通行を確保すべき道路の障害物排除等のための応急対策の実施及び重機等

の支援部隊の速やかな要請を行うものとする。 

 

 

５．災害対策基本法に規定する通行禁止区域等における障害物の除去 

災害対策基本法第７６条第１項の規定により、公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生

しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするために緊急

の必要があると認めるときは、速やかに区域又は道路の区間(以下「区域等」という。)を指定し

て、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し又は制限し、緊急交通路の確保に当た

るものとされているが、同法第７６条の３の規定に基づく当該区域等における車両その他の物件

の障害物除去の方法については、次のとおりとする。 

(1) 緊急交通路の確保 

警察は、放置車両の撤去等の緊急交通路における障害物の除去について、道路管理者、消防

機関、自衛隊等と協力して、緊急交通路の確保を図るものとする。 

(2) 運転者等に対する措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となり、

これにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、車両その

他の物件の占有者、所有者又は管理者に対して、車両その他の物件の移動等の措置を命ずるこ

とができる。 

(3) 放置車両等の撤去 

警察官は、(2)の措置をとることを命ぜられた者が、移動等の措置をとらないとき又はその

命令の相手方が現場にいないために移動等の措置をとることを命ずることができないときは、

自ら移動等の措置をとることができる。 

この場合において、警察官は、移動等の措置をとるためやむを得ない限度において、当該措

置に係る車両その他の物件を破損することができる。 

(4) 自衛官による撤去 

自衛隊法第８３条の２に規定する災害派遣により派遣を命ぜられた自衛官は、警察官がその

場にいないときに限り、自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため(2)及び(3)の措置

命令をとるものとする。 

(5) 消防吏員による撤去職務を執行中の消防吏員は、警察官がその場にいないときに限り、消

防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため(2)及び(3)の措置命令及び措置をとるものと

する。 

(6) 自衛官及び消防吏員の通知自衛官及び消防吏員は、(4)及び(5)の措置命令及び措置をとっ

た場合は、直ちにその旨を別冊資料編に定める様式により当該措置をとった場所を管轄する警

察署長に通知するものとする。 
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第22節 輸送計画(九州運輸局熊本運輸支局、九州旅客鉄道(株)熊本支社、 
熊本海上保安部、自衛隊) 

 

 本計画は、災害時における陸、海、空の緊急輸送体制を確立し、応急対策実施に必要な人員、資器

材および救援物資等の輸送力を確保し、応急措置の万全を期する。 

 

１．輸送実施機関（関係機関） 

基本法第50条および第51条に規定する実施責任者とする。ただし、これらの機関で処理できない

場合は、輸送を業とする公共機関、地方公共機関ならびにこれに準ずるもの等、または自衛隊に応

援を要請して緊急輸送の確保を図るものとする。 

 

２．輸送力の確保措置 

 実施機関において所有する車両だけでは、輸送が確保できない場合は、次の順位により必要に

応じて借上げて輸送の円滑化を図る。 

(1) 車両等確保 

① 公共的団体の車両等 

② 輸送を業とする者の所有車両等 

③ その他(自家用車両等) 

(2) 鉄道、軌道、空中輸送等の確保 

① 鉄道、軌道輸送要請 

必要に応じ、九州旅客鉄道株式会社熊本支社等に要請するものとする。 

② 空中輸送要請 

別節「自衛隊派遣要請計画」に定めるところによる。 

(3) 船舶の確保 

① 公共的団体の船舶 

② 海上輸送を業とする者の所有船舶等 

 

３．輸送の方法 

(1) 陸上輸送 

① 道路輸送(九州運輸局熊本運輸支局、関係機関) 

災害時における緊急輸送は、本県の地勢および過去の災害の実情等から考えてみると、大半

が陸上輸送であって、なかんずく道路輸送による場合が多い。 

このことから考えても、関係機関は災害時における緊急輸送が、迅速かつ円滑に行われるよ

う協力するものとする。 

② 鉄道輸送(九州旅客鉄道株式会社熊本支社) 

鉄道輸送は地域的に限定されるが、道路輸送が困難をきわめ、または不可能な場合ならびに

鉄道輸送による輸送が、迅速適切と判断される場合に応急輸送の確保を図るものとする。 

(2) 水上輸送(熊本海上保安部、九州運輸局熊本運輸支局) 
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船舶等による海上輸送については、主として熊本海上保安部所属船艇の優先出動により緊急輸

送に当たるものとするが、必要に応じ管区本部長へ船艇の派遣要請、または九州運輸局熊本運輸

支局等の関係機関の協力を得て応急輸送の確保を図るものとする。 

(3) 空中輸送 

災害時に陸上輸送および海上輸送が困難、もしくは不可能な場合、または空中輸送が適切であ

ると判断した場合の応急輸送の確保を図るものとし、防災消防ヘリコプターを活用するとともに

別節「自衛隊派遣要請計画」に基づき自衛隊による空中輸送を実施するものとする。 

 

 

４．救助法による輸送 

第3章第13節 災害救助法の適用計画中の2救助の種類および実施方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

第23節 緊急通行車両確認計画(県知事公室、県警察本部) 
 

県、市町村及び関係機関は、災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合において、

災害応急対策に必要な人員、資機材等を迅速かつ確実に輸送するため、緊急通行車両の運用、確認手

続き等を整備するものとする。 

 

１．緊急通行車両の限定 

緊急通行車両において輸送する対象は、被災状況及び被災応急対策の進捗状況に応じて、概ね

以下のとおりとする。 

(1) 第一段階(地震発生直後の初動期) 

① 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

② 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

③ 交通規制に必要な人員、物資 

④ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

⑤ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信・電力・ガス・水道施設保安要員

等初動の応急対策に必要な要員、物資 

⑥ 緊急通行に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧及び緊急輸送道路確保のための人員、物資 

(2)第二段階(応急対策活動期) 

① 前記(1)の継続 

② 食料、水等生命維持に必要な物資 

③ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

(3) 第三段階(復旧活動期) 

① 前記(2)の継続 

② 災害復旧に必要な人員、物資 

③ 生活必需品 

 

２．緊急通行車両の確認(県知事公室、県警察本部) 

公安委員会が、災害対策基本法第76条に基づく通行の禁止又は制限を行った場合、緊急通行の

ための車両の使用者の申出により、知事又は県公安委員会は、災害対策基本法施行令第33条の規

定により緊急通行車両の確認(証明書及び標章の交付)を行うものとする。 

(1) 申請手続(申請窓口) 

緊急通行車両であることの確認を受けようとする車両の使用者は、緊急通行車両確認申請を知

事又は公安委員会の下記部局に提出するものとする。 

① 知事(県)       知事公室危機管理防災課 

② 公安委員会 

ア 県警察本部  交通部交通規制課 

イ 各警察署   交通課 

(2) 緊急通行車両の証明書及び標章の交付 
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緊急通行車両であることを確認したときは、知事及び公安委員会は、速やかに災害対策基本法

施行規則に定める証明書及び標章を申請者に交付するものとする。 

(3) 緊急通行車両の事前届出(県公安委員会) 

公安委員会は、災害時における緊急通行の交通需要を事前に把握するとともに、緊急通行車両

の確認事務の省力化、効率化を図るために、次のいずれにも該当する車両については、事前届出

を受理するものとする。 

① 災害時において、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災害対策基本法

第50条第1項に規定する災害応急対策を実施する計画がある車両 

② 次に掲げる方法により、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機

関及び地方公共団体(以下「指定行政機関等」という。)が所有又は使用する車両 

ア 指定行政機関等が自ら所有する車両 

イ 指定行政機関等が契約等により専用に使用する車両 

ウ 指定行政機関等が災害時に関係機関・団体等から調達する車両 
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第24節 民間団体活用計画(県教育庁、日本赤十字社熊本県支部) 
 

災害における民間団体〔青年団、婦人会（日赤地域奉仕団）赤十字ボランティア（奉仕団、防災ボ

ランティア）〕の活用については、本計画の定めるところによる。 

 

１．実施機関 

(1) 民間団体の活用は、市町村長が当該市町村民間団体の協力を求めて実施するものとし、当該市

町村で処理不能な場合は、被災をまぬがれた近隣市町村に連絡し、当該市町村の応援協力を求め

て応急処置に当たるものとする。 

(2) 大規模な災害、または広範囲にわたる災害のとき、あるいは当該市町村において処理できない

場合は、知事または県教育委員会がこれを行うものとする。 

(3) (2)の災害発生の際、知事または県教育委員会は、一部活動業務を日本赤十字社熊本県支部に

委託できる。 

 

２．活用方法 

(1) 活動内容 

活動内容は、被害の程度によって異なるが、おおむね次のとおりとする。 

災害発生直後（被災者周辺住民による活動）   ・・・・・フェイズ０ 

・応急処置 

・救  出 

・搬  送 

緊急対応期（県等からの要請後 団体の協力による活動）・・・フェイズ１ 

・ボランティア本部の設置 

・炊き出し 

・応急復旧 

・連絡手段の確保（アマチュア無線） 

・安否調査 

・その他 

応急対応期（ボランティアによる機能的活動期）  ・・・・フェイズ２ 

・避難所支援活動 

・心のケアー 

・協力支援体制の確立 

・その他 

復 興 期（地域ボランティア組織の支援活動）  ・・・・フェイズ３ 

・活動の撤退準備 

・活動記録 

・報告書の提出（県・当該市町村） 

・その他 
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(2) 活動範囲 

活動範囲は、災害の規模及び被災の範囲によって異なるが、原則として県内全域とする。 

(3) 活動期間 

県等からの要請により活動開始した時期（フェイズ０若しくは１）から～フェイズ３の撤収

までとする。 

(4) その他 

民間団体の活動費用は、原則として参加する民間団体の負担とするが、災害救助法の適用等

あった場合、経費については国が負担する。 

また、当該市町村の要請により活動する場合においては応援に要した費用は当該市町村が負

担するものとする。 
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第25節 労務供給計画(県知事公室、県総務部、県健康福祉部、熊本労働局） 

 

災害時における、労務の確保を図り、応急措置および災害復旧の迅速、かつ円滑な実施を促進する

ための計画は、次に定めるところによる。 

 

１．労務者の把握 

公共職業安定所長は、労務者の供給が迅速かつ円滑に実施できるよう次の措置を講じておくも

のとする。 

① 求職申込みのあった求職者の市町村別、職種別人員の把握 

② 当該求職者に対する連絡方法 

 

２．労務者の確保 

(1) 供給の要請 

地方災害対策本部を設置した場合の労務者の要請は、次によるものとする。 

① 市町村長は、災害応急措置の実施について、労務者を必要とするときは、所轄地域振興局長

に対し、文書または口頭をもって、要請をすること。 

② 県の出先機関(地域振興局を除く)の長は、その所掌事務に係る災害応急措置の実施について、

労務者を必要とするときは、当該機関の所在地を管轄区域とする地域振興局長に対し、文書ま

たは口頭をもって、要請すること。 

③ 地域振興局長は、その所掌事務に係る災害応急措置の実施について、労務者を必要とすると

きおよび①もしくは②により要請を受けたときは、直ちに所轄の公共職業安定所長に対して、

文書または口頭をもって要請をすること。 

④ 市町村および県以外の機関において、災害応急措置の実施について、労務者を必要とすると

きは、当該機関の長は直接、所轄の公共職業安定所長に要請すること。 

⑤ 前各号の労務者の要請を行うときは、次の事項を明らかにしなければならない。 

イ 求人者名 

ロ 職種別、所要労務者数 

ハ 作業場所および作業内容 

ニ 労働条件 

ホ 宿泊施設の状況 

ヘ その他必要事項 

(2) 供給の実施 

① 公共職業安定所長は前記(1)による要請を受けた場合は、必要に応じ所轄地域振興局長と協

議のうえ、これを行うものとする。 

② 公共職業安定所長は、必要とする労務者を充足できないときは、熊本労働局長にその旨報告

し、指示を受けるものとする。 

③ 熊本労働局長は、県内の公共職業安定所において、必要とする労務者を充足できないときは、

他の都道府県に連絡し、応援を求め、労務者の確保に努めるものとする。 
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３．従事命令等による労務者の確保 

(1) 知事は、災害が発生した場合に、次の事項について応急措置を実施するため、特に必要がある

と認めるときは、各法律に基づく強制命令等により労務の確保を図るものとする。 

① 災害を受けた児童および生徒の応急教育 

② 施設および整備の応急復旧 

③ 清掃、防疫その他の保健衛生 

④ 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持 

⑤ 緊急輸送の確保 

⑥ その他災害の拡大防止 

(2) 上記の従事命令等を発する基準等は、次のとおりとする。 
 

作 業 区 分 命令区分 執 行 者 対   象   者 根 拠 法 律 

 
 
 
従事命令 

 
 
 
知 事 

① 医師、歯科医師ならびに薬剤師 
② 保健婦、助産婦ならびに看護婦 
③ 土木技術者および建設技術者 
④ 大工、左官ならびにとび職 
⑤ 土木業者、建築業者ならびにこ 
 れらの従業者 
⑥ 地方鉄道業者およびその従業者 
⑦ 軌道経営者およびその従業者 
⑧ 自動車運送事業者およびその従 
 業者 
⑨ 船舶運送業者およびその従業者 
⑩ 港湾運送業者およびその従業者 

 
 
 
 
 
 基本法第71条 

従事命令 知 事       同  上  救助法第24条 

協力命令 知 事 救助を要する者およびその近隣者  基本法第71条 

 
 
 
 
 
 
災害応急対策作業 

協力命令 知 事       同  上  救助法第25条 

市町村長 市町村区域内の住民または当該応急 
措置を実施すべき現場にある者 

 基本法第65条 
 第1項 

 
災害応急対策作業 
    (全般) 

 
従事命令 

警察官、 
海上保安官 

 
      同   上 

 基本法第65条 
 第2項 
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作 業 区 分 命令区分 執 行 者 対   象   者 根 拠 法 律 
 

     

災害応急対策作業 
    (全般) 

従事命令 警察官 その場に居合わせた者、その事物の 
管理者、その他関係者 

 警察官職務執行法 
 第4条 

 
消 防 作 業 

 
従事命令 

消防吏員 
または 
消防団員 

 
火災の現場付近にある者 

 消防法第29条 
 第5項 

 

 
水 防 作 業 

 
従事命令 

水防管理 
者、消防 
機関の長 

水防管理団体の区域内に居住する 
者、または水防の現場にある者 

 水防法第17条 

 

 

(3) 従事命令等の執行 

① 知事の従事命令等の執行に際し、救助法が適用された場合の救助に関するものは、救助法に

基づく従事命令等を発令する。また、救助法が適用されない場合の災害応急対策、もしくは救

助法に基づく救助以外の災害応急対策に関するものは、基本法に基づく従事命令を発令するも

のとする。 

なお、救助法に基づく従事命令等の発令は、健康福祉部健康福祉政策課が担当し、基本法に

基づくものは知事公室危機管理防災課が担当する。 

② 知事(知事が市町村長に権限を委任した場合の市町村長を含む。)の従事命令等の執行に際し

ては、法令等の定める令書を交付するものとする。 

なお、その他の従事命令等発令権者が発令する従事命令等には、令書の交付は必要としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 165 

第26節 保健衛生計画（県健康福祉部） 

被災地、特に避難場所においては、避難が長期に及ぶ場合もあり、生活環境の激変に伴い被災者が

心身双方の健康に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、

健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の設置やこころのケアを含めた対策を行うものとする。 

特に、高齢者、障がい者、児童、妊産婦等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を

行い、必要に応じ福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボラン

ティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

 

１．防疫計画 

災害によって被害を受けた地域、または当該住民に対し、「感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)及び「災害防疫実施要綱」

（昭和40年5月10日衛発第302号厚生省公衆衛生局長通知）の定めるところにより、公衆衛生の立場か

ら感染症予防上必要な諸対策を実施して、感染症の発生を予防し及びまん延の防止を図るものとする。 

(1) 実施責任 

① 市町村長は、知事の指示にしたがって、災害時における防疫上必要な措置を行うものとする。 

② 知事は、感染症法又はその他の法令に基づいて、災害時における防疫上必要な措置を行うも

のとする。 

(2) 防疫組織および実施方法等 

知事及び市町村長は、感染症の予防及びまん延防止のため、下記により感染症の発生状況の調

査、汚染された場所・物件の消毒その他必要な措置を講ずるものとする。 

① 防疫の実施組織等 

イ 検病調査班の編成および調査対象 

知事は、感染症の発生状況を調査するため検病調査班を編成する。 

調査班は、医師1名、保健師(または看護師)1名および助手1名をもって編成する。 

その検病調査１班の調査能力は、おおむね1日当たり60戸(300人)とし対象人員実施予定回

数を考慮して、必要な調査班を編成し派遣するものとする。 

滞水地域においては、週1回以上、集団避難所においては、随時行う。 

ロ 防疫班の編成 

市町村長は、必要な場所・物件の消毒、ねずみ族昆虫等の駆除等を行うため防疫班を編成

する。 

防疫班は、災害の発生状況・規模等に応じて、消毒等を実施するために必要な人員をもっ

て編制する。 

知事は、市町村の要請があった場合は、防疫班を編成し派遣するものとする。 

ハ 防疫活動のための薬剤・器具・機材等の整備 

市町村長は、災害時または、そのおそれが顕著になった際の防疫活動のための薬剤・器具・

機材等を整備し、あらかじめ周到な計画をたてておこととする。 

② 実施方法等 

イ 検病調査および健康診断 
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知事は、検病調査及び健康診断を計画的に実施するものとするが、下痢患者、有熱患者が

現に発生している地域、または滞水地域等衛生条件が良好でない地域を優先的に行うものと

する。 

調査にあたっては、市町村地域内の衛生組織等関係機関の協力を得て、的確な情報のは握

に努めるものとする。また、集団避難所にあたっては、衛生に関する自治組織を設けるよう

指導し、その協力を得ることとする。 

検病調査の結果、必要があると認めるときは、感染症法第17条の規定により健康診断を実

施する。 

ロ 消毒 

市町村長は、知事の指示に基づき、感染症法第２７条及び施行規則第14条・16条並びに結

核感染症課長通知の定めるところにより、汚染された場所の消毒を実施するものとする。 

ハ ねずみ族昆虫等の駆除 

市町村長は、感染症法第28条第2項及び施行規則第１５条の規定により、知事が定める地

域内で、知事の指示に基づきねずみ族昆虫等の駆除を実施するものとする。 

ニ 感染症患者の入院 

知事は、１類感染症又は２類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、

感染症法第19条の規定により感染症指定医療機関に患者を入院させるものとする。 

ただし、交通途絶等により感染症指定医療機関に収容することが困難なときは、災害をま

ぬがれた地域の感染症指定医療機関その他知事が適当と認める医療機関に収容するものと

する。 

ホ 生活用水の使用制限等 

知事は、感染症法第31条の規定により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いが

ある生活用水について、その管理者に対し、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきこ

とを命ずるものとする。 

知事が生活用水の給水制限等を実施した場合、市町村長は生活用水の供給を実施するもの

とする。 

ヘ 臨時の予防接種 

知事は、感染症のまん延防止を図るうえで緊急の必要があると認めるときは、予防接種法

第６条により臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示するものとする。 

(3) 市町村に対する指導 

① 現地指導 

主要災害地の市町村に対しては、知事は、直ちに担当職員を現地に派遣し、当該職員はその

実態を速やかに調査のうえ、防疫計画の樹立および具体的実施方法等の 指導にあたるものと

する。 

 

２．食品衛生の確保 

(1) 食中毒の未然防止 

① 県は、食品衛生監視員を食品の流通拠点に派遣し、食品の搬送等における衛生確保の状況を
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監視させ、必要に応じて指導を行わせるものとする。 

② 県は、食品衛生監視員を避難所等に派遣し、食品の衛生的取扱、加熱調理、食用不適な食品

の廃棄、器具、容器等の消毒等について必要に応じ指導を行わせるものとする。 

③ 県は、食品関係営業施設の被災状況等の実態調査を実施し、施設の構造、食品取扱設備、給

水等の点で衛生上著しく劣る場合には改善を指導するものとする。 

④ 県は、食品の衛生的取扱について、食品衛生協会の協力を求めるものとする。 

⑤ 被災地の食品衛生協会は県と協力し、食品関係営業施設に対し、加熱調理等食品の衛生的取

扱について相談に応じ、指導を行うものとする。 

(2) 食中毒発生時の対応 

① 県は、食中毒患者が発生した場合、食品衛生監視員に所要の検査等を行わせるとともに、食

中毒の原因食品、原因施設等の調査を行うものとする。 

② 県は、保健所、検査機関、医療機関等と連携を密にして、被害の拡大と再発防止に努めるも

のとする。 

③ 県は、被害が甚大で対応困難であると認められる場合は、他県等の支援要請を行うものとす

る。 

 

３．健康管理 

(1) 保健及び栄養指導 

① 県は、市町村から要請があった場合は、保健指導班等により、被災地のニーズ等に的確に対

応した健康管理(母子、老人、精神、歯科保健等における保健指導及び栄養指導等をいう。以

下同じ。)を行うものとする。 

② 県は、被害が長期化する場合、避難所が多数設置されている場合等被災者の健康管理を組織

的に行うことが必要と思われるときには、市町村からの要請に基づき被災者等の健康管理のた

めの実施計画を策定することにより、計画的な対応を行うものとする。 

③ 県は、市町村から要請があった場合は、住民の健康管理を図るために、保健指導班等を中心

に市町村と協力のうえ、避難所等を巡回して被災者のニーズに対応した保健指導及び栄養指導

を行うものとする。 

④ 県は、市町村から要請があった場合は、被害の規模に応じ、近隣市町村又は県栄養士会等関

係団体並びに他県等に対し応援要請を行うものとする。 

(2) 精神保健相談 

県は、災害発生時の段階に応じ、次の措置を行うものとする。 

① 初期 

ア 精神科救護所の設置 

イ 精神保健巡回診療及び相談の実施 

ウ 精神保健医療情報の提供 

エ 夜間相談窓口の設置 

オ 避難所内のメンタルヘルスケアのシステムづくり 

② 安定期 
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仮設住宅の被災者等に対する巡回訪問及び相談 

(3) 被災動物対策 

① 県は、各保健所において、災害によって負傷した動物(犬、猫等)の収容に努めるものとする。 

② 県は、各保健所において、収容した動物の一時保管に努めるものとする。 
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第27節 災害ボランティア活用計画（県関係各部、関係機関） 

 

第１ 災害ボランティア活動を支援する体制整備 

県内で大規模又は甚大な災害が発生し、災害ボランティアによる救援活動が必要と認められる場

合、市町村は単独又は複数の市町村の連携による広域単位の被災地災害ボランティアセンター（以

下「被災地センター」）を設置する。 

また、被災地センターを支援するために、県社協は熊本県災害ボランティアセンター（以下「県

センター」という。）を設置するなど、災害ボランティア活動を支援する。 

 

１ 熊本県災害ボランティアセンター 

(1) 目的 

県センターは、熊本県地域防災計画の災害ボランティア活用計画に基づきボランティアの受入

体制の確保を図るとともに、被災地センターと連携した救援活動や各種の条件整備を図る。 

(2) 設置場所 

県センターは、県社協に置く。 

(3) 役割と機能 

① 関係機関、団体との連絡調整 

・県災害対策本部との連絡調整（被害規模・ライフライン復旧・被災者等に関する状況確認、

救援活動の情報交換等） 

・日赤県支部、県共募、ボランティア連絡協議会との連絡調整 

・全国社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会（以下「市町村社協」という。）職員等への情

報提供と運営スタッフの派遣要請、連絡調整 

② 被災地センター設置までのボランティア活動参加申出者への対応 

③ 被災地センターの設置支援 

大規模又は甚大な災害が発生し、被災地センターの設置が必要と県センターが判断した場合

において、被災地センターが未設置の場合、県センターは、関係市町村及び市町村社協に対し、

被災地センター設置を要請するとともに、設置に向けた助言や支援を行う。 

・被災地センター設置に向けた市町村等との協議に係る支援 

・運営スタッフの派遣など 

④ 各種情報収集及び発信 

災害ボランティア活動が効率的かつ効果的に行われるよう、支援ニーズ等の情報を集約する

とともに、緊急度や優先順位、情報発信先の範囲を勘案しながら、適時適切に情報発信する。 

・被災地センターの活動状況の把握（ボランティア受付数、ニーズ件数のとりまとめ、運営状

況など） 

・マスコミや県民等の問い合わせ対応、ホームページの立ち上げや情報管理、県センターニュ

ースの作成及び各関係機関、団体への発信 

⑤ 被災地以外からのボランティアの受付と被災地センターへの仲介 

⑥ 資材や機材の仲介 
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被災地センターが必要とする各種資材や機材について、被災地センター自らの調達が困難な

場合、要請に応じてその調達に努める。 

⑦ ボランティア活動保険のとりまとめ 

被災地センター等が、受付けたボランティア保険の集約、保険会社への連絡。 

⑧ 県センター運営及びボランティア活動等に係る資金調達 

災害ボランティア活動の支援に対する口座開設、共同募金会等への申請、民間寄附金の受付

等。 

(4) 県の対応 

① 連絡調整窓口の設置 

県は、県センターとの情報交換や協議等を行う連絡調整窓口を健康福祉政策課福祉のまちづ

くり室に設置する。 

県は、県センターの円滑な運営を図るため、県センターと協議のうえ、職員を県センターに

常駐させる。 

② 行政情報の適切な提供 

県は、被災状況や避難所開設状況、ライフラインの復旧状況、交通規制や公共交通機関の復

旧状況等の行政情報を、適時適切に県センターに提供する。 

③ 他県、報道機関に対する情報の提供 

県は、被害状況等についてホームページや報道機関を通して情報提供を行うとともに、必要

な物資、資材や機材、ボランティアやボランティアセンター運営資金などの募集に関する広報

への協力を行う。 

(5) 県社協の対応 

県社協は、県センターの円滑な運営を図るため、必要に応じて、県社協各課の職員を県センタ

ーの業務に従事させる。 

(6) 日赤県支部の対応 

日赤県支部は、県センターからの要請に応じて、職員又は赤十字防災ボランティアリーダーを

連絡調整員として派遣する。 

(7) 県共募の対応 

県共募は、被災者への支援・救援活動を行うＮＰＯ、ボランティアグループおよび民間の災害

ボランティアセンターなどに対して、必要に応じて活動資金を支援する。 

(8) 組織及び運営体制 

災害発生時に適切に対応するため、組織体制及び運営体制を整備する。 

(9) 閉所の時期について 

県センターは、被災地センターの閉所に併せて閉所するものとする。 

 

２ 被災地災害ボランティアセンター 

(1) 目的 

被災地センターは、被災地における災害ボランティアによる救援活動を円滑かつ効果的に展開

するために設置するものとする。 
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(2) 設置主体 

市町村及び市町村社協等は、災害状況に応じて被災地センターを市町村単位又は複数の市町村

で連携した広域単位で設置する。 

市町村及び市町村社協等は関係機関とあらかじめ協議して設置場所を定めておく。 

なお、広域単位での設置の場合も考慮して、事前に近隣市町村や、近隣市町村社協等との協

力体制を構築しておく。 

(3) 役割と機能 

① 市町村や県センターとの連絡調整 

② 地域のボランティア関係団体との情報交換及び運営スタッフなどの派遣要請 

③ 活動用資材や機材の調達（県センター、市町村と連携） 

④ ボランティアニーズ及び被害状況の把握 

⑤ ボランティアの受入 

⑥ ボランティア希望者の配置等 

⑦ 救援物資の仕分け、配布 

⑧ 現地での支援活動 

⑨ ボランティアの健康管理 

⑩ その他 

(4) 市町村の対応 

① 連絡調整窓口の設置 

② 活動場所の提供 

③ 行政情報の適切な提供 

(5) 組織及び運営体制 

① 組織 

関係団体と協議のうえ効率的・効果的な組織体制を整備する。 

② 運営体制 

地域ボランティア関係団体や県センターから派遣される運営スタッフ、また災害対応を専門

とするＮＰＯ等が協働し、それぞれが持つ機能やネットワークなどが活かされるような運営体

制とする。 

(6) 閉所の時期について 

被災地センターの閉所に当たっては、被災地の住民組織や、関係機関や団体、行政などと慎重

に合意形成を図りながら、タイミングを見極め判断するとともに、市町村社協等にその活動を引

き継いでいく。 

 

第２ 専門ボランティア 

災害発生時には、さまざまな被災者や被災地のニーズがあり、その解決のためには専門知識や技

能等を有する専門ボランティアによる協力体制も必要となる。 

現段階では、県の各担当課で災害支援に関する協定を締結、あるいは登録したり協力に関する意

思確認をしている団体は、以下のとおりであるが、今後は、更に多くの団体等に協力を求めるとと 
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もに、それら専門ボランティア相互のネットワーク化に努めていく。 

 

(1) 災害発生時の対応 

専門ボランティアの支援が必要な場合、各担当課が把握している団体に対しては、各担当課が

直接、支援の要請等の連絡調整を図るものとする。 

① 専門ボランティアを直接、把握（登録）している課 

 担 当 課  専門ボランティアの名称等 

  森林保全課   山地防災ヘルパー 

  建 築 課   被災建築物応急危険度判定士 

  建 築 課   被災宅地危険度判定士 

 

  砂 防 課   砂防ボランティア 

 

 
② 専門ボランティアを把握（登録等）している団体を所管又は把握している課 

 担  当  課  所管又は把握している団体名 

  危機管理防災課   （社）日本アマチュア無線連盟熊本県支部 

  危機管理防災課   （財）九州救助犬協会 

  医療政策課    （社）熊本県看護協会 

  薬務衛生課   （社）熊本県薬剤師会 

  薬務衛生課   （社）熊本県薬種商協会 

  薬務衛生課     熊本県製薬協会 

  薬務衛生課   （社）熊本県医薬品配置協会 

 

  障がい者支援課    （財）熊本県ろう者福祉協会 

 

 

(2) 平常時の取組み 

専門知識、技能等を有する専門ボランティアについては、県の各担当課が直接、支援の要請等

の対応を行うことから、各担当課は定期的に、専門ボランティア団体の状況把握に努め、会議な

どを通して連絡体制等の確立を図るものとする。 

 

第３ その他 

具体的な運用等については、各関係機関において要綱等を定めるものとする。 
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第28節 廃棄物処理計画(県環境生活部、県土木部、市町村) 
 

１．計画の方針 

災害で発生による廃棄物の処理を迅速・適正に行い、住民の生活環境の保全を図るため、市町村

はそれぞれの区域内における被災状況を想定した廃棄物処理計画、作業計画を策定する必要がある。 

 

２．被害状況調査、把握体制 

(1) 市町村は、速やかに被害状況を把握するため、調査地域、調査対象施設・設備、調査者等を明

確にした調査体制を整備する。 

(2) 市町村は、廃棄物処理施設等の被害状況を早急に取りまとめ、所轄保健所へ報告する体制を整

備する。 

(3) 県は、保健所からの被害状況報告を取りまとめ、国等関係機関へ連絡する体制を整備する。 

 
 

３．廃棄物の仮設場用地の選定等 

(1) 市町村は、あらかじめ、災害時に発生する損壊家屋や流出家屋のがれき等の災害廃棄物の仮置

場用地の選定、確保に努めるものとする。 

また、１次処理（選別）、２次処理（焼却、破砕等）など段階的な処理場用地の選定に取り組

むものとする。 

(2) 県は、仮置場用地及び１次処理場（選別）・２次処理場（焼却、破砕等）用地の選定、確保を

行うよう市町村に助言するものとし、県全体の選定・確保状況の把握・調整を行うものとする。 

(3) 県、市町村は、平時から廃棄物処理施設について、ヒアリング、立入検査等の実施をとおして、

処理能力の確認を行うものとする。 

 

４．災害廃棄物処理の広域応援体制 

(1) 市町村は、災害廃棄物の発生量や処理能力等を想定のうえ、近隣市町村と相互応援体制の整備

に努める。 

(2) 市町村は、広範囲の被災により近隣市町村による相互応援体制が維持できない場合を想定した

広域応援体制の整備に努める。 

(3) 県は、他県及び関係団体と廃棄物処理に関する協定を締結するなど、広域災害時の相互協力体

制の整備に努めるものとする。 

 

５．災害廃棄物処理計画 

(1) 市町村は、各地域別の被災状況を速やかに把握し、災害廃棄物の発生量を推計するとともに、

災害廃棄物の処理を行う施設の処理能力を確認のうえ、収集、運搬、処分の対策を講じるものと

する。 

(2) 市町村は、災害廃棄物処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努めるとともに、災害廃棄物

の処理を行う施設の処理能力を超える発生量が見込まれる場合は、近隣市町村へ応援要請を行う。 

(3) 市町村は、地区住民が道路上に災害廃棄物を出し交通の妨げにならないよう周知するとともに、
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道路上の障害物により通常の収集ができない地区については、臨時収集場所を設け、収集への協

力を求める。 

(4) 市町村は、防疫上食物の残さ等腐敗性のごみを優先的に収集運搬する。 

(5) 損壊家屋や流失家屋のがれき等については、原則として被災者自ら市町村の定める場所に搬入

することが望ましいが、被災者自ら搬入することが困難な場合又は道路等に散在し緊急的に処理

する必要がある場合は、市町村が収集処理を行う。 

(6) 市町村は、必要により災害廃棄物の仮置場及び１次処理場（選別）、２次処理場（焼却、破砕

等）の設置を行うものとする。 

(7) 県は、市町村からの要請を受けた時又は被害の状況等から判断して必要と認めた時は、迅速か

つ適切な処理が行えるように、市町村相互間の応援要請、他県への応援要請および廃棄物処理業

者等で構成する（社）熊本県産業廃棄物協会との災害廃棄物処理支援活動協定に基づく協力要請

について必要な連絡調整および助言を行うものとする。 

 

６．し尿処理計画 

(1) 市町村は、各地域別の被災状況を速やかに把握し、被災家屋の汲取式便槽のし尿排出量を推計

するとともに、し尿処理施設の処理能力を確認のうえ、収集、運搬、処分の対策を樹立する。 

(2) 市町村は、し尿処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努め、またし尿処理施設の処理能力

以上の排出量が見込まれる場合は、近隣市町村へ応援要請を行う。 

(3) 市町村は、被災時における水洗トイレ等の使用の困難性を考慮し、共同仮設便所を設ける等適

正管理の対策を講じる。 

(4) 県は、市町村からの要請を受けた時又は被害の状況等から判断して必要と認めた時は、迅速か

つ適切な処理が行えるように、市町村相互間の応援要請、他県への応援要請及びし尿処理業者で

構成する災害ボランティア協定締結団体に対する協力要請について必要な連絡調整および助言

を行うものとする。 

 

７．廃棄物処理施設の応急復旧 

(1) 市町村は、処理施設の維持管理点検体制を整備し、非常時に備え予備資材の確保に努める。 

(2) 市町村は、被災時の被害により施設・設備等に欠陥が生じた場合は、早急に点検を行い、被害

状況等を県に報告するとともに、応急復旧を行う。また、廃棄物の収集、処分に影響を及ぼす場

合は近隣市町村等への応援依頼等により効率的な処理を確保する。 

(3) 市町村は、要員、資材等の不足により、応急復旧が不可能なときは県に応援要請を行う。県は、

近隣市町村の被災状況を把握のうえ広域応援体制を要請する。 

 

 

 

 

 

 



 175 

第29節 文教対策計画(県教育庁、県総務部) 
 

 災害が発生し、または発生するおそれがある場合、基本法およびその他の法令に基づき、児童、生

徒等の生命、身体および文教施設を災害から保護し、もって教育行政の確保を図るものとする。 

 

１．実施機関 

(1) 市町村 

① 市町村立学校施設の災害応急復旧は、市町村長が行う。 

② 市町村立学校の幼児、児童、生徒に対する災害応急教育対策は市町村教育委員会が行う。た

だし、救助法が適用されたとき、または当該市町村で実施することが困難な場合は、知事また

は県教育委員会が、必要関係機関の協力を求めるものとする。 

(2) 県 

① 県立学校施設の災害応急復旧は、知事が行うものとする。 

② 県立学校の学生、生徒、児童および幼児に対する災害応急教育対策は、知事または県教育委

員会が行うものとする。 

(3) 私立学校施設等の災害復旧および幼児、児童、生徒、学生に対する災害応急復旧対策は、学校

設置者(または学校長)が行うものとする。 

 

２．応急教育対策 

(1) 応急教育実施の予定場所 

県教育委員会は、災害の状況により教育関係機関と連絡をとり災害現場の状況を的確に掌握し、

災害の程度に応じて適切な指導を行い、実施機関は、災害時における応急教育に支障のないよう、

次の事項について措置するものとする。 

① 学校施設が被災した場合は、まず応急復旧をすみやかに行い、教育が実施できるよう市町村

教育委員会に協力するものとする。 

② 応急復旧が不可能な場合は、被害をまぬかれた隣接地域の学校施設、公民館、公会堂、その

他民有施設等の借り上げを行うものとする。 

③ 災害の状況によっては、近接市町村の小、中学校施設への委託等により、教育の実施を図る

ものとする。 

(2) 応急教育の方法 

前記(1)により掌握した災害情報に基づき、災害時における教育に支障のないよう、次により

応急教育を実施するものとする。 

① 教育実施者の確保県教育委員会は県立学校、県教育事務所および市町村教育委員会と緊密な

連絡をとり、応急教育実施のため支障をきたすことのないよう適切な指示を行い、教育上の混

乱を生じないよう教育実施者の確保に努めるものとする。 

② 教材、学用品等の調達および配給の方法 

イ、教材、学用品等の被害を受けた場合は、県立学校長、市町村教育委員会および私立学校

長は所定の様式に従って県教育委員会に報告する。(救助法適用の場合は、市町村教育委員
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会は市町村長を経由して報告) 

ロ、県教育委員会は、前記イの報告に基づき、必要に応じ教材(教科書)について特約教科書

供給所、学用品については文具関係団体を通じて、調達を斡旋する。 

 

３．学校給食等の措置 

公立学校の給食に係る施設、設備、物資等に被害を生じた場合は、設置者である知事または市町

村長等から県教育委員会に速報する。県教育委員会は当該報告に基づき、学校設置者に対し措置す

べき事項を指示するものとする。 

(1) 物資等対策 

① 被災市町村は、すみやかに被害物資の状況を県教育委員会に報告するものとする。県教育委

員会はこの報告に基づき、市町村及び県学校給食会に対し、被害物資の処分方法ならびに供給

方法等について指示するものとする。 

② 夜間定時制高等学校の給食物資については、当該学校長から県教育委員会に直接報告するも

のとする。 

 

４．救助法による学用品の支給 

第3章第13節 災害救助法等の適用計画中の2救助の種類および実施方法による。 
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第30節 ダム等管理計画(県農林水産部、県土木部、県企業局、 
九州地方整備局、九州電力㈱、電源開発㈱) 

 

この計画は、洪水または、高潮時におけるダムおよび樋門等の適切な管理を行うため、ダム、ため

池、樋門等の現況および管理者をは握するとともに、これらの災害時における操作および応急対策等

について定めるものとする。 

 

１．現 況 

防災管理を必要とするダム、ため池および樋門等の現況は、別冊資料編のとおりである。 

 

２．管理責任 

ダム、ため池およびひ門等の防災管理は、管理者が、それぞれダム管理主任技術者および責任者

等を定めてこれに当たるものとする。 

 

３．管理の方法 

(1) 電源開発株式会社が管理する瀬戸石ダムは、河川法(昭和39年法律第167号)に基づく、瀬戸石

ダム操作規程により、洪水時におけるダムの維持管理および操作の万全を期する。 

(2) 知事が管理するダムの操作は、次により行う。(県土木部、県企業局、県農林水産部) 

① 市房ダムについては、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)に基づく、市房ダム操作規則

(昭和53年3月17日建設省訓令第2号)および同細則の定めるところにより、洪水調整を行う。 

② 幸野ダムは、河川法に基づく幸野ダム操作規程(昭和43年熊本県公営企業管理規程第5号)の

定めるところにより、えん堤門扉の操作を行う。 

③ 荒瀬ダムは、河川法に基づく、荒瀬ダム操作規程(平成12年熊本県公営企業管理規程第7号)

の定めるところにより、えん堤門扉の操作を行う。 

④ 船津ダムは、河川法に基づく、船津ダム操作規程(昭和45年熊本県公営企業管理規程第3号)

の定めるところにより、えん堤門扉の操作を行う。 

⑤ 天君ダムは、河川法に基づく、天君ダム操作規程(昭和45年8月21日河第68号)および農地防

災天君ダム管理委託契約書に基づく同ダム管理方法書の定めるところにより、管理(操作)を

行う。 

⑥ 氷川ダムは、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)に準じて氷川ダム操作規程(平成226月

8日熊本県訓令第42号)の定めるところにより洪水調整を行う。 

⑦ 亀川ダムは、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)に準じて、亀川ダム操作規程(平成12

年3月31日熊本県訓令第3号)の定めるところにより、洪水調整を行う。 

⑧ 清願寺ダムは、河川法に基づく清願寺ダム管理規定(昭和59年3月31日付け建九58水球第7号

承認)および清願寺ダム管理委託協定書にもとづく同ダム管理方法書の定めるところにより

管理（操作)する。 

⑨ 都呂々ダムは、河川法に基づく都呂々ダム管理規程(平成2年熊本県公営企業管理規程第4号)

の定めるとところにより、管理(操作)を行う。 
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⑩ 石打ダムは、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)に準じて、石打ダム操作規程(平成12

年3月31日熊本県訓令第3号)の定めるところにより、洪水調整を行う。 

⑪ 上津浦ダムは、特定多目的ダム法（昭和３２年法律第３５号）に準じて、上津浦ダム操作規

程（平成16年9月1日熊本県訓令第28号）の定めるところにより、洪水調整を行う。 

(3) 九州電力株式会社が管理するダムの操作は次により行う。 

① 内谷ダム・油谷ダムは、河川法(昭和39年法律第167号)に基づき内谷ダム管理規程(建九水第

645号昭和50年11月28日承認)及び油谷ダム操作規程(建九水第634号昭和50年1月23日承認)に

より、ダムの管理および操作を行う。 

② 黒川第一、甲佐、川辺川第一の取水堰は、それぞれの管理規程により堰の管理及び操作を行

う。 

(4) 国土交通省が管理するダム 

①九州地方整備局緑川ダム管理所 

緑川ダムについては、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第31条第1項に基づく、緑川

ダム操作規則の定めるところにより、洪水調節を行う。 

②九州地方整備局菊池川河川事務所竜門ダム管理支所 

竜門ダムについては、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第31条第1項に基づく、竜門

ダム操作規則の定めるところにより、洪水調節を行う。 

(5) えん堤の防災管理を特に必要とする農業用ため池(県農林水産部) 

ため池については、余水吐けの整備、底ひ管等の陥没、漏水の防止、堤体の補強等を十分に行

うとともに、洪水時に浮遊して貯水池内に流入し、堤体の破壊、余水吐けの閉そくの原因となる

おそれのある物件を除去する等、被害を極力未然に防止するよう措置する。 

特に、貯水量の増加を図るために、余水吐けに土俵等を積むことは、絶対に避けなければなら

ない。 

以上の事項の実行を徹底するため、毎年、出水期以前に県は文書をもって注意し、県担当者は

もちろんのこと、関係市町村担当者の注意を促し、土地改良区または水利組合等を啓発する措置

を講ずるものとする。 

また、地震発生後においては、管理者が「地震後の農業用ダム臨時点検要領（案）」及び「地

震後の農業用ため池緊急点検要領（案）」により、点検を実施し、被害が拡大しないよう措置を

講じるものとする。 

(6) 樋門を有し、防災管理を必要とする海岸堤防(県農林水産部) 

① 海岸堤防 

海岸堤防については、常に十分点検管理を行い、突発的な災害を防止するよう努める。 

特に台風時の波浪による基礎部の洗堀り、吸出し、漏水現象および越流、越波による堤体の

洗堀り、法崩れ、陥没、脱石等について注意するよう指導する。 

なお、上記の事象を発見した場合は、県管理区域については、直ちにその実情を検討し、県

による補修または関係土地改良区への補修依頼等の措置を講ずるものとする。市町村管理につ

いては、市町村独自の管理を厳にするとともに、県と打ち合わせ防災対策の万全を期する。 

② 樋門および排水機場等 
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各種樋門、排水機場等については、緊急操作に支障をきたすことのないよう原動機の点検、

スピンドル等によるさび止め、ならびに操作位置までの連絡道の整備、不良門扉の補修取替え

等を行うとともに、災害時における防災対策の万全を期するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

第31節 障害物除去計画(県健康福祉部、県土木部、九州地方整備局) 
 

災害時における応急措置実施の障害となっている工作物等ならびに、山(がけ)崩れ、浸水等によっ

て、道路、河川、住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等のため、住民の生命、身体および財産

等に危険を及ぼし、または、日常生活に著しい支障をきたす障害物の除去について必要な措置を定め

る。 

 

１．実施責任 

(1) 応急措置を実施するため、障害となる工作物等の除去は、市町村長が行うものとする。 

(2) 水防活動を実施するため、障害となる工作物等の除去は、水防管理者、または消防機関の長が

行うものとする。 

(3) 道路、河川等にある障害物の除去は、その道路、河川等の維持管理者が行うものとする。 

(4) 山(がけ)崩れ、浸水等によって、住家またはその周辺に運ばれた障害物は市町村長が行うもの

とし、市町村限りで実施不可能の場合、または救助法が適用されたときは、知事が行うものとす

る。 

(5) その他、施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地内の所有者、または管理者が行うも

のとする。 

 

２．障害物の除去対象および除去の方法 

(1) 障害物除去の対象 

災害時における障害物の除去対象は、おおむね次のとおりである。 

① 住民の生命、財産等を保護するための除去を必要とする場合 

② 河川のはん濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 

③ 緊急な応急措置を実施するため、特に除去を必要とする場合 

④ その他、特に公共的立場等から除去を必要とする場合 

(2) 障害物除去の方法 

① 実施責任者は、自らの組織、労力、機械器具を用いて行うか、または土木建設業者等の協力

を得て、すみやかに行うものとする。 

② 前記①により実施困難な場合は、別節の「自衛隊派遣要請計画」により、自衛隊の派遣を要

請して行うものとする。 

③ 除去作業の実施に当たっては、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の状

況等を考慮し、事後において支障の起こらないよう配慮して行うものとする。 

 

３．救助法における障害物の除去 

第3章第13節災害救助法等の適用計画中の2救助の種類および実施方法による。 

 

４．除去した障害物の保管等の場所 

障害物の保管等の場所については、それぞれの実施において考慮するものとするが、おおむね、
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次の場所に保管、または廃棄するものとする。 

(1) 保管の場合 

除去した工作物等の保管は、市町村長、警察署長、または海上保安部の事務所の長において、

次のような場所に保管する。なお市町村長、警察署長、または海上保安部の事務所の長は、その

旨を保管を始めた日から14日間公示する。 

① 再び人命、財産に被害を与えない安全な場所 

② 道路交通の障害とならない場所 

③ 盗難等の危険のない場所 

④ その他、その工作物等に対応する適当な場所 

(2) 廃棄の場合 

廃棄するものについては、実施者の管理(所有)に属する遊休地および空地、その他廃棄に適当

な場所 

 

５．障害物の処分方法 

市町村長、警察署長または海上保安部長が保管する工作物の処分については、前記保管者におい

て行うものとするが、処分方法については、次により行うものとする。 

(1) 保管した工作物等が滅失し、または破損するおそれがあるときは、その工作物を売却し、代金

を保管するものとする。 

(2) 当該工作物等の保管に不相当な費用または手数料を要すると前記保管者において認めたとき

はその工作物を売却し、代金を保管するものとする。 

(3) 売却の方法および手続きは、競争入札または随意契約により行うものとする。 

(4) その他、他の法令等に特別の規定があるものについては、それぞれ当該法令等の規定の定める

とおりとする。 
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第32節 公共施設応急工事計画(県健康福祉部、県農林水産部、県土木部九
州旅客鉄道（株）熊本支社、九州地方整備局、西日本高速道路（株）、
市町村） 

 

公共施設の災害に際し、交通の確保並びに公共施設の応急復旧を迅速的確に処理することによって、

罹災者の民心安定を図るものとする。 

 

１．公共土木施設(県土木部、九州地方整備局、市町村) 

災害によって河川、海岸、道路その他の公共土木施設が被災した場合における応急工事は、次よ

り実施する。 

(1) 実施機関 

① 河川 イ 一級河川の直轄管理区間は国土交通省 

ロ 一級河川のうち指定区間および二級河川は県 

ハ 準用河川およびその他の普通河川は市町村 

② 海岸 イ 海岸保全区域の県管理区域は県 

ロ 市町村管理区域は市町村 

③ 道路 イ 一般国道指定区間は国土交通省 

ロ その他の一般国道および県道については県 

ハ 市町村道については市町村 

ニ 高速道路等については西日本高速道路（株） 

④ 砂防 イ 川辺川直轄砂防施行区域は国土交通省 

ロ その他区域は県 

⑤ 地すべり・急傾斜 県 

⑥ 下水道 イ 流域下水道施設は県 

ロ 公共下水道及び都市下水路は市町村 

⑦ 集落排水施設 市町村 

(2) 道路、橋梁の現況および危険予想箇所 

道路、橋梁の現況並びに危険の予想される区間は、次のとおりである。 

① 本県における道路の現況は、別冊危険箇所編のとおりである。 

② 主要道路の危険な箇所は、別冊危険箇所編のとおりである。 

③ 主要橋梁の危険な箇所は、別冊危険箇所編のとおりである。 

(3) 人員資機材の確保 

応急工事を実施するに当たり、実施機関のみの人員、資機材で不足する場合は、人員について

は、別節「労務供給計画」及び「民間団体活用計画」の定めるところによって、人員の確保を図

るものとする。 

(4) 応急工事の施行 

仮道工事、仮さん道工事、仮橋工事、仮締切り工事および決壊防止等の応急工事は、緊要度考

慮のうえ、次により迅速、かつ重点的に実施するものとする。 
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① 緊要度の高い交通路 

被災した道路または橋梁が唯一の交通路であり、食料および物資等の輸送または復旧資材の

運搬等のため、早急に復旧を必要とする仮道、仮さん道および仮橋について、交通の確保を図

るものとする。 

② その他の交通路 

被災した道路、または橋梁が唯一の交通路でない場合には、国道、主要地方道ならびに交通

上特に重要と認められる県道、もしくは、市町村道が被災して、交通に著しい支障を及ぼし、

これらの復旧に長時間を要し、かつ適当な迂回道路がないため緊急に施行しなければならない

仮道工事等が必要な場合 

③ 仮締切り工事 

仮締切り工事は、河川、海岸、砂防施設、またはこれらの効用をかねる道路が被災して、通

常の状態における流水、または海水が侵入し、当該被災施設に隣接する一連の施設で、当該被

災箇所の背後地に甚大な被害を与えているか、またはそのおそれが大きいため、緊急に仮締切

り工事を施行しなければならない場合 

④ 下水道、集落排水施設 

管渠や排水路については、流水機能を確保するため陥没や破壊した箇所の仮配管設置や崩壊護

岸の仮復旧等を行い、処理場、ポンプ場については被害の状況に応じて最小限の機能確保を図れ

るよう、設備機器等の仮復旧を行うものとする。 

 

２．農地および農業用施設等(県農林水産部) 

農地および農業用施設等が被災し、農業生産の維持および経営の安定に重大な支障を及ぼすもの

で、緊急やむをえず応急工事を施行しなければならない場合は、次により行うものとする。 

(1) 実施機関 

① 農地、農業用施設および農林水産業協同利用施設の応急工事は、土地改良区農業協同組合、

漁業協同組合の所有、または管理に属する施設等について、それぞれの実施責任者を有する者

が行うものとするが、これらの実施責任者において施行が困難な場合は、市町村長が行うもの

とする。 

② 前記①において実施不可能な場合は、県(本庁)または県の出先機関に連絡し、適切な指導と

援助を受けて施行するものとする。 

(2) 人員、資機材の確保 

応急工事を実施するために必要な人員、資器材の調達については、前記1の(3)により確保する

ものとする。 

 

３．社会福祉施設(県健康福祉部) 

社会福祉施設等が被災し、応急工事を施行しなければ人命に危害を及ぼすおそれがある場合は、

次により応急工事を施行する。 

(1) 実施責任 

生活保護施設、老人福祉施設、児童福祉施設、障害者支援施設及び国民健康保健施設等の応急
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工事は、当該施設の管理者、または所有者が実施するものとする。 

(2) 人員、資機材の確保 

応急工事を実施する場合に、当該機関のみの人員および資機材で実施不可能なときは、前記1

の(3)に準じて確保する。 

 

４．医療衛生施設(県健康福祉部) 

医療衛生施設等が被災し、応急工事を施行しなければ診療が不可能なとき、または、入院患者に

危害を及ぼすおそれがある場合は、次により応急工事を施行する。 

(1) 実施責任 

① 公的医療施設 県・市町村、または当該施設の管理者(医療法第31条に規定する病院または

診療所) 

② 保健所 県所管の保健所は県、市所管の保健所は市 

③ その他の医療施設 当該施設の設置者または管理者 

(2) 人員、資機材の確保 

応急工事を実施するために必要な人員、資機材の調達については、前記1の(3)に準じて確保す

る。 

 

５．鉄道施設(九州旅客鉄道株式会社熊本支社) 

鉄道施設が被災し、通勤、通学輸送等の公共輸送に支障を与えた場合は、緊急工事に必要な機材

等を搬入し、早期復旧を図るものとする。 

(1) 緊急工事の施行は、ＪＲ九州施行とするが、被災要因に基づき国及び県等の関係機関の協力に

より、公共輸送を確保する。 

(2) 異常気象による要注意箇所は、別冊危険箇所編の要注意箇所のとおりである。 
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第33節 農林水産応急対策計画(県農林水産部) 
 

 災害による農林水産業被害の拡大を防止するため次のとおり応急対策を実施するものとする。 

 

１．農 業 

異常気象により、水稲、果樹、野菜等の農作物に被害が発生した場合、被害の拡大防止と早期復

旧を図るため、県出先機関、市町村、農業協同組合及びその他の関係機関と連絡を密にして被害農 

業者に対し、応急対策及び復旧対策について指導するものとする。 

また、被災発生の恐れがある場合についても被害の未然防止対策について指導するものとする。

なお、個別の対策については、別冊資料編のとおりである。 

 

２．林 業 

異常気象により、造林地、ほだ場、苗畑等に被害が発生した場合は、その拡大防止と早期復旧を

図るため、被災林業者に対し、応急措置及び復旧対策について技術等の指導を行う。 

また、被害の発生する恐れがある場合についても、被害の未然防止対策について指導する。 

これらの措置を迅速かつ確実に行うため、県出先機関、市町村、森林組合及びその他の関係機関

と連絡を密にして当たるものとする。 

なお、個別の対策については、別冊資料編のとおりである。 

 

３．水産業 

台風等により、のり養殖場、魚類養殖場、漁船漁業等に被害発生が予想される場合には、関係市

町村、漁業協同組合及びその他の関係機関と迅速に情報交換を行い、被害の発生を未然に防止する

よう指導するものとする。 

また、被害が発生した場合、早急に関係機関とともに応急対策及び復旧対策に当たるものとする。

なお、個別の対策については、別冊資料編のとおりである。 
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第34節 電力施設応急対策計画(九州電力㈱熊本支社) 
 

熊本県内における電力の供給は、九州電力㈱熊本支社(以下「熊本支社」という)が荒尾市(福岡支

社管轄)及び阿蘇郡小国町、南小国町、産山村、阿蘇市波野(大分支社管轄)を除き、県下一円を統括

して供給している。 

電力設備の非常災害応急復旧対策について熊本支社においては、災害対策に万全を期するため、

「九州電力防災業務計画」に基づき「熊本支社非常災害対策本部運営基準」を定めるとともに各営業

所は当該本部に準じて「非常災害対策部運営基準」を定めている。 

本節においては、非常災害時に迅速かつ的確な応急対策を実施する事項を定めるものとする。 

 

１．電力施設の状況(Ｈ２３．３月末) 

熊本支社管内の電力施設は85変電所(962万kVA)、25発電所(203万kW)、送電線(亘長1,785km)及び

配電線(亘長20,788km)がある。 

 

２．応急対策の方法 

台風、洪水、地震などにより電力施設に非常災害の発生が予想される場合、各営業所においては

定められた「非常災害対策部運営基準」に基づいて準備体制を確立し、直ちに「熊本支社非常災害

対策時の指令伝達・情報連絡系統」(別図)のとおり本店に非常災害対策総本部、支社には非常災害

対策本部、各営業所に非常災害対策部が設置され、必要な情報の連絡及び対策に対する指令が伝達

される。 

また、非常災害が数時間以内に発生することが予想される場合及び発生した場合は、非常体制を

確立し、非常対策に万全を期するものとする。 

 

３．応急対策実施にあたっての留意点 

(1) 県の災害対策本部等との連絡体制 

県に災害警戒本部又は災害対策本部が設置されて広範囲な停電が予想される場合は、同本部と

停電情報等の提供及び復旧作業の迅速かつ的確な実施のための情報収集等の相互連絡を緊密に行

うものとする。 

(2) 電力復旧作業に伴う障害物の撤去等 

電力復旧の遅延が人命に係る等、重大な社会的影響をもたらすと予想される場合は、関係機関

に対し交通障害物の除去や道路仮補修、倒木等の除去等の協力を求めるものとする。 

(3) 停電、復旧状況の広報 

停電が広範囲あるいは長期に亘り、広報対応が困難な場合は、県及び市町村に防災行政無線、

テレビ、ラジオ、新聞等による停電、復旧状況の広報の応援を求めるものとする。 

(4) 復旧資材の配置 

広範囲の災害、道路・交通機関の被災等を予測して、復旧資材を分散配置して、支社及び各営

業所に機器の予備品、電柱、電線等の復旧資材を保管している。 
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〔別 図〕 

熊本支社非常災害対策時の指令伝達・情報連絡系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    （※）九州電力対策本部未設置時の連絡箇所は総合制御所 

 
 

※

本 　 　 店
非 常 災 害 対 策 総 本 部

苓 　 北 　 発 　 電 　 所
非 常 災 害 対 策 本 部

　 熊    本    支    社
非 常 災 害 対 策 本 部

熊 本 支 社
熊 本 お客 さま セ ン ター

熊 本 電 力 セ ン ター

熊 本 電 力 所 　 　 非 常 災 害 対 策 部

八 代 電 力 所 　 　 非 常 災 害 対 策 部

人 吉 電 力 所 　 　 非 常 災 害 対 策 部

熊 本 県
災 害 対 策 本 部

玉 名 営 業 所 　 非 常 災 害 対 策 部

大 津 営 業 所 　 非 常 災 害 対 策 部

熊 本 東 営 業 所 　 非 常 災 害 対 策 部

熊 本 西 営 業 所 　 非 常 災 害 対 策 部

宇 城 営 業 所 　 非 常 災 害 対 策 部

八 代 営 業 所 　 非 常 災 害 対 策 部

天 草 営 業 所 　 非 常 災 害 対 策 部

人 吉 営 業 所 　 非 常 災 害 対 策 部
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第35節 ガス施設応急対策計画（都市ガス事業者） 

 

災害時におけるガス施設の応急対策は次の計画によるものとする。 

 

１．実施機関 

県内における都市ガス事業者の名称、所在地、供給区域は次のとおりである。 
 

ガ ス 事 業 者 名 所 在 地 供 給 区 域

 西部ガス株式会社熊本支社 
 
 
 
 天草ガス株式会社 
 九州ガス株式会社 八代支店 
 山鹿都市ガス株式会社 

 熊本市中央区萩原14番10
号 

 
 
 
 天草市港町18-6 
 八代市松江町376 
 山鹿市鹿校通り2-5-40 

  熊本市一円、菊陽町、 
 合志市の一部、益城町の一部、 
 大津町の一部、嘉島町の一部 
  御船町の一部 
  天草市の一部 
  八代市の一部 
  山鹿市一円 

 
 

２．保安体制 

(1) 保安規程 

ガス事業者は、ガス事業法第30条並びに同法施行規則第31条に基づいて保安規程を定め、ガス

工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するものとする。 

(2) ガス事業者における防災体制の確立 

台風、洪水、高潮、地震、火災等による広範囲にわたるガス施設の災害の防止及び被害の軽減

を図るため、各ガス事業者は災害復旧活動の組織、人員、分担業務及び指令系統などを含めた「防

災に関する計画」を定め、防災体制の確立を図るものとする。 

(3) 器材の整備 

災害及び事故の発生時の被害を最小限にするとともに早期復旧を図るため、必要な器材を備え

ておくものとする。 

 

 

３．災害発生時におけるガス事業者の措置 

(1) 非常体制 

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合は、「防災に関する計画」に基づき、速やかに次

の非常体制を確立し、迅速かつ適切な措置を講ずるものとする。 
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 体 制 体 制 確 立 の 基 準  

 第１非常体制 
 第２非常体制 
 第３非常体制 
 総合非常体制 

 災害又は予想される災害が小規模又は局地の場合 
 災害又は予想される災害が中規模の場合 
 災害又は予想される災害が大規模の場合 
 災害又は予想される災害が広域、大規模の場合 

 

 

(2) 処理体制 

災害の規模、影響度合いに応じ、あらかじめ定めた防災活動要領の体制を元に、支社要員及び

応援要員により、処理を行う。 

需要家からのガス漏えい及び導管事故等の通報に対する受付、連絡及び処理体制は次によるも

のとし、詳細については、各ガス事業者の定める「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」による

ものとする。 

① 各ガス事業者は、事業所ごとに次の要員を常時配置するものとする。 

ア．保安責任者 

通報に対する受付、連絡、出動及び処理に関する指示及び命令(特別出動体制の場合は除

く)を行う者 

イ．受付担当者 

通報を受付け、これを関係箇所に連絡する者 

ウ．通信担当者 

処理要員から無線等により連絡又は報告を受けるとともに、保安責任者の指示を受けて処

理要員に必要な指示及び応援等の手配を行う者 

② 事業所ごとに出動した処理要員と無線連絡が可能な設備を整備しておくものとする。 

③ 受付担当者は受付けた通報の状況に応じ、ガス栓又はメーターガス栓の閉止、火気使用の禁

止、電気スイッチ点滅禁止、窓の開放、近隣への通報等、必要と思われる措置を講じるよう通

報者に協力要請するものとする。 

④ 保安責任者は通報又は現場に出動した処理要員からの連絡に基づき、事故が発生し、又は、

発生するおそれがあると認められる場合には、直ちに消防機関及び警察機関へ連絡し、協力を

要請するものとする。 

 

４．ガス事業者と関係機関との連携 

① 事故発生時には、事故拡大の防止及び復旧のため、事故の程度に応じた体制に従い、速やか

に措置を講ずるものとする。 

なお、ガス事業者の要員体制が不足する場合は、関係工事業者等の応援を求める。 

② ガス事業者と消防機関とは、緊急時における初動体制、連絡通報体制、現場等での措置等に

ついて「ガス漏れ及び爆発事故の防止対策に関する申し合わせ」を作成し、ガス保安体制の強

化を図るものとする。 

③ 関係の消防機関、警察機関及び特定地下街等の管理者等と協議の上、連絡専用の加入電話回
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線整備等の通信設備を整備し、関係機関との連絡通報の円滑化を図るものとする。 

 

５．広報活動 

災害発生後、速やかに報道機関、広報車等を通じ、需要家に対してガスについての注意事項及び

協力のお願いの広報を行う。 

また、あわせて地方自治体、警察、消防等への情報連絡と広報活動への協力をお願いする。 

災害発生により供給停止の措置がとられた場合は二次災害防止とともに需要家の不安の解消の

ため、供給停止地区及び供給継続地区へガスの安全使用に関する周知について広報活動を行う。 
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第36節 阿蘇火山爆発対策計画（県知事公室、県土木部、市町村、関係機関） 
 

１．総 則 

阿蘇火山が爆発し、または爆発するおそれがある場合、登山者、または地域住民の生命、身体財

産を保護するため、県、市、町、村及び防災関係機関は協力して災害予防、災害応急対策を実施す

るものとする。 

１．阿蘇火山に係る市町村及び地域 

(1) 阿蘇火山に係る市町村は、阿蘇市、高森町及び南阿蘇村(以下「関係市町村」という。)とす

る。 

(2) 阿蘇火山に係る地域は次の市町村とする。 

阿蘇市、高森町、南阿蘇村 

 

２．防災体制の整備 

(1) 県 

県は火山現象の規模、または被害の状況等から、災害対策の万全を期するため、必要がある

と認める場合は第3章第1節組織計画により災害対策本部、または災害対策現地本部及び地方災

害対策本部を設置するものとする。 

(2) 関係市町村 

① 阿蘇火山防災対策推進のため、災害対策基本法第17条第1項の規定による阿蘇火山防災会

議協議会を設置するものとする。 

② 災害対策を実施するうえで、必要があると認められるときは、阿蘇火山防災計画の定める

ところにより災害対策本部を設置するものとする。 

(3) 防災関係機関 

火山災害の特殊性にかんがみ、県及び関係市町村と連携を図りながら防災対策に万全を期す

るものとする。 

 

３．火山観測 

火山観測について、福岡管区気象台は、震動、地殻変動(傾斜、ＧＰＳ)、表面現象（遠望、空

振）の観測を実施するものとし、阿蘇山火山防災連絡事務所は現地観測を実施するものとする。 

 

４．防災対策事業等の推進 

(1) 県 

県は、火山災害による被害を防止し、または軽減するため必要に応じ次の事業等の推進を図

るものとする。 

① 火山現象の調査、研究及びその成果の普及 

② 火山噴火予知のための観測施設の整備促進 

③ 関係市町村が行う事業等に対する必要な助言、または指導 

④ 火山噴火に伴い土砂災害の被害を受ける範囲（被害想定区域）を定めた火山ハザードマッ
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プの作成及び関係市町村の火山防災マップ作成の支援 

⑤ 監視システムの構築 

(2) 関係市町村 

関係市町村は、火山災害による被害を防止し、または軽減するため、必要に応じて次の事業

等の推進を図るものとする。 

① 阿蘇火山防災計画に定められた防災対策の推進（阿蘇市、南阿蘇村に限る） 

② 避難施設(退避壕、避難路、ヘリポート、警報装置等)の整備 

③ 防災訓練の実施 

④ 火山防災マップの作成 

 

２．災害予防対策 

(1) 火山現象の予報及び警報 

① 定義 気象業務法第１３条により発表される火山現象の予報及び警報をいう。 

火山現象の予報を噴火予報、警報を噴火警報という。 

・予報とは、観測の成果に基づく現象の予想をいう。 

・警報とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。 

② 噴火警戒レベル 

火山現象の予報及び警報は噴火警戒レベルを付加して発表する。 

・噴火警戒レベルは、火山活動の状況について、噴火時等にとるべき防災対応を踏まえて

１～５の５段階に区分したもの。（別紙「阿蘇山の噴火警戒レベル」参照） 

③ この計画における噴火予報及び噴火警報の発表は次のとおりとする。 

(ｱ) 噴火警戒レベル５（避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫しているため住民等の避難が

必要と認める場合に噴火警報（避難）を用いて発表。 

(ｲ) 噴火警戒レベル４（避難準備） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される（可能性が高まってきてい

る）ため住民等の避難準備、災害時要援護者の避難等が必要と認める場合に噴火警報（避

難準備）を用いて発表。 

(ｳ) 噴火警戒レベル３（入山規制） 

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想されるた

め、登山・入山規制等危険な地域への立入規制等が必要と認める場合に噴火警報（火口周

辺）を用いて発表。 

(ｴ) 噴火警戒レベル２（火口周辺規制） 

火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想されるため、火口周辺へ

の立入規制等が必要と認める場合に噴火警報（火口周辺）を用いて発表。 

(ｵ) 噴火警戒レベル１（平常） 

火山活動は静穏である場合、その他火口周辺等においても影響を及ぼすおそれがない場

合であって周知が必要と認める場合、または噴火警報を解除する場合に噴火予報を用いて
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発表。 

(2) 火山現象に関する情報の種類 

① 火山の状況に関する情報の種類 

(ｱ) 火山の状況に関する解説情報 

火山活動の状態及びその推移並びにこれらの解説事項について火山の状況を知らせる場合

に発表。 

(ｲ) 火山活動解説資料 

火山活動の状況に応じ、定期及び適時、作成、提供する資料をいう。 

(ｳ) 週間火山概況 

過去一週間の全国の火山活動の状況及びその解説を取りまとめて発表する資料をいう。 

(ｴ) 月間火山概況 

過去一ヶ月の全国の火山活動の状況及びその解説を取りまとめて発表する資料をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿 蘇 山 の 噴 火 警 戒 レ ベ ル

対
象
範
囲

レ
ベ
ル

火 山 活 動 の 状 況
　住 民 等 の 行 動 及 び
　 登 山 者 ・ 入 山 者 等
　 　 へ の 対 応

想 定 さ れ る 現 象 等

５

（
避
難

）

　
　 居 住 地 域 に 重 大 な 被 害 を
　 及 ぼ す 噴 火 が 発 生 、 あ る
　 い は 切 迫 し て い る 状 態 に
　 あ る 。

　
　 危 険 な 居 住 地 域 か ら
の 避 難 等 が 必 要 。

　 ・溶 岩 流 が 居 住 地 域 に 到 達 、 あ る い は 切 迫 して い る
　 【過 去 事 例 】
　 　 有 史 以 降 の 事 例 な し
　 　 約 2,000年 前 ：溶 岩 流 が 米 塚 か ら 約 ４㎞ ま で 到 達
　 　 約 2,700年 前 ：溶 岩 流 が 往 生 岳 か ら 約 ５㎞ ま で 到 達
　 　 約 3,400年 前 ：溶 岩 流 が 杵 島 岳 か ら 約 ６㎞ ま で 到 達
　 　 約 4,800年 前 ：溶 岩 流 が 中 岳 か ら 約 ７㎞ ま で 到 達
　 　 約 6,300年 前 以 降 ：溶 岩 流 が 赤 水 付 近 ま で 到 達 （流 出 火
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 口 は 不 明 ）

４

（
避
難
準
備

）

　
　 居 住 地 域 に 重 大 な 被 害 を
　 及 ぼ す 噴 火 が 発 生 す る と
　 予 想 さ れ る （ 可 能 性 が 高
　 ま っ て い る ） 。

　
警 戒 が 必 要 な 居 住 地
域 で の 避 難 準 備 、
災 害 時 要 援 護 者 の 避
難 等 が 必 要 。

　 ・溶 岩 流 が 発 生 し、 さ ら に 噴 火 が 拡 大 した 場 合 に は 居 住 地
　 域 ま で 到 達 さ れ る と予 想 さ れ る
　 　 【過 去 事 例 】
　 　 有 史 以 降 の 事 例 な し

　
広
い
範
囲
の
火
口
周
辺

　
火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で
の

３
　

（
入
山
規
制

）

　 居 住 地 域 の 近 く ま で 重 大
　 な 影 響 を 及 ぼ す （ こ の 範
　 囲 に 入 っ た 場 合 に は 生 命
　 に 危 険 が 及 ぶ ） 噴 火 が 発
　 生 、 あ る い は 発 生 す る と
　 予 想 さ れ る 。

　
住 民 は 通 常 の 生 活 。
状 況 に 応 じ て 災 害 時
要 援 護 者 の 避 難 準 備

等 。
　 登 山 禁 止 や 入 山 規 制
等 危 険 な 地 域 へ の 立

入 規 制 等 。

　 ・火 砕 流 が 発 生 し火 口 か ら 概 ね ４㎞ 以 内 に 到 達 、 あ る い は
噴 火 活 動 の 高 ま り 等 に より 到 達 が 予 想 さ れ る
　 【過 去 事 例 】
　 　 1958年 6月 ：火 砕 サ ー ジ が 第 一 火 口 か ら 約 1.2㎞ ま で 到 達
　 ・火 口 か ら 概 ね 2㎞ 以 内 に 噴 石 飛 散 、 あ る い は 噴 火 活 動 中
　 の 火 孔 閉 塞 等 に より 噴 石 飛 散 が 予 想 さ れ る
　 【噴 石 飛 散 の 過 去 事 例 】
　 　 1979年 9月 ：噴 石 が 泰 一 火 口 か ら 約 1.2㎞ ま で 飛 散
　 　 1958年 6月 ：噴 石 が 第 一 火 口 か ら 約 1.3㎞ ま で 飛 散
　 　 1933年 2月 ：噴 石 が 第 二 火 口 か ら 約 1.2㎞ ま で 飛 散

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側
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(3) 噴火予報及び噴火警報文の内容 

噴火予報及び噴火警報文の内容は、次のとおりである。 

ア、火山活動の状況及び予警報事項 

火山性地震や噴煙活動等火山活動の現在の状態や今後の予想。予想される火山活動に関する

警戒が必要な事項。 

イ、対象市町村 

警戒が必要な区域を含む市町村等 

ウ、防災上の警戒事項等 

火山現象に対し警戒すべき防災上の事項、その他注意すべき事項。 

エ、その他必要と認める事項 

噴火警戒レベル、警報の略称、警戒事項等及びその変更状況等 

(4) 噴火予報及び噴火警報の発表及び通報 

ア、噴火予報及び噴火警報の発表は、福岡管区気象台が行う。 

イ、噴火予報及び噴火警報の通報は、熊本地方気象台が行う。 

(5) 噴火予報、噴火警報の伝達 

気象庁は、気象業務法第１５条各項で、噴火予報、噴火警報を県へ通知し、県は関係市町村へ

通知に努めなければならない。 

噴火警報及び火山の状況に関する解説情報の伝達は次の系統図によるものとする。 

注１）　ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさのものとする。
注２）　レベル１～３は中岳第一から第七火口及び砂千里ヶ浜で発生する噴火を想定している。これ以外の場所で発生する噴火については、
　　　　今後ハザードマップ検討会で具体的な検討を進め反映させる予定。
注３）　噴火警戒レベルは、火山ガスに関する規制とは異なる。

・火山活動は静穏、状況により火口内にとどまる程度の土
砂噴出等の発生の可能性あり
　2007年12月現在の状態

 
火
口
内
等

　
１

（
平
常

）

　
  火 山 活 動 は 静 穏 。
　 火 山 活 動 の 状 態 に よ っ て 、 火 口
内 で 火 山 灰 の 噴 出 等 が 見 ら れ る
（ こ の 範 囲 に 入 っ た 場 合 に は 生 命
に 危 険 が 及 ぶ ） 。

　
　 状 況 に 応 じ て 火 口 内
へ の 立 入 規 制 等

想 定 さ れ る 現 象 等

ま
で
の
火
口
周
辺

火
口
か
ら
少
し
離
れ
た
所

２

（
火
口
周
辺
規
制

）

　 火 口 周 辺 に 影 響 を 及 ぼ す （ こ の
範 囲 に 入 っ た 場 合 に は 生 命 に 危
険 が 及 ぶ ） 噴 火 が 発 生 、 あ る い は
発 生 す る と 予 想 さ れ る 。

　 住 民 は 通 常 の 生 活 。
　 火 口 周 辺 へ の 立 入 規 制
等 。

・小噴火が発生し、火口から概ね１㎞以内に噴石飛散
【過去事例】
　1977年 7月：噴石が第一火口から約800mまで飛散
　1957年12月：噴石が第一火口から約700mまで飛散
　1953年 4月：噴石が第一火口から約800mまで飛散
・小噴火の発生が予想される
【過去事例】
　2005年4月、2004年1月、2003年7月：ごく小規模噴火

　
対
象
範
囲

　
　
レ
ベ
ル

火 山 活 動 の 状 況
住 民 等 の 行 動 及 び
登 山 者 ・ 入 山 者 等
へ の 対 応 　 （ ※ ）
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○噴火予報、噴火警報及び火山の状況に関する解説情報の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 異常現象発見者の通報義務及び通報先 

ア、関係市町村は、火山の異常現象を発見した者の通報義務及び通報先に関する事項を阿蘇火山

防災計画に定め、住民に周知徹底するものとする。 

イ、関係市町村は、火山の異常現象を予知した場合における通報先、通報すべき内容及び通報手

段に関する事項を阿蘇火山防災計画に定めておくものとする。 

熊
本
地
方
気
象
台

環 境 省 九 州 地 方 環 境 事 務 所

阿 　 蘇 　 警 　 察 　 署

高 　 森 　 警　 察 　 署

Ｎ Ｈ Ｋ 阿 蘇 通 信 部

阿 蘇 山 上 事 務 所

阿 　 蘇 　 市 　 役 　 所
（ 阿 蘇 火 山 防 災 会 議 協 議 会）

登
山
者
・

地
域
住
民

（ 財 ） 自 然 公 園 財 団 阿 蘇 支 部

東 阿 蘇 観 光 ﾀ ｰﾐﾅﾙ事 務 所

九 州 産 業 交 通 株 式 会 社
山 上 タ ー ミナ ル事 務 所

県危機管理防災課・消防保安課
熊本県防災消防航空センター

熊 本 県 警 察 本 部

陸  上  自  衛  隊
西 部 方 面 総 監 部

Ｎ Ｈ Ｋ 熊 本 放 送 局

熊 本 海 上 保 安 部

Ｒ Ｋ Ｋ 、 　 Ｔ Ｋ Ｕ
Ｋ Ａ Ｂ、 　 Ｋ Ｋ Ｔ

陸 　 上 　 自　 衛 　 隊
第 ８師 団 司 令 部 第３部

国 土 交 通 省 各 事 務 所

熊 　 本　 市

阿 蘇 広 域 行 政 事 務 組 合
消 防 本 部

南  阿  蘇  村  役  場

高 　 森 　 町　 役 　 場

阿  蘇  地  域  振  興  局

阿
蘇
山
火
山
防
災
連
絡
事
務
所

福
岡
管
区
気
象
台
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(7) 火口現地観測 

関係市町村は、火口の活動状況をは握するため、火口現地観測を実施するものとする。 

(8) 災害危険予想区域の把握等 

ア、関係市町村は過去の噴火の状況等に基づき、災害の予想される区域を把握しておくものとる。 

イ、関係市町村は、本計画に係る区域における登山者及び地域住民の人命、身体を災害から保護

するため、登山注意、登山規制及び登山規制解除の措置をとるとともに、次の系統図により、

これらの措置を伝達するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ、「ア」．「イ」に関する事項は、阿蘇火山防災計画に定め、あらかじめ、登山者及び地域住

民に対し、周知徹底させておくものとする。 

(9) 避難施設等の整備 

(

阿
蘇
火
山
防
災
会
議
協
議
会
）

　
　
阿
　
蘇
　
市
　
役
　
所

阿 蘇 山 上 事 務 所

登
山
者
及
地
域
住
民

環 境 省 九 州 地 方 環 境 事 務 所

Ｎ Ｈ Ｋ 阿 蘇 通 信 部

阿 　 蘇 　 警 　 察 　 署

高 　 森 　 警 　 察 　 署

九 州 産 業 交 通 株 式 会 社
山 上 タ ー ミナ ル 事 務 所

阿 蘇 広 域 行 政 事 務 組 合 消 防 本 部

（ 財 ） 自 然 公 園 財 団 阿 蘇 支 部

阿 蘇 山 火 山 防 災 連 絡 事 務 所

阿 蘇 地 域 振 興 局 健 康 福 祉 環 境 部

阿 蘇 地 域 振 興 局 総 務 部

熊 本 地 方 気 象 台

福 岡 管 区 気 象 台

南 阿 蘇 村 役 場

仙 酔 峡 ロ ー プ ウ ェ イ

記  者  ク  ラ  ブ

警 察 本 部 警 備 第 二 課

高  森  町  役  場

阿 蘇 地 域 振 興 局 土 木 部

日 本 赤 十 字 社 　 熊 本 県 支 部

県 危 機 管 理 防 災 課

消 防 庁 防 災 課

陸 上 自 衛 隊 第 ８師 団 司 令 部
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関係市町村、県及び防災関係機関は、避難施設(退避壕、ヘリポート等)及び救出、救助に要す

る設備、通信、放送設備、警報装置等の整備に努めるものとする。 

(10) 避難路、避難場所の設定 

関係市町村は、災害の想定に基づき、実態に応じた避難路及び避難場所を設定しておくもの

とする。 

(11) 防災訓練の実施 

関係市町村は、災害の想定に基づき、各種の応急措置が円滑に実施されるよう防災関係機関

の協力を得て必要な訓練を実施するものとする。 

 

 

３．災害応急対策 

１．災害情報収集及び被害報告 

災害応急措置の円滑化を促進するため、関係市町村、県(本庁)及び阿蘇地域振興局は、災害情

報の収集及び被害報告等について、次により実施するものとする。 

(1) 関係市町村 

関係市町村は、被害が発生した場合は直ちに阿蘇地域振興局、阿蘇警察署、阿蘇山火山防災

連絡事務所等に通報するものとする。 

なお、阿蘇地域振興局への被害報告は、本計画の第3章第7節情報収集及び被害取扱計画によ

り行うものとする。 

(2) 阿蘇地域振興局 

阿蘇地域振興局は、情報及び被害報告を受けた場合は、直ちに県危機管理防災課へ通報する

ものとする。 

(3) 県(危機管理防災課) 

県危機管理防災課は、情報及び被害報告を受けた場合は、直ちに知事及び部長に報告すると

ともに、特に関係のある各課に対し連絡するものとする。また必要がある場合は、すみやかに

第3章第7節情報収集及び被害報告取扱計画の定めにより報告を行うものとする。 

２．警戒避難 

(1) 避難の勧告及び指示 

関係市町村は、火山現象により災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、

登山者及び地域住民の生命、身体を災害から保護し、災害の拡大を防止するため必要があると

認めるときは避難先を明示して立退勧告又は指示をするものとする。 

(2) 避難場所、連絡及び手段並びに誘導の方法等 

関係市町村は、あらかじめ避難場所、経路及び手段並びに、誘導の方法等について、阿蘇火

山防災計画に定め、その内容を登山者及び地域住民に周知しておくものとする。 

(3) 警戒区域の設定 

関係市町村は、災害が発生し、または発生しようとする場合において登山者、また地域住民

の人命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めたときは、警戒区域を設定

するものとする。 
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３．交通規制 

関係市町村は、被災者の救出救助のための交通路の確保について、道路管理者、警察署に対し、

交通規制を求めるものとする。 

４．阿蘇火山爆発に伴う緊急災害警備措置要領(県警察本部) 

事案発生に際しては、「熊本県警察災害警備実施要領」に基づき対処する。 
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第37節 航空機災害応急対策計画（県知事公室、県企画振興部、県土木部、
市町村、熊本空港、関係機関） 

 

熊本空港、天草空港及び県内において、航空機の墜落等により災害が発生した場合に、その災害の

拡大を防止被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の対策に定め、もって地域住民等を

災害から守ることを目的とする。 

 

１．各関係機関の措置 

航空機災害が発生した場合、熊本空港事務所又は天草空港管理事務所は、県、県警察及び市町村

長(消防機関を含む。)と連携協力して応急対策を実施するとともに、その他の関係団体の協力を求

めるものとする。 

(1) 情報の通信連絡及び広報 

① 航空機災害が発生した場合の通信連絡系統は次のとおりである。 

イ．空港内で災害が発生した場合(熊本空港) 
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計
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ロ． 空港内で災害が発生した場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハ． 空港以外の地域で災害が発生した場合 

発見者からの通報によりイ．の系統により連絡を行う。ただし、海上において災害が発生

した場合は、熊本海上保安部にも連絡を行う。 

② 情報の収集伝達は①に定める系統によるものとするが、各関係機関はそれぞれ他の関係機

関、地域住民等に対し、必要な情報を伝達するものとする。 

③ ②の情報の収集伝達は、有線電話、無線施設、広報車、ラジオ・テレビ等により行うもの

とする。 

 
 
 
 

天 草 飛 行 場

県 庁

　速 　報

　必 要 に 応 じ通 報

　自 衛 隊 派 遣 要 請

　航 空 機 安 全 運 航
　支 援 セ ン ター

天 草 空 港 管 理 事 務 所
天 草 エアライン （株 ）

　大 阪 航 空 局

　熊 本 空 港 事 務 所

　進 入 管 制 所

港 　湾 　課

危 機 管 理 防 災 課

庁 内 関 係 各 課

熊 本 海 上 保 安 部

　
天
草
空
港
詰
所

　
天
草
警
察
署

　
熊
本
県
支
部

　
日
本
赤
十
字
社

　
天
草
広
域
連
合

　

（
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー

）

　
天
草
郡
市
医
師
会

天 草 市

　
天
草
産
交

　
熊
本
支
店

　
N
T
T
西
日
本

　
空
港
内
テ
ナ
ン
ト

 陸 上 自 衛 隊
 第 ８師 団
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④ 各関係機関の窓口は次のとおりとする。 

機   関   名 連 絡 窓 口 電 話 番 号 

 熊 本 空 港 事 務 所  総  務  課 

航空管制運航情報官 

 096-232-2853 (2854・2856) 

 国 土 交 通 省 航 空 局  運 航 課 

 航空安全推進課 

 03-5253-8111(内線50125) 

 03-5253-8696（直） 

 大 阪 航 空 局  運 用 課 

 航空保安対策課 

 06-6949-6211(内線5218) 

 06-6949-0239（直） 

 熊 本 海 上 保 安 部  警 備 救 難 課  0964-52-3103 

 陸 上 自 衛 隊 第 ８ 師 団  第３部防衛班  096-343-3141(内3237) 

            (夜間 内3299) 

 陸 上 自 衛 隊 西 部 方 面 航 空 隊   096-232-2101(内線300） 

 陸 上 自 衛 隊 西 部 方 面 衛 生 隊   096-368-5111(時間内3753） 

            (時間外3751) 

 熊 本 県  危機管理防災課  096-333-2115 

 096-213-1000（夜間・休日) 

 熊 本 県 防 災 消 防 航 空 セ ン タ ー   096-289-2255（07:30～18:00)全日

 096-289-2212（緊急時） 

 県 警 察 本 部  警 備 第 二 課  110. 096-381-0110(内線5772) 

 熊 本 市  消防局情報司令課  119. 096-364-6557 

 菊 池 広 域 連 合 消 防 本 部   119. 096-232-9331 

 高 遊 原 南 消 防 本 部   119. 096-286-2119 

 日 本 赤 十 字 社 熊 本 県 支 部  事 業 推 進 課  096-384-2119 

 096-384-5465（災害時優先電話） 

 熊 本 県 医 師 会   096-354-3838(平日) 

 096-354-0717(平日以外) 

（財）航空保安協会熊本第一事務所   096-232-2913 

（財）航空保安協会熊本第二事務所   096-232-7722 

 熊 本 空 港 ビ ル デ ィ ン グ ㈱  危 機 管 理 室  096-232-2311 

 九 州 産 交 バ ス ㈱   096-325-8244 

 九 州 産 交 ﾂ - ﾘ ｽ ﾞ ﾑ ㈱   096-232-2957 

 全 日 本 空 輸 ㈱ 熊 本 空 港 所   096-232-2967 

 ㈱日本航空ｲﾝﾀ-ﾅｮﾅﾙ熊本支店熊本空港所   096-292-3010 

 セ ン コ ー ㈱ 空 港 営 業 所   096-232-1603 

 熊 本 空 港 給 油 施 設 ㈱   096-232-3281 

 スカイネットアジア航空㈱熊本空港支店   096-213-5200 

 熊 本 空 港 警 備 ㈱   096-213-5111 

 Ｎ Ｔ Ｔ 熊 本 支 店   096-321-3083 

 天 草 空 港 管 理 事 務 所   0969-57-6111 

（財）航空機安全運航支援センター 天草事務所   0969-57-6116 

 天 草 エ ア ラ イ ン 株 式 会 社   0969-57-6000 

 フ ジ ド リ ー ム エ ア ラ イ ン ズ   096-233-5668 

 ス カ イ マ ー ク 株 式 会 社   096-213-5550 

 

 西 鉄 エ ア サ ー ビ ス 株 式 会 社   096-232-1314 
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機   関   名  連 絡 窓 口 電 話 番 号 

 天 草 広 域 連 合 消 防 本 部  警 防 課  0969-22-3219 

 天 草 警 察 署  警 備 課  0969-24-0110 

 天 草 郡 市 医 師 会  事 務 局  0969-22-2309 

 天 草 市  総 務 課  0969-23-1111 

 福岡管区気象台福岡航空測候所熊本 
 空港出張所 

  096-232-2851（内600） 

 熊本県歯科医師会   096-343-8020 

 熊本県警察医会 熊本大学法医学分野内   096-373-5124 

 熊本市医師会   096-362-1221～3 

 菊池郡市医師会   0968-25-2181 

 阿蘇郡市医師会   0967-34-0716 

 上益城郡医師会   096-282-0461 

 八代税関支署熊本空港出張所   096-232-3781 

 福岡入国管理局 熊本出張所   096-232-3404 

 福岡検疫所 熊本空港出張所   092-232-3661 

 門司植物防疫所鹿児島支所八代出張所   0965-232-3739 

 

 動物検疫所門司支所 福岡空港出張所   092-232-3744 

 
 
 (2) 広報 
      災害が発生した場合、人心の安定及び秩序の維持を図るとともに、災害応急対策実施の協力を
   求めるため報道機関等を通じ、又は広報機関等により地域住民に対し広報を行う。 
    ① 住民に対する状況の伝達 
    ② 市町村及び関係機関が実施する応急対策の概要及び復旧の見通し 
    ③ 避難の指示、勧告及び避難先の指示 
    ④ その他必要な事項 
 
 (3) 消防活動及び警戒区域の設定 

① 熊本空港において航空機事故により火災が発生した場合、熊本空港事務所(航空保安協会熊
本第一事務所)、地元消防機関及び陸上自衛隊西部方面航空隊消防機関は、化学消防車等によ
る消防活動を実施する。 

又、天草空港において航空機事故により火災が発生した場合、天草空港管理事務所(天草エ
アライン株式会社)、地元消防機関は、化学消防車等による消防活動を実施する。 

② 熊本空港、天草空港及び県内において航空機事故により火災が発生した場合、その災害の規
模等により地元消防機関で対処できない場合は、隣接消防機関に消防相互応援協定に基づく応
援を求めるものとする。 

③ 航空機の墜落等により災害が発生した場合、市町村長、消防機関及び警察は、必要に応じて
地域住民の生命、身体の安全を図るとともに応急活動の円滑化を期するため警戒区域を設定す
る。 

④ 熊本空港事務所及び天草空港管理事務所が締結している消防相互応援協定は次のとおりで
ある。 
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    ○協定の名称「熊本空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○協定の名称「熊本空港及びその周辺における火災発生及び航空機救難時の行動基準等に関する

申し合わせ事項」 
熊本空港事務所           ・陸上自衛隊西部方面航空隊 

 
○協定の名称「天草空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定」 

天草空港管理事務所    ・天草市 
・天草広域連合消防本部 
 

⑤ 各市町村が締結している消防相互応援協定は次のとおりである。 
協定の名称「熊本県市町村消防相互応援協定」 

熊本県内市町村相互間(消防組合を含む) 
48市町村 
13消防組合 
 

⑥ 熊本空港事務所、天草空港管理事務所及び陸上自衛隊西部方面航空隊は消防資機材、化学消
火薬剤を備蓄するものとする。 

 
(4) 救出救護及び死体の捜索活動 

① 熊本空港において航空機事故が発生し、乗客等の救出を要する場合は、熊本空港事務所、地
元町、地元消防機関、県及び県警察は、熊本空港緊急計画に基づき救出隊等を編成し救出に必
要な資機材を投入して、迅速に救出活動を実施するものとする。 

② 天草空港において航空機事故が発生し、乗客等の救出を要する場合は、天草空港管理事務所、
地元市町、天草広域連合消防本部、県及び県警察は、協議に基づき救出隊等を編成し救出に必
要な資機材を投入して、迅速に救出活動を実施するものとする。 

② 熊本空港及び天草空港以外の地域で航空機災害が発生し、乗客等の救出を要する場合は、地
元市町村、地元消防機関、県及び県警察は、協議に基づき救出隊等を編成し、救出に必要な資
機材を投入して迅速に救出活動を実施するものとする。 

④ 熊本空港、天草空港及び県内において航空機災害により死傷者が発生した場合、県、地元市
   町村、日赤熊本県支部及び地元医師会等で編成する医療班を現地に派遣し応急措置を施した後、
   最寄りの医療機関に搬送する。 

⑤ 熊本空港、天草空港及び県内の地域において航空機災害により死傷者等が発生した場合、地
   元市町村、消防機関、県警察及び自衛隊は、行方不明者の捜索、負傷者の救出及び遺体の収容
   を実施するものとする。 

 

・熊本市、菊陽町、益城町、大津町、西原村

・菊池広域連合消防本部

・高遊原南消防本部 ・全日本空輸(株)

熊本空港事務所 ・熊本空港消火救難隊 ・(株)日本航空インターナショナル

・スカイネットアジア航空(株)

・九州産交ツーリズム(株)

・熊本空港ビルディング(株)

・熊本給油施設(株)

・熊本空港警備(株)

・センコー(株)

・(財)航空保安協会熊本第二事務所

・スカイマーク(株)

・西鉄エアサービス(株)
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(5) 交通規制 
① 熊本空港、天草空港及び県内において航空機災害が発生した場合、県警察及び道路管理者は、

   応急対策実施に支障があるときは、一時的な交通規制を行うものとする。 
② 道路の交通規制を実施したときは、関係機関は、その旨を交通機関並びに地域住民に対し、

   広報し協力を求めるものとする。 
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第38節 海上災害対策計画（熊本海上保安部） 
 
 船舶又は海洋施設その他の施設から海上に大量の油等流出、大規模な海上火災、大量の放射性物質 
の放出、船舶及び航空機の遭難による多数の人命の損失、その他異常な自然現象による海上災害が発 
生し、又は発生するおそれのある場合、海難救助、被害の拡大の防止及び災害の未然防止等応急措置 
を実施し、海上における住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、社会秩序の維持にあたるも 
のとする。 
 
１．各関係機関の措置 
  海上災害が発生した場合、熊本海上保安部、県、県警察及び沿岸市町村(消防機関を含む)は連携 

協力して応急対策を実施するとともに、その他関係団体との協力を求めるものとする。 
 

(1) 熊本海上保安部の措置 
① 応 急 対 策 

イ．非常体制の確立 
（イ） 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、管区海上保安本部長が発令する非常

配備及び災害対策本部の設置に必要な対策の検討、情報の収集を行うとともに、所要の措
置を講じるものとする。 

（ロ） 流出油により、著しい海洋の汚染があると認めるときは、海洋汚染及び海上災害の防止
に関する法律(以下「海防法」という。)第45条第2項の規定に基づき、その汚染の状況に
ついて、当該汚染海域及び地先水面を管轄する地方公共団体の長に通知するものとする。 

（ハ） 熊本県排出油防除協議会に出動を要請するとともに、熊本県災害対策本部との連携を進
めるものとする。 
特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、

海防法第41条の2の規定に基づき、排出された油・有害物質・廃棄物その他の除去等海洋
汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請するものとする。 

ロ．自衛隊の派遣要請  
海上災害に伴う救助活動のため管区海上保安本部長が行う自衛隊の派遣要請に必要な事

項の調査等を行うものとする。 
ハ．通信の確保 

通信施設の保全に努めるとともに、部内及び防災関係機関との相互の通信連絡の確保に当
るものとする。 

ニ．警報等の伝達 
気象、津波、高潮、波浪に関する警報及び航路障害物、航路標識の異常等、航行船舶の安

全あるいは、油、放射性物質等危険物の流出による船舶、水産資源、海陸諸施設、公衆衛生
等に重大な影響を及ぼす事態を知った場合は、安全通信、航行警報、水路通報、ラジオ、テ
レビ放送、巡視船艇による巡回、その他有効な方法により船舶及び関係者へ伝達通知するも
のとする。 

ホ．災害状況のは握及び情報の収集等 
航空機又は巡視船艇を災害地に派遣し、災害状況をは握するとともに情報を収集し、その

結果を分析評価して報告、または通報するものとする。 
ヘ．救助活動 
（イ）避難の援助および勧告避難命令が発令された場合において、必要があるときは、避難者

の誘導を行い、海上輸送及び船舶に危険が生ずるおそれがある場合は、適当な場所への避
難の指導及び勧告をするものとする。 

（ロ） 遭難船等の救助 
遭難船等が発生した場合の捜索及び救助にあたるものとする。 

（ハ） 水防活動 
岸壁、護岸、堤防等の決壊に対する応急復旧材の海上輸送を行うものとする。 
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（ニ） 消防活動 
船舶等の火災の消火を行うものとする。 

（ホ） 人員及び救援物資の緊急輸送 
救助活動に必要な人員、資機材及び救助物資等の緊急輸送を行うものとする。 

（ヘ） 物資の無償貸付及び譲与 
要請により、又は必要と認める場合、規定に基づき海上災害救助用物品のり災者への

無償貸付又は譲与を行うものとする。 
ト．海上交通安全の確保 
（イ） 漂流物、沈没物その他航路障害物により船舶交通に危険が生じ又は生じるおそれがあ

るときは、速やかに必要な応急処置を講じるとともに、船舶所有者等に対して、除去に
ついての命令又は勧告を行うものとする。 

（ロ） 水路の損壊、水深に異常を生じた場合、応急調査を行うとともに、当該地域について
警戒するものとする。 

（ハ） 船舶交通の安全を確保するため、交通の制限又は禁止を行うとともに、必要に応じ応
急標識等の設置を行うものとする。 

チ．危険物の保安措置 
危険物の保安については、防災関係機関と密接な連絡をとり、必要に応じ次の措置を講じ

るものとする。 
（イ） 海面に油、放射性物質等が流出した場合の付近の警戒及び油の拡散・火災発生防止等

の措置 
（ロ） 状況に応じ船舶交通の制限又は禁止、進行の停止及び経路変更等の指導 
（ハ） 危険物積載船舶について荷役の制限又は禁止及び移動もしくは航行の制限又は禁止の
措置 

リ．治安の維持 
治安を維持するため、巡視船艇を災害地に派遣し、付近の警戒を強化するとともに各種事

犯の発生状況の実態は握に努め、関係法令に基づく取締りを強化するものとする。 
ヌ．広 報 

民心の安定に重点を置き災害、治安、救助、復旧の状況及び応急処置方法等について必要
があれば、防災関係機関と連絡調整のうえ報道機関等を通じて広報を行うものとする。 
 

② 災害対策基本法に基づく応急業務 
海上保安部が行う災害対策基本法に基づく応急業務は、概ね次のとおりである。 

イ．異常現象発見者からの通報の受理及び処理(第54条) 
ロ．災害を拡大させるおそれのある設備又は物件に必要な措置の指示及び市町村長への通知
（第59条） 

ハ．居住者、滞在者その他の者に対する避難のための立退き指示(第61条) 
ニ．警戒区域の設定及び当該区域への立入制限若しくは禁止並びに退去の措置(第63条) 
ホ．応急措置を実施するための工作物、又は物件の使用、収用、除去、保管に関する業務 
（第64条） 
ヘ．応急措置業務への従事命令(第65条) 
ト．応急措置の実施及び防災関係機関に対する応急措置実施要請又は指示(第77条) 
チ．応急措置の実施に必要な物資の保管、収容及び立入検査並びに報告の徴取(第78条) 
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③ 熊本海上保安部の組織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 熊本県の措置 
県は、県又は近隣の海域で海上災害が発生したときは、所掌事務に係る災害応急対策を速や

かに実施するとともに、市町村が行う応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 
① 組織の確立 

油排出等の海上災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、次の措置を講ずるものとする。 
 

イ．第１警戒体制 
海上災害が発生し、人命救助の必要が生じる可能性がある場合又は本県の近海で大量の油排

出事故が発生し県沿岸に漂着する可能性があるためその状況を監視する必要がある場合には、
海上災害に関する情報の伝達及び被害情報の収集を行うため、危機管理防災課・消防保安課職
員による警戒体制をとるものとする。 
同課職員は、必要に応じて被害情報等を関係各部に連絡するものとする。 
なお、関係地域振興局及び熊本土木事務所においては、実情に即した方法で職員の配置計画を
定めておくものとする。 

ロ．災害警戒本部 
海上災害が発生し多数の人命に損害が及ぶおそれが生じた場合又は本県近海で大量の油排

出事故が発生し県沿岸に流出油の到達する可能性が高いと見込まれるときは、危機管理監は災
害警戒本部を設置し、関係課職員2人以上による警戒体制をとるものとする。 
関係課においては、職員の参集に遺漏がないよう、あらかじめ職員の参集系統、参集順位、連
絡方法等について具体的に計画しておくものとする。 

なお、関係課は、熊本県災害警戒本部規程第4条第4項に定める各課のほか、環境保全課、廃
棄物対策課、農地整備課、水産振興課、漁港漁場整備課、港湾課、医療政策課とする。 
各地域振興局及び熊本土木事務所においては、県本庁における職員配置に準じて、管内関係出
先機関と連携して、情報の収集、伝達体制を整えるものとする。 

部　長

次　長

次　長

熊 本 県 排 出 油 等 防 除 協 議 会

天 草 海 上 保 安 署

八 　 代 　 分 　 室

交 　 　 通 　 　 課

警  備  救  難  課

管 　 　 理 　 　 課   巡 視 艇 　 くまか ぜ

  巡 視 艇 　 ひ ごか ぜ

  監 視 取 締 艇 　 へ ら くれ す

  巡 視 艇 　 な つ か ぜ

  監 視 取 締 艇 　 CL  1 0 2 -M1

  巡 視 艇 　 あそ ぎ り
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ハ．災害対策本部 
海上災害が発生し、多数の人命に損害が生じるおそれがある場合又は本県近海で油排出事故

が発生し排出油が大量に本県に漂着すると認められる場合には、知事は災害対策本部を設置す
るものとする。 

② 被害状況の把握 
県は、早期に海上災害に係る被害の状況を把握するため、熊本海上保安部等の防災関係機関、

市町村等からの情報の収集に努めるものとする。 
被害状況の把握に必要と認められる場合、県の防災消防ヘリコプターによる調査を実施するとと
もに県警察本部のヘリコプターや自衛隊ヘリコプターが実施する上空からの調査結果について、
情報の提供を求めるものとする。 

③ 自衛隊の派遣要請 
人命救助、被害の拡大防止等応急措置のため必要があると認める場合は、第4節自衛隊派遣要

請計画に基づき、自衛隊の派遣要請を行う。 
④ 排出油・漂着油の防除 

排出油は海上で除去することが最良であるので、各防災関係機関が行う防除に当たっては、可
能な限り海上での回収を実施し、海岸線への漂着を回避するよう努めるべきものである。 

しかし、海上で回収できない漂着油が発生し、原因者の活動のみでは十分な対応ができない場
合には、地方公共団体並びに港湾、漁港、河川、海岸等の各管理者がその除去を行うものとする。 

なお、あらかじめ各管理者間での連絡体制を整備しておくものとする。 
イ．市町村の支援 

県は、市町村の行う防除作業を支援するものとする。 
ロ．排出油防除資機材の調達 

 市町村の行う防除作業に必要な排出油防除資機材の調達、提供の申出に対する受入れ・あ
っせんを行うとともに排出油防除資機材が不足するときは、「九州・山口9県災害時相互応
援協定」に基づく協力要請を行うなどして、その確保に努めるものとする。また、資機材の
輸送手段を確保するため、トラック協会等との協力体制を確立しておくものとする。 

⑤ 住民・油回収作業従事者等の健康対策 
被災地の住民・油回収作業従事者等の健康対策については、保健婦、看護婦等による健康相

談チームの編成や救護所の設置等を通じて市町村が実施するものとするが、県が必要と認めた
場合又は市町村の要請があった場合には県が支援を行うものとする。 

⑥ ボランティア受入環境の整備 
県及び市町村は、ボランティア活動の円滑な推進に資するため、災害対策本部の中にボラン

ティア団体等との連絡窓口を設置し、必要なボランティア活動の内容、必要人員、活動場所等
の情報を提供する。また、必要に応じてボランティア活動拠点の提供等の支援に努めるものと
する。 

⑦ 環境保護対策 
海上災害により環境汚染が発生し又は発生のおそれがある場合、県は市町村が行う住民等へ

の通報・指示等に関し、必要な助言指導その他支援を行うとともに、次の施策を実施するもの
とする。 
イ．環境汚染に関する情報を防災関係機関等に通報する。 
ロ．住民の生命・身体に危険が予測される場合の周知及び避難誘導につついて、市町村に依頼
又は指示する。 

ハ．環境影響調査を実施する。 
⑧ 野生生物の保護 

県及び市町村は、油流出等により野生生物に被害が発生した場合には、獣医師や関係団体等の
協力を得て、円滑に救護を行うものとする。 
 

(3) 県警察の措置 
① 情報の収集 
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県警察は、大規模な海上災害が発生し、又は発生するおそれのある事案を認知した場合にお
いては、警察用航空機、警察用船舶等を活用し、直ちに被害状況等についての情報収集活動を
行うものとする。 

② 捜索活動及び救出救助活動 
県警察は、海上災害が発生して多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が生じた場合には、警察

用航空機、警察用船舶等を活用し、迅速な捜索活動及び救出救助活動を実施するものとする。 
なお、沿岸における捜索活動及び救出救助活動については、潮の流れなどを踏まえ、広範囲に

行うものとする。 
③ 危険物等の大量流出時の措置 

ア．沿岸における警戒監視活動 
県警察は、危険物等の大量排出等の災害が発生した場合には、関係機関と緊密に連携し、 

 地域住民等の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を実施するとともに、危険物等の
防除活動を行うものとする。 

その際、必要な装備資機材の迅速な調達にも配慮するものとする。 
イ．危険物等の大量排出等に対する応急対策 

県警察は、危険物等の大量排出等の災害が発生した場合においては、関係機関と緊密に連
携し、地域住民等の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を実施するとともに、危険
物等の防除活動を行うものとする。 
その際、必要な装備資機材の迅速な調達にも配慮するものとする。 
 

(4) 沿岸市町村の措置 
① 人命の救出、救護 

市町村は、沿岸において大規模な海上災害が発生した場合には、水難救助用資機材等を活用
し、海上保安部、警察等関係機関と協力し、迅速な捜索活動及び救出救護活動を実施するも
のとする。 

② 初期消火及び延焼防止 
③ 沿岸住民に対する災害状況の周知徹底及び警戒 

 イ．被害の及ぶおそれのある沿岸住民に対する災害状況の周知 
ロ．火気使用の制限又は禁止等、発災危険防止措置の広報及び警戒 

④ 沿岸住民に対する避難の勧告及び指示 
⑤ 沿岸地先海面の警戒 

排出油、火災及び漂着等被害が沿岸に及ぶおそれのある地先、海面への巡回監視 
⑥ 情報収集及び伝達 
⑦ 排出油に係る対策 
 イ．市町村は、事故原因者及び海上保安部等の要請に基づき、排出油の除去措置を講じるも

のとする。 
ロ．排出油の漂着により海岸が汚染され又はそのおそれがある場合は、排出油による被害を

防止するため沿岸への漂着油の除去等の応急措置を講じるものとする。 
ハ．海上災害により油が排出し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、海岸線の陸上パ

トロール等を実施のうえ、地域振興局及び熊本土木事務所を経由して県災害対策本部(危
機管理防災課)に報告するものとする。 

 
(5) 関係諸団体の協力措置 

① 関係団体の協力 
油処理剤及び油拡散防止資機材等を保有する関係団体等は、海上保安部、県、市町村等の関

係機関から協力を求められた場合は、必要な応急措置の実施に協力するよう努めるものとする。 
② 海上災害防止センター 

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく海上保安庁長官の指示又は船舶所有者
等の委託に基づき、排出油の防除措置を契約防災措置実施者等を介して実施する。 
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第39節 九州自動車道等災害対策計画（西日本高速道路(株)、九州地方整
備局） 

 
 県内の九州自動車道及び南九州西回り自動車道（以下「高速道路等」という。）における災害を防 
止し、被害の軽減を図るため、関係機関は次の措置を実施するものとする。 
 
１．防 災 体 制 
  西日本高速道路（株）及び九州地方整備局は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合は、

別表1.の防災体制発令基準に従って、必要な体制をとるものとする。 
なお、その発令は、道路を管理する区分ごとに各事務所長等が行うものとする。 

別 表 １ ． 防 災 体 制 の 発 令 基 準 
 

体 制 基          準 

警戒体制 
 

別表2.に規定する交通規制実施基準により交通規制を実施した場合及び交
通規制の実施が予想される場合(霧及び風による通行規制を除く) 

緊急体制 同実施基準により通行止めを実施した場合(霧及び風による通行規制を除
く) 

 

 
非常体制 

次の各号に該当する場合 
1. 広範囲又は長期間にわたり通行止めを必要とする場合 
2. 多数の死傷者が生じた場合、その他社会的影響が甚大である場合 

 
  大規模な災害により上記体制のみでは応急活動等の円滑な実施が困難な場合は関係機関の応援

を求めるものとし、必要に応じて、県及び県警察は組織計画に基づく県災害対策本部、災害警備計
画に基づく県災害警備本部等を組織し、災害の拡大防止に努めるものとする。 

 
２．交 通 規 制 
  県警察及び西日本高速道路（株）及び九州地方整備局は災害が発生し、又は発生する恐れがある

場合には直ちに交通規制を実施するものとする。 
 なお、この実施基準は別表2.によるものとし、規制を実施した場合は、必要に応じ関係機関に通
知するものとする。規制の変更又は解除についても、これに準ずるものとする。 
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別 表 ２ ． 交 通 規 制 実 施 基 準 

（九州自動車道)        
 

区分 地 震 降  雨 霧 風(最大風速) そ の 他 

時間雨量 30mm以上 
連続雨量150mm以上 
又は警報が発令され 
た場合 

 交 
 通 
 規 
 制 

計測震度 
4.0以上 

（九州道 八代以北） 
時間雨量 30mm以上 
連続雨量 75mm以上 
かつ警報が発令され 
た場合 
（九州道 八代以南） 
時間雨量 30mm以上 
連続雨量100mm以上 
かつ警報が発令され 
た場合 

視  程 
150m未満 

風速15m/s以上 
（10分間平均風速） 
警報が発令された場 
合 

 

（九州道 八代以北） 
連続雨量250mm以上 
連続雨量が150mmに 
達し、かつ時間雨量 
が 50mmに達した場 
合 
（第二通行止め基準） 
連続雨量200mm以上 
連続雨量が100mmに 
達し、かつ時間雨量 
が 50mmに達した場 
合 

 通 
 行 
 止 
 め 

計測震度 
4.5以上 
点検の結果通 
行止めを必要 
とするとき 

（九州道 八代以南） 
連続雨量350mm以上 
連続雨量が200mmに 
達し、かつ時間雨量 
が 50mmに達した場 
合 
（第二通行止め基準） 
連続雨量300mm以上 
連続雨量が150mmに 
達し、かつ時間雨量 
が 50mmに達した場 
合 

視界不良に 
より通行止 
めが必要と 
考えられる 
場合 

風速20m/s以上 
（10分間平均風速） 
台風が接近し影響を 
与えると予想される 
場合 
事故発生・施設損壊 
の危険を有する場合 

トンネル内火災等 
通行止めが必要と 
考えられる場合 

 
 （注１）本表にいう交通規制は最高速度50㎞/時規制をいう。 

  （注２）「第二通行止め基準」は、通行止め解除後で連続雨量が一旦ゼロになった後、２４時間

      以内に再び降雨が開始した場合の基準をいう。 
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 (南九州西回り自動車道 西日本高速道路管理区間) 
 

区分 地 震 降  雨 霧 風 そ の 他 

連続雨量150mm以上 
時間雨量 30mm以上 
又は警報が発令され 
た場合 

 交 
 通 
 規 
 制 

計測震度 
4.0以上 

時間雨量 30mm以上 
連続雨量 75mm以上 
かつ警報が発令され 
た場合 

視  程 
150m未満 

風速15m/s以上 
（10分間平均風速） 
警報が発令された場 
合 

 

 通 
 行 
 止 
 め 

計測震度 
4.5以上 
点検の結果通 
行止めを必要 
とするとき 

連続雨量230mm以上 
連続雨量が150mmに 
達し、かつ時間雨量 
が 50mmに達した場 
合 
（第二通行止め基準） 
連続雨量180mm以上 
連続雨量が100mmに 
達し、かつ時間雨量 
が 50mmに達した場 
合 

視界不良に 
より通行止 
めが必要と 
考える場合 

風速20m/s以上 
（10分間平均風速） 
台風が接近し影響を 
与えると予想される 
場合 

トンネル内火災等 
通行止めが必要と 
考えられる場合 

 
 （注１）本表にいう交通規制は最高速度50㎞/時規制をいう。 

  （注２）「第二通行止め基準」は、通行止め解除後で連続雨量が一旦ゼロになった後、２４時間
      以内に再び降雨が開始した場合の基準をいう。 
 
 (南九州西回り自動車道 九州地方整備局管理区間) 
 

区分 地 震 降  雨 霧 風（最大風速） そ の 他 

 交 

 通 

 規 

 制 

計測震度4以上6弱

未満 

（調査後、必要区 

 間は通行止を行 

 う） 

連続雨量150mm以上 

時間雨量 30mm以上 

 視程距離 

 100m未満 

風速20m/s未満  

 通 

 行 

 止 

 め 

計測震度6弱以上 連続雨量250mm以上 

連続雨量150mm以上 

かつ時間雨量が 

50mm以上 

 視程距離 

 50m未満 

風速20m/s以上  
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３．緊急通行車両の取扱い 

  災害の発生等により通行の禁止又は制限を実施した場合において、災害対策基本法施行令第32

条の2に規定する緊急通行車両の通行が必要であると認められるときは、西日本高速道路（株）は、

緊急通行車両の通行確保のため、道路の機能回復について応急の措置を講ずるよう努めるものとす

る。 
 
４．救急救助体制 
  西日本高速道路（株）及び関係機関は協力して適切かつ効率的な人命救護を行うため、救急救助

体制を整備充実するものとする。 
（１） 西日本高速道路（株）の緊急体制 
    西日本高速道路（株）及び関係機関は高速道路等における消防救急業務実施体制の整備を図

るため熊本県九州自動車道消防連絡協議会等において、事故発生時における関係機関の業務分
担、情報交換、指揮調整の方法防災訓練の実施等を推進するものとする。なお災害時における
消防救急業務の実施は「九州自動車道における消防相互応援協定」によるものとする。 

 
５．救急医療体制 
  災害により負傷者が発生した場合救急隊は救急医療情報システムを活用し、緊急医療機関と連絡

をとり、搬送するものとする。 
なお、大規模な災害により、多数の死傷者が発生した場合は、医療救助産計画(P104)に基づき、

応急の医療救護活動を実施するものとする。 
 
６．情報連絡体制 

(1) 連絡系統 
災害時における情報の連絡系統は次のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情 　報 　伝 　達 　系 　統

九  州  管  区  警  察  局
福 岡 高 速 道 路 管 理 室西 日 本 高 速 道 路 （株 ）九 州 支 社

道 路 管 制 セ ン ター

高 速 道 路
交 通 警 察 隊

隣 接 県 警 察 本 部

沿 線 警 察 署 九 州 地 方 整 備 局
 熊 本 河 川 国 道 事 務 所熊 本 県 危 機 管 理 防 災 課

熊 本 高 速 道 路
事 務 所

ｲﾝﾀｰ ﾁ ｪﾝｼ ﾞ
ｻ ｰ ﾋﾞｽｴ ﾘｱ

 消 防 本 部
日 本 赤 十 字 社

熊 本 県 支 部

発 　 見 　 者

陸 上 自 衛 隊

熊 本 県 警 察 本 部
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 (2) 連絡窓口 
各連絡機関の窓口は別紙1のとおりとする。 

 
７．広  報 

(1) 連絡系統 
西日本高速道路（株）は災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に際し、交通規制等

の措置を講じた時はその旨を日本道路交通情報センターに通知するとともに、ラジオ、テレビ
等を通じ住民に広報するものとする。 

関係機関の連絡窓口 

                                       別紙1 
 

機   関   名 
 

連 絡 窓 口 
 

電  話  番  号 

西日本高速道路（株）九州支社 

      〃     熊本高速道路事務所 

九州管区警察局福岡高速道路管理室 

熊本県警察本部 

      〃 

      〃 

      〃 

      〃 

有明広域行政事務組合 

山鹿植木広域行政事務組合 

菊池広域連合 

熊本市消防局 

高遊原南消防組合 

上益城消防組合 

宇城広域消防衛生施設組合 

八代広域行政事務組合 

人吉下球磨消防組合 

熊 本 県 

    〃 

    〃 

陸上自衛隊第８師団 

九州地方整備局熊本河川国道事務所 

日本赤十字社 熊本県支部 

 

熊本地方気象台 

日本道路交通情報センター(福岡) 

         〃             (熊本) 

ＪＡＦ熊本支部 

道路管制センター 

企 画 担 当 課 

管 制 係 

交 通 企 画 課 

交 通 規 制 課 

交 通 機 動 隊 

高速道路交通警察隊 

警 備 第 二 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危 機 管 理 防 災 課 

道 路 保 全 課 

交通安全・青少年課 

第 ３ 部 防 衛 班 

道 路 管 理 第 1課 

事 業 推 進 課 

092-925-4062 

0965-39-0711 

092-622-5000(内線771-204) 

110･096-381-0110(内線5023) 

 〃  〃        (内線5182) 

096-245-0047 

0965-39-0321 

110･096-381-0110(内線5773) 

119･09687-3-5271 

〃  09684-3-1191 

〃  096-232-9331 

〃  096-363-0119 

〃  096-286-2119 

〃  096-282-1955 

〃  09642-2-0554 

〃  09653-2-6181 

〃  09662-2-5241 

096-333-2115    (対策班) 

096-333-2504    (環境整備班) 

096-333-2293     (交通安全班) 

096-343-3141     (内線3237) 

096-382-1111 

096-384-2119 

096-384-5465 （災害時優先電話） 

096-324-3283 

092-721-1331 

096-382-8686 

096-363-1502 
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第40節 物価安定対策計画（県環境生活部） 
 
 
１．生活関連商品等の需給及び価格の調査、県民への情報提供 
  熊本県消費生活条例に基づき、生活関連商品等の需給及び価格の動向について必要な調査及びそ

の他の情報の収集を行うとともに、県民への情報提供を行う。 
 
２．県民からの苦情・相談の受付 
  熊本県物価ダイヤル(096-333-2291)により県民からの物価に関する苦情・相談に対応すると共に、

マスコミ媒体等の活用もしくは情報紙の緊急発行等を行い、県民への情報提供を行う。 
 
３．商品等の指定 
  生活関連商品等の買占め若しくは売惜しみが行われ、もしくは行われるおそれがある場合、又は

生活関連商品等の価格が異常に上昇し、もしくは上昇するおそれがある場合において、生活関連商
品等の不足もしくは価格の上昇が県民の生活に著しい影響を及ぼし、または及ぼすおそれがあると
認めるときは、当該生活関連商品等を特別の調査を要する商品等（以下「指定生活関連商品等」い
う。）としての指定することを検討する。 

 
４．商品等の売渡し勧告 
  指定生活関連商品等について、関連事業者が、買占め又は売惜しみにより当該指定生活関連商品

等を大量に保有していると認めるときは、熊本県消費生活条例に基づき、当該指定生活関連商品等
の売渡しの勧告を行うことを検討する。 

 
５．価格の引下げ勧告 
  指定生活関連商品等について、関連事業者が、仕入価格その他の取引事情からみて著しく不当な

価格で販売していると認めるときは、熊本県消費生活条例に基づき、価格の引下げの勧告を行うこ
とを検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 章  

 

 

災 害 復 旧 計 画  
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第１節 公共土木施設災害復旧計画（県土木部、県農林水産部、関係機関） 

 

 国土交通省及び農林水産省所管に係る公共土木施設災害復旧工事は、「公共土木施設災害復旧事業 

費国庫負担法」(昭和26年法律第97号)に基づき、国庫負担を受け災害復旧を実施する。 

 

１．実施機関 

  災害復旧の実施責任は、原則として県の管理に属する施設については県が、市町村の管理に属する

ものは市町村において実施するものとするが、その他法令の規定により、災害復旧の実施について責

任を有するものが当該施設の復旧に当たるものとする。 

 

２．復旧方針 

  公共土木施設の災害復旧方針は、各施設の原形復旧とあわせて、再度災害の発生を防止するために

必要な施設の新設又は改良を行う等の事業計画を樹立するものとし、これら施設の早期復旧の完成に

努めるものとする。 

 

３．対象事業 

  公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条に規定する政令で定める公共土木施設とは、次のよ

うな施設である。 

(1) 河  川 河川法第3条による施設等 

(2) 海  岸 海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護する施設 

(3) 砂防設備 砂防法第1条又は同法第3条の規定によって同法が準用される砂防のための施設 

又は、同法第3条の2の規定によって同法が準用される天然の河岸 

(4) 林地荒廃防止施設 山林砂防施設又は海岸砂防施設 

(5) 地すべり防止施設 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設 

(6) 急傾斜地崩壊防止施設 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する

急傾斜地崩壊防止施設 

(7) 道  路 道路法第2条第1項に規定する道路 

(8) 港  湾 港湾法第2条第5項に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、廃棄物埋立護岸又は

港湾の利用および管理上重要な臨港交通施設 

(9) 漁  港 漁港漁場整備法第3条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施

         設 

(10) 下 水 道 下水道法第2条第3、4、5号に規定する施設        

(11) 公  園 都市公園法施行令第２５条各号に掲げる施設で、都市公園法第２条第１項に規定す

る都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令第２条第２号に掲げる公園若しく

は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものに設けられたもの 

(12) 集落排水施設 農業農村整備事業で整備した農業集落排水施設及び漁港村環境整備事業で整

備した漁業集落排水施設 
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４．財政援助 

  公共土木施設災害復旧事業を実施するための財政援助としては、次により措置されるものである。

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担 

(2) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく国庫負担率の嵩上げ 

(3) 地方債の元利償還金の地方交付税算入 

(4) 地方財政法第5条第1項第4号の規定による地方債の充当 
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第２節 農林水産業施設災害復旧計画 

 

農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設および共同利用施設(以下「農地等」という。）の災 

害復旧工事は、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」(昭和25年法律 

第169号)に基づき、国庫補助を受け復旧を実施する。 

 

１．実施機関 

  農地等の災害復旧は、当該災害の規模等により実施主体を決めるものとし、一般的には市町村、土

地改良区、農業協同組合、漁業協同組合および森林組合等当該機関によって施行するものであるが、

災害の規模が大でしかも高度の技術を要するもの等は、その実情に応じ県営事業として施行するもの

とする。 

 

２．復旧方針 

  農林水産施設の災害復旧方針は、第1節「公共土木施設災害復旧計画」の2「復旧方針」に準じ 

て施行するものとするが、その他特に本復旧事業の推進に当たって必要な事項は次のとおりとする。

(1) 同法律により、国に対し災害復旧の申請を行い、早急な国の査定を要請するとともに、緊急度

 の高いものは応急復旧その他は査定後施行するものとする。 

(2) 前記(1)の事業を推進するため、当該災害の規模等により適切な技術職員の配置を考慮するとと

もに、早期復旧を図るものとする。 

(3) 農地等の復旧事業は原則として3箇年以内に完了させることとしており、復旧進度は初年度に3

0％、2年度までに80％が目安とされている。 

(4) その他災害復旧の特色としては、緊急性により施越工事が認められているから、資金計画を樹

立して、早期復旧を図るものとする。 

 

３．対象事業 

  農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第2条に規定する農林水産業施設

とは次のような施設である。 

(1) 農地 耕作の目的に供される土地 

田、畑及びわさび田 

(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、次のものをいう。 

① かんがい用排水施設、ため池、頭首工、揚水機 

② 農業用道路、橋梁 

③ 農地保全施設、堤防(海岸を含む。) 

(3) 林業用施設 林地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、次のものをいう。 

① 林地荒廃防止施設(法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。)

  ② 林道 

(4) 漁業用施設 漁場の利用又は保全上必要な公共的施設であって、次のものをいう。 

① 沿岸漁場整備開発施設（政令で定めるもの） 

② 漁港施設（水産業協同組合の維持管理に属する基本施設） 
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(5) 共同利用施設 

農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会または水産業協 

同組合、その他営利を目的としない法人の所有する次のものをいう。 

① 倉庫 

② 加工施設 

③ 共同作業場及びその他の農林水産業者の共同利用に供する施設 

 

４．財政援助 

  農地等の災害復旧事業を実施するための財政援助としては、次により措置されるものである。 

(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律による国庫補助金 

(2) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく国庫補助金の嵩上げ 

(3) 地方交付税法に基づく地方債の元利補給 

(4) 地方財政法第5条第1項第4号の規定による地方債 

(5) 天災による被災農林漁業者等に対する資金の融資に関する暫定措置法第2条第1項の規定に基づ

く融資 
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第３節 その他の災害復旧計画 
 

１．住宅災害復旧計画 

 (1) 災害公営住宅の整備 

    地震、暴風雨、洪水、高潮等その他異常な天然現象により滅失した住宅の戸数が、一定の割合

に達した場合には、低額所得者の被災者のために国からの補助を受け、市町村等において公営住宅

を整備する。 

 

 (2) 既設公営住宅の復旧 

   災害(火災にあっては、地震による火災に限る)により公営住宅が滅失し又は著しく損傷した場合

は、公営住宅等の建設、補修又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用の１／２が

国より補助される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 営 住 宅 関 係 住 宅 災 害 対 策

要 　　件 要 　　件 措 　　置

整
　
　
　
備

〈 災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 〉
（ 公 営 住 宅 法 第 ８ 条 第 １ 項 第 １
号 、第 ２ 号 ）
１ ．滅 失 戸 数
　① 被 災 地 全 域 で 5 0 0 戸 以 上
　② １ 市 町 村 の 区 域 内 で 2 0 0 戸
　　以 上
　③ １ 市 町 村 の 区 域 内 の 住 宅 戸
　　数 の １ 割 以 上

２ ．火 災 に よ る 滅 失 戸 数
　　被 災 地 全 域 で 2 0 0 戸 以 上 又
は １ 市 町 村 全 住 宅 の １ 割 以 上

〈 罹 災 者 公 営 住 宅 整 備 事 業 〉
（ 激 甚 法 第 ２ ２ 条 ）
１ ．滅 失 戸 数 （ 災 害 指 定 ）
　① 被 災 全 域 で 4 ,0 0 0 戸 以 上
　② 　　〃 　　2 ,0 0 0 戸 以 上 、
　　か つ 、１ 市 町 村 で 2 0 0 戸
　　以 上 若 し くは 全 住 宅 の １
　　割 以 上
　③ 被 災 全 域 で 1 ,2 0 0 戸 以 上 、
　　か つ 、１ 市 町 村 で 4 0 0 戸
　　以 上 若 し くは 全 住 宅 の ２
　　割 以 上
（ 激 甚 指 定 基 準 ８ ）
２ ．滅 失 戸 数 （ 地 域 指 定 ）
　１ ．の ① ～ ③ の い ず れ か で あ
り、か つ 、１ 市 町 村 で 1 0 0 戸 以 上
又 は 全 住 宅 の １ 割 以 上
（ 激 甚 法 施 行 令 第 ４ １ 条 ）

滅 失 戸 数 の ５ 割 を 限 度 と し て
〈 罹 災 者 公 営 住 宅 〉 の 建 設 等 に 対
す る 3 / 4 補 助
〈 罹 災 者 公 営 住 宅 〉 の 借 上 げ に 係
る 住 宅 又 は そ の
付 帯 施 設 の 建 設 又 は 改 良 に 対 す
る 2 / 5

 ＊ 激 甚 法 で は 災 害 を 受 け た 公 営
住 宅 の こと を 罹 災 公 営 住 宅 と い う
表 現 と し て い る 。

被
害 滅 失 損 傷

復
旧 再 建 補 修

復
　
　
　
旧

（ 公 営 住 宅 法 第 ８ 第 １ 項 ）
滅 失 戸 数 の ３ 割 を 限 度 と
し て 〈 災 害 公 営 住 宅 〉 の 建 設
等 に 対 す る 2 / 3 補 助 標 準 工
事 費 は 一 般 に 準 ず る

（ 同 法 第 ８ 条 第 ２ 項 ）
〈 災 害 公 営 住 宅 〉 借 上 げ に 係
る 住 宅 又 は そ の 付 帯 施 設 の
建 設 又 は 改 良 に 対 す る 2 / 5

措 　　置

一 　般 　災 　害

〈 本 激 甚 指 定 既 設 公 営 住 宅 復
旧 事 業 〉
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 の
Ａ ．見 込 額
　全 国 都 道 府 県 の 市 町 村 の 当
該 年 度 標 準 税 収 入 総 額 の 約
0 .5 ％ 以 上
Ｂ ．Ａ の 見 込 額 が 0 .2 ％ 以 上 、か
つ 、
(１ )都 道 府 県 負 担 見 込 額 が 当 該
年 度 標 準 税 収 入 の 2 5 ％ を こえ
る 都 道 府 県 が １ 以 上
(２ )市 町 村 負 担 見 込 額 が 県 内 全
市 町 村 の 当 該 年 度 の 標 準 税 収
入 総 額 の 5 ％ をこえ る 都 道 府 県
が １ 以 上

（ 激 甚 災 害 指 定 基 準 Ⅰ ）

（ 公 営 住 宅 法 第 ８ 条 第 ３ 項 ）
補 助 率 の か さ上 げ
（ 激 甚 法 第 ３ 条 ）

＊ 局 激 の 場 合 は 、別 途 基 準 あ り

補 助 率 　1 / 2

公 営 住 宅 又 は
共 同 施 設

〈 既 設 公 営 住 宅 復 旧 事 業 〉
（ 公 営 住 宅 法 第 ８ 条 第 ３ 項 ）
１ ．住 宅 の 被 害
　１ 戸 当 た りの 復 旧 費 が 1 1 万 円 以
上 か つ 、１ 事 業 主 体 の 合 計 額 2 9 0
万 円 以 上
　（ 事 業 主 体 が 市 町 村 場 合 は 1 9 0
万 円 以 上 ）

　財 務 省 協 議 に よ る 運 用 基 準

激 　甚 　災 　害 （ 本 　激 ）
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(3) 一般被災住宅の融資 

一般住宅の災害復旧については、県と（独）住宅金融支援機構が連携し、「住宅相談窓口」の開

設、「復興に資する情報」の提供を行い、（独）住宅金融支援機構の災害復興融資を活用して復旧

に努めるものとする。 

 

２．公立学校施設災害復旧計画 

  公立学校施設の災害復旧は、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)に基づく

国庫補助事業又は単独事業としてそれぞれ次により実施するものとする。 

(1) 実施機関 公立学校施設の復旧は、県立学校にあっては知事、市町村立学校にあっては市町村

長が行うものとする。 

(2) 復旧方針 公立学校施設の復旧方針は、別節「公共土木施設災害復旧計画」の復旧方針に準ず

る。 

(3) 対象事業 同法による学校施設で、建物、建物以外の工作物、土地および設備である。 

(4) 財政援助 公立学校施設災害復旧事業を実施するための財政援助は、次により措置されるもの

である。 

① 公立学校施設災害復旧費国庫負担法による国庫負担 

② 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく国庫負担率の嵩上げ 

③ 地方債の元利償還金の地方交付税導入 

④ 地方財政法第5条第1項第4号の規定による地方債の充当 

 

３．天草空港施設災害復旧計画 

天草空港施設の災害復旧は、単独事業として復旧を実施する。 

 (1) 実施機関 天草空港施設の復旧は、施設の管理者において実施する。 

(2) 復旧方針 天草空港施設の災害復旧方針は、第一節「公共土木施設災害復旧計画」の復旧方針

       に準ずる。 

(3)対象事業 空港法（平成２０年法律第７５号）の第１０条に規定する施設（滑走路等又は空港用

地）に準じる。 

 

４．土砂災害復旧計画 

土石流、地すべり、急傾斜地崩壊（がけ崩れ）等の土砂災害が発生した箇所（小規模なものを除く）

の復旧は、国庫補助事業または県単独事業として次により実施する。 

(1) 実施機関 土石流、地すべり、急傾斜地崩壊（がけ崩れ）等の土砂災害が発生した箇所（小規

模なものを除く）の復旧は、県が実施する。 

(2) 復旧方針 再度災害の発生を防止するために必要な防止施設の新設及び改良を行うとともに、

これら施設の早期完成に努めるものとする。 

(3) 対象事業 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内において実施する砂防事

業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業 
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第４節 被災農林漁業の経営安定計画 

 

 災害復旧および災害による経営資金の融資措置として、被害農林漁業者等に対しつなぎ融資の手段 

を講ずるとともに、次のような融資制度を活用して積極的な資金の融資計画を推進し、民生の安定を 

図るものとする。 

 

１．天災資金 

  天災融資法の発動に伴い、被害を受けた農林漁業者および農林漁業者の組織する団体に対し、経営

資金などの融資を円滑に行うため、地方公共団体は当該融資機関に対して利子補給および損失補償を

行うことにより、被害農林漁業者等の経営の維持安定を図る。なお、それに要する経費について、国

はその一部を補助する。 

 

２．日本政策金融公庫資金 

(1) 災害復旧関係資金 

農林漁業施設等の災害復旧について被害を受けた農林漁業者および農林漁業者等の組織する団

体に対し、日本政策金融公庫業務方法書の定めるところにより融資を行う。 

(2) 農林漁業セーフティネット資金 

被害農林漁業者に対し、経営再建費および収入減補てん費の融通を行う。 

 

３．融資要領 

  これら資金の融資要領は別冊資料編のとおりである。 
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第５節 被災中小企業振興計画 

 

 県は、中小企業者が災害による被害を受けた場合、各種の必要な金融措置を行い、これら被災中小企

業者の経営の安定を図ることを目的とする。 

 

１．災害復興資金融資 

  県は、被災中小企業者に対する長期かつ低利の融資制度の創設等を行い、経営の安定と早期復興を

図る。 

 

２．償還の延期等 

  県は、各金融機関に対し、被災中小企業者に係る既往貸付金について償還期間の延長等の要請を行

う。 

 

３．信用補完制度の充実 

  県は、金融ベースにのりにくい被災中小企業者の金融を円滑にするため、熊本県信用保証協会に対

して損失補償をするなどの措置をする。 

 

４．その他 

  県は、上記措置の他にも種々の融資制度を設け被災中小企業者の利便を図っている。 

なお、政府系金融機関の融資要領は別冊資料編のとおりである。 
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第６節 被災者自立支援対策計画  (県健康福祉部、日赤県支部） 
 

 大規模な災害発生時には、多くの人々が被災し、住宅や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危

機に瀕して、地域社会が混乱に陥る可能性がある。そこで、こうした災害時の人心の安定に資するため、

被災者の自立支援のための措置を講じるものとする。 

 

１．罹災者に対する生活相談 

  県は、罹災者の生活相談に対応するため、必要に応じて、ケースワーカー等の専門相談員を被災地

に派遣し、各種福祉相談に応じて、罹災者の自立安定を図るものとする。 

  また、消費生活に対する相談についても、その窓口を設置する等の対応を行うものとする。 

 

２．生活困窮者に対する生活保護の緊急適用 

  通常の生活保護の取り扱いは個人の申請によるが、災害時に要援護者が急迫した状況にあるときは

職権で保護を開始し、要保護性の調査については開始後に行うものとする。 

 

３．義えん金品募集配分計画 

(1) 実施機関 

   県及び日本赤十字社熊本県支部 

(2) 募集要領 

   県及び日赤熊本県支部は、文書をもって管下全市町村長に一般住民からの応募について依頼する

とともに、ラジオ、テレビ等の報道機関を通じて、周知を図るものとする。 

(3) 義えん金品の保管及び分配 

  ① 義えん物資の取り扱い 

個人又は会社、団体等から知事に送付された罹災者に対する義えん物資は、本庁又は出先機関

においてこれを受領し、厳重に保管をなすとともに、義えん物資受付整理簿(様式は別途定める。)

に整備して、速やかに関係市町村長を通じて、罹災者に配分するものとする。 

  ② 義えん金の取り扱い 

個人又は会社、団体等から知事に送付された罹災者に対する義えん金は、本庁又は出先機関に

おいてこれを受領し、県歳入歳出外現金として厳重に保管をなすとともに、義えん金受付整理簿

(様式は別途定める。)に整備して、速やかに関係市町村長を通じて、罹災者に配分するものとす

る。 

なお、配分方法については、義えん金配分委員会（災害の状況等によって、その都度関係部長

等をもって設置する。）においてこれを決定するものとする。 
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４．生業及び復旧資金等支給・貸与計画 

  県は、次に掲げる資金等の支給・貸与を速やかに行うことができるよう、関係市町村を通じて被災

状況を早急に確認するとともに、関係市町村と連携の上、被災者に対する制度の周知に努めるものと

する。 

(1) 災害弔慰金の支給 

(2) 災害見舞金の支給  

(3) 災害援護資金の貸付 

(4) 生活福祉資金の貸付 

(5) 母子寡婦福祉資金の貸付 

(6) 被災者生活再建支援金の支給 

 

  なお、制度の詳細については、別冊資料編第6・1及び2のとおりである。 
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第７節 海上災害復旧計画 

 

 海上災害による油等危険物の流出に伴う災害復旧については、第4章各節によるほか、次のとおり 

とする。 

 

１．水産業施設復旧(漁港、漁場を含む) 

  関係団体と連携し、流出油の漂着により被害を受けた水産業施設の回復措置を図るための対策を講

じるものとする。 

 

２．漁業経営安定対策の実施 

  被害を受けた漁業者及び水産関係団体に対して、その状況に応じた融資制度の活用等による漁業生

産の安定対策を講じるものとする。 

 

３．農業経営安定対策の実施 

  被害を受けた農業者に対し、その状況に応じた融資制度の活用等による農業生産の安定対策を講じ

るものとする。 

 

４．中小企業経営安定対策の実施 

  油流出事故等により経営の悪化した中小企業者に対して、その状況に応じた経営相談の実施、融資

制度の活用等による経営安定対策を講じるものとする。 

 

５．風評被害対策の実施 

  油流出事故に起因する風評による観光客離れ、魚介類等水産物の消費離れ等を防止するため、観光

関係団体、漁業関係団体等と連携し、誘客・消費拡大等の対策を講じるものとする。 

 

６．補償請求 

  タンカーからの油流出に伴う流出油の防除・清掃等に要した経費、漁業被害、旅館・観光業者等の

被害について、被害を受けた者はそれぞれ、「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条

約」「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」、「油濁損害賠償補償法」

等関係法令に基づき、船舶所有者、Ｐ＆Ｉ保険及び国際油濁補償基金に対して、補償請求するものと

する。 

 

７．長期的な環境影響調査 

  関係防災機関は、応急対策による措置が終了した後においても、必要に応じ、相互の連携のもと漂

着油の自然浄化の状況等環境への影響の把握に努める。特に油流出事故による沿岸域の生態系等環境

への影響は、回復に長期間を要することがあるから、大気、水質、動植物等への調査を綿密に実施し、

講じた措置の効果を検証し、必要に応じて補完的な対策を講じるものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊 本 県 特 殊 災 害 対 策 計 画 
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第１章 総    則 

 

第１節 計画の目的 

 

 この計画は、近年における科学技術の急速な進歩と産業構造の変化に伴い、多発化傾向にある石油類、

高圧ガス等(以下「危険物等」という。」の爆発、火災等による災害に対処するため、企業および防災

関係機関が実施すべき各種の対策を定め、もって災害の未然防止とその拡大防止および被害の軽減を図

るとともに、地域住民の生命、財産を災害から保護することを目的とする。 

 

 

第２節 計画の性格 

 

 県の地域にかかる防災計画としては、すでに熊本県地域防災計画が策定されているが、この防災計画

は県の地域全体における災害対策の基本的かつ一般的基準を定めたものであり、限定された地域におけ

る特殊な災害に対処する具体的な対策を定めることは技術的に困難である。 

 したがって、本計画は一般的かつ基本計画としての地域防災計画を補完し、特殊災害についての具体

的な対策を定めた防災計画の実施計画ともいうべき性格を有する。 

ただし、石油コンビナート等災害防止法に基づいて指定された石油コンビナート等特別防災区域(八

代市大島町)の防災計画については、別に定め、同区域については本計画から除外する。 

 

 

第３節 計画の対象地域とその現況 

 

 危険物等災害対策計画は、本県下全域において発生が予想されるすべての危険物等災害を対象として

樹立されるべきであるが、当面危険物等災害の発生が特に懸念される次の地域を本計画の対象地域とす

る。 

なお、当該地域の現況は付属資料1のとおりである。 

(対象地域) 

 1. 八代内港石油基地(八代市港町) 

2. チッソ水俣工場基地(水俣市野口町チッソ水俣工場内) 

3. 三角浦石油類貯蔵基地(宇城市三角町三角浦) 

4. 南熊本地区石油類貯蔵基地(熊本市南熊本) 

5. 有明臨海工業地帯石油類等取扱い予定地域 

(注) 5の地域については、今後同地域の開発とあいまって計画の整備を図るものとする。 
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第４節 災害の想定 

 

 本計画の対象とする地域は危険物等の危険物が多量に貯蔵され、取扱われている地域であり、大規模

かつ広範囲におよぶ火災、爆発等の災害が予想される。 

また、港湾および沿海における船舶の衝突、座礁等による大規模な船舶火災、危険物の海面流出、海

面大火災の発生が予想される。 

このような状況からおおむね次のような災害の発生を想定する。 

1. 危険物の火災 

2. 危険物の流出入 

3. 危険物の爆発 

4. 高圧ガス類の拡散 

5. 上記各災害による多数の死傷者の発生 

 

 

第５節 災害の区分 

 

1. 陸上災害 

この計画において陸上災害とは、消防機関が主として消火等を担任する災害をいう。 

2. 海上災害 

この計画において海上災害とは、海上保安庁の機関が主として消火等を担任する災害をいう。 
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第２章 防災関係機関および企業等の処理 
すべき事務または業務の大綱 

 

 危険物等災害に関して防災関係機関および企業等の処理すべき事務または業務の大綱は、おおむね次

のとおりである。 

 

第１節 防災関係機関 

(1) 熊 本 県 

県は、市町を包括する広域的地方公共団体として、指定地方行政機関、指定公共機関、指定

地方公共機関および他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町および

企業等の防災活動を援助し、かつその総合調整を図るものとする。 

ア 情報の収集、伝達 

イ 災害原因の調査 

ウ 災害広報 

エ 被災者の援助 

オ 市町の実施する救助活動および消火活動に対する応援、指示調整 

カ 救助物資、化学消火薬剤その他必要な資材の調達、斡旋 

キ 危険物施設の保安確保に必要な指導、助言および立入検査 

ク 自衛隊の派遣要請 

ケ 緊急輸送車輌の確認および確認証明書の交付 

コ 港湾施設の維持および応急復旧 

サ 関係機関との連絡調整 

 

(2) 熊本県警察本部 

ア 情報の収集、伝達 

イ 災害広報 

ウ 避難の指示および誘導 

エ 被災者の救出、救護および搬送 

オ 交通規制、警戒区域の設定その他社会秩序の維持 

カ 被害および事故原因の調査 

キ 緊急輸送車輌の確認および確認証明書の交付 

ク 緊急輸送車輌の誘導 

ケ 死体の確認 

 

(3) 市町および消防本部 

市村は、防災についての第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、指定地方行政機

関、指定公共機関、指定地方公共機関および他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施

するものとする。 
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ア 情報の収集、伝達 

イ 災害広報 

ウ 避難の勧告、指示、誘導 

エ 被災者の援助 

オ 死体の処理 

カ 消火 

キ 警戒区域の設定および被害の拡大防禦 

ク 危険物施設の保安確保に必要な指導、助言および立入検査 

ケ 関係機関との連絡調整および応援 

 

(4) 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、指定行政機関および他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を

実施するとともに、県および市町等の防災活動が円滑に行われるようにその所掌事務について県

または市町等に対し指導、勧告、助言等を行うものとする。 

① 九州経済産業局 

ア 情報の収集、伝達 

イ 災害調査 

ウ 必要資機材の調達、斡旋 

② 九州産業保安監督部 

ア 情報の収集、伝達 

イ 災害調査 

ウ 電力施設、ガス施設等の保安確保に必要な監督、指導、助言 

③ 九州厚生局 

ア 所管国立病院、療養所等への被災傷病者の収容治療 

イ 県等の要請に基づく医療救護班の編成派遣 

④ 九州運輸局熊本運輸支局 

ア 海上の物資輸送確保のための必要な措置 

⑤ 第十管区海上保安本部(熊本海上保安部) 

ア 警報等の伝達に関する事項         カ 治安の維持に関する事項 

イ 情報の収集に関する事項          キ 危険物の保安措置に関する事項 

ウ 海難救助等に関する事項          ク 緊急輸送に関する事項 

エ 排出油の防除に関する事項 

オ 海上交通安全の確保に関する事項 

⑥ 熊本労働局 

ア 情報の収集、伝達 

イ 災害防止のための必要な監督、指導、助言 

ウ 災害原因の調査および事後指導 
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⑦ 九州地方整備局 

ア 情報の収集、伝達 

イ 交通規制等の防災管理 

 

(5) 自 衛 隊 

自衛隊は、災害派遣要請者(熊本県知事、第十管区海上保安本部長、熊本空港事務所長)から

の要請に基づき出動し、防災活動を実施するほか、災害の発生が突発的でその救助が急を要し、

要請を待ついとまがないときは、要請を待つことなく出動し、防災活動を実施するものとする。 

ア 被害状況の把握 

イ 避難の誘導、援助 

ウ 被災者の救助、捜索 

エ 物資等の緊急輸送 

オ 交通規制の支援および道路、水路等の啓開 

カ その他対処可能な防災活動 

 

(6) 指定公共機関および指定地方公共機関 

指定公共機関および指定地方公共機関はその業務の公共性または公益性にかんがみ自ら防災

活動を実施するほか、県および市町等の防災活動が円滑に行われるようその業務に協力するもの

とする。 

① ＮＴＴ西日本(熊本支店) 

ア 公衆通信の確保 

イ 防災活動の実施に必要な通信設備の優先利用のための措置 

ウ 通信施設の応急復旧 

② 日本赤十字社熊本県支部 

ア 被災傷病者の医療救護 

イ 輸血用血液の確保 

③ 九州電力株式会社(熊本支社) 

ア 電力の確保 

イ 電力施設の災害応急措置 

 

第２節 企業等 

(1) 企  業 

企業は、災害防止についての第一次的責任を有する点にかんがみ、常に災害予防体制の整備確立

に努めるとともに、災害時には所要の応急措置を講じ、県、市町その他の防災関係機関の防災活動

に積極的に協力するものとする。 

(3) 公共的団体等 

公共的団体等は、県、市町その他の防災関係機関の防災活動に積極的に協力するものとする。 
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３章 防災組織の確立 
 

第１節 組織の整備 

 防災関係機関は、それぞれの所掌する事務または業務に関する防災活動を的確かつ円滑に実施するた

め、必要な組織を整備し、たえずその改善に努めるものとする。 

 また、企業は、関係法令の定めるところにより自主的に防災に努めるほか、自衛消防隊その他の防災

に関する組織および体制の整備確立に努めるものとする。 

 

 

第２節 連絡協議会の設置 

 この計画の対象地域における関係市町は、企業および防災関係機関等による連絡協議会を設置し、本

計画の円滑な推進を図るものとする。 

 

 

第３節 応援協力体制の確立 

１．企業間における相互応援体制 

 関係企業は、企業相互間における災害予防、災害発生時における応援協力の円滑化を図るため、相

互応援協定の締結に努めるものとする。 

なお、応援協定には、おおむね次の事項を定めるものとする。 

ア  応援出動の基準および連絡方法 

イ  応援の設備、資材の種類、数量 

ウ  応援活動内容等 

エ  費用の負担区分等 

 

２．市町と企業間における応援協力体制 

  関係市町および関係企業は、防災活動をより円滑に行なうため、相互間における協力体制の確立を

図るものとする。 

 

３．市町間における応援体制 

  関係市町は、すでに締結されている「熊本県市町村消防相互応援協定」の推進を図るとともに、防

災対策に関する広域的な応援体制の整備確立に努めるものとする。 

なお、応援体制の確立にあたっては、特に次の事項に留意するものとする。 

 ア 応援出動の基準および連絡方法 

イ 応援の設備、資材の種類、数量 

ウ 費用の負担区分等 
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４．海上保安官署と市町間における応援体制 

  熊本海上保安部および関係市町は、昭和43年3月29日、海上保安庁と消防庁の間に締結された「海

上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書」に基づき、それぞれの間での業務協定

の締結を推進するものとする。 
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第４章 災害予防対策計画 

 

第１節 防災用設備、資機材の整備・備蓄等 

 

 防災関係機関および関係企業は、災害を未然に防止するとともに、災害の発生に際して被害の拡大を

防止するため、その所掌する事務または、業務に関して、必要な設備、資機材の整備・備蓄に努めるも

のとする。 

なお、災害に際して必要な次の資機材については、特にその整備、備蓄に努めるものとする。 

ア 化学消火薬剤       オ 通信用機材 

イ オイルフェンス      カ ガス検知器 

ウ 油処理剤および油回収器  キ 耐熱防火衣 

エ 照明用機材        ク 空気または酸素呼吸器 

 

 

第２節 防災訓練の実施 

 

 防災関係機関および関係企業は、災害が発生した場合における防災活動が、迅速かつ的確に実施され

るよう個別あるいは共同で防災訓練を実施するものとする。 

なお、防災訓練の実施にあたっては、とくに次の事項を考慮するものとする。 

ア 訓練の精度および効果を高めるため、実地訓練のほか、図上訓練を行う。 

イ 陸上災害および海上災害を同時に想定した総合的な防災訓練を行う。 

ウ 立地条件、企業の形態、発生予想災害等それぞれの特徴に応じた訓練を行う。 

 

 

第３節 危険物等の保安 

 

１．企業における自主管理の徹底 

  関係企業は、その所有、管理にかかる危険物施設が消防法、高圧ガス取締法等のそれぞれの危険物

関係保安法令に定められた基準に適合するよう常に点検し、自主管理の徹底を期するものとする。 

 

２．立入検査等の徹底 

  防災関係機関は、それぞれ保安法令の定めるところにより、危険物施設の立入検査等を実施するも

のとする。   

 なお、立入検査の実施にあたっては、関係機関は可能なかぎり相互に協力してこれを行い検査結果

の情報の共有に努めるものとする。 
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第５章 災害応急対策計画 
 

第１節 情報の収集伝達 

 

 防災関係機関は、相互に協力するとともに、企業等の協力を得て、災害応急対策の実施に必要な情報

の収集、伝達を行うものとする。 

また、関係企業はすみやかに災害発生の通報をするとともに、防災関係機関が行う情報の収集、伝達

に積極的に協力するものとする。 

 

１．情報収集伝達系統 

  陸上災害および海上災害の場合の情報の収集伝達系統は、次によるものとする。 

 

 (1) 陸上災害の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  海上災害の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 隣 接 企 業

 地 元 市 町
 （消 防 本 部 署 含 む ）

　地 元 警 察 署

　地 元 医 師 会

熊 本 海 上 保 安 部

港 湾 管 理 事 務 所

熊 　 　 本 　 　 県

関 係 公 共 団 体

熊 本 県 警 察 本 部 熊 本 労 働 局

九 州 経 済 産 業 局

そ の 他 の
防 災 関 係 機 関

日 赤 熊 本 県 支 部

自 衛 隊 第 ８師 団

地 元 日 赤 奉 仕 団
防 災 ﾎﾞﾗﾝﾃ ｨｱ

ま

た

は

発

見

者

災

害

発

生

企

業

　 　 付 　 近 　 船 　 舶
　 　 沿 　 岸 　 企 　 業

地 　 元 　 警 　 察 　 署

 地   元   市   町
 （ 消 防 本 部 署 含 む ）

熊 本 県 警 察 本 部

熊 　  本 　  県

第  十  管  区  海  上
保  安  本  部

港 湾 管 理 事 務 所 日 赤 熊 本 県 支 部

そ の 他 の 防 災
関 係 機 関

陸 上 自 衛 隊 　 第 ８師 団
海 上 自 衛 隊 　 佐 世 保 地 方 隊

地 元 日 赤 奉 仕 団
防 災 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

熊 本 海 上 保 安 部
企

業

ま

た

は

発

見

者

災

害

発

生

船

舶

・
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２．情報の内容 

  防災関係機関、企業等が収集伝達する情報の内容は、災害発生状況のほか、必要に応じ、被害状況、

災害応急対策実施状況等とする。 

 

３．通信の手段 

  防災関係機関、企業等の情報収集伝達は、有線電話のほか適宜無線通信を活用して行うものとする。 

 

４．連絡体制の確立 

  情報収集伝達の迅速、的確化を期するため、防災関係機関および企業等は、窓口となる担当部課を

定めておくほか、内部における連絡体制の確立を図っておくものとする。 
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第２節 組織動員計画 

 

 災害応急対策の実施のための関係機関等の組織動員計画は次によるものとする。なお、具体的事項に

ついては、各関係機関等の定める計画によるものとする。 

 

１．防災関係機関 

(1) 熊 本 県 

災害が発生するおそれのある場合、又は発生した場合、関係各部課の所要人員を配置するほか

災害の状況に応じて熊本県災害対策本部を設置し、災害対策の万全を期するものとする。 

① 災害対策本部設置前における体制 

関係部課長は、災害の発生が予想される情報を受理したときは所要の人員により情報の収集伝

達を行い、災害応急対策の整備を図るとともに、危機管理防災課長へ連絡するものとする。 

② 災害対策本部の機構等 

ア 機  構 

 本 部 長 

（知 事） 

 副本部長 

（副知事） 

 本 部 員 

（各対策部長） 

  現地災害対策 

 本    部 

 

 

イ 各対策部の主要所掌事務 
 

 対 策 部 名 主 要 所 掌 事 務 

総 務 対 策 部 1. 熊本県地域防災計画第3章第1節「組織計画」中の総務対策部各班の所掌事 

 務に関すること。 

2. 消防機関の相互応援の調整に関すること。 

3. 高圧ガス関係災害の被害拡大防ぎょの指導および緊急措置の発動に関するこ 

 と。 

4. 消火薬剤の調整に関すること。 

5. 緊急車輌の確認に関すること。 

6. その他の対策部に属さない一切の事項 

企画振興対策部    熊本県地域防災計画第3章第1節「組織計画」中の企画振興対策部各班の所 

 掌事務に関すること。 

健康福祉対策部 1. 人および住居に関する被害状況の収集に関すること。 

2. 災害救助法の適用に関すること。 

3. 日本赤十字社熊本県支部との連絡に関すること。 

4. 義えん金品、見舞品等の受付、保管、配分および輸送に関すること。 

5. 救助状況の報告に関すること。 
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 対 策 部 名 主 要 所 掌 事 務 

健康福祉対策部 6. 救急医療および防疫活動に関すること。 

7. 県医師会との連絡に関すること。 

8. 医療班の派遣に関すること。 

9. 医療品その他衛生関係資材の調達および斡旋に関すること。 

10. 毒劇物監視班の派遣に関すること。 

商 工 観 光 

労 働 対 策 部 

1. 日用品等生活必需品の調達及びあっ旋に関すること。 

2. 被災中小企業等に対する融資に関すること。 

農林水産対策部 1. 災害応急対策用米穀の調達に関すること。 

2. 漁船等の避難に関すること。 

土 木 対 策 部 1. 道路交通の規制に関すること。 

2. 幹線道路の障害物除去に関すること。 

3. 港湾の管理、保守に関すること。 

4. 建築用資材の調達および斡旋に関すること。 

 

 

③ 配置体制 

災害対策を推進するための職員配置基準および人員は、おおむね次のとおりとする。 

ア 配置基準 
 

区    分 内              容 

第1配置 準備体制  災害発生のおそれがあるが、時間、規模等の推測が困難なとき、または小規 

 模の災害が発生したとき。 

第2配置 警戒体制  相当規模の災害が発生し又は発生するおそれがあるとき。 

第3配置 非常体制  大規模な災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 
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イ 配置人員は、おおむね次のとおりとする。 
 

区  分 第1配置 第2配置 第3配置 備   考 

本庁各対策部  ９７ １９５ 全  員  

 熊 本 ２０ ３５ 〃  

 宇 城 ２０ ３５ 〃  

 八 代 ３０ ５０ 〃  

 

 

 

 地方本部 

 芦 北 ２０ ３０ 〃  

 

(2) 熊本県警察本部(警察署を含む)  

① 警備体制 

災害が発生した場合、第一次的には、所轄署が警備にあたるものとし、災害の状況等により応

援派遣部隊を現地に派遣し、警備にあたるものとする。 

② 所属別警備部隊の構成等 
 

種別      区分 署および部隊名 所  掌  事  務 

熊 本 南 警 察 署 災害警備全般 

八 代 警 察 署 〃 

水 俣 〃 〃 

 

 所 轄 署 

宇 城 〃 〃 

一 般 部 隊 救出・救護および避難誘導 

捜 査 隊 検視および捜査活動 

交 通 隊 交通規制・整理誘導 

機動警察通信隊 緊急通信施設の架設等 

航 空 隊 偵察及び救助活動 

 

 

 応 援 派 遣 部 隊 

後 方 支 援 隊 補給・救護・装備など 

 

 

(3) 市 町 

① 市町災害対策本部の組織および所掌事務 

熊本市、八代市、水俣市および宇城市地域防災計画の定めるところによるものとする。 
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② 出 動 基 準 
 

区   分 熊本市 八代市 水俣市 宇城市 出 動 の 内 容 基 準 

 

第一号出動計画 

(準備体制) 

出動人員 

10名 

車 両 

2台 

出動人員 

10名 

車 両 

2台 

出動人員 

10名 

車 両 

2台 

出動人員 

5名 

車 両 

1台 

災害が発生し、又は発生するおそれ 

があるとき 

 

第二号出動計画 

(警備体制) 

出動人員 

40名 

車 両 

5台 

出動人員 

30名 

車 両 

5台 

出動人員 

30名 

車 両 

5台 

出動人員 

10名 

車 両 

2台 

相当規模の災害が発生し、災害応急

対策の実施が必要であると市町長 

が認めたとき 

 

第三号出動計画 

(非常体制) 

出動人員 

80名 

車 両 

5台 

出動人員 

50名 

車 両 

5台 

出動人員 

50名 

車 両 

5台 

出動人員 

30名 

車 両 

2台 

大規模な災害が発生し、全力をあげ 

て災害応急対策を実施する必要があ 

るとき 

 

(4) 消 防 機 関 

① 出動基準 

災害の発生および事態の推移に応じ次の要領で動員出動するものとする。 

熊 本 市 八 代 市 水 俣 市 宇 城 市 
区 

分 人員 車両 
現地到 

着所要 

時 間 

人員 車両 
現地到 

着所要 

時 間 

人員 車両 
現地到 

着所要 

時 間 

人員 車両 
現地到 

着所要 

時 間 

出動基準 

第 

一 

段 

階 

 

46 

人 

 

10 

台 

3～ 

10分 

 

 18 

人 

 

4 

台 

3～ 

12分 

 

4 

人 

 

1 

台 

5～ 

 10分 

 

30 

人 

 

5 

台 

2～ 

5分 

火災を覚知したと 

き 

第 

二 

段 

階 

 

84 

 

20 

5～ 

10分 

 

192 

 

8 

3～ 

15分 

 

12 

 

3 

5～ 

 10分 

 

200 

 

20 

10～ 

20分 

火災が拡大し住民 

に被害が波及する 

おそれがあるとき 

第 

三 

段 

階 

 

357 

 

62 

10～ 

30分 

 

480 

 

16 

15～ 

20分 

 

600 

 

5 

10～ 

 20分 

 

500 

 

50 

20～ 

40分 

災害が大規模で全 

消防力を投入する 

必要があるとき 
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② 現場対策本部 

第二段階の出動基準に達したときは、現場は握が容易で、かつ指揮連絡に適当な場所に現場

対策本部を設置し、防ぎょ体制をしくものとする。なお、現場対策本部の機構等は、それぞれ

定める。 

 

(5) 陸上自衛隊第8師団 

災害派遣要請者(熊本県知事、第十管区海上保安本部長、熊本空港事務所長)からの要請に基づ

き部隊を派遣するものとするが、派遣部隊の編成、派遣基準等は、災害の規模状況等による。 

① 派遣部隊の編成 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 熊本海上保安部 

① 組織編成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 出動基準 

危険物取扱基地において火災が発生し、海上へ災害が及ぶおそれがあるとき、若しくは、海上

主 動 部 隊

支 援 部 隊

第  4 2  普 通 科 連 隊

第  8  特  科  連  隊

そ  の  他  の  部  隊

陸 上 自 衛 隊 第  8  師 団 長

熊 本 県 排 出 油 等

防 除 協 議 会 会 長

部 　 長

次 　 長

次 　 長

熊 本 県 排 出 油 防 除 協 議 会

天 草 海 上 保 安 署

八 　 代 　 分 　 室

交 　 　 通 　 　 課

監 　 　 理 　 　 課 巡 視 艇 　 くまか ぜ

巡 視 艇 　 ひ ごか ぜ

監 視 取 締 艇 　 へ ら くれ す

巡 視 艇 　 な つ か ぜ

監 視 取 締 艇 　 CL  1 0 2 - M1

巡 視 艇 　 あ そ ぎ り

警  備  救  難  課
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に災害が生じ救助を必要とするとき、またはその他救助活動および捜索活動を行う必要があると

きは、熊本海上保安部長は、災害対策本部を設置するとともに災害対策上所要の人員を配置する。 

 

(7) 九州経済産業局 

災害の状況に応じ、所要の人員を現場に派遣するものとする。 

 

(8) 熊本労働局 

災害の状況に応じ所要の人員を現場に派遣するものとする。 

 

(9) 日本赤十字社熊本県支部 

資料中「日本赤十字社熊本県支部出動基準」による 

 

(10) その他の機関 

災害の状況に応じ、所要の人員を現場に派遣するとともに、他の関係機関の防災活動に協力する

ものとする。 

 

２．企 業 等 

(1) 災害発生企業 

災害発生と同時にあらかじめ定める自衛消防隊等の組織により従業員を動員し所定の配置体制

をとるものとする。 

(2) 災害発生船舶 

災害発生と同時に、あらかじめ定める組織により乗組員を動員し、所定の配置体制をとるもの

とする。 

(3) 隣接企業および応援協定締結企業 

災害発生の通報をうけ、または、災害発生を覚知すると同時に、あらかじめ定める自衛消防隊

等の組織を活用して応援出動、災害波及防止、その他必要な体制を整えるものとする。 

 

３．現地総合連絡本部 

(1) 目的および任務 

大規模な災害が発生した場合には、災害情報を集中的に収集し、各防災関係機関および企業が

実施する各種応急対策の総合的な連絡調整を図るため現地総合連絡本部を設置するものとする。 

 

(2) 設置の決定 

現地総合連絡本部の設置は、熊本県知事が決定するものとする。なお、各防災関係機関および

市町長ならびに企業は、熊本県知事に対して現地総合連絡本部の設置を要請することができるもの

とする。 
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(3) 設置場所 

現地総合連絡本部は当該応急対策の実施上最も適当な場所に設置する。 

 

(4) 構  成 

現地総合連絡本部は、次の機関等で構成するものとする。 

① 熊 本 県        ⑦ 九州経済産業局 

② 熊本県警察        ⑧ 日本赤十字社熊本県支部 

③ 地元市町         ⑨ 災害発生企業等 

④ 自 衛 隊        ⑩ 知事または市町長が当該応急対策の実施上必要と認め、 

⑤ 熊本海上保安部       参加を要請する機関 

⑥ 熊本労働基準局 

 

(5) 現地総合連絡本部への報告 

各防災関係機関等は、次の事項について、現地総合連絡本部へ報告するとともに、必要な調整を

求めるものとする。 

ア 被害状況、災害応急対策等実施状況に関すること。 

イ 各種災害応急対策の実施に係る相互応援協力に関すること。 

ウ その他各機関等が現地総合連絡本部へ報告することが適当であると認める事項。 
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第３節 陸上災害の場合の各種応急措置 

 

 陸上災害の場合の各種応急措置については、次に定めるところにより実施するものとする。 

 

１．消火および被害の拡大防御 

(1) 実施機関 

主  体＝災害発生企業、地元消防機関 

応  援＝隣接企業、応援協定締結企業、関係消防機関、地元警察署、海上保安部 

(2) 災害発生企業の措置 

① 自衛消防隊その他の要員により初期消火を行うほか、火気しゃ断、施設の保守、危険物漏えい

の防止等の被害拡大防ぎょのための措置を講ずる。 

② 消防機関の到着に際しては、進入地点に誘導員を配置し、消防隊を誘導するとともに、消防隊

の活動に必要な情報を提供する。 

③ 地元消防機関の指示をうけ、必要があるときは応援協定締結企業、および隣接企業に対し応援

を要請する。 

④ けい留中の船舶に災害が発生したときは、直ちに地元消防機関および熊本海上保安部に通報し、

災害発生船舶乗組員とともに上記①～③に準じ、消火および被害の拡大防ぎょ等の措置を講ずる。 

(3) 地元消防機関の措置 

① 災害発生の通報と同時に出動し、災害発生企業の消防隊等を指揮し、消火および被害の拡大防

ぎょにあたる。 

② 災害の規模が大規模で地元消防機関および企業等の消防力のみでは、対処できない場合は、関

係消防機関等に対し応援協定に基づく応援を要請する。 

③ 各応援部隊の消火活動を指揮する。 

(4) 隣接企業および応援協定締結企業の措置 

① 災害発生企業からの応援要請に応じ、応援締結企業にあっては、応援協定に基づき、隣接企業

にあっては、自社の災害防ぎょ等から判断して可能な範囲で応援部隊を派遣する。 

② 応援部隊は、地元消防機関の指揮をうけて、消火および被害の拡大防ぎょに従事する。 

(5) 地元警察署、海上保安部、関係消防機関の措置 

① 地元警察署は、消防機関と相互に連けいし、消火および被害の拡大防ぎょを応援する。 

② 熊本海上保安部は、海上への被害拡大を防止するため必要な措置を講ずる。 

③ 関係消防機関は、地元消防機関の指揮をうけ、消火および被害の拡大防ぎょにあたる。 

 

２．救助 

(1) 実施機関 

主  体＝災害発生企業、地元消防機関、地元警察署 

応  援＝応援協定締結企業、隣接企業、関係消防機関、関係警察署等応援部隊 

(2) 災害発生企業の措置 

① 自衛消防隊員、その他の要員により負傷者の確認、救出を行い仮救護所へ収容する。 
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② 消防機関が到着した後は、消防機関の救助と連けいし、救急活動を実施する。 

③ 応援協定締結企業および隣接企業への応援要請は消火の場合に準ずる。 

(3) 地元消防機関の措置 

① 企業の救急要員を指揮し、負傷者の確認、救出および搬送を行う。 

② 関係消防機関への応援要請については、消火の場合に準ずる。 

(4) 地元警察署の措置 

 消防機関と相互に連けいし、負傷者の確認、救出および医療機関への搬送を行う。 

(5) 関係消防機関、関係警察署等応援部隊の措置 

① 関係消防機関の応援部隊の措置は、消火の場合に準ずる。 

② 関係警察署の応援部隊は地元警察署の行う救助活動を応援する。 

 

３．医療、救護 

(1) 実施機関 

主  体＝地元市町村 

応  援＝県、医師会等、日本赤十字社熊本県支部 

(2) 地元市町の措置 

① 災害の規模、状況等に応じ、災害現場付近の適当な場所に仮設救護所を設置するとともに医

療救護班を派遣し、医療救護にあたる。 

② 地元市町のみでは、対処できない場合は、熊本県および医師会等へ応援を要請する。 

(3) 県の措置 

① 被害、医療需要情報を収集し、必要と認められる場合は、医療救護班を派遣する。 

② 地元市町村の応援要請に基づき、医療救護班を派遣し、医療救護にあたる。 

③ 必要に応じ災害拠点病院、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、医師会等の応援を要請する。 

④ 災害救助法適用後の医療活動につき、日本赤十字社熊本県支部との連けいを図る。 

(4) 医師会の措置 

地元市町村または県からの要請に応じ、現場に出動し、もしくは、医療機関において医療救護

にあたる。 

(5) 日本赤十字社熊本県支部 

災害救助法適用後は、熊本県との「災害救助法に基づく業務委託に関する協定」に基づき医療

救護を行う。 

 

４．避  難 

(1) 実施機関 

主  体＝地元市町、地元消防機関、地元警察署、海上保安部 

(2) 地元市町および地元消防機関の措置 

① 被害が住居地域におよぶ危険が生ずる等災害の状況により住民等に避難の必要が生じたとき

   は、対象区域、避難先、避難経路等について相互に連けいし、決定のうえ、避難の指示、勧告を
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   行う。 

なお、避難の指示、勧告を行ったときは、地元警察署および県に連絡するものとする。 

② 適当な場所に、避難所を開設し避難者を収容する。 

③ 避難経路および避難所に職員を派遣し、避難者の安全確保に努める。 

(3) 地元警察署の措置 

地元警察署および地元消防機関と協議のうえ、避難の指示、誘導を行うとともに、必要があると

きは、警察官の判断で避難の指示を行い、事後地元市町および地元消防機関に通知する。 

(4) 熊本海上保安部の措置 

付近にけい留または停泊中の船舶に被害が拡大するおそれがある場合等においては、状況に応じ、

避難の指示等により船舶および乗組員の安全を確保する。 

 

５．警戒区域の設定 

(1) 実施機関 

地元市町、地元消防機関、地元警察署、海上保安部 

(2) 地元市町 

① 人の生命、身体に対する危険を防止するため、警戒区域を設定し、災害応急対策従事者以外

の立入りを制限もしくは、禁止し、またはその区域からの退去を命ずる。 

② 地元市町が自ら警戒区域を設定することができないときは、警察官にその代行を求める。 

(3) 地元消防機関の措置 

① 火災の発生を防止し、消防活動の効率的実施を確保するため火災警戒区域を設定し、災害応

急対策従事者以外の立入りを制限もしくは禁止し、またはその区域からの退去を命ずる。 

② 消防機関が、自ら火災警戒区域を設定できないときは、警察署長(官)にその代行を求める。 

(4) 地元警察署の措置 

① 地元市町または、消防機関の長、吏員が現場にいなくて、かつ警戒区域の設定が必要なとき

は、警戒区域を設定する。 

② 地元市町または、消防機関から要請があったときは、これらに代わって警戒区域を設定する。

(5) 熊本海上保安部の措置 

海上において警戒区域を設定する必要があるときは、消防機関と連けいし、海上災害の場合に

準じ、警戒区域設定の措置を講ずる。 

 

６．交通の規制、整理等 

(1) 実施機関 

地元警察署、周辺警察署等応援部隊、海上保安部、九州地方整備局 

(2) 地元警察署および周辺警察署等応援部隊の措置 

緊急通行車両の緊急交通路を確保するとともに、災害の状況に応じ必要な次のような整理、規

制措置をとる。 

① 災害現地への防災関係車両以外の車両の進入禁止 

② 国道3号、57号、266号に災害の影響または、交通渋滞等がおよぶ場合の規制および迂回路線の
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確保 

③ 国、県、市町道の各線にわたる広域的な規制と交通秩序の維持。 

(3) 熊本海上保安部の措置 

海上において船舶の航行等の制限を行う必要があるときは、海上災害の場合に準じ船舶の航行

の制限等の措置を行う。 

 

７．広  報 

(1) 実施機関 

地元市町、地元消防機関、地元警察署、海上保安部 

(2) 地元市町および地元消防機関の措置 

① 避難の勧告、避難所の開設等の状況を広報する。 

② 災害応急対策の実施状況、災害の見通しを広報し、人心の安定を図る。 

③ 災害現場およびその周辺の関係者に対し、火気使用の規制、警戒区域設定の状況等を周知徹底

する。 

(3) 地元警察署の措置  

① 交通規制および警戒区域の設定状況を広報する。 

② 見物人の整理、い集防止および防災活動の障害排除のための広報を行う。 

(4) 熊本海上保安部の措置 

災害現場周辺の船舶等に対し、海上災害の場合に準じて、必要な事項を広報する。 

 

８．資機材の調達等 

(1) 実施機関 

各種応急措置の主体となる機関および応援機関 

(2) 措  置 

  ① 各種応援措置の主体となる機関等が現に保有する資機材を活用してもなお、災害応急対策の万

全を期しがたいときは、応援機関、その他の機関、企業等に資機材の提供、調達、斡旋を要請す

る。 

② 資機材の災害現場への輸送は、各種応急措置の主体機関、応援機関が行うほか「9.輸送」に定

めるところによる。 

 

９．輸  送 

(1) 実施機関 

地元市町、県、県警察(県公安委員会) 

(2) 地元市町の措置 

① 車両および運転手を確保し、災害の状況に応じ、重点的に配備する。 

② 車両の調達が困難なときは、県に応援を求める。 

③ 県警察(県公安委員会)において緊急交通路確保のための交通規制の措置がとられたときは、県

公安委員会(県警察本部)または県(危機管理防災課)に対し、緊急通行車両の確認を申請し、確認
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証明書および標章の交付を受ける。 

(3) 県の措置 

① 地元市町の要請に応じた車両の調達、あっせん、その他の輸送に関する応援を行う。 

なお、必要があるときは、他の機関へ応援を要請する。 

② 県警察(県公安委員会)と相互に連けいして、緊急通行車両の確認および確認証明書、標章の交

付を行う。 

(4) 県警察(県公安委員会)の措置 

長期的、広域的な災害の場合で、県公安委員会が特に必要と認めたときは、緊急交通路確保の

ための交通規制の措置をとる。 

この場合において、県公安委員会は県、市町の関係者、道路管理者と道路区間の指定、緊急通行

車両の範囲等について連けいを図り、その措置の適切を期するものとする。 

 

10．陸上自衛隊の部隊派遣措置 

(1) 体  制 

① 連絡班＝災害の発生が予想されるに伴い、師団司令部等から県、その他必要機関に対して連絡

員を派遣し、情報の収集および交換ならびに部隊派遣に伴う連絡調整にあたる。 

② 偵察班＝災害発生予想地域、発生地域に対して必要数の偵察班を派遣し、現地の状況を偵察す

る。 

(2) 活動内容 

災害派遣部隊の実施する応急業務活動の内容は、災害の状況、知事等の要請の内容、現地におけ

る部隊等の人員、装備等により異なるが、おおむね次のとおりとする。 

① 被害状況のは握 

知事等からの要請があった場合において、指定部隊の長が必要と認めたとき、または、自主的

に車両、航空機等災害の状況に適した手段によって写真および目視偵察を行い被害状況をは握す

る。 

② 住民等避難の援助 

避難の指示、勧告等が出され、避難、立退き等が行われる場合で、必要があるときは、誘導輸

送等を行い住民等の避難を援助する。 

③ 人員および物資の緊急輸送 

県等から要請があった場合において、指定部隊の長が必要と認めたときは、救急患者、医師、

その他救援活動に必要な人員および救援物資等の緊急輸送を実施する。 

④ 炊飯および給水支援 

県等から要請があった場合において、指定部隊の長が必要と認めたときは炊飯および給水の支

援を行う。 

⑤ 入浴支援 

要請があった場合において、指定部隊の長が必要と認めたときは入浴支援を行う。 

⑥ 危険物の保安および除去 

特に要請があった場合において、師団長が必要と認めたときは、能力上可能なものについて火
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薬類、爆発物、危険物の保安措置および除去を実施する。 
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第４節 海上災害の場合の各種応急措置 

 

 海上災害の場合における各種応急措置については、次に定めるところにより実施するものとする。 

 

１．消火および被害の拡大防御 

(1) 実施機関 

主  体＝災害発生船舶、企業、熊本海上保安部 

応  援＝隣接企業、地元消防機関、地元警察署、県港管理事務所 

(2) 災害発生船舶および企業の措置 

① 災害の発生を関係機関に通報するとともに船舶の消防設備および自社所有の各種船艇、機材等

により初期消火にあたる。 

② 火気しゃ断、施設の保守、危険物漏えいの防止、災害発生船舶の沖出し等被害の拡大防ぎょの

措置をとる。 

③ 必要があるときは、隣接企業等に対し、応援を要請する。 

(3) 熊本海上保安部の措置  

① 巡視船艇を使用し、消火および被害の拡大防ぎょにあたるほか、応援機関の消火および被害の

拡大防ぎょの分担を定める。 

② 災害の規模が大きく、熊本海上保安部および企業等の消防力のみでは、対処できないと思われ

る場合は、第十管区海上保安本部に対し応援を要請する。 

(4) 隣接企業の措置 

① 災害発生船舶、企業からの応援要請に応じ、自社の災害防ぎょ等から判断して、可能な範囲で

応援する。 

② 応援部隊は、熊本海上保安部の定めた計画により消火および被害の拡大防ぎょに従事する。 

(5) 県(港管理事務所) 

熊本海上保安部と連けいし、消火および被害の拡大防ぎょを応援する。 

 

２．流出油等の処理 

(1) 実施機関 

主  体＝災害発生船舶、企業、熊本海上保安部 

応  援＝県(港管理事務所)、隣接企業 

(2) 災害発生船舶および企業の措置 

① 船舶および自社の資機材を活用し、流出油面の縮小を図る。 

② 流出油の回収および薬剤処理を実施する。 

(3) 熊本海上保安部の措置 

① 巡視船艇を出動させ、流出および処理の状況を確認する。 

② 出動船艇等を指揮し、流出油の拡散防止および薬剤処理を実施する。 

③ 油類の流出に伴う避難および警戒については「4.避難」等に定めるところにより実施する。 

(4) 県(港管理事務所) 
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① 拡散防止および処理を行う。 

② 流出油による被害の調査を行う。 

 

３．救出・救護 

(1) 実施機関 

主  体＝災害発生船舶、企業、熊本海上保安部、地元消防機関、地元警察署 

応  援＝隣接企業、地元市町 

(2) 災害発生船舶、企業の措置 

① 自衛消防等の組織により負傷者等の確認および救出を行う。 

② 企業内の医療施設等を活用し、負傷者の救護を行う。 

③ 隣接企業への応援要請については、消火の場合に準ずる。 

(3) 熊本海上保安部の措置 

① 出動船艇を指揮し、災害発生船舶の乗組員等の救出を行う。 

② 地元消防機関、地元警察署等と連けいし、負傷者を医療機関へ搬送する。 

(4) 地元消防機関、地元警察署、県(港管理事務所)等の措置 

熊本海上保安部と連けいし、負傷者の救出および搬送を行う。 

(5) 隣接企業の措置 

消火の応援に準ずる。 

 

４．避  難 

(1) 実施機関 

主  体＝熊本海上保安部 

応  援＝関係船舶、企業、地元警察署、地元市町、県(港管理事務所) 

(2) 熊本海上保安部の措置 

災害が他の船舶におよぶ危険がある場合は、災害の状況に応じ、港則法等を適用し、他の安全

な場所に避難させる等必要な指示、勧告を行う。 

(3) 関係船舶、企業の措置 

けい留施設等に被害がおよぶ危険がある場合は、又は、熊本海上保安部から指示があった場合は、

すみやかに必要な措置をとる。 

(4) 地元警察署の措置 

熊本海上保安部等と連けいし、船舶の避難誘導等を応援する。 

(5) 地元市町、県(港管理事務所)の措置 

熊本海上保安部の定めた計画により船舶に対する避難のための指示の伝達等を行う。 

 

５．港内の安全確保 

(1) 実施機関 

主  体＝熊本海上保安部、災害発生船舶、企業、県(港管理事務所) 

応  援＝地元警察署 
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(2) 熊本海上保安部の措置 

① 災害現場における救助活動を円滑にし、二次災害の防止を図るため、一般船舶の立入禁止区域

を設定し、その周知を行う。 

② 立入禁止区域の警戒および情報の伝達を行う。 

③ 航路障害物の除去に必要な応急措置、障害物の所有者に対する除去、命令、勧告を行う。 

④ 応急的な航路の検測および啓開を行う。 

⑤ 航路標識の保守および応急標識の設置を行う。 

⑥ 危険物積載船舶に移動を命じ、または、航行の制限もしくは禁止を行う。 

(3) 災害発生船舶、企業の措置 

① 災害による障害物の捜索および除去ならびに必要な資機材の調達を行う。 

② 港湾機能を阻害するおそれのあるものの捜索、標識の設置および油類の流出拡散防止の措置を

講ずる。 

③ 関係機関と連絡し、必要がある場合は、隣接企業等へ応援を要請する。 

(4) 県(港管理事務所等)の措置 

① 港湾施設に対する被害の調査および港湾機能に重大な支障をおよぼす施設の被害に対する応

急復旧措置を行う。 

② 港湾管理に支障をおよぼすおそれのある漂流物、沈没物等の捜索、確認および応急的な除去、

   所有者等に対する除去の指示を行う。 

(5) 地元警察署の措置 

熊本海上保安部、県(港管理事務所)と連けい、立入禁止区域の警戒、障害物の除去等を応援する。 

 

６．広  報 

(1) 実施機関 

熊本海上保安部、地元消防機関、地元警察署 

(2) 熊本海上保安部の措置 

災害現場付近における火気使用の禁止、船舶の航行禁止等の制限事項および避難等について広報

する。 

(3) その他の機関の措置 

それぞれの機関において、応急対策を実施するために必要な事項を広報する。 

 

７．海上自衛隊の部隊の派遣要請 

熊本海上保安部は、災害の状況により海上自衛隊の出動を必要とする場合は、第十管区海上保安本部

に派遣要請方を上申する。 

 

８．その他の措置 

  医療、資機材の調達および輸送については、それぞれ陸上災害の場合に準じて行う。 
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第６章 企業の自主防衛計画 
 

 この計画に基づき、関係企業は、企業の自主防衛計画を定めるよう努めるものとする。 

なお、企業の自主防衛計画は、おおむね次の事項について具体的に定めるものとする。 

 

１．災害の発生が予想される施設・設備の予防措置対策 

(1) 作業基準要領等の作成 

① 作業基準要領等の作成 

② 自主点検の励行 

③ 教育訓練の実施 

④ 警報、消防設備の充実 

(2) 企業自主点検対策 

① 施設担当者の日常および定期点検 

② 保安係、警備員の巡回点検 

③ 検査・予防担当者による予防保全 

④ トップ・マネージメント、その他による特別点検 

(3) 防災教育訓練対策 

 

２．災害応急対策 

(1) 災害時の組織編成 

① 火災の場合 

② 流出油事故の場合 

③ その他の災害の場合 

(2) 各組織班等の任務 

(3) 災害情報の収集伝達系統 

(4) 災害時の保安責任者等 

① 平常勤務の場合 

② 夜間、休日の場合 

(5) 自衛消防力、資機材の状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊 本 県 原 子 力 災 害 対 策 計 画 
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第１章 総則 
 

第１節 計画の背景 

平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故におい

ては、放出された放射性物質の影響や避難を要する区域が極めて広範囲に及ぶこととなった。このこと

から、九州内に所在する原子力発電所で万一同様の事故が発生した場合、その規模や風向きによっては

本県内へ影響を及ぼす可能性がある。 

これらの状況を踏まえ、本県においても、原子力災害対策特別措置法その他関係法令の趣旨等に基づ

き、原子力災害対策計画を策定する。 
 

第２節 計画の目的 
この計画は、九州内に所在する２原子力発電所（※）から、放射性物質の異常な放出が起こった場合

又はそのおそれがある場合等（以下「原子力発電所事故等」という。）を想定して、本県における必要

な対策について定める。 

※ 玄海原子力発電所（佐賀県玄海町）  

川内原子力発電所（鹿児島県薩摩川内市） 
 

第３節 計画の性格 
この計画は、原子力災害対策に関する具体的な事項について定めるものであり、本計画に記載のない

事項については、地域防災計画の他の計画により対応する。 

 

第４節 計画の見直し 
国においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原子力災害対策に関する法令や基本

となる計画、ガイドライン等の見直しが進められている。今後、それらの内容や進捗状況を注視しつつ、

本計画についても、必要な追補、修正等を行っていく。 
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第２章 防災活動体制 
 

第１節 対策本部等の体制（県知事公室、市町村、関係機関） 
県は、別表１に従って、警戒体制、災害警戒本部体制又は災害対策本部体制をとるものとする。この

場合において、関係する条例及び訓令に定めるもののほか、一般災害対策編及び震災対策編の計画を準

用する。 

また、県は、熊本県防災会議を構成する市町村及び関係機関並びに２原子力発電所の所在県（以下「所

在県」という。）との密接な連携体制の確保を図る。 

なお、県、市町村及び関係機関の業務は、一般災害対策編及び震災対策編の計画における事務又は業

務に加え、原子力防災に関して、特に別表２に規定する事務・業務とする。 

 
 
（別表１） 

体制区分 設置基準 体制の内容 

警戒体制 

①発電事業者又は所在県から異常事態の連絡を受け
た場合で、引き続き情報収集の必要があるとき 

②県の環境放射線モニタリングにより異常値が検知
された場合で、引き続き情報収集の必要があると
き 

気象に関する警報が発令された場合の警
戒体制 
（状況に応じて、体制の強化を行う。） 

災害警戒
本部体制 

①発電事業者又は所在県から異常事態の連絡を受け
た場合で、本県への放射性物質の拡散等の影響が
予想されるとき 

②県の環境放射線モニタリングにより異常値が検知
された場合で、九州内に所在する原子力発電所に
起因することが想定されるとき 

一般災害に関する災害警戒本部体制 
（状況に応じて、体制の強化を行う。） 
 

災害対策
本部体制 

本県内で、この計画等に基づく原子力防災対策を実
施する必要があるとき 

一般災害に関する災害対策本部体制 
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（別表２） 

機関名 事務又は業務 

熊本県 

１ 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 
２ 原子力防災に関する専門知識を備えた職員の養成 
３ 原子力防災に関する訓練の実施及び市町村が行う訓練への助言 
４ 環境放射線モニタリング体制の整備 
５ 食品検査体制の整備 
６ 健康相談及び医療体制の整備 
７ 原子力災害に関する情報の収集及び関係機関への通報 
８ 住民避難等に関する関係機関間の調整 
９ 県内において放射性物質による被害が生じた場合の対応の調整 

熊本地方気象台 １ 災害対策本部等への気象情報等の提供及び解説 

熊本海上保安部 
１ 環境放射線モニタリングの支援 
２ 陸路による避難が困難な場合の住民避難支援 

九州地方整備局 １ 陸路による避難が困難な場合の住民避難支援 

自衛隊 
政府原子力災害対策本部の指示に基づき、状況により次の事項を実施 

１ 環境放射線モニタリングの支援 
２ 県内で放射性物質による影響が生じた場合の対応支援 

市町村 

１ 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 
２ 原子力防災に関する専門知識を備えた職員の養成 
３ 原子力防災に関する訓練の実施 
４ 住民避難等に関する広報・指示 
５ 避難所の開設・運営、必要に応じて警戒区域の設定等 
６ 健康相談及び医療体制の整備に関する県への協力 
７ 住民への原子力災害に関する情報伝達 

鉄道関係機関 １ 原子力災害時における避難者及び救助物資の緊急輸送 

日本赤十字社（熊
本県支部） 

１ 健康相談及び医療体制の整備に関する県への協力 

放送報道関係機関 １ 原子力災害に関する住民等への緊急を要する情報伝達等 

自動車運送機関 １ 原子力災害時における避難者及び救助物資の緊急輸送 

海上輸送機関 １ 原子力災害時における避難者及び救助物資の緊急輸送 

九州電力株式会社 １ 原子力災害に関する状況把握及び情報提供 

農業協同組合、森
林組合、漁業協同
組合等 

１ 農林畜水産物の生産・管理などの防災関係機関が実施する原子力防災対策
への協力 

学校法人 １ 原子力防災に関する児童・生徒への知識の普及・啓発 

 
第２節 原子力防災等に係る専門職員等の確保（県知事公室、市町村） 

県及び市町村は、国や所在県等が行う原子力防災に関する研修等に防災担当職員を可能な限り派遣す

ること等により、原子力防災に関する専門知識を備えた職員の育成を図る。 
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第３章 災害予防計画 
 
第１節 情報の収集・連絡体制の整備（県知事公室、市町村、関係機関） 
１．情報収集・連絡体制の整備 

県は、原子力発電所事故等に関して、できるだけ迅速に情報収集・連絡を行うため、発電事業者

である九州電力株式会社及び所在県との情報収集・連絡体制を整備する。 

また、県、市町村及び関係機関は、訓練の実施等により情報収集・連携体制の一層の充実を図る。 

 

２．住民等への情報伝達体制の整備 

県及び市町村は、原子力発電所事故等における住民等への情報伝達が円滑に実施できるよう、原

子力発電所事故等の状況に応じて住民等に提供すべき情報の項目について事前に整理する。 

また、県及び市町村は、テレビ、ラジオのほか、インターネット、メール等の多様な通信手段の

活用体制の構築に努める。 

県は、災害時要援護者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防

災組織等の協力、情報通信機器の活用や情報伝達体制の整備について、市町村に助言する。 

さらに、県は、市町村等と連携し、速やかに県民等からの問い合わせに対応する相談窓口が設置

できるように準備を行う。 
 

第２節 住民避難体制の整備（県関係部局、市町村、関係機関） 
県は、原子力発電所事故等において、市町村の区域を越えて住民が避難する必要がある場合を想定し

て、市町村と連携して、シミュレーション等により広域避難体制の構築を図る。 

住民の避難は、自家用車両の利用を原則とし、県及び市町村は、住民避難用の自家用車両が不足する

場合等を想定して、関係機関と連携して住民避難用車両の確保に努める。 

また、県及び市町村は、離島等、船舶等による避難が必要と認められる場合に備え、関係機関と連携

して住民避難用船舶等の確保に努める。 

市町村は、災害時要援護者の避難誘導・移送体制等の充実に努める。 
 

第３節 広域的連携体制の整備（県関係部局） 
県は、所在県その他の九州各県、九州地方知事会等との連携を図るとともに、原子力発電所事故等に

おける広域的な協力応援体制の構築に努める。 

また、県は、環境放射線モニタリングや住民避難体制、原子力防災訓練等に関し、平常時から所在県

その他の九州各県と緊密な連携を図る。 
 

第４節 モニタリング体制の整備（県環境生活部、県健康福祉部） 
１．環境放射線モニタリング体制の整備 

県は、原子力発電所事故等における県内の環境への影響の評価に資するため、環境放射能水準調

査を継続して実施する。 

また、県は、所在県ほか隣接各県、関係機関との環境放射線モニタリング情報の相互共有、連携

体制を構築する。 
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２．食品検査体制の整備 

県は、食品の安全性確保を図るため、食品の放射性物質検査体制を整備する。 
 

第５節 健康相談及び医療体制の整備（県健康福祉部、市町村、関係機関） 
県及び市町村は、県内の医療機関等と連携して、避難所等でのサーベイメータ等を用いた放射性物質

の汚染検査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除染、安定ヨウ素剤投与及び健康相談等の実施体制

を整備する。 

県は、スクリーニングや安定ヨウ素剤投与等の実施体制の整備が図られるよう、県内の医療機関等と

連携して、医療従事者に対する研修等の実施（国等が実施する医療従事者を対象とした研修会等への参

加を含む）に努める。 

また、県及び市町村は、専門的医療が必要な場合に備えて、放射線医学総合研究所等のスタッフから

なる緊急被ばく医療チーム等の派遣受入体制や専門医療機関への搬送体制の整備を図る。 
 

第６節 住民等への知識の普及、啓発（県関係部局、市町村） 
県は、国、所在県及び市町村等と協力して、住民等に対する原子力防災に関する知識の普及、啓発の

ため、次に掲げる事項について広報活動の実施に努めるとともに、市町村が行う住民等への原子力防災

に関する知識の普及、啓発に関し、必要な助言等を行う。 

① 放射性物質及び放射線の特性に関すること。 

② 原子力発電所施設の概要に関すること。 

③ 原子力災害とその特性に関すること。 

④ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

⑤ 緊急時に国、県及び市町村等が講じる対策の内容に関すること。 

⑥ 原子力防災に関する緊急情報及び避難指示等の伝達方法に関すること。 

⑦ 屋内退避及び避難等に関すること。 

⑧ 緊急時にとるべき行動及び避難所での行動等に関すること。 

⑨ 被災した住民等に対する人権侵害の防止に関すること。 

⑩ その他原子力防災に関すること。 
 

第７節 防護資機材の確保（県関係部局、市町村、関係機関） 
県は、市町村及び関係機関等と連携し、放射線測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用

医薬品及び医療資機材等の確保に努める。 
 

第８節 防災訓練の実施（県知事公室、市町村、関係機関） 
県は、所在県、市町村及び関係機関と連携して、原子力防災に関する訓練を、毎年度の防災訓練計画

に盛り込むこと等により、計画的に実施する。 
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第４章 災害応急対策計画 
 
第１節 組織体制の確立（県知事公室） 

県は、次の場合に、一般災害対策時に準じて原子力災害対策のための体制をとるものとする。 

① 警戒体制 

ⅰ 発電事業者又は所在県から異常事態の連絡を受けた場合で、引き続き情報収集の必要があると

き 

ⅱ 県の環境放射線モニタリングにより異常値が検知された場合で、引き続き情報収集の必要があ

るとき 

② 災害警戒本部体制 

ⅰ 発電事業者又は所在県から異常事態の連絡を受けた場合で、本県への放射性物質の拡散等の影

響が予想されるとき 

ⅱ 県の環境放射線モニタリングにより異常値が検知された場合で、九州内に所在する原子力発電

所に起因することが想定されるとき 

③ 災害対策本部体制 

ⅰ 本県内で、この計画等に基づく原子力防災対策を実施する必要があるとき 
 

第２節 情報の収集（県知事公室） 
県は、発電事業者及び所在県から原子力発電所事故等に関する情報収集を行うとともに、所在県にお

ける対策の方針及び概要について情報収集を行う。 

また、県は、原子力発電所事故等の状況や所在県の対応等を把握するために必要と認める場合は、所

在県のオフサイトセンターに職員を派遣し、原子力災害合同対策協議会での検討状況等を把握する。こ

の場合において、派遣する職員の安全の確保に十分留意する。 
 

第３節 情報の連絡（県知事公室、市町村、関係機関） 
１．市町村への情報連絡 

県は、把握した原子力発電所事故等の情報について、関係市町村に速やかに連絡する。この場合

において、影響が広域的に及ぶと想定される場合等は、県内全市町村への連絡を行う。 

なお、環境放射線モニタリング情報、被害状況、避難状況、医療活動情報等の応急対策活動内容

については、継続的に連絡を行う。 

 

２．関係機関への情報連絡 

県は、把握した原子力発電所事故等の情報について、関係機関に速やかに連絡を行う。 

なお、環境放射線モニタリング情報、被害状況、避難状況、医療活動情報等の応急対策活動内容

については、継続的に連絡を行う。 

 

３．市町村から住民への情報伝達 

市町村は、防災行政無線、広報車、ホームページ、メール等のあらゆる情報発信手段を活用して、

地域住民に対し、原子力発電所事故等の状況及び必要に応じて避難指示等の伝達を行う。 
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住民へ伝達する事項は、次の事項を基本とする。 

① 事故が発生した施設名（所在地）、事故の発生日時 

② 事故の状況と今後の予測 

③ 発電事業者における対策状況 

④ 所在県等における対策状況 

⑤ 屋内退避又は避難が必要となる区域 

⑥ 県及び市町村の対策状況 

⑦ 対象住民等がとるべき行動 

⑧ その他必要な事項 

市町村は、事故の状況や、モニタリング情報、被害状況、避難等の状況、医療活動情報等の応急

対策活動内容、避難指示の状況等について、自治会、消防団、災害時要援護者に係る施設等へ、電

話、ＦＡＸ等を利用して連絡を行う。 

また、市町村は、応急対策活動状況について継続的に広報する。 

 

４．県民等への広報 

県は、プレスリリース、ホームページ等の情報発信手段を活用して、事故の状況等について県民

等への広報に努める。 

特に、緊急避難を要する場合やその他必要と認められる場合は、放送事業者を通じた広報を実施

する。 

 

５．相談窓口の設置 

県は、市町村等と連携し、必要に応じて、県民等からの問い合わせに対応する相談窓口を設置す

る。 
 

第４節 住民避難等の防護活動（県関係部局、県警察本部、市町村、関係機
関）  

県は、国、所在県及び関係機関の意見も聞きながら、事故の状況、放射性物質の拡散の見通し、所在

県での住民避難状況等を総合的に勘案して、県内における住民避難等の要否を判断し、必要と判断した

場合は、市町村に対して、住民へ避難等を指示するよう要請する。 

この場合、県は、市町村等と協議のうえ、次の事項について調整を行う。 

① 屋内退避を要する区域又は避難を要する区域の決定 

② 避難先及び避難所に係る市町村間の調整 

住民の避難は、原則として、自家用車両を利用して行う。県及び市町村は、避難のための自家用車両

が不足する場合は、関係機関及び民間運送事業者等に要請して避難用車両の確保に努める。 

また、県及び市町村は、離島等、船舶等による避難が必要と認められる場合は、県の保有する船舶の

活用のほか、関係機関に要請して避難用船舶等の確保に努める。 

住民避難に当たって、市町村は、災害時要援護者の円滑な避難誘導、移送に十分留意する。 

なお、県は、県警察本部と連携し、緊急性の高い区域からの優先的避難の実施など、市町村及び関係
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機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要に応じて、交通規制等を行う。 

また、迂回路の確保等についても連携して対応する。 
 

第５節 緊急時環境放射線モニタリングの実施（県環境生活部、関係機関） 
県は、県内における放射性物質の拡散状況等を把握するため、モニタリングポストでの環境放射線モ

ニタリングを継続するとともに、移動式放射線測定機器を活用してデータ収集に努める。 

また、県は、必要に応じて、県内上空及び海上でのモニタリング又はモニタリングの支援を国等に要

請する。 

さらに、県は、所在県、隣接県及び関係機関との間で、緊急時環境放射線モニタリングデータを相互

に共有し、有効活用を図る。 
 

第６節 健康相談及び医療の実施（県健康福祉部、市町村、関係機関） 
県及び市町村は、必要に応じて、県内の医療機関等の協力を得て、避難所等でのサーベイメータ等を

用いた放射性物質の汚染検査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除染、安定ヨウ素剤投与及び健康

相談等を実施する。 

また、県及び市町村は、必要に応じて、放射線医学総合研究所等のスタッフからなる緊急被ばく医療

チーム等の派遣要請や専門医療機関への搬送を実施する。 
   

第７節 飲料水、飲食物の摂取制限等（県健康福祉部、県環境生活部、県農
林水産部） 

県は、県内への放射性物質の飛来、拡散状況等を踏まえ、必要に応じて、飲料水、飲食物及び農林畜

水産物の検査を行い、国が定める摂取制限等の基準に抵触する場合は、国の助言等を踏まえ、当該飲料

水等の摂取制限や出荷制限等、必要な措置を行う。 
 

第８節 広域的連携（県知事公室） 
県は、避難を要する住民が広域かつ多数となる等、必要がある場合は、九州地方知事会や災害時応援

協定を締結している各県等に支援要請を行う。 
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第５章 災害復旧対策計画 
 
第１節 環境放射線モニタリングの実施（県環境生活部） 

県は、所在県における原子力緊急事態解除宣言が行われる等、原子力災害の拡大の可能性がなくなっ

た後も、継続して環境放射線モニタリングを実施し、その結果を公表する。 

 

第２節 風評被害等の影響軽減（県関係部局、市町村） 
県は、市町村等と連携し、原子力災害による風評被害等の未然防止又は影響を軽減するため、必要に

応じて以下のような活動を行う。 

① 農林畜水産業等の生産物について、放射能汚染状況を調査し、その結果を公表すること。 

② 被ばく患者の処置を行った医療機関の処置室等の汚染の有無を確認し、その結果を公表すること。 

③ 県内における農林畜水産業、商工業、観光業等及び地域経済への影響を把握すること。 

④ 県産品等に対する市場や消費者の動向を把握すること。 

⑤ 原子力災害による風評被害等の影響を軽減するために、農林漁業、地場産業の商品等の適正な流

通の促進のための広報活動を行うこと。 
 

第３節 住民健康相談（県健康福祉部、市町村、関係機関） 

県は、関係市町村及び医療機関等と連携して、避難等を行った住民及び避難者の受入れに協力した住

民等の心身の健康に関する相談に応じるための体制をとる。 
 

第４節 放射性物質による汚染の除去等（県関係部局、市町村、関係機関） 
県は、県内においても放射性物質の除染の必要があると認められる場合は、国、所在県、市町村及

び発電事業者その他関係機関と連携して、放射性物質に汚染された物の除去及び除染作業を行う。 

 
第５節 支援措置その他 

被災者への支援措置その他必要となる事項については、原則として、一般災害対策編及び震災対策編

を準用して対応する。 
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熊 本 県 防 災 会 議 条 例 
                                                                  昭和37年10月15日 
                                                       改正     条 例 第 5 4 号 
                                                                     昭和52年３月30日 
                                                                     条 例 第 1 0 号 
                                                                     平成15年７月４日    
                                                               条 例 第 ４ ７ 号 
                                                                     平成18年６月30日    
                                                               条 例 第 ５ ９ 号 
                                                                     平成23年３月23日    
                                                               条 例 第 ９ 号 
（目  的） 

第１条  この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第15条第8項の規定に基づき、熊本県防

 災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員及び専門委員） 

第２条  知事の部内の職員のうちから指名される委員、市町村長及び消防機関の長のうちから任命さ

れる委員並びに指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員の

数は、36人以内とする。 

2 市町村長及び消防機関の長のうちから指名される委員並びに指定公共機関又は指定地方公共機 

の役員又は職員のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

 その前任者の残任期間とする。 

 3  前項の委員は、再任されることができる。 
 4  専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（幹  事） 

第３条  防災会議に幹事30人以内を置く。 
 2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。 

 3 幹事は、防災会議の所掌事務について。委員及び専門委員を補佐する。 
（部  会） 

第４条  防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。 
 2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

 3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。 

 4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその

職務を代理する。 

（庶  務） 
第５条  防災会議の庶務は、知事公室において処理する。 

（議 事 等） 

第６条  この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

 会長が防災会議にはかって定める。    

 
    附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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熊 本 県 防 災 会 議 運 営 要 領 

                                        

（目  的） 

第１条 この要領は、熊本県防災会議条例(昭和37年熊本県第1条条例第54号)第6条の規定に基づき、熊

 本県防災会議(以下「会議」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（会議の開催方法） 
第２条  会議は会長が招集する。 

 2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。 

（議決の方法） 
第３条  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。 

（委員の代理出席） 

第４条 委員がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめその委員が書面によ

り委任する者を代理出席させることができる。 

 2 前項の規定に基づき代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。 

（会長の専決処分） 

第５条  会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができな

いときは、会長は、会議が処理すべき事務のうち、次の各号に掲げる事項について専決処分するこ

とができる。 
 (1)  緊急事態の発生により早急に決定を要する事項 

 (2)  知事が報告を受けた市町村地域防災計画の作成又は修正についての意見に関する事項 

 (3)  その他軽易と認められる事項 

 2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議に報告し承認を得なければならない。 

（幹 事 会） 

第６条  幹事は幹事会を構成する。 

 2 幹事会に幹事長を置く。 

 3 幹事長は熊本県知事公室危機管理監をもって充てる。 

 4 幹事会は、幹事長が招集する。 

 5 幹事長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。 

第７条  幹事長は、議案の内容に応じ必要な範囲で招集することができる。 

（会 議 録） 

第８条  会長は、職員をして次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成させ、保管しなければな

らない。 

 (1) 会議の日時及び場所                  (4) 会議の経過 

 (2) 出席委員の氏名                      (5) 議決事項 

 (3) 会議に付した案件                    (6) その他参考事項                              

（雑  則） 

第９条  この要領に定めのあるものを除く外、必要な事項は会長が定める。 
 

      附  則 

  この要領は、昭和37年12月14日から施行する。 
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      附  則 

  この要領は、昭和23年4月1日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成24年5月23日から施行する。 
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熊 本 県 災 害 対 策 本 部 条 例 

                                                                      昭和37年10月15日 
                                                            条 例 第 5 5 号 
                                                           改正    平成８年３月25日 
                                                                   条 例 第 1 2 号 
                                                           改正    平成18年６月30日 
                                                                   条 例 第 5 9 号 
                                                           改正    平成23年３月23日 
                                                                   条 例 第 ９ 号 
（目  的） 

第１条  この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号 )第 23条第 7項の規定に基づき熊本県 

災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組  織） 
第２条  災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

 2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を 

代理する。 

 3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 
（部） 

第３条  災害対策本部長は必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

 2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 
 3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。 

 4 部長は、部の事務を掌理する。 
（現地災害対策本部） 

第４条  現地災害対策本部に、現地災害対策本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害 

 対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから、災害対策本部長が指名する。 
 2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（庶  務） 
第５条  災害対策本部の庶務は、知事公室において処理する。 

（雑  則） 
第６条  前各号に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

 

      附  則 
    この条例は、公布の日から施行する。 

      附  則（平成８年３月２５日条例第１２号） 
    この条例は、公布の日から施行する。 

      附  則（平成１８年６月３０日条例第５９号） 

    この条例は、公布の日から施行する。 
      附  則（平成２３年３月２３日条例第９号） 

    この条例は、公布の日から施行する。 
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熊 本 県 災 害 対 策 本 部 規 程 
                                                                          昭和38年6月17日 
                                                                     訓 令 第 1 号 
（目  的） 
第１条 この規程は、熊本県災害対策本部条例(昭和37年熊本県条例第55号)第6条の規定に基づき、 

熊本県災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。 

（本部の位置） 

第２条  本部は、熊本県庁内に置く。 

（副本部長） 

第３条  災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は防災担当の副知事をもって充てる。 

（部  員） 

第４条  災害対策本部員(以下「部員」という。)は、知事公室長、各部長、会計管理者、企業局長、 

教育長及び警察本部長をもって充てる。 

2 部員は災害対策本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、その所掌事務に係る災害予防、災 

害応急対策に関する事務を推進し、所属職員を指揮監督する。 

（本部長等の職務代理） 

第５条  本部長及び副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した部員がその職務

を代理する。 

（本部組織） 

第６条  本部会議及び本部室を置く。 

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部に対策部を、地方に地方災害対策本部(以下「地方 

本部」という。)を、現地に災害対策現地本部(以下「現地本部」という。)を置く。 

（本部会議） 

第７条  前条の本部会議は、本部長、副本部長及び部員をもって構成し、次に掲げる事項について協

議する。 

 (1) 災害予防及び災害応急対策の策定に関する事項 

 (2) 自衛隊等の派遣要請に関する事項 

 (3) 災害救助法の発動に関する事項 

 (4) その他重要事項 

 2 本部会議は、必要のつど、必要な範囲で本部長が招集する。 

 3 本部会議にやむを得ない事情により出席できない部員は、代理者を出席させるものとする。 

 4 本部長は、本部会議の議長となる。 

（本部室の事務） 

第８条  第6条第1項に規定する本部室は、次に掲げる事務を処理する。 

1 本部会議に関する事項 

2 災害情報の収集及び伝達に関する事項 

3 被害状況等の報告及び公表に関する事項 

4 各課(センター)及び各省庁等関係機関との連絡調整に関する事項 

5 自衛隊等の派遣要請に関する事項 

6 災害応急措置の業務命令に関する事項 

7 その他本部長の指示する事項 
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（本部室の組織） 

第９条 本部室に本部室長(以下「室長」という。)、本部室次長(以下「次長」という。)、本部室員 

(以下「室員」という。)、班長、副班長及び班員を置く。 

 2 室長は、危機管理監をもって充てる。 

 3 次長は、危機管理防災課長をもって充てる。 

 4 室員は、部員所属の課(センター)長をもって充てる。 

 5 班長、副班長及び班員は、それぞれ室員及び関係課(センター)員のうちから本部長が指名する。 

（室長等の職務） 

第10条  室長は、本部長の命を受け本部室を統括する。 

 2 次長は、室長を補佐し、室長に事故があるときはその職務を代理する。 

 3 室長は、室員を必要な範囲で招集することができる。 

 4 前項の招集にやむを得ない事情により出席できない室員は、代理者を出席させるものとする。 

 5 室員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。 

（地方本部） 

第11条  第6条第2項に規定する地方本部の名称、位置及び所管区域は別表のとおりとする。 

 2 地方本部は、その所管区域内にある地方機関をもって組織する。 

3  地方本部に地方災害対策本部長(以下「地方本部長」という。)及び地方災害対策副本部長(以下 

「地方副本部長」という。)を置き、地方本部長に地域振興局長(熊本市の区域にあっては熊本土木 

事務所長)、地方副本部長に地域振興局次長(熊本市の区域にあっては、熊本土木事務所次長)をも 

って充てる。 

 4 地方本部長は、本部長の指示を受け、その所管区域内における防災に関する事務を処理する。 

 5 地方副本部長は、地方本部長を助け、地方本部長に事故があるときはその職務を代理する。 

 6 前各号に定めるもののほか、地方本部の組織等に関し必要に事項は、本部会議及び本部室等の組

織等に準じ、地方本部長が定め、本部長に報告するものとする。 

（対策部の名称等） 

第12条  第6条第2項に規定する対策部の名称は、次のとおりとする。 

  総務対策部、企画振興対策部、健康福祉対策部、環境生活対策部、商工観光労働対策部、農林水産

対策部、土木対策部、出納対策部、企業対策部、教育対策部、及び災害警備対策部 

 2 対策部の分掌事務は、各部（総務対策部にあっては、知事公室を含む。）及び出納局の分掌事務

並びに企業局、教育庁及び警察本部の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事務とす

る。 

 3 各対策部は、必要な対策を樹立したときは、内容を本部室に合議するものとし、本部室は必要に

応じその内容を公表するなど必要な措置をとるものとする。 

（対策部の組織） 

第13条  対策部に対策部長、対策副部長、班長、副班長及び班員を置く。 

 2 対策部長は、各部員（総務対策部にあっては、総務部長）をもって充てる。 

 3  対策副部長は、本部長が指名した者をもって充てる。  

 4 班長、副班長及び班員は、関係課(センター)等に所属する職員のうちから本部長が指名する。 

（対策副部長の職務） 

第14条  対策副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 2 班長は、対策部長の命を受け、対策部の担任事務を分掌する。 
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 3 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。 

（被害報告） 

第15条 災害が発生した場合は、各地方本部長(地方本部を置かない地方にあっては、地域振興局長 

(熊本市の区域にあっては熊本土木事務所長)は、防災計画で定める様式による被害報告を本部室あ

て電話又は無線等 も迅速に方法により報告しなければならない。 

 2  室長は、すみやかに前項による報告をとりまとめ、本部会議等に報告するとともに、室員その

他に周知するものとする。 

（事務処理の原則） 

第16条  この規程に定めるものを処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して迅

速的確に処理するものとし、かつ、関係機関と十分連絡協議しなければならない。 

（他の法令との関係） 

第17条 水防法（昭和24年法律第193号）、消防法（昭和23年法律第186号）、警察法（昭和29年法

律第162号）その他の法令等に特別に定めがあるものについては、当該法令等の定めるところによ

り、その事務を処理しなければならない。  

 2 前項の場合、本部長は、当該関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければなら

ない。 

（雑  則） 

第18条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。 
                附   則 

    この規程は、昭和38年7月17日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、昭和61年4月1日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成3年4月1日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成9年4月1日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成12年4月1日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成14年4月1日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成16年4月21日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成22年4月1日から施行する。 

                附   則 

    この規程は、平成23年4月1日から施行する。 
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     別  表 
 

名    称 位  置 所   管   区  域 

 熊本地方災害対策本部 熊本土木事務所内 熊本市 

 宇城地方災害対策本部 宇城地域振興局内 宇土市、宇城市及び下益城郡 

 玉名地方災害対策本部 玉名地域振興局内 玉名市、荒尾市及び玉名郡 

 鹿本地方災害対策本部 鹿本地域振興局内 山鹿市 

 菊池地方災害対策本部 菊池地域振興局内 菊池市、合志市及び菊池郡 

 阿蘇地方災害対策本部 阿蘇地域振興局内 阿蘇市及び阿蘇郡 

 上益城地方災害対策本部 上益城地域振興局内 上益城郡 

 八代地方災害対策本部 八代地域振興局内 八代市及び八代郡 

 芦北地方災害対策本部 芦北地域振興局内 水俣市及び芦北郡 

 球磨地方災害対策本部 球磨地域振興局内 人吉市及び球磨郡 

 天草地方災害対策本部 天草地域振興局内 天草市、上天草市及び天草郡 
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        熊 本 県 災 害 警 戒 本 部 規 程 

 

                                                                       平 成 1 0 年 3 月 3 1 日 
                                                                       熊 本 県 訓 令 第 2 3 号 

                                                                       公営企業管理規程第6号 
                                                                       教育委員会訓令第 4号 

                                                                       県警本部訓令甲第 5号 
（趣  旨） 

第１条  この規程は、熊本県災害対策本部の設置前における災害に対する警戒を迅速かつ的確に行う

ために設置する熊本県災害警戒本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（設置及び廃止） 

第２条  本部は、次の各号のいずれかに該当する場合に危機管理監が設置する。 

 (1) 熊本地方気象台から注意報又は警報が発表され、特に警戒を必要とするとき。 

 (2) 大規模な火災、船舶の遭難又は航空機、列車、バス等の事故により多数の死傷者を生じ、特に

  警戒を必要とするとき。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、自然的若しくは人的原因から災害が発生し、又は発生するおそれ

  があり、特に警戒を必要とするとき。 

２ 前項に定める場合のほか、本部は、県内で震度5弱若しくは震度5強の地震が発生し、又は気象庁

本庁から県内沿岸に津波警報が発表されたときに設置されるものとする。。 

３ 本部は、熊本県災害対策本部が設置されたとき、又は災害に対する警戒を必要としなくなったと

きは、危機管理監が廃止する。 

（所掌事務） 

第３条  本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (1)  注意報及び警報等の伝達に関すること。 

 (2)  雨量、水位、潮位等の情報収集に関すること。 

 (3)  被害状況の収集に関すること。 

 (4)  被害状況の発表に関すること。 

 (5)  前各号に掲げるもののほか、関係機関との情報連絡に関すること。 

（組  織） 

第４条  本部に本部長、副本部長及び部員を置く。 

２ 本部長は、危機管理監をもって充てる。 

３ 副本部長は、危機管理防災課長をもって充てる。 

４ 部員は、熊本県庁処務規程（昭和36年熊本県訓令甲第29号）別表第1において各部の筆頭に掲げ

る課の課長及び次に掲げる者をもって充てるほか、必要があるときは、関係課（センター）長及び職

員のうちから本部長が指名する。 

 (1) 広報課長 

 (2) 市町村行政課長 

 (3) 消防保安課長 

 (4) 政策監（消防保安課勤務を命ぜられた者に限る。） 

 (5) 道路保全課長 
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 (6) 河川課長 

 (7) 企業局総務経営課長 

 (8) 教育庁教育政策課長 

 (9) 警察本部警備第二課長 

（職 務 等） 

第５条  本部長は、本部を統轄する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長の職務を代理する。 

３ 部員は、本部長の命を受け、担任事務を処理する。 

４ 本部長は、部員をその都度必要な範囲で招集する。 

（庶  務） 

第６条  本部の庶務は、知事公室危機管理防災課において処理する。 

（委  任） 

第７条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。 

 

        附  則 

１ この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 

                                              熊本県訓令甲第55号 

２ 熊本県災害情報連絡本部規程   昭和44年熊本県教育委員会訓令甲第10号は、廃止する。 

                                              熊本県警察本部訓令甲第24号 

        附  則 

１ この訓令は、平成18年4月14日から施行し、平成18年4月5日から適用する。 

        附  則 

  この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 

        附  則 

  この訓令は、平成22年8月6日から施行する。 

        附  則 

  この訓令は、平成23年4月1日から施行する。 
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                       災害応急措置の業務に従事した者に係 

      る損害補償に関する条例 

 
                                                                              昭和 38年 3月 30日 

                                                                              条 例 第 1 3 号 
（趣  旨） 

第１条  この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第84条第2項の規定に基づき、同法 

第71条第1項の規定による従事命令又は協力命令を受けて、応急措置の業務に従事した者に係る 

損害補償について定めるものとする。 

（損害補償） 

第２条  前条の損害補償は、災害救助法施行令（昭和22年政令第225号）第13条に規定する扶助金の

 例により補償する。 

 
        附  則 

      この条例は、公布の日から施行する。 
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災害時における放送要請に関する協定 

 

 災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第57条の規定に基づき熊本県（以

下「甲」という。）と日本放送協会熊本放送局(以下「乙」という。)は、同法施行令第22条の規定に

基づき災害時の放送要請に関する手続きについて次のとおり協定する。 
（放送の要請） 

第１条  甲は、法第55条の規定に基づく通知又は要請について緊急を要する場合若しくは他の通信施

 設によることが著しく困難である場合法第57条の規定に基づき乙に対し放送を行うことを求める

 ことができる。 

（要請の手続き） 

第２条  甲は、乙に対して次に掲げる事項を明らかにして放送を要請するものとする。 

 (1) 放送要請の理由 

 (2) 放送事項 

 (3) その他必要な事項 

（放送の実施） 

第３条  乙は、甲から放送要請をうけたときは、放送の形式、内容時刻及び送信系統等をそのつど自

主的に決定し、すみやかに放送するものとする。 

（連絡責任者） 

第４条  放送要請に関する事項の伝達及び連絡の確実円滑を図るため、熊本県総務部防災消防課長及

び熊本放送局部長を連絡責任者とする。 

（雑  則） 
第５条  この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。 

第６条  この協定は、締結の日から効力を生じる。 

 
  この協定の成立を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各1通を保有する。 

 
        昭和60年9月27日 

 
                               甲  熊 本 県 

                                     代表者 熊本県知事     細 川 護 煕 

                               
                               乙  日本放送協会熊本放送局長  並 河   暢 

 
  (注) 民間放送各社との間の協定もこれに準ずる。 
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九州・山口９県災害時応援協定 
（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県及び

山口県（以下「九州・山口９県」という。）並びに国内において、災害対策基本法（昭和 36 年

法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害等が発生し、被災県独自では十分に災害応急や災害

復旧・復興に関する対策が実施できない場合において、九州・山口９県が効率的かつ効果的に被

災県への応援を行うために必要な事項について定めるものとする。 

（支援対策本部の設置） 

第２条 本協定の円滑な運用を図るため、九州地方知事会に九州･山口９県被災地支援対策本部(以

下「支援対策本部」という。）を置き、事務局は九州地方知事会会長県に置くものとする。 

（支援対策本部の組織） 

第３条 支援対策本部は、本部長、本部事務局長、本部事務局次長及び本部事務局員をもって組織

する。 

２ 本部長は、九州地方知事会長をもって充てる。 

３ 本部長は、支援対策本部を統括し、これを代表する。 

４ 本部長は、必要に応じ九州･山口９県の知事に対して本部事務局員となる職員の派遣を求める

ことができる。 

５ 本部事務局の組織については、別に定めるものとする。 

６ 九州・山口９県は、支援対策本部との連絡調整のための総合連絡担当部局及び第５条第１号か

ら第５号までの応援の種類ごとに担当部局をあらかじめ定めるものとする。 

（本部長の職務の代行） 

第４条 本部長が被災等により職務を遂行できないときは、九州地方知事会副会長が本部長の職務

を代行する。 

２ 本部長及び九州地方知事会副会長が被災等により職務を遂行できないときは、その他の知事が

協議の上、本部長の職務を代行する知事を決定するものとする。 

３ 前条第１項の規定にかかわらず本部長の職務が代行される場合は、事務局は職務を代行する知

事の指定する職員をもって組織する。 

（応援の種類） 

第５条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 一 職員の派遣 

 二 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

 三 避難施設及び住宅の提供 

 四 緊急輸送路及び輸送手段の確保 

 五 医療支援 

 六 その他応援のため必要な事項 

（応援要請の手続） 

第６条 応援を受けようとする被災県は、災害の状況、応援を要請する地域及び必要とする応援の

内容を明らかにして、本部長に応援を要請するものとする。 

２ 本部長は、災害の実態に照らし、被災県からの速やかな応援の要請が困難と見込まれるときは、

前項の規定による要請を待たないで、必要な応援を行うことができるものとする。この場合には、

前項の規定による要請があったものとみなす。 

３ 第１項の規定にかかわらず、被災県は、隣接県等に個別に応援を要請することができる。 

４ 第１項及び第２項の規定による応援要請に係る手続等の細目は、前条第１号から第５号までに

定める応援の種類ごとに別に定める。 
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（応援の実施） 

第７条 本部長は、前条第１項により応援要請があった場合又は前条第 2項の規定により必要な応

援を行う場合は、被災県以外の九州・山口各県に対し、応援する地域の割り当て又は応援内容の

調整を行うものとする。 

２ 応援地域を割り当てられた県（以下「応援担当県」という。）は、当該地域において応援すべ

き内容を調査し、必要な応援を実施するものとする。 

３ 応援担当県は、応援地域への応援の状況を本部長に随時報告するものとし、本部長は報告に基

づき、各応援担当県間の応援内容の調整を行うものとする。 

４ 第１項の規定による応援地域の割当ては、各県が行う自主的な応援を妨げるものではない。 

５ 前条第３項の規定による個別の応援を実施する各県は、第５条各号の応援の種類ごとに応援を

実施するものとし、応援の状況を本部長に随時報告するものとする。 

（他の圏域の災害への対応） 

第８条 全国知事会及び他のブロック知事会等に属する被災県からの応援要請については、支援対

策本部において総合調整を行う。 

（経費の負担） 

第９条 応援に要した経費は、原則として支援を受けた被災県の負担とする。 

２ 応援を受けた被災県が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた被災県から要請

があった場合には、応援担当県は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

（平常時の事務） 

第１０条 支援対策本部は、他の条項において定めるもののほか、次の各号に掲げる事務を行う。 

 一 各県における関係部局の連絡先、応援能力等応援要請時に必要となる資料をとりまとめて保

管するとともに、各県からの連絡により、それらを更新し、各県へ提供すること。 

 二 各県間の会合の開催等により、情報及び資料の交換等を主宰すること。 

 三 情報伝達訓練等防災訓練の実施に関すること。 

 四 他の広域防災応援協定の幹事県等との情報交換等を行うこと。 

 五 前各号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要な事務に関すること。 

２ 各県の担当部局は、年１回、応援の実施のため必要な事項を相互に確認し、各県内の関係機関

に必要な情報を提供するものとする。 

(他の協定との関係） 

第１１条 この協定は、各県が個別に締結する災害時の相互応援協定を妨げるものではない。 

（その他） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各県が協議して定

める。 

 附則  

 １ この協定は、平成２３年１０月３１日から適用する。 
 ２ 九州･山口９県災害時相互応援協定は、廃止する。 

 ３  九州･山口９県被災地支援対策本部設置要領は、廃止する。 

  この協定の締結を証するため、各県知事記名押印のうえ、各１通を保管する。 

     平成２３年１０月３１日 

               福岡県知事  佐賀県知事 

               長崎県知事  熊本県知事 

               大分県知事  宮崎県知事 

               鹿児島県知事 沖縄県知事 

               山口県知事 
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熊本県市町村災害時相互応援に関する協定 

 

 熊本県市長会（以下「甲」という。）と熊本県町村会（以下「乙」という。）とは、地震等の災害

時における甲、乙に所属する市町村相互間の応援に関し、次のとおり協定を締結する。  

 
（目的） 

第１条  甲、乙に所属する市町村（以下「協定市町村」という。）は、その区域において地震等の災

害に被災した市町村（以下「被災市町村」という。）が単独では十分な応急の復旧対策ができない

場合に、友愛精神に基づき相互に応援を行うものとする。 

 
（応援の種類） 

第２条  応援の種類は、次のとおりとする。 
 (1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等の活動に必要な資機材及び物資の提供 

 (3) 救援・救助活動等の応急復旧活動に必要な車両、舟艇等の提供 

 (4) 救援・救助、医療、防疫、清掃その他応急復旧活動に必要な職員の派遣 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に被災市町村から要請があった事項 

 

（応援要請の手続） 

第３条  被災市町村が応援の要請をするときは、次の事項を明らかにし、第７条に規定する連絡担当

部局を通して、電話、電信等により応援を要請するものとする。 

 (1)  被害の状況 

 (2)  前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (3)  前条第４条に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び業務内容 

 (4)  応援場所及び応援場所への経路 

 (5)  応援の期間 

 (6)  前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

２ 応援を要請した被災市町村は、後日、必要事項を記載した文書を速やかに要請先市町村（以下「応

  援市町村」という。）に対し送付しなければならない。 

 

（応援の実施） 
第４条  応援市町村は、前条の要請に応じて応援要請に努めるものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、通信の途絶等により被災市町村との連絡がとれない場合には、被災市 

 町村以外の協定市町村相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。 
３  自主応援した市町村は、応援内容等を被災市町村に連絡するものとする。 

４  自主応援した市町村は、相互に協力して災害に係る情報を収集し、その情報を被災市町村に提供 
 するものとする。 

 

（応援活動の指揮） 

第５条  被災市町村における各種応援活動の実施については、被災市町村の長が指揮するものとする。 
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（応援経費の負担） 

第６条  応援に要した経費は、別途定める協定実施細目により負担するものとする。 

 
（連絡担当部局） 

第７条  協定市町村は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときには、

  速やかに情報を相互に交換するものとする。 

 
（資料の交換） 

第８条  協定市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他

の参考資料を相互に交換するものとする。 
 

（協議） 
第９条  この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市町村が

協議して定めるものとする。 

 
 

  この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 

 
    平成15年７月23日 

 

                               甲  熊本県市長会 
                                         会長 幸山  政史 

                               
                               乙  熊本県町村会 

                                         会長  冨永  清次 
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熊本県市町村災害時相互応援に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 
第１条  この協定実施細目は、熊本県市町村災害時相互応援に関する協定（平成15年7月23日締結。  

以下「協定」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

（救援物資等の経費の負担） 
第２条  協定第２条第１号から第３号までに規定する経費のうち、次に掲げる経費は応援を要請した 

被災市町村（以下「応援要請市町村」をいう。）の負担とし、その他の経費は応援市町村（協定第

３条に規定する応援市町村をいう。）の負担とする。 
 (1) 協定第２条第１号及び第２号に規定する物資及び資機材の購入費及び輸送費 

 (2) 協定第２条第３号に規定する車両等の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合

    の修理費 

 

（応援職員の派遣等に要する経費の負担） 

第３条  協定第２条第４号に規定する経費の負担については、次のとおりとする。 

 (1)  応援業務に従事した職員（以下「応援職員」という。）に関する旅費及び諸手当は、応援市町

村の職員について適用される条例等の規定に基づき算定される範囲内の額を応援要請市町村が

負担する。 

 (2)  応援職員が、応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合に

おける公務災害補償に要する経費は応援市町村の負担とする。 

 (3)  応援職員が、応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に

生じたものについては応援要請市町村が、応援要請市町村への往復の途中において生じたものに

ついては応援市町村が賠償の責めを負うものとする。 

 (4)  前３号に定めるもののほか、応援業務に要する経費負担等については、応援要請市町村と応援

市町村が協議して定める。 

 
（経費の請求） 

第４条  前２条に定める経費の請求は、応援市町村の長による請求書に関係書類を添付して、協定第

７条に規定する連絡担当部局を経由して応援要請市町村の長に行うものとする。 

 
（自主応援活動に要する経費の負担） 

第５条  協定第４条第２項に規定する自主応援活動に要する経費については、自主応援した市町村が

負担するものとする。 
 

（応援職員） 
第６条  応援職員は、応援市町村名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものと

する。 

２  応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 
３  被災市町村は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他便宜を供与するもの

とする。 
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（その他の応援） 

第７条  協定第２条第５号に掲げる応援については、応援要請市町村と応援市町村が協議して行う。 

 
（協議） 

第８条  この協定実施細目により難い事項及び定めのない事項については、協定市町村がその都度協

議して定める。 

 
 

  この協定実施細目の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有 

する。 
 

 
    平成15年７月23日 

 

                               甲  熊本県市長会 
                                           会長 幸山  政史 

                               
                               乙  熊本県町村会 

                                           会長  冨永  清次 
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市町村及び消防機関における相互応援協定 

（熊本県市町村消防相互応援協定） 

 
（協定の目的） 

第１条  近年逐次大型化の傾向を示している災害に対処して、従来の市町村の相互応援協定を拡大充

実し、協定市町村相互応援の徹底を期するため、熊本県市町村（以下「当事者」という。）は、消

防組織法（昭和22年法律第226号）第21条に規定する市町村消防の相互応援に関して、協定を締結

する。 

第２条  この協定は、災害対策本部設置以前の事態に適用するものとする。 

（応援の種類） 

第３条  応援の種類は次のとおりとする。 

 1 火災防ぎょのための応援部隊の派遣 

 2 その他の災害（救急業務を除く。）に際し必要と認めた事項 

（応援の方法） 

第４条  火災発生の場合は、これが防ぎょ鎮圧のため協定者は、それぞれの区域内消防警備上に支障

のない限度において、次に掲げる方法により応援隊を派遣するものとする。 

1  市町村に隣接した地区に火災を認知したときは原則として1隊。ただし、火焔ひによる判断によ

り応援側の市町村長が必要と認めたときは、市町村長の指示した隊数。 

 2 要請があったときは、その要請数。 

第５条  水災その他の災害に際し要請があった場合には、応援側の認定により相互に応援するものと

する。 

（応援要請の手続） 

第６条  応援を要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、とりあえず口頭電話また

は電信により要請し、事後においてすみやかに文書を提出するものとする。 

 1 被害の状況 

 2 応援を要する人員、車輌、機械および数量 

 3 その他必要な事項 

（応援隊の指揮） 

第７条  応援隊の指揮は、次によるものとする。 

 1 受援地の消防長または消防団長 

2  指揮は、応援隊の長に対して行うものとする。（ただし、緊急を要し、長に指揮命令をするのに

伝令を要するため、行動が遅れる場合は、直接、隊員に命令することができる。） 

第８条  応援出動隊の長は、現場到着、引揚げおよび消防行動状況を現地 高指揮者に報告するもの

とする。 

（応援に要した費用） 

第９条  応援に要した費用は、次に掲げる方法によって処理するものとする。 

 １  要請に基づく応援の場合 

   (1)  応援に際し発生した重大な機械器具の破損に要する修理費、または隊員および一般人の死傷

   による療養費等の負担に関しては、関係当事者の相互協議とする。 

   (2) 応援出動ポンプ用燃料、消火薬剤および応援隊の食料は原則として受援地の負担とする。 
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   (3) 応援出動手当および被服の損料等は応援側の負担とする。 

 ２ 前項以外の出動の場合 

   (1) 応援に要した費用は、原則として応援側の負担とする。 

   (2) 前号以外の費用に関しては、関係当事者間において、その都度協議のうえ決定するものとす

    る。 

（雑  則） 

第10条  この協定実施について必要な事項は、関係当事者間において定めることができる。 

第11条  この協定は昭和46年4月1日から適用する。 

 

 以上の協定の成立を証するため、当事者はこの証書4通を作成し、押印のうえ、県、市長会、町村 

会および県消防協会に保管を依頼するとともに、その写しを各1通所持するものとする。 

 
    昭和46年4月1日 制定 

    昭和51年7月1日 改正 
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災害時の医療救護に関する協定書 

 

 熊本県（以下「甲」という。）と社団法人熊本県医師会（以下「乙」という。）とは、災害時の医

療救護について次のとおり協定を締結する。 

        
 （総則） 

第１条 この協定は、熊本県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救

護に対する乙の協力について、必要な事項を定める。 

 

 （医療救護班の派遣） 
第２条 甲は、防災計画に基づき、医療救護を実施するうえで必要があると認めた場合は、乙に対し、

医療救護班の派遣を要請するものとする。 
２  乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、次条に定める医療救護計画に基づき直ちに

医療救護班を編成し、災害現場等の救護所等に派遣するものとする。 

３  乙は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける暇がなく、乙自らの判断により医療救護

班を派遣した場合は、速やかに甲の承認を求めなければならない。 

  甲が承認した場合には、甲の要請を受けたものとみなす。 
 

 （医療救護計画） 
第３条  乙は、前条の規定による医療救護活動を円滑に実施するため、あらかじめ医療救護計画を作

成し、これを甲に提出するものとする。 

２ 前項の医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 
 （1） 医療救護班の編成計画 

 （2） 医療救護班の活動計画 

 （3） 郡市医師会と関係機関との連絡及び連携体制 

 （4） 指揮系統 

 （5） 医薬品、医療資器材等の確保計画 

 （6） 訓練計画 

 （7） その他必要な事項 

 

 （医療救護班の業務） 

第４条 乙が派遣する医療救護班は、市町村が避難所、避難場所及び災害現場等に設置する救護所に

おいて医療救護活動を行うことを原則とする。 

２ 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

 （1） トリアージ 

 （2） 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供 

 （3） 医療機関への搬送の要否の判断及び搬送順位の決定 

 （4） 被災者の死亡の確認及び死体の検案 

 （5） その他状況に応じた処置 
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 （医療救護班に対する指揮） 

第５条  乙の派遣する医療救護班に対する指揮は、日本赤十字社熊本県支部医療救護班が派遣されて

いる救護所にあっては同救護班が、その他の救護所にあっては医療救護現地対策室長が指定した者

が行う。 

 
 （医療救護班の輸送） 

第６条  甲は、通常の交通手段の確保が困難な場合は、医療救護班の輸送について必要な措置をとる

ものとする。 

 

 （医療救護に係る関係機関の調整） 
第７条 甲は、乙の派遣する医療救護班が効果的に医療救獲活動を行えるよう医療救護関係機関の総

合調整を行うものとする。 
 

 （医薬品等の供給） 

第８条  乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救獲班が携行するもののほか、そ

の供給について甲が必要な措置をとるものとする。 

 
 （搬送先医療機関の確保） 

第９条  乙は、甲が傷病者を収容する医療機関を指定する際は、これに協力するものとする。 
 

 （医療費） 

第10条 救護所における医療費は、無料とする。 
２ 傷病者が収容された医療機関における医療費は、原則として傷病者の自己負担とする。 

 
 （費用弁償等） 

第11条 甲の要請に基づき乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとす

る。 
 （1） 医療救護班の派遣に要する経費 

 （2） 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

 （3） 医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金 

 
 （訓練） 

第12条 乙は、甲が実施する医療救護に関する訓練に参加するものとする。 

２ 乙の訓練参加に要する費用は、乙が負担するものとする。 
  

 （細目） 
第13条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するための必要な事項については、別に甲乙

協議のうえ定めることとする。 
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 （協議） 

第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じた場合は、その都度、甲乙協議の

うえ定めることとする。 
 

 （有効期間） 
第15条  この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効

 期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がない場合は、有効期間満了の日

 の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降もまた同様とする。 
 
 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する

ものとする。 
 

 
  平成１６年３月８日 

 

               甲  熊本県 
                   代表者 熊本県知事  潮  谷  義  子 

 
 

               乙   熊本市花畑町1番13号 

                 社団法人熊本県医師会 
                  会  長 柏  木      明 
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災害時の医療救護に関する協定実施細目 

 

 熊本県（以下「甲」という。）と社団法人熊本県医師会（以下「乙」という。）は、平成１６年３

月８日付けをもって締結した「災害時の医療救護に関する協定書」（以下「協定」という。）第13条

の規定に基づき、実施細目を次のように定める。 
 （医療救護班） 

第１条 次の要件を満たすものを協定における医療救護班とする。 
 (1)  １班当たり医師１人、看護師２人及び事務職員１人を標準として編成されたものであること。 

 (2) 甲の要請に基づき乙が派遣したものであること。 

（派遣要請） 
第２条  甲は、協定第２条第１項の規定により乙に対して、医療救護班の派遣を要請しようとすると

きは、災害の発生場所、日時及び概要を明らかにし、的確かつ迅速に行うものとする。 
 （医療救護活動の報告） 

第３条  乙は、協定第２条第２項の規定により医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終了後速

やかに、各医療班ごとの「医療救護活動報告書」（第１号様式）、「医療救護班員名簿」（第２号

様式）及び「医薬品等使用報告書」（第３号様式）を取りまとめ、甲に報告するものとする。 

２  乙は、協定第２条第３項の規定により承認を受けようとする場合は、医療救護班承認申請書（第

４号様式）を作成のうえ、速やかに甲に提出するものとする。 

３  前項の場合において、当該医療救護班の医療救護活動が終了したときは、乙は、第１項の定める

ところにより、甲に報告するものとする。 

 （事故報告） 

第４条  乙は、協定第２条の規定に基づく医療救護活動において、医療救護班員が負傷し、疾病にか

かり、又は死亡したときは、「事故報告書」（第５号様式）により、速やかに甲に報告するものと

する。 
 （撤収） 

第５条 医療救護の必要がなくなった場合は、甲の指示により乙は医療救護班を撤収するものとする。 

 （費用弁償等の額）                                                   
第６条 協定第11条第１号に規定する費用弁償の額は、別表に定める額とする。 

２  協定第11条第２号に規定する費用弁償の額は、使用した医薬品等に係る実費とする。 
３  協定第11条第３号に規定する扶助金については、災害救助法施行令（昭和22年政令 

第225号）第１３条から第２２条までに規定する扶助金の例による。 
 （費用弁償等の請求）                                                 

第７条 協定第11条第１号及び第２号に規定する費用については、乙が各医療救護班分を取りまとめ

「費用弁償請求書」（第６号様式）により甲に請求するものとする。 
２ 協定第11条第３号に規定する扶助金については、支給を受けようとする者が「扶助金支給請求書」

（第７号様式）により、甲に請求するものとする。 
 

 （支払） 

第８条 甲は、前条の規定により請求を受けた場合は、関係書類を確認のうえ、速やかにこれを支払

うものとする。 
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 この実施細目の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を所持

する。 

 
  平成１６年３月８日 

 
              甲 熊本県 

                 代表者 熊本県知事  潮  谷  義  子 
 

              乙  熊本市花畑町1番13号 

                社団法人熊本県医師会 
                   会  長 柏  木      明 

 
 

 

 
別表（第６条関係） 
 

区  分 日   当 旅   費 

  （日当を除く） 

超過勤務手当 

医  師 
看 護 師 

熊本県災害救助法施行細則（昭和５２年熊本県規則第６７号）第１０条 
に定める額 

補助職員 
熊本県一般職の職員等の

給与に関する条例（昭和26
年熊本県条例第2号）によ

る行政職１級２号級に当

たる者の１日当たりの給

料相当額（１００円未満切

り捨て） 

熊本県職員等の旅費に関

する条例（昭和27年熊本

県条例第31号）の規定に

より１級の職務にある職

員の受ける旅費（日当を

除く）に相当する額 

日当の額を８で除して

得た額を勤務時間１時

間当たりの給与額とし

て、熊本県一般職の職員

等の給与に関する条例

（昭和26年熊本県条例

第2号）第１３条の規定

により算出した額以内 
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日本赤十字社熊本県支部災害派遣要領 

 

１ 派 遣 基 準 

災害救助法（昭和22年法律第118号）第1条、第31条の2第1項並びに同法第32条の規定による委託

協定に基づき、日赤救護班の派遣を要請する場合の基準は、次のとおりとする。 

 (1) 非常災害時において、傷病その他災やくを受けた者の救護のため、必要があるとみとめられる

  とき。 

 (2) 災害のため、医療機関が混乱し、被災地の住民が医療の途を失い、人命保護のため必要がある

  とみとめられるとき。 

２ 救護班派遣要領 

 (1) 知事等の派遣要請 

    ア 救護班の派遣要請は、知事が単独または市町村長の要請に基づき、日赤県支部長に要請する

   ものとする。 

    イ 知事等が救護班派遣を要請する場合は、次の事項を明確にするものとする。 

     (ｱ) 災害の状況及び派遣を申請する事由 

     (ｲ) 派遣を必要とする期間 

     (ｳ) 派遣を希望する区域及び救護班（人員）数 

     (ｴ) 連絡場所、連絡責任者、救護所設置等参考となるべき事項 

  ウ 県内での災害はもとより、県外において大規模な災害が発生したときは、次により派遣を要

   請することができる。 

  (ｱ) 九州・山口９県災害時相互応援協定に基づく県 

    (ｲ) (ｱ)以外の都道府県においても、被災都道府県と調整の結果、派遣が可能と判断される都道

府県 

  エ 知事は、自衛隊災害派遣要請計画に基づき、救護班を空輸にて派遣するよう要請することが

   できる。 

 (2) 知事等の派遣要請を待たない場合の救護班派遣設置 

    ア 災害救助法第32条の規定による委託協定により一知事等の要請を待たないで、救護班の派遣

をする場合は、派遣命令権者(支部長)は、その旨をすみやかに知事等に連絡するものとする。 

    イ 前記アにより連絡を受けた知事等は、直ちにその旨を当該救護班の活動する区域の市町村そ

   の他の関係機関に連絡するものとする。 

 (3) 派遣要請後の変更手続 

       派遣要請をした後において、派遣期間、人員、地域等を変更しようとする場合の手続きは、

前記(1)のイの例によるものとする。 

 (4) 派遣救護班の撤収要請 

       知事等は、派遣目的を達した場合、またはその必要がなくなった場合は、派遣要請の要領に

準じて、撤収要請を行うものとする。 
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３ 活動内容および派遣能力 

 (1) 活動内容 

      日赤救護班は主として、傷病その他災やくを受けた者の救護のため、地域防災機関と緊密に協

  力して、次に掲げる必要な活動を行うものとする。 

  ア、医療の活動範囲 

    (ｱ)診察   (ｲ)薬剤又は治療材料の支給   (ｳ)処置、手術、その他の治療および施術 

    (ｴ)病院又は診療所への収容   (ｵ)看護 

  イ、助産の活動範囲 

    (ｱ)分べんの介助  (ｲ)分べん前後の処置   (ｳ)衛生材料の支給 

  ウ、死体処理の活動範囲 

    (ｱ)死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

    (ｲ)検案 

 (2) 派遣能力 

    ア 災害派遣可能班数及び人員 

        常備救護班の編成は9ケ班で班員数は63人である。 

    イ 救護班の編成 

        救護班の編成は、別紙のとおりである。 

４ 経 費 の 負 担 

     救護班が活動に要した経費は原則として無償とする。但し、災害救助法の適用災害を除く。 

 

別  紙 

  救護班の編成 

  災害時における医療救護を迅速にかつ適切に実施するため次のとおり医療救護班を編成しておく。

         常 備 救 護 班       9ケ班 

  ア 常備救護班の内訳    (1ケ班) 
 

医  師 看護師長 看護師 主  事 操作要員 計  

２ １ ２ １ １ ７ 
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日本赤十字社熊本県支部 出動基準 

 

    １ 職員配置体制  
         職員配置体制及び配置基準は、次のとおりとする。 
 

配置体制 配  置  基  準 防災体制 配 置 要 員 

第１配置 ①台風、大雨警報等が発令され、災害の 
 発生が予想される場合 
②熊本県内で震度４以上の地震が発生

した場合 

警戒体制 支部 １～２名 

第２配置 ①台風、大雨等により災害が発生し、被 
 害の拡大が予想される場合 
②熊本県内で震度５弱以上の地震が発

生した場合 

警戒本部 支部 必要人員 
施設 必要人員 

第３配置 ①台風、大雨警報等による避難指示が数 
 日以上にわたり発令され、救援活動が 
 必要な場合 
②熊本県内で震度５強以上の地震が発

生し、被害拡大のおそれがある場合 

 
災対本部 

 
支部 全員 
施設 必要人員 

 

第４配置 ①台風、大雨による局地あるいは広域に 
 おいて被害甚大な災害が発生した場合 
②熊本県内で震度６弱以上の地震が発

生し、救護班の派遣が予想される場合 

 
災対本部 

 
支部 全員 
施設 全員 

 

 
なお、地震等の大規模災害が県外で発生した場合については、必要に応じて、待機の体  

制や救護班の派遣について、本部長が指示する。 
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  ２ 職員の招集系統 

       災害発生並びに非常事態の場合は、次のとおり非常招集及び情報伝達を行う。但し、伝達手 

  段が不通の場合でも職員は自主判断で参集を原則とする。 
  ① 勤務時間中                                                         要請 
 支 部 長                      報告 
                          指示 
  本 社  事 務 局 長   九州八県支部  
  
  奉仕団  事業推進課  

熊本県防災室 
（災害情報） 

 

   支部事務局  
 
 赤十字病院総務課  血液センタ－総務課  健康管理センタ－総務課  
    
  ② 勤務時間外                                                      要請 
 支 部 長                      報告 
                          指示 
  本 社  事 務 局 長  九州八県支部  

  
 

 
 奉仕団  事業推進課長  

熊本県防災室 
 （災害情報） 

 

 
  支部事務局  
 
 
 赤 十 字 病 院 

    （伝達責任者） 
 血液センタ－ 

   （伝達責任者） 
 健康管理センタ－ 

（伝達責任者） 
 

 
 赤 十 字 病 院  血液センタ－  健康管理センタ－  
 
 

日本赤十字社熊本県支部 救護班派遣要領及び編成基準  
 

  １ 救護班の派遣基準 

       災害救助法（昭和２２年法律１１８号第１条第３１の第３１の第１項並びに第３２条の規定

による委託協定）に基づき、日赤救護班の派遣を要請する基準は、次のとおりとする。 

(1) 非常災害時において、傷病、その他の災厄を受けた者の救護のため、必要があると認められ 

るとき。 

(2) 災害のため、医療機関が混乱し、被災地の住民が医療の途を失い、人命保護のため必要があ 

ると認められるとき。 

   

 ２ 救護班の派遣要領 

(1) 知事等の派遣要請 

 ① 救護班の派遣は、知事が単独または市町村の要請に基づき、日赤熊本県支部長に要請する 

ものとする。 
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 ② 知事等が救護班派遣を要請する場合、次の事項を明確にする。 

○ 災害の種類 

○ 派遣救護班数 
○ 派遣期間 

○ 必要資材 
(2) 知事等の派遣要請を待たない場合の救護班派遣措置 

 ① 災害救助法第３２条の規定による委託協定により知事等の派遣要請を待たないで救護班の

派遣をする場合は、派遣命令者（支部長）は、その旨をすみやかに知事等に連絡するものと 

する。 

      ② 前記①により連絡を受けた知事等は、直ちにその旨を当該救護班の活動する区域の市町村、

    その他の関係機関に連絡するものとする。 

(3) 派遣要請後の変更手続き 

  派遣要請をした後において、派遣機関、人員、地域等を変更しようとする場合の手続きは(1) 

の②の例によるものとする。 

(4) 派遣救護班の撤収要請 

  知事等は派遣目的を達した場合は、またはその必要がなくなった場合は、派遣要請の要領に 

準じて撤収要請を行うものとする。 

(5) 派遣救護班の撤収 

  支部長は、派遣目的を達した場合、またはその必要がなくなった場合は、撤収しその旨を速 

やかに知事等に連絡するものとする。 

   

 ３ 救護班編成 

(1) 救護班編成 

  日本赤十字社救護規則に基づき、常備救護班を９個編成するものとする。 

(2) 救護班編成基準 

      １個班の編成は、医師（班長）１名、医師１名、看護師長１名、看護師２名、主事１名及

    び自動車操作要員１名の７名を基準とする。 

なお、被災状況に応じ、薬剤師など必要な職員を加えることとする。 

 ４ 派遣経費 

救護班が活動に要した経費は、原則として無償とする。ただし、災害救助法が適用された場

合を除くものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 294 

災害救助法に基づく業務委託契約書 

 

  熊本県知事（以下「甲」という。）と日本赤十字社熊本県支部長（以下「乙」という。）との間に

災害救助法（以下「法」という。）第32条の規定に基づき、救助又はその応援(以下「業務」という。）

の実施に関して次のとおり委託契約を締結する。 
 

第１条 非常災害が発生し、罹災者の医療及び助産並びに死体の処理の必要があるとき、甲は乙に対

し、次の各号に掲げる業務を委託する。 

 １ 医 療 

(1)  診 察 

(2)  薬剤又は治療材料の支給 

  (3)  処置、手術その他の治療及び手術 

  (4)  病院又は診療所への収容 

  (5)  看 護 

  ２ 助 産 

(1)  分べんの介助 

(2)  分べん前・分べん後の処置 

  (3)  脱脂綿・ガーゼその他の衛生材料の支給 

 ３ 死体の処理 

(1)  死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

  (2)  検 案 

第２条 乙は、甲の要請に基づき業務を行うものとし、その期間は、前条第１号に掲げるものにあっ

 ては、災害発生の日から１４日以内、同条第２号に掲げるものにあっては、災害発生の日以前又は 

以後７日以内に分べんした者を対象とし、分べんした日から７日以内、同条第３号に掲げるものに 

あっては、災害発生の日から１０日以内とする。 

  ただし、甲が厚生大臣の承認を得て期間を延長した場合はその期間による。 

第３条 第１条各号に掲げる業務は、日本赤十字社救護員又は乙の編成する救護班若しくは現地救護

班により行うものとする。 

２ 前項により乙の編成する救護班は、５箇班以上とする。 
第４条 乙が甲から委託を受けて行なう業務について、甲は、これを推進し、援助するものとする。 

第５条 甲は、災害の状況により必要があると認めるときは、第１条の規定にかかわらず、自らその

業務を行うことができる。 

第６条 甲は、第１条の規定により委託した業務を実施するため、乙が支弁した費用について、法第

３４条の規定に基づきその費用のための寄附金その他の収入を控除した額を別表に定めるところ

により、乙の請求により補償するものとする。 

第７条 乙は、前条の規定によって費用を甲に請求するときは、別紙様式による請求書にその支弁費

用にかかる証拠書類の写しを添付して提出するものとする。 

第８条 この契約の有効期間は、この契約締結の日から１年とする。 

２ 前項の有効期間が満了する１箇月前までに、この契約に関して甲又は乙のいずれからも別段の意

思表示のないときは、この契約と同一の内容をもって更に契約をなしたものとみなす。 
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第９条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議

のうえ定めるものとする。 

 
  この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を保有

 するものとする。 
 

   昭和４８年６月２７日   
 

                                     甲 熊本市水前寺６丁目１８番１号 
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Ｈ
2
4
．
4．

1
現

在

協
定

の
名

称
協

定
相

手
締
結

時
期

協
定

内
容

等

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
に
よ

る
非

常
災

害
時

応
援

協
定

社
団

法
人

日
本
ア

マ
チ

ュ
ア
無

線
連

盟
熊

本
県

支
部

平
成

1
0
年
9
月

2
9
日

公
衆

回
線

等
が
不

通
に

な
っ
た

場
合

に
お

け
る

災
害

情
報
の

収
集
伝

達
に

関
す

る
協

力

災
害

時
に

お
け

る
放
送

要
請

に
関

す
る

協
定

書
日
本

放
送

協
会
熊

本
放

送
局

昭
和

5
6
年
5
月

2
7
日

災
害

対
策

の
た

め
の
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
熊

本
放

送
昭

和
5
7
年
5
月

1
日

災
害

対
策

の
た

め
の
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
テ

レ
ビ

熊
本

昭
和

5
7
年
5
月

1
日

災
害

対
策

の
た

め
の
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
熊

本
県

民
テ
レ

ビ
昭

和
5
7
年
5
月

1
日

災
害

対
策

の
た

め
の
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
熊
本

朝
日

放
送
㈱

平
成

元
年
1
1
月

7
日

災
害

時
に

お
け

る
放
送

要
請

に
関

す
る

協
定

㈱
エ

フ
エ

ム
熊
本

平
成

1
7
年
9
月

2
6
日

災
害

時
等

に
お

け
る
報

道
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
日

本
経

済
新
聞

社
熊

本
支
局

平
成

8
年

12
月

2
0
日

災
害

時
等

に
お

け
る
報

道
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
西

日
本

新
聞
社

熊
本

総
局

平
成

8
年

12
月

2
0
日

災
害

時
等

に
お

け
る
報

道
要

請
に

関
す

る
協

定
社
団

法
人

共
同
通

信
社

熊
本
支

局
平

成
8
年

12
月

2
0
日

災
害

時
等

に
お

け
る
報

道
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
時

事
通

信
社
熊

本
支

局
平

成
8
年

12
月

2
0
日

災
害

時
等

に
お

け
る
報

道
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
朝

日
新

聞
社
熊

本
支

局
平

成
8
年

12
月

2
0
日

災
害

時
等

に
お

け
る
報

道
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
毎

日
新

聞
社
熊

本
支

局
平

成
8
年

12
月

2
0
日

災
害

時
等

に
お

け
る
報

道
要

請
に

関
す

る
協

定
㈱
読

売
新

聞
西
部

本
社

熊
本
支

局
平

成
8
年

12
月

2
0
日

九
州

・
山

口
９

県
災
害

時
応

援
協

定
九
州

・
山

口
９
県

平
成

2
3
年
1
0
月

3
1
日

災
害

時
に

お
け
る

職
員

派
遣
、

食
料

・
飲

料
水

・
生

活
必
需

品
の
提

供
、

避
難
施

設
・

住
宅
の

提
供

及
び

医
療

支
援

等
に
関

す
る
相

互
応

援

熊
本

県
と

静
岡

県
と
の

災
害

時
の

相
互

応
援

等
に
関

す
る

協
定

静
岡

県
平

成
2
3
年
7
月

2
5
日

平
時

に
お

け
る
防

災
等

に
関
す

る
情

報
交

換
災
害

時
の

職
員
派

遣
や

物
資
、

資
機

材
の

調
達

及
び

配
送
に

関
す
る

相
互

応
援

熊
本

県
と

熊
本

地
方
気

象
台

間
の

防
災

情
報

の
交
換

に
関

す
る
協

定
熊
本

地
方

気
象
台

平
成

1
0
年
3
月

3
1
日

気
象

に
関

す
る
詳

細
情

報
及
び

防
災

情
報

の
相

互
提

供

防
災

画
像

情
報

の
相
互

提
供

に
関

す
る

協
定

国
土

交
通

省
九
州

地
方

整
備
局

企
画

部
平

成
1
7
年
5
月

1
9
日

収
集

し
た

災
害
発

生
状

況
、
復

旧
状

況
等

に
関

す
る

画
像
情

報
の
相

互
提

供

防
災

消
防

ヘ
リ

コ
プ
タ

ー
相

互
応

援
協

定
大
分

県
、

宮
崎
県

平
成

1
7
年
1
1
月

1
日

各
県

が
保

有
す
る

ヘ
リ

が
検
査

等
で

運
航

で
き

な
い

場
合
等

に
お
け

る
応

援
活
動

災
害
時

に
お
け

る
災

害
救
助

犬
の

出
動
及

び
捜

索
活

動
に
関

す
る

協
定

九
州

救
助

犬
協
会

平
成

2
1
年
3
月

2
7
日

大
規

模
災

害
・
事

故
等

の
発
生

時
に

お
け

る
捜

索
活

動
の
支

援

大
規

模
災

害
時

に
お
け

る
登

記
及

び
境

界
に

関
す
る

相
談

業
務
の

実
施

に
関
す

る
協

定
熊
本

県
土

地
家
屋

調
査

士
会

平
成

2
2
年
8
月

1
8
日

大
規

模
災

害
時
に

お
け

る
建
物

損
壊

、
土

地
境

界
の

滅
失
等

に
係
る

登
記

及
び
境

界
に

関
す
る

相
談

業
務

災
害

時
応

援
協

定
等
一

覧

災
害

に
関

す
る
予

報
、

警
報
、

警
告

そ
の

他
緊

急
を

要
す
る

告
知
事

項
の

放
送
に

関
す

る
協
定

災
害

時
等

に
お
け

る
災

害
防
止

及
び

被
害

拡
大

の
防

止
等
を

図
る
た

め
の

広
報

へ
の

協
力
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協
定

の
名

称
協

定
相

手
締

結
時
期

協
定

内
容

等

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
熊

本
県

石
油

商
業

組
合

平
成

1
7
年

12
月

1
5
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

壱
番

屋
平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

コ
コ

ス
ト

ア
平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

サ
ー

ク
ル

K
サ

ン
ク

ス
平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
重

光
産

業
㈱

平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

ｾ
ﾌ
ﾞ
ﾝ
ｰ
ｲﾚ
ﾌ
ﾞ
ﾝ
･
ｼ
ﾞ
ｬﾊ
ﾟ
ﾝ

平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

デ
イ

リ
ー

ヤ
マ

ザ
キ

平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

フ
ァ

ミ
リ

ー
マ

ー
ト

平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

ポ
プ

ラ
平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

モ
ス

フ
ー

ド
サ

ー
ビ
ス

平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

吉
野

家
平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

災
害

時
に

お
け

る
徒
歩

帰
宅

者
支
援

に
関

す
る
協

定
㈱

ロ
ー

ソ
ン

平
成

2
2
年

1
月
2
0
日

大
規

模
災

害
発

生
時
に

お
け

る
相

互
協

力
に
関

す
る

協
定

西
日

本
高
速

道
路

(
株
)
九

州
支

社
平
成

2
2
年

3
月
2
9
日

サ
ー
ビ

ス
エ

リ
ア
・

パ
ー

キ
ン
グ

エ
リ

ア
の

駐
車

場
等
を

災
害

対
策
に

提
供

災
害

時
に

お
け

る
医
薬

品
等

の
搬

送
・

供
給
に

関
す

る
協
定

熊
本

県
医
薬

品
卸

業
協
会

平
成

9
年

9
月
1
1
日

災
害

時
に

お
け

る
医
薬

品
等

の
供
給

に
関

す
る
協

定
熊

本
県

医
療

品
卸

組
合

平
成

9
年

9
月
1
1
日

災
害
時

に
お
け

る
医

療
機
器

・
用

具
の

修
理
・

交
換

等
に
関

す
る

協
定

熊
本

県
医
科

器
械

協
会

平
成

9
年

9
月
1
1
日

災
害

時
に

お
け

る
医
療

用
ガ

ス
等

の
供

給
に
関

す
る

協
定

日
本

医
療
ガ

ス
協

会
熊
本

県
支

部
平
成

9
年

9
月
1
1
日

災
害

時
に

お
け

る
歯

科
用

機
器

・
用

具
の

修
理

・
交

換
等

に
関

す
る

協
定

熊
本

県
歯
科

用
品

商
組
合

平
成

9
年

9
月
1
1
日

災
害

時
に

お
け

る
マ
ン

パ
ワ

ー
確
保

に
関

す
る
協

定
社

団
法

人
熊

本
県

薬
剤
師

会
平
成

1
0
年

9
月
1
4
日

災
害

時
に

お
け

る
マ
ン

パ
ワ

ー
確
保

に
関

す
る
協

定
社

団
法

人
熊

本
県

薬
種
商

協
会

平
成

1
0
年

9
月
1
4
日

災
害

時
に

お
け

る
マ
ン

パ
ワ

ー
確
保

に
関

す
る
協

定
熊

本
県

製
薬

協
会

平
成

1
0
年

9
月
1
4
日

災
害

時
に

お
け

る
マ
ン

パ
ワ

ー
確
保

に
関

す
る
協

定
社

団
法

人
熊

本
県

医
薬
品

配
置

協
会

平
成

1
0
年

9
月
1
4
日

災
害

時
等

に
お

け
る
棺

及
び

葬
祭
用

品
の

供
給
等

に
関

す
る
協

定
社

団
法

人
全

日
本

冠
婚
葬

祭
互

助
協
会

平
成

1
8
年

5
月
1
9
日

災
害

時
等

に
お

け
る
棺

及
び

葬
祭
用

品
の

供
給
等

に
関

す
る
協

定
熊

本
県

葬
祭

事
業

協
同
組

合
平
成

1
8
年

5
月
1
9
日

災
害

時
等

に
お

け
る
棺

及
び

葬
祭
用

品
の

供
給
等

に
関

す
る
協

定
熊

本
県

経
済

農
業

協
同
組

合
連

合
会

平
成

1
8
年

5
月
1
9
日

災
害

時
等

に
お

け
る
遺

体
の

搬
送

に
関

す
る
協

定
社

団
法

人
全

国
霊

柩
自
動

車
協

会
平
成

1
8
年

5
月
1
9
日

災
害

時
等

に
お

け
る

遺
体

保
存

用
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

供
給

に
関

す
る

協
定

ド
ラ

イ
ア
イ

ス
メ

ー
カ
ー

会
、

全
日

本
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
デ
ィ

ー
ラ

ー
会

平
成

1
8
年

5
月
1
9
日

災
害

時
の

医
療

救
護
に

関
す

る
協
定

書
社

団
法

人
熊

本
県

医
師
会

平
成

1
6
年

3
月
8
日

災
害
時

に
お

け
る
医

療
救

護
班

の
派

遣
に
関

す
る

協
定

災
害

時
に

お
け

る
し
尿

及
び

浄
化
槽

汚
泥

の
収

集
運

搬
等
に

関
す

る
協

定
熊

本
県

環
境

事
業

団
体
連

合
会

平
成

1
9
年

2
月
2
日

災
害
時

に
お

け
る
し

尿
処

理
や

仮
設

ト
イ
レ

の
設

置
に
関

す
る

協
力

災
害

時
に

お
け

る
廃
棄

物
の

処
理
等

の
支

援
活
動

に
関

す
る
協

定
社

団
法

人
熊

本
県

産
業
廃

棄
物

協
会

平
成

2
1
年

5
月
1
5
日

災
害
時

に
お

け
る
廃

棄
物

処
理

に
関

す
る
協

力
災

害
救
助

に
必

要
な
物

資
の

調
達

と
災

害
時
に

お
け

る
物
価

の
安

定
に

関
す
る

基
本

協
定

熊
本

県
生
活

協
同

組
合
連

合
会

平
成

1
4
年

11
月

2
1
日

災
害
時

に
お

け
る
生

活
関

連
物
資

の
調

達
及

び
安

定
供
給

に
関

す
る

協
力

大
規
模

災
害

等
の
発

生
時

に
広
域

火
葬

を
円

滑
に

行
う
た

め
の

協
力

災
害
時

に
お

け
る
医

薬
品

、
医
療

機
器

等
の

確
保

・
搬
送

・
修

理
・
交

換
に

対
す
る

協
力

災
害
時

に
お

け
る
医

薬
品

等
の

仕
分

け
や
被

災
者

へ
の
服

薬
指

導
に
関

す
る

協
力

大
規
模

地
震

等
発
生

時
に

徒
歩
帰

宅
者

に
対

し
て

、
飲
料

水
や

ト
イ
レ

の
提

供
及
び

道
路

情
報
を

提
供

大
規
模

地
震

等
発
生

時
に

徒
歩
帰

宅
者

に
対

し
て

、
飲
料

水
や

ト
イ
レ

の
提

供
及
び

道
路

情
報
を

提
供
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協
定

の
名

称
協

定
相

手
締

結
時
期

協
定

内
容

等

災
害

救
助

に
必

要
な
物

資
の

調
達
に

関
す

る
協
定

書
熊

本
県

パ
ン

協
同

組
合

平
成

1
0
年

3
月
1
9
日

災
害

救
助

に
必

要
な
物

資
の

調
達
に

関
す

る
協
定

書
㈱

鶴
屋

百
貨

店
平
成

1
0
年

3
月
1
9
日

災
害

救
助

に
必

要
な
物

資
の

調
達
に

関
す

る
協
定

書
㈱

県
民

百
貨

店
平
成

1
5
年

3
月
2
6
日

災
害

救
助

に
必

要
な
物

資
の

調
達
に

関
す

る
協
定

書
㈱

ゆ
め

マ
ー

ト
平
成

1
7
年

10
月

1
8
日

災
害

救
助

に
必

要
な
物

資
の

調
達
に

関
す

る
協
定

書
イ

オ
ン

九
州

㈱
平
成

1
8
年

1
月
1
7
日

災
害

時
に

お
け

る
食
糧

等
物

資
の

供
給

に
関
す

る
協

定
書

熊
本

県
共
同

店
舗

連
絡
協

議
会

平
成

1
9
年

1
月
1
0
日

災
害

時
に

お
け

る
食
糧

等
物

資
の

供
給

に
関
す

る
協

定
書

㈱
イ

ズ
ミ

平
成

1
9
年

1
月
1
0
日

災
害

時
に

お
け

る
食
糧

等
物

資
の

供
給

に
関
す

る
協

定
書

㈱
ゆ

め
タ
ウ

ン
熊

本
平
成

1
9
年

1
月
1
0
日

災
害

時
に

お
け

る
食
糧

等
物

資
の

供
給

に
関
す

る
協

定
書

㈱
ロ

ー
ソ
ン

平
成

1
9
年

1
月
1
0
日

災
害

時
に

お
け

る
飲
料

供
給

に
関

す
る

協
定
書

サ
ン

ト
リ
ー

フ
ー

ズ
㈱

平
成

1
9
年

12
月

2
0
日

災
害

救
助

物
資

の
供
給

等
に

関
す

る
協

定
㈱

フ
ァ

ミ
リ

ー
マ

ー
ト

平
成

2
1
年

9
月
1
4
日

地
震

災
害

時
等

に
お
け

る
救

援
物
資

の
提

供
に

関
す

る
協
定

書
熊

本
県

酪
農

業
協

同
組
合

連
合

会
平
成

1
9
年

4
月
2
4
日

地
震
災

害
時

等
に
お

け
る

牛
乳

・
乳

飲
料
・

清
涼

飲
料
水

等
の

提
供

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関
す

る
基

本
協
定

書
社

団
法

人
熊

本
県

建
設
業

協
会

平
成

1
8
年

3
月
2
0
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

宇
城
支

部
平
成

1
8
年

3
月
2
9
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

荒
尾
支

部
平
成

1
8
年

3
月
2
3
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

玉
名
支

部
平
成

1
8
年

3
月
2
3
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

鹿
本
支

部
平
成

1
8
年

3
月
3
1
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

菊
池
支

部
平
成

1
8
年

3
月
2
7
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

阿
蘇
支

部
平
成

1
8
年

3
月
3
0
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

上
益
城

支
部

平
成

1
8
年

3
月
2
7
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

八
代
支

部
平
成

1
8
年

3
月
3
1
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

芦
北
支

部
平
成

1
8
年

3
月
3
1
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

人
吉
支

部
平
成

1
8
年

3
月
3
1
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

天
草
支

部
平
成

1
8
年

3
月
2
9
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

造
園
建

設
業

協
会

平
成

1
8
年

10
月

3
0
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

法
面
保

護
協

会
平
成

1
8
年

10
月

3
0
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団
法

人
熊
本

県
測
量

設
計

・
建
設

ｺﾝ
ｻ
ﾙﾀ
ﾝ
ﾂ
協
会

平
成

2
1
年

5
月
8
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

地
質
調

査
業

協
会

平
成

2
1
年

5
月
8
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

一
般

社
団
法

人
熊

本
県
電

設
業

協
会

平
成

2
2
年

3
月
3
0
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
熊

本
県

建
設
業

協
会

建
築
部

会
平
成

1
8
年

3
月
2
9
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

熊
本

県
電
気

工
事

業
工
業

組
合

平
成

2
2
年

11
月

1
1
日

大
規

模
災

害
時

の
支
援

活
動

に
関

す
る

協
定
書

熊
本

県
管
工

事
業

組
合
連

合
会

平
成

2
3
年

11
月

3
0
日

九
州

地
方

に
お

け
る
大

規
模

災
害
時

の
支

援
活

動
に

関
す
る

協
定

書
九

州
地

方
整

備
局

企
画
部

平
成

2
3
年

2
月
2
8
日

災
害

時
に

お
け

る
応
急

仮
設

住
宅

の
建

設
に
関

す
る

協
定
書

社
団

法
人
プ

レ
ハ

ブ
建

築
協

会
平
成

8
年

4
月
1
日

災
害

時
に

お
け

る
応
急

仮
設

住
宅

の
建

設
に
関

す
る

協
定
書

一
般

社
団
法

人
熊

本
県
優

良
住

宅
協
会

平
成

2
3
年

10
月

2
7
日

災
害

時
に

お
け

る
民
間

賃
貸

住
宅

の
提

供
に
関

す
る

協
定

社
団

法
人
全

国
賃

貸
住
宅

経
営

協
会

平
成

2
3
年

10
月

2
7
日

大
規
模

災
害

時
に
お

け
る

賃
貸
住

宅
の

提
供

に
関

す
る
協

力

災
害
救

助
に

必
要
と

な
る

食
料

・
衣

料
寝
具

・
日

用
雑
貨

品
等

の
供

給
に

関
す
る

協
力

大
規
模

災
害

時
に
お

け
る

公
共
土

木
施

設
等

の
被

害
情
報

収
集

、
応

急
復

旧
措
置

等
に

関
す
る

協
力

大
規
模

災
害

時
に
お

け
る

仮
設
住

宅
の

建
設

に
関

す
る
協

力
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 区 分 機　　関　　名 職　名 機　関　の　所　在　地 電話番号

九 州 管 区 警 察 局 局 長 福岡市博多区東公園7番7号 092-622-5000

九 州 総 合 通 信 局 局 長
熊本市西区春日町2丁目10番1号
　　　　　　　　　熊本地方合同庁舎内

096-326-7801

九 州 財 務 局 局 長           〃 096-353-6351

九 州 厚 生 局 局 長 福岡市博多区博多駅前3-2-8 092-707-1115

熊 本 労 働 局 局 長
熊本市西区春日町2丁目10番1号
　　　　　　　　　熊本地方合同庁舎内

096-211-1701

九 州 農 政 局 局 長
熊本市西区春日町2丁目10番1号
　　　　　　　　　熊本地方合同庁舎内

096-211-9111

九 州 森 林 管 理 局 局 長 熊本市中央区京町本丁2番7号 096-328-3500

九 州 経 済 産 業 局 総 務 企 画 部 部 長 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 092-482-5405

九 州 産 業 保 安 監 督 部 部 長           〃 092-482-5923

九 州 地 方 整 備 局 局 長 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 092-471-6331

九 州 運 輸 局 熊 本 運 輸 支 局 支 局 長 熊本市東区東町4丁目14番35号 096-369-3188

大 阪 航 空 局 熊 本 空 港 事 務 所 所 長 上益城郡益城町大字小谷 096-232-2853

熊 本 地 方 気 象 台 台 長           〃 096-324-3283

熊 本 海 上 保 安 部 部 長 宇城市三角町三角浦1160-20 0964-52-3103

九 州 地 方 環 境 事 務 所 所 長 熊本市東区尾ノ上1-6-22 096-214-0311

九 州 防 衛 局 熊 本 防 衛 支 局 支 局 長 熊本市東区東町1丁目1番11号 096-368-2172

096-343-3141
 内線(3234)

教育庁 熊 本 県 教 育 庁 教 育 長 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-383-1111

警察本部 熊 本 県 警 察 本 部 本 部 長 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-381-0110

熊 本 県 市 長 会 会 長
熊本市中央区花畑町4番7号
　　　　　　　朝日新聞第一生命ﾋﾞﾙ8F

096-351-6604

熊 本 県 町 村 会 会 長 熊本市東区健軍2丁目4番10号 096-368-0011

熊 本 市 消 防 局 局 長 熊本市中央区大江3丁目1番3号 096-363-0119

熊 本 市 消 防 団 団 長           〃 〃

自衛隊 陸 上 自 衛 隊 第 ８ 師 団 師 団 長 熊本市北区八景水谷2丁目17番1号

指
定
地
方
行
政
機
関

市町村
長及び
消防機
関の長
の代表

熊本県防災会議委員名簿(会長・知事)
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 区 分 機　　関　　名 職　名 機　関　の　所　在　地 電話番号

日 本 銀 行 熊 本 支 店 支 店 長 熊本市中央区山崎町15番地 096-359-9501

日 本 赤 十 字 社 熊 本 県 支 部 事 務 局 長 熊本市東区長嶺南2丁目1番1号 096-384-2100

日 本 放 送 協 会 熊 本 放 送 局 局 長 熊本市中央区千葉城町2番7号 096-352-1482

西日本高速道路株式会社九州支社 支 社 長 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号 092-762-1111

九州旅客鉄道株式会社熊本支社 取締役支社長 熊本市西区春日3丁目15番1号 096-352-0818

西日本電信電話株式会社熊本支店 理事支店長 熊本市中央区桜町3丁目1号NTT桜町ビル 096-321-3083

郵 便 事 業 株 式 会 社 九 州 支 社 支 社 長 熊本市中央区城東町1番1号 096-328-5308

郵 便 局 株 式 会 社 九 州 支 社 支 社 長 熊本市中央区城東町1番1号 096-325-2115

九 州 電 力 株 式 会 社 熊 本 支 社 執行役員支社長 熊本市中央区上水前寺1丁目6番36号 096-386-2200

社団法人熊本県トラック協会 会 長 熊本市東区東町4丁目6番2号 096-369-3968

社 団 法 人 熊 本 県 バ ス 協 会 会 長 熊本市中央区桜町3番10号 096-352-9694

三 和 商 船 株 式 会 社 取 締 役 天草市牛深町2286 0969-73-2103

西 部 ガ ス 株 式 会 社 熊 本 支 社
常務執行役員
支 社 長

熊本市中央区萩原町14番10号 096-370-8600

株 式 会 社 熊 本 日 日 新 聞 社 総 務 部 長 熊本市中央区世安町172番地 096-361-3111

株 式 会 社 熊 本 放 送
常 務 取 締 役
管 理 本 部 長

熊本市中央区山崎町30番地 096-328-5543

株 式 会 社 テ レ ビ 熊 本 総務局次長 熊本市北区徳王町440番地 096-351-1120

株 式 会 社 熊 本 県 民 テ レ ビ 総 務 部 長 熊本市中央区世安町7番地 096-363-6111

熊 本 朝 日 放 送 株 式 会 社 総 務 局 長 熊本市西区二本木1丁目5番12号 096-359-9016

社 団 法 人 熊 本 県 医 師 会 会 長 熊本市中央区花畑町1番13号 096-354-3838

社団法人熊 本 県 看 護 協 会 会 長 熊本市東区東町3丁目10番39号 096-369-3203

096-383-1111

熊　本　県 副 知 事 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号     内線3012

    〃 〃 　　　　　　〃      〃 3022

    〃      　知　事　公　室 公 室 長             〃      〃 3800

    〃 　     総　  務  　部 部 長             〃      〃 3050

    〃        企 画 振 興 部 部 長             〃      〃 3510

    〃　      健 康 福 祉 部 部 長             〃      〃 7000

    〃        環 境 生 活 部 部 長             〃      〃 7300

    〃      　商工観光労働部 部 長             〃      〃 5110

    〃        農 林 水 産 部 部 長             〃      〃 5300

    〃        土　  木  　部 部 長             〃      〃 6000

    〃　　　　出　　納　　局 会計管理者             〃      〃 6320

    〃　　　　企　　業　　局 局 長             〃      〃 6380

指
定
公
共
機
関

指
定
地
方
公
共
機
関

知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
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第１節 目 的 

 

この計画は、本県の県民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼす恐れのある地震・津波災害

に対処するため、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第４０条の規定に基づき、県、市

町村及び各防災関係機関に必要な体制を確立するとともに、県域における地震・津波災害対策を

総合的かつ計画的に推進することにより、県の地域並びに住民の生命、身体及び財産を地震・津

波災害から保護することを目的とする。 

 

 

第２節 計画の性格及び基本方針 

 

１．計画の性格 

(1) この計画は、熊本県防災会議が作成する「熊本県地域防災計画」の「地震・津波災害対策

編」として、平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災及び平成２３年３月に発生した東日

本大震災などの大規模災害を踏まえ、本県における地震及び津波災害の防災上必要となる災

害予防、災害応急対策及び災害復旧に係る諸施策について定めるものとする。 

この計画に定めのない事項及び風水害等の災害対策については、「熊本県地域防災計画」

の「一般災害対策編」に定めるところによる。 

(2) 「熊本県地域防災計画震災対策編」の策定及び運営にあたっては、国の「防災基本計画」

に基づき実施することから、指定行政機関及び指定公共機関が作成する「防災業務計画」と密

接な連携を図ってゆくものとする。さらに、水防法(昭和２４年法律第１９３号)に基づく「熊

本県水防計画」及び石油コンビナート等災害防止法(昭和５０年法律第８４号)に基づく「熊本

県石油コンビナート等防災計画」とも十分な調整を図るものとする。 

(3) この計画は、地震・津波災害に関して、防災関係機関相互の密接な連絡調整を図るうえで

基本的な大綱を示すもので、その実施細則については、さらに関係機関において別途マニュア

ルを作成する等具体的に定めるものとする。 

 

２．計画の基本方針 

この計画は、防災関係機関が必要な体制を確立し、その実施責任を明確にするとともに、総合

的、計画的な地震・津波災害対策の整備及び推進を図るものである。 

この計画の樹立及び推進に当たっては、次の事項を基本とするものとする。 

(1) 自主防災体制の確立 

(2) 防災関係機関相互の連携・協力体制の強化 

(3) 男女共同参画の視点からの防災体制の確立 

(4) 地震・津波災害対策の推進 

(5) 関係法令の遵守 
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第３節 関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１．防災関係機関の責務 

(1) 県 

県は、県の地域並びに住民の生命、身体及び財産を地震・津波災害から保護するため、他の防災

関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、広域的、総合的な防災活動を実施するとともに市町

村及び指定地方公共機関の防災活動の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。 

 

(2) 市町村 

市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに住民の生命、身体及び財産を

地震・津波災害から保護するため、他の防災関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、防災活

動を実施する責務を有する。 

また、上記の責務を十分に果たすため必要があるときは、他の地方公共団体と相互に協力するよ

う努めるともに、消防機関等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関す

る組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自主防災組織の充実を図り、市町村の有するすべての機

能を十分に発揮するよう努めるものとする。 

 

 (3) 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、住民の生命、身体及び財産を地震・津波災害から保護するため、他の指定地

方行政機関と相互に協力して防災活動を行うとともに、県及び市町村の防災活動が円滑に行われる

よう必要な勧告、指導、助言その他適切な措置をとる。 

 

(4) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性または公益性に鑑み、自ら防災活動を実

施するとともに、県及び市町村の防災活動に協力する責務を有する。 

 

 (5) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、県及

び市町村その他防災関係機関の防災活動に協力するものとする。 
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２．処理すべき事務または業務 

県、市町村及び指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関並びに県内の公共機関その他

防災上重要な施設の管理者は、概ね次の事務又は業務を処理するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 熊本県防災会議に関する事務

2 防災に関する施設の新設、改良及び復旧対策

3 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査

4 水防その他の応急処置

5 被災者に対する救助及び救護措置

6 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通等の対策

7 その他県の所掌事務についての防災対策

8 市町村の災害事務または業務の実施についての援助及び調整

1 被災地（地方公共団体）に対する財政融資資金地方資金の融資に関すること

2 災害時における金融機関に対する緊急措置の指示

3 公共土木施設及び農林水産業施設等の災害復旧事業費の査定立会

4 九州財務局が所掌する国有財産の無償貸付等

1 農業に関する防災、災害応急対策及び災害復旧に関する指導調整並びに助成

2 農地、農業用施設に関する防災及び災害復旧対策

3 農地の保全に係る海岸保全施設等の災害復旧対策

4 応急用食料（米穀）の調達・供給対策

5 主要食糧の需給対策

1 災害状況の情報収集、通報

2 関係職員の現地派遣

3 関係機関との連携調整

1 国有林野等の森林治水事業等及び防災管理

2 災害応急用材の需給対策

1 災害時における物資の供給及び価格の安定対策

2 被災商工業者に対する金融、税制及び労務に関すること

1 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること

2 火薬類、高圧ガス、都市ガス、液化石油ガス及び電気施設等の保安 の確保対策

九 州 総 合 通 信局 1 非常の場合の有線電気通信及び無線通信の監理

1 地震・津波に関する観測施設を整備すること

2 地震・津波等に関する防災知識の普及に努めること

3 津波警報・注意報及び地震・津波情報を発表・伝達すること

4
二次災害防止のため、気象、地象・水象に関する警報・注意報及び情報を発表・
伝達すること

5 災害発生時における気象・地象・水象等に関する観測資料を提供すること

6 緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努めること

事　　務　　又　　は　　業　　務

熊　　本　　県

九 州 財 務 局

九 州 農 政 局

福 岡 管 区 気 象台
熊 本 地 方 気 象台

指

定

地

方

行

政

機

関

機　　関　　名

九 州 厚 生 局

九 州 森 林 管 理局

九 州 経 済 産 業局

九州産業保安監督部
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熊 本 労 働 局 1 工場及び事業所等における労働災害防止対策

1 広域緊急援助隊の運用及び広域的な応援の指導調整に関すること

2 広域的な交通規制の指導調整に関すること

3 災害時における他管区警察局との連携に関すること

4 管区内指定地方行政機関との協力及び連絡調整に関すること

5 災害に関する情報の収集及び連絡調整に関すること

6 災害時における警察通信の運用に関すること

7 津波予報の伝達に関すること

1 災害時における陸上輸送の調整及び指導

2 災害時における自動車運送事業者に対する運送命令

3 災害時における関係機関と輸送荷受機関との連絡調整

熊 本 海 上 保 安部 1
災害時の海上における人命・財産の救助その他救済を必要とする場合の援助並び
に海上の治安及び警備

1 飛行場及びその周辺における航空機事故に関する消火及び救助

2 遭難航空機の捜索及び救助

1 直轄河川の整備、維持、管理及び水防に関すること

2 直轄国道の整備、維持、管理及び防災に関すること

3 直轄港湾、航路、海岸、砂防の整備及び防災に関すること

4 高潮、津波災害等の予防に関する港湾海岸計画

5
緊急を要すると認められる場合、大規模災害時の応援に関する協定書に基づく適
切な緊急対応の実施

6 その他防災に関し、九州地方整備局の所掌すべきこと

1 災害廃棄物等の処理対策に関すること

2 環境監視体制の支援に関すること

3 飼育動物の保護等に係る支援に関すること

1 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整

2 米軍施設内通行等に関する連絡調整

1
天災地変、その他の災害に際して航空機あるいは地上からの情報の収集伝達及び
人命又は財産の保護（人員の救助、消防、水防、救援物資の輸送、通路の応急啓
開、応急の医療、防疫、給水、炊飯、入浴支援等）

1 市町村防災会議に関する事務

2 防災に関する施設の新設、改良及び復旧対策

3 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査

4 消防、水防その他の応急措置

5 被災者に対する救助及び救護措置

6 災害時における保健衛生、文教及び交通等の対策

7 その他市町村の所掌事務についての防災対策

8 市町村内における公共的団体及び住民防災組織の育成指導

事　　務　　又　　は　　業　　務

九 州 管 区 警 察局

市 町 村

九 州 防 衛 局

指

定

地

方

行

政

機

関

機　　関　　名

九州地方環境事務所

九 州 運 輸 局
熊 本 運 輸 支 局

大 阪 航 空 局
熊 本 空 港 事 務所

九 州 地 方 整 備局

自 衛 隊
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1 災害時における郵便業務運営の確保

2 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策

(1)災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付

(2)被災者が差し出す郵便物の料金免除

(3)被災地あて救助用郵便物等の料金免除

(4)被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除

郵 便 局 株 式 会社
（ 九 州 支 社 ）

1 災害時における郵便局窓口業務の確保

1 鉄道施設の防災対策

2 災害時における救助物資及び人員の緊急輸送

1 電気通信施設の防災対策

2 災害時における非常・緊急通話の調整及び気象予警報の伝達

日 本 銀 行
（ 熊 本 支 店 ）

1
災害時における金融対策。すなわち預貯金、り災関係手形および災害関係融資等
に関する臨時の措置につき、現地金融機関の指導を行うほか、金融機関の所要現
金の確保、損傷銀行券の引き替えその他必要と認められる適宜の措置を講ずる。

1 災害時における医療、助産及び死体処理の実

2 災害援助等の奉仕者の連絡調整

3 義えん金品の募集配分

日本放送協会及び
放送報道関係（Ｎ
ＨＫ熊本放送局、
株式会社熊本放

送、株式会社熊本
日日新聞社、株式
会社テレビ熊本、
株式会社熊本県民
テレビ、熊本朝日
放送株式会社）

1 気象予警報、災害情報等の災害広報対策

自動車運送機関
（社団法人熊本県
トラック協会、社
団法人熊本県バス
協会、社団法人熊
本県タクシー協

会）

1 災害時における自動車による人員及び救助物資等の輸送確保

海上輸送機関（三
和商船株式会社、
熊本フェリー株式
会社、熊本県海運

組合)

1 災害時における船舶による人員及び救助物資等の輸送確保

事　　務　　又　　は　　業　　務

郵便事業株式会社
（ 九 州 支 社 ）

西日本電信電話株
式会社

（熊本支店）

指

定

公

共

機

関

・

指

定

地

方

公

共

機

関

機　　関　　名

鉄道関係機関（九
州旅客鉄道株式会
社、熊本電気鉄道
株式会社、南阿蘇
鉄道株式会社、く
ま川鉄道株式会社
及び肥薩おれんじ
鉄道株式会社）

日 本 赤 十 字 社
（ 熊 本 県 支 部）
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1 電力施設の保全、保安対策

2 災害時における電力供給確保

1 ガス施設の保全、保安対策

2 災害時におけるガス供給の確保

西日本高速道路株
式会社九州支社

1 有料道路及び施設の防災対策

社団法人熊本県医
師会

1 災害時における医療、助産等の救護

社団法人熊本県看
護協会

1 災害時における医療、助産等の救護

1 溜池及び水こう門等の整備と防災管理

2 農地及び農業用施設の被害調査および復旧

1 避難施設の整備と避難訓練並びに被災時における収容者保護

2 災害時における負傷者等の医療、助産救助

1 避難施設の整備と避難等の訓練

2 被災時における収容者保護

1 農林水産関係の被害調査または協力

2 農作物、林水産物等の災害応急対策についての指導

3
被災農林水産家に対する融資、またはその斡旋並びに飼料、肥料等の確保、また
は斡旋

1 商工業関係の被害調査、融資希望者のとりまとめ、及び斡旋等についての協力

2 災害時における物価安定についての協力、徹底

3 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、斡旋

金 融 機 関 1 被災事業者に対する資金融資及びその他の緊急措置

1 避難施設の整備及び避難訓練

2 被災時における教育対策

1 安全管理の徹底

2 防災施設の整備

事　　務　　又　　は　　業　　務

電力供給機関
（九州電力株式会
社熊本支店）

機　　関　　名

熊本県土地改良事
業団体連合会

ガス供給機関
（西部ガス株式会
社、天草ガス株式
会社、九州ガス株
式会社、山鹿都市
ガス株式会社、社
団法人熊本県エル
ピーガス協会）

指
定
公
共
機
関
・
指
定
地
方
公
共
機
関

学 校 法 人

そ
の
他
公
共
的
団
体
お
よ
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者

危険物施設及び高
圧ガス、火薬類等
の管理者

病 院 等 経 営 者

商工会、商工会議所

社会福祉施設経営者

農業協同組合、森
林組合、漁業協同
組合等
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第４節 熊本県の特質と過去の主な地震災害 

 

１．地 勢 

  熊本県は、地理的には九州の中央に位置し、北、東および南の三方は山岳に囲まれており、特に宮

崎県との県境には九州の背梁をなす九州山脈が走り、最高峰の国見岳(1,739m) 市房山(1,722m)を主

峰に十数座の山岳が連なっている。 

  中央部は、菊池川、白川、緑川流域に熊本平野が開け、球磨川、氷川その他の中小河川の流域にひ

らける八代平野とともに平坦地を形成している。複式火山として世界的に有名な阿蘇山は、県の東北

部に位置し、陥没によってできた南北約25km、東西約17kmの巨大なカルデラの内部に、いわゆる阿蘇

五岳がある。その噴出物は広域に広がり、北は福岡県の安徳台付近に、南東は宮崎県日向灘の海岸に

いたり、南は人吉付近に、南西は天草の下島にまで及び、噴出物の分布面積は6,817ｋ㎡で九州の面

積の５分の１に達するといわれる。 

県の北部には、八方ケ岳(1,052m)があり、また福岡、大分および本県との三県境には国見山(1,01

8m)がそびえ、県南部は、一帯に急峻かつ、広大な山地からなり、九州山脈に連なる山岳が相重なっ

ている。熊本平野の西方には宇土半島が突き出て、有明海と不知火海とに分け、宇土半島の南西には、

大小１２０余の島からなる天草諸島が散在している。 

 

２．社会的条件とその変化 

  地震・津波災害は、地形、地質、地盤等の自然的条件に起因するものと、人口の集中度や建築物の

状況等の社会的条件に起因するものとが同時複合的に発生することが特徴である。 

被害を拡大する社会的災害要因として、主に次のような点が考えられる。 

(1) 人口の集中度 

本県の人口は、平成17年10月現在1,842,233人でこのうち677,565人(約37％)が熊本市に集中してお

り、熊本市を含む１４市では1,429,923人(約77％）が集中している（H17国勢調査より）。 

  また、都市部の人口は年々増加し国際化が進み、逆に山間部の人口は減少しており、過疎化・高

齢化が進んでおり、高齢者や外国人等の災害弱者が増加している。 

さらに、消防団については、都市部及びその近郊町村ではサラリーマン団員の増加、過疎部では

団員の確保・高齢化の問題のある市町村も見られる。 

(2) 土地利用の変化 

市街地中心部でのビルの高層化が進み、また大規模開発等による住宅団地の形成や大型小売店や

娯楽施設等の不特定多数の人が集まる施設の建築が増加している。逆に、以前からの住宅密集地は

再開発があまり進んでいない。 

これらは、地震災害時における被災人口の増大、火災の多発、延焼地域の拡大の危険性を高めて

いる。 

(3) 生活様式の変化 

近年の生活様式の変化によって、電気、ガス、水道、下水道、電話等のライフライン施設は県民

生活に欠かせないものとなっており、今後、益々その依存度・重要性が高くなると考えられる。 

これらの施設の被害は、その復旧に時間を要し県民生活に大きな支障をもたらし、都市機能をマ

ヒさせるばかりでなく、２次災害の危険性もある。 
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(4) 工業化の進展 

高度経済成長により急速に工業化が進展したが、工業化とともに多量の危険物を貯蔵する施設が

増加し、地域における被害拡大の危険性を高めている。 

(5) 交通機関の発達 

自動車は急速に増加してきているが、自動車はそれ自体ガソリン等の危険物を内蔵しており、出

火・延焼の原因となるとともに、大量の自動車によって引き起こされる交通混乱が消火・救助活動

等の災害応急活動の妨げとなり被害を拡大させることが予想される。 

また、道路・鉄道・港湾施設等の被害による交通機能のマヒは、物流に重大な影響を及ぼし、県

民生活に大きな支障をもたらすことも予想される。 

(6) コミュニティ意識の低下 

近年の都市化及び核家族化の進展で、特に都市部において地域のコミュニティ活動が停滞ぎみで、

県民の防災意識の高まりも鈍く、地震災害発生直後の被害拡大を防ぐ有効な手段であるコミュニテ

ィレベルでの防災活動もあまり活発でなく、自主防災組織率も全国に比べて非常に低い状態にある。 

このような社会的災害要因によって、地震による被害が拡大されるだけでなく、被害も多様化し

同時複合的に発生するものと考えられるが、現状ではこれらの災害要因への対応・対策は決して十

分なものではない。 

したがって、このような社会的災害要因の変化に最大限の努力を払うと同時に、基礎的・科学的

な調査や公共施設等の整備、企業も含めた防災意識の普及啓発を不断に続けていくことが必要であ

る。 
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３．熊本県の過去の主な地震・津波とその被害 

県下に大きな被害をもたらした地震・津波としては、明治22年(1889年)7月熊本付近を震源とした

地震(死者 20人、負傷者52人、家屋の全壊228戸)等が記録されている。 

県内に被害をもたらした主な地震・津波（県内の最大震度４以上）は、次のとおりである。 

(1) 主な地震とその被害 

744年6月6日 (太平16.5.18)天草郡、八代郡、葦北郡 Ｍ：7.0 

田地290町、民家流出470軒、死者1,520名 

1619年5月1日 (元和5.3.17)肥後八代 Ｎ32.5゜ Ｅ130.6゜ Ｍ：6.0 

       麦島城をはじめ公私の家屋が破壊した。 

1625年7月21日 (寛永2.6.17)熊本 Ｎ32.8゜ Ｅ130.6゜ Ｍ：5~6 

地震のため熊本城の火薬庫爆発、天守付近の石壁の一部が崩れた。城中の石垣にも被害、

死者約50。 

1723年12月19日(享保8.11.22)肥後・豊後・筑後 Ｎ32.9゜ Ｅ130.6゜ Ｍ：6.5 

肥後で倒家980、死者２。飽田・山本・山鹿・玉名・菊池・合志各郡で強く、柳川辺で

も強く感じた。 

1769年8月29日(明和6.7.28)日向・豊後・肥後 Ｎ33.0゜ Ｅ132.1゜ Ｍ：7 3/4 

延岡城・大分城で被害多く、寺社・町屋の破損が多かった。熊本領内でも被害が多く、

宇和島で強く感じた。津波があった。 

1792年5月21日(寛政4.4.1)雲仙岳 Ｎ32.8゜ Ｅ130.3゜ Ｍ：6.4 

前年10月8日から始まった地震が11月10日頃から強くなり、4月1日に大地震2回、前山(眉

山：天狗山)の東部がくずれ、崩土約0.34km3が島原海に入り津波を生じた。対岸の肥後で

も被害が多く、津波による死者は全体で約15,000、潰家12,000。 

「島原大変肥後迷惑」と呼ばれた。 

1828年5月26日(文政11.4.13)長崎 Ｎ32.6゜ Ｅ129.9゜(Ｍ：6) 

出島の周壁が数か所潰裂。天草で激しかったという。天草の海中で噴火に似た現象が

あったという。 

1889年7月28日23時45分(明治22)熊本付近 Ｎ32.8゜ Ｅ130.7゜Ｈ：極浅 Ｍ：6.3 

飽田郡を中心に熊本県下で被害大。死者20・負傷52、家屋全壊228・半潰138、地裂880、

堤防崩壊45、橋梁壊落22・破損37、道路損壊133。柳川地方でも潰家60余。 

肥後・筑後地方で強震 

1894年8月8日23時19分(明治27)熊本県北部 Ｎ32.8゜ Ｅ131.0゜Ｈ：極浅 Ｍ：6.3 

阿蘇郡永水村で家屋土蔵破損15、石垣の崩壊が多かった。長陽村で家屋破損1、石垣崩

壊9。 

1895年8月27日22時42分(明治28)熊本県北東部 Ｎ32.8゜ Ｅ131.0゜Ｈ：極浅 Ｍ：6.3 

阿蘇郡山西村で土蔵破損400、堤防亀裂8、石垣崩壊22、石碑・石灯籠の転倒多し。永

水村で家屋破損５。その他の諸村で小被害。肥後・筑後地方で強震。 

1906年3月17日21時20分(明治39)熊本付近 Ｎ32.8゜ Ｅ130.8゜ 

熊本市内で陶器店・ガラス店にて多少の被害。 

最大震度Ⅳ：熊本〔出典：熊本県の気象百年（熊本地方気象台）〕 
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1907年３月10日22時03分(明治40)熊本付近 Ｎ32.9゜ Ｅ130.7゜  ：極浅 Ｍ：5.4 

煉瓦煙突破壊1、家・倉庫壁の亀裂3などの軽被害。最大震度Ⅳ：熊本 

1909年11月10日15時13分(明治42)宮崎・熊本県境 Ｎ32.3゜ Ｅ131.1゜ Ｈ：約150km 

Ｍ：7.6   震域広く日向・土佐で潰家・死者あり。宮崎市で被害大。県内で負傷3。 

最大震度Ⅴ：宮崎・大分・鹿児島・佐賀・岡山・徳島・広島など。震度Ⅳ熊本。 

1931年12月21日14時47分(昭和６)八代海 Ｎ32.5゜ Ｅ130.5゜ Ｈ：10km Ｍ：5.5 

大矢野島群発地震。22日と26日にＭ：5.6、5.9の地震(下記)。21日、22日の地震により八

代町沿岸に多少の被害。26日の地震により八代郡田浦付近で壁の剥落50 ～60、堤防亀裂、

石垣崩壊等の被害。大矢野島の護岸・堤防決壊す。最大震度Ⅴ：牛深。 

1931年12月22日22時08分(昭和６)八代海 Ｎ32.6゜ Ｅ130.6゜ Ｈ：0km Ｍ：5.6 

被害は上記の地震と重複。最大震度Ⅴ：牛深 

1931年12月26日10時42分(昭和６)八代海 Ｎ32.6゜ Ｅ130.6゜ Ｈ：10km Ｍ：5.9 

被害は上記の地震と重複。最大震度Ⅴ：牛深 

1937年1月27日16時04分(昭和12)熊本県中部 Ｎ32.7゜ Ｅ130.8゜ Ｈ：30km Ｍ：5.1 

上益城郡秋津村で長さ10間(18m)幅3尺(0.9m)の石橋崩れ落つ。最大震度Ⅴ：牛深 

1941年11月19日01時46分(昭和16)日向灘 Ｎ32.0゜ Ｅ132.1゜ Ｈ：0km Ｍ：7.2 

日向灘地震。大分・宮崎・熊本の三県で死者2・負傷18、家屋全壊27・半壊32 

その他、石垣崩壊、煙突破損、道路破壊等あり。宇和島・宿毛でも軽微な被害。 

九州の東岸・四国の西岸に津波襲来し、細島・青島・宿毛で波高約１ｍ。船舶の転覆流失

あり。 

干潮時のため津波による陸上の被害なし。余震多く、30日までに有感23回・無感71回 

最大震度Ⅴ：宮崎・人吉・宿毛・延岡 

1960年5月24日 南米チリ沖 Ｍ：8 1/4～8 1/2 

23日04時11分20秒日本時、南米チリ沖で大地震。大津波が発生し地震発生後ほぼ一昼夜

を経過して日本の東海岸各地に来襲して被害を生じた。 

大分・宮崎・鹿児島の各県でかなりの被害を受け、24日08時頃、熊本県の天草方面も潮

位のため若干の被害があった。 

本渡市 床上浸水3戸、床下浸水3戸 

下長尾 扉門決壊1、バス路線浸水一時交通遮断 

1968年2月21日08時51分(昭和43)宮崎県南西部 Ｎ32.0゜ Ｅ130.7゜ Ｈ：0km Ｍ：5.7 

えびの地震。2月10日頃から前震あり、この地震に引き続き21日10時45分(Ｍ：6.1)22日1

9時19分(Ｍ：5.6)にも地震があり、これらの地震で被害が発生した。多数の余震あり。死

者3・負傷42、家屋全壊368・半壊3,176、非住家被害1,494、道路被害73、橋梁損壊9、堤防

亀裂4、山(崖)崩れ44、鉄道被害6、通信施設被害100。 

最大震度Ⅴ：人吉 

1968年2月21日10時45分(昭和43)宮崎県南西部 Ｎ32.0゜ Ｅ130.7゜ ：0km Ｍ：6.1 

えびの地震の最大規模の地震。被害は上記の地震と重複。最大震度Ⅴ：人吉。 

1968年2月22日19時19分(昭和43)宮崎県南西部 Ｎ32.0゜ Ｅ130.8゜ Ｈ：0km Ｍ：5.6 

被害は上記の地震と重複。最大震度Ⅳ：人吉。 
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1968年3月25日01時21分(昭和43)宮崎県南西部 Ｎ32.0゜ Ｅ130.7゜ Ｈ：10km Ｍ：5.4 

えびの地震の余震。死者3、住家全壊18・半壊147、非住家被害309、道路損壊6、橋梁破

損5、山(崖)崩れ11、通信施設被害97。最大震度Ⅳ：人吉。 

1975年1月23日23時19分(昭和50)熊本県北東 Ｎ33.0゜ Ｅ131.1゜ Ｈ：0km Ｍ：6.1 

阿蘇郡一の宮町手野地区に被害集中。負傷10、道路損壊12、山(崖)崩れ15。最大震度Ⅴ：

阿蘇山 

1984年8月7日04時06分(昭和59)日向灘 Ｎ32.4゜ Ｅ132.2゜Ｈ：33km Ｍ：7.1 

宮崎・大分・熊本の各県で被害。負傷９、建物一部破損319など。弱い津波があり、延岡

で18cmを記録。最大震度Ⅳ：宮崎・延岡・油津・大分・熊本・宇和島。 

1987年3月18日12時36分(昭和62)日向灘 Ｎ32.0゜ Ｅ132.1゜ Ｈ：48km Ｍ：6.6 

宮崎県で被害大。死者１・負傷若干のほか、建物・道路などに被害があった。大分・熊

本県でも被害あり。最大震度Ⅳ：熊本、阿蘇山、人吉。 

〔ここまでの出典：日本被害地震総覧他〕 

1997年3月26日17時31分(平成9)薩摩地方 Ｎ31ﾟ58.3' Ｅ130ﾟ.21.5' Ｈ：12km Ｍ：6.6 

水俣市を中心にシラス崩れ、壁の亀裂、窓ガラス割れ、落石等の被害発生。 

最大震度：4(熊本市京町、八代市、松橋町、人吉市、牛深市、芦北町、大矢野町) 

1997年5月13日14時38分(平成9)薩摩地方 Ｎ31ﾟ56.9' Ｅ130ﾟ18.1' Ｈ：9km Ｍ：6.4 

水俣市を中心にシラス崩れ、がけ崩れ、屋根瓦の落下、家屋のひび割れ等の被害発生。 

最大震度：4(八代市、松橋町、人吉市、芦北町、大矢野町) 

1999年3月9日12時53分(平成11)阿蘇地方 Ｎ32ﾟ56.2' Ｅ131ﾟ01.1'  Ｈ：10km Ｍ：4.8 

西原村、長陽村等においてブロック塀の倒壊、屋根瓦の落下、落石等の被害発生。 

最大震度：4（※旭志村） 

2000年6月8日９時32分(平成12)熊本地方 Ｎ32ﾟ41.5' Ｅ130ﾟ.45.7' Ｈ：10km Ｍ：5.0 

益城町、嘉島町、御船町で屋根瓦多数落下、砥用町で落石被害発生。 

最大震度：5弱(※富合町、※嘉島町) 

2001年1月10日19時09分(平成13)阿蘇地方 Ｎ32ﾟ48.3' Ｅ131ﾟ07.9' Ｈ：5km Ｍ：4.1 

高森町で落石、水道管破裂、屋根瓦の落下、窓ガラス破損等の被害発生。 

最大震度：3（※産山村、※波野村、※蘇陽町、※白水村、※久木野村、※長陽村、※清

和村）［高森町の文部科学省設置の地震計で震度５強を表示］ 

2005年6月3日４時16分(平成17)天草芦北地方 Ｎ32ﾟ29.7' Ｅ130ﾟ32.8' Ｈ：11km Ｍ：4.8 

負傷者2名（重傷者1名） 

最大震度：5弱（上天草市大矢野町） 

 

2011年10月5日23時33分(平成23)熊本地方 Ｎ32ﾟ54.8' Ｅ130ﾟ51.0' Ｈ：10km Ｍ：4.5 

住家の一部破壊 最大震度５強（菊池市旭志） 

 

 

〔1997年以降の震源データの出典：気象庁ＨＰ〕 

(注) ※は自治体の震度計 
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(2) 主な津波とその被害 

744年6月6日 (太平16.5.18)天草郡、八代郡、葦北郡 Ｍ：7.0 

田地290町、民家流出470軒、死者1,520名                【再掲】 

1792年5月21日(寛政4.4.1)雲仙岳 Ｎ32.8゜ Ｅ130.3゜ Ｍ：6.4 

前年10月8日から始まった地震が11月10日頃から強くなり、4月1日に大地震2回、前山(眉

山：天狗山)の東部がくずれ、崩土約0.34km3が島原海に入り津波を生じた。対岸の肥後で

も被害が多く、津波による死者は全体で約15,000、潰家12,000。 

「島原大変肥後迷惑」と呼ばれた。                 【再掲】 

1960年5月24日 南米チリ沖 Ｍ：8 1/4～8 1/2 

23日04時11分20秒日本時、南米チリ沖で大地震。大津波が発生し地震発生後ほぼ一昼夜

を経過して日本の東海岸各地に来襲して被害を生じた。 

大分・宮崎・鹿児島の各県でかなりの被害を受け、24日08時頃、熊本県の天草方面も潮

位のため若干の被害があった。 

本渡市 床上浸水3戸、床下浸水3戸 

下長尾 扉門決壊１、バス路線浸水一時交通遮断             【再掲】 
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４．熊本、阿蘇山、人吉、牛深における震度別地震回数（震度１以上） 

    本県における震度別地震発生数は次のとおりである。 

震度 震度 
年 観測点  １  ２  ３  ４  ５ 合計 年 観測点  １  ２  ３  ４  ５ 合計 

1904年 

明治37 熊 本  13   0   1   0   0    14 
1921年 

大正10 熊 本   7   0   0   0   0     7 

1905年 

明治38 熊 本  40   2   0   1   0    43 
1922年 

大正11 熊 本  20   1   2   1   0    24 

1906年 

明治39 熊 本  58   0   1   2   0    61 
1923年 

大正12 熊 本  12   3   0   0   0    15 

1907年 

明治40 熊 本 107   0   3   1   0   111 
1924年 

大正13 熊 本  16   2   0   0   0    18 

1908年 

明治41 熊 本  13   1   0   0   0    14 
1925年 

大正14 熊 本  18   1   0   0   0    19 

1909年 

明治42 熊 本  13   1   0   1   0    15 
1926年 

大正15 熊 本  12   4   1   0   0    17 

1910年 

明治43 熊 本   5   0   0   0   0     5 
1927年 

昭和２ 熊 本  10   1   2   0   0    13 

1911年 

明治44 熊 本   5   1   1   0   0     7 
1928年 

昭和３ 熊 本  19   6   1   0   0    26 

1912年 

明治45 熊 本  12   0   0   0   0    12 
1929年 

昭和４ 熊 本  28  12   2   0   0    42 

1913年 

大正２ 熊 本   5   0   1   1   0     7 
1930年 

昭和５ 熊 本  20   6   1   0   0    27 

1914年 

大正３ 熊 本   7   1   0   0   0     8 
1931年 

昭和６ 熊 本  26   5   5   0   0    36 

1915年 

大正４ 熊 本  10   0   0   0   0    10 
1932年 

昭和７ 熊 本   7   3   0   0   0    10 

熊 本  26  12   2   0   0    40 1916年 

大正５ 熊 本  12   4   0   0   0    16 
1933年 

昭和８ 阿蘇山  98  32  24   7   0   161 

熊 本   7   5   1   0   0    13 1917年 

大正６ 熊 本   2   0   0   0   0     2 
1934年 

昭和９ 阿蘇山   5   4   4   0   0    13 

熊 本   9   3   1   0   0    13 1918年 

大正７ 熊 本   8   0   0   0   0     8 
1935年 

昭和10 阿蘇山   8   3   0   0   0    11 

熊 本   6   1   1   0   0     8 1919年 

大正８ 熊 本  12   0   0   0   0    12 
1936年 

昭和11 阿蘇山   2   1   0   0   0     3 

熊 本  21  13   3   3   0    40 1920年 

大正９ 熊 本   7   0   0   0   0     7 

 

1937年 

昭和12 阿蘇山   8   7   1   0   0    16 
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 震度  震度 
年 観測点  １  ２  ３  ４  ５ 合計 年 観測点  １  ２  ３  ４  ５ 合計 

熊 本   5   4   0   0   0     9 熊 本  10   1   3   0   0    14 1938年 

昭和13 阿蘇山   0   0   0   0   0     0 阿蘇山   3   1   0   0   0     4 

熊 本   8   2   0   1   0    11 人 吉   0   1   1   0   0     2 1939年 

昭和14 阿蘇山   1   0   1   0   0     2 

1951年 

昭和26 

牛 深   2   0   0   0   0     2 

熊 本   7   0   0   0   0     7 熊 本   4   1   0   0   0     5 1940年 

昭和15 阿蘇山   2   0   0   0   0     2 阿蘇山   0   1   0   0   0     1 

熊 本  13   4   1   1   0    19 人 吉   3   0   0   0   0     3 1941年 

昭和16 阿蘇山   2   3   1   0   0     6 

1952年 

昭和27 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

熊 本   9   8   1   0   0    18 熊 本   6   2   0   0   0     8 1942年 

昭和17 阿蘇山   1   6   1   0   0     8 阿蘇山   7   6   0   0   0    13 

熊 本  25   9   2   0   0    36 人 吉   4   1   0   0   0     5 

阿蘇山   0   3   0   0   0     3 

1953年 

昭和28 

牛 深   1   0   0   0   0     1 

1943年 

昭和18 

人 吉   4   6   0   0   0    10 熊 本   4   0   0   0   0     4 

熊 本  13   4   1   0   0    18 阿蘇山   3   4   0   0   0     7 

阿蘇山   5  12   0   0   0    17 人 吉   2   0   0   0   0     2 

1944年 

昭和19 

人 吉   2   3   2   0   0     7 

1954年 

昭和29 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

熊 本   7   3   0   0   0    10 熊 本   3   1   1   0   0     5 

阿蘇山   2   2   0   0   0     4 阿蘇山   5   1   0   0   0     6 

1945年 

昭和20 

人 吉   0   0   0   0   0     0 人 吉   0   0   0   0   0     0 

熊 本  13  12   5   1   0    31 

1955年 

昭和30 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

阿蘇山   8   2   2   1   0    13 熊 本   3   0   1   0   0     4 

1946年 

昭和21 

人 吉   6   4   0   1   0    11 阿蘇山   3   3   0   0   0     6 

熊 本  14   9   4   0   0    27 人 吉   4   1   0   0   0     5 

阿蘇山   3   1   0   0   0     4 

1956年 

昭和31 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

1947年 

昭和22 

人 吉   7   4   0   0   0    11 熊 本   0   3   0   0   0     3 

熊 本   4  10   2   1   0    17 阿蘇山   1   1   0   0   0     2 

阿蘇山   2   3   0   0   0     5 人 吉   1   2   0   0   0     3 

1948年 

昭和23 

人 吉   5   3   2   0   0    10 

1957年 

昭和32 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

熊 本   7  10   2   0   0    19 熊 本  11   4   1   0   0    16 

阿蘇山   8   2   1   0   0    11 阿蘇山   1   3   1   0   0     5 

1949年 

昭和24 

人 吉   5   3   0   0   0     8 人 吉   4   3   0   0   0     7 

熊 本   3   6   1   0   0    10 

1958年 

昭和33 

牛 深   1   1   0   0   0     2 

阿蘇山   3   2   0   0   0     5 熊 本   3   1   1   0   0     5 

人 吉   1   3   2   0   0     6 阿蘇山   0   1   1   0   0     2 

 

1950年 

昭和25 

 

 

 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

 

人 吉   1   2   0   0   0     3 

 

1959年 

昭和34 

牛 深   1   1   0   0   0     2 
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 震度  震度 
年 観測点  １  ２  ３  ４  ５ 合計 年 観測点  １  ２  ３  ４  ５ 合計 

熊 本   6   3   1   0   0    10 熊 本   7   1   2   0   0    10 

阿蘇山   4   1   0   0   0     5 阿蘇山   2   2   0   0   0     4 

人 吉   4   2   2   0   0     8 人 吉   0   2   4   0   0     6 

1960年 

昭和35 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

1969年 

昭和44 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

熊 本  13   3   3   0   0    19 熊 本   8   3   1   1   0    13 

阿蘇山   5   3   0   1   0     9 阿蘇山   2   3   1   1   0 

人 吉   8   2   4   1   0    15 人 吉   2   3   2   1   0 

    7 

    8 

1961年 

昭和36 

牛 深   2   1   0   0   0     3 

1970年 

昭和45 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

熊 本   7   7   3   0   0    17 熊 本  10   4   0   0   0    14 

阿蘇山   7   3   1   0   0    11 阿蘇山   6   2   0   0   0     8 

人 吉  13   2   0   0   0    15 人 吉   2   3   3   0   0     8 

1962年 

昭和37 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

1971年 

昭和46 

牛 深   0   1   0   0   0     1 

熊 本   6  7   3   0   0    16 熊 本   2   4   1   0   0     7 

阿蘇山   5   4   1   0   0    10 阿蘇山   1   3   0   0   0     4 

人 吉   3   4   1   0   0     8 人 吉   3   2   1   0   0     6 

1963年 

昭和38 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

1972年 

昭和47 

牛 深   0   0   0   0   0     0 

熊 本   5   5   1   0   0    11 熊 本   2   0   0   0   0     2 

阿蘇山   4   2   0   0   0     6 阿蘇山   4   0   0   0   0     4 

人 吉   2   1   0   0   0     3 人 吉   1   0   0   0   0     1 

1964年 

昭和39 

牛 深   1   0   0   0   0     1 

1973年 

昭和48 

牛 深   0   1   0   0   0     1 

熊 本   5   2   3   0   0    10 熊 本   7   4   1   0   0    12 

阿蘇山   1   4   0   0   0     5 阿蘇山   2   1   0   0   0     3 

人 吉   2   0   2   0   0     4 人 吉   1   2   0   0   0     3 

1965年 

昭和40 

牛 深   4   1   0   0   0     5 

1974年 

昭和49 

牛 深   1   0   0   0   0     1 

熊 本   3   3   2   0   0     8 熊 本  13   5   4   1   0    23 

阿蘇山   1   2   0   0   0     3 阿蘇山  57  23   4   5   1    90 

人 吉   1   0   1   0   0     2 人 吉   5   4   0   0   0     9 

1966年 

昭和41 

牛 深   1   0   0   0   0     1 

1975年 

昭和50 

牛 深   3   1   1   0   0     5 

熊 本   6   6   0   0   0    12 熊 本   2   3   3   1   0     9 

阿蘇山   2   2   0   0   0     4 阿蘇山   6   2   0   0   0     8 

人 吉   1   1   1   0   0     3 人 吉  10   2   1   0   0    13 

1967年 

昭和42 

牛 深   1   2   0   0   0     3 

1976年 

昭和51 

牛 深   5   5   0   0   0    10 

熊 本   5   5   3   2   0    15 熊 本  36  12   5   1   0    54 

阿蘇山   2   6   0   2   0    10 阿蘇山   3   0   1   0   0     4 

人 吉  82  50  12   4   2   150 人 吉   3   2   1   0   0     6 

 

1968年 

昭和43 

牛 深   1   2   3   0   0     6 

 

1977年 

昭和52 

牛 深   2   2   1   0   0     5 
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 震度  震度 
年 観測点  １  ２  ３  ４  ５ 合計 年 観測点  １  ２  ３  ４  ５ 合計 

熊 本  14   3   1   0   0    18 熊 本   5   2   0   1   0     8 

阿蘇山   4   2   0   0   0     6 阿蘇山   6   1   0   1   0     8 

人 吉   3   3   2   0   0     8 人 吉   2   3   1   1   0     7 

1978年 

昭和53 

牛 深   1   1   0   0   0     2 

1987年 

昭和62 

牛 深   4   1   0   0   0     5 

熊 本   4   3   2   0   0     9 熊 本   3   1   1   0   0     5 

阿蘇山   2   3   0   0   0     5 阿蘇山   1   1   0   0   0 

人 吉   3   2   1   0   0     6 人 吉   0   1   1   0   0 

    2 

    2 

1979年 

昭和54 

牛 深   1   1   1   0   0     3 

1988年 

昭和63 

牛 深   4   0   1   0   0     5 

熊 本   0   1   3   0   0     4 熊 本   3   0   0   0   0     3 

阿蘇山   0   0   1   0   0     1 阿蘇山   2   0   1   0   0     3 

人 吉   0   0   0   1   0     1 人 吉   1  0   0   0   0     1 

1980年 

昭和55 

牛 深   4   1   0   0   0     5 

1989年 

平成元 

年 牛 深   3   2   0   0   0     5 

熊 本   5   0   0   1   0     6 熊 本   7   4   1   0   0    12 

阿蘇山   1   0   0   0   0     1 阿蘇山   0   1   0   0   0     1 

人 吉   2   2   0   0   0     4 人 吉   0   2   1   0   0     3 

1981年 

昭和56 

牛 深   3   1   0   1   0     5 

1990年 

平成２ 

牛 深   3   8   0   0   0    11 

熊 本   7   1   0   0   0     8 熊 本   4   2   0   0   0     6 

阿蘇山   1   0   0   0   0     1 阿蘇山   3   1   0   0   0     4 

人 吉   2   1   1   0   0     4 人 吉   2   1   0   0   0     3 

1982年 

昭和57 

牛 深   0   1   0   0   0     1 

1991年 

平成３ 

牛 深   5   2   1   0   0     8 

熊 本   7   2   2   0   0    11 熊 本   7   3   0   0   0    10 

阿蘇山   8   0   1   0   0     9 阿蘇山   1   0   0   0   0     1 

人 吉   1   3   2   0   0     6 人 吉   2   1   0   0   0     3 

1983年 

昭和58 

牛 深   4   0   1   0   0     5 

1992年 

平成４ 

牛 深   4   2   1   0   0     7 

熊 本   4   2   0   1   0     7 熊 本   1   0   0   0   0     1 

阿蘇山   0   1   1   0   0     2 阿蘇山   3   0   0   0   0     3 

人 吉   9   3   1   0   0    13 人 吉   6   1   0   0   0     7 

1984年 

昭和59 

牛 深   8   6   3   0   0    17 

1993年 

平成５ 

牛 深   2   0   0   0   0     2 

熊 本   1   1   1   0   0     3 熊 本   6   1   1   0   0     8 

阿蘇山   2   2   0   0   0     4 阿蘇山   4   1   0   0   0     5 

人 吉   0   1   2   0   0     3 人 吉   9   3   5   1   0    18 

1985年 

昭和60 

牛 深   2   2   1   0   0     5 

1994年 

平成６ 

牛 深   4   1   1   1   0     7 

熊 本   2   0   1   0   0     3 熊 本   9   3   1   0   0    13 

阿蘇山   2   2   0   1   0     5 阿蘇山   4   1   0   0   0     5 

人 吉   0   1   0   0   0     1 人 吉  12   2   0   0   0    14 

 

1986年 

昭和61 

牛 深   2   1   0   0   0     3 

 

1995年 

平成７ 

牛 深   6   2   0   0   0     8 
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 震度  震度 
年 観測点  １  ２  ３  ４ 

 ５ 

 弱 

５ 

強  合計 年 観測点  １  ２  ３  ４ 
 ５ 

 弱 

 ５ 

 強 合計 

熊 本  10   6   1   1   0  0   18 熊 本  15   3   2   1   0   0  21 

阿蘇山   6   0   2   0   0  0   8 阿蘇山   5   3   1   0   0   0   9 

人 吉  15   5   1   2   0  0   23 人 吉  14   3   2   1   0   0  20 

1996年 

平成８ 

牛 深   2   1   0   0   0  0    3 

2005年 

平成17 

牛 深   6   2   0   0   0   0   8 

熊 本  16   4   5   1   0  0   26 熊 本   5   8   0   0   0   0  13 

阿蘇山  11   2   1   0   0  0   14 阿蘇山   4   3   0   0   0   0   7 

人 吉  32  11   3   3   0  0   49 人 吉   9   2   2   0   0   0  13 

1997年 

平成９ 

牛 深  26  11   2   1   0  0   40 

2006年 

平成18 

牛 深   6   4   0   1   0   0  11 

熊 本   7   4   0   0   0  0   11 熊 本   7   1   1   0   0   0   9 

阿蘇山  11   1   0   0   0  0   12 阿蘇山   3   1   1   0   0   0   5 

人 吉  12   7   0   0   0  0   19 人 吉  10   4   0   0   0   0  14 

1998年 

平成10 

牛 深   7   5   0   0   0  0   12 

2007年 

平成19 

牛 深   1   1   0   0   0   0   2 

熊 本  11   5   2   0   0  0   18 熊 本   6   1   0   0   0   0   7 

阿蘇山  12   2   1   0   0  0   15 阿蘇山   4   0   0   0   0   0   4 

人 吉  13   3   1   0   0  0   17 人 吉   8   3   0   0   0   0  11 

1999年 

平成11 

牛 深   6   2   0   0   0  0    8 

2008年 

平成20 

牛 深   0   0   0   0   0   0   0 

熊 本  14  12   1   1   0  0   28 熊 本  10   2   0   0   0   0  12 

阿蘇山  13   1   1   0   0  0   15 阿蘇山   6   0   0   0   0   0   6 

人 吉  29   3   2   0   0  0   34 人 吉   9   1   2   1   0   0  13 

2000年 

平成12 

牛 深   5   2   0   0   0  0    7 

2009年 

平成21 

牛 深   5   0   0   0   0   0   5 

熊 本   8   2   1   0   0  0   11 熊 本   3   0   1   0   0   0   4 

阿蘇山   6   1   2   0   0  0    9 阿蘇山   7   0   1   0   0   0   8 

人 吉   6   1   2   0   0  0    9 人 吉   2   0   0   0   0   0   2 

2001年 

平成13 

牛 深   0   0   0   0   0  0    0 

 

2010年 

平成22 

 牛 深   2   0   0   0   0   0   2 

 

熊 本   7   3   1   0   0  0   11 熊 本  12   4   1   0   0   0  17 

阿蘇山   6   1   0   0   0  0    7 阿蘇山  11   2   0   0   0   0  13 

人 吉   5   1   1   0   0  0    7 人 吉   4   0   0   0   0   0   4 

2002年 

平成14 

牛 深   3   1   0   0   0  0    4 

2011年 

平成23 

牛 深   3   0   0   0   0   0   3 

 
 
 
 

 

熊 本  16   5   0   0   0  0   21 

阿蘇山   5   0   0   0   0  0    5 

人 吉  10   1   1   0   0  0   12 

2003年 

平成15 

牛 深   2   0   1   0   0  0    3 

熊 本   8   5   1   0   0  0   14 

阿蘇山   4   0   0   0   0  0    4 

人 吉  14   2   0   0   0  0   16 

 

2004年 

平成16 

牛 深   5   2   0   0   0  0    7 
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第５節 被害想定 

 

１．地震及び津波の被害想定の考え方 

(1) 地震による被害想定 

  県では阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、震災に対して迅速かつ的確に対応できる防災体制づくり

の基礎資料とするため、同震災（兵庫県南部地震）のデータを基に地震被害の推計を行い、本計画を

策定した。 

今後、東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）を踏まえ、改めて本県で起こりうる地震等について

調査を行い、その結果を基に被害想定を行う。 

 

(2) 津波による被害想定 

  東日本大震災の教訓を踏まえ、本県でも住民避難体制等の津波防災対策の構築を図るため、新たに

本県で起こりうる津波による被害想定を行う。 

なお、被害想定に当たっては、津波の原因となる地震等に関する調査が必要となることから、この

計画は、暫定的に、東日本大震災における東北地方沿岸での津波被害の状況等を勘案して策定する。 

今後、(1)に併せて津波等について調査を行い、その結果を基に改めて被害想定を行う。 

 

２．地震被害想定の前提条件 

  想定の実施にあたっては、阪神・淡路大震災データをもとにした建物被害率等から死傷者の発生

数を割り出したものであるので、次のような前提条件とした。 

(1) 発生状況 

① 発生の季節：冬季 

② 発生時刻 ：未明(午前５時４６分) 

③ 人的条件  ：ほとんどの住民が住宅にて就寝中 

④ 交通状況  ：交通機関の利用者はほとんどいない。 

⑤ 都市活動 ：ほとんど行われていない。 

 

(2) 地震条件 

地震発生のメカニズムは、活断層を地震源とする直下型地震とする。 

超大規模地震及び大規模地震の２種類を想定するが、それぞれの条件は次のとおりである。 

① 超大規模地震：阪神・淡路大震災と同程度の地震規模 

瞬間最大加速度 水平方向 ８００ｇａｌ 

② 大規模地震 ：阪神・淡路大震災と関東大震災との中間規模 

瞬間最大加速度 水平方向 ６００ｇａｌ 

 

(3) 地域特性 

社会指標(人口、建築物、土木構造物の質・量)が大きく異なる３地域類型のそれぞれについて、

被害を想定する。震源地として想定した３地域類型は市街地部、山間部、島しょ部とし、それぞれ

熊本市、球磨郡、天草上島をモデル地区とする。 
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３．地震被害想定 

この調査により想定された被害は、次のとおりである。 

（１）建物倒壊数 

 

超大規模地震 大規模地震 現況の建物数 
種  類 市街地部 山間部 島しょ部 市街地部 山間部 島しょ部 市街地部 山間部 島しよ部 

戸建住宅   21,332  3,206    2,375   10,293  1,547    1,146  111,514  16,772   12,466 

集合住宅    4,521  1,017     197    2,173   491      95   39,174   5,528    1,508 

商業ビル     456   141      75     216    67      36    9,853   1,286     796 

工  場     491   353     147     229   169      70   14,731   4,048    1,984 

病  院      25     6       3      12     3       1     421     56      39 

その他       0     0       0       0     0       0   23,582  24,560    7,382 

建 

物 

倒 

壊 

数 

合  計   26,825  4,723    2,797   12,923   2,277    1,348  199,275  52,250   24,175 

 

 

（２）人的被害の状況 

 

超大規模地震 大規模地震  

市街地部  山間部 島しょ部 市街地部  山間部 島しょ部 

即  死    612    209    150    246     84     60 

生き埋め    262     90     64    105     36     26 

火  災     34      1      0     14      1      0 

死 

亡 

者 

数 合  計    908    300    214    365    121     86 

生き埋め    638    218    156    256     88     63 

火  災    221     10      2    150      6      2 

その他  5,599    789    459   3,347    497    294 

負 

傷 

者 

数 合  計  6,458  1,017    617   3,753    591    359 
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第６節 地震防災緊急事業五箇年計画 

 

 地震防災緊急事業五箇年計画（以下「五箇年計画」という。）とは、地震防災対策特別措置法に基づ

き、地震により著しい被害が生ずるおそれがあると認められる地域について、地震防災上緊急に整備す

べき施設等に関して県が作成する計画である。 

 本県では、平成８年度から１２年度に第１次計画、平成１３年度から１７年度に第２次計画、平成１

８年度から２２年度に第３次計画を作成し、地震対策のための施設、設備の整備を実施してきたところ

である。 

 しかし、新たな施設等の整備の必要性が出てきており、また、前計画の未実施事業もあるため、地震

防災対策特別措置法が平成２３年３月に改正され、平成２７年度末まで延長されたことから、本県にお

いても平成２３年度を初年度とする第４次計画を作成し、地震防災に係る施設等の整備を推進するもの

とする 

 

１．対象地区 

既往地震等を勘案して、県下全域を対象とする。 

 

２．計画年度 

第４次計画の期間は、平成２３年度から平成２７年度までの五箇年とする。 

 

３．対象施設等 

地震防災のために緊急に整備する施設等は、次に掲げる施設等のうち主務大臣の定める基準に適合

するものとする。 

・ 避難地 

・ 避難路 

・ 消防用施設 

・ 緊急輸送路を確保するための必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設又は漁港施設 

・ 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設 

・ 公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

・ 公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

・ 公立の小若しくは中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

・ 公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

・ 砂防設備、保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設又はため池で必要なもの 

・ 防災行政無線設備その他の施設及び設備 

・ 地震発生時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、

貯水槽、水泳プール、自家発電施設その他の施設又は設備 

・ 地震発生時において必要となる非常用食糧、救助資機材等の物資の備蓄倉庫 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 
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第１節 防災知識普及計画(県知事公室、県教育庁、市町村、関係機関) 
 

１．計画の方針 

地震・津波による災害を最小限に食い止めるためには、県・市町村等防災関係機関による災害対

策の推進はもとより、県民一人ひとりが日頃から地震・津波災害についての認識を深め、災害から

自らを守るとともにお互いに助け合うという意識と行動が必要である。 

このため県・市町村等防災関係機関は、国の「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基本

方針（平成18年4月21日中央防災会議決定）」を踏まえ、自らの職員及び県民に対し、地震・津波災

害に関する正しい知識や災害予防・災害応急措置等の防災知識の普及徹底を図り、防災意識の高揚

を図るものとする。 

なお、防災知識の普及は、災害予防・災害応急措置の実施の任にある各機関が、それぞれ普及を

要する事項について単独または共同して行うものとする。 

その際には、災害時要援護者への対応や男女双方の視点等に配慮するものとする。 

また、県、市町村は、学校教育はもとより様々な場での総合的な教育プログラムを教育の専門家

や現場の実務者等の参画の下で開発するなどして、地震・津波災害と防災に関する県民の理解向上

に努めるものとする。 

 

２．県及び市町村職員に対する防災教育(県知事公室、市町村) 

地震・津波災害発生時に地域防災計画の実行上の主体となる県及び市町村職員には、地震・津波

災害に関する豊富な知識が必要とされるほか、これらの知識に基づく適切な判断力が求められる。

 このため、県及び市町村は、防災業務に従事する職員に対して次の防災教育を実施し、職員の震

災に関する知識の習得及び判断力の養成を図り、防災体制の確立等防災活動の円滑な推進を図るも

のとする。 

(1) 教育の内容 

① 熊本県地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 

② 非常参集の方法 

③ 地震の原因、対策等の科学的、専門的知識 

④ 過去の主な被害事例 

⑤ 防災関係法令の運用 

⑥ その他必要な事項 

(2) 教育の方法 

① 講演会、研修会等の実施 

② 防災活動の手引き等印刷物の配布 

③ 見学、現地調査等の実施 

 

３．一般住民に対する防災知識の普及(県知事公室、県警察本部、市町村、関係機関) 

県、市町村は、「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本について、一般住民が自覚を

持ち、防災意識の高揚が図られるよう、次により地震・津波に関する防災知識の普及徹底を図るも

のとする。 

特に、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本となることを踏まえ、津
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波警報や避難指示等の意味・内容の啓発活動等を住民等に対して行うものとする。また、住民等の

防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々な動向や各種

データを分かりやすく発信するものとする。 

更に、津波に関する想定や予測が不確実であることを踏まえ、住民等が津波発生時に、刻々と変

わる状況に臨機応変の避難行動をとることができるよう、防災教育などを通じて関係主体による危

機意識の共有・リスクコミュニケーションに努め、津波想定の数値等の正確な理解の促進を図るも

のとする。 

(1) 普及の内容 

① 地震及び津波に関する一般的知識 

② 過去の主な被害事例 

③ 地震・津波災害対策の現状 

④ 平常時の心得(日頃の準備) 

ア 住宅の点検(住宅の耐震性、ﾌﾞﾛｯｸ塀補強等) カ 緊急避難場所、避難所、避難路の確認 

イ 屋内の整理点検(家具転倒防止等)     キ 緊急連絡先の確認 

ウ 火災の防止               ク 家族間等による安否の確認方法 

エ 応急救護                ケ 非常持出品の準備 

オ 非常食糧・水の準備(2～3日分の備蓄)  

⑤ 地震発生時の心得 

 ア 緊急地震速報を覚知した時の対応行動 

    イ 場所別、状況別の心得 

ウ 出火防止及び初期消火 

エ 避難の心得 

オ 自動車運転者のとるべき措置 

(2) 普及の方法 

    防災知識の普及に当たっては、報道機関等の協力を得るとともに、ビデオ、疑似体験装置等

の活用に努めるものとする。 

    また、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者への対応や男女双方の

視点にも十分配慮するものとする。 

①  社会教育を通じての普及 

幼年消防クラブ、少年消防クラブ、婦人防火クラブ等の活動、ＰＴＡ、成人学級、社会学

級、青年団体、婦人団体等の会合、各種研修会、講習会、幼年消防大会等の機会を活用す

る。 

② 広報媒体等による普及 

ア 県広報媒体の利用 

イ パブリシティ活動の展開 

    ウ 映画、ビデオ、スライドの利用 

エ 広報車の巡回 

オ 講演会、研修会等の開催 

③ 防災訓練における普及 

講習会への開催等を通じて、地震・津波災害についての認識を強化し、一般住民の各種訓
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練(消火訓練、避難訓練、総合防災訓練等)の積極的な参加を呼びかけ、体験による知識の普

及及び技術の向上への取組みを継続的に実施する。 

 

４．学校教育における防災知識の普及(県教育庁、県知事公室、県総務部)  

(1) 児童生徒等に対する防災知識の普及 

学校における防災知識の普及は、安全教育の一環として児童生徒等及び教職員の生命、身体の

安全を守るため行うものである。 

防災知識の普及は、各教科、特別活動における指導も含め、学校教育活動全体を通して行うも

のであり、その内容や指導の方法については、次の内容を中心に、学校の種別や児童生徒等の発

達段階に応じて工夫を行い、実態に即した防災知識の普及を行うものとする 

① 災害時の身体の安全確保の方法（緊急地震速報の対応行動等） 

② 災害時の自助、共助、公助の考え方とそれぞれの役割 

③ 地震等災害発生のしくみ 

④ 防災対策の現状 

なお、大規模地震・津波が発生した場合において、自らの命を守るため主体的な行動がとれる

よう、住んでいる地域の特徴や過去の津波の教訓等について防災教育の中に取り入れるとともに、

地震・津波災害を想定した避難訓練等を実施するものとする。 

また、災害時の保護者への児童の引き渡し方法について、あらかじめ検討し、周知するものと

する。 

(2) 指導者に対する防災知識の普及 

研修会等を通じて、指導者の資質向上を図るものとする。 

(3) 私立学校等に対する助言・指導 

県は、私立学校等に対して必要に応じて指導、助言を行うものとし、私立学校等は防災知識の

普及に努めるものとする。 

 

５．防災上重要な施設の管理者等の指導(関係機関) 

県・市町村及び防災関係機関は、防災上重要な施設の管理者に対し、次の内容を中心に地震・津

波災害に関する防災対策研修等を実施し、その資質の向上を図るものとし、特に出火防止、初期消

火、避難誘導等発災時に対処しうる体制の整備を推進するものとする。 

 

(1) 避難誘導等防災体制の整備 

(2) 地震・津波災害の特性及び過去の主な被害事例 

(3) 危険物施設等の位置、構造及び設備の保安管理 

(4) 出火防止、初期消火等の任務分担 

(5) 防災業務従事者の安全確保 

 

６．外国人に対する防災知識の普及(県知事公室、県商工観光労働部、市町村) 

県及び市町村は、日本語を母国語としない外国人のために、外国語による表記やふりがなを付記

する等分かりやすく説明した防災に関するパンフレットの作成、配付を行うなど防災知識の普及に

努めるものとする。 
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また、外国人に対しては、県が熊本県国際協会を通じて行っている国際相談コーナーにおいて、

防災についての相談及び情報提供に応じるものとする。 

 

７．防災知識の普及の時期(県知事公室、市町村、関係機関) 

県、市町村及び防災機関は、「防災週間」、「防災とボランティア週間」等普及の内容により最

も効果のある時期を選んで、住民に対し地震・津波災害時のシミュレーション結果などを示しなが

らその危険性を周知させるとともに、適宜、防災避難訓練を実施するなど防災知識の普及啓発を行

うものとする。 

※ 防災の日：９月１日         津波防災の日：１１月５日 

  防災とボランティアの日：１月１７日 

 

８．防災相談(関係機関) 

県、市町村及び防災機関は、一般住民に対する防災知識の普及活動の一環として、防災相談体制

を整え、住民からの相談に随時、適切に対応するものとする。 

 

９．災害教訓の伝承（県知事公室、市町村、関係機関） 

県、市町村等は、過去に起こった地震・津波の大災害の教訓や石碑・モニュメント等の持つ意味

を後世に伝えていくよう努めるものとする。 
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第２節 自主防災組織育成計画(県知事公室、市町村、関係機関) 
 

本計画は、住民の隣保協同の精神と連帯感に基づく防災組織の充実強化を図り、地震・津波に関す

る防災意識の高揚及び人命の安全を確保するため、自主防災組織を編成し、地震・津波災害に備える

ものである。 

自主防災組織の育成に当たっては、いつでもどこでも起こりうる災害による被害を軽減し、安全・

安心を確保するためには、行政による公助はもとより、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コ

ミュニティ等による共助が重要であり、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な主体が県民運

動として防災・減災のための行動をとることを目指して取り組むものとする。 

 

１．必要性 

大規模な地震・津波災害が発生した場合、通信・交通の途絶等により防災関係機関の活動能力が

著しく低下することが予想される。 

このような場合には、隣保協同の精神に基づく地域住民による防災活動が実施できる体制を確立

しておくことが、被害の未然防止・軽減を図るうえで、より有効な防災対策となるものである。 

このため地域ごとに住民が自主防災組織を結成し、日頃から訓練を積み重ねておく必要がある。 

また、多数の者が利用し、従事する施設または危険物取り扱い事業所等で一定規模以上のものに

おいては、大規模地震・津波発生時のパニックの発生などにより被害を増大させる危険性があり、

防災管理者や施設従業員からなる自衛消防組織等の設置が法令で義務付けられているが、法令によ

り義務付けられていない事業所であっても、自主的な防災組織の設置は、被害軽減のため有効であ

る。 

 

２．地域住民等の自主防災組織 

(1) 組織の育成指導及び強化 

市町村は、市町村地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、その結成を促進するととも

に、自主防災組織の育成、強化に関して必要な助言及び指導等を行うものとする。 

県は、自主防災組織に関する啓発活動、自主防災組織リーダー研修会、優良自主防災組織に対

する表彰等を通じて、市町村が行う当該組織結成の取組みに対する支援を行うものとする。 

また、県及び市町村は、自主防災組織相互間の情報交換及び連携の場として、自主防災組織活

動推進協議会を通じ、自主防災組織の資質向上及び活性化を図る。 

これらの取組みの中では、特に、設立・活動の手引きとなる設立実践マニュアルの配布や活動

時に必要な資機材等の整備促進等により組織化を促進するとともに、養成講座等を通じて、自主

防災組織の核としての活動が期待される防災リーダーの育成を図り、各地域の地震・津波に関す

る防災訓練や防災教育等への参加・活用を図る。 

(2) 組織の編成単位 

① 住民が連帯感に基づいて防災活動を行うことが期待できる規模であること。 

② 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性をもっている地域であること。 

(3) 組織づくり 

既存の町内会、自治会等の自治組織を自主防災組織として育成することを基本とし、次のよう

な方法により組織づくりをするものとする。その際、女性の参画の拡大に努めるものとする。 
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① 町内会、自治会等の自治組織の活動の一環として防災活動を組み入れることにより、自主防

災組織として育成する。 

② 何らかの防災活動を行っている組織の活動の充実強化を図り自主防災組織として育成する。 

③ 婦人団体、青年団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用して、自主防災組織とし

て育成する。 

④ 自主防災組織の活動を活発にするため、リーダー研修会の実施、モデル地域の紹介等を通じ、

地域社会のリーダーに対する防災知識の啓発を行い、自主防災組織の中心となるリーダーの育

成を図る。 

(4) 活動計画の制定 

組織の効率的な活動を推進するため、地域の規模、様態を十分活かした具体的な活動計画を制

定するものとする。 

(5) 主な活動内容 

① 平常時の活動 

ア 防災に関する知識の普及 

イ 防災訓練の実施 

ウ 火気使用設備器具等の点検 

エ 防災用資機材等の備蓄及び管理 

② 災害時の活動 

ア 情報の収集及び伝達 

イ 出火防止、初期消火の実施 

ウ 避難誘導 

エ 救出救護 

オ 給食給水 

 

３．事業所の自衛消防組織等 

大規模地震・津波発生時には、多数の者が利用・従事し、または危険物を製造・貯蔵する施設・

事業所等においては、火災の発生、危険物類の流出、爆発等により大規模な被害の発生が予想され

ることから、これらの被害の未然防止・軽減を図るため、施設等の代表者や責任者は、自衛消防組

織等を結成し、あらかじめ消防・防災計画を定め、訓練を積み重ねておくものとする。 

また、災害時に事業者の果たすべき役割（従業員・来客者等の安全確保、二次災害の防止、地域

貢献等）を十分に認識し、事業所は、大規模災害時に被害を最小限に食い止め、重要業務を継続す

るための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、ＢＣＰの継続的な運用・見直しを行う事業継続マネジ

メント（ＢＣＭ）を構築するよう努めるものとする。 

(1) 事業所に対する指導 

事業所の自衛消防組織等の設置について、法令に基づき指導する責任を有する関係機関は、所

管事業所の指導を徹底するものとする。また、県・市町村・消防機関及び関係機関は、法令によ

り自衛消防組織等の設置が義務付けられていない事業所に対しても、自主的な防災組織の必要性

を説き、代表者や責任者の理解・協力を得て、防災組織の育成・強化を図るものとする。 

なお、県及び市町村は、事業所に対して地域コミュニティの一員として、地域の防災訓練等に

積極的に参加するよう呼びかけるものとする。 
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(2) 対象施設 

① 中高層建築物、劇場、百貨店、旅館、ホテル、学校、病院等多数の者が利用し、又は出入り

する施設 

② 石油類の危険物、高圧ガス、火薬類、毒劇物等を貯蔵し、または取扱う製造所、貯蔵所及び

取扱所 

③ 多数の従業員がいる事業所等で自衛消防組織等を設置し、災害防止にあたることが効果的で

ある施 

④ 雑居ビルのような同一施設内に複数の事業所があり、協同して自衛消防組織を設置すること

が必要な施設 

(3) 組織づくり及び活動計画の制定 

組織の効率的な活動を推進するため、それぞれの施設において適切な規約等を作成し、事業

所の規模、形態により実態に応じた組織づくり及び具体的な活動計画の制定を行うものとする。 

(4) 主な活動内容 

  ① 平常時の活動 

    ア 防災訓練の実施 

    イ 施設及び設備等の点検整備 

    ウ 従業員等の防災に関する教育の実施 

   ② 災害時の活動 

    ア 情報の収集伝達 

    イ 出火防止、初期消火の実施 

    ウ 避難誘導 

    エ 救出救護 
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第３節 防災訓練計画(県知事公室、県教育庁、市町村、関係機関) 
 

県・市町村等防災関係機関は、地域防災計画、防災業務計画等の習熟、関係機関の連携体制の強化、

住民の防災意識の高揚を図ることを目的に、関係機関の参加と住民その他関係団体の協力を得て、大

規模災害を想定した訓練を実施するものとする。 

特に、沿岸部については、津波に対して迅速な退避行動がとれるように津波災害を想定した、住民・

自主防災組織等が参加する防災・避難訓練に取り組みものとする。 

また、訓練の際には、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に十分配慮す

るとともに男女双方の視点にも配慮するよう努めるものとする。 

 

１．総合防災訓練 

(1) 目的 

大規模地震・津波発生時には、家屋倒壊やガケ崩れ等からの救出・救護、二次的に発生する火

災や津波からの避難・消火、通信や交通網の寸断等による混乱に対し、各種の対策が同時に要求

される。 

このような、地震・津波災害の特性から、県総合防災訓練では、風水害とともに大規模地震・

津波を想定した訓練を実施し、防災関係機関の職員の能力向上、防災関係機関相互及び防災関係

機関と住民等との連携強化、さらには住民の防災意識の高揚を図るものとする。 

訓練に当たっては、訓練効果が得られるよう、訓練の目的を明確にし、それに応じて地震・津

波の規模や被害想定、訓練参加者、使用する機材、実施時間等の訓練環境等について、具体的な

設定を行い、参加者自身の判断を求められる内容を盛り込むことや国・広域から応援を想定する

など、できるだけ実践的な訓練となるよう努める。 

また、複数のヘリコプターによる救援、救助活動等を想定した連携訓練を実施するとともに、

日頃からヘリ保有機関による連絡会議等を行い、災害時における円滑かつ安全なヘリコプター調

整体制の構築に取り組むものとする。 

 

(2) 訓練計画 

県・市町村等防災関係機関は、自主防災組織、非常通信協議会、警備業協会、民間企業、ボラ 

ンティア団体及び地域住民等の協力のもと、開催地の地域特性等に応じた各種の個別訓練を有機

的に連携した総合的な訓練を実施するものとする。訓練の内容は概ね次のとおりとする。 

① 情報収集伝達    ④ 救出・救助          ⑦ 水防     

   ② 避難誘導      ⑤ 医療救護           ⑧ 道路啓開    

   ③ 災害警備      ⑥ 消防             ⑨ 防疫       

 

(3) 市町村の総合防災訓練 

市町村が実施する総合防災訓練は、可能な限り他の防災関係機関や自主防災組織、地域住民等の

協力を得て、県の総合防災訓練に準じて計画的に実施するものとする。また市町村単独実施が困難

な場合は近隣市町村と合同での訓練実施を図る。 

なお、県は、防災訓練アドバイザーの派遣等、市町村防災訓練実施の支援を行うものとする。 
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２．広域防災訓練 

県及び市町村は、相互応援協定に基づき、広域的な応援が迅速かつ的確に実行できるようにする

ため、相互応援に関する広域防災訓練の実施に努めるものとする。 

 

３．県・市町村等防災関係機関の個別防災訓練 

大規模地震・津波発生時の活動の要となる防災関係機関については、その処理すべき事務又は業

務を的確・迅速に処理することが要求されるため、繰り返し訓練を実施する必要がある。 

このため、県・市町村をはじめとする防災関係機関は、単独又は共同で次の個別防災訓練を繰り

返し実施し、各機関の災害対応能力の向上を図るものとする。 

この場合、初動時の対処訓練や孤立地域対応訓練など具体的な事案を想定するとともに、実働訓

練と図上訓練を組み合わせるなど効果的な訓練となるよう工夫を行うものとする。 

 

(1) 参集(非常呼集)訓練 

(2) 災害対策本部等設置訓練 

(3) 情報収集伝達(通信)訓練(津波情報伝達訓練) 

(4) 水防訓練 

(5) 消防訓練 

(6) 避難(誘導)訓練 

(7) 救出・救護訓練 

(8) 輸送訓練 

(9) その他必要な訓練 

 

４．住民等の訓練 

大規模地震・津波発生直後においては、地域住民の自主防災組織や事業所の自衛消防組織等による

救出・救護、初期消火、避難誘導等の活動に期待することが大きく、これらの防災組織が災害発生時

に適切な活動が行えるようにするためには日頃からの訓練の積み重ねが必要である。 

このため、市町村・消防機関及び関係機関は、これらの防災組織の訓練について必要な助言及び指

導を行うものとする。 

なお、住民等が行う訓練については、自主防災組織のリーダーや地区ごとのリーダーの参加を求め、

効率的、実践的な訓練実施に努める。 

 

５．学校教育等での訓練 

学校教育や社会教育において、防災教育を積極的に推進するとともに、地震・津波災害を想定した

避難訓練等を実施するものとする。 

なお、訓練に当たっては、防災関係機関や家族、自主防災組織、地域住民等の参加が可能となるよ

う工夫に努める。 
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６．訓練の時期・場所等 

(1) 訓練の時期 

「防災週間」及び「防災とボランティア週間」等啓発効果を含めて最も訓練効果のある時期

を選んで積極的かつ継続的に実施するものとする。 

(2) 訓練の場所 

訓練の内容・規模により、最も訓練効果をあげ得る場所を選んで実施するものとする。 

(3) 訓練の実施・指導等 

県、市町村は、防災訓練を、昼間・夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等にお

いてきめ細かく定期的に行うよう努め、住民の津波発生時の避難行動、基本的な防災用資機材

の操作方法等の習熟を図るものとする。 

(4) 訓練の工夫 

防災訓練の実施に当たり、県、市町村は、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、

地震発生時の対応行動の習熟を図るよう努めることとする。 

なお、津波災害を想定した訓練の実施に当たっては、最大クラスの津波やその到達時間を踏

まえた具体的かつ実践的な訓練を行うよう努めることとする。 

(5) 訓練実施における災害時要援護者等への配慮 

防災訓練を実施する際は、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児等災害時要援護者に十分配慮

するとともに、男女双方の視点にも配慮するよう努めるものとする。 

(6) 訓練の検証 

防災訓練の実施後は、訓練結果の事後評価を通して課題を明らかにし、その改善を行うとと

もに、次回以降の訓練に反映させるように努めるものとする。 
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第４節 地震観測施設等整備計画 

 

 本計画は、気象庁(熊本地方気象台)、独立行政法人防災科学技術研究所及び県が設置した震度計に

より、地震発生時の迅速かつ正確な地震情報を収集し、防災関係機関の初動体制の早期確立を図るも

のである。 

 

１．気象庁の観測施設 

気象庁(熊本地方気象台)が設置している観測施設は、県内に13箇所あり、地震発生時においてこ

れらの施設、県及び独立行政法人防災科学技術研究所の観測施設の観測結果をもとに、気象庁本庁

が地震情報を発表し、関係機関に伝達している。 

 (1) 気象庁震度観測局一覧 

 地域 
 名称 

 市町村 
 名 称 

  震度発表 
   名  称 

観測施設名 観 測 点 所 在 地 

熊本県 
阿 蘇 
(地方) 

南阿蘇村 南阿蘇村中松 計測震度計 阿蘇郡南阿蘇村大字中松字古坊中3845-12 
（阿蘇山特別地域気象観測所） 

 熊本市 熊本市西区春日 計測震度計 熊本市西区春日2-10-1 
（熊本地方気象台） 

 八代市 八代市平山新町 計測震度計 八代市平山新町 

 八代市 八代市泉町 津波地震早期 
検知網 

八代市泉町柿迫 

 玉名市 玉名市築地 津波地震早期 
検知網 

玉名市築地 

 
 

熊本県 

熊 本 
(地方) 

 宇城市 宇城市松橋町 計測震度計 宇城市松橋町大野 

 人吉市 人吉市西間下町 計測震度計 人吉市西間下町 熊本県 
球 磨 
(地方) 多良木町 多良木町多良木 計測震度計 球磨郡多良木町多良木 

 天草市 天草市本町 津波地震早期 
検知網 

天草市本町本 

 天草市 天草市牛深町 計測震度計 天草市牛深町286 
（牛深特別地域気象観測所） 

 芦北町 芦北町芦北 計測震度計 葦北郡芦北町大字芦北 

 

熊本県 

天草・ 
芦北 
(地方) 

上天草市 上天草市大矢野 
町 

計測震度計 上天草市大矢野町上 

 

 
 (2) 気象庁津波観測施設 

      観測点名称             観 測 点 所 在 地 
     苓北町都呂々         天草郡苓北町都呂々小川内地内 
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２．防災科学技術研究所の観測施設 

県内には独立行政法人防災科学技術研究所が整備した２２箇所の震度観測施設があり、そのうち

２０箇所の震度観測施設が気象庁の発表する震度情報に活用されている。 

No. 観測局 設 置 場 所 No. 観測局 設 置 場 所 
  1  小国 小国町大字宮原1567-1  12  八代 八代市松江城町1-25 
  2  山鹿 山鹿市山鹿西上町1328-1  13  田浦 芦北町大字町田浦町653 
  3  玉名 玉名市中尾380  14  五木 五木村甲字下手2672-44 
  4  一の宮 阿蘇市一の宮町宮地4779  15  水俣 水俣市牧ノ内 1 
  5  大津 大津町引水1223  16  人吉 人吉市蟹作町字西田1531-1 
  6  熊本 熊本市東区東町3-20  17  多良木 多良木町多良木横馬場3146-1 
  7  高森 高森町高森2168  18  龍ヶ岳 上天草市龍ヶ岳町高戸1412 
  8  宇土 宇土市浦田町51  19  本渡 天草市東浜町8-1 
  9  矢部 山都町浜町6  20  新和 天草市新和町小宮地658 
 10  三角 宇城市三角町波多2864-32  21  天草 天草市天草町高浜乙第488-1 
 11  砥用 美里町永富1510  22  牛深 天草市牛深町2286-103 

 

３．県の観測施設 

県は、次のとおり県内74箇所（熊本市設置分1箇所を含む）に震度計を設置し、気象庁(熊本地方

気象台)及び防災科学技術研究所の観測施設と併せて観測体制の整備を図っている。 

No. 観測局 設 置 場 所 No. 観測局 設 置 場 所 
  1 熊  本 熊本市中央区大江3-1-3      熊本市消防局  27 宇  土 宇土市浦田町51              宇土市役所 
  2 坂  本 八代市坂本町坂本4228-12   坂本支所  28 松  島 上天草市松島町合津3538-3     松島庁舎 
  3 千  丁  〃   千丁町新牟田1502-1   千丁支所  29 姫  戸  〃     姫戸町姫浦2502-3姫戸地域振興ｾﾝﾀｰ 
  4 鏡  〃   鏡町内田453-1        鏡支所  30 不知火 宇城市不知火町高良2273-1     不知火支所 
  5 東  陽  〃   東陽町南1105-1       東陽支所  31 小  川  〃   小川町江頭100       小川支所 
  6 泉  〃   泉町柿迫3131         泉支所  32 豊  野  〃   豊野町糸石3516-1     豊野支所 
  7 荒  尾 荒尾市宮内出目390          荒尾市役所  33 阿  蘇 阿蘇市内牧1111-3            内牧支所 
  8 水  俣 水俣市陣内1-1-1          水俣市役所  34 波  野  〃   波野大字波野2710      波野支所 
  9 岱  明 玉名市岱明町野口2129       岱明総合支所  35 合  志 合志市竹迫2140           合志市役所 
 10 横  島  〃   横島町横島3644       横島総合支所  36 西合志  〃   御代志1661-1        西合志庁舎 
 11 天  水  〃   天水町小天7195-5       天水総合支所  37 城  南 熊本市南区城南町宮地1050   城南総合支所 
 12 有  明 天草市有明町赤崎3383       有明支所  38 富  合 熊本市南区富合町清藤405-3  富合総合支所 
 13 御所浦  〃   御所浦町御所浦3527   御所浦支所  39 中  央 美里町馬場1100           中央庁舎 
 14 倉  岳  〃   倉岳町棚底1919       倉岳支所  40 玉  東 玉東町大字木葉759        玉東町役場 
 15 栖  本  〃   栖本町馬場179        栖本支所  41 菊  水 和水町江田3886          和水町役場 
 16 五  和  〃   五和町御領2943       五和支所  42 三加和  〃   板楠70          三加和総合支所 
 17 河  浦  〃   河浦町河浦5253       河浦支所  43 南  関 南関町大字関町1316        南関町役場 
 18 山  鹿 山鹿市山鹿978              山鹿市役所  44 長  洲 長洲町大字長洲2766          長洲町役場 
 19 鹿  北  〃   鹿北町四丁1612       鹿北総合支所  45 植  木 熊本市北区植木町岩野238-1    植木総合支所 
 20 菊  鹿  〃   菊鹿町下内田713      菊鹿総合支所  46 大  津 大津町大字大津1233          大津町役場 
 21 鹿  本  〃   鹿本町来民686        鹿本総合支所  47 菊  陽 菊陽町大字久保田2800        菊陽町役場 
 22 鹿  央  〃   鹿央町合里158-1      鹿央総合支所  48 南小国 南小国町大字赤馬場143     南小国町役場 
 23 菊  池 菊池市隈府888              菊池市役所  49 産  山 産山村大字山鹿488-3        産山村役場 
 24 七  城  〃   七城町甲佐町74-1     七城総合支所  50 久木野 南阿蘇村河陰145-3         南阿蘇村役場 
 25 旭  志  〃   旭志小原240          旭志総合支所  51 長  陽  〃     河陽3574         長陽庁舎 
 26 泗  水  〃   泗水町福本383        泗水総合支所  52 白  水  〃     吉田1495            白水庁舎 
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No. 観測局 設 置 場 所 No. 観測局 設 置 場 所 

 53 西  原 西原村大字小森3259         西原村役場  64 湯  前 湯前町1989-1               湯前町役場 
 54 御  船 御船町大字御船995-1         御船町役場  65 水  上 水上村大字岩野90          水上村役場 
 55 嘉  島 嘉島町大字上島530          嘉島町役場  66 相  良 相良村大字深水2500-1       相良村役場 
 56 益  城 益城町大字宮園702          益城町役場  67 山  江 山江村大字山田甲1356-1     山江村役場 
 57 甲  佐 甲佐町豊内719-4           甲佐町役場  68 球  磨 球磨村大字渡丙1730        球磨村役場 
 58 清  和 山都町大平385              清和総合支所  69 免 田 あさぎり町免田東1199      あさぎり町役場 
 59 蘇  陽  〃   今500                蘇陽総合支所  70  上 あさぎり町上北1874    上支所 
 60 竜  北 氷川町島地642              氷川町役場  71 岡 原 あさぎり町岡原北929    岡原支所 
 61 宮  原  〃   宮原栄久69-1          宮原振興局  72 須 恵 あさぎり町須恵1227    須恵支所 
 62 津奈木 津奈木町大字小津奈木2123  津奈木町役場  73 深 田 あさぎり町深田西955-1   深田支所 

 

 63 錦 錦町大字一武1587          錦町役場  74 苓  北 苓北町志岐660             苓北町役場 
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第５節 防災業務施設整備計画(関係機関) 
 

 本計画は、災害発生の未然防止及び被害の拡大防止のための水防、消防及び救助に必要な通信施設、

各種機材器具等の整備または、推進、並びに防災業務施設の被害の予防を図るものである。 

また、地震・津波が発生し県内外から広域的な応援を受ける場合に、自衛隊、警察、消防を始めと

する、応援隊等の人員・資機材・物資の集結・集積に必要となる活動拠点について、確保を図るもの

である。 

 

１．施設整備計画 

(1) 防災拠点施設(県知事公室、県総務部、関係各部、県警察本部、市町村、消防機関) 

県・市町村庁舎、県出先機関、消防本部・署、警察署等は、災害対策の重要な拠点となるため、

庁舎、通信設備、非常用電源設備等を定期的に点検し、機能の維持・管理を行うとともに、必要

に応じ施設や機能の充実強化を図るものとする。 

なお、防災行政無線等通信手段の機能強化、非常用電源設備等の浸水対策等の停電対策を図る

とともに、燃料の備蓄・調達体制に配慮しておくものとする。 

① 県庁舎(県総務部) 

大地震が発生した場合でも、庁舎の機能を維持できるよう点検及び応急復旧について、平時か

ら体制等の整備をしておくものとする。 

② 防災センター(県知事公室) 

大規模地震・津波の災害の発生に当たって、機動的かつ効率的な体制を確立するため、情報の

伝達収集に関する総合的な防災情報システム及び防災行政無線を整備するとともに、情報連絡室、

災害対策本部室等、災害予防及び災害応急活動の中枢拠点となる防災センターの充実強化を図る

ものとする。 

③ 出先機関施設整備計画(県関係各部) 

出先機関は、県庁舎とともに、県が実施する災害応急対策及び復旧対策の拠点となる施設であ

り、大地震が発生した場合でも、庁舎の機能を維持できるよう、耐震診断に基づく耐震補強、関

係設備の整備等を行う。 

④ 市町村庁舎施設整備計画(市町村) 

市町村庁舎(出先機関も含む)は、地域における災害応急対策及び復旧対策の拠点となる施設で

あり、大規模地震・津波発生時の機能の確保を図ることが重要である。このため、耐震性及び耐

火性の確保に努めるとともに、庁舎及び設備等の管理者は、地震発生直後の点検及び応急復旧に

ついて平時から体制等の整備をしておくものとする。 

また、災害発生時の被災者の円滑な救出・救助活動等に支障が生じないよう、住民情報等の保

管場所や保管媒体を複数確保するなどバックアップ体制を整備するものとする。 

⑤ 消防本部・署施設整備計画(消防機関） 

消防本部及び署は、災害応急対策の拠点となる施設であり、大規模地震発生時の機能の確保を

図ることが重要である。このため、耐震性及び耐火性の確保に努めるとともに、庁舎及び設備等

の管理者は、地震発生直後の点検及び応急復旧について平時から体制等の整備をしておくものと

する。 

⑥ 警察施設整備計画(県警察本部) 
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警察は、次の基本的な考え方に従い、警察施設の耐震性、耐火性等の確保に努めるものとする。 

 

ア 災害発生時に災害応急対策の拠点となる警察施設については、その重要度を考慮し、耐震性・

耐火性の強化に努める。 

イ 警察本部等の警察の中枢施設が破損した場合に、特に指揮機能及び通信機能を確保するため、

耐震性及び耐火性があり、かつ、液状化の起こりにくい地域に所在する建物を選定して、警察

本部等の代替施設としての整備を図る。 

  なお、海抜の低い所に所在する警察署の庁舎を管理する警察署長は、通信機器の機能を維持

するため、津波、高潮等に備えて同機器を同庁舎の最上階へ移設するなどの整備を図る。 

ウ ライフラインの途絶に対応するため、警察本部、隣接警察署等と連携し電源機能の確保に向

けた燃料の備蓄について検討を進める。 

エ 大規模災害発生時における被留置者の避難及び解放に備え、熊本県警察の被留置者の留置に

関する訓令（昭和５３年熊本県警察本部訓令甲第６号）第６２条に規定する非常計画書につい

て署員に周知徹底を図る。 

オ 警察業務に支障が生じないように、複数の施設に警察情報のバックアップ体制の整備を図る。 

カ 県警察無線は、警察本部、各警察署に設置した無線情報設備であり、次によりその整備を図

ることとする。 

・ 災害情報を迅速かつ的確に収集するため、無線機の増設を図る。 

・ 災害情報を迅速かつ的確に伝達するため、衛星地球局等の通信施設の整備を図る。 

・ 通信の信頼性を確保するため、通信施設の耐震性の向上を図る。 

 

２．防災活動拠点の確保 

(1) 広域防災活動拠点の指定 

① 災害想定の規模 ： 広域の市町村に及ぶ大規模な地震・津波災害 

② 応 援 の 規 模 ： 県外からの応援 

③ 役     割 ： 広域、全県的な活動拠点 

④ 拠  点  数 ： 県内に数箇所程度 

⑤ 指 定 の 状 況 

  

名 称 対象地区 施設名等 

広域防災活動拠点 県下全域 熊本県民総合運動公園、グランメッセ熊本、 

熊本県消防学校 

 

 (2)その他の防災活動拠点の確保 

今後、大規模な災害に限らず、相当規模の災害や市町村区域内の災害など、災害規模に応じた 

防災活動拠点（地区防災活動拠点、地域防災活動拠点など）の確保を図る。 
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第６節 災害備蓄物資・資機材整備計画(県知事公室、県健康福祉部、九州農
政局生産部、日本赤十字社熊本県支部、九州森林管理局、関係機関) 
  

災害発生に際し、罹災者の応急救助対策の迅速かつ的確な実施に資するための救助物資等の備蓄は、

本計画の定めるところによる。 

 

１．食糧の備蓄(県健康福祉部、九州農政局生産部) 

 (1) 米穀の備蓄 

① 農林水産省（生産局）の備蓄 

米穀の備蓄については、平成7年11月に施行された「主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律」において、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備えて、政府は責任を

もって必要量を備蓄することとされ、県内では５倉庫業者に約12,300トン(平成24年3月末現在)

の米穀が備蓄されている。 

また、災害の発生により応急用米穀が必要な場合、農林水産省は知事と協議のうえ必要によ

り政府米を売却するものとされている。 

② 米穀販売事業者の在庫保有 

県内の米穀販売事業者に対しては、農林水産省から災害が発生した場合には売却を要請する

ことができる。 

なお、県下の米穀販売事業者別「供給可能量」は、「緊急災害時対応食料供給体制整備調査

結果（農林水産省より県関係課へ配付）の６調査品目別、団体別の食料供給者連絡先の６－１ 

 精米」のとおりである。 

(2) 乾パンの備蓄 

県の備蓄 

災害救助法が適用された災害時に供給される備蓄物資として20,000食の乾パンを備蓄している。 

 

２．衣料等の備蓄(県健康福祉部、日本赤十字社熊本県支部) 

災害時における応急救助を迅速に実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図るための応急救助

に要する衣料等の救助物資は、県及び日本赤十字社熊本県支部において備蓄しているが、それらの

現状は次のとおりである。 

(1) 県における備蓄 

県における衣料、生活必需品等の備蓄物資の在庫場所、物資名及び数量は、別冊資料編第12-

2(1)のとおりである。 

(2) 日赤県支部における備蓄 

日本赤十字社熊本県支部において所管している備蓄救援物資の種類及び数量は、別冊資料編第

12-2(2)のとおりである。 

３．備蓄物資の点検及び整備(県健康福祉部) 
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災害対策基本法第49条及び災害救助法第22条の規定に基づき、災害予防の観点から災害救助の万

全を期するため、県は毎年度当初に、災害応急救助のために必要な備蓄物資についての点検及び整

備を実施するものとする。 

なお、大規模な地震・津波災害が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施で

きないことが予測されるため、物資の性質及び地域要因等を考慮し、分散備蓄に配慮するとともに、

備蓄物資の整備・充実に努めるものとする。 

 

４．食糧・生活必需品に関する供給方針(県知事公室、関係各部) 

地震発生時に食糧・生活必需品の供給を確保するため、現在の備蓄のほか、流通備蓄（小売業者

等との供給協定の締結）や市町村の備蓄物資等も活用するなど、食糧・生活必需品の確保に努める

ものとする。 

また、九州・山口９県災害時相互応援協定等により、他の都道府県との食料・生活必需品の供給

に関する協力体制の確立に努めるものとする。 

市町村における備蓄及び供給協定の締結等に当たって、県は必要な助言、指導に努めるものとす

る。 

 

５．災害復旧用材の供給(九州森林管理局) 

森林管理局長又は森林管理署長は、災害時において、県知事等から災害復旧用材の供給、被災地

における木材の需給安定等についての要請があった場合、その必要があると認めるときは、国有林

材の供給の促進、木材関係団体等への要請に努め、災害救助及び災害復旧の実施に協力するものと

されている。 

 

６．災害用装備資機材の整備充実(関係機関) 

(1) 資機材の整備充実 

防災関係機関は、各機関において所掌する災害応急対策の効果的実施のため、必要に応じ次の

災害用資機材の整備充実に努めるものとする。 

① 救出救助用資機材 

② 照明用資機材 

③ 災害対策用特殊車両 

④ 交通対策用資機材 

⑤ その他後方支援用等必要な資機材 

(2) 資機材の調達 

防災関係機関は、災害時における必要な資機材等の円滑な調達・支援要請等を図るため、平素

から防災関係機関・団体相互間の緊密な連携・協力関係の保持に努めるものとする。 

 

７．燃料備蓄(県知事公室、関係機関) 

県、市町村、関係機関は、支援物資供給、救急医療、道路・港湾等ライフラインの復旧等に必要

な燃料について、備蓄方法の検討に取り組むものとする。 

なお、石油関係団体と協定を締結するなど、災害時の円滑な燃料供給体制の構築に努めるものと

する。 
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第７節 水害・土砂災害予防計画(県農林水産部、県土木部、九州森林管理局) 
 

 本計画は、地震発生に伴う河川等の堤防亀裂、沈下、崩れの発生、さらには護岸、水門、樋門等の

コンクリート構造物の破損による後背地の水害の未然防止・被害軽減を図るものである。 

 

１．治山対策(県農林水産部、九州森林管理局) 

(1) 荒廃地復旧対策 

本県の林野面積は、464,631ha(国有林を含む)で県土総面積740,483haの63%を占めている。森林

は水源のかん養、土砂崩壊・土砂流出の防止、自然環境の保全、公衆の保健などの多面的機能を

有し、県土保全上も重要な地位を占めている。治山事業は森林法、地すべり等防止法に基づくも

ので、このような森林を造成、維持することにより、山地災害の未然防止などを図っているが、

流域の保全と局所防災の見地から県民の生命財産等の保全を図る方針である。本県は、急峻な地

形が多く、破砕帯、断層など複雑であり、地震を誘因とした山地災害が発生することも考えられ

る。平成22年3月末現在では山地災害危険地が4,322箇所あり、治山事業では、山地災害危険地を

重点的に整備していく方針である。 

(2) 保安林整備対策 

山地における森林の存在は、それによって形成された落葉、落枝、林地土壌の作用が山地の降

雨を地中に浸透させ、降雨直後の地表流下量を減少させることにより河川流量の急激な増加を抑

える機能があり、また林木の根系の物理的作用によって表土の流失又は崩壊の発生を防止する等

洪水調節機能、渇水緩和機能及び浸食防止機能等の優れた効果をもっている。しかし、これらの

森林が地震によって破壊された場合は、放置すれば前記の諸保安機能が低下し又は喪失して国土

の荒廃をまねくおそれがある。これらに対して、質的向上を図るため防災施設を整備しながら改

植、補植及び下刈り施肥等を実施して、健全な保安林を育成することにより、森林の水資源の涵

養機能と土砂の流失及び土砂の崩壊防止等の維持増進を図ることとしている。 

(3) 山地災害の原因と対策 

本県の災害の主なるものは水害であり、豪雨による山地崩壊の主たる原因は、次のようなもの

がある。 

① 無林地状態による山地の浸食作用が進み、野渓が発達して起こる山崩れ 

② 雨水が山腹の地下表層に浸透し、表層土の重さを増加して起こる崩落 

③ 表層の下部に不透水層があって、雨水の浸透が行われず、不透水層にそって滑落して起こる

山崩れ 

④ 無林地状態の脆弱にして不安定な山地地盤の崩落 

⑤ 渓流の浸食が進み、両岸山腹が不安定となって起こる山崩れ 

⑥ 不安定な地下水層に雨水が浸透して、その斜面に沿って起こる滑落 

これらの主たる原因のほか、地震により直接崩落が発生することもあり、又は地震により発生

した亀裂に雨水がはいり、崩落が発生するなど地震が崩落の誘因となることも考えられる。 

山地災害危険地については、森林整備保全事業計画等に基づき、山脚固定のための谷止工、床

勾配安定のための堰堤工事を施行するとともに、災害に強い森林を造成し、山地崩壊を未然に

防止する計画である。 
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２．治水対策(県土木部) 

(1) 本県の河川の概要 

本県の河川は、九州のほぼ中央部を縦貫する九州山地を分水嶺として有明海、八代海に注ぐも

のと一部宮崎県、大分県、福岡県へ流下するものとに分かれている。うち１級河川は８水系(延長

1,733,000m)、２級河川は81水系(延長627,015m)、準用河川は130水系(延長1,253,664m)となって

いる。 

これらの河川整備については優先度の高いものから社会資本整備重点計画に沿って重点的に改

修事業を実施している。 

(2) 事業の内容 

河川の改修は、順次改修事業計画に基づいて実施するが、その際に耐震対策の有無について検

討し、必要があれば耐震対策を盛り込んだ構造とするものとする。また、被害が甚大であると想

定される区間については、緊急に整備を進めることとする。 

 

 

３．重要水防施設・箇所の点検監視等(県土木部、県農林水産部) 

水門、樋門、護岸等の水防施設に対しては、通常から点検を行っているところであるが、その中

で耐震補強が必要とされる施設については、その重要度及び緊急性を考慮して順次耐震性の向上を

図るものとする。 

また、行政職員、消防団員など防災業務に従事する者の安全確保の観点等から、水門、陸閘等の

うち必要なものについては、自動化・遠隔操作化等の整備を順次進めるものとする。 

 

 

４．土砂災害対策(県土木部) 

 (1) 土石流対策 

    本県は県土の約８割を山地及び丘陵地が占め急峻な地形が多く、加えて脆弱な地質が広く分布

することから、県内には人命や財産に甚大な被害を及ぼす土石流が発生する恐れのある危険渓流

等が3,920箇所と多く存在する。 

これらの渓流の対策については、緊急性の高いものから土石流対策として砂防えん堤等の施設

整備を行うとともに、警戒避難体制の整備等ソフト対策についても推進を図る。 

 

 (2) 地すべり対策 

    本県の地すべりは、中央部を東西に横断する中央構造線に沿った破砕帯地すべり、天草諸島を

中心に分布する第三紀層地すべり、阿蘇山を中心とした温泉地帯に点在する温泉地すべり等、一

度活発な滑動が発生すれば地域の人命や財産等に甚大な被害を及ぼす多種多様な地すべりの形態

が広く分布し、県内には地すべりが発生する恐れのある地すべり危険箇所が111箇所（平成8年度

の地すべり危険箇所再点検後、危険箇所以外での地すべり防止区域に指定した箇所を含む。）存

在する。 

これらの地すべり危険箇所の対策については、地すべり活動が顕著で緊急性の高い箇所から地

すべり防止施設の整備を行うとともに、警戒避難体制の整備等ソフト対策についても推進を図る。 
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 (3) 急傾斜地崩壊(がけ崩れ)対策 

    本県の地質の大部分は、特殊土壌や第三紀層の脆弱な地質・土壌条件をなし、さらには県土の

約８割が山地及び丘陵地で占められていることから、がけ崩れが発生し人命や財産等に甚大な被

害を及ぼす危険性の高い急傾斜地崩壊危険箇所等が9,463箇所も存在する。これらの急傾斜地崩

壊危険箇所の対策については、緊急性の高い箇所からの急傾斜地崩壊防止施設の整備を行うとと

もに、警戒避難体制の整備等ソフト対策についても推進を図る。 
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第８節 海岸対策計画(県土木部、県農林水産部、県知事公室、市町)   
  

１．海岸対策(県土木部、県農林水産部、市町、関係機関) 

(1) 海岸概況 

    本県の海岸線は、有明海に面する海岸、八代海に面する海岸及び天草西海岸からなり、その総

延長は1,084km余で、「海岸法」に基づき、国土交通、農林水産の各省庁所管ごとに維持管理さ

れている。 

海岸には干潟や砂浜、岩礁、深く切り立った入江等があり、その背後には集落が形成され、多

くの人々が生活を営んでいる。 

(2) 海岸保全施設概況 

     海岸保全施設の耐震性については、地震時の安定性について必ずしも十分な検討がなされてい

ない場合が多い。 

(3) 海岸保全施設の改良補強計画 

    海岸保全施設は、国土の保全はもとより、県民の生命、財産を守る根幹であり、従来から海岸

保全施設の整備を推進してきたところであるが、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の教訓を踏

まえ、施設の地震津波に対する危険性を調査し、危険性が高いと判断される地区については、耐

震性の必要性を考慮しながら順次整備を図っていくものとする。 

    また、整備に当たっては、行政職員、消防団員など、防災業務に従事する者の安全確保の観点

等から、水門、陸閘等のうち必要なものについては、自動化・遠隔操作化等の整備を順次進める

ものとする。 

 

 

２．海面監視(県知事公室、県農林水産部、市町) 

(1) 海面監視体制の整備 

    地震発生後、近距離を震源とする地震では津波警報等や避難指示等の情報伝達が間に合わない

ことが考えられる。このため、沿岸の市町にあっては、海岸付近で震度４以上の揺れを感じた場

合又は津波警報や津波注意報が発表された場合、直ちに海面監視を行えるよう、あらかじめ海面

監視場所の設定、監視担当者の選任等海面監視者の安全を考慮した海面監視体制の整備に努める

ものとする。また、沖合に出ている漁船には漁業無線局を通じ、海面の変動を通報するよう呼び

かけるものとする。 

(2) 情報伝達体制の確立 

       県、沿岸の市町は、住民等に対して津波に関する情報を伝達する手段として、全国瞬時警報

システム（J-ALERT）の活用とともに、防災行政無線の整備促進、サイレン、半鐘、コミュニテ

ィFM、携帯電話への一斉メール（防災情報メールサービス、緊急速報メール等）等複数の伝達手

段を確保し、多重化、多様化を図るものとする。 

       情報伝達の際は、高齢者、障がい者、外国人、児童等の災害時要援護者や一時滞在者等に配

慮するものとする。 

       また、強い揺れを伴わないいわゆる「津波地震」や「遠地地震」に関しては、住民が避難の

意識を喚起しない状態で突然津波が押し寄せることのないよう、津波警報等や避難指示等の発

表・発令の伝達体制を整えるものとする。 
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なお、津波に対して迅速な退避行動がとれるよう、住民に対して避難経路、避難場所の周知を

しておくものとし、漁港内の漁船等に対しては、素早く港外に避難するよう漁業無線局から呼び

かけるものとする。 
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第９節 火災予防計画(県総務部、県土木部、消防機関) 
 

 大規模地震発生時には、火源や着火物の転倒等により、広域にわたって同時に火災が発生し、大規

な火災となって延焼し、火災による被害が地震そのものによる被害を大きく上回る可能性もあること

から、県、市町村及び各消防本部は、火災予防の徹底に努める。 

 

１．出火防止、初期消火(県総務部、消防機関、市町村) 

 (1) 一般家庭に対する指導 

    地震発生後、速やかに出火防止のための処置を行うことにより、出火率は大幅に低減するので、

広報活動及び各種会合を通じて、一般家庭の防火意識の高揚及び住宅用防災機器等の普及を図る。 

(2) 立入検査の指導強化 

各消防機関が行う立入検査においては、管内の防火対象物の実態を十分に把握し、それに基づ

き消防計画、防火管理体制、消防用設備等の維持管理について適切な指導を行うこととする。 

(3) 防火管理者及び防災管理者の指導育成強化 

    防火対象物の高層化・複雑化に伴い、消防機関による予防行政及び消防活動を補完する防火管

理者及び防災管理者（以下「防火管理者等」という。）の役割の重要性が増加している。大規模

地震時にあっても防火管理及び防災管理業務を有効に遂行できるよう防火管理者等に対する講

習会を実施するものとする。 

(4) 防炎物品の普及指導 

    防炎物品は、出火及び延焼拡大防止に非常に効果があるので、その普及を図る。特に高齢者等

の災害弱者が居住する家庭に対しては、防炎物品のカーテン・じゅうたん等の普及促進を図るも

のとする。 

(5) 消防用設備及び特殊消防用設備等の維持管理の徹底 

    消防用設備及び特殊消防用設備等については、いつ火災が発生してもその機能が有効に発揮で

きるよう、消防法令で定める定期点検及び報告の徹底を図るものとする。 

(6) 初期消火用具の普及 

    地震後の出火時点においては、初期消火活動が重要であるので、消火器、消火バケツ等の初期

消火用具の設置について、普及啓発を図るものとする。 

 

２．火災拡大要因の除去(県総務部、県土木部、市町村、消防機関) 

 (1) 火災危険区域の設定(県総務部、消防機関) 

地震火災が大規模な被害を生じるのは、同時多発的に発生した火災が合流して大火となり、延

焼するところにあるので、市街地、密集地のうち、特に火災の危険の大きい区域については、消

防、建築、都市計画等総合的な観点から火災危険区域を設定し、防火対策を樹立するよう指導す

るものとする。 

(2) 市街地の計画的な不燃化(県土木部、市町村) 

① 避難路沿道建築物の不燃化促進 

避難路沿道の建築物の不燃化を促進するために、都市計画法による防火地域、準防火地域の指

定を検討するものとする。特に周辺市街地の火災危険度が高い路線、利用者の多い路線、避難距

離が長いこと等により避難者の渋滞が予想される路線等の地域においては、積極的に防火地域、
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準防火地域の指定を検討するものとする。 

② 防火帯(街路樹、垣根等)の整備指導 

市街地の延焼防止や避難者の安全を確保するために、道路整備の中で街路樹の積極的な整備

計画を検討することとする。また、垣根等の整備については、地区住民の合意を図りながら、地

区計画の決定等を通じて推進するものとする。 

③ 防火地域、準防火地域の指定 

都市の重要施設が集合し、土地利用度、建築密度が高く火災発生の恐れの高い市街地について

は、耐火建築物等への誘導を図るため、都市計画法による防火地域、準防火地域の指定を検討す

るものとする。 

(3) 消防活動が困難である地域の解消に資する道路整備(県土木部) 

家屋密集地等で道路の幅員が狭いために消防活動が困難な地域の道路を確保するために、幅員

６ｍ以上の消防活動に支障の無い道路の整備計画を検討するものとする。 

 

３．消防力の強化(県総務部、消防機関、市町村) 

地震発生時の同時多発火災に備え、消防機関ではその実情に応じて災害応急活動体制がとれるよう

消防計画及び消防力の整備を行うものとする。特に消防本部(署)及び消防団車庫等の建物は、災害時

に重要な拠点となるので、十分な耐震性を備えたものとする。 

また、地震時における消火栓等の使用不能に備えて、木造家屋密集地、避難地周辺等計画的に耐震

性貯水槽等の整備を図り、消防に必要な水利施設の確保を図るものとする。 
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第10節 危険物等災害予防計画(県総務部、市町村、消防機関、関係機関) 
 

 危険物施設等は、取り扱う物質の性質上、大規模地震・津波発生時において、火災が発生した場合

には、燃焼の速さ等から周囲に及ぼす影響が非常に大きく、多大の被害を生じるおそれがある。 

 地震・津波に伴う危険物、高圧ガス、火薬類等による人命、建築物等の災害を予防するため、施設

の整備その他の対策を講じる必要がある。 

 

１．危険物に係る予防対策 

  市町村及び消防機関は、消防法及び関係法令に基づき、次のとおり危険物施設の所有者、管理者

 等への指導を行うものとする。消防機関にあっては、立入検査等の機会を利用して、危険物施設

における防災対策を指導するものとする。 

  また、危険物施設の所有者、管理者は、災害対策に万全を期するよう努めなければならない。 

① 施設の耐震化の推進 

 ② 地震・津波に関する防災教育、防災訓練の実施 

 ③ 自主防災体制の確立 

 ④ 防災資機材の整備 

  

２．高圧ガス設備等の予防対策 

  県は、大規模地震・津波に対して高圧ガス設備及び液化石油ガス消費設備等の安全性を確保する

ため、次の対策について指導するものとする。 

 また、高圧ガスの所有者、管理者等は、災害対策に万全を期するよう努めなければならない。 

① 高圧ガス設備等の耐震化の推進 

② 地震・津波に関する防災教育、防災訓練の実施 

③ 地震・津波時の応急体制の整備 

④ 防災資機材の整備 

 

３．火薬類に係る予防対策 

  県は、大規模地震・津波に対して火薬類製造事業所、販売所及び貯蔵所(「製造事業所等」）の安

全性を確保するため、次の対策について指導するものとする。 

また、製造事業所等の所有者、管理者等は、災害対策に万全を期するよう努めなければならない。

 ① 製造事業所等の耐震化の推進 

 ② 地震・津波に関する防災教育、防災訓練の実施 

 ③ 地震・津波時の応急体制の整備 

 ④ 防災資機材の整備 
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第11節 建築物等災害予防計画(県知事公室、県土木部、市町村、関係機関) 
 

 地震・津波による建築物の倒壊等の被害から県民の生命、身体及び財産を保護するために、建築物

の耐震改修の促進のための措置を講じるなど、建築物の地震・津波に対する安全性の向上を図る必要

がある。 

 特に、県、市町村等の防災拠点施設については、地震・津波発生後の円滑な救出、救助等の確保に

資するため、当施設の計画的、着実な耐震化に取り組むものとする。 

県では、平成１９年３月に策定した「熊本県建築物耐震改修促進計画（計画期間：平成１９年度～

平成２７年度）」に基づき、国の地域防災対策や法令による耐震化の促進のための的確な施策の実施

を行うとともに、市町村や住宅・建築物の所有者及び管理者が、耐震診断や耐震改修に取り組みやす

い環境整備の構築に向けて、以下の施策に取り組むものとする。 

 

１ 県が所有する公共建築物の耐震化 

２ 住宅・建築物の耐震化による人的被害及び経済的被害の軽減 

３ 耐震に関する情報の効果的な発信と知識の普及・啓発、技術者の育成支援 

４ 耐震診断及び耐震改修の指導・助言等 

５ 市町村が策定する耐震改修促進計画への支援及び情報の提供 

６ 相談窓口の開設 
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第12節 公共施設等災害予防計画(県土木部、九州地方整備局、県農林水産部、
県企業局、県健康福祉部、県警察本部、県教育庁、県総務部、市町村) 

 

１．道路・橋梁(県土木部、九州地方整備局) 

  道路及び橋梁は、震災時に、避難、救援、救護、消防活動をはじめ、被災施設の復旧等の応急対

策活動を実施するうえで重要な機能を有している。 

  このことから、防災拠点間の道路網となる重要な役割をもつ道路を重点に、補強、新設及び拡幅

等を図るものとする。 

(1) 道路 

    法面の崩壊、路面の損壊、道路施設の変状・破壊等の被害が想定される危険箇所について、補

強対策を実施するとともに、幹線道路の整備を促進して、道路網の多重化を図り、救援・消防活

動にも有効な道路の整備を図るものとする。 

(2) 橋梁 

     震災時における避難、救援、救護、復旧活動に支障のないよう、緊急輸送路等防災上重要な位

置づけにある老朽橋、耐久性の不足している橋梁及び交通のあい路となっている橋梁について、

道路橋示方書(耐震基準)に基づき、架替・補強等の整備・促進を図るものとする。 

地下水位の高さや土質等の関連から、地震時に液状化の恐れがあると判定される軟弱地盤上に建

設された橋梁については、その下部工や基礎工の補強を図る。 

(3) 緊急輸送を確保するために必要な道路の整備計画 

    道路交通の確保は、地震発生後において、避難、救助をはじめ物資の輸送、応急対策活動を実

施するうえで重要である。地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するため、道路

の耐震性を確保することが必要である。このため、緊急輸送道路ネットワーク計画を策定し、併

せて地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五カ年計画を策定し、計画的な道路の整

備を図るものとする。 

 

２．河川、砂防、港湾・海岸、漁港(県土木部、県農林水産部、九州地方整備局) 

 (1) 河川 

    河川においては、二次災害の可能性の有無により、堤防及び構造物について耐震計画を次のと

おり策定することとする。 

① 堤防 

ア 次災害が想定される区間については、河川改修においても、耐震対策の必要性を検討して

施設を設置するものとする。また、被災が想定される区間については、想定される被害の程

度、改修の状況等を総合的に判断し、順次対策を実施することとする。 

イ その他の施設については、今後補強あるいは改築・新設を行う際、新耐震基準に基づき施

設設計を行い、被災しない構造にするものとする。 

(2) 砂防 

    砂防えん堤においては、えん堤規模が大きいもの及び二次災害が想定されるものについて、耐

震対策の必要性を検討して施設を設置するものとする。 

 (3) 港湾 

    港湾施設は、人流、物流の拠点として、地域の生活と産業活動に深く係わり、重要な役割を果
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たしており、国土交通省令で定める基準に従い、地震発生の地域的危険度、構造物の重要度及び

地盤を考慮して、通常の地震に耐えられるよう整備する。 

また、近年発生する大規模地震・津波に鑑み、通常の地震ばかりでなく大規模地震・津波発生

時においても、緊急物資及び避難者の輸送を行い、さらに被災した港湾施設が復旧するまでの間、

港湾施設が麻痺することを避け、背後地域の経済活動を維持する機能を発揮することが求められ

ている。緊急輸送道路ネットワーク計画には１９港湾が防災拠点として位置付けられている。こ

のうち、県内の人口集積度及び地域性等を考慮し、熊本港、八代港、本渡港については、適宜耐

震性の点検を行うとともに、優先的に耐震性強化岸壁の整備を進めるものとする。 

さらに本県の港湾は軟弱地盤上に築造されているものが多いため、適宜液状化の可能性の点検

を行うとともに、必要に応じてその対策を進めるものとする。 

 (4) 海岸 

    海岸の保全は、県民の生命、財産を守る根幹であり、これまでも海岸保全施設の新設・改良補

強等計画的に整備を推進してきたが、今後の施設整備にあたっては、耐震点検の結果を基に、危

険度が高く、人命・財産が集積した地区について、耐震性をさらに強化し、逐次施設の整備を行

う。 

 (5) 漁港 

    漁港施設は、漁港及び漁村の根拠地として地域に密着しており、「漁港漁場整備法」により国

が定めた基本方針のうち、「漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項」

に基づき、地域の自然条件や環境に及ぼす影響および漁港施設の機能確保等を考慮し整備を行っ

ている。 

 

  上述の海岸保全施設等の整備に当たっては、行政職員、消防団員など防災業務に従事する者の安

全確保の観点から、水門、陸閘等の自動化・遠隔操作化等のうち必要なものについて整備を順次進

めるものとする。 

 

３．下水道(県土木部、市町村) 

  下水道は、し尿・家庭雑排水を処理浄化することにより生活環境を改善し、また河川等の公共用

水域の水質保全を図るとともに、雨水の排除による浸水の防除や資源の有効利用をするなどその役

割は多方面にわたっている。大規模地震・津波時にその機能が麻痺した場合、市民生活に与える影

響は極めて大きいため、地震・津波に対して必要な対策を講じるものとする。 

(1) 対象施設 

  ① 管きょ 

軟弱地盤や埋立地、造成地、地盤特性の急変する箇所、液状化の恐れのある地盤等において、

当該管きょの重要度や地盤条件等を勘案したうえ、適切な管種や可とう性継ぎ手等の材料を選

択し、耐震性の向上を図る。また、必要に応じて地盤改良等による基礎地盤の安定化や管路施

設の浮き上がり防止対策等の措置を講じるものとする。 

 

② 処理場、ポンプ場 

基本的考え方として、阪神・淡路大震災や東日本大震災相当の大規模地震・津波に対する安

全性の照査を実施するものとし、地震の側方流動を考慮し、鋼管杭、連続地中壁等側方流動の
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影響を抑止若しくは軽減する対策を講じるものとする。配管類の継手は、液状化に伴う沈下量

を考慮した伸縮継手を用いることとする。 

(2) システムとしての対策 

すべての施設について短期間に必要な耐震性を確保することは困難なため、計画面での配慮が

必要となる。施設が損傷した場合にも最低限の処理が行えるよう応急対策を加味した施設計画と

するものとする。 

施設が損傷した場合に機能を代替できるよう、重要幹線、処理場のネットワーク化、処理場内

の重要水路の複数系列化や管路内に光ファイバー等下水道管理用の通信網の整備について検討す

ることとする。 

(3) 既存施設の耐震診断と補強 

既存施設については、優先度を考慮して耐震診断を行い、適切な補強を行うものとする。 

 

 

４．公営企業関係施設(県企業局) 

  公営企業関係施設の防災については、熊本県企業局防災計画や関係法令等に基づき、施設の維持

管理、改良を行うとともに、計画的に巡視点検を実施するものとする。 

 (1) 電気事業関係施設 

  ① ダム  

ダムについては、ダム設計基準等に基づいて耐震設計がなされており、耐震性に優れている

施設であると考えるが、電気事業法や河川法に基づく漏水等の定期点検を計画的に実施してい

くことで、保安管理に万全を期するものとする。 

なお、地震時におけるダムや水門施設の点検監視は、別節「ダム等管理計画」によるものと

する。 

② 発電等施設 

県営発電所は県内に８箇所あり、これらの発電所の施設は電気事業法による技術基準に基づ

いて耐震設計がなされており、耐震性に優れた施設であると考えるが、電気事業法に基づく保

安点検を計画的に実施し、また各施設ごとに十分な検討と分析を行い、保安管理に万全を期す

るものとする。 

(2) 工業用水道関係施設 

  ① ダム 

上記電気事業関係施設に同様である。 

② 工業用水道施設 

県企業局では３つの工業用水道を経営しており、臨海工業地帯等に立地する企業に対して工

業用水を供給している。 

工業用水道施設は、土木・建築構造物、管路及び電気・機械設備関係に大別されるが、管路

が地震・津波による被害を受けた場合の周辺住民に与える影響を考慮し、施設の巡視点検及び

耐震化を計画的に実施し、耐震性の確保に努めるものとする。 

(3) 有料駐車場関係施設 

大規模地震・津波発生時に来場者への被害を避けるため、耐震性の確保に努めるものとする。 
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５．社会福祉施設(県健康福祉部) 

県及び市町村は、施設の災害予防対策を推進するため、各事業者に対して、次の事項を必要に応

じて指導、助言するものとする。 

(1) 施設独自の自主防災計画を整備し、防災組織態勢の確立を図ること。 

 (2) 国庫補助制度の積極的な活用等により、社会福祉施設における耐震性その他の安全性の確保を

図ること。 

(3) 社会福祉施設の職員及び利用者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。 

 (4) 社会福祉施設の職員及び利用者に対し、避難訓練を実施すること。 

 

 

６．医療施設（県健康福祉部） 

保健所は、医療施設の安全性を確保するため、管理者に対して、次の事項を必要に応じて指導、

助言するものとする。 

(1) 施設独自の自主防災計画を整備し、防災組織態勢の確立を図ること。 

 (2) 施設の耐震性その他の安全性の確保を図ること。 

 (3) 施設の職員及び患者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。 

 (4) 施設の職員及び患者に対し、避難訓練を実施すること。 

 

 

７．交通安全施設の防災機能の強化(県警察本部) 

緊急交通路として確保すべき道路を重点に、交通信号機、交通管制システム等の交通安全施設の

停電対策、耐震対策及び復旧対策等防災機能の強化を図るものとする。 

 

 

８．学校施設(県教育庁、県総務部、市町村) 

大規模地震発生時における児童生徒等及び教職員の安全を図るため、県立学校及び市町村立学校

について、その設置者は次に掲げる対策を講じるものとする。 

なお、県は、私立学校等に対して、必要に応じて指導、助言を行うものとする。 

(1) 校舎等の耐震性の確保 

新耐震基準導入前に建築された校舎等について、耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修又

は改築を実施するものとする。 

(2) 設備、備品等の安全管理 

コンピューターをはじめとして、テレビ、ロッカー、書棚、書架、下駄箱、薬品棚、実験実習

機器等の転倒落下等の防止について、その安全性を強化するとともに、児童生徒、教職員の安全

と避難通路が確保できるように設置方法、場所等について十分配慮するものとする。 
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第13節 給水確保計画(県環境生活部、市町村) 
 

１．水道施設の耐震化 

 (1) 県は、水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。)において、水道施

設の計画的な耐震強化の推進を図るため、厚生労働省が定める水道耐震化計画指針に沿った必要

な指導、助言並びに応急給水の確保のための措置に関し、必要な指導、助言を行うものとする。 

(2) 水道事業者等は、具体的な目標を定めて、水道施設の耐震性の計画的な強化に努めるものとす

る。 

(3) 水道事業者等は、緊急時に応急給水用の水の確保ができるよう、配水池容量の拡大、緊急遮断

弁の設置等を計画的に推進するよう努めるものとする。 

 

２．災害時応急体制の整備 

 (1) 県は、水道事業者と連携して災害時における給水確保のための応急体制整備に関し広域的な情

報収集、連絡体制の整備並びに水道事業者等への指導助言その他の支援を行うものとする。 

 (2) 県及び水道事業者等は、応急給水及び応急復旧活動に関する行動指針を作成するものとする。 

(3) 水道事業者等は、市町村の防災担当部局と協力し、災害時の情報伝達手段を整備するものとす 

る。 

(4) 水道事業者等は、応急給水及び応急復旧に必要な資機材の備蓄を行うとともに、その調達を迅

速かつ円滑に行う体制を整備するものとする。 

(5) 水道事業者等は、消防水利の多様化促進、緊急輸送手段の確保等について平常時から関係機関

との協議、調整を行うものとする。 

 

３．住民による飲料水の確保 

   水道事業者等は、市町村の防災担当部局と協力し、２～３日分の飲料水の備蓄や給水装置、受水

槽の耐震化の推進等について、住民が自主的に取り組むよう啓発に努めるものとする。 
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第14節 通信施設災害予防計画(ＮＴＴ西日本熊本支店) 
 

 現代は情報の時代であり、その情報流通の大きな部分を受け持っているのが通信設備である。現代

の通信は単に人と人との通話を伝えるだけでなく、各種データ端末やコンピューター間で多数の情報

が交流しており、通信の不通は社会生活や経済に与える影響が大きい。このため、大規模地震発生時

において途絶しない設備の実現、被災地に殺到する通信への対処方法等の対策の推進を図ることとす

る。 

 

１．施設の耐震性強化 

  営業所、交換所等の施設はそのほとんどが耐震設計されているが、既往災害例を参考としてさら

に各施設の耐震強化を図るものとする。 

 

２．通信回線施設の機能の確保 

  屋外通信回線は、主に電柱及び電話線等からなるが、大規模地震発生時における情報通信の重要

性に鑑み、災害時の通信手段の確保のために通信ケーブルの地中化を促進するものとする。また携

帯、自動車電話及び衛星通信等の移動無線回線を活用して緊急情報連絡用の回線の設定に努めると

ともに、これらの無線回線を活用したバックアップ対策の推進を図るものとする。 

 

３．通信路の多ルート化の促進 

  災害時における情報通信の重要性に鑑み、災害時の通信手段の確保のため、回線系統の多重化を

進め、一系統に故障が発生し、通信が不能になった場合でも予備系統に切り替えることによって迂

回通信が確保できるよう対策を実施するものとする。 

 

４．災害時優先回線の設定 

 大規模地震発生時には、各地から多数の電話が殺到することが予想される。このような状況下で

も防災関係機関等への非常・緊急通報については優先的に電話回線が使用できるよう防災関係機関

等が災害発生時に使用する電話回線については、災害時優先回線とする。 

 

５．災害対策用資機材・復旧人員の確保 

  大規模地震発生に備え、災害対策用機器を緊急用資機材として確保しておくほか、全国からレス

キュー隊等の復旧要員を迅速に被災地に派遣できる体制を確立している。 
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第15節 電力施設災害予防計画(九州電力熊本支社) 
 

 大規模地震発生時においても、極力電力供給を維持し、また供給支障・設備被害発生時において

安全を確保しつつ迅速に復旧するため、あらかじめ次のような対策を講じるものとする。 

 

１．電力施設の耐震計画 

 電力供給設備の設計基準では、震度６強相当の耐震性能を有することとしており、現在の設備は、

これに基づいて設計施工されている。また、阪神・淡路大震災発生後電力中央研究所において検討

した結果、現行耐震基準で妥当であることを確認している。 

 なお、旧基準により設置されている設備については、全て補強等により改修済みである。 

 

２．災害時の電力供給確保 

 電力供給系統の１系統の障害により、著しい電力供給支障が発生するおそれがある場合について

も、他系統に切り替えて電力供給の確保ができる対策をとるものとする。 

 

３．緊急用資機材及び人員の確保 

災害に備え、緊急用資機材の備蓄、当社他支社及び他電力会社との応援体制の強化を図るものと

する。 

 

４．災害復旧訓練 

  大規模地震発生を前提とした初動体制から対策本部機能確立までの総合的な訓練を実施し、災害

に備えるものとする。 

 

５．電気による火災・感電(２次災害)の防止対策 

  電力の送電再開時の電気火災発生、切れた電線の接触による感電等２次災害の未然防止のため、

日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を利用するほか、パンフレット、チラシ等の配付によ

り広報活動を行うものとする。 
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第16節 都市ガス施設災害予防計画(西部ガス熊本支社) 
 

１．都市ガス施設耐震計画 

都市ガスは、現代都市において熱源としてのみならず、冷房施設などの動力源としても使用され 

ており、重要なライフライン機能である。予期せぬ不測の事態によって施設が破損し、万一ガスが

流出した場合には、２次災害の防止及び被害の拡大防止が要求されるので、以下のような対策を講

じるものとする。 

(1) ガス製造、供給施設の耐震性の確保 

ガス製造、供給施設は、そのほとんどが耐震設計がされているが、過去の災害例を参考として、

さらに各施設の耐震化を図る。停電時でも機能が損なわれないよう保安電力の確保を図ることと

する。 

(2) ガス管路の対策 

ガス管路のうち中圧管などの主要管路については耐震性が考慮されているが、既設管の一部の

低圧管(ねずみ鋳鉄管、白ガス管等)については耐震性の低いガス管が使用されており、これらに

ついては工事等の機会をとらえて、ネジ接合鋼管を耐震性の高いポリエチレン管等へ順次敷設替

えを行うものとする。 

(3) 供給系統の対策 

ガス導管網をブロック化し、２次災害防止のためのガス供給停止をブロック単位で行うことに

よって、供給停止が全体に拡大しないよう対策を講じるものとする。 

(4) 需要家ガス設備の対策 

ガス配管は、建設設備の１つとして建物と同等以上の耐震性が要求される。一般にガス配管は、

建物の躯体等に支持材を使用して固定することから、耐震性を向上するには、ガス配管の支持固

定が重要な要素となる。 

また、一般家庭の場合、震度５相当(200ガル)以上を感知するとガスを遮断する機能をもった

マイコンメーターを設置している。 

(5) 緊急用資機材、人員の確保 

災害時に備え緊急用資機材を確保しておくとともに、これらの資機材が不足する場合を考慮し

て、平常時から外部団体及び民間機関等に対し、あらかじめ非常時の資機材の補給に関する依頼

をしておくものとする。 

また、復旧要員についても、社員及び関連会社社員に周知徹底をするとともに、災害時優先電

話、通信機器、被害状況連絡票や需要家リスト等所要の設備・資料を設置するものとする。 

 

２．機能の確保 

 (1) ガス施設の災害予防措置 

災害発生時のガス施設の被害を最小限にするため、関係法令、諸規定等の定めに従い、次のと

おり平常時からガス施設の点検及び整備に努めるものとする。 

① ガス製造所、ガスホルダー及びガス輸送導管等は、大規模地震に耐えるように設計するとと

もに、厳しい施工管理と密度の高い設備管理により十分な耐震性を維持する。 

② 低圧ガス導管網及び需要家のガス設備に対しても「ガス導管耐震設計指針」(日本ガス協会)

等の技術指針に基づいて敷設する。 
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③ ＳＩ値や最大加速度値を計測するため、地震計の設置を行う。 

 (2) 非常体制の整備 

大規模地震が発生したときに、非常体制が有効に機能するように動員基準、組織、業務分担及

び通報連絡体制を整備し、社員等関係者に周知徹底を図るものとする。 

また、あらかじめ対策本部となるべき場所を定め、その場所を社員及び関連会社社員に周知徹

底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況連絡票及び需要家リスト等所要の設備資

料を設置するものとする。 

 (3) 防災教育及び防災訓練 

① 防災意識高揚を図り、災害の予防及び災害発生時の被害の拡大を防止するための防災に関す

る専門知識、関係法令、各種規定、基準及び要領について、社員等関係者に対する教育を実施

するものとする。 

② 防災活動を迅速に推進するため、年１回以上の防災訓練を実施するとともに、地方公共団体

等が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。 

 (4) 防災用資機材の確保及び整備等 

① 災害発生時の被害を最小限とするため、緊急措置及び早期復旧に必要な資機材について、平

常時からその確保に努めるとともに、定期的にその保管状況を点検整備するものとする。 

② 災害発生時における迅速な緊急出動を可能とするため車両を常時稼働可能な状態に整備して

おくものとする。 

③ 災害復旧用資機材及び需要家の生活支援のための代替熱源の確保のため、あらかじめ社外か

らの調達体制を整備しておくものとする。 

(5) 関連会社との協力体制の整備 

災害発生時に関連会社からの人員及び資機材の提供が迅速に行えるように、あらかじめ協力体

制を整備しておくものとする。 

 (6) 広報活動 

平常時から需要家に対して、チラシ、テレビ、検針票等を利用して、ガスに関する安全知識の

周知に努めるものとする。 

また、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対して、災害発生時の情報を速やかに連絡できる

体制を確認しておくものとする。 
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第17節 鉄道施設災害予防計画(ＪＲ九州熊本支社) 
 

１．施設の現況 

  県内における施設の延長は、線路延長263.2km、盛土延長91km、切取延長43.1kmとなっている。ま

た橋りょうは1215箇所で7.9km、トンネルは54箇所で18.2kmとなっている。 

 

２．施設、設備の耐震化の確保 

  建造物の設計は、土木関係構造物設計標準仕様書(ＪＲ九州)に則った設計を行い、耐震性を確保

するものとする。 

 

３．防災訓練 

   大規模地震発生時に適切な処置がとれるよう防災訓練を適宜次のとおり実施するものとする。 

(1) 社員の非常呼集訓練 

(2) 避難誘導訓練 

(3) 消火訓練 

(4) 列車脱線訓練 

 

４．防災関係資材の点検整備 

  救援車、車両台車、緊締用品、照明用品、ジャッキ類等を常に整備し、完全な状態にしておくも

のとする。 

 

５．避難誘導体制の周知 

  大規模地震発生時、駅においてはコンコース、改札口等旅客の見やすい箇所に旅客誘導上必要な

情報の内容を掲示するとともに、随時放送を行い情報の周知徹底を図るものとする。また、列車乗

客においては、速やかに不通の状況、その列車の運行状況、接続関係等について詳しく案内すると

ともに、状況に応じて適切な誘導に努めるものとする。 
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第18節 海上災害予防計画(熊本海上保安部、関係機関) 
 

海上における災害を未然に防止するため、熊本海上保安部をはじめ、関係機関は次のような災害予

防措置を実施するものとする。 

 

１．関係機関の協力体制の確立 

熊本海上保安部は、海上災害に備え、緊急時に各機関が協力できるように、資機材及びその数量

をあらかじめ把握しておくとともに、各関係機関等と緊密な協力体制の確立を図るものとする。 

 

２．資機材の整備 

各関係機関は、防災資機材等の充実を図り、備蓄整備に努めることとする。資機材に関しては、

災害応急活動において、海、陸、空の関係機関等との連携を考慮にいれ、互換性を考慮したものと

するとともに、保有状況を常に把握し、必要に応じて関係機関と情報交換を行うものとする。 

(1) 救難用資機材の整備 

(2) 消防用資機材の整備 

(3) 排出油等防除用資機材の整備 

 

３．海上防災講習会等の啓発活動 

熊本海上保安部は、船舶代理店、漁協、石油会社、関係官庁等で構成されている排出油等防除協

議会関係者、タンカーバース管理者等に対し、海上防災思想の普及、海上安全防災対策に関する指

導、育成を図ることとする。 

(1) 排出油等防除協議会関係者に対しては、定例会議等を利用して海上防災対策に関する指導を行

うこととする。 

(2) タンカーバースの設置者・管理者及び危険物荷役関係者に対しては、管理体制の充実強化を指

導することとする。 

(3) 船舶乗組員に対しては、巡視船艇による訪船、立入検査時の機会をとらえ、海上交通関係法令

等の周知徹底を図るとともに、安全航行の励行、危険物荷役時における安全確認等の指導を行う

こととする。 

 

４．海上防災訓練 

防災関係機関等相互間の連携協力体制の維持・強化を図るため、官民一体となった海上防災訓練

を実施することとする。 

 

５．海上防災についての調査研究 

防災業務を総合的かつ効果的に実施するため、次に掲げる事項について、資料の収集及び調査研

究を行うこととする。 

特に調査研究に当たっては、研究機はもとより、関係機関との連携に努め、これらの成果につい

ては防災施策にいかしていくとともに、関係機関等と情報提供等を推進するものとする。 

(1) 港湾の状況(危険物荷役場所及び貯蔵場所、貯木場、在泊船舶の状況) 

(2) 難港及び避泊地の状況 
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(3) 港別入港可能船艇の調査(水深、岸壁の状況等) 

(4) 防災のために使用する船舶、資機材の状況(種類、数量、配備場所等) 

(5) 県、市町村、その他の団体等が災害発生時の緊急輸送活動のために緊急ネットワークとして指

定した輸送施設(道路、港湾、飛行場、臨時ヘリポート等)及び輸送拠点(トラックターミナル、

卸売市場等)の状況 

(6) 災害の発生状況及び防災上の教訓 

(7) 予想される災害の規模、被害の程度及びその対応策 

(8) 関係機関の防災業務計画、市町村の地域防災計画等 
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第19節 避難収容計画(県知事公室、県健康福祉部、県土木部、県教育庁、県
警察本部、市町村) 

 

１．緊急避難場所、避難所、避難路の整備及び選定(県土木部、県知事公室、市町村) 

(1) 避難場所 

① 一次避難場所及び広域避難場所(都市計画公園等)の整備計画(県土木部、市町村) 

県及び市町村は、大規模な地震・津波の発生時に周辺地区からの避難者を収容し、地震に伴

い発生する市街地大火から避難者の生命、身体を保護するために必要な規模及び構造を有する

避難場所(都市計画公園等)の整備計画を検討するものとする。 

② 地震発生時に使用可能な避難場所の選定(県知事公室、市町村) 

市町村は、住民の生命、身体の安全を確保するため、次の基準によりあらかじめ避難場所を

選定、整備するとともに、その所在地、名称、概況、収容可能人員等を把握しておくものとす

る。 

また、避難場所については案内標識、誘導標識等を設置し、平素から避難シミュレーション

訓練や防災訓練等を実施するなどにより住民に周知を図り、速やかな避難ができる体制を整備

しておくものとする。 

なお、専ら避難生活を送る場所として選定・整備された避難所と地震時等の緊急避難場所の

違いや、津波・風水害等の災害特性に応じて整理した緊急避難場所・避難所について、住民へ

の周知を図るものとする。 

ア 地震、火災からの避難を中心に考え、公園、緑地、学校等が適当であること。 

イ 周囲から火災が迫ってきた場合でも、避難場所内の住民の安全を確保するため、ある程度

以上の広さの空地を有すること。 

ウ 要避難地区住民のすべての住民(昼間人口も考慮する。)を収容できるよう配置するもので

    あること。 

エ 大規模な崖崩れ及び浸水の危険のないところ若しくは付近に多量の危険物等が備蓄されて

いないところであること。 

オ 地区分けをする場合には、町単位を原則とするが、主要道路、鉄道、河川等を境界とし、

住民がこれを横断して避難することはできるだけ避けること。 

カ 収容施設は、耐火及び耐震性の強い建造物であること。 

③ 津波発生時に使用可能な避難場所の選定(県知事公室、市町村) 

沿岸市町は、津波発生時に避難場所として使用可能なできるだけ高い建築物や高台などの緊

急避難場所の選定・整備に努める。 

 

(2) 避難路(県土木部、市町村) 

① 避難路の整備計画(県土木部、市町村) 

県及び市町村は、緊急避難場所等に通じ、避難者の迅速かつ安全な避難行動を確保するため

に必要な構造を有する道路、緑地又は緑道の整備及び案内標識、誘導標識等の整備に努めるも

のとする。 

② 地震発生時に安全な避難路の選定(市町村) 

市町村は、避難場所の選定に併せて、市街地の状況等に応じてあらかじめ避難路を選定、整
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備するものとする。 

また、避難者の迅速かつ安全な避難行動がとれるよう案内標識、誘導標識等も併せて整備す

るものとする。 

③ 津波発生時に安全な避難路の選定(市町) 

沿岸市町は、津波による危険が予想される地域について、緊急避難場所の選定、整備に併せて、

沿岸地域の状況等に応じて、あらかじめ避難路を選定、整備するものとする。 

また、避難者の迅速かつ安全な避難行動がとれるよう案内標識、誘導標識等も併せて整備する

ものとする。 

なお、津波発生時には徒歩による避難を原則としつつ、地域の実情に応じて自動車で安全かつ

確実に避難できる方策について検討するものとする。 

 

(3) 避難所の環境整備(県知事公室、県健康福祉部、市町村) 

市町村は、避難所として指定している建築物について、必要に応じ、換気、照明等避難生活の

環境を良好に保つための設備の整備に努めるものとする。 

また、できるだけ避難所の近傍で備蓄施設を確保し、食料、水、常備薬、炊き出し用具、毛布

等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 

 

 

２．避難勧告等の発令の判断基準の整理(県知事公室、市町村) 

市町村は、避難勧告等（避難準備（要援護者避難）情報、避難勧告及び避難指示を総称する）を

適切なタイミングで適当な対象地域に発令できるように、あらかじめ発令の判断基準を定めておく

ものとする。 

そのため、避難勧告等の発令・伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、どのような

対象区域の住民に対して避難勧告等を発令するべきか等の判断基準（具体的な考え方）について、

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成１７年３月）を参考にマニュアル

を整備するものとする。 

また、平時から津波発生時を想定した避難シミュレーション訓練を行うなど、発令の判断基準等

が適切かどうか確認を行うものとする。 

なお、県は、避難勧告等の発令基準等の策定状況を調査し、全市町村の策定等に向け、指導・助

言を行うものとする。 

 

３．避難誘導の事前措置(県知事公室、県警察本部、市町村、消防機関、関係機関) 

(1) 緊急避難場所等の周知徹底 

① 市町村は、大規模地震・津波発生時に的確な避難行動ができるように、平時から次の事項につ

いて住民に対する周知徹底に努めるものとする。 

なお、住民に対する周知徹底にあたって、防災マップ・津波ハザードマップの作成、案内標識、

誘導標識等の設置、講習会等を行うものとする。 

ア 緊急避難場所、避難所の名称及び場所 

イ 緊急避難場所、避難所への経路 

ウ 避難の勧告又は指示の伝達方法 
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エ 避難後の心構え 

② 警察は、市町村との連携をもとに、平素の活動を通じて地域住民に災害発生時の緊急避難場所、

避難所、避難経路及び避難時の留意事項等について周知徹底を図るものとする。 

  なお、その際、津波警報等が発令された場合を想定し、常に最も安全かつ効果的に誘導でき

る避難経路等の確認に努めるものとする。 

(2) 管理者対策 

病院、工場、事業所、デパート、駅等多数の者が出入りする施設の設置者又は管理者は、当該

施設内にいる者の避難を迅速かつ安全に行うため、具体的な避難計画を策定し、市町村長、消防

機関、警察等と綿密な連絡をとり、災害時に対処する体制を常に確立しておくものとする。 

 

４．避難所運営マニュアルの作成等(県知事公室、県健康福祉部、市町村) 

市町村は、災害時に設置される避難所について、プライバシー確保、男女共同参画の視点に配慮

した避難所運営、感染症予防・まん延防止及び食中毒発生予防等に対応する避難所運営マニュアル、

体調・栄養管理ができる医療関係者の配置、巡回基準等をあらかじめ作成するものとする。 

県は、市町村の速やかなマニュアル作成のため避難所運営ガイドラインや災害時の栄養管理ガイ

ドライン等を作成するものとする。 

また、県、市町村は、あらかじめ、避難場所の運営管理に必要な知識等の住民への普及に努める

ものとする。 

 

５．応急仮設住宅建設予定場所の選定(県健康福祉部、市町村) 

市町村は、周辺の医療機関、学校、商店及び交通機関などの場所を総合的に配慮して、民有地も

含めた応急仮設住宅建設予定地の確保を行っておくものとする。 

県は、応急仮設住宅建設予定地の確保を行うよう市町村に助言するものとし、県全体の確保状況

の把握・調整を行うものとする。 

 

６．帰宅困難者対策(県知事公室、市町村) 

県、市町村は、公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困難な者（帰宅困難

者）が発生する恐れがあることから、必要に応じて、滞在場所の確保などの帰宅困難者対策を行う。 

また、徒歩帰宅者を支援するため、コンビニ、小売業等関係団体との協定締結を促進するものと

する。 
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第２０節 災害時要援護者避難支援計画(県知事公室、県健康福祉部、市町 
村) 

 

 高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、難病患者や外国人などの災害時要援護者（以下「要援護者」

という）に配慮した災害予防対策を推進するための計画である。 

 

１．要援護者支援体制の整備 

(1) 対象者の把握 

市町村は、住民の中で災害時に他者の支援を必要とする要援護者とその必要な支援内容を把握

するものする。 

なお、把握にあたっては、同意方式、手上げ方式、共有情報方式などの方法が考えられるが、

それぞれの特性を考慮しながら、当該市町村の実情にあった方法を選択するものとする。 

また、把握した要援護者に関する情報は、プライバシーの保護の観点から慎重に取り扱うもの

とする。 

 

(2) 「避難準備（災害時要援護者避難）情報」の設定等 

市町村は、避難行動に時間を要する者（要援護者）が、指定された避難場所に避難する時間を

確保できるように、要援護者に対し早めの避難を呼び掛けるため「避難準備（災害時要援護者避

難）情報」を設定するとともに、判断基準を事前に定めるものとする。 

なお、設定にあたっては、自主避難の呼び掛け、避難注意情報等の情報を「避難準備（災害時

要援護者避難）情報」に標準化するとともに、住民への周知徹底に努めるものとする。 

 

(3) 情報伝達体制の整備及び情報伝達への配慮 

市町村は、消防団や自主防災組織等、従来から地域防災の中心となっている団体等への情報伝

達責任者（班）を明確にし、要援護者への情報伝達経路を整備するものとする。 

なお、伝達網の整備にあたっては、伝達者の不在を想定した複数のルート化等に配慮するもの

とする。 

また、情報伝達にあたっては、災害時における緊急情報は音声（サイレンや放送等）による情

報伝達が中心となるため、要援護者の特性（特に、聴覚障がい者、判断能力が不十分な要援護者、

外国人等）を踏まえて伝達手段や伝達方法を工夫するなど配慮するものとする。 

 

(4) 避難誘導の支援、安否確認の体制づくり 

① 支援者の選定等 

災害発生直後に、行動等に制約のある要援護者の避難誘導を迅速に行うためには、同居の家

族や避難支援者の他、近隣住民の積極的な協力が必要であり、市町村は、自助、地域（近隣）

の共助の順で要援護者に取ってできるだけ身近な者から避難支援者を定めるものとする。 

また、市町村は、自助・共助による支援が受けられない要援護者を把握し、必要な支援内容

や避難支援者を定めるため、関係機関（消防団、警察を含む）、自主防災組織、介護保険事業

者や社会福祉施設関係者、障がい者団体等の福祉関係者、患者搬送事業者（福祉タクシー等）、

地元企業等の様々な機関等と連携を図るものとする。 
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② 関係機関等の役割分担 

災害時の避難誘導、安否確認等を適切に行うためには、避難支援者を中心とした地域住民の

協力が不可欠であるため、市町村は、避難支援者、自主防災組織、自治会・町内会等、民生委

員・児童委員、身体障害者相談員、知的障害相談員等と連携を図り、災害発生時にそれぞれ具

体的にどのような支援を行うのかという役割分担や避難誘導の経過や安否確認の結果の情報

集約方法などについて共通認識を持っておくものとする。 

③ 避難誘導の支援体制づくり 

在宅の要援護者を緊急避難場所等へ避難誘導するためには、平時から災害時要援護者に関す

る情報の把握・共有、避難支援者を中心とした近隣のネットワークづくりを進め、地域住民同

士の協力関係をつくることが重要であるので、市町村は、避難支援計画を作成し、地域住民に

十分説明するとともに、研修や避難訓練を実施するなど、要援護者の避難支援に対する地域住

民の理解促進を図るものとする。 

また、要援護者は、災害発生時における助力を地域住民に円滑に依頼できるように、日ごろ

から地域住民とのつながりを保つことが重要である。 

さらに、市町村は、避難所等の所在地を示す避難誘導標識や避難地案内板の設置を進めると

ともに、要援護者に配慮したわかりやすい標記等に努めるものとする。 

要援護者の安全な避難は時間を要する場合もあることから、平時から、要援護者が参加する

避難訓練の実施等を通じて、避難支援者と共に避難方法や避難経路等の確認を行い、円滑な避

難が可能となるよう努めるものとする。 

④ 安否確認の体制づくり 

市町村は、災害発生時に速やかに要援護者の安否確認が行えるように、日ごろから社会福祉

施設等の要援護者と関係する各施設、居宅介護支援事業者、関係団体（障がい者団体、患者団

体、老人クラブ等）等と連携を図るなど、安否確認の体制を整備するものとする。 

 

(5) 避難所の確保 

既存の避難所について、市町村及び避難所となる施設の管理者は、必要に応じてバリアフリー

化を行うなど、要援護者の利用を考慮した施設整備を進めるものとする。 

また、市町村は、病院、社会福祉施設の活用を含め、障がい者等の要援護者の特性に応じた専

用の避難所(福祉避難所)の設置及び指定を進め、県は県全体の指定状況の把握・調整を行う。 

 

(6) 物資の備蓄等 

物資の備蓄については、食糧、飲料水、日常生活用品などの他、介護用品、医薬品等の準備を

行うとともに、高齢者用のお粥や乳児用の粉ミルク等、要援護者に配慮した備蓄に心掛けるもの

とする。 

 

２．要援護者支援の円滑な実施のための方策 

(1) 避難支援計画の策定 

市町村は、前述の体制整備を踏まえて、要援護者支援を円滑・的確に実施するため、要援護者

に関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）を平時から収集し、電子データ、ファ

イル等で管理・共有するとともに一人ひとりの要援護者に対して複数の避難支援者を定める等、
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具体的な避難支援計画（避難支援プラン）の策定に努め、県は策定支援を行う。 

また、策定された避難支援計画については、定期的に確認を行うものとする。 

なお、避難支援計画は、市町村の要援護者全体に係る全体計画と要援護者一人ひとりに対する

個別計画で構成されるものであり、作成にあたっては、「熊本県災害時要援護者避難体制指針」

(平成18年1月策定）及び「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平成18年3月策定）を参

考とすること。 

 

(2) 災害時要援護者支援班の設置 

市町村は、要援護者の避難支援業務を的確に実施するため,福祉部局を中心とした横断的な組

織として「災害時要援護者支援班」の設置に努めるものとする。 

災害時要援護者支援班は、平時には、要援護者情報の共有化、避難支援計画の策定、要援護者

参加型の防災訓練の計画・実施、広報等を行い、災害時には、避難準備情報等の伝達業務、避難

誘導、安否確認・避難状況の把握などの業務を行う。 

 

(3) 災害時要援護者避難対策会議（仮称）等の設置 

消防本部、消防団、警察、自主防災組織、避難支援者等の第三者への要援護者情報の提供に

ついては、個人情報保護の観点から、情報を受ける側の守秘義務を確保することが重要である

が、保有個人情報の目的外利用・提供ができる場合があることを参考にしつつ、積極的に取り

組むことが必要である。 

なお、登録情報の共有の方法として、上記関係団体等で構成する災害時要援護者避難対策会

議（仮称）等の設置が考えられる。 
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第21節 医療保健計画(県健康福祉部、市町村、日赤県支部、県医師会、熊大
医学部付属病院等) 

 

 大規模な地震・津波災害においては、広域的に多数の傷病者が発生することが予想され、被災地域

内で十分な医療が提供されないおそれがある。このため、平時から県、市町村及び医療関係機関等は、

以下に掲げるところにより災害時の医療保健体制の充実を図る。 

 

１．医療施設の安全性の確保 

(1) 県及び市町村は、医療施設に対する安全性を確保するため、医療施設の管理者が実施する以下

の事項に関し、必要に応じて指導、助言を行う。 

① 医療施設における耐震性その他安全性を確保すること。 

② 医療施設の職員に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。 

③ 医療施設の職員及び入院患者に対し、避難訓練を実施すること。 

④ 医療施設の入院患者の避難路の確保と周知を行うこと。 

 

(2) 県は、医療機関の管理者に対し、医療施設における消火器具、警報器、避難用器具等の整備

保全及び電気器具、石油その他の危険物の適切な管理について指導を行う。 

 

(3) 県は、放射性同位元素、病原微生物、毒物類等の保健衛生上危害を生ずるおそれのある物を

取り扱う医療施設の管理者に対しては、災害の発生時におけるこれらの物の取り扱いについて

指導を行う。 

 

２．災害時における医療救護体制の整備 

(1) 体制整備の基本的考え方 

① 県は、あらかじめ災害による被害の規模に応じ、二次保健医療圏(保健所)における災害時医

療体制の整備に努める。 

② 県は、熊本県広域災害・救急医療情報システムを拡充強化し、災害時における情報の収集及

び連絡体制の整備に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行うものとする。 

③ 県は、熊本県保健医療推進協議会、２次医療圏毎の地域保健医療推進協議会及び救急医療専

門部会を通じて、日頃から災害時の医療に関係する諸機関・団体等の連携強化に努める。 

④ 市町村は小学校単位等を配慮し、行政区域ごとの救護体制の整備を図る。 

⑤ 全ての病院等は、災害時における救急患者への医療支援に備え、災害時における情報の収集、

発信方法、救急患者の受け入れ方法、救護班の派遣方法等を記したマニュアルの作成に努める。 

 

(2) 医療救護体制の整備 

   ① 県は、あらかじめ職員(本庁、県立病院、保健所等)による医療救護班、薬剤管理班、防疫

班及び保健指導班を編成しておく。 

   ② 県は、各医療関係団体間における県内及び県外との災害時の相互支援に関する協定等の締

結状況を把握する。 

   ③ 県は、日赤県支部、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会等医療関係団体及
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び陸上自衛隊熊本病院に対して、あらかじめ災害時における医療救護体制、特に緊急派遣が

可能な医療救護班等の編成状況等の把握に努める。 

   ④ 市町村立病院等を設置する市町村にあっては、あらかじめ職員による医療救護班等を編成

しておく。 

また、県はあらかじめ各市町村の医療救護班等の編成状況の把握に努める。 

⑤ 日赤県支部は、指定公共機関として医療救護体制を整備する。 

   ⑥ 県医師会は、指定地方公共機関として医療救護体制を整備する。 

   ⑦ 災害拠点病院（別冊資料編参照）は、災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）

の編成に努めるとともに傷病者の受入体制や医療用資器材の貸出し機能を整備する。 

   ⑧ 県は、ＤＭＡＴを保有する病院のうち、ＤＭＡＴの派遣に協力する意志のある病院をＤＭ

ＡＴ指定医療機関（別冊資料編参照）に指定し、派遣に関する協定を締結する。 

   ⑨ ＤＭＡＴ指定医療機関は、実働可能なＤＭＡＴの確保に努めるとともに、ＤＭＡＴ隊員で

ある医師の中から統括ＤＭＡＴ※注を確保するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

   ⑩ 県は、医療機関と協力し、広域災害時におけるＤＭＡＴ等の派遣及び受入体制の整備を進

める。 

   ⑪ 公的病院等においては、熊本県公的病院災害ネットワークにより相互の連携を図り、応援

体制を整備する。 

   ⑫ 熊本大学附属病院は、特定機能病院として機能強化を図り、重篤な傷病者の受入れ体制を

整備する。 

   ⑬ 各機関、団体は災害に備え医療救護班の派遣訓練を行う。また、多発外傷、挫滅症候群、

広範囲熱傷など震災で多発する重篤救急患者の対応研修を実施する。 

   ⑭ 各機関、団体は大規模な地震・津波災害に備え患者の受け入れ訓練等を適宜実施する。 

 

３．災害時における救急患者等の搬送体制の確保 

 (1) 県は、災害時における救急患者及び医療救護活動従事者の搬送のため、平時から陸路、海路、

空路を利用した複数の搬送手段の確保に努める。 

 

 (2) 県は、前項の搬送を円滑に進めるため、警察、消防、自衛隊、海上保安庁等緊急輸送に関係す

る機関と搬送に関する実動訓練等を実施するなど連携を図る。 

 

４．災害時における医療ボランティアとの連携 

県は、災害時において医療ボランティアの確保、受け入れに係る調整を行い、適切な医療スタッ

フの配置を図るため、平時から医療ボランティアの把握に努め、受け入れ体制の確立に努めるもの

とする。 

 

※「統括ＤＭＡＴ」 
  厚生労働省が実施する「統括ＤＭＡＴ」研修を終了し、厚生労働省に登録された者。 
  統括ＤＭＡＴは、通常時には、ＤＭＡＴに関する研修や県の災害医療体制に関する
助言等を行い、災害時には、ＤＭＡＴの活動方針の決定やＤＭＡＴの指揮、関係機関
との調整等を行う。 
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５．災害時における医薬品、歯科用品等(以下「医薬品等」という。)の安定供給の確保対

策 

 (1) 県は、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び伝達のため、各種団体と緊急連絡

網を整備するものとする。 

 

 (2) 県は、初動医療のための医薬品等（６千人分）を県内６カ所に１千人分ずつ分散して備蓄する

ものとする。備蓄の現状は別冊資料編のとおりである。 

    なお、備蓄医薬品等については、適宜、品目・数量等の点検及び見直しを実施するものとする。 

 

 (3) 県は、災害時の医療品等確保のための中長期的対策として、医薬品等供給団体及び医療機関等

の協力を得て、医薬品等の安定確保に努めるものとする。 

 

 (4) 県は、医療施設の医療機器の修理、交換等に関する関係者間の連絡体制等の整備を図るととも

に、技術者の有効な交通手段の確保を図るものとする。 

 

(5) 県は、災害時における医薬品等の搬送の際の緊急車両としての通行許可について考慮するとと

もに、陸上交通遮断等を想定し、船舶の確保あるいは防災消防ヘリコプター及び自衛隊のヘリコ

プター等の活用を含めて、医薬品等の搬送体制の確保を図るものとする。 

 

 (6) 他県からの医薬品等応援物資の受け入れ、他県への支援の際には、専門知識を有する者が不可

欠であるため、県薬剤師会等との連携を密にし、マンパワーの確保を図るものとする。 

 

 (7) 県は、医薬品等の供給確保を図るうえで必要な事項について、医薬品等供給関係団体との間で

協定を締結し、適宜、協定内容の充実・強化に努めるものとする。 

 

６．災害時における後方支援体制の確保 

(1) 被災地域外医療機関等の協力確保 

県は、被災地域内の医療活動で対処することが困難な規模の災害が発生した場合における災害

時救急医療を確保するため、県内医療関係団体における支援体制の確立に努めるものとする。 

 

 (2) 「九州・山口９県災害時応援協定」等の運用 

    県は、県単独で対処することが困難な規模の災害が発生した場合における医療を確保するた

め、「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づき、他県との災害時の相互協力体制の確立に

努めるものとする。 

 

７．防疫体制の整備 

 (1) 講習会、研修会等の実施 

    県及び市町村は、防疫業務担当者に対して、関係法令、実務等に関する講習会、研究会等を

実施することにより、災害時の防疫活動の迅速かつ適切な確保に努めるものとする。 
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(2) 防疫班等の整備 

① 県及び市町村は、あらかじめ災害時における防疫体制を確立するための防疫班を編成する

ものとする。 

   ② 県は、災害時の防疫活動に必要な医薬品等の供給に支障を来さないよう、日頃より各関係

団体等から医薬品等の需給状況について情報収集を行うものとする。 

また、県は、緊急時における消毒等の防疫活動のための薬剤、機器、機材を各保健所に備

蓄するものとする。 

③ 市町村は、災害時の防疫活動のための薬剤、機器、機材等を整備し、あらかじめ周到な防

疫計画を立てておくものとする。 

 

(3) 検病体制の整備 

県は、あらかじめ災害時における検病調査班を編成するものとする。 

 

(4) 近隣県との応援体制 

    県は、あらかじめ災害時における近隣県との防疫体制に関する応援体制の整備を図るものと

する。 

 

８．個別疾患等に対する医療の確保 

(1) 難病、人工透析 

① 県は、あらかじめ人工呼吸器装着患者、酸素療法患者等特別な配慮を要する難病患者、透析

患者等の受療状況及び治療に必要な施設を有する医療機関の把握に努めるものとする。 

   ② 県は、あらかじめ関係団体との連携のうえ、医療機関における医薬品等の確保状況の把握に

努めるものとする。 

 

(2) 妊婦、新生児 

   ① 県は、あらかじめ、高度医療を必要とする妊婦、新生児について、医療機関の受入状況の把

握に努めるものとする。 
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第２２節 災害ボランティア計画（県関係各部、関係機関） 

 

 大規模又は甚大な災害が発生し救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合、行政だけでは対応できない

被災者のニーズや被災者一人ひとりに対するきめ細やかな支援が必要であり、ボランティアによる活

動が大きな力として期待されている。 

災害時のボランティア活動は、被災者の自立や被災地の一日も早い復興を支援するものであり、救

援活動に携わるボランティア（個人・団体）は、自主性、主体性を持ちながらも、被災地での救援活

動を行うにあたっての基本的なルールを順守し、地域の関係機関等と相互に協力しながら活動を展開

することが求められている。 

 また、災害発生時においては、地域住民相互の助け合いが不可欠であることから、平時から地域住

民のボランティア活動に対する意識を高めるとともに、地域住民や地域の関係団体等がお互いに助け

合い、支え合うようなしくみづくりを進めていくことが重要である。 

 そこで、災害発生時におけるボランティアによる救援活動が円滑かつ効果的に展開できるよう、熊

本県（以下「県」という。）、熊本県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）、日本赤十字社熊

本県支部（以下「日赤県支部」という。）、熊本県共同募金会（以下「県共募」という。）の連携の

もと、平時から、以下の事業を積極的に推進することで体制整備を図る。 

 

 

１．地域福祉の推進 

  市町村や市町村社協は災害発生時に要援護者の避難誘導や地域住民の安全確認、避難所運営、被

災者のニーズ把握、また円滑かつ効果的な災害ボランティア活動を展開するため、平時からその地

域における住民やボランティア、ＮＰＯ、社会福祉法人等と協力して、誰もが安心して暮らせるよ

う住民見守り活動や小地域ネットワーク活動などのまちづくり活動を進めるものとする。 

  また、ふれあいいきいきサロンや民生委員・児童委員協議会、老人クラブ、区長会等、地域の各

種会合の際に、防災や災害時対応等について考えてもらう機会も積極的に取り入れるようにする。 

 

２．関係機関との協働体制の構築 

 ① 県、県社協、日赤県支部、県共募等の関係機関は、平時から地震・津波災害を想定したボラン

ティアセンター設置運営訓練等を実施するなど、各機関相互の役割を明確にし、連携強化に努め

るものとする。 

 ② 市町村や市町村社協等は、自治会、民生委員・児童委員、ボランティア、ＮＰＯ、社会福祉施

設等の関係機関・団体等と、日頃から、各種事業をとおして顔の見える関係を築いておくととも

に、特に災害発生直後の混乱した時期における初動体制等を定めたマニュアルを各関係機関・団

体の合意のもと策定し、地震・津波災害を想定したボランティアセンター設置運営訓練等を実施

するなど、各関係機関・団体相互の役割を明確にし、連携強化、情報の集約体制等の強化に努め

るものとする。 

また、災害発生時に近隣市町村との連携が円滑になされるよう、平時から市町村社協間での応

援協定の締結等による連携に努めるものとする。 
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３．ボランティアの養成、登録、体制整備 

災害発生時のボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボランティアの養成や登録システム

を整備する。 

 ① 県ボランティアセンター及び市町村ボランティアセンターは、災害時に必要な自己責任、自己

完結型のボランティア活動のあり方などについての理解を深めるため、研修会、啓発事業などに

より普及啓発を行うほか、災害発生時における連絡体制、活動内容などに関するルールづくり等

に努める。 

 ② 市町村ボランティアセンターは、災害発生時にボランティアとして活動できる個人やボランテ

ィア関係団体を事前に登録しておくとともに、当事者の了解のもと、県ボランティアセンターに

登録情報を提供する。 

 ③ 日赤県支部は、災害ボランティアの養成に努め、その効果的な活用を図るため、市町村ボラン

ティアセンターへの登録を促進するとともに、本人の了解のもと、市町村ボランティアセンター

及び県ボランティアセンターに、日赤県支部が養成した災害ボランティアの情報を提供する。 

 ④ 県による専門ボランティア登録制度 

県において、養成または登録を行っている専門ボランティアは、次のとおり。 

                                  （平成２３年３月現在） 
 

        登録種別  
熊本県被災建築物応急 
 
危険度判定士認定制度 

 
砂防ボランティア登録制度 

 
熊 本 県 被 災 宅 地 危 険 度 
 
判 定 士 認 定 制 度 

登録制度開始時期    平成８年５月    平成９年７月     平成１０年３月 

登 録 資 格  一級、二級建築士で講習 
受講者 

    な し 
（斜面判定士資格を所有 
することが望ましい。） 

地方公共団体等の職員や１ 
級土木施工管理技士等で、 
土木・建築技術に関する実 
務経験を有する者で講習受 
講者 

登 録 者 数 １，２６２名 ８８名 １６９名(4/1～) 

研 修 の 内 容  ５年毎に講習会実施  年一回講習会及び現地 
研修会を開催 

随時講習会実施 

活 動 内 容   地震による被災建築物 
の危険度の判定 

 砂防知識の普及啓発、 
 土砂災害危険箇所の点 
検、砂防施設の点検 

 地震等により被災した宅 
地の危険度判定 

そ の 他   熊本県砂防ボランティ 
ア協会(任意団体)を作っ 
ている 
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４．ボランティアの受入体制の整備 

県ボランティアセンターは、大規模な地震・津波災害発生時に県内外から訪れるボランティアが

円滑に活動できるように、平時から県内外のボランティアセンター等と連携を図るなど、受入体制

の整備を行うものとする。 

 

５．ボランティアコーディネーターやボランティアリーダーの養成及び資質の向上 

災害発生時にボランティアの需給調整や関係機関との連絡調整等を行うボランティアコーディネ

ーターやボランティアリーダーは被災地センターを円滑に運営するに当たって重要な役目を担って

いる。 

そこで、県ボランティアセンターや市町村ボランティアセンターは、研修会などを通してボラン

ティアコーディネーター、ボランティアリーダー等を計画的に養成するとともに、その資質の向上

に努める。 

また、県社協や市町村社協は、県や市町村と連携を図り、平時からボランティアコーディネータ

ーをボランティアセンターに配置するなど、災害時の活動調整の強化に努めるものとする。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 ３ 章 
 
 

災 害 応 急 対 策 計 画 
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第１節 組織計画（熊本県） 

 

１．災害対策本部等の設置基準 

  本県の地域に大規模な地震・津波が発生し又は発生するおそれがある場合等には、応急対策活動を

強力に推進する中心的な組織として、県及び市町村においては災害対策基本法第23条に基づき災害対

策本部を設置するものとする。 

 (1) 熊本県災害対策本部 

  ① 県内で震度６弱以上の地震が発生した場合（自動設置） 

  ② 災害が発生し又は発生するおそれがあり、その規模及び範囲からして本部を設置し、応急対策

を必要とする場合。 

  ③ 前記②のほか、激甚災害で特に応急対策を実施する必要がある場合 

 

 (2) 熊本県現地災害対策本部 

    被災地が災害対策本部から遠隔地の場合、災害対策本部と地方災害対策本部との通信連絡に円

滑を欠く場合その他必要に応じて、主要被災地に設置する。 

 

(3) 地方災害対策本部 

  ① 管内で震度６弱以上の地震が発生した場合（自動設置） 

  ② 熊本県災害対策本部が設置を指示した場合 

  ③ 管内に大規模な災害が発生した又は発生するおそれがあり、地域振興局長又は熊本土木事務所

長が地方災害対策本部を構成する地方機関の長と設置について協議し、設置が必要とされた場合

なお、地方災害対策本部を設置したときは、地方災害対策本部長は、速やかに県災害対策本部に

その旨を報告するものとする。 

 

 

２．非常(緊急)災害現地対策本部との連携 

  熊本県災害対策本部は、国が非常(緊急)災害現地対策本部を設置したときは、国の当該現地対策本

部と密接な連携を図り、適切な災害応急対策の実施に努めるものとする。 
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第２節 職員配置計画（県、市町村） 

 

 災害が発生し又は発生するおそれがある場合における職員の配置体制、動員方法等について定め、応

急措置の円滑な実施を期する。 

 

１．指揮系統 

  大規模地震が発生した場合、知事の指揮のもとに次の指揮系統により迅速かつ的確な応急対策を実

施するものとする。 

 (1) 命令系統 

  ① 大規模地震が発生した場合、知事の指揮により直ちに災害対策本部の設置等災害応急対策の活

動体制を整えるものとする。 

  ② 知事に事故があった場合は、副知事、知事公室長の順位で指揮を執るものとする。 

  ③ 知事が交通遮断等のために登庁することが困難な場合は、防災消防ヘリコプターにより移動を 

行うものとする。 

 (2) 連絡系統 

  ① 県内で震度６弱以上の地震が発生した場合、危機管理防災課長は、直ちに知事、副知事に連絡

を行い、必要な指示を受けるものとする。また、各部局長にも速やかに連絡するものとする。 

  ② 指揮系統に属する者は、在勤公署を離れる場合は常に携帯電話を所持するものとする。 

  ③ 電話回線途絶により連絡不能な場合、危機管理防災課長は、使者の派遣等により知事に連絡す

るものとする。 

 (参考)指揮系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 震度５強以下でも被害が甚大な場合は、この系統に準ずる。 

知 事 ・副 知 事 へ 連 絡
庁 内 放 送 （常 時 携 帯 電 話 所 持 ）

地 　　震 　　覚 　　知

各
部
局
長
へ
連
絡

地 震 （震 度 ６弱 以 上 ）の 発 生

危 機 管 理 防 災 課 受 信

秘 書 課 へ 連 絡

知 事 ・副 知 事 へ 連 絡

各 部 局 長 等 の 招 集

各
部
局
長
へ
連
絡

勤 務 時 間 内 勤 務 時 間 外

対 策 会 議 の 開 催

対 策 会 議 の 開 催

各 部 局 等 で 応 急 対 策 の 実 施

地 震 （震 度 ６弱 以 上 ）の 発 生

防 災 セ ン ター

危 機 管 理 防 災 課 受 信

知 事 ・副 知 事 登 庁

各 部 局 長 等 の 招 集

対 策 会 議 の 開 催

各 部 局 長 で 応 急 対 策 の 実 施

使 者
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２．組織の確立 

  地震・津波による災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、次の措置を講じるものとする。 

 

 (1) 職員の配置 

  ① 地震発生による災害が予想され、これに関する情報が発表された場合 

    危機管理監は、必要に応じ関係部課長を招集し、情報を検討のうえ職員を配置し情報の収集に

当たらせるものとする。 

 

  ② 第１警戒体制  

   県内で震度４の地震が発生した場合又は津波注意報が発表された場合は、次のような体制をとる

ものとする。 

ア 地震津波情報の伝達及び被害情報の収集を行うため、危機管理防災課・消防保安課職員３人

による警戒体制をとるものとする。 

危機管理防災課・消防保安課職員は、必要に応じて被害情報等を関係各部へ連絡するものと

する。 

なお、各地域振興局総務部及び熊本土木事務所においては、それぞれの地域条件等を考慮

して、実情に即した方法で職員の配置計画を定めておくものとする。 

イ 初動期における道路情報及びダム、海岸保全施設、感潮区域に係る堤防及び砂防施設等施設

の状況の把握は極めて重要であるので、道路保全課、道路整備課、河川課及び砂防課職員並び

に関係地域振興局土木部、熊本土木事務所及びダム管理所職員による調査体制を整備し、県管

理道路及び河川関係施設の緊急調査を行い、地震情報を収集するものとする。(津波注意報の

み発表された場合は除く。) 

 

  ③ 第２警戒体制 

   県内で震度５弱若しくは５強の地震が発生した場合又は「津波」の津波警報若しくは「大津波」

の津波警報が発表された場合(以下「震度５弱・強の地震発生又は津波警報の発表」という。)は、

災害警戒本部を設置（自動設置）し、配置体制による警戒体制を整えるものとする。 

   勤務時間外に県内で震度５弱・強の地震発生又は津波警報の発表をテレビ、ラジオ等で確認し

たときは、関係課職員は直ちに自主登庁をするものとする。 

   なお、職員が登庁していない課については、危機管理防災課・消防保安課職員が連絡を行い、

警戒体制を整えるものとする。 

   関係課においては職員の参集に遺漏のないよう、あらかじめ職員の参集系統、参集順位、連絡

方法等について具体的に計画しておくものとする。 

   各地域振興局及び熊本土木事務所においては、県本庁における職員配置に準じて、管内関係出

先機関と連携して、情報の収集、伝達体制を整えるものとする。 

 

  ④ 県内で震度６弱以上の地震が発生した場合 

   職員全員が対応するものとし、災害対策本部を設置（自動設置）するものとする。 

勤務時間外に県内で震度６弱以上の地震をテレビ、ラジオ等で確認した場合、職員は直ちに自
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主登庁をするものとする。 

   ただし、道路の遮断や公共交通機関等の不通により登庁できない場合は、所属長へその旨を連

絡するとともに、最寄りの県関係機関に出向き、応急活動に従事するものとする。 

なお、県は、勤務時間外に県内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、報道機関に対して、

テレビ、ラジオによる職員参集の放送を依頼するものとする。 

 

 ⑤ 待機場所 

   上記①～④の配置体制時における職員の待機は各課において行うものとする。 

ただし、③及び④の場合には、各部局(若しくは関係課)の１人は、情報連絡室に情報連絡員とし

て待機するものとする。 

 

⑥ 災害対策本部の設置場所 

   災害対策本部の設置場所は、次の順位により確保するものとする。 

Ⅰ 県庁舎  Ⅱ 熊本土木事務所   Ⅲ 宇城地域振興局 

 

 

(2) 本部会議 

    本部長は、災害対策本部を設置したときは、直ちに本部会議を開催し、応急対策について協議

するものとする。 

なお、本部員は本部会議の決定に基づき、所属部員を指揮して応急対策に万全を期するものと

する。 

 

 

３．被災市町村等への職員派遣（県、市町村） 

県は、大規模な地震・津波災害が発生した場合、熊本県現地災害対策本部、地方災害対策本部、市町

村災害対策本部からの情報等により、被災市町村単独では十分な災害対応ができないと判断した場合は、

被災市町村応援のための職員の派遣を検討する。
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  (参考)職員の参集基準 
警戒体制 震度等 職員配置体制 参  集  方  法 

第1警戒体制 ４ 
・ 

津波 
注意報 

  危機管理防災課・消防保安課 3人 
  道路保全課 
 道路整備課   2人 
河 川 課 ※3人 

 港 湾 課   1人 
砂 防 課   1人 

 (津波注意報の場合は除く) 
 ◎必要に応じ関係 
 各部局に連絡 

勤務時間内 
熊本地方気象台⇒防災情報提供装置 

危機管理防災課長が担当職員へ指示 
勤務時間外 

熊本地方気象台⇒防災ｾﾝﾀｰ⇒ 
危機管理防災課長⇒担当職員登庁 

 
※３人のうち２人(ダム班)については、各管理ダ
ムの操作規則による洪水調整時に限る。 

第2警戒体制 
(災害警戒本
部) 
［自動設置］ 

５弱 
又は 
５強 
・ 

津波又は 
大津波の 
津波警報 

 人 事 課 
 企 画 課 
 健康福祉政策課 
 環境政策課 
 商工政策課 
 農林水産政策課 

監 理 課 
広 報 課 

市町村行政課･市町村財政課 
危機管理防災課・消防保安課 

道路保全課 
道路整備課 

 河 川 課 
企業局総務経営課 
教育政策課 
警備第二課 

＊砂 防 課 
＊建 築 課 
＊港 湾 課 

勤務時間内 
熊本地方気象台⇒防災情報提供装置 
⇒広報課(庁内放送)⇒関係職員 

 
勤務時間外 

職員の参集に遺漏のないようあらかじめ職員
の参集系統、参集順位、連絡方法等について具体
的に計画しておく。 
 震度５弱・強の地震発生又は津波警報等の発表 
をテレビ、ラジオ等で確認した場合は、直ちに自 
主登庁するものとする。 
 なお、職員が登庁していない部局については、 
危機管理防災課・消防保安課職員が連絡を行い警 
戒体制を整えるものとする。 
 
※人員は、各課最低２人以上とし、必要に応じ各
部により増員するものとする。 
 
＊熊本県災害情報連絡本部規程第４条第４項の
規程に基づき本部長が指名した関係課 

災害対策本部 
［自動設置］ 

６弱 
以上 全 職 員 

勤務時間内 
熊本地方気象台⇒防災情報提供装置 
⇒広報課(庁内放送)⇒全職員(災害対策本部分 

掌事務に従い対応) 
 
勤務時間外 

勤務時間外に強い地震(震度６弱以上)が発生

した場合は、直ちに職員自ら情報収集に努め、自

主的に登庁するものとする。 

ただし、道路の遮断や公共の交通機関等の不通 

により登庁できない場合は、所属長にその旨伝え 

るとともに、最寄りの県関係機関に出向き応急活 

動に従事する。 

なお、震度６弱以上の場合は、報道機関(放送 

機関)に対し、職員に対する情報提供・参集の放 

送依頼を行う。 
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第３節 災害警備計画（県警察本部） 

 

１．警備方針 

 警察は、地方機関その他の関係機関との緊密な連携の下に災害警備対策を推進し、災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合には、早期に警備体制を確立して、情報の収集に努め、住民等の生命及び

身体の保護を第一とした災害警備活動等に努めるものとする。 

 

２．警察の任務 

  災害時における警察の任務は、次に掲げるものとする。 

 (1) 被災者の救出救助 

 (2) 緊急交通路の確保等交通秩序の維持 

 (3) 被害実態の早期把握及び災害関連情報の収集・伝達 

 (4) 被災地域における社会秩序の維持 

 (5) 検視及び行方不明者の捜索、遺族支援 

 (6) 県民の安全確保と不安解消のための広報 

 (7) 避難誘導及び二次災害の防止  

 (8) その他必要な警察業務 

   

 

３．組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広 域 緊 急 援 助 隊 を含 む ）

（広 域 緊 急 援 助 隊 を含 む ）

（広 域 緊 急 援 助 隊 を含 む ）

機 動 装 備 隊

機 動 警 察 通 信 隊

警 　備 　部 　隊

交 　通 　部 　隊

刑 　事 　部 　隊

航 　空 　隊

熊 　　本 　　県 　　警 　　察
災 　　害 　　警 　　備 　　本 　　部

警
備
班

警
務
班

生
活
安
全
班

刑
事
班

交
通
班

通
信
班
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４．分掌事務 

災害警備本部における分掌事務は、次のとおりである。 
 

班  名 分     掌     事     務 

 

警 備 班 

(実施・情報) 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 警備本部の庶務に関すること。 

３ 気象情報、被害調査、警備部隊の運用、警備実施に関すること。 

４ 県外部隊(広域緊急援助部隊)の派遣要請に関すること。 

５ 被災者の救出・救助に関すること。 

６ 帰宅困難者対策に関すること。 

７ 災害警備情報に関すること。 

 

 

 

 

警 務 班 

１ 警察職員の救護、福利厚生に関すること。 

２ 予算、宿泊、補給、装備資機材等に関すること。 

３ 県外部隊の受援連絡に関すること。 

４ 警察施設の被害調査に関すること。 

５ 公安委員会に関すること。 

６ 広報に関すること。 

７ 報道対策に関すること。 

８ 現場活動の記録に関すること。 

 

生活安全班 

１ 各種犯罪の予防等地域安全対策に関すること。 

２ 暴利事犯の取締りに関すること。 

３ 危険物、鉄砲、火薬類等の保管、取扱い等に対する指導等に関すること。 

４ 通信統制、無線自動車の運用等に関すること。 

刑 事 班 

(捜査・鑑識) 

１ 犯罪捜査に関すること。 

２ 検視及び身元確認に関すること。 

３ 遺族支援に関すること。 

４ 遺体の引渡し等に関すること。 

 

交 通 班 

１ 交通規制及び緊急交通路の確保に関すること。 

２ 緊急通行車両の確認及び標章の交付に関すること。 

３ 交通情報の収集、提供及び交通総量抑制に関すること。 

４ 交通指導、取締りに関すること。 

５ 信号機の滅灯対策に関すること。 

 

通 信 班 

１ 警察通信の管理保全に関すること。 

２ 応急通信に関すること。 

３ 機動警察通信隊の運用に関すること。 
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第４節 応援要請計画(関係各部、関係機関) 
 

１．関係機関との相互連絡(県知事公室、関係機関) 

 (1) 国との関係(県知事公室、関係各部) 

    県は、災害応急対策又は災害復旧のために必要があると認めるときは、指定行政機関又は指定

地方行政機関の長に対し職員の派遣を要請し、或いは内閣総理大臣に対し指定行政機関又は指定地

方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求め、災害対策に万全を期するものとする。 

  なお、当該要請又は斡旋に当たっては、次の事項を明示するものとする。 

① 派遣を要請する(あっせんを求める)理由 

② 派遣を要請する(あっせんを求める)職員の職種別人員 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤ その他職員の派遣について必要な事項 

 

(2) 防災会議構成機関(関係機関) 

  大規模地震発生時には、その被害が拡大することが予想され、単一の防災関係機関のみでは、

応急対策活動に当たって支障をきたすことから、各機関は平常時から関係機関し十分に協議して、

応援協力体制を確立しておくとともに、災害時には適切な応援協力を図るものとする。 

 

２．自衛隊災害派遣要請(県知事公室、市町村、関係機関) 

自衛隊の派遣要請については、別節自衛隊災害派遣要請計画によるものとする。 

 

３．「九州・山口９県災害時応援協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に

関する協定」等に基づく応援要請(県知事公室 関係各部) 

県は、大規模地震・津波が発生し、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、「九州・

山口９県災害時応援協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」等に基づき、

次の事項について関係県に対して直接又は幹事県等を通じて応援を求めるものとする。 

(1) 職員の派遣 

 (2) 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

 (3) 避難・収容施設及び住宅の提供 

 (4) 緊急輸送路及び輸送手段の確保 

 (5) 医療支援 

 (6) その他災害応急措置の応援のため必要な事項 

 

４．「熊本県市町村災害時相互応援に関する協定」に基づく応援要請（県、市町村） 

県内の市町村は、その区域において地震等の災害に被災した市町村が単独では十分な応急の復旧対

策が出来ない場合に、熊本県市町村災害時相互応援に関する協定に基づき、応援を行うものとする。 

なお、市町村は、市町村区域を越える住民の広域的な避難の想定など、協定内容の充実・強化に取

り組むものとする。 
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 (1) 食糧、飲料水および生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等の活動に必要な資機材および物資の提供 

 (3) 救援・救助活動等の応急復旧活動に必要な車両、舟艇等の提供 

 (4) 救援・救助、医療、防疫、清掃その他応急復旧活動に必要な職員の派遣 

 (5) その他、特に被災市町村から要請があった事項 

 

５．消防関係相互の応援要請等 

 (1) 熊本県市町村消防相互応援 

     各消防機関は、大地震が発生した場合、必要があると認めるときは、他の消防機関に対して応

援要請を行うものとする。 

    応援の要請は、「熊本県市町村消防相互応援協定」及び「救急救助活動に関する消防相互応援

協定」に基づき行うものとする。 

 (2) 緊急消防援助隊 

    大規模地震等による災害の発生に際し、迅速な人命救助活動等を行うためには高度な資機材を

保有し、訓練を積んだ援助隊の応援体制が必要になる。 

    このため、全国の消防機関が協力して、専任の援助隊をあらかじめ消防庁に登録し、大規模災

害発生時の出動体制を整備している。 

     大規模地震発生時において、県は必要に応じて、消防庁長官に対して、緊急消防援助隊の出動

を要請し、救助、救急、消火活動等について応援を求めるものとする。 

 

６．警察における広域応援要請(県警察本部) 

大規模地震発生時において、警察は必要に応じて、全国の都道府県警察に対して広域緊急援助隊の

出動を要請し、被害情報、交通情報の収集、救出救助、緊急交通路の確保等の活動について応援を求

めるものとする。 

この広域緊急援助隊の運用に関しては、平素から警察庁、九州管区警察局と緊密な連携を図り、大

規模地震発生時において、迅速かつ広域的な支援が行われるよう体制の整備を図るものとする。 

 

７．施設災害応援要請計画（九州地方整備局） 

国土交通省所管施設における大規模な災害時の応援計画を定める。 

(1) 応援内容 

    応援内容は、施設の被害状況の把握や情報連絡網の構築、災害応急措置等の実施に係る資機材

や職員の応援に関するものとする。 

(2) 応援要請の手続 

① 熊本県の所管施設に大規模な災害が発生し、または発生のおそれがある場合、熊本県土木部長

は、九州地方整備局企画部長に電話等により応援要請を伝え、すみやかに文書を提出するものと

する。 

② 被災による連絡不能等により応援要請ができない場合であって、特に緊急を要し、かつ要請を

待ついとまがないと認められる場合は、九州地方整備局長は独自の判断で応援をすることができ

る。この場合、予め、熊本県土木部長に応援する旨を伝え、すみやかに文書にて応援内容を通知



 81 

するものとする。但し、連絡を取ることが困難な場合には、事前に連絡することを要しないもの

とする。 

(3) 経費の負担 

    九州地方整備局長が、災害初動時に施設の被害状況の把握や情報連絡網の構築の応援を行う場

合の経費負担は、九州地方整備局負担とする。その他の応援に係る経費については、負担が困難

な場合等、一部を除き、原則として応援を受けた機関の負担とする。 

    なお、災害初動時とは、原則として九州地方整備局が支援に関する災害対策本部を設置してい

る期間とする。 

(4) その他 

本応援要請の詳細については、九州地方整備局企画部長と熊本県土木部長とで別に定める協定

書によるものする。 

      また、当該協定書に基づき、九州地方整備局は緊急を要すると認められる場合、適切な緊急対

応を実施するものとする。 

 

８．下水道九州ブロック災害時応援体制(県土木部) 

県が、被災自治体の下水道事業責任者から支援の要請を受けた場合、県内での対応の可否を検討の

うえ対応が困難な場合は、幹事県に支援本部の設置を要請する。 

なお、被災自治体が支援を要請するに当たっては、少なくとも「被害状況の概要」、「支援希望の

内容」等を添えて要請するものとする。 

 

９．県への応援又は応援斡旋の要請(市町村) 

市町村は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要が

あると認めるときは、県に対して応援又は応援のあっせんを要請するものとする。 

・被災建築物応急危険度判定支援要請 

・被災宅地危険度判定支援要請     など 

 

10．応援の受入に関する措置(関係機関) 

本節の定めるところにより、各防災関係機関が他の機関に対して応援の要請を行う場合には、応援

活動の拠点となる施設の提供、応援に係る人員の宿泊場所のあっせん等応援の受け入れ体制の整備に

努めるものとする。 

 

11．災害時応援協定を締結している団体等への要請（県） 

県は、大規模災害等の発生により必要があると認める場合には、応援協定を締結している団体、企

業、防災関係機関等に対し、各協定であらかじめ定めた手続きにより応援を求めるものとする。 

なお、県は大規模災害時の迅速な応急復旧・復興対策の実施のため、各種団体等と積極的に災害時

応援協定を締結するとともに定期的に相互の連絡体制を確認し、災害時の即応体制を確保するものと

する。 

なお、県が締結している災害時応援協定は「災害時応援協定等一覧」（一般災害対策編参考資料に

掲載）のとおりである。 
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第５節 自衛隊災害派遣要請計画（県知事公室、市町村、関係機関） 

 

 本計画は、地震・津波災害に対し、人命または財産の保護のため、自衛隊法第83条の規定に基づく自

衛隊の災害派遣の要請に関する必要な事項を定め、もって自衛隊の効率的な災害派遣を期するものであ

る。 

 

１．災害派遣の要請責任者 

  自衛隊への災害派遣要請は、自衛隊法第83条に基づき、次の災害派遣要請権者が行う。 

 (1) 知事 

 (2) 第十管区海上保安本部長 

 (3) 熊本空港事務所長 

  

２．災害派遣要請の基準 

  知事、第十管区海上保安本部長及び熊本空港事務所長は、天災地変その他の災害に際して、人命又

は財産の保護のため必要があると認める場合には、災害派遣を要請することができる。 

この際、特に公共性、緊急性、非代替性について留意すること。 

 (1) 公共性 

   公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性がある。 

 (2) 緊急性 

   さし迫った必要性がある。 

 (3) 非代替性 

   自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がない。 

 

３．災害派遣要請先 

   知事、第十管区海上保安本部長及び熊本空港事務所長は、入手した情報(知事にあっては、市町村

長からの要求を含む。)等に基づき自衛隊の災害派遣の必要性の有無を判断し、要請する場合は指定

部隊等の長に対して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 長 

・第十管区海上
保安本部長 

・熊本空港事務
所長 

・熊本県知事 
航空自衛隊 

陸上自衛隊 
海上自衛隊 

西部航空方面隊司令官 

第８師団長隊 
第８師団長隊 佐世保地方総監 

※調整窓口は資料編 

要請 要求 

通 知 

※市町村長にあっては、災害対策基本法第 68 条の 2 に基づき知事に
派遣要求ができない旨及び災害の状況の通知ができる。 
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４．災害派遣要請に含める事項 

  知事等が自衛隊に対して災害派遣を要請する場合は、次の事項を明確にするものとする。 

 (1) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

 (2) 派遣を希望する期間 

 (3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

 (4) その他参考となるべき事項(連絡方法、連絡責任者及び部隊の集結地等) 

ただし、突発災害等緊急を要し、上記事項が判断出来ない場合においても最小限「派遣を希望

する区域及び活動内容」を明らかにして要請するものとする。 

 

５．災害派遣の要請手段 

 (1) 知事等が自衛隊の派遣を要請する場合は、文書をもって行うものとする。ただし、事態が急迫

して文書によることができない場合には、口頭又は電話若しくはＦＡＸで行うことができる。 

 (2) 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。 

  

６．自衛隊に要請する活動内容 

  災害派遣要請において、自衛隊に期待する主要な活動内容は次の事項とする。 

 (1) 人命救助：行方不明者の捜索、被災者の救出・救助 

 (2) 消火活動：林野火災等に対し、航空機による消火 

 (3) 水防活動：土のうの作成、運搬、積み込み 

 (4) 救援物資の輸送：車両及びヘリコプターによる物資の輸送 

 (5) 道路の応急啓開：応急の土木工事、土砂崩れに対する工事等 

 (6) 医療、防疫：応急救護及び除染車等による地域の防疫 

 (7) 給水活動：水タンク車、水トレーラによる給水 

 (8) 給食：炊事車による炊飯(温食) 

 (9) 宿泊活動：天幕(テント)を使用した宿泊施設の設置 

(10) 入浴活動：公園及びグランド等の野外における応急風呂の開設 

 

７．自衛隊の災害派遣要請に関する細部事項は、別冊「資料編」のとおりである。 
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第６節 地震・津波情報伝達計画(熊本地方気象台、県知事公室) 
 

 県、熊本地方気象台、沿岸市町村その他の防災関係機関は、地震・津波災害の防止を図るため、地震・

津波発生時に迅速かつ適切な情報伝達を行う体制の整備を図るものとする。 

 

１．緊急地震速報（警報） 

緊急地震速報（警報）は、地震動により重大な災害が起こるおそれがある場合に強い揺れが予想さ

れる地域に対し気象庁本庁が発表する。地震発生直後、震源に近い観測点で観測された地震波を解析

し、その地震により震度５弱以上が推定された場合、その地域及び震度４以上が推定された地域を強

い揺れが到達する前に知らせる警報である。 

 

２．津波警報・注意報 

(1) 津波警報・注意報は、津波による災害のおそれがあると予想される場合に気象庁が、気象業務

法に基づき担当津波予報区域内の予報区に対して発表する。 

  ① 津波警報 

   相当する津波予報区において津波による重大な災害のおそれがあると予想されるとき発表する。 

  ② 津波注意報 

   相当する津波予報区において津波による災害のおそれがあると予想されるとき発表する。 

 

 (2) 津波警報・注意報の発表および解除は例文②の通知形式で構成され、津波警報・注意報の種類、

発表基準、解説及び津波予報区（熊本県関係）は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)１．津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、「津波警報解除」又は「津

波注意報解除」として速やかに通知する。 

２．「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、

その時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であり、津波によって潮位が上

昇した高さをいう。 

 

 発 　　表 　　基 　　準 解 　　　　　説 発 表 さ れ る 津 波 の 高 さ

大
津
波

予 想 さ れ る 津 波 の 高 さ が 高 い と こ
ろ で ３ ｍ 以 上 で あ る 場 合

高 い と こ ろ で ３ ｍ 程 度 以 上 の 津 波
が 予 想 さ れ ま す の で 、厳 重 に 警 戒
し て く だ さ い 。

３ ｍ ，４ ｍ ，６ ｍ ，
８ ｍ ,１ ０ ｍ 以 上

津
波

予 想 さ れ る 津 波 の 高 さ が 高 い と こ
ろ で １ ｍ 以 上 ３ ｍ 未 満 で あ る 場 合

高 い と こ ろ で ２ ｍ 程 度 の 津 波 が 予
想 さ れ ま す の で 、警 戒 し て くだ さ
い 。

１ ｍ ，２ ｍ

予 想 さ れ る 津 波 の 高 さ が 高 い と こ
ろ で 、0.2ｍ 以 上 １ ｍ 未 満 で あ る 場
合 で あ っ て 津 波 に よ る 災 害 の お そ
れ が あ る 場 合

高 い と こ ろ で 0.5ｍ 程 度 の 津 波 が 予
想 さ れ ま す の で 、注 意 し て くだ さ
い 。

０ ．５ ｍ

津
波
警
報

種 　類

津
波
注
意
報
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① 津波予報区 

全国には66の津波予報区があり、熊本県は熊本県天草灘沿岸及び有明・八代海に属する。 

津 波 予 報 区 区         域 

有明・八代海 福岡県(有明海沿岸に限る。)、佐賀県(有明海沿岸に限る。)、長崎 

県(諫早市小長井町から南島原市南有馬町までの有明海及び島原湾沿 

岸に限る。)、熊本県(天草市の天草町、五和町、牛深町、魚貫町、 

河浦町、久玉町、深海町及び二浦町並びに天草郡苓北町を除く。) 

 

熊本県天草灘沿岸 熊本県(天草市の天草町、五和町、牛深町、魚貫町、河浦町、久玉町、 

深海町及び二浦町並びに天草郡苓北町に限る。) 

 
 
② 例文 
 
【津波警報・注意報】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津 波 警 報 ・ 注 意 報
平 成 ２１年 　 ４月 　 １日 １３時 ０８分 　 気 象 庁 発 表

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  見 出 し  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
大 津 波 ・ 津 波 の 津 波 警 報 を発 表 し まし た 。
○ ○ ○ ○
こ れ ら の 沿 岸 で は 、 直 ち に 安 全 な 場 所 へ 避 難 し て くだ さ い 。
な お 、 こ れ 以 外 に 津 波 注 意 報 を発 表 し て い る沿 岸 が あ ります 。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  本 文  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
津 波 警 報 を発 表 し た 沿 岸 は 次 の とお りで す 。
＜ 大 津 波 ＞
＊ ○ ○ ○ ○
＜ 津 波 ＞
＊ ○ ○ ○ ○
こ れ ら の 沿 岸 で は 、 直 ち に 安 全 な 場 所 へ 避 難 し て くだ さ い 。
津 波 注 意 報 を発 表 し た 沿 岸 は 次 の とお りで す 。
＜ 津 波 注 意 ＞
○ ○ ○ ○
以 下 の 沿 岸 （ 上 記 の ＊ 印 で 示 し た 沿 岸 ） で は 直 ち に 津 波 が 来 襲 す ると予 想 さ れ ます 。
○ ○ ○ ○

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  解 説  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
＜ 大 津 波 の 津 波 警 報 ＞
高 い とこ ろ で ３ｍ 程 度 以 上 の 津 波 が 予 想 さ れ ます の で 、 厳 重 に 警 戒 し て くだ さ い 。
＜ 津 波 の 津 波 警 報 ＞
高 い とこ ろ で ２ｍ 程 度 の 津 波 が 予 想 さ れ ます の で 、 警 戒 し て くだ さ い 。
＜ 津 波 注 意 報 ＞
高 い とこ ろ で ０． ５ｍ 程 度 の 津 波 が 予 想 さ れ ます の で 、 注 意 し て くだ さ い 。
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【津波注意報を津波警報に切替え及び一部の津波予報区について解除】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【津波警報及び注意報を解除】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津 波 注 意 報
平 成 ２１年  ４月 １８日 １４時 ０８分  気 象 庁 発 表

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  本 文  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
津 波 警 報 か ら 津 波 注 意 報 へ 切 り替 え た 沿 岸 は 次 の とお りで す 。
＜ 大 津 波 か ら 津 波 注 意 へ の 切 り替 え ＞
○ ○ ○ ○
＜ 津 波 か ら 津 波 注 意 へ の 切 り替 え ＞
○ ○ ○ ○
津 波 注 意 報 を解 除 し た 沿 岸 は 次 の とお りで す 。
○ ○ ○ ○
今 後 若 干 の 海 面 変 動 が あ るか もし れ ませ ん が 、 被 害 の 心 配 は あ りませ ん 。
詳 し くは 津 波 予 報 （ 若 干 の 海 面 変 動 ） を参 照 し て くだ さ い

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  発 表 状 況  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現 在 津 波 注 意 報 を発 表 し て い る沿 岸 は 次 の とお りで す 。
＜ 津 波 注 意 ＞
○ ○ ○ ○

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  解 説  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
＜ 津 波 注 意 報 ＞
高 い とこ ろ で ０． ５ｍ 程 度 の 津 波 が 予 想 さ れ ます の で 、 注 意 し て くだ さ い 。
＜ 津 波 予 報 （ 若 干 の 海 面 変 動 ） ＞
若 干 の 海 面 変 動 が 予 想 さ れ ます が 、 被 害 の 心 配 は あ りませ ん

（ 補 足 ： 平 成 １９年 １２月 １日 か ら 、 従 来 の 津 波 注 意 報 （津 波 注 意 ・ 津 波 な し ） を、 「 津 波 注 意 報 」 、 「 津 波 予 報 （若
干 の 海 面 変 動 ） 」、 お よび 「 津 波 予 報 （ 津 波 な し ） 」 に 区 分 し て い ます 。
予 想 さ れ る若 干 の 海 面 変 動 の 内 容 に つ い て は 、 「津 波 予 報 （ 若 干 の 海 面 変 動 ） 」を発 表 し て お 知 ら せ し て い ま
す ）

津 波 警 報・ 注 意 報
平 成 ２１年  ４月 ３０日 １０時 ２９分  気 象 庁 発 表
津 波 警 報 ・注 意 報 の 解 除をお 知 ら せ し ます 。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  本 文  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
津 波 警 報 を解 除 し た 沿 岸は 次 の とお りで す 。
○ ○ ○ ○
こ れ ら の 沿 岸 で は 、 今 後 若 干 の 海 面 変 動 が あるか もし れ ませ ん が、 被 害 の 心 配 は ありませ ん 。
津 波 注 意 報 を解 除 し た 沿 岸は 次 の とお りで す 。
○ ○ ○ ○
今 後 若 干 の 海 面 変 動 が あるか もし れ ませ ん が、 被 害 の 心 配 は ありませ ん 。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  発 表 状 況  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現 在 津 波 警 報 ・ 注 意 報 を発 表し て い る沿 岸 は あ りませ ん

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 　 解 説　 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
＜ 津 波 予 報 （ 若 干の 海 面 変 動 ） ＞
若 干 の 海 面 変 動 が 予 想 さ れ ます が 、 被 害 の 心 配 は あ りませ ん

（ 補 足 ： 平 成 １９年 １２月 １日 か ら 、 従 来 の 津 波 注 意 報 （津 波 注 意 ・津 波 な し ） を、 「津 波  注 意 報 」、 「津 波 予 報
（ 若 干 の 海 面 変 動 ） 」、 お よび 「津 波 予 報（ 津 波 な し ）」 に 区 分 し て い ます 。
予 想 さ れ る若 干 の 海 面 変 動 の 内 容 に つ い て は 、 「 津 波 予 報（ 若 干 の 海 面 変 動 ） 」 を発 表 し て お 知 ら せ し て い ま
す ）
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(３)津波に関する予報の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 )津 波 警 報 ・注 意 報 、津 波 予 報 、津 波 情 報 の 伝 達 系 統 図
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３．地震・津波情報の種類等 

 (1) 地震及び津波に関する情報 

    地震及び津波に関する情報とは、地震や津波が発生した場合に気象業務法の定めにより、気象

庁本庁が、防災対策上必要と認めるときに一般及び関係機関に対して発表する情報をいい、その

種類は次のとおり。 

 

① 地震に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 津波に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情 報 の 種 類 発 　 　 　 表 　 　 　 内 　 　 　 容

津 波 到 達 予 想 時
刻 ・ 予 想 さ れ る 津 波
の 高 さ に 関 す る 情
報

　 各 津 波 予 報 区 の 津 波 の 到 達 予 測 時 刻 や 予 想 さ れ る 津 波 の 高 さ をｍ 単
位 で 発 表

各 地 の 満 潮 時 刻 ・
津 波 の 到 達 時 刻 に
関 す る 情 報

　 主 な 地 点 の 満 潮 時 刻 ・ 津 波 の 到 達 予 想 時 刻 を発 表

津 波 観 測 に 関 す る
情 報

　 実 際 に 津 波 を観 測 し た 場 合 に 、 そ の 時 刻 や 高 さ を発 表

津 波 に 関 す る そ の
他 の 情 報

　 津 波 に 関 す る そ の 他 必 要 な 事 項 を発 表

津

波

情

報

地 震 情 報
の 種 類

内 容

震 度 速 報
・ 震 度 ３以 上 地 震 発 生 約 １分 半 後 に 、 震 度 ３以 上 を観 測 し た 地 域

名 （ 全 国 を約 1 9 0 地 域 に 区 分 ） と 地 震 の 揺 れ の 発 現
時 刻 を速 報

震 源 に 関 す る
情 報

・ 震 度 ３以 上
（ 津 波 警 報 また は 注 意 報 を発 表 し た 場 合
は 発 表 し な い ）

地 震 の 発 生 場 所 （ 震 源 ） や そ の 規 模 （ マ グ ニチ ュ ー
ド） を発 表 。
「 津 波 の 心 配 が な い 」 また は 「 若 干 の 海 面 活 動 が あ る
か もし れ な い が 被 害 の 心 配 は な い 」 旨 を付 加 。

・
・
・
・

震 度 ３以 上
津 波 警 報 また は 注 意 報 発 表 時
若 干 の 海 面 変 動 が 予 想 さ れ る 場 合
緊 急 地 震 速 報 （ 警 報 ） を発 表 し た 場 合

各 地 の 震 度 に
関 す る 情 報

・ 震 度 １以 上 震 度 １以 上 を観 測 し た 地 点 の ほ か 、 地 震 の 発 生 場 所
（ 震 源 ） や そ の 規 模 （ マ グ ニチ ュ ー ド） を発 表 。
震 度 ５弱 以 上 と 考 え ら れ る 地 域 で 、 震 度 を入 手 し て
い な い 地 点 が あ る 場 合 は 、 そ の 地 点 名 を発 表 。

そ の 他 の 情 報
・ 顕 著 な 地 震 の 震 源 要 素 を更 新 し た 場 合

や 地 震 が 多 発 し た 場 合 な ど
顕 著 な 地 震 の 震 源 要 素 更 新 の お 知 ら せ や 地 震 が 多
発 し た 場 合 の 震 度 １以 上 を観 測 し た 地 震 回 数 情 報
等 を発 表 。

推 計 震 度 分 布
図

・ 震 度 ５弱 以 上 観 測 し た 各 地 の 震 度 デ ー タ をもと に 、 １ｋｍ 四 方 ごと に
推 計 し た 震 度 （ 震 度 ４以 上 ） を図 情 報 と し て 発 表 。

発 表 基 準

以 下 の い ず れ か を満 た し た 場 合 地 震 の 発 生 場 所 （ 震 源 ） や そ の 規 模 （ マ グ ニチ ュ ー
ド） 、 震 度 ３以 上 の 地 域 名 と市 町 村 名 を発 表 。
震 度 ５弱 以 上 と 考 え ら れ る 地 域 で 、 震 度 を入 手 し て
い な い 地 点 が あ る 場 合 は 、 そ の 市 町 村 名 を発 表 。

震 源 ・ 震 度 に
関 す る 情 報
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③ 津波予報 

    津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 各種情報の例文 
各種情報の例文は、次のとおりである。 

① 震度速報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② 津波情報 

イ 津波情報(津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ○ ○ 時 ○ ○ 分 　 気 象 庁 発 表
平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ○ ○ 時 ○ ○ 分 頃 地 震 に よ る強 い 揺 れ を感 じ まし た 。
　 現 在 、 震 度 ３以 上 が 観 測 さ れ て い る地 域 は 次 の とお りで す 。
　 震 度 ６弱 　 熊 本 県 熊 本 　 大 分 県 西 部 　 福 岡 県 筑 後
　 震 度 ５強 　 熊 本 県 阿 蘇
　 震 度 ５弱 　 熊 本 県 球 磨 　 宮 崎 県 北 部 山 沿 い 　 福 岡 県 福 岡 　 佐 賀 県 南 部 　 長 崎 県 島 原 半 島
　 震 度 ４　 　  熊 本 県 天 草 芦 北 　 大 分 県 南 部 　 大 分 県 中 部 　 大 分 県 北 部 　 福 岡 県 筑 豊 　 　 長 崎 県 南 西 部
　 震 度 ３　 　  鹿 児 島 県 薩 摩 　 宮 崎 県 北 部 平 野 部 　 福 岡 県 北 九 州 　 佐 賀 県 北 部 　 長 崎 県 北 部
　 今 後 の 情 報 に 注 意 し て 下 さ い 。 ＝

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ○ ○ 時 ○ ○ 分 　 気 象 庁 発 表
　 ［ 津 波 到 達 予 想 時 刻 ・ 予 想 さ れ る津 波 の 高 さ ］
津 波 到 達 予 想 時 刻 及 び 予 想 さ れ る津 波 の 高 さ は 次 の とお りで す
　 予 報 区 名 　 　 　 　 　 津 波 到 達 予 想 時 刻 　 　 　 　 　 予 想 さ れ る津 波 の 高 さ
 〈 大 津 波 〉
　 ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○ 日 ○ ○ 時 ○ ○ 分 　 　 　 　 　 　 　 ○ ○ ｍ
 〈 津 波 〉
　 ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○ 日 ○ ○ 時 ○ ○ 分 　 　 　 　 　 　 　 ○ ○ ｍ
［ 震 源 、 規 模 ］
・ ・・ ・ ・ ・ ・
＝

発 表 基 準 内 　 　 　 容

　 津 波 が 予 想 さ れ な い とき
　 （ 地 震 情 報 に 含 め て 発 表 ）

　 津 波 の 心 配 な し の 旨 を発 表

　 0 .2 ｍ 未 満 の 海 面 変 動 が 予 想 さ れ た
とき（ 津 波 に 関 す るそ の 他 の 情 報 に 含
め て 発 表 ）

　 高 い とこ ろ で も0 .2 ｍ 未 満 の 海 面 変 動 の た め 被 害
の 心 配 は な く、 特 段 の 防 災 対 応 の 必 要 が な い 旨 を
発 表

　 津 波 注 意 報 解 除 後 も海 面 変 動 が 継
続 す る とき（ 津 波 に 関 す る そ の 他 の 情
報 に 含 め て 発 表 ）

　 津 波 に 伴 う海 面 変 動 が 観 測 さ れ て お り、 今 後 も継
続 す る可 能 性 が 高 い た め 、 海 に 入 って の 作 業 や 釣
り、 海 水 浴 な ど に 際 し て は 十 分 な 留 意 が 必 要 で あ る
旨 を発 表

津 波 予 報
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ロ 津波情報(各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 津波情報(津波観測に関する情報) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　予報区名・地点名
　〈大津波〉
　　○○○○(予報区名)
　　○○○○(地点名)
　〈津波〉
　　○○○○(予報区名)
　　○○○○(地点名)

満潮時刻

○○日○○時○○分

○○日○○時○○分

到達予想時刻

○○日○○時○○分
○○日○○時○○分

○○日○○時○○分
○○日○○時○○分

　平成○○年○○月○○日○○時○○分　気象庁発表
　［各地の満潮時刻・津波到達予想時刻］
　津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です
　　各地の満潮時刻・津波到達予想時刻は次のとおりです

［現在津波予報を発表している沿岸］
　〈大津波〉
　　○○○○
　〈津波〉
　　○○○○
［震源、規模］
　　・・・・・・
　＝

　三角　　　第１波
　　　　　　最大波
　○○　　　第１波
　　　　　　最大波

○○日○○時○○分
○○日○○時○○分
○○日○○時○○分
○○日○○時○○分

(＋)　　　○○．○ｍ
　　　　　○○．○ｍ
(－)　　　○○．○ｍ
　　　　　○○．○ｍ

　平成○○年○○月○○日○○時○○分　気象庁発表
　［各地の検潮所で観測した津波の観測値］
　　場所によっては、検潮所で観測した津波の高さより更に大きな津波が到達してい
　ることが考えられます
　　今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます
　　○○日○○時○○分現在、検潮所での観測値は次のとおりです。

［現在津波予報を発表している沿岸］
　〈大津波〉
　　○○○○
　〈津波〉
　　○○○○
［震源、規模］
　　・・・・・・
　＝
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ニ 津波情報(津波に関するその他の情報) 

若干の海面変動の可能性がある地震が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ③地震情報(震源・震度に関する情報) 

イ 地震情報（震源に関する情報） 

 

 

 

 

 

 

ロ 地震情報(震源･震度に関する情報) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 平成○○年○○月○○日○○時○○分　気象庁発表
 きょう○○日○○時○○分ころ地震がありました。
 震源地は、○○○○地方（北緯○○．○度、東経○○．○度）で、震源の深さは、約
○○○km、地震の規模（マグニチュード）は、○．○と推定されます。
 この地震による津波の心配はありません。

津波情報（津波に関するその他の情報）
平成○○年○○月○○日○○時○○分　福岡管区気象台

津波予報をお知らせします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　本　文　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。
＜若干の海面変動＞
　○○○○・○○○

　これらの沿岸では、今後数時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと
考えられます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　津波予報の解説　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜若干の海面変動＞
　高いところでも０．２ｍ未満の海面変動のため被害の心配はありません
　特段の防災対応の必要はありません

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　震源要素の速報　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　〔震源、規模〕
　きょう○○日○○時○○分ころ地震がありました。
　震源地は、○○付近（北緯○○．○度）で、震源の深さは約○○ｋｍ、地震の規模
（マグニチュード）は○．○と推定されます。

　 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ○ ○ 時 ○ ○ 分 　 気 象 庁 発 表
　 きょ う○ ○ 日 ○ ○ 時 ○ ○ 分 こ ろ 地 震 が あ りまし た 。
　 震 源 地 は 、 ○ ○ ○ ○ (北 緯 ○ ○ ． ○ 度 、 東 経 ○ ○ ． ○ 度 )で 、 震 源 の 深 さ は 約 ○ ○ ○ ｋｍ、 地 震 の 規
模 (マ グ ニチ ュー ド)は ○ ． ○ と推 定 さ れ ます 。
【 震 度 ３以 上 が 観 測 さ れ た 地 域 】
震 度 ６弱 　 　 熊 本 県 熊 本 　 大 分 県 西 部 　 福 岡 県 筑 後
震 度 ５強 　 　 熊 本 県 阿 蘇
震 度 ５弱 　 　 熊 本 県 球 磨 　 宮 崎 県 北 部 山 沿 い 　 福 岡 県 福 岡 　 佐 賀 県 南 部
　 　 　 　 　 　 　  長 崎 県 島 原 半 島
震 度 ４　 　 　  熊 本 県 天 草 芦 北 　 大 分 県 南 部 　 大 分 県 中 部 　 大 分 県 北 部
　 　 　 　 　 　 　  福 岡 県 筑 豊 　 長 崎 県 南 西 部
震 度 ３　 　 　  鹿 児 島 県 薩 摩 　 宮 崎 県 北 部 平 野 部 　 福 岡 県 北 九 州 　 佐 賀 県 北 部
　 　 　 　 　 　 　  長 崎 県 北 部
  【震 度 ５弱 以 上 が 観 測 さ れ た 市 町 村 】
震 度 ６弱 　 　 熊 本 市 　 玉 名 市 　 竹 田 市 　 黒 木 町 　 大 牟 田 市
震 度 ５強 　 　 南 阿 蘇 村 　 宇 城 市 　 日 田 市
震 度 ５弱 　 　 福 岡 市 早 良 区 　 八 代 市 　 高 千 穂 町 　 佐 賀 市 　 雲 仙 市

情 報 　 第 ○ ○ 号 ＝
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④各地の震度に関する情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県 震度６弱
震度５強
震度５弱
震度４
震度３
震度２
震度１

熊本市春日　玉名市築地
南阿蘇村中松　宇城市松橋町
八代市平山新町　八代市泉町
芦北町芦北　天草市本町　多良木町多良木
人吉市城本町
天草市牛深町
あさぎり町免田東＊

 平成○○年○○月○○日○○時○○分　熊本地方気象台発表
 きょう○○日○○時○○分ころ地震がありました。
 震源地は、○○○○(北緯○○．○度、東経○○○．○度)で震源の深さは約○○
○ｋｍ、地震の規模(マグニチュード)は○．○と推定されます。
 各地の震度は次のとおりです。
　なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

【震度５弱以上と考えられるが現在震度を入手していない観測点】
大矢野町上
この地震による津波の心配はありません。＝
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 (3) 地震及び津波に関する情報の伝達図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気
　
象
　
庁

福 岡 管 区 気 象 台 ＪＲ 九 州

熊
本
地
方
気
象
台

熊 本 海 上 保 安 部

各 出 張 所 等

海 上 の 船 舶

国 土 交 通 省 関 係 各 事 務 所

陸 上 自 衛 隊 西 部 方 面 総 監 部

陸 上 自 衛 隊 第 ８師 団

九 電 熊 本 支 店

管 下 署 、 分 室 、 船 艇

放 送 局
N H K 、 Ｒ Ｋ Ｋ 、 Ｔ Ｋ Ｕ 、 Ｋ Ｋ Ｔ 、 Ｋ Ａ Ｂ

熊 本 市 消 防 局

県 警 察 本 部 各 警 察 署 交 番 、 駐 在 所

市 　　町 　　村

住
　
民危 機 管 理

防 災 課

広 　 報 　 課

庁 　 内 　 各 　 課

庁 内 放 送

県
　
庁

各 消 防 本 部

地 域 振 興 局 総 務 部

地 域 振 興 局 土 木 部

熊 本 土 木 事 務 所

ダ ム 管 理 所

日 赤 熊 本 県 支 部

天 草 空 港 管 理 事 務 所

港 湾 管 理 事 務 所

（一 斉 指 令 ）

（注 ）（１）地 域 振 興 局 に お い て は 、管 内 市 町 村 の
　　　　伝 達 状 況 の 確 認 徹 底 を行 う こ と。
　　　（２）　　　　　　　　　　 加 入 ・庁 内 電 話
　　　　　　　　　　　　　　　　防 災 情 報 提 供 シス テ ム
　　　　　　　　　　　　　　　　県 防 災 情 報 ネ ット ワ ー ク
　　　　　　　　　　　　　　　　シス テ ム ・防 災 行 政 無 線
　　　　　　　　　　　　　　　　全 国 瞬 時 警 報 シス テ ム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｊ－ Ａ ＬＥ ＲＴ）
　　　　　　　　　　　　　　　　防 災 情 報 メ ー ル

船 舶 津 波 、 台 風 等 対 策 協 議 会

排 出 油 等 防 除 協 議 会
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（4）気象庁震度階級関連解説表 
 
「気象庁震度階級関連解説表」は、ある震度を観測したとき、その周辺で実際にどのような現象や被害

が発生するかを示すものです。この表を使用する際は、以下の点にご注意下さい。 
 
（1） 気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値で

す。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するか
を示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定されるものではありません。 

（2） 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値であり、
同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中高層建物の上層階では一
般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異なります。 

（3） 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の 1回あたりの時
間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況により被害は異
なります。 

（4） この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記述し
ており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、それ
ぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。 

（5） この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5 年程度で定期的に
内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなくな
った場合には変更します。 

（6） この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞を用
いています。 

 
用語 意味 

まれに 
わずか 
大半 
ほとんど 

極めて少ない。めったにない。 
数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 
半分以上。ほとんどよりは少ない。 
全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 
が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数
量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使われて
いる場合に使用。  

 
※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これらは「震度
○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。 
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気象庁震度階級関連解説表 

●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 
震度 
階級 

人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地震計には記

録される。 
－ － 

１ 
屋内で静かにしている人の中には、揺

れをわずかに感じる人がいる。 
－ － 

２ 
屋内で静かにしている人の大半が、揺

れを感じる。眠っている人の中には、

目を覚ます人もいる｡ 

電灯などのつり下げ物が、わずか

に揺れる。 
－ 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感

じる。歩いている人の中には、揺れを

感じる人もいる。眠っている人の大半

が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てるこ

とがある。 
電線が少し揺れる。 

４ 
ほとんどの人が驚く。歩いている人の

ほとんどが、揺れを感じる。眠ってい

る人のほとんどが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく

揺れ､棚にある食器類は音を立て

る。座りの悪い置物が、倒れるこ

とがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運転し

ていて、揺れに気付く人がいる。 

５弱 
大半の人が、恐怖を覚え、物につかま

りたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく

揺れ､棚にある食器類、書棚の本

が落ちることがある。座りの悪い

置物の大半が倒れる。固定してい

ない家具が移動することがあり、

不安定なものは倒れることがあ

る。 

まれに窓ガラスが割れて落ちることが

ある。電柱が揺れるのがわかる。道路

に被害が生じることがある｡ 

５強 
大半の人が、物につかまらないと歩く

ことが難しいなど、行動に支障を感じ

る。 

棚にある食器類や書棚の本で、落

ちるものが多くなる。テレビが台

から落ちることがある。固定して

いない家具が倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちることがある。

補強されていないブロック塀が崩れる

ことがある。据付けが不十分な自動販

売機が倒れることがある。自動車の運

転が困難となり、停止する車もある。 

６弱 立っていることが困難になる。 

固定していない家具の大半が移

動し、倒れるものもある｡ドアが

開かなくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

ることがある。 

６強 
固定していない家具のほとんど

が移動し、倒れるものが多くな

る。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

る建物が多くなる。補強されていない

ブロック塀のほとんどが崩れる。 

７ 

立っていることができず、はわないと

動くことができない。 

揺れにほんろうされ、動くこともでき

ず、飛ばされることもある。 
固定していない家具のほとんど

が移動したり倒れたりし、飛ぶこ

ともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下す

る建物がさらに多くなる。補強されて

いるブロック塀も破損するものがあ

る。 
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● 木造建物(住宅)の状況 
 

（注 1）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概ね昭
和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違い
や壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。
既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、金網下地を含む）
を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 

（注 3）木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震
のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 

 
 

● 鉄筋コンクリート造建物の状況 
鉄筋コンクリート造建物 震度

階級 耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ること
がある。 

６弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀
裂が入ることがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 

６強 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀
裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X状のひび割れ・亀
裂がみられることがある。 
１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀

裂がさらに多くなる。 

1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾くものが

ある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X状のひび割れ・亀
裂が多くなる。 
１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。 

 
（注 1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981 年）

以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐
震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。
既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられることが
ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 

木造建物（住宅） 震度 
階級 耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることが
ある。 

     

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 
瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものも
ある。 

６強 
壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

    
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。 
傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。まれに傾くこと
がある。 

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 
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● 地盤・斜面等の状況 
震度
階級 

地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 

５強 
亀裂※1や液状化※2が生じることがある。 落石や崖崩れが発生することがある。 

６弱 地割れが生じることがある。 崖崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 

７ 
大きな地割れが生じることがある。 

崖崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生
することがある※3。 

 
※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 
※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や

地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなど
の被害が発生することがある。 

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、大量
の崩壊土砂が土石流化することもある。 

 
 

● ライフライン・インフラ等への影響 
ガス供給の停止 安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が作動

し、ガスの供給を停止する。 
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、高速
道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、
速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基準は、事業者や
地域によって異なる。） 

電話等通信の障
害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による安
否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が起こることがある。 
そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者
により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの
停止 

地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停止
する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

 
※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。 
 
 

● 大規模構造物への影響 
長周期地震動※に

よる超高層ビル

の揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて地震時
に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆっく
りとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も
固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのス

ロッシング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象）が発生
し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。 

大規模空間を有

する施設の天井

等の破損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被害を
生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。 

 
※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤の固

有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。 
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４．震度情報ネットワークによる震度情報の収集(県知事公室) 

 県は県内６９箇所に計測震度計を設置しており、観測された震度情報は県防災行政無線またはＮＴＴ

回線で県庁に伝えられ、県は専用線で気象庁にリアルタイムに配信している。配信した震度情報は、他

の機関で収集された震度情報と合成され「各地の震度」として報道機関等を通じて公表（現在県内１０

２箇所）されている。 

 県は、大規模地震発生時には直ちに各市町村の震度情報を把握し、被災状況の予測等を行い、災害発

生直後の迅速な初動体制の確立を図るものとする。 

 

５．予報等伝達責任者(各防災関係機関) 

 地震及び津波に関する情報の伝達を迅速かつ的確に実施するため、県、県警本部、市町村は、次の基

準によって情報伝達に関する責任者を定めておくものとする。 

 (1) 県    ：危機管理防災課     １人 

(2) 県警本部 ：警備第二課       １人 

(3) 県の出先機関及び市町村     

    地域振興局総務部 １人   市町村 １人 

 

６．異常発見時における措置 

  地割れ、海面の急激な低下等災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、直ちに市町

村長又は警察官若しくは海上保安官に通報するものとする。 

 また、何人もこの通報が迅速に関係機関に到達するよう協力しなければならない。  

  この通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨を速やかに市町村長に、また市町村長は、熊本

地方気象台、県、その他関係機関に通報しなければならない。 
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第７節 災害情報収集・伝達計画(県知事公室、市町村、関係機関) 
 

 大規模地震・津波発生時における各種地震情報、津波情報、被害発生に係る情報及び防災関係機関が

実施する活動情報等は、応急活動等を効果的に実施するために重要であるので、情報の収集、連絡を迅

速かつ効果的に行い、被害規模の早期把握に努めるものとする。 

 

１．実施責任者 

 (1) 県 

    知事は、県の地域に係る被害報告等の収集を行うとともに、その概要を県防災会議の委員の属す

る機関に通報し、速やかに国等関係機関に報告するものとする。 

［国への報告の基準］ 

災害対策基本法第53条第２項に基づき、内閣総理大臣に報告すべき災害の基準は次のとおりとする。 

① 県において災害対策本部を設置した災害 

  ② 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から特に報告の必要があると認められる程度の災

害 

③ ①又は②に定める災害になるおそれのある災害 

   上記の報告は消防庁を窓口として行うものとし、消防組織法第4条第2項第7号に基づく災害報告

取扱要領及び火災・災害等即報要領により行う消防庁への報告と一体的に行うものとする。 

 

(2) 防災関係機関等 

   県内における指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、防災上重要な施設の管理者(以

下「防災関係機関等」という。)は、当該所管に係る被害報告等の収集を行うとともに、県その他関

係機関に通報又は報告を行うものとする。 

 

(3) 市町村 

   市町村長は、管内の被害報告等を収集し、県その他関係機関に通報又は報告を行うものとする。

なお、県への報告に当たっては、初動期は直接県本庁に報告するものとし、県本庁からの指示に基

づき地域振興局総務部総務振興課又は熊本土木事務所を経由して報告する体制に移行するものとす

る。 

   ただし、通信の途絶等により、市町村長が県(県本庁又は地域振興局及び熊本土木事務所)に報告

することができないときは、直接国(総務省消防庁)に対して被害報告を行うものとする。この場合、

通信が回復次第、速やかに県に報告するものとする。 

    また、「火災・災害等即報要領(昭和５９年１０月１５日付消防災第２６７号)」の一部が改正さ

れ、地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの(被害の有無を問わない。)

については、市町村が直接消防庁に対して報告するものとする。(平成１２年１１月２２日付け消防

災第９８号・消防情第１２５号消防庁長官による) 

 

２．被害報告取扱責任者 

知事、県教育庁及び県警察本部長、防災関係機関等及び市町村長は、情報の一元的処理及び情報の
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迅速かつ的確な処理ができるよう、下記の基準に従って、あらかじめ被害報告取扱責任者を定めてお

くものとする。   

(1) 県、教育庁及び県警察本部にあっては１人 

 (2) 県等の出先機関及び附属機関にあっては、当該機関ごとに１人 

 (3) 防災関係機関等にあっては、当該機関ごとに１人 

 (4) 市町村にあっては１人 

 

３．防災情報の収集・伝達システムの活用 

  県は、災害予防、災害応急活動の中枢拠点として防災センターを設置して、災害時の迅速かつ的確

な対応に努めるものとする。 

  また、県防災情報ネットワークシステムを活用して、各種防災情報の効率的な収集及び情報に基づ

く意思決定の迅速化、さらには市町村や防災関係機関相互の情報の共有化を図るものとする。 

 

４．被害等の調査・報告 

 (1) 航空機の派遣要請 

    知事は、震度５弱又は５強の地震が発生した場合には、自衛隊のヘリコプターが行った航空偵

察情報を入手する。 

また、知事は、震度６弱以上の地震が発生した場合、直ちに自衛隊のヘリコプター、警察本部

のヘリコプター等による航空偵察を要請するものとする。 

    航空偵察において調査を依頼する事項は、概ね次のとおりとする。 

  ① 災害の発生箇所 

  ② 道路被災状況 

  ③ 建築物の被害状況 

  ④ 海上及び沿岸部における被災状況 

  ⑤ 住民の動向 

 

 (2) 市町村による調査等 

    市町村は、防災行政無線、消防無線等の活用及び自主防災組織や自治会からの情報をもとに、

管内の被害状況の早期把握に努めるとともに、必要に応じて調査班を編成して、現地での被害状

況の把握に努めるものとする。 

災害の当初においては、次に掲げる情報のうち①～⑤の情報収集に努めるものとし、初期の段

階においては具体的な被害状況によらず、１１９番通報の殺到状況等被害規模を推定できる概括

的な情報で足りるものとする。 

 ただし、①の中の行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるた

め、市町村は、住民登録や外国人登録の有無にかかわらず、当該市町村の区域（海上を含む。）

内で行方不明となった者について、警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるも

のとする。 

なお、報告は被害報告取扱要領(別冊資料編参照)に基づいて行うこととするが、至急の場合は

その様式等にこだわらないものとする。 
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① 人的被害（行方不明者の数を含む） 

② 火災の発生状況 

③ 家屋等の倒壊(住宅、ブロック塀等の倒壊状況) 

④ 住民の行動・避難状況 

⑤ 津波、土砂災害の発生状況 

⑥ 道路・橋梁被害による通行不能路線・区間 

⑦ 医療救護関係情報 

⑧ その他必要な被害報告 

 

 (3) 県による調査等 

     震度５弱以上の地震が発生した場合には、県警ヘリコプター及び防災消防ヘリコプターにより

情報収集にあたるものとする。 

      また、市町村において災害による被害程度が大きいと認められ又は通信の途絶等が発生し、当

該市町村での情報収集活動が十分に行えないおそれがある場合には、県では調査班を編成して、

(2)に掲げる情報について、被害状況調査を行うものとする。 

    また、県は、各防災関係機関等が行っている次に掲げる災害情報を収集し、その調整を図るも

のとする。 

① 道路・橋梁被害による通行不能路線・区間 

② 通信関係被害 

③ 電力関係被害 

④ 都市ガス関係被害 

⑤ 水道関係被害 

⑥ 鉄道等公的輸送機関の被害 

⑦ 空港・港湾の被害 

⑧ その他必要な被害情報 

 

 (4) 県警による調査 

    警察は、大規模地震及び津波警報発令時には、交番、駐在所、ＰＣ、白バイ、ヘリコプター等

の勤務員が直ちに情報収集にあたり、その情報が一元的に集約される体制の確立を図るとともに、

交通監視カメラ等の画像情報収集資機材の積極的活用を図るものとする。 

    また、警察署、交番等のＦＡＸを利用して、地域の各種施設等に情報を伝達するＦＡＸネット

ワークの構築を推進し、災害発生時に活用するものとする。 

 

５．災害情報収集・伝達関係者の安全確保 

災害・被害情報収集・伝達等防災業務に従事する者の安全確保について留意するものとし、平時か

ら安全確保の方法等について検討・対策を進めるものとする。 

 

６．応急対策活動情報の連絡 

市町村は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を報告し、県は、自ら実施する応急対策
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の活動状況等を市町村に連絡する。 

県及び公共関係機関は、必要に応じ、指定行政機関を通じ国に連絡する。 

 

７．防災関係機関等の協力関係 

  県、市町村及び防災関係機関は、災害が発生した場合には、緊密に連携協力して、被害に関する状

況及び応急対策の活動状況について情報交換を行うものとする。 

また、平時から総合防災訓練等を通じ、関係機関の情報交換体制の強化に努めるものとする。 

 

８．情報の伝達系統 

  情報の伝達系統は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．災害確定報告 

  市町村は、応急措置完了後速やかに、県(地域振興局又は熊本土木事務所経由)に対して文書で災害

確定報告を行うものとする。 

  県は、応急措置完了後２０日以内に災害確定報告をとりまとめ、内閣総理大臣及び消防庁長官(窓

口消防庁)に文書で報告するものとする。 

消防機関 

指定地方行政機関 
指 定 公 共 機 関 
指定地方公共機関 

地域振興局・熊本土木
事務所 防災主管課 市 

 
町 
 
村 

本部事務局 防災主管課 

部門担当者 部門担当班 
地域振興局・熊本土木
事務所 部門主管課 

国 
消
防
庁 

報
道
機
関 

県災害対策本部 地方災害対策本部 

＊県に報告ができない場合にあっては直接消防庁へ被害報告 

＊初動期においては直接報告 

電話等による伝達ルート 

消防庁連絡窓口 
NTT 回線         消防防災無線 

   03-5574-0119         6060 
FAX03-5574-0190       FAX6069 
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第８節 広報計画(県知事公室、関係機関) 
 

 県、市町村及び防災関係機関は、災害時の情報及び被害状況等を、報道機関その他を通じて速やかに

関係機関及び住民に周知徹底し、被害の軽減と民心の安定を図るものとする。 

 

１．実施機関(関係機関) 

  災害対策基本法第50条及び第51条に規定されている災害応急対策責任者 

 

２．実施機関相互の連絡(関係機関) 

  各実施機関は、相互に情報の連絡及び交換を行うように努めるものとする。 

 

３．情報等収集活動(関係機関) 

  原則として本章第７節 災害情報収集・伝達計画によるものとする。 

  

４．県における広報活動(県知事公室) 

  収集した情報及び対策等については、速やかに報道機関及び県の広報媒体を可能な限り活用し、住

民に対する周知徹底を図るものとする。 

 (1) 広報内容 

   災害の規模、態様に応じて次の事項を広報するものとする。 

  ① 災害対策本部の設置 

  ② 災害の概要(被害の規模・状況、余震の状況等) 

  ③ 津波に関する情報 

  ④ 防災関係機関の防災体制及び応急措置に関する事項 

  ⑤ 道路、河川等の公共施設被害、復旧状況 

  ⑥ 電気、ガス、水道等供給の状況、復旧状況 

  ⑦ 二次災害を含む被害の防止に関する事項 

  ⑧ 住民の安否情報 

  ⑨ 医療機関、金融機関などの生活関連状況 

  ⑩ 交通規制の状況 

  ⑪ 被災者支援に関する情報等 

  ⑫ 社会秩序の維持及び民心の安定に関する事項 

  ⑬ その他必要な事項 

(2) 広報の方法 

    広報の実施にあたっては、情報の出所を明確にしたうえで、災害の規模、態様に応じて次の広

報手段のうち最も有効かつ適切な方法によるものとする。 

    広報手法の選択に当たっては、高齢者、障がい者、外国人等災害時要援護者にも配慮した方法

とする。 

    また、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等を踏まえ、例えば、避難所にいる被災者

は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも
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情報提供を行うなど、情報を提供する媒体にも配慮し、適切に情報提供がなされるよう努めるも

のとする。 

    なお、広報活動に従事する者の安全確保について留意する。 

① 県広報媒体の利用(新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等) 

  ② パブリシティ活動の展開 報道機関への情報提供 

  ③ 広報車、船舶等による広報 

  ④ 防災消防ヘリコプターによる広報  

  ⑤ チラシ、ポスター等 

  ⑥ 携帯電話によるメールサービスの利用 

  ⑦ その他状況に応じ効果的な方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．市町村における広報活動(市町村) 

 (1) 広報内容 

   災害の規模、態様に応じて次の事項を広報するものとする。 

  ① 災害対策本部の設置 

  ② 災害の概況(被害の規模・状況、余震の状況等) 

  ③ 津波に関する情報 

（３）広報体制・系統図 

広 報 班 

被 災 地 住 民 ・  一 般 住 民 

市 町 村 

各 部 

報 道 機 関 警察署 県出先 
機 関 

 

県災害対策本部 

地方災害 
対策本部 

総 務 班 

警察本部 

広報 

伝達 

伝達 伝達 

広報 

テレビ 
ラジオ 
新聞 

伝達 

広報 

広報紙チラシ
ポスターによ
る広報 

伝達 伝達 伝達 

報道要請 

連絡 
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  ④ 市町村及び消防機関の防災体制及び応急措置に関する事項 

  ⑤ 避難の勧告・指示(緊急避難場所・避難路の指示)及び避難時の留意事項 

  ⑥ 電気、ガス、水道等供給の状況、復旧状況 

  ⑦ 防疫に関する事項 

  ⑧ 火災状況 

  ⑨ 医療救護所の開設状況 

  ⑩ 給食・給水実施状況 

  ⑪ 道路、河川等の公共施設被害、復旧状況 

  ⑫ 道路交通等に関する事項、復旧状況 

⑬ 一般的な住民生活に関する情報 

  ⑭ 社会秩序の維持及び民心の安定に関する事項 

  ⑮ 二次災害を含む被害の防止に関する事項 

⑯ 住民の安否情報 

⑰ 医療機関、金融機関などの生活関連状況 

⑱ 交通規制の状況 

⑲ 被災者支援に関する情報等 

⑳ その他必要な事項 

 

(2) 広報の方法 

    広報の実施に当たっては、情報の出所を明確にしたうえで、災害の規模、態様に応じて次の広

報手段のうち最も有効かつ適切な方法によるものとする。 

    広報手段の選択に当たっては、高齢者、障がい者、外国人、児童等災害時要援護者にも配慮し

た方法とする。 

    また、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等を踏まえ、例えば、避難所にいる被災者

は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも

情報提供を行うなど、情報を提供する媒体にも配慮し、適切に情報提供がなされるよう努めるも

のとする。 

    なお、広報活動に従事するものの安全確保について留意する。 

  ① 防災行政無線等による広報 

  ② 広報車船舶等による広報 

  ③ 消防団による広報 

  ④ 報道機関(ラジオ、テレビ、新聞等)による広報 

  ⑤ 広報紙、チラシ、ポスター等 

⑥ 避難場所への職員の派遣 

⑦ 自主防災組織等による広報 

  ⑧ 携帯電話メールサービスによる広報 

  ⑨ 安否情報システムによる広報 

  ⑩ その他状況に応じ効果的な方法 
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６．警察における広報(県警察本部) 

(1) 被災者等への情報伝達活動 

    警察は、災害発生時の経過に応じて、被災者等に対し必要な情報の伝達に努めるものとする。

また、住民等からの問い合わせ等に対応する体制の整備を図るとともに、交番等の情報伝達機能

の整備を図るものとする。 

    併せて、自主防災組織等を通じた地域安全情報等の伝達に努めるとともに、必要に応じてＦＡ

Ｘ、パソコン、車両等の資機材の整備を図るものとする。 

(2) 広報内容 

    警察は、市町村等の防災関係機関と緊密な連携を図り、次の事項について迅速な広報を行う。 

  ① 災害に対する注意心喚起に関する事項 

  ② 避難を必要とする理由、避難場所、避難路及び避難時の留意事項 

  ③ 被害の規模、被害状況等に関する事項 

  ④ 救護場所の所在、要救護者の発見協力依頼等に関する事項 

  ⑤ 交通規制状況等の交通の円滑確保に関する事項 

⑥ 危険場所及び危険物の保安措置等に関する事項 

  ⑦ 犯罪予防上の留意事項 

  ⑧ 警察措置状況等の応急対策に関する事項 

  ⑨ その他公共の安全と秩序維持上必要な事項 

 (3) 広報手段 

    警察は、効果的な実施方法を適宜選択し、速やかに広報を行うものとする。 

  ① 警察官による広報 

  ② 広報車、船舶、ヘリ等による広報 

  ③ 報道機関(ラジオ、テレビ、新聞等)による広報 

  ④ その他状況に応じ効果的な方 

 

７．インターネットの利用(県知事公室、県企画振興部) 

 県からの情報を被災地に提供したり、被災地からの情報を入手する手段として、インターネットを活

用する。 

(1) 行政からの情報の提供 

    被害、安否等の災害情報やライフラインに係わる情報については、できるだけ早く被災地に知

らせる必要がある。このための情報提供手段として、県庁ホームページを活用し、タイムリーか

つスピーディーな情報提供を行うものとする。 

 

(2) 被災地からの情報の収集 

    被災地からの情報を把握するための情報収集手段の一つとして、インターネットの電子メール

等の活用を検討するものとする。 
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第９節 避難収容対策計画(県知事公室、県総務部、県健康福祉部、県土木部、
県教育庁、県警察本部、海上保安部、自衛隊、市町村) 

 

 災害のため危険な状態にある住民に対して、避難準備（要援護者避難）情報・避難の勧告・避難の指

示（以下「避難勧告等」という）の発令、伝達、誘導等を実施して、住民の生命および身体を災害から

保護し、民心の安定を図り、もって応急対策を迅速かつ円滑に行うことを目的とする。 

 特に、大規模地震発生時に、同時多発の火災が拡大延焼する可能性がある場合や津波に関する予警報

が発表された場合など、住民等の関係者に対し、速やかに避難勧告等を行うものとする。 

 

１．実施責任者(県知事公室、県総務部、市町村、関係機関) 

  災害から住民の生命、身体を保護するための避難勧告等の実施責任者は次表のとおりであるが、知

事は、市町村が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市町村長の実施すべき措

置の全部又は一部を代行することとする。 

なお、市町村長は、一般住民に対して避難準備を呼び掛けるとともに、要援護者等、特に避難行動

に時間を要する者に対して、早めのタイミングで避難開始を求めるため、避難準備（要援護者避難）

情報を発令するものとする。 

 

区 分 災害の種別 実  施  責  任  者 

避難準備 

（要援護者避難） 

情報 

全 災 害 市町村長 

避難の勧告 全 災 害 市町村長(基本法第60条) 

市町村長(基本法第60条) 

警察官(基本法第61条および警察官職務執行法第4条) 

海上保安官(基本法第61条) 

全 災 害 

災害派遣時の自衛官(自衛隊法第94条) 

知事または、その命を受けた職員(水防法第22条) 洪 水 災 害 

水防管理者(水防法第29条) 

 

 

避難の指示 

地すべり災害 知事または、その命を受けた吏員(地すべり等防止法第25条)

 

２．避難勧告等の内容及び伝達方法(県知事公室、県総務部、市町村、関係機関) 

(1) 避難勧告等の内容 

市町村長等の避難勧告等を実施する者は、次の内容を明示して行うものとする。 

① 要避難対象地域 

② 避難先 

③ 避難理由 

④ 避難経路 

⑤ 避難時の注意事項 
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(2) 避難勧告等の伝達方法 

避難勧告等の伝達は、最も迅速・的確に住民に周知できる方法により実施するが、おおむね次

の方法によるものとする。 

    なお、高齢者や障がい者等の災害時要援護者や一時滞在者等に対しては、あらかじめその特性

に応じた伝達方法を講じておくものとする。 

① 防災行政無線による伝達周知 

② Ｊ－ＡＬＥＲＴによる伝達周知 

③ あらかじめ定められた伝達系統組織を通じ、関係者から直接口頭および拡声器等による伝達周

知 

④ サイレンおよび警鐘による伝達周知 

⑤ 広報車等による伝達周知 

⑥ 携帯電話メールサービスによる伝達周知 

⑦ 自主防災組織、自治会、町内会等への有線放送および電話等による伝達周知 

⑧ 報道関係機関（コミュニティＦＭを含む）を通じての伝達周知 

また、電話回線の不通、停電等を想定するとともに、防災行政無線等の機材が整備されている

市町村においては、日頃から非常用電源の点検整備、戸別家庭用端末内蔵電池の交換等を行って

おき、災害時に機能するように維持管理しておくものとする。 

 

(3) 市町村長は、市町村防災計画中の「避難計画」において、危険地区ごとに避難勧告等の伝達組

織および伝達方法を定め、日常より危険地区の住民に対し周知徹底しておくものとする。 

 

３．警戒区域の設定(県知事公室、県総務部、市町村、関係機関) 

  市町村長若しくはその委任を受けた市町村の吏員は、災害が発生し又は発生しようとしている場合

において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域

を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止

し、又は当該区域からの退去を命じるものとする。(災害対策基本法第63条) 

  市町村長からの要求等により、警察官、海上保安官、災害派遣時の自衛官は、警戒区域の設定を行

うことができるが、この場合、その旨を市町村長に通知するものとする。 

知事は、市町村長が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市町村長の実施す

べき措置の全部又は一部を代行するものとする。(災害対策基本法第73条) 

 

４．避難の誘導(県知事公室、県総務部、市町村、県警察本部、関係機関) 

(1) 市町村等 

   市町村長等の避難勧告等を実施する者は、住民が安全かつ迅速に避難できるよう自主防災組織等

の協力を得て、できるだけ自治会、町内会単位等で集団避難を行うものとし、特に高齢者、障がい

者、児童、妊産婦、外国人等の災害時要援護者の避難に配慮するものとする。 

   このほか、避難誘導に当たっては次の事項に留意するものとする。 

  ① 避難経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所を

避け、安全な経路を選定すること。 
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  ② 危険な地点には標示やなわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置して安全を期すること。 

  ③ 住民に対して、高齢者、障がい者、児童、妊産婦、外国人等の災害時要援護者の安全確保の援

助及び優先避難を呼びかけ、近隣者相互の助け合いによる全員の安全避難を図ること。 

  ④ 津波に対する避難の場合は、特に次に留意すること。 

(ⅰ) 既存の指定した避難所にとらわれず、できるだけ高い建築物や高台等の緊急避難場所へ誘

導するものとする。 

(ⅱ) 徒歩による避難を原則としつつ、地域の実情に応じて自動車による避難を図ること。 

(ⅲ) 津波の危険は継続する可能性もあるため、気象台の情報等を十分に確認し、避難の解除が

早すぎることのないよう適切な住民避難を行うこと。 

 

(2) 警察(県警察本部) 

    警察は住民等の避難誘導に当たって、市町村に協力するとともに、下記の事項に留意した誘導

を行うものとする。 

① 被災地域、危険箇所等の現場の状況を把握したうえで、安全な緊急避難場所、避難路を選定し、

避難誘導を行うものとする。 

  特に、津波被害が予想される場合は、できるだけ高い建物等や高台の避難場所へ誘導を行うも

のとする。 

② 高齢者、障がい者、児童、妊産婦等については、可能な限り車両等を活用して避難誘導を行う

が、特に津波被害が予想される場合は、到達時間を考慮し、有効な装備資機材（リヤカー、おん

ぶ帯等）を活用し避難誘導を図るなど、災害時要援護者対策に十分に配慮するものとする。 

 

(3) 社会福祉施設等 

  ① 被災福祉施設は、あらかじめ定めた避難誘導方法に従い、近隣住民、自主防災組織の協力を得

て速やかに入所者の安全を確保するものとする。 

 また、必要に応じて保護者とも連絡をとり、可能な人には協力を依頼するものとする。 

  ② 被災地に隣接する社会福祉施設は、施設機能を低下させない範囲内で援護の必要性の高い被災

者を優先し、施設への受け入れに努めるものとする。 

 

５．避難所の開設および収容(県健康福祉部、市町村) 

災害救助法が適用された場合の避難所の開設および収容等の基準は、同法および運用方針による

が、その概要は次のとおりであり、同法が適用されない場合もこれに準じて行うものとする。 

なお、避難所への収容においては、災害時要援護者の特性に可能な限り配慮するものとし、場合

によっては、病院や社会福祉施設等への収容についても検討を行うものとする。 

(1) 避難所等の安全性の確認 

市町村は、避難場所の安全性を確認したうえで、あらかじめ指定していた施設において避難所を

設置するものとする。 

また、必要に応じ、あらかじめ指定していた施設以外の施設についても、災害に対する安全性を

確認の上、管理者の同意を得て避難所として設置する。 

安全性の確認の結果、災害の様相が深刻で、当該市町村内では避難所を設置することができない
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場合には、隣接市町村と協議し、収容の委託あるいは隣接市町村の建物・土地を借り上げて避難所

を設置するものとする。 

 

(2) 収容施設等 

避難所は、学校、公民館、神社、寺院、旅館、倉庫等の既存建物を応急的に整備して使用するも

のとするが、これらがない場合又はこれらでは充足できない場合は、野外に仮設物又は天幕等を設

置して避難所とする。 

 

(3) 収容の対象者 

避難所に収容する者は、災害により現に被害を受け、または被害を受けるおそれのある者ならび

に避難勧告・指示等が出た場合等で、現に被害を受けるおそれのある者に限り収容するものとする。 

 

(4) 住民への周知 

市町村は、避難所を設置したときは、速やかに被災者にその場所を周知徹底し、避難所に収容す

べきものを誘導し、保護しなければならない。 

 

(5) 避難所運営職員の派遣 

避難所を設置した場合、各避難所にはその維持管理のため、責任者(原則として市町村職員)を定

めるものとする。 

 

(6) 避難所開設の報告 

市町村は、避難所を設置したときは、直ちに次の事項を県に報告するものとする。 

① 避難所開設の日時および場所 

② 箇所数および収容人員 

③ 開設予定期間 

 

(7) 避難所の運営管理 

ア 市町村は、避難所運営マニュアル等に基づき、避難所を適切に運営管理するものとする。 

イ 市町村は、避難所ごとにそこに収容されている避難所に係る情報の早期把握及び避難所で生

活せず食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。 

ウ 市町村は、避難所における生活環境に注意を払い、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の

把握に努めるものとする。 

エ 市町村は、男女共同参画の視点に配慮した避難所の運営に努めるものとする。また、食事の

提供の際は、乳幼児、アレルギー疾患患者等の把握を行うとともに、必要な食料確保等を行う

ものとする。 

オ 避難期間が長期化する場合、県、市町村は、精神科医、臨床心理士、保健師等によるこころ

のケアも行うものとする。 

カ 夏期には扇風機等、冬期には暖房器具等を設置するなど、季節や環境を考慮し、快適な環境

の確保に努めるものとする。 
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キ また、必要に応じ、市町村は、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるも

のとする。 

 

(8) 災害救助法が適用された場合の留意事項 

避難所開設の期間は、原則として最大限7日以内である。 

県は、市町村が開設する避難所が災害救助法の基準を超える場合には、厚生労働大臣との協議が

必要となるため、市町村の避難所開設状況を把握しておくものとする。 

 

６．要援護者に対する対策(県健康福祉部、県知事公室、市町村、消防機関) 

(1) 安否確認、救助活動 

     市町村は、あらかじめ把握している災害時要援護者について、民生委員、近隣住民、自主防災

組織、福祉団体(社会福祉協議会、老人クラブ等)の協力を得て、安否確認、救助活動を実施する

ものとする。 

避難支援計画を策定している市町村にあっては、避難支援計画に基づき、あらかじめ選定して

いる避難支援者等を通じて、安否確認等を実施するものとする。 

なお、消防機関等は、救助に当たって、要援護者の特性に配慮するものとする。 

 

(2) 情報の提供 

避難所においては、要援護者に円滑に情報伝達ができるように障害等の状況に応じて、文字放送

用テレビやファクシミリ等を設置するほか、必要に応じて手話や外国語の通訳を確保するものとす

る。 

 

(3) 生活の支援 

① 相談体制の整備 

市町村は、避難所、福祉事務所、保健センター、社会福祉協議会等に相談窓口を設置し、要援

護者の相談に応じるとともに、必要な支援のニーズ把握を行うものとする。 

なお、窓口には、ファクシミリ等の機器の設置や通訳等の配置についての配慮が必要である。 

また、相談窓口に来られない人に対しては、避難所や自宅等を巡回して声を掛け、各種相談等

に応じるとともに、必要な支援のニーズ把握を行うものとする。 

② 心身両面の健康管理 

要援護者の中には、特に健康面の配慮が必要であるものがいるため、医師、保健師、看護師、

等が避難所や自宅等を巡回し、健康状態の確認や各種相談に応じるとともに、医療ケア等を行う

ものとする。 

また、大規模災害発生後は、大きなショックや強い不安感を感じたり、長引く避難所生活の中

でストレスが蓄積するなど、精神的な大きな負担を強いられるので、精神科医、臨床心理士、保

健師等によるこころのケアを行うものとする。 

 

７．防火対象物等における避難対策等(県教育庁、市町村、県総務部、関係機関) 

 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、その他消防法による防火対象物の防火管理者は、多数
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の者の出入りする施設として災害時の避難対策を十分講じておくものとする。 

 特に、学校においては、次の応急措置等を実施するものとする。 

(1) 情報の伝達・収集等 

① 教育長は、地震・津波災害の種別、程度を速やかに学校長に通報し、必要な避難措置をとらせ

るものとする。 

② 学校長は、教育長又は関係機関から災害に関する情報を受けた場合には、教職員に対して当該

情報を速やかに伝達するとともに、自らテレビ、ラジオ等により地域の被害状況等災害情報の収

集に努めるものする。 

    なお、児童・生徒等への伝達にあたっては、混乱を防止するように配慮するものとする。 

  ③ 学校長は、児童・生徒等及び学校施設に被害を受け、又はそのおそれがある場合は、直ちにそ

の状況を市町村、自治会、自主防災組織、消防団、近隣住民その他関係機関に報告し、必要に応

じ応援等を求めるものとする。 

 

(2) 避難の指示等 

  ① 教育長の避難の指示等は、市町村長等の指示により行うほか、安全性を考慮して、速やかに実

施するものとする。 

また、避難の指示にあたっては、地震・津波災害の種別、発生の時期及び発生場所等を考慮に

入れて、危険が迫っている学校から順次指示するほか、一斉メール、ファックス等により必要な

情報を当該地域の学校全てに伝えるものとする。 

  ② 学校長は、教育長から避難の指示等があった場合には、速やかに実施するとともに、緊急を要

する場合には、自ら災害の状況を判断し、児童・生徒等の屋外への避難や緊急避難場所等への避

難を迅速に指示するものとする。 

    なお、状況によっては、教職員が個々に適切な指示を行うものとする。 

③ 児童・生徒等が学校の管理外にある場合には、学校長は状況を判断して臨時休校等の措置を講

ずるものとする。 

    なお、臨時休校の通告及び連絡方法については、あらかじめ児童・生徒等に対し周知徹底をし

ておくものとする。 

 

(3) 避難の誘導等 

① 避難の誘導 

    学校長及び教職員は、児童・生徒等の安全を確保するため、あらかじめ定めた計画に基づき児

童・生徒等の誘導を行うものとする。 

なお、状況により校外への誘導が必要である場合は、市町村、自治会、自主防災組織、消防団、

近隣住民その他関係機関の指示及び協力を得て行うものとする。 

② 避難の順位 

    児童・生徒等の避難順位は、低学年、疾病者等を優先して行うものとする。 

③ 下校時の危険防止 

    学校長は、災害の状況により、児童・生徒等を下校させる場合には、次の方法によるものとす

る。 
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イ 児童・生徒等に必要な注意を与えるとともに、校区内の危険箇所（がけ崩れ、危険な橋・堤

防等）の通行を避けるように配慮するものとする。 

ロ 通学区域ごとの集団下校または教職員による引率等の措置を講ずるものとする。 

④ 校内保護  

学校長は、災害の状況により、児童・生徒等を下校させることが危険であると判断した場合は、

校内に保護し、速やかに保護者への連絡に努めるものとする。 

特に、津波の危険は継続する可能性もあるため、関係機関の情報等を十分に把握し、安全を確

認するものとする。 

なお、この場合、速やかに市町村に対して、児童・生徒等の数その他必要な事項を報告するも

のとする。 

 

(4) 学校が地域の避難所となる場合の留意事項 

  ① 避難所になった学校の学校長は避難所に供する施設、設備の安全を確認し、避難した者に対し

て、その利用について必要な指示をするものとする。  

② 学校長は、施設及び設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を作成し、応急教育

の開始時期及び方法を確実に児童・生徒等及び保護者に連絡するものとする。 

③ 全児童・生徒等を学校に同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設を利用して

分散授業を行う等の措置を講じるものとする。 

④ 避難が長期間となる恐れがある場合は、市町村は学校長と協議し、学校教育上支障とならない

ように必要な措置を講じるものとする。 

 

(5) その他の留意事項 

① 保健衛生 

    学校長は、災害時において、建物内外の清掃、給食、飲料水等に留意し、児童・生徒等の保健

衛生について必要な措置を講じるものとする。 

 ② 教育活動の再開 

    学校長は、教育活動の再開に当たっては、児童・生徒等の登下校時の安全に留意するものとす

る。 

③ 避難訓練の実施 

学校長は、地震・津波災害に応じた避難訓練を、平素から実施するものとする。 

なお、訓練に際しては、学校関係者だけでなく市町村、自治会、自主防災組織、消防団、近隣

住民その他関係機関等参加型訓練の実施など工夫に努める。 

④ 連絡網の整備 

教育長の各学校への通報および連絡は、迅速かつ的確に行われるように、平素から連絡網を整

備しておくものとする。 

⑤ 計画の策定 

学校長は、次の事項について計画し、集団避難が安全、かつ迅速に行われるようにするものと

する。 

イ 地震・津波災害に応じた避難指示等の伝達方法 
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ロ 緊急避難場所の指定 

ハ 避難順位および緊急避難場所までの誘導責任者 

ニ 児童生徒の携行品 

ホ 余裕がある場合の書類、備品等の搬出計画 

ヘ 負傷者の救護方法 

ト 保護者への連絡及び引き渡し方法 

チ 登下校中の避難方法 

 

８．広域的避難収容（県知事公室、県健康福祉部、市町村） 

 被災市町村は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等にかんがみ、被災市町村の

区域外への広域的な避難、避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合には、必要

に応じ、県に支援を要請するものとし、県は必要な調整を行う。 

 

９．被災者等への的確な情報活動関係（県総務部、市町村） 

 県、市町村は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備を図るものとする。 
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第10節 交通規制計画(県土木部、市町村、県警察本部、九州地方整備局、 
西日高速道路（株）、関係機関) 

大規模地震・津波発生時に、住民等の円滑な避難誘導が必要な場合、道路災害が発生するおそれがあ

る場合、橋梁等の交通施設に被害が発生した場合又は交通の混乱を防止して緊急輸送を確保するために

必要がある場合には、交通規制を行って被害の軽減と迅速な応急対策を実施するものとする。 

 

１．実施責任者 

災害時の交通規制は次の区分によって行うものとするが、道路管理者と警察は、常に緊密な連絡を

保ち、応急措置の万全を期するものとする。 
 

区    分 範         囲 

道路管理者  国土交通大臣 

   知    事 

   市 町 村 長 

   西日本高速道路（株） 

１ 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険である 

と認められる場合 

２ 道路に関する工事のため、やむを得ないと認める場合 

 

 

警  察   公安委員会 

     警 察 署 長 

    警 察 官 

１ 本県または本県に隣接、近接する県の地域に係る災害が 

 発生し、又は発生しようとしている場合において、災害応 

 急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必 

 要があると認めるとき 

２ 道路の損壊、火災の発生、その他の事情により道路にお 

 いて交通の危険が生じ、又はそのおそれがある場合 

 

 

２．交通規制の措置 

措置要領 

(1) 道路管理者(県土木部、市町村、九州地方整備局、西日本高速道路（株）) 

道路管理者は、道路、橋梁等交通施設の巡回調査に努め、災害等により交通施設等の危険な状態

が予想され、または発見したとき、若しくは通報等により承知したときは、速やかに必要な規制を

実施するものとする。 

(2) 警察(県警察本部) 

① 地震・津波災害により住民等の円滑な避難誘導が必要なとき、道路・橋梁等の交通施設の危険

な状態が予想され、又は発見したとき、若しくは通報等により承知したときは、速やかに必要な

交通規制を実施するものとする。 

② 災害が広域にわたる場合、若しくは幹線道路の破損等のため交通上の支障が広域にわたる場合

の交通規制は、災害の規模及び迂回路等との関係を総合的に判断して実施するものとする。 

③ 必要がある場合には、他県から被災地域に通じる主要幹線道路について、広域交通規制を隣接

及び近接する県に要請するものとする。 
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④ 各警察署において、交通規制を実施した場合は、報道機関等を通じて一般通行車両及び住民等

に周知徹底し、交通に支障のないよう万全を期するものとする。 

⑤ 交通規制を行う場合は、法令に定められた標識を設置するものとする。設置不可能な場合及び

設置するいとまがない場合は、警察官が現場で交通整理、誘導に当たるなど交通に支障がないよ

う配慮するものとする。 

⑥ 緊急通行車両の通行の確保等的確、円滑な災害応急対策に資するため、県警備業協会をはじめ、

関係機関・団体に対する協力要請を行い、広域交通管制及び交通広報による交通総量抑制対策を

実施するものとする。 

⑦ 災害発生時の交通規制を円滑に行うため、警備業者等が交通誘導の実施等の応急対策業務に関

して、協力方法、費用負担、災害保障、訓練等の協議を行い、協定等を締結するよう努めるもの

とする。 

 

３．交通規制の実施(県土木部、県警察本部、九州地方整備局、西日本高速道路（株）) 

(1) 危険箇所の交通規制 

   道路及び橋梁の破損、決壊その他の状況により通行禁止又は交通を制限する必要があると認める

ときの交通規制の実施は、道路管理者又は警察が、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由等を

明瞭に記載した道路標識等を設置するとともに、必要な場合には迂回道路の標識も明示し、一般の

交通に支障のないよう措置するものとする。 

   なお、道路標識施設の設置基準は、次によるものとする。 

① 道路標識を設ける場合 

ア 通行止め：歩行者、車両及び路面電車等の通行を禁止する区間の前面における道路の中央 

イ 通行制限：通行を制限する前面における道路の中央又は左側の路端 

ウ 迂回路 ：迂回路のある交差点の手前の左側の路端 

② 道路標識の構造 

   道路標識は堅固な構造とし、所定の位置に整然と設置して修理、塗装、清掃等の維持を行うほ

か、夜間において遠方から確認し得るよう照明又は反射装置を施すものとする。 

③ 道路標識の寸法及び色彩 

  道路標識の寸法及び色彩は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和３５年総理府・

建設省令第３号)に定めるところによる。 

 (2) 異常気象時における道路通行規制要領 

異常気象時における道路通行規制要領は、別冊資料編による。 

 

４．相互の連絡・協力(県土木部、県警察本部、九州地方整備局、西日本高速道路（株）) 

道路管理者及び警察は、次の事項について相互に連携、協力し、的確かつ円滑な災害応急対策を実

施するものとする。 

(1) 被災地の実態、道路の被害状況及び交通状況等に関する情報を収集し、相互に情報を交換する。 

(2) 緊急通行車両の通行を確保すべき道路の障害物排除等のための応急対策の実施及び重機等の支援

部隊の速やかな要請を行うものとする。 
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５．災害対策基本法に規定する通行禁止区域等における障害物の除去 

災害対策基本法第７６条第１項により、公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようと

している場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするために緊急の必要がある

と認めるときは、速やかに区域又は道路の区間(以下「区域等」という。)を指定して、緊急通行車両

以外の車両の道路における通行を禁止し又は制限し、緊急交通路の確保に当たるものとされているが、

同法７６条の３の規定に基づく当該区域等における車両その他の物件の障害物除去の方法について

は、次のとおりとする。 

(1) 緊急交通路の確保 

警察は、放置車両の撤去等の緊急交通路における障害物の除去について、道路管理者、消防機

関、自衛隊等と協力して、緊急交通路の確保を図るものとする。 

(2) 運転者等に対する措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となり、

これにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、車両その他

の物件の占有者、所有者又は管理者に対して、車両その他の物件の移動等の措置を命ずることが

できる。 

(3) 放置車両等の撤去 

警察官は、(2)の措置をとることを命ぜられた者が、移動等の措置をとらないとき又はその命令

の相手方が現場にいないために移動等の措置をとることを命ずることができないときは、自ら移

動等の措置をとることができる。 

この場合において、警察官は、移動等の措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置

に係る車両その他の物件を破損することができる。 

(4) 自衛官による撤去 

自衛隊法第８３条の２に規定する災害派遣により派遣を命ぜられた自衛官は、警察官がその場

にいないときに限り、自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため(2)及び(3)の措置命令

をとることができる。 

(5) 消防吏員による撤去 

職務を執行中の消防吏員は、警察官がその場にいないときに限り、消防用緊急通行車両の円滑

な通行を確保するため(2)及び(3)の措置命令及び措置をとることができる。 

(6) 自衛官及び消防吏員の通知 

自衛官及び消防吏員は、(4)及び(5)の措置命令及び措置をとった場合は、直ちにその旨を別冊

資料編に定める様式により当該措置をとった場所を管轄する警察署長に通知するものとする。 
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第11節 緊急通行車両確認計画(県知事公室、県警察本部) 
 

 県、市町村及び関係機関は、災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合において、

災害応急対策に必要な人員、資機材等を迅速かつ確実に輸送するため、緊急通行車両の運用、確認手続

き等を整備するものとする。 

 

１．緊急通行車両の限定  

緊急通行車両において輸送する対象は、被災状況及び被災応急対策の進捗状況に応じて、概ね以下

のとおりとする。 

(1) 第一段階(地震発生直後の初動期) 

① 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

② 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

③ 交通規制に必要な人員、物資 

④ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

⑤ 政府災害対策要員、地方公共団体災害要員、情報通信・電力・ガス・水道施設保安要員等初動

の応急対策に必要に要員、物資 

⑥ 緊急通行に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧及び緊急輸送道路確保のための人員、物資 

 

 (2) 第二段階(応急対策活動期) 

① 前記(1)の継続 

② 食料、水等生命維持に必要な物資 

③ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

 

(3) 第三段階(復旧活動期) 

① 前記(2)の継続 

② 災害復旧に必要な人員、物資 

③ 生活必需品 

 

２．緊急通行車両の確認(県知事公室、県警察本部) 

公安委員会が、災害対策基本法第76条に基づく通行の禁止又は制限を行った場合、緊急通行のため

の車両の使用者の申出により、知事又は県公安委員会は、災害対策基本法施行令第33条の規定により

急通行車両の確認(証明書及び標章の交付)を行うものとする。 

(1) 申請手続(申請窓口) 

緊急通行車両であることの確認を受けようとする車両の使用者は、緊急通行車両確認申請を知

事又は公安委員会の下記部局に提出するものとする。 

① 知事(県)     知事公室危機管理防災課 

② 公安委員会 

  ア 県警察本部  交通部交通規制課 

イ 各警察署   交通課 
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 (2) 緊急通行車両の証明書及び標章の交付 

緊急通行車両であることを確認したときは、知事及び公安委員会は、速やかに災害対策基本法

施行規則に定める証明書及び標章を申請者に交付するものとする。 

 

(3) 緊急通行車両の事前届出(県公安委員会) 

公安委員会は、災害時における緊急通行の交通需要を事前に把握するとともに、緊急通行車両

の確認事務の省力化、効率化を図るために、次のいずれにも該当する車両については、事前届出

を受理するものとする。 

① 災害時において、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災害対策基本法第

50条第1項に規定する災害応急対策を実施する計画がある車両 

② 次に掲げる方法により、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関

及び地方公共団体(以下「指定行政機関等」という。)が所有又は使用する車両 

  ア 指定行政機関等が自ら所有する車両 

   イ 指定行政機関等が契約等により専用に使用する車両 

ウ 指定行政機関等が災害時に関係機関・団体等から調達する車両 
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第12節 輸送計画(九州運輸局熊本運輸支局、ＪＲ九州熊本支社、 
熊本海上保安部、自衛隊、九州地方整備局、県土木部) 

 

 本計画は、大規模地震・津波発生時における陸、海、空の緊急輸送体制を確立し、応急対策実施に必

要な人員、資機材及び救援物資等の輸送力を確保し、応急措置の万全を期するものとする。 

 

１．輸送実施計画(関係機関) 

  災害対策基本法第５０条及び第５１条に規定する実施責任者とする。 

  ただし、これらの機関で処理できない場合は、輸送を業とする公共機関、地方公共機関並びにこれ

らに準ずるもの等、又は自衛隊に応援を要請して、緊急輸送の確保を図るものとする。 

 

２．輸送力の確保(関係機関) 

  実施機関が所有する車両だけでは輸送が確保できない場合には、次の順位により必要に応じて借り

上げて輸送の円滑化を図るものとする。 

 (1) 車両等の確保 

  ① 公共的団体の車両 

  ② 輸送を業とする者の所有車両 

  ③ その他(自家用車両等) 

 (2) 鉄道、軌道、空中輸送等の確保 

  ① 鉄道、軌道輸送要請 

    必要に応じ、ＪＲ九州熊本支社等に要請するものとする。 

  ② 空中輸送要請 

 別節「自衛隊災害派遣要請計画」に定めるところにより、要請するものとする。 

 (3) 船舶の確保 

  ① 公共的団体の船舶 

  ② 輸送を業とする者の所有船舶 

 

３．輸送の確保 

 (1) 陸上輸送(九州運輸局熊本運輸支局、ＪＲ九州熊本支社、関係機関) 

  ① 道路輸送(九州運輸局熊本運輸支局、関係機関) 

 災害時における緊急輸送は、本県の地勢及び過去の災害の実情等から考えると、大半が陸上輸

送であり、道路輸送の場合が多い。このことから、関係機関は災害時における緊急輸送が、迅速

かつ円滑に行われるように協力するものとする。 

  ② 鉄道輸送(ＪＲ九州熊本支社) 

    鉄道輸送は地域的に限定されるが、道路輸送が困難をきわめ、又は不可能な場合並びに鉄道に

よる輸送が迅速かつ適切と判断される場合に応急輸送の確保を図るものとする。 

 (2) 海上輸送(熊本海上保安部、九州運輸局熊本運輸支局、県土木部) 

  ① 海上輸送船舶 

    船舶等による海上輸送については、主として熊本海上保安部所属船舶の優先出動により緊急輸
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送に当たるものとするが、必要に応じ第十管区海上保安本部長に対して、巡視船艇の派遣要請、

または九州運輸局熊本運輸支局等関係機関の協力を得て応急輸送の確保を図るものとする。 

  ② 海上輸送ルートの確保 

   ア 港湾及び漁港の管理者は、市町村、自衛隊等の協力を得て、交通が可能な航路、港湾・漁港

施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に必要な情報を把握するものとする。 

   イ 災害対策本部は、港湾施設等の被害状況等に基づき海上輸送ルートを定めるものとする。 

   ウ 港湾及び漁港の管理者は、自衛隊、海上保安本部等の協力を得て、港内の航行可能路を選定

するとともに、海上輸ルートの確保に努めるものとする。 

 (3) 空中輸送 

    災害時に陸上輸送及び海上輸送が困難若しくは不可能な場合、又は空中輸送が適切であると判

断した場合には空中輸送の確保を図るものとし、防災消防ヘリコプターの利用及び別節「自衛隊

災害派遣要請計画」に基づく自衛隊への要請を実施するものとする。 

 

４．緊急輸送を確保するための道路    

 (1) 緊急輸送道路の指定、ネットワーク化(県土木部、九州地方整備局) 

    緊急輸送道路は、大規模地震直後から必要となる緊急輸送を円滑かつ確実に行うための道路で

あり、耐震性が確保されているとともに、地震発生時にネットワークとして機能することが重要

である。 

   このため、緊急輸送道路ネットワーク計画に基づき、災害応急対策の円滑な実施を図るため救

助、救急、医療、消火活動及び避難者への緊急物資の供給に必要な人員・物資等の広域輸送を確

保するものとする。 

(2) 道路管理者、警察、関係機関との連絡調整(県土木部、関係機関) 

   道路管理者は、緊急輸送路について早急に被害状況を把握し、障害物の除去等の応急復旧を行い、

道路機能の確保に努めるとともに、警察及び関係機関と相互に連絡を保ち、交通規制等の適切な運

用を図るものとする。 

  また、緊急輸送道路については、社会情勢その他の変化に応じて、緊急輸送道路ネットワーク協

議会を通じてネットワーク計画の適宜の見直しを行うものとする。 
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第13節 水防計画(県土木部、関係機関) 
 

 地震・津波により、堤防の亀裂、陥没及び沈下並びに水門、樋門等の施設の被害が考えられる。本県

の沿岸域のこれらの施設は、軟弱な地層のうえに構築されている箇所もあるので、大きな地震動によっ

て被害が発生するおそれがある。 

 特に、堤防の背後地が低い地域は、大規模地震による直接被害の後、津波、洪水や高潮（満潮）によ

り、溢水・浸水等の二次災害が発生するおそれがあるため、これらに対する情報の収集、通報、警戒等

の水防体制が必要となる。 

 なお、水防活動に従事するものの安全確保について留意する。 

 このような地震時における水防体制についても、水防計画に基づいて対応するものとする。 
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第14節 救出計画(市町村、消防機関、県警察本部、関係機関) 
 

１．実施責任者(市町村、消防機関、県警察本部、関係機関) 

 (1) 救出は原則として、市町村、消防機関及び警察が協力して実施するものとする。 

 (2) 災害対策基本法及び他の法令の規定により災害応急措置の実施責任を有する者はもちろん、災

害の現場にある者、住民及び自主防災組織は救出を実施し、又は市町村長等に協力するものとす

る。 

 

２．救出対象者(市町村、消防機関、県警察本部、関係機関) 

救出対象者は、概ね次の状態にある者をいう。 

 (1) 大規模地震・津波及びその後の火災、家屋の倒壊等によって生命に危険がある者 

 (2) 大規模地震・津波による行方不明者で生存していると推定される者、又は生命があるかどうか

不明の者 

 

３．救出の方法 

 (1) 市町村、消防職員・団員による救出(市町村、消防機関) 

  ① 市町村は、消防機関を主体とした救出班を編成し、救出活動を実施するものとする。 

    なお、延焼火災が多発している状況下で同時に多数の救出が必要となる場合は、火災現場付近

を優先に救出活動を行うものとする。  

② 救出活動に必要な車両、特殊機械器具、ロープ等の資機材を確保し、迅速かつ的確な救出活動

を実施するものとする。 

  ③ 市町村による救出が困難な場合は、速やかに隣接市町村、消防機関、警察、自衛隊等の応援を

求めるものとする。 

 

(2) 警察による救出(県警察本部) 

   災害発生のおそれがある場合は、人的被害の未然防止を最重点とした警備対策を講じるとともに、

災害が発生したときは次により被災者の救出措置を行うものとする。 

  ① 要救助者及び死傷者の有無の確認、その速やかな救出救助活動 

  ② 消防機関、救出機関等と連携・協力した負傷者の救護搬送活動 

  ③ 行方不明者があるときは、その速やかな捜索活動 

  ④ 救出救助活動の迅速かつ円滑な推進を図るために必要な交通規制等の活動 

  ⑤ 大規模な災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合は、広域緊急援助隊の出動要請 

 

 (3) 自主防災組織による救出 
   自主防災組織にあっては、組織内における被害状況を調査し、救出対象者の早期発見に努めるも

のとする。救出対象者を発見した場合には、迅速な救出活動を行い、又は市町村、消防機関、警察
等に連絡して、早期救出に努めるものとする。 
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４．関係機関の連携（県、関係機関） 

警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の実動機関ヘリ、防災消防ヘリ、ドクターヘリ等は、必要に応じ

て連携し、迅速かつ確実に被災者の救出、救助、捜索活動等を実施する。 

 

５．惨事ストレス対策 

  救出、救助活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策に努めるものとする。 
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第15節 医療救護計画(県健康福祉部、日赤県支部、県医師会、熊大医学部附
属病院等) 

 

 大規模、広域的な震災により多数の傷病者が発生し、被災地及びその周辺の医療救護の対応能力を著

しく超えた場合において、県、市町村は、日本赤十字社熊本県支部、熊本県医師会、災害拠点病院（別

冊資料編参照）、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、熊本県公的病院災害ネットワーク、熊本大学医学

部附属病院等と緊密な連携のもと、総力を挙げて迅速かつ適切な医療救護活動を実施する。 

 

１．実施機関 

 (1) 災害時における医療救護は、被災地域の市町村長が行う。 
 (2) 災害が広域的に発生した場合又は被害が甚大である場合、知事がこれを行う。 
 
２．救護活動 

 (1) 災害医療情報の収集及び提供 

  ① 県は、広域災害・救急医療情報システム等を活用し、保健所、市町村、消防本部、日赤県支部、

県医師会、災害拠点病院、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及びその他医療機関等から、迅速に

次に掲げる情報を収集する。 

   ア 被災地の保健衛生行政機能の被害状況 

   イ 保健医療施設、設備の被害状況 

   ウ 保健医療活動従事者の数及び不足数 

   エ 放射性同位元素、病原微生物、毒物類等の保健衛生上危害を生ずる恐れのある物の被害状況 

   オ 診療（施設）機能の稼動状況 

   カ 災害拠点病院の被災状況、患者の収容及びライフライン確保の状況 

   キ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の対応状況 

   ク 職員の被災状況、応急活動への対応状況 

   ケ 医薬品等及び医療用資機材の需給状況 

   コ 保健医療施設への交通状況等 

  ② 県は、収集した情報をもとに、保健所、市町村、消防本部、日赤県支部、県医師会及び医療機

関等の関係機関に必要な情報を提供する。 

 

 (2) 初動体制 

  ① 県は、速やかに被災地の医療情報の収集を開始し、被災地周辺地域及び近隣県との情報連絡体

制を確立する。 

  ② 県は、医療救護活動が迅速かつ適切に実施できるよう日赤県支部、災害拠点病院、災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）、熊本県公的病院災害ネットワーク、県医師会、熊大附属病院等に対して、

早期から積極的に情報提供を行う。 

③ 知事は、被害の状況に応じて「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づき、他県への医療救

護班の派遣を要請する。 

  ④ 県災害対策本部健康福祉対策部に健康福祉部長を長とする医療救護対策室を置く。医療救護対

策室は、日赤県支部、熊本赤十字病院、県医師会、熊大附属病院の災害医療担当者を招集し、医
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療救護に関する情報を共有し、医療救護活動の方針等の調整を行う。 

  ⑤ 医療救護対策室は、統括ＤＭＡＴに参集を依頼し、医療救護対策室の下に、おもに急性期にお

けるＤＭＡＴの活動方針の決定や関係機関との調整等を行うＤＭＡＴ県調査本部を設置する。 

⑥ 地方災害対策本部は、市町村、消防機関等と連携のうえ、医療機関の被災状況、傷病者の状況、

医療の確保状況等の情報を収集し、地域の関係機関等に対して情報提供を行う。 

⑦  地方災害対策本部に、保健所長を長とする医療救護現地対策室を置く。医療救護現地対策室は、

日赤県支部、郡市医師会、災害拠点病院等の情報連絡員を受入れ、現地の医療救護体制の調整を

行う。  

  

(3) 被災地内医療救護活動 

  ① 市町村長は、被災地の状況に応じて適切な場所に救護所を設置し、医療救護班による医療救護

活動を行う。当該市町村のみでは対応できないと判断される場合には、県に応援協力を要請する

とともに、市町村相互間の応援協定等に基づき、隣接市町村に応援等を要請する。 

  ② 知事は、市町村長からの協力要請等により広域支援が必要と認める場合、日赤県支部、県医師

会、県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師会、災害拠点病院、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、

自衛隊熊本病院等に対する医療救護班等の派遣要請及び自衛隊への医療救護に関する派遣要請

を行う。 

  ③ 知事は、医薬品を医薬品配分拠点、救護所等へすみやかに供給するとともに薬剤師を派遣し、

併せて、熊本県薬剤師会等への協力を依頼する。 

    また、避難所での服薬指導、薬についての相談及び一般医薬品の供給等に応じるため薬剤師等

を派遣する。 

  ④ 現地に到着した災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、医療救護班は、医療救護現地対策室と連携

し、救護所において、トリアージ及び応急救護を行う。 

  ⑤ 日赤救護班は、医療救護現地対策室と連携のうえ、救護所内の指揮をとる。ただし、日赤救護

班が派遣されていない救護所にあっては、医療救護現地対策室長が指定した者がこれを行う。 

  ⑥ 被災地域の災害拠点病院及び中核的な病院は傷病者の受入、応急救護、後方支援病院への転送

を行う。 

  ⑦ 医療施設への電気、ガス、水道の確保 

    知事は、医療施設の電気、ガス、水道等のライフラインの復旧について、優先的な対応が行わ

れるように事業者に要請する。 

    また、ライフラインの復旧までの間、医療施設への水の供給及び自家用発電器の燃料の確保を

図るための必要な措置を講じる。 

  ⑧ 医療機器の修理及び交換 

    知事は、必要に応じ、被災地内の病院等に設置されている医療機器の修理・交換を医療機器関

係団体等に要請する等の支援を行う。 

⑨ 県は、防疫と公衆衛生の維持に努める。 

 

 (4) 傷病者の搬送と収容 

  ① 県災害対策本部は、医療救護現地対策室の医療情報を得て、適切な医療機関への搬送手段を確
保する。 
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  ② 熊本赤十字病院、熊本大学医学部附属病院、被災地以外の災害拠点病院や公的病院等の後方支
援病院は、被災地域の医療機関で対応の困難な傷病者を受け入れる。 

  ③ 県災害対策本部は、広域搬送の必要が生じることが予測される場合、県外受入れ医療機関並び

にヘリコプター等の広域搬送手段を確保する。 

 

３．個別疾患 

 (1) 難病、人工透析 

  ① 県は、あらかじめ人工呼吸器装着患者、酸素療法患者等特別な配慮を要する難病患者、透析患

者等の受療状況及び治療に必要な施設を有する医療機関の把握に努めるものとする。 

  ② 知事は、把握した医療機関における医薬品等の確保状況を把握し、関係団体を通じて医療機関

へ医薬品等の提供を要請する。 

 (2) 妊婦、新生児 

  ① 県は、あらかじめ、高度医療を必要とする妊婦、新生児について、医療機関の受入状況の把握

に努めるものとする。 

 (3) 精神疾患 

  ① 県は、精神保健医療に関する情報の集約を図り、支援団体との調整、支援チームの割り振り、

移送手段の確保等を総括的に行い、迅速な対応に努める。 

  ② 県は、被災医療機関の入院患者の受入先の把握及び調整を図る。 

 

４．医療体制の移行等 

県は、医療機関と協力し、災害発生直後の急性期医療から急性期以降への医療体制の移行等、状況（段

階）に応じた適切な医療提供体制の確保に取り組むものとする。 

 

５．惨事ストレス対策 

  医療救護活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとする。 
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第16節 食糧供給計画(県農林水産部、県健康福祉部、県商工観光労働部、県
環境生活部、県知事公室、九州農政局生産部) 

 

 大規模地震・津波発生時に、り災者及び災害応急従事者等に供給する食糧の確保と炊き出しその他食

品の給与は、次の要領により実施するものとする。 

 

１．実施機関 

  り災者及び災害応急従事者等に対する食糧の供給は、市町村長が実施するものとする。 

  市町村長のみでは、実施が不可能な場合は、近隣市町村、県、国、その他関係機関の応援を得て実

施するものとする。 

 

２．米穀の調達・供給(県農林水産部、九州農政局生産部) 

 (1) 応急調達 

  ① 調達可能数量の把握 

    農林水産省に照会し、調達可能数量を把握するものとする。 

  ② 調達の方法 

  ア 農林水産省を通じて、米穀販売事業者から調達するものとする。 

  イ 必要な場合は、知事は農林水産省と協議して、同省を通じて受託事業体から政府米を調達する

こととする。  

(2) 応急供給 

   米穀販売事業者に被災地域への米穀の輸送を要請し、市町村に供給するものとするが、必要な場

合は、別節「輸送計画」に基づき市町村に供給するものとする。 

 
 

 ＊ 九州農政局生産部 096-211-9111 

＊ 関係要領等「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」 

        「緊急食料調達・供給体制整備要綱」 

 

 

３．乾パンの調達・供給(県健康福祉部) 

  県備蓄分の供給   

   災害救助法が適用される震災が発生した場合、県が備蓄している乾パンについては、直接又は市

町村長を通じて、り災者に供給するものとする。 

 

４．農畜産物(生産物)応急供給(県農林水産部) 

応急用食料としての農畜産物の調達及び供給については、大規模地震による不足の事態に備え、関

係団体等との連絡体制を整備するものとする。災害発生後においては、迅速に農畜産物の需給動向、

産地、処理施設、道路等輸送手段の被害状況を把握し、次により必要に応じて関係団体に対して、農

畜産物の調達及び被災地域への供給を要請するものとする。 
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(1)野菜・果実・果汁 

① 野菜 

 

 

 

 

 

② 果実、果汁 

 

 

 

 

 

 

(2) 食肉・卵・牛乳 

① 食肉、卵 

 

 

 

 

 

  ② 牛乳 

 

 

 

 

 

５．生鮮食料品等の流通確保対策(県農林水産部) 

 (1) 被災地への生鮮食料品等の円滑な流通の確保 

  輸送ルート、輸送手段及び物資集積地に関する情報収集を行い、関係農業団体に当該情報を提供

し、被災地への生鮮食料品等の出荷について協力を要請するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 産 物 
流通企画課 

熊本県経済農業協同組合連合会 
園芸流通課 096-328-1149 

熊本県果実農業協同組合連合会
販売課 096-389-3311 

熊本県酪農業協同組合連合会 
販売促進部 096-388-0101 

被災地域 
情報の提供 
 
 
 

食料の出荷 

畜 産 課 
経営環境班 

熊本県酪農業協同組合連合会 
総務部 096-388-3511 

熊本県牛乳協会 
     096-360-6250 

被災地域 
状況の把握 
 
要   請 
 

牛乳の供給 
 

畜 産 課 
経営環境班 

(株)熊本県畜産流通センター 
0968-26-4121 

熊本県養鶏農業協同組合 
096-242-3131 

被災地域 
状況の把握 
 
要   請 
 

食肉・卵 
の供給 
 

園 芸 課 
果樹 
・花き班 

熊本県果実農業協同組合 
連合会 
青果事業本部(096-389-3317)
営業部（096-389-3314） 

被災地域 
状況の把握 
 
要   請 
 

果実･果汁の供給 
 

園 芸 課 
野 菜 班 

熊本県経済農業協同組合
連 合 会  園 芸 流 通 部
（096-328-1150） 

被災地域 
状況の把握 
 
要   請 
 

野菜の供給 
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  (2) 円滑な卸売市場流通の確保 

   卸売市場の被災状況等の情報収集を行い、出荷団体に提供し、迅速な対応を要請するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．災害時における味噌・醤油の供給  

  供給方法は、関係機関その他から、下記または災害地に供給できる地域に所在する業者に連絡次第、

業者において供給するものとする。 

    熊本県みそ工業協同組合（電話096-356-8200） 熊本市中央区南千反畑町11-5 

    熊本県醤油工業協同組合（電話096-356-8200） 熊本市中央区南千反畑町11-2 

 

７．炊きだしの実施及び食料の配分(県関係各部、市町村) 

 (1) 炊きだしの実施 

   市町村は、原則として避難所内又は既存の給食施設若しくは仮設給食施設において、みずから又

は委託して炊き出しを行うものとする。 

市町村が多大の被害を受けたことにより、当該市町村において炊き出しによる食料の給与の実施

が困難と認めたときは、県及び近隣市町村に炊き出しについて協力を要請するものとする。 

   県は、市町村から要請を受けたときは、次の措置を講じるものとする。 

  ① 日赤奉仕団への要請(健康福祉部) 

  ② 自衛隊への応援要請(県知事公室) 

  ③ 集団給食施設への炊飯委託(関係各部) 

 (2) 食料の配分 

   被災住民へ食料の配分に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

  ① 各避難所等における食料の受け入れ確認及び需給の適正を図るため責任者の配置 

  ② 住民への事前周知等による公平な配分 

 

８．その他の食料等の確保(県商工観光労働部、県環境生活部) 

  応急用食料として、県は、食品製造業者及び小売業者等の協力を得て、災害時に必要な食料の調達

に関する協定を締結し、次に掲げる食料等の確保を行うものとする。 

 (1) ビスケット・クッキー  (2) 即席麺  (3) 粉ミルク  (4) 飲料水(ペットボトル) 

 (5) パン  (6) その他必要と認められる食料等 

※協定締結一覧は一般災害対策編Ｐ２９５に掲載。 

農 産 物 
流通企画課 

熊本県経済農業協同組合連合会 
園芸流通課 096-328-1149 

熊本県果実農業協同組合連合会
販売課 096-389-3311 

熊本県青果卸市場連合会 
事務局 096-323-2002 

熊本県魚市場連合会事務局 
 096-323-2002 

情報の提供 
 
収   集 
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第17節 給水確保対策計画（県健康福祉部、県環境生活部） 
 

１．実施体制 

 (1) 飲料水供給の実施は、市町村長が行うものとする。被災市町村長は自ら応急的な給水の実施が

困難な場合は、近隣市町村、県、及び国その他関係機関の協力を求めて飲料水の供給を実施する

ものとする。  

 (2) 県は、被災市町村から、災害により飲料水の供給実施が当該市町村において実施できない旨の

報告あるいは供給の要請があった場合には、近隣市町村又は水道事業者等に指示し、飲料水の緊 

急確保を図るものとする。 

 

２．水道施設の被災状況把握 

  県は、水道施設の被災状況、断水状況等についての情報収集を行うものとする。 

 

３．応急給水及び応急復旧 

 (1) 被災水道事業者は、地域防災計画及びあらかじめ定めた行動指針に基づき、応急給水及び応急

復旧を実施するものとする。 

(2) 県は、地域防災計画及び水道施設の災害等緊急時における応急対策要領に基づき、県内の水道

事業者及び関係団体に対して、広域的な支援を要請し、支援活動の調整を行うものとする。 

(3) 被災水道事業者は、応急給水及び応急復旧の実施に必要な人員・資機材等が不足する場合には、

県を通じて県内の他の水道事業者等に支援を要請するものとする。 

 

４．被災者への情報伝達 

県及び水道事業者等は、被災者に対し、掲示板、広報紙等の活用、報道機関の協力、パソコン通信

ネットワークの活用により、水道施設の被災状況、二次災害の危険性、応急給水及び応急復旧状況、

復旧予定時期、飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等について的確な情報提供を行うものとす

る。 

 

５．他県等への支援要請 

 県は、被害の状況に応じて「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づき、他県等への応急復旧のた

めの支援を要請する。 
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第18節 生活必需品供給計画(県健康福祉部、県商工観光労働部、県環境生活
部) 

 

 災害による住家被害等により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の衣料品及び生活必

需品を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して、急場をしのぐ程度の被服、寝

具、その他衣料品及び生活必需品を給与又は貸与し、一時的に被災者の生活を安定させることを目的と

するものとする。 

 

１．実施機関 

 り災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、市町村長が実施するものとする。 

 市町村長のみでは実施が不可能な場合は、近隣市町村、国、県、その他の関係機関の応援を得て実施

するものとする。 

 

２．生活必需品等の範囲 

  (1) 範 囲  

    生活必需品等の範囲は、概ね次のとおりとする。 

    なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物

資の調達に留意するものとする。 

  ① 寝具類(毛布等) 

   ② 衣料(作業着、下着、靴下等) 

   ③ 炊事用具(鍋、釜、やかん、包丁、缶切等) 

   ④ 食器類(箸、スプーン、皿、茶碗、紙コップ、哺乳瓶) 

   ⑤ 日用雑貨品(石鹸、タオル、歯ブラシ、トイレットペーパー、ゴミ袋、洗剤、雨具、ポリタ

ンク、生理用品、紙おむつ等) 

   ⑥ 光熱材料(マッチ、懐中電灯、乾電池、卓上ガスコンロ) 

   ⑦ 燃料 

   ⑧ その他(ビニールシート) 

 

３．生活必需品の確保(県健康福祉部、県商工観光労働部、県環境生活部) 

  (1) 備蓄物資の提供 

    県は、市町村からの支援の要請を受けたとき又は被害の状況から判断して必要と判断したとき

は、県の備蓄物資を放出するものとする。 

  (2) 調達方法 

  県が生活必需品を供給する場合、一括購入するか又は備蓄物資をあてるものとする。 

    県は、小売業者等の協力を得て、災害時の必要な物資の調達に関する協定を締結し、日常生活

に必要となる各種生活必需品の調達体制の整備を行うものとする。 
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４．生活必需品等の配分(県健康福祉部) 

  (1) 供給方法 

    県が供給した生活必需品の被災者への配分は、主として市町村がこれにあたるものとする。 

    なお、被災者の中でも、交通及び通信の途絶等により孤立状態にある被災者に対しては、孤立

状態の解消に努めるとともに、食料、飲料水及び生活必需品等の円滑な供給に十分配慮するもの

とする。 

 (2) 供給対象者 

    生活必需品の供給対象者は、災害による住家被害等により、日常生活に欠くことのできない寝

具、衣料等の生活必需品を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者とする。 

  (3) 配分方法 

    県が市町村長に生活必需品を配分するときは、事前に又は少なくとも送達と同時に配分計画表

を示し、必ずこの計画表に基づいて給与するように指導するものとする。 
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第19節 建築物・宅地等応急対策計画 

 

 大規模な地震・津波により被災した建築物及び宅地について、余震等による二次災害を防止し、住民

の安全を確保するため、被災建築物の応急危険度判定体制、被災宅地の危険度判定制度の整備を図るも

のとする。 

 

１．人材育成の確保 

 (1) 講習会等の実施により、被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定に必要な人材の育成

を図るものとする。 

(2) 被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定の技術を習得した技術者を被災建築物応急危

険度判定士、被災宅地危険度判定士として登録し、緊急時に備えるものとする。 

 

２．応急危険度判定活動 

 (1) 県は市町村、建築関係団体等と連携し、緊急時における被災建築物応急危険度判定士、被災宅

地危険度判定士への連絡体制及び派遣体制等判定活動の実施に必要な体制の整備を図るものとす

る。 

 (2) 県は市町村の要請に応じて被災建築物応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士を被災地に派

遣し、市町村と連携して判定活動を実施するものとする。 
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第20節 公共施設応急復旧計画(県土木部、九州地方整備局、県農林水産部、
県企業局、県健康福祉部、県警察本部、県教育庁、県総務部、市町村) 

 

 公共施設等生活に密着した施設が被災した場合、県民の生活の維持に重大な支障をきたすことが予想

され、その影響は極めて大きいことから、速やかな応急復旧を図るための対策を確立する必要がある。 

 

１．道路・橋梁(県土木部、九州地方整備局、市町村) 

 (1) 実施機関 

   次のとおり各道路管理者が行うものとする。 

   ・ 一般国道(指定区間)は国土交通省 

   ・ 一般国道(指定区間外)及び県道については県 

   ・ 市町村道については市町村 

 (2) 人員資機材の整備を行うとともに、建設業協会を通じて、使用できる建設資機材等の確保を行

うものとする。 

 (3) 応急工事の施工 

   被災者への救援救護活動はもとより、緊急物資の輸送にも支障が生じる恐れがあるため、応急工

事は緊急度を考慮し、緊急輸送道路ネットワークの選定路線について、路上障害物の除去及び陥没

や亀裂等の応急補修を優先的に実施し、交通機能の確保を図るものとする。 

  

２．港湾(県土木部) 

 (1) 実施機関 

   災害により被災した港湾施設は、それぞれの管理者において、その主要度、緊急度及び公共性に

応じて、関係機関の協力を求めて迅速な応急措置を実施し、努めて海上交通の確保を図るものとす

る。 

(2) 人員資機材の確保 

  ① 実施機関は、手持ち若しくは地元業者を通じて確保を図るものとする。 

  ② 災害の規模及び状況により、実施機関は相互に融通、調達、あっせん等の手段を講じて人員資

機材の確保を図るものとする。 

③ 業者の請負に付して工事を行う時は、支給材料を除き、全て請負業者に確保させるものとする。 

(3) 応急工事の施工 

   それぞれの港湾管理者又は国土交通省九州地方整備局は、公共土木災害復旧事業費国庫負担法等

に基づき、速やかに海上交通の確保を図るよう工事を実施するものとする。 

 

３．河川・海岸・砂防・地すべり・急傾斜(県土木部、県農林水産部、九州地方整備局、市

町村) 

 (1) 実施機関 

    次のとおり各管理者が行うものとする。 

  ① 河川 

   ・一級河川の直轄管理区間は国土交通省 

   ・一級河川のうち指定区間及び二級河川は県 
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   ・準用河川及びその他の普通河川は市町村 

  ② 海岸 

・海岸保全区域の県管理区域は県 

   ・市町村管理区域は市町村 

③ 砂防 

 ・川辺川直轄砂防施行区域は国土交通省 

 ・その他区域は県 

④ 地すべり・急傾斜 

 ・県 

 

 (2) 人員資機材の確保 

   応急工事を実施するに当たり、実施機関のみの人員、資機材で不足する場合は、実施機関相互の

融通、調達、あっせん等の手段を講じるとともに、一般災害対策編「労務供給計画」及び「民間団

体活用計画」に定めるところによって、人員、資機材の確保を図るものとする。 

(3) 応急工事の施工 

 地震発生後、速やかに河川・海岸の堤防及び河川・海岸・砂防・地すべり・急傾斜の構造物の被

災状況を調査し、堤防の漏水や亀裂、沈下、陥没、護岸決壊、破堤等、構造物の破損・損傷、崩壊

等の有無を調査し、その対策を実施するものとする。 

 また、断続的に地震が発生することも予想されるため、増破や破損・損傷の拡大等についても考

慮したところで、応急及び仮復旧を実施するものとする。 

 なお、工法については、従来の水防工法に加えて可能な限り考えられる耐震対策を施すものとす

る。 

 

４．漁港(県農林水産部) 

 (1) 実施機関 

   災害により被災した漁港施設は、それぞれの管理者において、その重要度及び緊急度に応じて、

関係機関の協力を求めて迅速な応急措置の実施を図るものとする。 

 (2) 人員資機材の確保 

  ① 実施機関は、手持ち若しくは地元業者を通じて確保を図るものとする。 

  ② 災害の規模及び状況により、実施機関は相互に融通、調達、あっせん等の手段を講じて人員資

機材の確保を図るものとする。 

  ③ 業者の請負に付して工事を行う時は、支給材料を除き、全て請負業者に確保させるものとする。 

 (3) 応急工事の施工  

それぞれの漁港管理者は、公共土木災害復旧事業費国庫負担法等に基づき、速やかに海上交通の

確保を図るよう工事を実施するものとする。 

  

５．下水道(県土木部、市町村、関係機関) 

 (1) 実施機関 

   次のとおり各管理者が行うものとする。 
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   ・流域下水道は県 

   ・公共下水道は市町村 

(2) 人員資機材の確保 

   応急工事を実施するに当たり、実施機関のみの人員、資機材で不足する場合には、下水道九州ブ

ロック災害時支援体制の定めるところにより、確保を行うものとする。 

 (3) 応急工事の施工 

  ① 管渠  

 流水機能を確保するため、陥没や破断、破壊した管渠の入れ替え、マンホールの浮きやズレの

補修、管閉塞箇所の土砂浚渫や洗浄、水路護岸崩壊の仮復旧等を優先して行うものとする。 

  ② 処理場、ポンプ場 

    被害の状況に応じて最小限の機能確保を行うため、設備機器等の仮復旧を行うものとする。 

 

６．公営企業関係施設(県企業局) 

 (1) 実施機関 

   実施機関は、県企業局及び各管理施設委託業者とする。 

 (2) 人員資機材の確保 

   震災時における職員等の応急復旧動員体制を確立するとともに、平素から資機材の整備を行い、

復旧用資機材の確保に努めるものとする。 

 (3) 応急工事の施工 

   公営企業関係施設の中でも、被災者の救援救護活動等に供する施設について、優先的に応急工事

を実施するものとする。 

  工事の実施に当たっては、被害の状況について的確な情報収集に努めるとともに、効果的かつ効

率的な復旧計画を策定し、緊急時の施行体制の確保を図るものとする。 

  

７．農地及び農業用施設等(県農林水産部) 

 (1) 実施機関 

  ① 農地、農業用施設及び農林水産業共同利用施設の応急工事は、土地改良区、農業協同組合、漁

業協同組合の所有又は管理に属する施設等について、それぞれ実施責任を有する者が行うものと

するが、これらの実施責任者において施行が困難な場合は、市町村長が行うものとする。  

  ② 前記①において実施不可能な場合は、県(本庁)又は県の出先機関に連絡し、適切な指導と援助

を受けて施行するものとする。 

 (2) 人員資機材の確保  

   応急工事を実施するために必要な人員、資機材の調達については、前記３．(2)により確保する

ものとする。 

 

８．社会福祉施設(県健康福祉部) 

 (1) 実施責任 

   生活保護施設、老人福祉施設、児童福祉施設、障害者支援施設及び国民健康保険施設等の応急工

事は、当該施設の管理者又は所有者が実施するものとする。 
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 (2) 人員資機材の確保 

   応急工事を実施する場合に、当該機関のみの人員及び資機材で実施不可能なときは、前記３．(2)

に準じて確保するものとする。 

 

９．医療衛生施設(県健康福祉部) 

 (1) 実施責任  

① 公的医療施設：県、市町村又は当該施設の管理者 

  ② 保健所   ：県所管の保健所は県、市所管の保健所は市 

  ③ その他の医療施設：当該施設の設置者又は管理者 

 (2) 人員資機材の確保 

   応急工事を実施する場合に、当該機関のみの人員及び資機材で実施不可能なときは、前記３．(2)

に準じて確保するものとする。 

 

10．交通安全施設(県警察本部) 

交通信号機、交通管制機器等の交通安全施設については、被害状況に応じた応急復旧を行い、交通

の確保に努めるものとする。 

 

11．学校施設(県教育庁、市町村、県総務部) 

 (1) 公立学校等における対策 

   県教育委員会及び市町村教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断する

ことを避けるため、次により施設の効率的な利用を図るものとする。 

   なお、避難場所に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能な場合の対応についても検討し

ておくものとする。 

① 被害箇所及び危険箇所の応急修理 

    被害箇所及び危険箇所は、早急に修理し、正常な教育活動の実施を図るものとする。 

  ② 公立学校の相互利用 

    授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用するものとする 

  ③ 仮設校舎の設置 

    校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて、授業の早期再開を図る

ものとする。 

④ 公共施設の利用 

被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設、その他公共施設を利用して、授業の早期再

開を図るものとする。 

 (2) 私立学校等における対策 

   私立学校等では、上記(1)に準じて学校設置者が実施するものとする。 
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第21節 畜産・酪農業応急対策計画(県農林水産部) 
 

１．牛乳等の出荷流通の確保対策 

(1) 送乳車の確保対策 

   県外の乳業工場へは、熊本県酪連が輸送会社に委託して送乳している。災害時は近県の県酪連及

び関係輸送会社に協力を依頼して確保するものとする。また、県内の乳業工場が被害を受けた場合

には、近県の乳業工場に処理を依頼するものとする。 

(2) 集乳車(ミルクタンクローリー)の確保対策 

   酪農家からの集乳は、熊本県酪連が輸送会社に委託して実施している。災害時は近県の県酪連及

び関係輸送会社に協力を依頼して確保するものとする。 

(3) 集乳輸送車(宅配車)の確保 

   牛乳の輸送は乳業工場が輸送業者に委託して実施している。災害時は近県の乳業者及び輸送会社

に協力を依頼して確保するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．家畜飼料・家畜飲料の確保対策 
  各戸の農家において、確保することを原則とする。 

 (1) 家畜飼料の確保対策 
  ① 災害復旧に長期を要する場合は、各地域振興局及び熊本農政事務所(県出先機関・市町村等)

において、不足量の把握と供給要請を県段階(県庁・各農協連で組織する本部)に行うものとする。 

② 県段階においては、県下全域(局地的な被災の場合は、その地域)の必要量の確保に努め、量的

確保が困難な場合は、九州農政局を通じて隣接県に対して協力要請を行い、要請量と供給バラン

スを考慮した配分計画を作成するものとする。 

  ③ 各地域振興局単位及び熊本農政事務所においては、要請とともに受入体制(集積場所・配付計

画・人員の配置)を整備し、各畜産農家への配分を行うものとする。 

(2) 家畜飲料の確保対策 

   災害復旧に長期を要する場合は、被災市町村において、湧水、河川流水、貯留水の確保を図り対

応するものとする。 

 

牛乳等の出荷流通ルート

酪農家 県酪連出荷基地 乳業工場 牛乳販売店 消費者

集乳車 送乳車 牛乳輸送車 宅配車

集乳車

県外乳業工場
送乳車



 140 

   ただし、酪農における利用水(搾乳関連)については、衛生上の問題から、人の飲料と同程度の水

を必要とするため、その必要量を把握するとともに適切な配水計画に基づき給水を実施するものと

する。 

 

３．家畜に対する防疫計画 

 災害に伴い発生するおそれのある家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延の防止のため、次により被

災地域の立入検査、消毒等及び防疫体制の整備を講ずるものとする。 

 (1) 被災地域の立入検査及び消毒等 

   県は、家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、被災地域の農家に立ち入り、検査等を実施し、

その結果に基づき必要に応じ消毒等の徹底を図るものとする。 

 (2) 防疫体制の整備 

   被災市町村が、災害時における対応を的確かつ迅速に行えるよう被災地域内の立入検査、消毒等

を含む県防疫計画の作成とその円滑な運用を行うための体制整備を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．家畜の緊急避難対策 

 災害復旧に長期を要する場合は、災害により、使用に適しなくなった畜舎・牧野から、一時的に 家

畜を避難させるため以下により対応する。 

 (1) 避難家畜の分布状況調査 

各地域振興局及び熊本農政事務所において、一時的に避難させることが必要な家畜の頭羽数の把

握と当該家畜の緊急避難要請を県段階（県庁・各農協連で組織する本部）に報告する。 

 

熊本県（畜産課） 

家畜保健衛生所 

畜産関係団体 市 町 村 

農  家 

防疫計画の作成、体制の整備 

指導、連絡 

指導、連絡 
立入検査、消毒の実施 

連絡 

組織体制図 



 141 

 (2) 受け入れ畜舎等の確保 

県段階において、一時受け入れ可能な畜舎等の所有者に協力要請を行い、避難家畜の配分計画

を作成する。 

 (3) 搬送車の確保 

県段階において、避難家畜の搬送に必要な搬送車の確保について、県内外の畜産農協及び輸送

会社に協力を依頼して対応する。 

(4) 避難の実施 

各地域振興局及び熊本農政事務所において、②の配分計画に対する受け入れ体制（家畜の移動

に係る人員の配置、搬送車の調整）を整備し、対応する。 
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第22節 通信施設災害応急対策計画(ＮＴＴ西日本熊本支店) 
 

 地震災害により通信施設に被害を受けた場合は、通信ふくそうの緩和及び重要施設の確保を図るもの

とする。 

 

１．災害時における情報の収集 

災害が発生したときは、重要通信を確保し、あるいは被災した電気通信設備等を迅速に復旧するた

め、情報を収集するとともに、関係組織相互間への連絡、周知を行うものとする。 

 

２．通信の非常措置 

 (1) 重要通信の確保 

  ① 応急回線の作成、網措置等そ通確保の措置をとる。 

  ② 通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保するために必要があるときは、電気通信事業

法第８条第２項及び電気通信事業法施行規則第56条の定めるところにより、臨機に利用制限等の

措置をとる。   

③ 非常、緊急通話又は非常、緊急電報は、電気通信事業法第８条第１項及び電気通信事業法施行

規則第55条の定めるところにより、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。 

  ④ 警察、消防その他の諸官庁等が設置する通信網と連携をとる。 

  ⑤ 電気通信事業者及び防災行政無線等との連携をとる。 

 (2) 被災地特設公衆電話の設置 

   通信施設が大規模地震により被害を受け不通になった場合でも、避難所等にり災者が利用するた

め、ポータブル衛星通信車等による特設公衆電話の設置に努めるものとする。 

 (3) 安否の確認用の災害用伝言ダイヤル（１７１）及び「災害用ブロードバンド伝言板（web１７１）」

の運用 

  ① 災害用伝言ダイヤル（１７１） 

被災地への通信が増加し、連絡がとりにくい状況になった場合には、被災地住民が安否等に関

する情報を録音し、当該情報を他の地域から聞くことのできる災害用伝言ダイヤル(171)を運用

する。 

② 災害用ブロードバンド伝言板（web１７１） 

  文字・音声・画像情報でご家族の安否情報がインターネット上で確認できる「災害用ブロード

バンド伝言板（web１７１）」を運用する。 

 

３．災害時における広報活動 

(1) 災害が発生した場合は、通信のそ通及び利用制限の措置状況及び被災した電気通信設備等の応

急復旧の状況等の広報を行い、通信のそ通ができないことによる社会不安の解消に努めるものとす

る。 

(2) 広報については、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関を通じて行うほか、パソコン通信、支店前

掲示等により直接当該被災地に周知するものとする。 

 (3) 災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、交換機よりのふくそうトーキ案内、避難所等での利用
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案内を実施する他、必要に応じて報道機関、自治体との協力体制により、テレビ、ラジオ、防災無

線等で利用案内を実施する。 

 

４．設備の応急復旧 

(1) 非常体制が発令された場合は、対策要員は速やかに所属する対策本部に出動するものとする。 

 (2) 被災した電気通信設備等の復旧は、サービス回復を第一主義として速やかに実施するものとす

る。 

(3) 必要と認めるときは、ＮＴＴ西日本グループから最大限の復旧要員を被災地へ派遣し、早期復

旧に努めるものとする。 

(4) 復旧に当たっては、行政機関、ライフライン事業者と提携し、早期復旧に努めるものとする。 

 (5) 通信途絶地域へ災害対策用資機材及び復旧要員の輸送・派遣が困難な場合、県と情報共有を計

り、市町村からの要求にもとづき、県より自衛隊への災害対策用資機材及び復旧要員の輸送要請を

行い、早期復旧に努めるものとする。 
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第23節 電力施設応急対策計画(九州電力熊本支社) 
 

 大規模地震発生時の災害応急復旧については、「熊本支社非常災害対策本部運営基準」に基づいた体

制により対応し、迅速な停電の解消を図ることとする。 

 震災は予期せぬ突発的な災害であり、この際、統制のとれた情報連絡体制、指揮命令系統の早期確立

が肝要との観点から、上記「基準」では特に初期段階における対応について次の事項を定めている。 

 

１．電力施設応急体制 

(1) 初動体制の確立 

  ① 震度５弱以上の地震が発生した場合、自動的に非常体制に入り、速やかに対策本部を設置する

ものとする。 

② 震度５弱以上の地震が発生した場合、対策要員は以下の行動をとるものとする。 

   ア 供給区域内で震度５弱以上の地震が発生した場合、当該地域の対策要員は自らの判断により

出社する。 

イ 所属事務所への出社が困難な場合は、あらかじめ指定した事務所に出社する。 

     なお、対策要員の被災を考慮し、組織責任者の代行者及び対策要員呼出の優先順位をあらか

じめ指定しておくものとする。 

  ③ 初動段階(対策本部機能確立まで)における情報連絡・指揮命令体制を整備し、早期の対策本部

機能の確立に努めるものとする。 

  ④ 支社屋被災、交通途絶等により、支社屋内に対策本部設置が不可能な事態を想定し、あらかじ

め対策本部の代替箇所を定めておくこととする。 

 

２．応急対策の方法 

(1) 対策本部の設置 

   早期に非常災害対応体制を確立し、「熊本支社非常災害対策本部運営基準」に従い、応急復旧に

当たることとする。 

(2) 防災関係機関との情報連絡及び協力 

   県災害対策本部等の情報収集は、当社対策本部要員を県危機管理防災課に派遣し、関係防災機関

との緊密な連携に努めることとする。また、停電孤立地域へ災害対策用資機材及び復旧要員の輸送・

派遣が困難な場合、県と情報共有を図り、市町村からの要請にもとづき、県より自衛隊への災害対

策用資機材及び復旧要員の輸送要請を行い、早期復旧に努めるものとする。 

   電力復旧作業に伴う交通傷害物の除去や道路仮補修、倒木等の除去等については、関係機関に対

し協力を求めるものとする。なお、緊急用車両については、あらかじめ車種、台数、横断幕等届出

に必要な項目を整備することとする。 

(3) 復旧資材の保管 

    復旧資材の保管場所については、地震発生時の交通網の混乱を考慮し配置するものとする。 

(4) 広報活動 

   被災者の冷静かつ客観的判断に資する停電、復旧状況等の情報について、的確な広報を行うこと

とする。特に、送電災害時における安全確認についての広報に努めることとする。  
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第24節 都市ガス施設応急対策計画(西部ガス熊本支社) 
 

 地震災害により都市ガス施設に被害を受けた場合、二次災害の発生を予防し、速やかに応急復旧を行

い、迅速な機能の回復を図るものとする。 

 

１．西部ガスの災害対策 

(1) 通常時の連絡先 

名     称 所  在  地 電    話 

西部ガス㈱熊本支社 〒860-0832 熊本市中央区萩原14番10号 096-370-8600 

 

(2) 非常時の体制 

地震の規模に応じて、次の体制をとるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 災害対策本部の設置等 

① 第３非常体制が発令されたときは、地区災害対策本部を設置する。 

② 総合非常体制が発令されたときは、本社に総合災害対策本部を設置するものとする。 

 

災害対策本部 名     称 所  在  地 電 話 

地区災害対策本部 西部ガス㈱熊本支社 〒860-0832 熊本市中央区萩原14番10号 096-370-8600 

総合災害対策本部 西部ガス㈱本社 〒812-0044 福岡市博多区千代1-17-1 092-633-2211 

 

(4) 社員の自動出動 

気象庁が発表した各事業所の最寄りの地震観測地点の震度が「５強」以上の場合は、社員は自動

出動するものとする。 

 なお、動員基準については災害対策要領に別途定めるものとする。 

 

 

第１非常体制 　事業所の所在する地域に震度５弱の地震が発生し、ガス施設の損壊等
による被害又は被害予想が軽度若しくは局地的な場合

第２非常体制 　事業所の所在する地域に震度５弱の地震が発生又は大津波等の警報が
発令され、漏洩又は供給支障等の災害が発生。ガス施設の損壊等による
被害又は被害予想が中程度の場合

第３非常体制
　事業所の所在する地域に震度５強以上の地震が発生又は大津波等の警
報が発令され、ガス施設の損壊等による被害又は被害予想が甚だしい場
合

総合非常体制 　事業所の所在する地域に震度５強以上の地震が発生又は大津波等の警
報が発令され、広範囲に被害が発生。ガス施設の損壊等により広域・大
規模な災害が発生した場合
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 (5) 防災関係機関との情報連絡 

① 平常時から、県及び各市町村防災会議、地方気象台、消防署、警察署等防災関係機関と協調し、

防災関係情報の提供、収集を行い、緊急対策及び災害復旧を推進するものとする。  

② 災害発生時には、地方自治体の災害対策本部をはじめとする防災関係機関と協調し、災害に関

する情報の提供、収集を行い、緊急対策及び災害復旧を推進するものとする。 

 

 (6) 緊急対策 

二次災害防止のために必要がある場合は、次の措置を実施するものとする。 

① 災害発生時における広報 

ア 災害発生時においては、発生直後のガス供給停止時、復旧作業時及び復旧完了時の各時点に

おいて、その状況に応じた適切な広報を行うものとする。 

イ 災害発生後、ガス供給を継続する地区の需要家に対しては、必要に応じて保安確保のための

広報活動を行うものとする。 

ウ 広報活動については、災害発生時に即応できるように、報道機関、警察、消防機関等関係機

関に協力を要請するほか、広報車等により実施するものとする。 

② 災害発生時における緊急工事 

ア 災害に伴う緊急工事は、緊急度を勘案して、迅速かつ適切な措置を講じるものとする。 

イ 緊急工事に際しては二次災害の発生防止に万全を期すとともに、処理要員の安全に十分配慮

するものとする。 

③ 地震時の供給停止判断（第１次緊急停止） 

地震が発生した場合、次の各号に掲げるような大きな災害が確認された単位ブロックでは、直

ちにガス供給を停止する。 

・単位ブロック内の地震計２基以上が６０カイン以上の場合 

・製造所又は供給所ガスホルダーの送出量の大変動、主要整圧器等の圧力の大変動により供給

継続が困難な場合 

④ 地震時の供給停止判断（第２次緊急停止） 

地震が発生した場合、地震計のＳＩ値が３０カイン以上６０カイン未満程度を記録した単位ブ

ロック、又は６０カイン以上を記録した地震計が１基のみの単位ブロックでは、緊急巡回点検

やガス漏えい通報の受付状況などから経時的に得られる被害状況により、次の各号に掲げるよ

うな二次災害の発生が予想される場合には、速やかにガス供給を停止する。 

・道路及び建物の被害状況や主な導管の被害状況から、ガス工作物の被害が甚大であることが

容易に推測できる場合 

・ガス漏えい通報等により発見されたガス工作物の被害状況が、災害対策要領に記載する緊急

時対応能力を超える恐れのある場合 

 

 (7) 災害復旧 

被災地の迅速な復旧のため、次の措置を行うものとする。 

① 復旧計画の策定 

災害が発生した場合は、早期復旧をはかるため復旧期間、復旧要員数、復旧組織及び被災地域
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の復旧優先順位等の復旧計画を速やかに策定する。 

② 復旧作業の実施 

復旧計画に基づき、二次災害防止に万全を期するとともに、速やかにガス施設の復旧作業を実

施する。 

③ 復旧用資機材の調達 

復旧活動に必要な資機材については、メーカー等からの調達、社内及び関係会社の相互融通

等、適切な措置を講ずる。 

④ 非常災害時の救援要請 

広範囲にわたり供給停止した場合は、「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱（日本

ガス協会）」に基づき、日本ガス協会へ救援を要請する。 
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第25節 鉄道施設応急対策計画(九州旅客鉄道株式会社熊本支社) 
 

１．地震計の設置箇所 

  既設の地震警報装置により、大規模地震発生時の列車運転に関する規制を行うものとする。 

 なお、地震計の設置個所は次のとおりである。 

線   名 設 置 停 車 場 備          考 

鹿児島本線  玉   名 大 牟 田 ～ 植    木 

鹿児島本線 植    木 ～ 松    橋 

豊肥本線 熊   本 ～ 肥 後・大 津 

三 角 線 

 熊   本 

宇   土 ～ 三    角 

松   橋 ～ 八   代 鹿児島本線 

肥 薩 線 

 

 八   代 八   代 ～ 白   石 

肥 薩 線  人   吉 白   石 ～ 真   幸 

 豊肥本線  立   野 肥 後 大 津～ 赤   水 

 

 豊肥本線  宮   地 赤   水 ～  滝   水 

 

 

２．災害時の列車の運転規制 

  災害発生時における列車の運転規制については、「運転取扱実施基準」、「気象異常時運転規制手

続(規定)」、「運転 事故並びに災害応急処理標準」に基づき対処するものとする。 

 

３．災害時の代替輸送方法 

  列車の運転規制が長時間にわたると認められるときは、バス等による代替輸送又は振替輸送を実施

するものとする。 

 

４．災害対策本部の設置 

  災害発生時においては、「運転事故並びに災害応急処理標準」に定める基準に従い、本社又は支社

に対策本部を設置するとともに、現場に復旧現場本部を設置し、情報収集、連絡広報、応急復旧、代

行輸送、救護活動等の災害対策を統括するものとする。 

  

５．連絡通報体制 

  災害発生時における連絡通報については、「運転事故並びに災害応急処理標準」及び「気象異常時

運転規制手続(規定)」に定める連絡系統により、連絡施設を有効活用し、正確、敏速を期するものと

する。 

 

６．応急措置(案内広報等) 

  災害発生時において、列車の運転に支障が認められるときは、直ちに列車の緊急停止手配を行うも

のとする。 

  駅設置の地震計が８０ガル以上の時、列車無線等により全列車の停止措置をとるものとする。また、

旅客に対する案内広報業務に関しては、関係駅区との連絡を緊密に行い、災害状況、代行輸送の方法、
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復旧の見込みその他必要な事項について正確な情報を提供し、混乱の発生を防止するものとする。 

 また、報道機関に対しては、広報担当者を定めて情報の提供を行うこととする。 

 

７．応急復旧体制 

  災害発生時における応急復旧体制については、「運転事故並びに災害応急処理標準」に基づき、 本

社、支社対策本部と密接な連絡をとって正確な状況把握を行い、応急復旧の具体的な方法、復旧資材

の調達、復旧要員の確保計画等を策定し、速やかに復旧するものとする。 
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第26節 ダム等管理計画(県土木部、県農林水産部、県企業局、九州地方 
         整備局、九州電力、電源開発) 

 

 この計画は、地震時におけるダム及びひ門等の適切な管理を行うため、ダム、ため池、ひ門等の施設

及び管理者を把握するとともに、地震後の臨時点検及び応急対策等について定めるものとする。 

 

１．対象施設及び管理者 

地震後の臨時点検を必要とするダム、ため池及びひ門等の現況は、別冊資料編のとおりである。

また、管理者については、別冊一般災害対策編のとおりである。 

 

２．地震後の臨時点検及び報告 

  平成２０年１０月２８日国河流第３号国土交通省河川環境課長通達に基づき、対象施設の管理者は、

次のいずれかに該当する地震が発生した場合には、ダム等施設及び貯水池周辺について外観点検、計

測による点検等の臨時点検を行い、結果を報告するものとする。 

 (1) ダムの基礎岩盤あるいは堤体底部に設置した地震計により観測された地震動の最大加速度が２

５gal以上である地震 

(2) ダム地点周辺で震度４以上を観測した地震 

 

３．応急対策の実施 

  点検結果により、ダム等施設及び貯水池周辺の被害の有無を判定し、必要な措置を講じるものとす

る。 

 

４．関係機関への連絡 

  ２の(1)(2)に掲げる地震が観測された場合には、各ダム操作規則、管理規定等に定められた関係機

関に連絡するとともに、関係省庁に連絡するものとする。 
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第27節 保健衛生計画（県健康福祉部） 
 

 被災地、特に避難場所においては、避難が長期に及ぶ場合もあり、生活環境の激変に伴い被災者が心身

双方の健康に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、健康状態

を十分把握し、必要に応じ救護所等の設置やこころのケアを含めた対策を行うものとする。 

 特に、高齢者、障がい者、児童、妊産婦等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、

必要に応じ福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体

等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

 

１．防疫計画 

災害によって被害を受けた地域、または当該住民に対し、「感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)及び「災害防疫実施要綱」

（昭和40年5月10日衛発第302号厚生省公衆衛生局長通知）の定めるところにより、公衆衛生の立場か

ら感染症予防上必要な諸対策を実施して、感染症の発生を予防し及びまん延の防止を図るものとする。 

（１）実施責任 

① 市町村長は、知事の指示にしたがって、災害時における防疫上必要な措置を行うものとする。 

② 知事は、感染症法又はその他の法令に基づいて、災害時における防疫上必要な措置を行うもの

とする。 

（２）防疫組織および実施方法等 

知事及び市町村長は、感染症の予防及びまん延防止のため、下記により感染症の発生状況の調査、

汚染された場所・物件の消毒その他必要な措置を講ずるものとする。 

① 防疫の実施組織等 

イ 検病調査班の編成および調査対象 

  知事は、感染症の発生状況を調査するため検病調査班を編成する。 

  調査班は、医師1名、保健師(または看護師)1名および助手1名をもって編成する。 

  その検病調査１班の調査能力は、おおむね1日当たり60戸(300人)とし対象人員実施予定回数

を考慮して、必要な調査班を編成し派遣するものとする。 

滞水地域においては、週1回以上、集団避難所においては、随時行う。 

ロ 防疫班の編成 

市町村長は、必要な場所・物件の消毒、ねずみ族昆虫等の駆除等を行うため防疫班を編成す

る。 

防疫班は、災害の発生状況・規模等に応じて、消毒等を実施するために必要な人員をもって

編制する。 

    知事は、市町村の要請があった場合は、防疫班を編成し派遣するものとする。 

ハ 防疫活動のための薬剤・器具・機材等の整備 

市町村長は、災害時または、そのおそれが顕著になった際の防疫活動のための薬剤・器具・

機材等を整備し、あらかじめ周到な計画をたてておくこととする。 

② 実施方法等 

イ 検病調査および健康診断 
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     知事は、検病調査及び健康診断を計画的に実施するものとするが、下痢患者、有熱患者が現

に発生している地域、または滞水地域等衛生条件が良好でない地域を優先的に行うものとする。

調査にあたっては、市町村地域内の衛生組織等関係機関の協力を得て、的確な情報の把握に努

めるものとする。また、集団避難所にあたっては、衛生に関する自治組織を設けるよう指導し、

その協力を得ることと検病調査の結果、必要があると認めるときは、感染症法第17条の規定に

より健康診断を実施する。 

ロ 消毒 

市町村長は、知事の指示に基づき、感染症法第２７条及び施行規則第14条・16条並び結核感

染症課長通知の定めるところにより、汚染された場所の消毒を実施するものとする。 

ハ ねずみ族昆虫等の駆除 

市町村長は、感染症法第28条第2項及び施行規則第１５条の規定により、知事が定める地域

内で、知事の指示に基づきねずみ族昆虫等の駆除を実施するものとする。 

ニ 感染症患者の入院 

     知事は、１類感染症又は２類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、感

染症法第19条の規定により感染症指定医療機関に患者を入院させるものとする。 

     ただし、交通途絶等により感染症指定医療機関に収容することが困難なときは、災害をまぬ

がれた地域の感染症指定医療機関その他知事が適当と認める医療機関に収容するものとする。 

ホ 生活用水の使用制限等 

知事は、感染症法第31条の規定により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあ

る生活用水について、その管理者に対し、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを

命ずるものとする。 

   知事が生活用水の給水制限等を実施した場合、市町村長は生活用水の供給を実施するものと

する。 

ヘ 臨時の予防接種 

知事は、感染症のまん延防止を図るうえで緊急の必要があると認めるときは、予防接種法第

６条により臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示するものとする。 

(3) 市町村に対する指導 

 現地指導 

主要災害地の市町村に対しては、知事は、直ちに担当職員を現地に派遣し、当該職員はその実

態を速やかに調査のうえ、防疫計画の樹立および具体的実施方法等の指導にあたるものとする。 

 

２．食品衛生の確保 

 (1) 食中毒の未然防止 

  ① 県は、食品衛生監視員を食品の流通拠点に派遣し、食品の搬送等における衛生確保の状況を監

視させ、必要に応じて指導を行わせるものとする。 

② 県は、食品衛生監視員を避難所等に派遣し、食品の衛生的取扱、加熱調理、食用不適な食品の

廃棄、器具、容器等の消毒等について必要に応じ指導を行わせるものとする。 

③ 県は、食品関係営業施設の被災状況等の実態調査を実施し、施設の構造、食品取扱設備、給水

等の点で衛生上著しく劣る場合には改善を指導するものとする。 
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④ 県は、食品の衛生的取扱について、食品衛生協会の協力を求めるものとする。 

⑤ 被災地の食品衛生協会は県と協力し、食品関係営業施設に対し、加熱調理等食品の衛生的取扱

について相談に応じ、指導を行うものとする。 

(2) 食中毒発生時の対応 

  ① 県は、食中毒患者が発生した場合、食品衛生監視員に所要の検査等を行わせるとともに、食中

毒の原因食品、原因施設等の調査を行うものとする。 

② 県は、保健所、検査機関、医療機関等と連携を密にして、被害の拡大と再発防止に努めるもの

とする。 

③ 県は、被害が甚大で対応困難であると認められる場合は、他県等の支援要請を行うものとする。 

 

３．健康管理 

 (1) 保健及び栄養指導 

  ① 県は、市町村から要請があった場合は、保健指導班等により、被災地のニーズ等に的確に対応

した健康管理(母子、老人、精神、歯科保健等における保健指導及び栄養指導等をいう。以下同

じ。)を行うものとする。 

② 県は、被害が長期化する場合、避難所が多数設置されている場合等被災者の健康管理を組織的

に行うことが必要と思われるときには、市町村からの要請に基づき被災者等の健康管理のための

実施計画を策定することにより、計画的な対応を行うものとする。 

③ 県は、市町村から要請があった場合は、住民の健康管理を図るために、保健指導班等を中心に

市町村と協力のうえ、避難所等を巡回して被災者のニーズに対応した保健指導及び栄養指導を行

うものとする。 

④ 県は、市町村から要請があった場合は、被害の規模に応じ、近隣市町村又は県栄養士会等関係

団体並びに他県等に対し応援要請を行うものとする。 

 

 (2) 精神保健相談 

   県は、災害発生時の段階に応じ、次の措置を行うものとする。 

  ① 初期 

   ア 精神科救護所の設置 

   イ 精神保健巡回診療及び相談の実施 

   ウ 精神保健医療情報の提供 

   エ 夜間相談窓口の設置 

   オ 避難所内のメンタルヘルスケアのシステムづくり 

  ② 安定期 

    仮設住宅の被災者等に対する巡回訪問及び相談 

(3) 被災動物対策 

  ① 県は、各保健所において、災害によって負傷した動物(犬、猫等)の収容に努めるものとする。 

② 県は、各保健所において、収容した動物の一時保管に努めるものとする。 
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第28節 災害ボランティア活用計画（県関係各部、関係機関） 

 

第１ 災害ボランティア活動を支援する体制整備 

  県内で大規模又は甚大な災害が発生し、災害ボランティアによる救援活動が必要と認められる場合、

市町村は単独又は複数の市町村の連携による広域単位の被災地災害ボランティアセンター（以下「被

災地センター」）を設置する。 

  また、被災地センターを支援するために、県社協は熊本県災害ボランティアセンター（以下「県セ

ンター」という。）を設置するなど、災害ボランティア活動を支援する。 

 

１．熊本県災害ボランティアセンター 

 (1) 目的 

    県センターは、熊本県地域防災計画の災害ボランティア活用計画に基づきボランティアの受入

体制の確保を図るとともに、被災地センターと連携した救援活動や各種の条件整備を図る。 

 (2) 設置場所 

   県センターは、県社協に置く。 

 (3) 役割と機能 

  ① 関係機関、団体との連絡調整 

   ・県災害対策本部との連絡調整（被害規模・ライフライン復旧・被災者等に関する状況確認、救

援活動の情報交換等） 

   ・日赤県支部、県共募、ボランティア連絡協議会との連絡調整 

   ・全国社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会（以下「市町村社協」という。）職員等への情報

提供と運営スタッフの派遣要請、連絡調整 

   ② 被災地センター設置までのボランティア活動参加申出者への対応 

   ③ 被災地センターの設置支援 

     大規模又は甚大な災害が発生し、被災地センターの設置が必要と県センターが判断した場合

において、被災地センターが未設置の場合、県センターは、関係市町村及び市町村社協に対し、

被災地センター設置を要請するとともに、設置に向けた助言や支援を行う。 

    ・被災地センター設置に向けた市町村等との協議に係る支援 

    ・運営スタッフの派遣など 

   ④ 各種情報収集及び発信 

     災害ボランティア活動が効率的かつ効果的に行われるよう、支援ニーズ等の情報を集約する

とともに、緊急度や優先順位、情報発信先の範囲を勘案しながら、適時適切に情報発信する。 

    ・被災地センターの活動状況の把握（ボランティア受付数、ニーズ件数のとりまとめ、運営状

況など） 

    ・マスコミや県民等の問い合わせ対応、ホームページの立ち上げや情報管理、県センターニュ

ースの作成及び各関係機関、団体への発信 

   ⑤ 被災地以外からのボランティアの受付と被災地センターへの仲介 

   ⑥ 資材や機材の仲介 

     被災地センターが必要とする各種資材や機材について、被災地センター自らの調達が困難な
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場合、要請に応じてその調達に努める。 

   ⑦ ボランティア活動保険のとりまとめ 

     被災地センター等が、受付けたボランティア保険の集約、保険会社への連絡。 

   ⑧ 県センター運営及びボランティア活動等に係る資金調達 

     災害ボランティア活動の支援に対する口座開設、共同募金会等への申請、民間寄附金の受付

等。 

 （４）県の対応 

   ① 連絡調整窓口の設置 

     県は、県センターとの情報交換や協議等を行う連絡調整窓口を健康福祉政策課福祉のまちづ

くり室に設置する。 

     県は、県センターの円滑な運営を図るため、県センターと協議のうえ、職員を県センターに

常駐させる。 

   ② 行政情報の適切な提供 

     県は、被災状況や避難所開設状況、ライフラインの復旧状況、交通規制や公共交通機関の復

旧状況等の行政情報を、適時適切に県センターに提供する。 

   ③ 他県、報道機関に対する情報の提供 

     県は、被害状況等についてホームページや報道機関を通して情報提供を行うとともに、必要

な物資、資材や機材、ボランティアやボランティアセンター運営資金などの募集に関する広報

への協力を行う。 

 （５）県社協の対応 

    県社協は、県センターの円滑な運営を図るため、必要に応じて、県社協各課の職員を県センタ

ーの業務に従事させる。 

 （６）日赤県支部の対応 

    日赤県支部は、県センターからの要請に応じて、職員又は赤十字防災ボランティアリーダーを

連絡調整員として派遣する。 

 （７）県共募の対応 

  県共募は、被災者への支援・救援活動を行うＮＰＯ、ボランティアグループおよび民間の災害

ボランティアセンターなどに対して、必要に応じて活動資金を支援する。 

 （８）組織及び運営体制 

    災害発生時に適切に対応するため、組織体制及び運営体制を整備する。 

 （９）閉所の時期について 

    県センターは、被災地センターの閉所に併せて閉所するものとする。 

 

 ２ 被災地災害ボランティアセンター 

 （１）目的 

    被災地センターは、被災地における災害ボランティアによる救援活動を円滑かつ効果的に展開

するために設置するものとする。 

 （２）設置主体 

    市町村及び市町村社協等は、災害状況に応じて被災地センターを市町村単位又は複数の市町村
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で連携した広域単位で設置する。 

    市町村及び市町村社協等は関係機関とあらかじめ協議して設置場所を定めておく。 

    なお、広域単位での設置の場合も考慮して、事前に近隣市町村や、近隣市町村社協等との協力

体制を構築しておく。 

 （３）役割と機能 

   ① 市町村や県センターとの連絡調整 

   ② 地域のボランティア関係団体との情報交換及び運営スタッフなどの派遣要請 

   ③ 活動用資材や機材の調達（県センター、市町村と連携） 

   ④ ボランティアニーズ及び被害状況の把握 

   ⑤ ボランティアの受入 

   ⑥ ボランティア希望者の配置等 

   ⑦ 救援物資の仕分け、配布 

   ⑧ 現地での支援活動 

   ⑨ ボランティアの健康管理 

   ⑩ その他 

 （４）市町村の対応 

   ① 連絡調整窓口の設置 

   ② 活動場所の提供 

   ③ 行政情報の適切な提供 

 （５）組織及び運営体制 

   ① 組織 

     関係団体と協議のうえ効率的・効果的な組織体制を整備する。 

   ② 運営体制 

     地域ボランティア関係団体や県センターから派遣される運営スタッフ、また災害対応を専門

とするＮＰＯ等が協働し、それぞれが持つ機能やネットワークなどが活かされるような運営体

制とする。 

 （６）閉所の時期について 

    被災地センターの閉所に当たっては、被災地の住民組織や、関係機関や団体、行政などと慎重

に合意形成を図りながら、タイミングを見極め判断するとともに、市町村社協等にその活動を引

き継いでいく。 

 

第２ 専門ボランティア 

  災害発生時には、さまざまな被災者や被災地のニーズがあり、その解決のためには専門知識や技能

等を有する専門ボランティアによる協力体制も必要となる。 

  現段階では、県の各担当課で災害支援に関する協定を締結、あるいは登録したり協力に関する意思

確認をしている団体は、以下のとおりであるが、今後は、更に多くの団体等に協力を求めるとともに、

それら専門ボランティア相互のネットワーク化に努めていく。 

 

 （１）災害発生時の対応 
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  専門ボランティアの支援が必要な場合、各担当課が把握している団体に対しては、各担当課が直接、

支援の要請等の連絡調整を図るものとする。 

①専門ボランティアを直接、把握（登録）している課 

 担 当 課  専門ボランティアの名称等 

森林保全課  山地防災ヘルパー 

建 築 課  被災建築物応急危険度判定士 

建 築 課  被災宅地危険度判定士 

 

砂 防 課  砂防ボランティア 

 

 

②専門ボランティアを把握（登録等）している団体を所管又は把握している課 

 担  当  課  所管又は把握している団体名 

危機管理防災課  （社）日本アマチュア無線連盟熊本県支部 

危機管理防災課  （財）九州救助犬協会 

医療政策課 （社）熊本県看護協会 

薬務衛生課  （社）熊本県薬剤師会 

薬務衛生課  （社）熊本県薬種商協会 

薬務衛生課  熊本県製薬協会 

薬務衛生課  （社）熊本県医薬品配置協会 

 

障がい者支援課 （財）熊本県ろう者福祉協会 

 

 

 （２）平常時の取組み 

  専門知識、技能等を有する専門ボランティアについては、県の各担当課が直接、支援の要請等の

対応を行うことから、各担当課は定期的に、専門ボランティア団体の状況把握に努め、会議などを

通して連絡体制等の確立を図るものとする。 

 

第３ その他 

具体的な運用等については、各関係機関において要綱等を定めるものとする。 
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第29節 廃棄物処理計画（県環境生活部、県土木部、市町村） 

 

１．計画の方針 

大規模地震・津波による災害で発生する廃棄物の処理を迅速かつ適正に行い、住民の生活環境の保

全を図るため、市町村はそれぞれの区域内における被災状況を想定した廃棄物処理計画、作業計画を

策定する必要がある。 

 

２．被災状況調査、把握体制 

 (1) 市町村は、速やかに被害状況を把握するため、調査地域、調査対象施設・設備、調査者等を明

確にした調査体制を整備するものとする。 

 (2) 市町村は、廃棄物処理施設等の被害状況を早急に取りまとめ、所轄保健所に報告する体制を整

備するものとする。 

(3) 県は、保健所からの被害状況報告を取りまとめ、国等関係機関に連絡する体制を整備するもの

とする。 

 

３．廃棄物の仮設場用地の選定等 

 (1)  市町村は、あらかじめ、災害時に発生する損壊家屋のがれきや焼失家屋の焼き残り等の災害廃

棄物の仮置場用地の選定、確保に努めるものとする。 

   また、１次処理（選別）、２次処理（焼却、破砕等）など段階的な処理場用地の選定に取り組む

ものとする。 

 (2) 県は、仮置場用地及び１次処理場（選別）・２次処理場（焼却、破砕等）用地の選定、確保を

行うよう市町村に助言するものとし、県全体の選定・確保状況の把握・調整を行うものとする。 

(3) 県、市町村は、平時から廃棄物処理施設について、ヒアリング、立入検査等の実施をとおして、

処理能力の確認を行うものとする。 

 

４．災害廃棄物処理の広域応援体制 

(1) 市町村は、災害廃棄物の発生量や処理能力等を想定のうえ、近隣市町村と相互応援体制の整備

に努めるものとする。 

(2) 市町村は、広範囲の被災により近隣市町村による相互応援体制が維持できない場合を想定した

広域応援体制の整備に努めるものとする。 

(3) 県は、他県及び関係団体と廃棄物処理に関する協定を締結するなど、広域災害時の相互協力体

制の整備に努めるものとする。 

 

５．災害廃棄物処理計画 

 (1) 市町村は、各地域別の被災状況を速やかに把握し、災害廃棄物の発生量を推計するとともに、

災害廃棄物の処理を行う施設の処理能力を確認のうえ、収集、運搬、処分の対策を講じるものとす

る。 

 (2) 市町村は、災害廃棄物処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努めるとともに、災害廃棄物

の処理を行う施設の処理能力を超える発生量が見込まれる場合は、近隣市町村へ応援要請を行うも
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のとする。 

 (3) 市町村は、地区住民が道路上に災害廃棄物を出し交通の妨げにならないよう周知するとともに、

道路上の障害物により通常の収集ができない地区については、臨時収集場所を設け、収集への協力

を求めるものとする。 

(4) 市町村は、防疫上食物の残さ等腐敗性のごみを優先的に収集運搬するものとする。 

 (5) 損壊家屋のがれきや焼失家屋の焼け残りについては、原則として被災者自ら市町村の定める場

所に搬入することが望ましいが、被災者自ら搬入することが困難な場合又は道路等に散在し緊急

的に処理する必要がある場合は、市町村が収集処理を行うものとする。 

(6) 市町村は、必要により災害廃棄物の仮置場及び１次処理場（選別）、２次処理場（焼却、破砕等）

の設置を行うものとする。 

(7) 県は、市町村からの要請を受けた時又は被害の状況等から判断して必要と認めた時は、迅速か

つ適切な処理が行えるように、市町村相互間の応援要請、他県への応援要請及び廃棄物処理業者等

で構成する（社）熊本県産業廃棄物協会との災害廃棄物処理支援活動協定に基づく協力要請につい

て必要な連絡調整及び助言を行うものとする。 

 

６．し尿処理計画 

 (1) 市町村は、各地域別の被災状況を速やかに把握し、被災家屋の汲取式便槽のし尿排出量を推計

するとともに、し尿処理施設の処理能力を確認のうえ、収集、運搬、処分の対策を樹立するもの

とする。 

(2) 市町村は、し尿処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努め、またし尿処理施設の処理能力

以上の排出量が見込まれる場合は、近隣市町村に応援要請を行うものとする。 

 (3) 市町村は、震災時における水洗トイレ等の使用の困難性を考慮し、共同仮設便所を設ける等適

正管理の対策を講じるものとする。 

(4) 県は、市町村からの要請を受けた時又は被害の状況等から判断して必要と認めた時は、迅速か

つ適切な処理が行えるように、市町村相互間の応援要請、他県への応援要請及びし尿処理業者等で

構成する災害ボランティア協定締結団体に対する協力要請について必要な連絡調整及び助言を行

うものとする。 

 

７．廃棄物処理施設の応急復旧 

 (1) 市町村は、処理施設の維持管理点検体制を整備し、非常時に備え、予備資材の確保に努めるも

のとする。 

(2) 市町村は、震災時の被害により施設・設備等に欠陥が生じた場合は、早急に点検を行い、被害

状況等を県に報告するとともに、応急復旧を行うものとする。 

 また、廃棄物の収集、処分に影響を及ぼす場合は近隣市町村等の応援依頼等により効率的な処理

を確保するものとする。 

(3) 市町村は、要員、資材等の不足により、応急復旧が不可能なときは県に応援要請を行うものと

する。 
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第30節 住宅応急対策計画(県健康福祉部、県土木部、市町村) 
 

 災害のための住家が滅失した罹災者に対し住宅を貸与し、又は被害を受けた住家に対して居住のため

必要な最小限度の部分を応急的に補修して、罹災者の居住安定を図るものとする。ただし、災害発生直

後における住居対策については、別節「避難収容対策計画」の定める避難所の開設及び収容によるもの

とする。 

１．実施機関 

罹災者に対する応急仮設住宅の建設及び応急修理は、災害救助法が適用されたときは、知事から権

限の委任を受けた市町村長が行うものとする。 

市町村長のみでは、実施することが不可能な場合は、近隣市町村、県、国、その他関係機関の応援

を得て実施するものとする。 

 

２．応急仮設住宅の建設 

県が行う応急仮設住宅の建設は、「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」に基づき、

民間住宅建設関係団体の協力を得て実施するものとする。 

応急仮設住宅の建設に当たっては、被災者に係る世帯人員や高齢者、障がい者等に配慮した仕様及

び設計に努めるものとする。 

 

３．住宅の応急修理 

県が行う住宅の応急修理は、建設関係業者の協力を得て実施するものとする。 

 

４．公営住宅の提供 

災害により住家が滅失した被災者が公営住宅への入居を希望した場合、知事及び関係市町村長は公

営住宅の入居(公営住宅法第22条第1項に基づく特定入居、又は、地方自治法第238条の4第4項に基づ

く目的外使用許可)について、最大限の配慮を行うものとする。 

 

５．民間施設の提供 

県、市町村は、民間賃貸住宅関係団体と「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」を締

結するなど協力体制の強化を図り、災害時における被災者の一時居住のための住宅提供に努めるもの

とする。 

また、ホテル・旅館等民間宿泊施設や空家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により避難

所の早期解消に努める。 

 

６．応急仮設住宅の運営管理 

市町村は、各応急仮設住宅の運営管理を行うものとする。この際、応急仮設住宅における安心・安

全の確保、孤立化や引きこもりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形

成及び運営に努めるとともに、男女共同参画の視点に配慮するものとする。 

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。 

なお、県は、市町村が行う各応急仮設住宅の管理運営に協力するものとする。 
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第31節 行方不明者等捜索及び遺体収容埋葬計画(市町村、県警察本部、 

                   県健康福祉部、熊本海上保安部) 
 

 災害により行方不明の状態にある者で周囲の状況により既に死亡していると推定される者(以下「行

方不明者等」という。)や死亡者の遺体を放置することは、人道上からも許されないことであり、混乱

期の人心の安定を図るうえからも早急に実施する必要がある。 

 このため、関係機関・団体と緊密な連絡をとり、迅速に行方不明者の捜索及び遺体の埋葬活動を実施

するものとする。 

 

１．実施機関 

行方不明者等の捜索及び埋葬等は、市町村長が、警察、消防機関、海上保安部、警察医会、警察歯

科医会等の協力を得て行うものとする。 

当該市町村だけでは十分な対応ができない場合、市町村及び県は、周辺市町村、自衛隊等に対して

応援要請を行い、これらの機関の応援を得て実施するものとする。 

 

２．行方不明者等の捜索 

警察は、災害警備活動に付随して、市町村の行う行方不明者等の捜索に協力するものとする。 

行方不明者等の届出受理の適正を期すとともに、情報の収集に努め、積極的に調査を実施するもの

とする。 

 

３．遺体の検視、身元確認 

警察は、明らかに災害により死亡したと認められる遺体を発見したとき又は遺体がある旨の届出を

受けた場合には、検視規則（昭和３３年国家公安委員会規則第３号）及び死体取扱規則(昭和33年国

家公安委員会規則第４号)に基づき、遺体の検視、見分（以下「検視等」という。）を行うものとす

る。 

遺体の検視等に当たっては、指紋の採取、写真撮影等を行い、検視等終了後、遺族に引き渡すもの

とする。また医師会、警察医会、警察歯科医会等との緊密な連携により、迅速かつ的確な検視等、身

元確認に努めるものとする。 

 

４．遺体の引き渡し 

受取人がいない遺体又は身元不明の遺体は、戸籍法第９２条第１項に規定する検視調書等を添えて、

市町村長に引き渡すものとする。 

 

５．遺体の収容 

市町村は、警察と協議し、被害現場付近の適当な場所(寺院、公共建物等)に遺体の安置所を開設し、

遺体を安置するものとする。 

なお、市町村は、死者及び行方不明者数を早期に把握し、棺、遺体保全剤等の納棺用品を確保する

ものとする。 
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６．遺体の火葬 

 (1) 市町村は、次により火葬の実施体制の確保を行うものとする。 

  ① 火葬場の被災状況の把握 

  ② 死亡者数の把握 

  ③ 火葬相談窓口の設置 

  ④ 遺体安置所の確保 

  ⑤ 作業要員の確保 

  ⑥ 火葬場への搬送経路及び搬送手段の確保 

  ⑦ 棺、遺体保存剤、骨壺の調達 

  ⑧ 火葬用燃料の確保 

 (2) 県は、被災市町村において火葬することが困難な死体について、熊本県広域火葬計画に基づき、

他の火葬場設置市町村等に要請を行い火葬場を割り振ることにより、円滑に火葬できるよう支援す

るものとする。 

   また、県は、厚生労働省に対して火葬の状況を報告し、火葬許可証発行の特例措置を要請するも

のとする。 
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第32節 救援物資要請・受入・配分計画(県知事公室、県健康福祉部、 
関係各部、市町村) 

 

 大規模な地震・津波災害時に各方面から被災者に寄せられる救援物資について、確実、迅速かつ公平

に被災者に配分し、被災者の生活の安定を図る体制を整備するものとする。 

 

１．不足物資の把握(県健康福祉部) 

 市町村は、現地調査等により情報を収集して被害状況を把握するとともに、被災地で不足している

物資の種類、数量等を把握するものとする。不足物資の供給に関して被災市町村のみで対応できない

状況にあれば、県に対して救援物資の支援要請を行うものとする。 

 

２．物資の要請(県関係各部、県知事公室、県健康福祉部) 

  (1) 国、他都道府県及び県内外市町村への要請(県関係各部、県知事公室、県健康福祉部) 

   県が供給できる物資のみでは被災地に供給すべき物資が不足する場合、県は、国、他都道府県

その他の機関に不足物資の応援要請を行うものとする。 

   なお、他県に対する要請は、「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づいて行うものとする。 

(2) 県内外の住民及び企業等への協力呼びかけ(県知事公室、県健康福祉部) 

   県は、全国から寄せられる救援物資と被災地の需要を的確に結び付け、円滑な救援活動を実施

するため、被災地において必要とされている物資に関する情報を一元的に発信する体制の整備を

図るものとする。 

 

３．受入・供給体制(県健康福祉部、市町村) 

 (1) 拠点集積場所の選定 

   市町村は、防災計画に定める避難所の位置を勘案のうえ、効率的に物資の受け入れ、輸送が行

える場所を物資の拠点集積場所として、あらかじめ選定しておくものとし、県は、県全体の選定

状況の把握、調整を行うものとする。 

   また、県は、市町村の円滑な物資の受入れ等が可能となるよう地区ごと（およそ各地域振興局

単位）に中継集積場所をあらかじめ確保しておくものとする。 

 (2) 受入・供給体制の整備 

   市町村は、拠点集積場所に物資の集積を行う場合には、当該集積場所ごとに管理責任者を配置し、

管理及び配分の万全を期するものとする。 

県は、中継集積場所に管理責任者を配置し、市町村の管理責任者等と連携をして拠点集積場所へ

の配送を円滑に行うものとする。 

不足物資の応援要請を行った場合、各都道府県のみならず、民間団体等から大量の物資が送付さ

れてくることが予想されるため、県及び市町村は、（社）熊本県トラック協会等の協力を得てその

受け入れ体制を整備するとともに、配分調整、仕分け及び搬送のために必要な人員については、災

害ボランティアセンターの協力を得るなどにより確保を図るものとする。 

県、市町村は、救援物資の避難者への効率的な配送を行うため、（社）熊本県トラック協会及び

民間事業者（宅配、倉庫業）との協力体制の構築にも努めるものとする。 



 164 

県は、被災市町村が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実迅速

に届けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制の整備を図るものとする。 

 (3) 救援物資の取り扱い 

   災害のため個人、会社又は団体等から知事に送付された救援物資は、県(本庁)、地域振興局にお

いてこれを受領し、厳重な保管をなすとともに、義えん物資受付整理簿(様式は別途定める。)に整

備して、速やかに市町村長を通じて罹災者に配分するものとする。 

   なお、救援物資の確実な供給等を行うため、避難所収容者及び仮設住宅入居者以外の被災者の把握

等にも努めるものとする。 
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第33節 海上災害対策計画(熊本海上保安部) 
 

 船舶、海洋施設及び陸上施設から海上への大量の油の排出、大規模な海上災害等が発生し又は発生す

るおそれがある場合において、船舶の安全確保、港湾及び沿岸地域における人命、財産を保護するとと

もに、社会秩序の維持に当たるものとする。 

 このため、熊本海上保安部は、海上災害が発生し又は発生するおそれがある場合、当該災害に関する

情報伝達を速やかに行うとともに、被害状況、排出油等の拡散状況の早期把握に努め、防災関係機関と

の連携のもとに、的確な対応をとることとする。 

  

１．警報等の伝達 

  船舶等に対する警報等の伝達は、次により行うものとする。 

 (1) 気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報の通知を受けたときは、航行警

報、安全通報、標識の掲揚並びに船艇及び航空機による巡回等により直ちに周知するとともに、必

要に応じて関係事業者に周知するものとする。 

(2) 航路障害物の発生、航路標識の異状等船舶交通の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生を知っ

たとき又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講じたときは、速やかに航行警報又は安全

通報を行うとともに、必要に応じて水路通報により周知するものとする。 

(3) 大量の油の排出等により船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態

を知ったときは、航行警報、安全通報並びに船艇及び航空機における巡回等により速やかに周知す

るものとする。 

 

２．情報の収集 

  関係機関との密接な連絡をとるとともに、船艇、航空機等を活用し、次に掲げる事項に関する情報

を積極的に収集するものとする。 

 (1) 海上及び沿岸部における被害状況 

  ① 被災地周辺海域における船舶交通の状況 

  ② 被災地周辺海域における漂流物の状況  

③ 船舶、海洋施設及び港湾施設等の被害状況 

  ④ 石油基地等の被害状況 

  ⑤ 水路・航路標識の異状の有無 

⑥ 港湾等における遭難者の状況 

(2) 陸上における被害状況 

(3) 震源域付近海域における海底地形変動等の状況 

(4) 関係機関等の対応状況 

(5) その他災害応急対策の実施上必要な事項 

 

３．海難救助活動 

 (1) 船舶の海難、人身事故が発生したときは、速やかに船艇、航空機により捜索、救助を行うもの

とする。 
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 (2) 船舶火災又は海上災害が発生したときは、速やかに巡視船艇等によりその消火その他の防災措

置を行うとともに、必要に応じて関係機関に協力を要請するものとする。 

(3) 危険物が排出されたときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生防止、

航泊禁止措置又は避難勧告を行うものとする。 

 

４．緊急輸送 

 (1) 熊本海上保安部は、防災関係機関から傷病者、医師等の緊急輸送について要請があった場合、

可能な限り実施するものとする。 

 (2) 熊本海上保安部は、防災関係機関から飲料水、食料等の救援物資の輸送について要請があった

場合は、その輸送の緊急度及び他の災害応急対策の実施状況を考慮し、その要請に当たるものとす

る。 

(3) ヘリコプターによる負傷者等の輸送に当たって、臨時ヘリポートの使用等、関係機関と緊密な

連携を図るものとする。 

 

５．物資の無償貸与又は譲与 

物資の無償貸与若しくは譲与について要請があったとき又はその必要があると認められるときは、

海上災害救助物品を被災者に対して無償貸与し、又は譲与とするものとする。 

 

６．関係機関等の災害応急対策の実施に関する支援 

 (1) 医療活動場所の提供について要請があったときは、可能な限り、医務室を設備しているヘリコ

プター搭載型巡視船等を提供するものとする。 

 (2) その他の支援活動については、その都度第十管区海上保安本部と協議のうえ決定することとす

る。 

 

７．排出油の防除 

  船舶又は備蓄タンク等から海上に大量の油等が排出したときは、熊本県排出油等防除協議会の情報

共有を図るとともに、その他の防災関係機関等と協力して次に掲げる措置を講ずるものとする。 

 (1) オイルフェンス展張作業 

 (2) 油処理剤散布作業 

 (3) 油等回収作業 

(4) 回収油等の処理作業 

 (5) 漂着油等の清掃作業 

 

８．海上交通安全の確保 

  海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講じるものとする。 

 (1) 船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行うもの

とする。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるように努めるものとする。 

 (2) 海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ又は生じるおそれがあるときは、必要

に応じて船舶交通を制限し、又は禁止するものとする。 
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(3) 海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ又は生じるおそれがあ

るときは、速やかに必要な応急措置を講じるとともに、港湾及び漁港の管理者、他の防災関係機関

等とともに、これらの防除その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずるものとする。 

(4) 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁の状況、関係機関との連絡手段等船舶

の安全な運行な必要と思われる情報について、無線等を通じ船舶への情報の提供を行うものとする。 

(5) 水路の水深に異状を生じたと認められるときは、必要に応じて検測を行うとともに、応急標識

を設置する等により水路の安全を確保するものとする。 

 (6) 航路標識が損壊し又は流出したときは、直ちに熊本海上保安部へ通報し、必要に応じて応急標

識の設置に努めさせるものとする。 

 

９．危険物の保安措置 

  危険物の保安については、次に掲げる措置を講じるものとする。 

 (1) 危険物積載船については、必要に応じて移動を命じ又は航行の制限若しくは禁止を行うものと

する。 

(2) 危険物荷役中の船舶については、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を行うものとする。 

 (3) 危険物施設については、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行うものとする。 

  

10．警戒区域の設定 

  人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要が認められるときは、基本法第６３条第

１項及び第２項の定めるところにより、警戒区域を設定し、船艇及び航空機等により船舶等に対して

区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行うものとする。 

また、警戒区域を設定したときは、直ちに最寄りの市町村長にその旨を通知するものとする。 

 

11．治安の維持 

  海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇及び航空機により次

に掲げる措置を講じるものとする。 

(1) 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取り締まりを行うものとする。 

 (2) 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行うものとする。 
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第34節 金融応急対策計画(九州財務局、日本銀行熊本支店) 
 

 この計画は、災害発生時およびそのおそれがある場合において、銀行券の発行ならびに通貨および金

融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって

信用秩序の維持に資することを目的とするものである。 

 

１．通貨の円滑な供給の確保 

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ被災地所在の金融機関に臨時に

発行元銀行券を寄託するほか、金融機関の所要現金の確保について必要な措置を講じること等により、

通貨の円滑な供給確保に万全の措置を講じるものとする。 

なお、被災地における損傷日本銀行券および損傷貨幣の引換えについては、状況に応じ職員を現地

に派遣する等必要な措置を講じるものとする。 

 

２．輸送、通信手段の確保 

被災地における現金供給のため緊急に現金を輸送し又は通信を行う必要があるときは、関係機関等

と密接に連絡のうえ、各種輸送、通信手段の活用を図るものとする。 

 

３．金融機関の業務運営の確保に係る措置 

関係機関と協議のうえ、被災金融機関が早急に営業開始を行いうるよう必要な要請を講じるほか、

必要に応じ金融機関に対し、営業時間の延長または休日臨時営業の実施に配慮するよう要請する。ま

た、災害の状況に応じ必要の範囲で適宜業務時間の延長または休日臨時営業を行うものとする。 

 

４．金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

必要に応じ関係機関と協議のうえ、金融機関または金融機関団体に対し、次に掲げる措置その他の

金融上の措置を適切に講じるよう要請するものとする。 

(1) 預金通帳等を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻の取り扱いを行うこと。 

(2) 被災者に対して定期預金、定期積金等の期限前払戻しまたは預貯金を担保とする貸出等の特別

取り扱いを行うこと。 

(3) 被災地の手形交換所において被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出を認めるほか、

不渡処分の猶予等の特別措置をとること。 

(4) 損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。 

 (5) 必要と認められる災害復旧資金の融通について、迅速かつ適切な措置をとること。 

 

５．生保会社・損保会社・火災共済協同組合による特別措置の実施 

被災地の便宜を図るため、必要に応じ関係機関と協議のうえ、生命保険会社等相互間の申し合わせ

等により、次のような非常措置をとりうるよう要請を行うものとする。 

(1) 簡易迅速な保険金(共済金)の支払いに配慮する。 

(2) 被災状況に応じた保険料(共済掛金)の払込み猶予期間の延長に配慮する。 
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６．証券会社による特別措置の実施 

被災地の便宜を図るため、必要に応じ関係機関と協議のうえ、証券会社相互間の申し合わせ等によ

り、次のような非常措置をとりうるよう要請を行うものとする。 

(1) 届出印鑑、有価証券紛失等の場合は、可能な限りの便宜措置を講じる。 

(2) 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合には、可

能な限りの便宜措置を講じる。 

 

７．各種措置に関する広報 

３．および４．に定める要請を行ったときは、関係機関と協議のうえ、金融機関および放送事業者

と協力してすみやかにその周知徹底を図るものとする。 
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第35節 物価安定対策計画（県環境生活部） 

 

１．生活関連商品等の需給及び価格の調査、県民への情報提供 

熊本県消費生活条例に基づき、生活関連商品等の需給及び価格の動向について必要な調査及びその

他の情報の収集を行うとともに、県民への情報提供を行う。 

 

２．県民からの苦情・相談の受付 

熊本県物価ダイヤル(096-333-2291)により県民からの物価に関する苦情・相談に対応すると共に、

マスコミ媒体等の活用もしくは情報紙の緊急発行等を行い、県民への情報提供を行う。 

 

３．商品等の指定 

生活関連商品等の買占め若しくは売惜しみが行われ、もしくは行われるおそれがある場合、又は生

活関連商品等の価格が異常に上昇し、もしくは上昇するおそれがある場合において、生活関連商品等

の不足もしくは価格の上昇が県民の生活に著しい影響を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認める

ときは、当該生活関連商品等を特別の調査を要する商品等（以下「指定生活関連商品等」という。）

としての指定することを検討する。 

 

４．商品等の売渡し勧告 

指定生活関連商品等について、関連事業者が、買占め又は売惜しみにより当該指定生活関連商品等

を大量に保有していると認めるときは、熊本県消費生活条例に基づき、当該指定生活関連商品等の売

渡しの勧告を行うことを検討する。 

 

５．価格の引下げ勧告 

指定生活関連商品等について、関連事業者が、仕入価格その他の取引事情からみて著しく不当な価

格で販売していると認めるときは、熊本県消費生活条例に基づき、価格の引下げの勧告を行うことを

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 章 
 
 

災 害 復 旧 計 画 
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第１節 公共土木施設災害復旧計画(県土木部、県農林水産部、関係機関) 
 

 国土交通省及び農林水産省所管に係る公共土木施設災害復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業費 

国庫負担法(昭和２６年法律第９７号)に基づき、国庫負担を受け災害復旧を実施する。 

 

１．実施機関 

  災害復旧の実施機関は、原則として県の管理に属する施設については県が、市町村の管理に属する

ものは市町村において実施するものとするが、その他法令の規定により、災害復旧の実施について責

任を有するものが当該施設の復旧に当たるものとする。 

 

２．復旧方針 

  公共土木施設の災害復旧方針は、各施設の原形復旧とあわせて、再度災害の発生を防止するために

必要な施設の新設又は改良を行う等の事業計画を樹立するものとし、これら施設の早期復旧の完成に

努めるものとする。 

 

３．対象事業 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第３条に規定する政令で定める公共土木施設とは、次のよ

うな施設である。 

 (1) 河  川 河川法第３条による施設等 

 (2) 海  岸 海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護する施設 

 (3) 砂防設備 砂防法第１条又は同法第３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又

は同法第３条の２の規定によって同法が準用される天然の河岸 

 (4) 林地荒廃防止施設 山林砂防施設又は海岸砂防施設 

 (5) 地すべり防止施設 地すべり等防止法第２条第３項に規定する施設 

 (6) 急傾斜地崩壊防止施設 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に規定す

る施設  

(7) 道  路 道路法第２条第１項に規定する道路 

 (8) 港  湾 港湾法第２条第５項に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、廃棄物埋立護岸又

        は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設 

 (9) 漁  港 漁港漁場整備法第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施

設 

(10) 下水道 下水道法第２条第３，４，５号に規定する施設 

(11) 公 園 都市公園法施行令第２５条各号に掲げる施設で、都市公園法第２条第１項に規定する

都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令第２条第２号に掲げる公園若しくは緑

地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものに設けられたもの 

 

４．財政援助 

公共土木施設災害復旧事業を実施するための財政援助としては、次により措置されるものである。

 (1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担 

 (2) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく国庫負担率の嵩上げ 

 (3) 地方債の元利償還金の地方交付税算入 

 (4) 地方財政法第５条第１項第４号の規定による地方債の充当 
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第２節 農林水産施設災害復旧計画(県農林水産部、関係機関) 
 

 農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧

工事は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和２５年法律第１６９号)

に基づき国庫補助を受け復旧を実施する。 

 

１．実施機関 

  農地等の災害復旧は、当該災害の規模等により実施主体を決めるものとし、一般的には市町村、土

地改良区、農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合等当該機関によって施行するものであるが、災

害の規模が大でしかも高度の技術を要するもの等は、その実情に応じ県営事業として施行するものと

する。 

 

２．復旧方針 

  農林水産施設の災害復旧方針は、前節「公共土木施設災害復旧計画」の２に準じて施行するものと

するが、その他特に本復旧事業に当たって必要な事項は次のとおりとする。 

 (1) 同法律により、国に対し災害復旧の申請を行い、早急な国の査定を要請するとともに、緊急度

   の高いものは応急復旧し、その他は査定後施行するものとする。 

(2) 前記(1)の事業を推進するため、当該災害の規模等により適切な技術職員の配置を考慮するとと

もに、早期復旧の実現を期する。 

 (3) 農地等の復旧事業は３箇年を原則とし、初年度が３０％、２年度５０％、３年度２０％の進度

  で完了することとされている。 

(4) その他災害復旧の特色としては、緊急性により施越工事が認められているから、資金計画を樹

  立して早期復旧を図るものとする。 

  

３．対象事業 

  農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第２条に規定する農林水産施設

 とは、次のような施設である。 

 (1) 農地 耕作の目的に供される土地 

      田、畑及びわさび田等 

 (2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、次のものをいう。 

  ① 用排水路、ため池、頭首工、揚水機 

  ② 農業用道路、橋梁 

  ③ 農地保全施設、堤防(海岸を含む。) 

 (3) 林業用施設 林地の利用又は保全上必要な公共用施設であって、次のものをいう。 

  ① 林地荒廃防止施設(法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。）

② 林道 

 (4) 漁業用施設 漁場の利用又は保全上必要な公共的施設であって、次のものをいう。 

  ① 沿岸漁場整備開発施設（政令で定めるもの） 

  ② 漁港施設（水産業協同組合の維持管理に属する基本施設） 

 (5) 共同利用施設 

   農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同

組合、その他営利を目的としない法人の所有する次のものをいう。 

① 倉庫 
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  ② 加工施設 

③ 共同作業場及びその他の農林水産業者の共同利用に供する施設 

 

４．財政援助 

  農地等の災害復旧事業を実施するための財政援助としては、次により措置されるものとする。 

 (1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律による国庫補助金 

 (2) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく国庫補助金の嵩上げ 

 (3) 地方交付税法に基づく地方債の元利補給 

 (4) 地方財政法第５条第１項第４号の規定による地方債 

 (5) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第２条第１項の規定に基

  づく融資 
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第３節 海上災害復旧・復興支援対策計画(熊本海上保安部) 
 

 被災地の復旧・復興に当たっては、災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限

り迅速かつ円滑に被災者の生活再建を支援できるように、関係機関等と連携を図りつつ、次のような対

策を講ずるものとする。 

 

１．海洋環境の汚染防止 

  がれき等の処理に当たっては、海洋環境への汚染防止又は拡大防止のための適切な処置を講ずるも

のとする。  

 

２．海上交通安全の確保 

  災害復旧・復興に係る工事に関しては、工事作業船等の海上交通の安全を確保するため、次に掲げ

る措置を講じるものとする。 

 (1) 船舶交通の輻湊が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行うもの

  とする。 

(2) 広範囲にかつ同時に多数の工事関係者により工事が施行される場合は、工事関係者に対し、工

  事施工区域、工事期間の調整等事故防止に必要な指導を行うものとする。 

  

３．災害廃棄物の処理 

  災害廃棄物の海面埋立、海洋投入処分等に当たっては、海洋環境保全の観点からの指導、助言を行

うとともに、関係機関等と協議するものとする。 
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第４節 その他の災害復旧計画 
 

１．住宅災害復旧計画 

 (1) 災害公営住宅の整備 

   地震、暴風雨、洪水、高潮等その他異常な天然現象により滅失した住宅の戸数が、一定の割合に

達した場合には、低額所得者の被災者のために国からの補助を受け、市町村等において公営住宅を

整備する。 

 

 (2) 既設公営住宅の復旧 

   災害(火災にあっては、地震による火災に限る)により公営住宅が滅失し又は著しく損傷した場合

は、公営住宅等の建設、補修又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用の１／２が

国より補助される。 

 

  公営住宅関係住宅災害対策 
一 般 災 害 激 甚 災 害（本 激）  

要  件 措  置 要  件 措  置 

 
整 
 
 
備 

〈災害公営住宅整備事業〉 
（公営住宅法第８条第１項 
 第１号、第２号） 
１．滅失戸数 
 ①被災地全域で500戸以上 
 ②１市町村の区域内で200

戸以上 
 ③１市町村の区域内の住

宅戸数の１割以上 
 
２．火災による滅失戸数 
  被災地全域で200戸以上 
  又は１市町村全住宅の

１割以上 

（公営住宅法第８第１項） 
滅失戸数の３割を限度とし
て 
〈災害公営住宅〉の建設等
に対する2/3補助 
標準工事費は一般に準ずる 
 
（同法第８条第２項） 
〈災害公営住宅〉借上げに
係る住宅又はその付帯施設
の建設又は改良に対する 
2/5 

〈罹災者公営住宅整備事業〉 
（激甚法第２２条） 
１．滅失戸数（災害指定） 
 ①被災全域で4,000戸以上 
 ②  〃  2,000戸以上、

かつ、１市町村で200戸以
上若しくは全住宅の１割
以上 

 ③被災全域で1,200戸以上、
  かつ、１市町村で400戸以
  上若しくは全住宅の２割
  以上 
（激甚指定基準８） 
２．滅失戸数（地域指定） 
 １．の①～③のいずれかであ
り、かつ、１市町村で100戸以
上又は全住宅の１割以上 
（激甚法施行令第４１条） 

滅失戸数の５割を限度と 
して 
〈罹災者公営住宅〉の建 
設等に対する3/4補助 
〈罹災者公営住宅〉の借 
上げに係る住宅又はその 
付帯施設の建設又は改良 
に対する2/5 
 
 
 
 
 
 ＊激甚法では災害を受
けた公営住宅のことを罹
災公営住宅という表現と
している。 

（公営住宅法 
     第８条第３項） 

  公営住宅又は 

 共同施設 
被害 滅失 損傷 

復旧 再建 補修 

 

 補助率 1/2 

 

復 
 
 
旧 

〈既設公営住宅復旧事業〉 
（公営住宅法第８条第３項） 
１．住宅の被害 
 １戸当たりの復旧費が11

万円以上 
 かつ、１事業主体の合計額

290万円以上 
 （事業主体が市町村場合は

190万円以上） 
 
財務省協議による運用基準 

 

〈本激甚指定既設公営住宅復
旧事業〉 
公共土木施設災害復旧事業の
Ａ．見込額 
 全国都道府県の市町村の当
 該年度標準税収入総額の約
 0.5％以上 
Ｂ．Ａの見込額が0.2％以上、
 かつ、 
(１)都道府県負担見込額が当
該年度標準税収入の25％をこ
える都道府県が１以上 
(２)市町村負担見込額が県内
全市町村の当該年度の標準税
収入総額の5％をこえる都道府
県が１以上 
（激甚災害指定基準Ⅰ） 

補助率のかさ上げ 
（激甚法第３条） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊局激の場合は、別途基 
準あり 
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(3) 一般被災住宅の融資 

一般住宅の災害復旧については、県と（独）住宅金融支援機構が連携し、「住宅相談窓口」の開

設、「復興に資する情報」の提供を行い、（独）住宅金融支援機構の災害復興融資を活用して復旧

に努めるものとする。 

 

２．公立学校施設災害復旧計画 

  公立学校施設の災害復旧は、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)に基づく

国庫補助事業又は単独事業としてそれぞれ次により実施するものとする。 

(1) 実施機関 公立学校施設の復旧は、県立学校にあっては知事、市町村立学校にあっては市町村

長が行うものとする。 

(2) 復旧方針 公立学校施設の復旧方針は、別節「公共土木施設災害復旧計画」の復旧方針に準ず

る。 

(3) 対象事業 同法による学校施設で、建物、建物以外の工作物、土地および設備である。 

(4) 財政援助 公立学校施設災害復旧事業を実施するための財政援助は、次により措置されるもの

である。 

① 公立学校施設災害復旧費国庫負担法による国庫負担 

② 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく国庫負担率の嵩上げ 

③ 地方債の元利償還金の地方交付税導入 

④ 地方財政法第5条第1項第4号の規定による地方債の充当 

 

３．天草空港施設災害復旧計画 

天草空港施設の災害復旧は、単独事業として復旧を実施する。 

 (1) 実施機関 天草空港施設の復旧は、施設の管理者において実施する。 

(2) 復旧方針 天草空港施設の災害復旧方針は、第一節「公共土木施設災害復旧計画」の復旧方針

       に準ずる。 

(3) 対象事業 空港法（平成２０年法律第７５号）の第１０条に規定する施設（滑走路等又は空港

       用地）に準じる。 

 

４．土砂災害復旧計画 

土石流、地すべり、急傾斜地崩壊（がけ崩れ）等の土砂災害が発生した箇所（小規模なものを除く）

の復旧は、国庫補助事業または県単独事業として次により実施する。 

(1) 実施機関 土石流、地すべり、急傾斜地崩壊（がけ崩れ）等の土砂災害が発生した箇所（小規

模なものを除く）の復旧は、県が実施する。 

(2) 復旧方針 再度災害の発生を防止するために必要な防止施設の新設及び改良を行うとともにこ

れら施設の早期完成に努めるものとする。 

(3) 対象事業 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内において実施する砂防事

業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業  
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第５節 被災者自立支援対策計画(県健康福祉部、日赤県支部) 
 

 大規模地震発生時には、多くの人々が被災し、住宅や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危機

に瀕して、地域社会が混乱に陥る可能性がある。そこで、こうした震災時の人心の安定に資するため、

被災者の自立支援のための措置を講じるものとする。 

 

１．罹災者に対する生活相談 

  県は、罹災者の生活相談に対応するため、必要に応じて、ケースワーカー等の専門相談員を被災地

に派遣し、各種福祉相談に応じて、罹災者の自立安定を図るものとする。 

  また、消費生活に対する相談についても、その窓口を設置する等の対応を行うものとする。 

 

２．生活困窮者に対する生活保護の緊急適用 

  通常の生活保護の取り扱いは個人の申請によるが、災害時に要援護者が急迫した状況にあるときは

職権で保護を開始し、要保護性の調査については開始後に行うものとする。 

 

３．義えん金募集配分計画 

 (1) 実施機関 

   県及び日赤熊本県支部 

(2) 募集要領 

   県及び日赤熊本県支部は、文書をもって管下全市町村長に一般住民からの応募について依頼する

とともに、ラジオ、テレビ等の報道機関を通じて、周知を図るものとする。 

(3) 義えん金品の保管及び分配 

  ① 義えん物資の取り扱い 

個人又は会社、団体等から知事に送付された罹災者に対する義えん物資は、本庁又は出先機関

においてこれを受領し、厳重に保管をなすとともに、義えん物資受付整理簿(様式は別途定める。)

に整備して、速やかに関係市町村長を通じて、罹災者に配分するものとする。 

  ② 義えん金の取り扱い   

    個人又は会社、団体等から知事に送付された罹災者に対する義えん金は、本庁又は出先機関に

おいてこれを受領し、県歳入歳出外現金として厳重に保管をなすとともに、義えん金受付整理簿

(様式は別途定める。)に整備して、速やかに関係市町村長を通じて、罹災者に配分するものとす

る。 

なお、配分方法については、義えん金配分委員会（災害の状況等によって、その都度関係部長

等をもって設置する。）においてこれを決定するものとする。 

 

４．生業及び復旧資金等支給・貸与計画 
  県は、次に掲げる資金等の支給・貸与を速やかに行うことができるよう、関係市町村を通じて被災

状況を早急に確認するとともに、関係市町村と連携の上、被災者に対する制度の周知に努めるものと

する。 

 

(1) 災害弔慰金の支給 

(2) 災害見舞金の支給 

(3) 災害援護資金の貸付 

(4) 母子寡婦福祉資金の貸付 
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(5) 生活福祉資金の貸付 

(6) 被災者生活再建支援金の支給 

 

  なお、制度の詳細については、別冊資料編第6・1及び2のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 179 

第６節 被災農林漁業の経営安定計画(県農林水産部) 
 

 災害復旧及び災害による経営資金の融資措置として、被災農林漁業者等に対しつなぎ融資の手段を講

ずるとともに、次のような融資制度を活用して積極的な資金の融資計画を推進し、民生の安定を図るも

のとする。 

 

１．天災資金 

  天災融資法の発動に伴い、被害を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、経営資

金などの融資を円滑に行うため、地方公共団体は当該融資機関に対して利子補給及び損失補償を行い、

被害農林漁業者等の経営の維持安定を図る。 

 

２．日本政策金融公庫資金 

 (1) 災害復旧関係資金 

   農林漁業施設等の災害復旧について被害を受けた農林漁業者及び農林漁業者等の組織する団体

  に対し、日本政策金融公庫業務方法書の定めるところにより融資を行う。 

 (2) 農林漁業セーフティネット資金 

   被災農林漁業者に対し、経営再建費及び収入減補てん費の融通を行う。 

 

３．融資要領 

  これらの資金の融通要領は別冊資料編のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 180 

第７節 雇用機会確保計画(熊本労働局) 
 

１．計画の方針 

  地震災害による被災県民が、速やかに再起できるよう、被災者に対する就職斡旋及び職業訓練対策

を定め、被災者の生活の安定確保を図るものとする。 

 

２．実施計画 

 (1) 地震災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、市町村の被災状況を勘案の

  うえ、県内各公共職業安定所と緊密な連絡をとり、離職者の発生状況、求人求職の動向等の情報

  の通知を速やかに把握するとともに、他県との連絡調整、離職者の早期再就職への斡旋及び職業

  訓練の受講勧奨に努め、その雇用の安定を図るものとする。 

 (2) 離職者の早期再就職を促進するため、被災地域を管轄する公共職業安定所の長を通じ、次の措

   置をとるものとする。 

① 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

  ② 公共職業安定所に出頭することが困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回職業相

   談の実施 

  ③ 職業訓練受講、職業転換給付金制度活用等の指導強化 

  ④ 被災離職者の職業訓練(委託訓練を含む)の実施 
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 区 分 機　　関　　名 職　名 機　関　の　所　在　地 電話番号

九 州 管 区 警 察 局 局 長 福岡市博多区東公園7番7号 092-622-5000

九 州 総 合 通 信 局 局 長
熊本市西区春日町2丁目10番1号
　　　　　　　　　熊本地方合同庁舎内

096-326-7801

九 州 財 務 局 局 長           〃 096-353-6351

九 州 厚 生 局 局 長 福岡市博多区博多駅前3-2-8 092-707-1115

熊 本 労 働 局 局 長
熊本市西区春日町2丁目10番1号
　　　　　　　　　熊本地方合同庁舎内

096-211-1701

九 州 農 政 局 局 長
熊本市西区春日町2丁目10番1号
　　　　　　　　　熊本地方合同庁舎内

096-211-9111

九 州 森 林 管 理 局 局 長 熊本市中央区京町本丁2番7号 096-328-3500

九 州 経 済 産 業 局 総 務 企 画 部 部 長 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 092-482-5405

九 州 産 業 保 安 監 督 部 部 長           〃 092-482-5923

九 州 地 方 整 備 局 局 長 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 092-471-6331

九 州 運 輸 局 熊 本 運 輸 支 局 支 局 長 熊本市東区東町4丁目14番35号 096-369-3188

大 阪 航 空 局 熊 本 空 港 事 務 所 所 長 上益城郡益城町大字小谷 096-232-2853

熊 本 地 方 気 象 台 台 長           〃 096-324-3283

熊 本 海 上 保 安 部 部 長 宇城市三角町三角浦1160-20 0964-52-3103

九 州 地 方 環 境 事 務 所 所 長 熊本市東区尾ノ上1-6-22 096-214-0311

九 州 防 衛 局 熊 本 防 衛 支 局 支 局 長 熊本市東区東町1丁目1番11号 096-368-2172

096-343-3141
 内線(3234)

教育庁 熊 本 県 教 育 庁 教 育 長 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-383-1111

警察本部 熊 本 県 警 察 本 部 本 部 長 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-381-0110

熊 本 県 市 長 会 会 長
熊本市中央区花畑町4番7号
　　　　　　　朝日新聞第一生命ﾋﾞﾙ8F

096-351-6604

熊 本 県 町 村 会 会 長 熊本市東区健軍2丁目4番10号 096-368-0011

熊 本 市 消 防 局 局 長 熊本市中央区大江3丁目1番3号 096-363-0119

熊 本 市 消 防 団 団 長           〃 〃

熊本県防災会議委員名簿(会長・知事)

指
定
地
方
行
政
機
関

市町村
長及び
消防機
関の長
の代表

自衛隊 陸 上 自 衛 隊 第 ８ 師 団 師 団 長 熊本市北区八景水谷2丁目17番1号
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 区 分 機　　関　　名 職　名 機　関　の　所　在　地 電話番号

日 本 銀 行 熊 本 支 店 支 店 長 熊本市中央区山崎町15番地 096-359-9501

日 本 赤 十 字 社 熊 本 県 支 部 事 務 局 長 熊本市東区長嶺南2丁目1番1号 096-384-2100

日 本 放 送 協 会 熊 本 放 送 局 局 長 熊本市中央区千葉城町2番7号 096-352-1482

西日本高速道路株式会社九州支社 支 社 長 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号 092-762-1111

九州旅客鉄道株式会社熊本支社 取締役支社長 熊本市西区春日3丁目15番1号 096-352-0818

西日本電信電話株式会社熊本支店 理事支店長 熊本市中央区桜町3丁目1号NTT桜町ビル 096-321-3083

郵 便 事 業 株 式 会 社 九 州 支 社 支 社 長 熊本市中央区城東町1番1号 096-328-5308

郵 便 局 株 式 会 社 九 州 支 社 支 社 長 熊本市中央区城東町1番1号 096-325-2115

九 州 電 力 株 式 会 社 熊 本 支 社 執行役員支社長 熊本市中央区上水前寺1丁目6番36号 096-386-2200

社団法人熊本県トラック協会 会 長 熊本市東区東町4丁目6番2号 096-369-3968

社 団 法 人 熊 本 県 バ ス 協 会 会 長 熊本市中央区桜町3番10号 096-352-9694

三 和 商 船 株 式 会 社 取 締 役 天草市牛深町2286 0969-73-2103

西 部 ガ ス 株 式 会 社 熊 本 支 社
常務執行役員
支 社 長

熊本市中央区萩原町14番10号 096-370-8600

株 式 会 社 熊 本 日 日 新 聞 社 総 務 部 長 熊本市中央区世安町172番地 096-361-3111

株 式 会 社 熊 本 放 送
常 務 取 締 役
管 理 本 部 長

熊本市中央区山崎町30番地 096-328-5543

株 式 会 社 テ レ ビ 熊 本 総務局次長 熊本市北区徳王町440番地 096-351-1120

株 式 会 社 熊 本 県 民 テ レ ビ 総 務 部 長 熊本市中央区世安町7番地 096-363-6111

熊 本 朝 日 放 送 株 式 会 社 総 務 局 長 熊本市西区二本木1丁目5番12号 096-359-9016

社 団 法 人 熊 本 県 医 師 会 会 長 熊本市中央区花畑町1番13号 096-354-3838

社団法人熊 本 県 看 護 協 会 会 長 熊本市東区東町3丁目10番39号 096-369-3203

096-383-1111

熊　本　県 副 知 事 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号     内線3012

    〃 〃 　　　　　　〃      〃 3022

    〃      　知　事　公　室 公 室 長             〃      〃 3800

    〃 　     総　  務  　部 部 長             〃      〃 3050

    〃        企 画 振 興 部 部 長             〃      〃 3510

    〃　      健 康 福 祉 部 部 長             〃      〃 7000

    〃        環 境 生 活 部 部 長             〃      〃 7300

    〃      　商工観光労働部 部 長             〃      〃 5110

    〃        農 林 水 産 部 部 長             〃      〃 5300

    〃        土　  木  　部 部 長             〃      〃 6000

    〃　　　　出　　納　　局 会計管理者             〃      〃 6320

    〃　　　　企　　業　　局 局 長             〃      〃 6380

知
事
が
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
者

指
定
公
共
機
関

指
定
地
方
公
共
機
関
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機　　　関　　　名 職　　　名 所　　　　在　　　　地 電話番号

九 州 厚 生 局 健康福祉部長 福岡市博多区博多駅前3-2-8 092-707-1115

九 州 農 政 局 企画調整室室長補佐
熊本市西区春日町2丁目10番1号
　　　　　　　　　熊本地方合同庁舎内

096-211-9111

九 州 地 方 整 備 局 熊本河川国道事務所長 熊本市東区西原1丁目12番1号 096-382-1111

九 州 運 輸 局 熊 本 運 輸 支 局 首席運輸企画専門官 熊本市東区東町4丁目14番地35号 096-369-3188

大 阪 航 空 局 熊 本 空 港 事 務 所 総務課長 上益城郡益城町大字小谷 096-232-2853

熊 本 地 方 気 象 台 防災業務課長
熊本市西区春日町2丁目10番1号
　　　　　　　　　熊本地方合同庁舎内

096-324-3283

熊 本 海 上 保 安 部 警備救難課長 宇城市三角町三角浦1160番地20 0964-52-3103

096-343-3141
 内線(3230)

熊 本 県 教 育 庁 教育理事 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-383-1111

熊 本 県 警 察 本 部 警備第二課長              〃 096-381-0110

熊 本 市 消 防 局 消防課長 熊本市中央区大江3丁目1番3号 096-363-0230

日 本 赤 十 字 社 熊 本 県 支 部 事業推進課長 熊本市東区長嶺南2丁目1番1号 096-384-2119

九州旅客鉄道株式会社熊本支社 施設担当課長 熊本市西区春日3丁目15番1号 096-326-6965

西日本電信電話株式会社熊本支店 設備部長 熊本市中央区桜町3番1号NTT桜町ﾋﾞﾙ 096-321-3083

九州電力株式会社熊本電力センター
副センター長兼
計画管理グループ長

熊本市中央区上水前寺1丁目6番36号 096-386-2230

熊　本　県　　　知事公室 危機管理監《幹事長》 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-383-1111

    〃          　〃 首席審議員兼広報課長              〃 〃

    〃          総務部 政策審議監              〃 〃

    〃          　〃 総括審議員兼市町村局長              〃 〃

    〃          企画振興部 政策審議監              〃 〃

    〃          健康福祉部 総括審議員兼政策審議監              〃 〃

    〃          環境生活部 政策審議監              〃 〃

    〃          商工観光労働部 政策審議監              〃 〃

    〃          農林水産部 政策審議監              〃 〃

    〃          土木部 政策審議監              〃 〃

    〃          　〃 河川港湾局河川課長              〃 〃

    〃          企業局 次長兼総務経営課長              〃 〃

    〃          宇城地域振興局 局    長 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-2111

熊本県防災会議幹事名簿

陸 上 自 衛 隊 第 ８ 師 団 司令部第３部長 熊本市北区八景水谷2丁目17番1号
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第1．避難予定場所一覧 

 

場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

熊本市
飽田東 除川 飽田東小学校 2,800

除川 飽田中学校 1,250

千間江湖川 飽田公民館 1,050

千間江湖川 飽田運動公園 10,850

白川 白川飽田緑地 22,050

飽田西 除川 飽田西小学校 3,400

飽田南 緑川 飽田南小学校 3,100

秋津 緑川 秋津小学校 3,550

緑川 東野中学校 4,550

緑川 秋津中央公園 7,850

緑川 秋津公民館 368

麻生田 坪井川 麻生田小学校 5,200

坪井川 清水新地公園 450

池田 坪井川 池田小学校 2,400

坪井川 井芹中学校 9,550

坪井川
池田１丁目西公
園 1,600

坪井川 池亀公園 1,580

池上 坪井川 池上小学校 3,250

坪井川 池上中央公園 6,000

坪井川 三和中学校 7,250

出水 緑川 出水小学校 2,450

緑川 熊本国府高校 13,100

泉ケ丘 緑川 泉ケ丘小学校 4,000

出水南 緑川 出水南小学校 3,750

緑川 出水中学校 8,300

緑川 出水南中学校 8,350

緑川 湧心館高校 10,400

一新 坪井川 一新小学校 4,300

坪井川 西山中学校 4,750

坪井川
熊本城及び二の
丸公園 40,000

坪井川 第一高校

画図 緑川 画図小学校 3,900

大江 緑川 大江小学校 2,850

白川 白川中学校 7,450

緑川 九州学院高校 30,250

緑川 熊本大学薬学部 8,600

白川
子飼橋上・下流
左岸 9,000

緑川 開新高校 8,600

白川 大江公民館 320

奥古閑 緑川 奥古閑小学校 3,800

緑川 天明中学校 6,550

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

　　　　　　（Ｈ24.4現在）

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

緑川
天明運動施設体
育館 900

緑川 天明公民館 1,350

緑川 天明農業研修所 250

小島 坪井川 小島小学校 2,750

坪井川 城西中学校 3,550

坪井川 小島公園 18,300

坪井川 西部公民館 588

尾ノ上 緑川 尾ノ上小学校 5,350

緑川 錦ケ丘中学校 5,650

緑川 錦ケ丘公園 12,900

緑川 東部公民館 418

帯山 緑川 帯山小学校 5,800

緑川
帯山7丁目どん
ぐり公園 1,610

帯山西 緑川 帯山西小学校 5,700

緑川 帯山中学校 7,650

春日 坪井川 春日小学校 3,200

川上 坪井川 川上小学校 7,150

坪井川 北部中学校 8,100

坪井川 北部公民館 295

川口 緑川 川口小学校 4,700

川尻 緑川 川尻小学校 5,950

緑川 城南中学校 6,850

緑川 熊本農業高校 16,150

緑川
緑川右岸第１号
緑地 29,050

緑川
緑川右岸第２号
緑地 8,150

河内 河内川 河内小学校 4,200

有明海沿岸
河内小学校白浜
分校 300

河内川 河内中学校 4,300

河内川 河内公民館 750

楠 坪井川 楠小学校 4,550

白川 楠中央公園 4,400

黒髪 坪井川 黒髪小学校 2,450

白川 桜山中学校 5,550

坪井川 市立必由館高校 7,950

白川
熊本大学黒髪地
区 14,700

白川 子飼橋上流右岸 5,500

坪井川 済々黌高校 13,400

坪井川 坪井中央公園 5,500

坪井川 竜南中学校 5,600

慶徳 坪井川 慶徳小学校 1,450

健軍 緑川 健軍小学校 7,800

緑川
熊本マリスト学
園 10,750
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

緑川 湖東中学校 8,500

健軍東 緑川 健軍東小学校 6,700

緑川 東町中学校 6,200

向山 緑川 向山小学校 4,800

緑川 江南中学校 7,800

白川
白川橋上・下流
左岸 22,850

白川
長六橋上・下流
左岸 5,650

壺川 坪井川 壺川小学校 2,800

坪井川 京陵中学校 7,950

坪井川
熊本大学附属
小・中学校 13,000

五福 坪井川 五福小学校 1,200

桜木 緑川 桜木小学校 5,650

桜木東 緑川 桜木東小学校 7,200

緑川 桜木中学校 5,900

清水 坪井川 清水小学校 3,400

坪井川
清水スポーツセ
ンター 4,250

坪井川 坪井川緑地 48,500

坪井川 清水公民館 230

城山 坪井川 城山小学校 7,250

坪井川 熊本西高校 20,750

坪井川
西部スポーツセ
ンター 11,700

城西 坪井川 城西小学校 4,550

坪井川 市立千原台高校 10,550

坪井川 石神山公園 77,350

坪井川 古荘公園 5,350

城東 坪井川 城東小学校 4,300

坪井川 藤園中学校 5,750

白川
銀座橋一帯白川
川岸 4,250

城南 緑川 城南小学校 6,050

緑川 南部公民館 435

城北 坪井川 城北小学校 4,700

坪井川 清水中学校 6,250

坪井川 八景水谷公園 6,500

白川 白川 白川小学校 2,850

白坪 坪井川 白坪小学校 4,450

坪井川 花陵中学校 3,800

坪井川 蓮台寺公園 10,500

砂取 緑川 砂取小学校 5,000

緑川 熊本商業高校 11,650

緑川 熊本工業高校 30,250

緑川 水前寺運動公園 62,150

緑川
水前寺江津湖公
園 10,000
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

緑川 水前寺公園 21,000

碩台 坪井川 碩台小学校 3,050

坪井川 白川公園 10,000

坪井川
白川公園の東側
緑地帯 3,250

坪井川 中央公民館 270

銭塘 緑川 銭塘小学校 4,950

高橋 坪井川 高橋小学校 2,300

高平台 坪井川 高平台小学校 10,150

託麻北 緑川 託麻北小学校 4,050

白川 東部中学校 6,850

託麻西 緑川 託麻西小学校 4,200

託麻東 白川 託麻東小学校 8,750

白川 二岡中学校 4,050

託麻南 緑川 託麻南小学校 5,650

緑川 託麻公民館 431

緑川 託麻南中央公園 5,270

託麻原 緑川 託麻原小学校 7,250

緑川 熊本高校 13,450

白川 渡鹿公園 6,550

龍田 白川 龍田小学校 2,900

白川 龍田中学校 7,550

白川 武蔵塚公園 6,950

白川 龍田公民館 295

田迎 緑川 田迎小学校 3,700

緑川 託麻中学校 6,400

緑川 平成中央公園 10,100

緑川 田迎出仲間公園 2,100

田迎南 緑川 田迎南小学校 8,000

緑川 田迎公園 21,650

月出 緑川 月出小学校 6,550

中島 除川 中島小学校 4,100

除川 中島中央公園 10,500

白川 白川中原緑地 15,050

中緑 緑川 中緑小学校 2,800

長嶺 緑川 長嶺小学校 6,700

緑川 長嶺中学校 13,450

緑川 長嶺公園 5,000

緑川 香りの森 20,500

西里 坪井川 西里小学校 5,700

坪井川 ＴＫＵぷらざ 1,585

坪井川 今熊公園 9,550

坪井川 瑞巌寺公園 2,900
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

坪井川 北部公園 9,500

西原 白川 西原小学校 6,550

白川 西原中学校 9,250

白川
東海大学・第二
高校 32,400

白川 保田窪公園 2,050

楡木 坪井川 楡木小学校 5,100

坪井川 楠中学校 3,650

白川 熊本北高校

白山 緑川 白山小学校 5,300

花園 坪井川 花園小学校 5,550

坪井川 花園五丁目公園 2,100

坪井川 柿原公園 20,950

坪井川 花園公民館 317

春竹 緑川 春竹小学校 3,450

緑川 江原中学校 7,350

緑川 八王寺中央公園 5,000

東町 緑川 東町小学校 4,750

緑川 第二高校 17,600

日吉 緑川 日吉小学校 3,450

白川
白川平田十禅寺
緑地 7,550

日吉東 緑川 日吉東小学校 5,900

緑川 日吉中学校 6,700

古町 坪井川 古町小学校 2,950

北部東 坪井川 北部東小学校 5,700

本荘 緑川 本荘小学校 3,100

松尾北 坪井川 松尾北小学校 650

松尾西 坪井川 松尾西小学校 2,350

松尾東 坪井川 松尾東小学校 2,850

御幸 緑川 御幸小学校 4,800

緑川 木部中央公園 6,250

緑川 御幸中央公園 17,100

緑川 笛田中央公園 6,000

緑川 幸田公民館 228

武蔵 坪井川 武蔵小学校 4,350

坪井川 武蔵中学校 7,100

坪井川
武蔵ケ丘中央公
園 4,650

山ノ内 緑川 山ノ内小学校 7,700

緑川 山ノ内中央公園 5,330

東稜高校

弓削 白川 弓削小学校 4,500

芳野 河内川 芳野小学校 3,250

河内川 芳野中学校 5,000
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

河内川
芳野コミュニティ
センター 400

力合 緑川 力合小学校 5,750

緑川 力合中学校 7,950

緑川
南部総合スポー
ツセンター 5,350

緑川 白藤公園 4200

アクアドーム

刈草中央公園 5270

若葉 緑川 若葉小学校 5850

富合 浜戸川・潤川 雁回館 2000

富合小学校 2000

富合中学校 3000

アスパル富合

（旧植木町） 植木地区 地震  
総合スポーツ セ
ンター 1000 山本小学校 300

崖崩れ、地震  田原小学校 300
田原スポーツ公
園 700

 崖崩れ、地震  菱形小学校 300   

 崖崩れ、地震  鹿南中学校 500 桜井小学校 300

 地震  
植木文化セン
ター 200 五霊中学校 500 植木小学校 300

 地震  山東小学校 300   

 地震  植木北中学校 500 吉松小学校 300
吉松スポーツ公
園 500

 溢水、地震 
菊池川、合志
川 田底小学校 300

芝生公園

（旧城南町） 城南地区 堤防決壊・堤防溢水 緑川（無） 杉上小学校体育館 500   

隈庄小学校体育館 500

 堤防決壊・堤防溢水 浜戸川（有） 豊田小学校体育館 500   

Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター 500

 堤防決壊・堤防溢水 浜戸川（有）
火の君総合文化セン
ター 500

熊本市城南福祉
センター

塚原グラウンド

高グラウンド

坂野グラウンド

宇土市 市民会館 500

市民体育館 1500

鶴城中体育館 1000

宇土東小体育館 1000

 花園 溢水決壊、風水害 潤川 地区公民館 30
花園小学校体育
館 800

 轟 溢水決壊、風水害 飯塚川 地区公民館 30

轟地区農業者ト
レーニングセン
ター 300

宇土小学校体育
館 800

 走潟 
溢水決壊、風水害、高
潮、津波 緑川、浜戸川

走潟小学校体育
館 500 地区体育館 500

 緑川 
溢水決壊、風水害、高
潮、津波

緑川、浜戸
川、有明海岸

緑川小学校体育
館 800

緑川地区農業者ト
レーニングセン
ター 300

住吉中学校体育
館 1000

網津 
風水害、高潮、津波、
溢水決壊

網津川、有明
海岸

住吉中学校体育
館 1000  

網田 
風水害、高潮、津波、
溢水決壊

網田川、有明
海岸

網田小学校体育
館
網田漁協

１０００
80

網田中学校体育
館 1000

宇城市 三角地区 溢水、 地すべり、津波
磯山、大田尾
（海岸） 三角センター 500 三角小学校 1000

下益城城南中学
校体育館

300

80100
勤労青少年ホー
ム

宇土 風水害、溢水決壊 緑川、浜戸川 福祉センター
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

 三角地区（塩屋地区堤防決壊、溢水 波多川 （無） 浦区公民館 100
（旧）三角東小学
校 500

戸馳地区 溢水、津波 海岸
農村環境改善セ
ンター 200 （旧）戸馳小学校 1000

 郡浦地区 堤防決壊、溢水、津波 
海岸・郡浦川
（無） 郡浦地区市民館 100 （旧）郡浦小学校 1000 青海小学校 1000

大岳地区 溢水、津波 海岸 底江公民館 50 青海小学校 1000

亀松地区 高潮、津波 海岸 不知火小学校 500
宇城市不知火公
民館 300

宇城市不知火体
育館 500

 松合地区 高潮、津波 海岸
松合就業セン
ター 300 松合体育館 300 松合小学校 500

 高良・御領 高潮 大野川
宇城市不知火公
民館 300

宇城市不知火体
育館 500

長崎 高潮、津波 海岸 不知火中学校 500
宇城市不知火公
民館 300

宇城市不知火体
育館 500

 永尾 高潮、津波 海岸
松合就業セン
ター 300 松合体育館 300 松合小学校 500

一区～八区 高潮・溢水 大野川 松橋中央公民館 150
松橋総合体育文
化センター 500 松橋中学校 1600

九区～十二区 溢水 明神川 松橋小学校 840
松橋総合体育文
化センター 500 松橋中学校 1600

東松崎、豊崎、南
豊崎、御船 溢水・破堤・高潮

大野川・五丁
川・海岸 豊川小学校 600

松橋総合体育文
化センター 500 松橋中学校 1600

浅川、砂川、沖
塘、八枚戸 溢水・破堤・高潮

五丁川・八枚
戸川・海岸 豊川小学校 600 河江小学校 1000

松橋総合体育文
化センター 500

内田、竹崎、豊
福、両仲間南、両
仲間北、本村、島 破堤・崩土 大野川・浅川 豊福小学校 710

松橋総合体育文
化センター 500 松橋中学校 1600

曲野南、曲野北、
古保山、海ノ平、
六地蔵、北萩尾、
南萩尾、浦川内 溢水・崩土 溜池 当尾小学校 810

松橋総合体育文
化センター 500 松橋中学校 1600

久具 破堤・崩土 大野川 当尾小学校 810 豊福小学校 710
松橋総合体育文
化センター 500

大野 破堤 大野川
松橋総合体育文
化センター 500 松橋中央公民館 150 松橋中学校 1600

海東小学校 400 海東保育所 200

ふれあいセン
ター 100

 

引上、長迫、楫屋
林、西山、境尾、
蓮仏、稲川、樋
渡、表南小川、日
岳町、納野

土砂災害、洪水 砂川　　（無） 小川小学校 1000 妙音寺 200 専　　行　　寺 100

 河江、三ツ丸 堤防決壊 
砂川　　（無） 老人福祉セン

ター 300
河江地区コミュニ
ティセンター 200

河　江　保　育
所 200

 小野部田 地区 土砂崩壊・堤防決壊 溜池
小野部田小学校
体育館 400 小川中学校 1000

大　空　保　育
園 150

 上町・寺町・ 蛙子町 堤防決壊 
砂川
（無） 小川小学校 1000 妙音寺 200   

 中町・新町・ 出来町 堤防決壊 
砂川
（無）

小川地区コミュ
ニティセンター 100

地域福祉セン
ター 400 保健センター 300

 
亀ノ町、井出口、
西小川 、益南 堤防決壊 

砂川
（無）

地域福祉セン
ター 400 保健センター 300   

 本村・江頭 堤防決壊 
砂川
（無） 河江小学校 1000

熊本宇城農協ｸﾞ
ﾘ-ﾝｾﾝﾀ-小川 150   

 
仲之江、 川尻、南
新田、新田 堤防決壊 

砂川
（無） 河江小学校 1000

河江地区コミュニ
ティセンター 200 河江保育所 200

 

上住吉、下住吉、
南出村、北出村、
宇土割、不知火

高潮
堤防決壊

砂川　（無）
不知火海岸
（無） 河江小学校 1000

河江地区コミュニ
ティセンター 200   

上糸石 地区 溢水 
緑川、浜戸川
（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

 下糸石 地区 溢水 
緑川、浜戸川
（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

 上巣林 地区 溢水 
緑川、浜戸川
（有）

豊野町コミュニ
ティセンター 100

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

下巣林 地区 溢水 
緑川、浜戸川
（有）

豊野町コミュニ
ティセンター 100

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

 鐙　地区 溢水 
大野川
（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

北山崎 地区 溢水、崩土 
緑川、 小熊野
川（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

 南山崎 地区 土砂、崩土
緑川、 小熊野
川（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

下安見 地区 溢水 
緑川、浜戸川
（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

 上安見 地区 溢水 
緑川、浜戸川
（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野小学校 1100

 中間地区 溢水、崩土 
緑川、小熊野
川（有） 豊野公民館 600 豊野保育園 150 豊野中学校 1100

 下上郷 地区 溢水、崩土 
緑川、 小熊野
川（有） 豊野公民館 600 豊野保育園 150 豊野中学校 1100

熊本宇城農協小川
町支所海東出張所

150海東校区 土砂崩壊・洪水 砂川　　（無）
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

 上々郷 地区 溢水、崩土 
砂川
（有） 豊野公民館 600 豊野保育園 150 豊野中学校 1100

下郷下地区 溢水
緑川、小熊野
川（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野中学校 1100

下郷上地区 溢水
緑川、小熊野
川（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野中学校 1100

暁地区 溢水
緑川、小熊野
川（有） 豊野公民館 600

農業者トレーニン
グセンター 650 豊野中学校 1100

美里町 岩下地区 堤防決壊 緑川 岩下公民館 60 総合体育館 1000

 有安地区 溢水 浜戸川 中央公民館 200
中央小学校体育
館 450 総合体育館 1000

永富、原町 溢水 津留川
砥用勤労者セン
ター 350

砥用中学校体育
館 500   

 土　　喰 崖崩れ  
砥用勤労者セン
ター 350

砥用中学校体育
館 500

 柏　　川 山崩れ、 山津波 柏川　　（有） 農村婦人の家 60
B＆G海洋セン
ター 450

砥用中学校体育
館 500

荒尾市 第二小校区 浸水
早米来川（無）
船津新川（無） 浄水センター 100 メディア交流館 100 万田小学校 700

清里小 校区 崩土 浦川　　（無） 清里小学校 300     

 桜山小校区 崩土 浦川　　（無） 桜山小学校 600    

 八幡小校区 崩土 菜切川（無） 小岱工芸館 130 第四中学校 1000   

 府本小校区 崩土 
菜切川（無）
行末川（無） 府本小学校 600    

平井小校区 崩土 関川（無） みどり蒼生館 130 平井小学校 300

 旧第四小校区 崩土 関川（無） 万田炭鉱館 130 旧第四小学校 300 旧第五中学校 700

 第三小校区 崩土 関川（無） 旧第三小学校 600   

 有明小校区 崩土、浸水 浦川（無） 有明小学校 600 中央公民館 300   

 第一小校区 崩土、浸水 浦川（無） 市役所 200 市民病院 500
松ヶ浦環境セン
ター 50

 中央小校区 崩土、浸水 増永川（無）
運動公園管理事
務所 100

ふれあい福祉セ
ンター 250

福祉村（小岱作
業所） 290

 緑ヶ丘小校区 崩土、浸水 増永川（無）
荒尾総合文化セ
ンター 650 緑ヶ丘小学校 600 第三中学校 700

玉名市 玉名町地区 溢水 繁根木川 玉名町小学校 400 文化センター 500

玉名市民会館
九州看護福祉大
学

     1000
1000

 築山地区 溢水 境川 築山小学校 400 玉名中学校 500
九州看護福祉大
学 1000

 滑石地区 堤防決壊 有明海岸 滑石小学校 400 滑石保育所 100 玉名中学校 500

 大浜地区 堤防決壊 有明海岸 大浜小学校 400 ちどり保育園 100 有明中学校 500

 豊水地区 堤防決壊 菊池川 豊水小学校 400 豊水保育所 100 総合体育館 1000

 伊倉地区 溢水 横田川 伊倉小学校 400 伊倉保育所 100 総合体育館 1000

 八嘉地区 山崩れ 坂門田川 八嘉小学校 400 総合体育館 1000  

 梅林地区 溢水 木葉川 梅林小学校 250 梅林保育所 100   

 小田地区 堤防決壊 菊池川 小田小学校 250 玉陵中学校 500   

 玉名地区 堤防決壊 菊池川 玉名小学校 250 玉陵中学校 500  

月瀬地区 堤防決壊 菊池川 月瀬小学校 250 玉陵中学校 500   

 石貫地区 溢水 繋根木川 石貫小学校 250 玉陵中学校 500
九州看護福祉大
学 1000

 三ツ川 地区 山崩れ 石尾川 三ツ川小学校 250 玉陵中学校 500   

高道地区 溢水、 海岸堤防決壊
境川、高道海
岸

ふれあい健康
センター 600 高道小学校 400

JAたまな岱明総
合支所 200

 鍋地区 溢水、 海岸堤防決壊
行末川、鍋海
岸

ふれあい健康
センター 600 鍋小学校 400

JAたまなガスセ
ンター 200

 大野地区 溢水 
行末川、境
川、 友田川

ふれあい健康
センター 600

B＆G海洋セン
ター 500 大野小学校 300

 睦合地区 溢水 
行末川、友田
川

ふれあい健康
センター 600 睦合小学校 300

旧JAたまな睦合
支所 200

明豊 堤防決壊 
有明海岸
（無） 横島町公民館 300 山の上展望公園

大豊 堤防決壊 
有明海岸
（無） 横島小学校 600 山の上展望公園

明丑 堤防決壊 
有明海岸
（無） 福祉センター 300 山の上展望公園

 新栄、昭栄 堤防決壊 
有明海岸
（無） 横島小学校 600 山の上展望公園   
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

港、受免 堤防決壊 
小白、受免海
岸堤防 港区公民館 250 天水町公民館 400 天水中学校 500

 部田見 溢水 唐人川左岸 玉水小学校 400 天水町公民館 400   

玉東町 木葉 堤防決壊 木葉川（無） 木葉小学校 500 福祉センター 200 稲佐公民館 60

 山北 地すべり、 山崩れ
白木川、 西安
寺川（無） 山北小学校 500 玉東中学校 500 ふれあいの丘 300

和水町 上十町 地すべり、 山崩れ 十町川（有） 上十町公民館 100 三加和公民館 1000   

 平野 溢水 和仁川（有） 平野公民館 100
農業就業改善 セ
ンター 500   

上岩 溢水、崖崩れ 岩村川（有） 上岩公民館 100
農業就業改善 セ
ンター 500  

 中岩 溢水、崖崩れ 岩村川（有） 中岩公民館 60
農業就業改善 セ
ンター 500  

 西吉地 溢水 和仁川（無）
春富集会セン
ター 300     

中和仁 溢水、崖崩れ 和仁川（有） 鬼丸公民館 30
春富集会セン
ター 300   

 緑校区 風水害、 地震他  三加和公民館 1000 三加和中学校 800 緑小学校 500

 神尾校区 風水害、 地震他  
農業就業改善
センター 500 神尾小学枚 500

スカイドーム２０
００ 1500

 春富校区 風水害、 地震他  
春富集会セン
ター 300 春富小学校 800

スカイドーム２０
００ 1500

下津原 溢水 菊池川（有） 下津原西公民館 50 下津原中公民館 30 下津原東公民館 30

 江栗 溢水 菊池川（有） 江栗公民館 50     

 久井原、 長小田 溢水 菊池川（有） 西小学校 300     

 大江田、 藤田馬場 溢水 菊池川（有） 菊水中学校 1000     

 中路 溢水 菊池川（有） 菊水中学校 1000     

 内田 溢水 菊池川（有） 内田公民館 100     

 焼米、大屋 溢水 菊池川（有） 東小学校 200     

 中央校区 地震  町体育館 1000 ふれあい会館 500 菊水中学校 1000

 南校区 地震  南小学校 300 中央小学校 1000 ふれあい会館 500

 西校区 地震  西小学校 300 町体育館 1000 ふれあい会館 500

 東校区 地震  東小学校 200 町体育館 1000 ふれあい会館 500

南関町 南関地区 地震・ 溢水崖崩れ 関川 南関町役場 50  

 南関地区 地震・ 溢水崖崩れ 関川 第一小学校 200    

南関地区 地震・ 溢水崖崩れ 関川 南関町公民館 50     

 南関地区 地震・溢水崖崩れ 関川
B＆G海洋セン
ター 200     

 南関地区 地震・溢水崖崩れ 関川
総合文化福祉セ
ンター 200  

 賢木地区 地震・溢水崖崩れ 関川 ふれあい広場 150     

 賢木地区 地震・溢水崖崩れ 関川 第二小学校 200     

 大原地区 地震・ 崖崩れ 関川
農業就業改善
センター 200     

  大原地区 地震・ 崖崩れ  第三小学校 200     

 大原地区 地震・ 崖崩れ  南関中学校 300     

大原地区 地震・ 崖崩れ  交流センター 200

坂下・四ツ原地区 地震・ 溢水崖崩れ 内田川 南町民センター 50    

坂下・四ツ原地区 地震・ 溢水崖崩れ  第四小学校 200

坂下・四ツ原地区 地震・ 溢水崖崩れ  四ツ原集会所 50    

長洲町 長洲校区 越波 有明海岸
町民研修セン
ター 413 長洲小学校 500 長洲中学校 606

 清里校区 堤防高不足 菜切川 中央公民館 660 清里小学校 389 長洲中学校 606

 腹赤校区 堤防高不足
有明海岸、 行
末川、菜切川 腹赤保育所 430 腹赤小学校 407 腹栄中学校 403

 六栄校区 堤防高不足 行末川
地域福祉セン
ター 585 六栄小学校 465 腹栄中学校 403
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

山鹿市 山鹿地区 浸水 菊池川 健康福祉センター 1123
山鹿市総合体育
館 3863 山鹿小学校 584

米田地区 浸水 菊池川 老人福祉センター 445
山鹿市総合体育
館 3863

川辺地区 浸水 岩野川 老人福祉センター 445
サイクリングター
ミナル 641 川辺小学校 263

八幡地区 土砂崩れ 老人福祉センター 445
山鹿市総合体育
館 3863 八幡地区公民館 175

平小城地区 土砂崩れ 老人福祉センター 445
山鹿市総合体育
館 3863

平小城地区公民
館 175

三岳地区 土砂崩れ
老人福祉セン
ター 445

山鹿市総合体育
館 3863 三岳地区公民館 175

三玉地区 土砂崩れ
健康福祉セン
ター 1123

山鹿市総合体育
館 3863 三玉地区公民館 175

大道地区 浸水 菊池川
健康福祉セン
ター 1123

山鹿市総合体育
館 3863 大道地区公民館 175

岳間地区 土砂崩れ
鹿北市民セン
ター 198

鹿北体育セン
ター 641

岳間研修セン
ター 149

岩野地区 土砂崩れ
鹿北市民セン
ター 198

鹿北体育セン
ター 641 岩野小学校 648

広見地区 土砂崩れ
鹿北市民セン
ター 198

鹿北体育セン
ター 641 鹿北柔剣道場 280

内田地区 土砂崩れ
菊鹿市民セン
ター 1325

あんずの丘多目
的体育館 1221

内田構造改善セ
ンター 418

六郷地区 土砂崩れ
菊鹿市民セン
ター 1325

あんずの丘多目
的体育館 1221

菊鹿多目的研修
施設 932

城北地区 土砂崩れ
菊鹿市民セン
ター 1325

あんずの丘多目
的体育館 1221 城北体育館 401

来民地区
生涯学習・健康
センターひだまり 1536 鹿本体育館 1775

鹿本ふれあいセ
ンター 282

稲田地区
生涯学習・健康
センターひだまり 1536 鹿本体育館 1775 稲田小学校 595

中富地区 浸水 菊池川
生涯学習・健康
センターひだまり 1536 鹿本体育館 1775

千田地区 浸水 菊池川
鹿央多目的研修
センター 317 鹿央公民館 1174 千田小学校 210

米野岳地区 土砂崩れ
鹿央多目的研修
センター 317 鹿央公民館 1174 ふれあい塾 411

山内地区 土砂崩れ
鹿央多目的研修
センター 317 鹿央公民館 1174 山内小学校 663

菊池市 隈府栄町 地震、火災  
隈府小学校体育
館 450

菊池南中学区体
育館 700

菊池南中学校武
道場 300

 隈府栄町 地震、火災  中央公民館 300     

 高野瀬 地震、火災  
菊池体育セン
ター 1000 菊池高校体育館 400

 東正観寺 地震、火災  
菊池女子高校体
育館 250

菊池女子高校講
堂 250   

 河原地区 落石、崖崩れ  
河原小学校体育
館 150     

 水源地区 落石、崖崩れ  
水源小学校体育
館 150 水源体育館 200 水源校区公民館 70

水迫地区 落石、崖崩れ  農村女性の家 100     

 重味地区 落石、崖崩れ  迫水小学校 300    

 迫間地区 落石、崖崩れ  迫間体育館 300

迫龍ふれあいセン
ター　 菊池北中学校
寄宿舎

　　100
100 迫間校区公民館 70

 龍門小校区 落石、崖崩れ  
龍門小学校体育
館 300 龍門校区公民館 70   

 小木地区 落石、崖崩れ  小木体育館 150 小木集会場 50   

 菊之池校区 溢水  
菊之池小学校体
育館 200 菊之池体育館 150   

 花房校区 溢水  
花房小学校体育
館 200 花房校区公民館 70   

 戸崎校区 溢水  
戸崎小学校体育
館 150

菊池市浄水セン
ター 50   

 城北地区 落石、崖崩れ  堀切公民館 50     

 隈府・迫間地区 落石、崖崩れ  
菊池市総合体育
館 1000     

隈府地区 地震・火災
菊池北小学校体
育館 450

菊池勤労青少年
ホーム 100

 隈府地区 地震、火災  遊蛇口公民館 70     

 龍門地区 落石、崖崩れ  鳳来体育館 300     

 龍門地区 地震、火災  
班蛇口湖ポート場 艇庫
兼研修センター 250     

山崎、 瀬戸口、 水
次 崖崩れ  

老人福祉セン
ター 150     

 水次 土砂流出 水次川（無）
老人福祉セン
ター 150     

 瀬戸口 土砂流出 豊水川（無）
老人福祉セン
ター 150     
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

 高田、荒牧 決壊、溢水 迫間川（無）
老人福祉セン
ター 150 七城小学校 500   

 
五海、西郷、 羽根
木 決壊、溢水 迫間川（無） 中央公民館 300 七城中学校 500 七城小学校 500

 岩瀬、前川 土砂流出 岩瀬川（無） 温泉ドーム 200    

岩瀬、坂井、 梶
迫、林原 崖崩れ  温泉ドーム 200     

伊萩地区 洪水 合志川 旭志中学校 500 旭志村民体育館 500
多目的研修セン
ター 500

 新明地区 洪水 
合志川、矢護
川、 二鹿来川 旭志小学校 500 高永区運動場 500 伊坂区運動場 500

 弁利地区 洪水 合志川 岩本区運動場 500 岩本公民館 200 姫井公民館 200

 譲川地区 洪水 矢護川、峠川 川辺公民館 200 片川瀬公民館 200
尾足コミュニ
ティーセンター 100

 麓地区 洪水 
二鹿来川、渡
頼川

高柳、湯舟区運
動場 500

多目的研修セン
ター 500

高柳集落セン
ター 200

佐野 溢水 合志川 佐野区公民館 30 泗水西小学校 100   

 高江 溢水 合志川 高江区公民館 30 泗水小学校 100   

田島 溢水、崖崩れ 合志川 田島二区公民館 30 田島一区公民館 30 泗水西小学校 100

飛熊 溢水 合志川 飛熊区公民館 30 泗水東小学校 100

 井戸方 崖崩れ 井戸方区公民館 30 泗水西小学校 100

北住吉 崖崩れ 北住吉区公民館 30 泗水東小学校 100

村吉 崖崩れ 村吉区公民館 30 泗水小学校 100

富 崖崩れ 富区公民館 30 泗水小学校 100

富出分 崖崩れ 富出分区公民館 30 泗水小学校 100

堂迫 崖崩れ 泗水小学校 100

糠泉 崖崩れ 糠泉区公民館 30 泗水西小学校 100

合志市

新古閑、御領、野
付、杉並台 地震、溢水 堀川（有）

総合センター「ヴィーブル」

4000
合志中学校

1200 合志小学校 1000

出分、上古閑、新
迫、日向、上町、横
町、下町、上庄、竹
迫住宅、中央団地

地震、溢水、がけ崩れ 鶴川、上庄川

合志小学校

1000

総合センター「ヴィーブル」

4000

二子、油古閑、原
口、原口下 地震、溢水 鶴川

合志中学校
2000

総合センター「ヴィーブル」

4000

群、黒石原、笹原、
沖野台、西沖住宅 地震、火災 河川なし

合志南小学校
1000

泉ヶ丘市民センター
1000

泉ヶ丘、すずかけ台
地震、溢水、火災 堀川（有）

泉ヶ丘市民センター
1000

合志南小学校
1000

武蔵野台、雇用促進
住宅、永江団地 地震、溢水、火災 堀川（有）

南ヶ丘小学校
1000

泉ヶ丘市民センター
1000

平島、鹿水、栄温泉
団地、新栄温泉団
地、山下団地、栄住
宅 地震、溢水、火災 鶴川、塩浸川

福祉センター「みどり館」

200

総合センター「ヴィーブル」

4000 栄体育館 200

中林、後川辺
地震、氾濫 塩浸川

栄体育館
200

福祉センター「みどり館」
200

立割、生坪、弘生、
江良、高木、小合
志、辻久保 地震、氾濫 塩浸川

西合志第一小学校

1000

合生文化会館

250

合生住宅、桑木鶴団
地 地震 河川なし

合生文化会館
250

第一小学校
1000

湯ノ端、外園、中尾、
灰塚 地震 上生川

西合志中央小学校
1000

野々島公民館
500

北、本村、辻、城、上
生、くぬぎヶ丘団地 地震、氾濫 上生川

野々島公民館
500

西合志中央小学校
1000

大池、東大池、小
池、芝原 地震 河川なし

西合志体育館
200

西合志中学校
1000

若原、御代志、九州
沖縄農研、再春荘、
恵楓園、南原住宅

地震、火災 河川なし

御代志市民センター

1500

西合志中学校

1001

黒石
地震、火災 河川なし

老人憩いの家
500

黒石市民センター
500

木原野、ユトリック団
地 地震、火災 河川なし

保健福祉センター「ふれあい館」

1500
老人憩いの家

500

黒石団地
地震、火災 河川なし

黒石市民センター
500

西合志南中学校
2000

須屋、新開
地震、火災、氾濫 堀川（有）

西合志南中学校
2000

西合志東小学校
1000

上須屋、西須屋団地
地震、火災 河川なし

西合志南小学校
1000

西合志南中学校
2000
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

南須屋、東須屋
地震、火災 河川なし

須屋市民センター
700

西合志東小学校
1000

県営住宅、榎ノ本、
堀川 地震、火災、氾濫 堀川（有）

浄化センター
2000

須屋市民センター
700

大津町 中島地区 溢水 白川 大津南小学校 239     

 片俣地区 崖崩れ 矢護川
矢護川コミュニ
ティセンター 511     

 大津東小校区 全災害 
白川、上・下
井手 大津町運動公園 1311

総合交流ターミ
ナル 380 菊阿体育館 263

 大津南小校区 全災害 
白川、上・下
井手 大津南小学校 239 大津町運動公園 1311 大津中学校 392

 大津小校区 全災害 上井手
町民交流施設老
人福祉センター 204 大津小学校 416

生涯学習セン
ター 196

 室小校区 全災害 上井手 室小学校 417 大津北中学校 621

町民交流施設
老人福祉セン
ター 204

 平川地区 全災害 平川 大津北小学校 264     

 矢護川地区 全災害 矢護川
矢護川コミュニ
ティセンター 511   

 真木地区 全災害 矢護川
野外活動等研修
センター 462     

 護川小校区 全災害 平川 護川小学校 486
人権啓発福祉セ
ンター 164  

 
高尾野・ 新小屋地
区 全災害  大津北中学校 621 高尾野公園 0

菊陽町 戸次、 馬場楠、 曲
手、辛川

溢水 
白川 南小学校

350
 

 
 

 

 上中代、 出分、中
代、 川久保

溢水 
白川 中部小学校

310
 

 
 

 

 下津久礼 溢水 
白川 下津久礼公民館

30
 

 
 

 

 津留、 大掘木 
溢水、 堤防決壊 下井手 町民体育館

510
 

 

 馬場、 上下掘川 
溢水、 堤防決壊 堀川

公園管理セン
ター

60 三里木町民セン
ター

130
 

 

 南小校区 火災を除く あらゆる災
害  南小学校

350 南部町民セン
ター

140
 

 

 中部小校区 火災を除く あらゆる災
害  

中部小学校
耐震改修立替の
ため使用不可

310
町民体育館

510 東部町民セン
ター

110

北小校区 火災を除く あらゆる災
害 菊陽北小学校

310 ふれあいの森研
修センター

60 公園管理セン
ター

60

 西小校区 火災を除く あらゆる災
害  西小学校

340 三里木町民セン
ター

130
 

 

 武蔵ケ丘 1～4 火災を除く あらゆる災
害  武蔵ケ丘小学校

510 西部町民セン
ター

90
 

 

 武蔵ケ丘 5～8 火災を除く あらゆる災
害  武蔵ケ丘中学校

670 武蔵ケ丘コミュニ
ティセンター

290
 

 

 武蔵丘北小学校
地区（上記を除く）

火災を除く あらゆる災
害  

武蔵ケ丘北小学
校

380 西部町民セン
ター

90
 

 

阿蘇市 宮地地区 堤防決壊、 溢水 古恵川
一の宮社協体育
館 400   

宮地小体育館 300   

一の宮中体育館 500   

農業構造改善セ
ンター 100   

かんぽの宿 200   

 坂梨地区 堤防決壊、 溢水 豆礼川 坂梨小体育館 350   

 坂梨公民館 150   

 古城地区 堤防決壊、 溢水
豆礼川、宮
川、 白川 古城小体育館 300   

 中通地区 堤防決壊、 溢水 東岳川、 黒川 中通小体育館 300

 中通公民館 150

 
阿蘇中央高校清
峰校舎体育館 500

 荻の草公民館 50

 内牧地区 堤防決壊、 溢水  黒川、花原川 阿蘇体育館 3000

 
阿蘇体育館武道
場 100

 
農村環境改善セ
ンター 200

 内牧小体育館 500
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
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 阿蘇北中体育館 500

 黒川 地区 溢水 
西岳川、横道
川

碧水小学校体育
館 1000   

 阿蘇中体育館 500   

 乙姫小体育館 500   

 
コミュニティセン
ター 200   

 山田地区 落石、溢水 外輪山、黒川
山田小学校体育
館 300   

 鷲の石公民館 50   

今町公民館 80

 狩尾 溢水、 山腹崩壊
外輪山、黒川、土
砂災害警戒区域

尾ケ石東部小体
育館 300

 狩尾１区公民館 50

 狩尾２区公民館 50

 阿蘇北中体育館 500

 
旧ＪＡ阿蘇尾ケ
石支所 100

 的石、 跡ケ瀬 溢水 黒川 跡ケ瀬公民館 100

 阿蘇西小体育館 300

 永水地区 山腹崩壊 二重峠 車帰公民館 80   

 赤水公民館 100  

 永草公民館 100  

 阿蘇西小体育館 300  

楢木野、赤仁田、中
江、滝水、山崎、仁田
水 崖崩等  波野体育館 300

波野公民館 100

波野保健福祉セ
ンター 100

 小園 、小池野、笹倉崖崩等  林業研修会施設 100  

 やすらぎ交流館 100  

 
立塚、遊雀、中
道、横堀 崖崩等  農村婦人の家 100   

 郷土芸能伝承館 100   

 大道、坂の上 崖崩等  波野中学校 1000   

 波野小学校 300   

南小国町 市原本町、 下町 溢水、 堤防決壊 馬場川 市原小学校 500 南小国中学校 500

 馬場 溢水 馬場川 馬場公民館 30
地域福祉セン
ターりんどう荘 100

 上中原、 瓜上 溢水 堤防決壊 中原川 上中原公民館 30

介護予防拠点施
設元気プラザ中
原 100 中原小学校 300

 湯田 溢水 堤防決壊 湯田川 湯田公民館 30
介護予防拠点施
設湯夢プラザ 50   

 志津 溢水、崖崩 満願寺川
南小国町公民館
満願寺分館 150     

 黒川 溢水、崖崩 、地すべり 田の原川
多目的集会施設
べっちん館 100

りんどうヶ丘小学
校 300

 田の原 溢水 田の原川 田の原公民館 30
りんどうヶ丘小学
校 300   

 矢津田 崖崩れ 、溢水 志賀瀬川
自然休養村管理
センター 200  

小国町 下城4･5部地区 崖崩れ 筑後川 温泉会館 100 杖立薬師堂 20   

 北里奴留湯 崖崩れ、 堤防決壊 北里川 旧北里小学校 300 北里保育所 50   

 下城２部 溢水 筑後川 旧下城小学校 300 下城保育所 50   

宮原５部 溢水、崖崩 筑後川 小国小学校 500 開発ｾﾝﾀｰ 180

宮原1･2･3･4部 溢水、崖崩 筑後川 小国中学校 500 開発ｾﾝﾀｰ 180
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

宮原６部 溢水、崖崩 志賀瀬川 隣保館 100 開発ｾﾝﾀｰ 180

宮原７部 溢水、崖崩 志賀瀬川
情報企画セン
ター 200 野菜集出荷場

宮原８部 溢水、崖崩 筑後川 林業ｾﾝﾀｰ 50 森林組合土場 50

宮原９部 溢水、崖崩 筑後川 小国中学校 500 柏田集会所 50

宮原１０部 溢水、崖崩 小国中学校 500 桜ヶ丘集会所 50

上田１部 溢水、崖崩 筑後川 旧万成小学校 300
上田多目的集会
所 50

上田２部 溢水、崖崩 樅木川 旧万成小学校 300 江古尾公民館 50

上田3･4部 溢水、崖崩 樅木川 旧万成小学校 300

上田５部 溢水、崖崩 蔵園川 旧万成小学校 300 蔵園公民館 50

北里１部 溢水、崖崩 北里川 旧北里小学校 300
北里１部消防詰
所 50

北里2･3部 崖崩れ、 堤防決壊 北里川 木魂館 300 木魂館 300

北里4部童子院地
区 溢水、崖崩 樅木川 木魂館 300 童子院公民館 50

北里4部西村地区 溢水、崖崩 樅木川 木魂館 300 西村公民館 50

北里4部尻江田地
区 溢水、崖崩 樅木川 木魂館 300 尻江田公民館 50

西里１部岳湯地区 溢水、崖崩 、地すべり はげ川 旧西里小学校 200 岳湯公民館 50

西里１部中尾地区 溢水、崖崩 はげ川 旧西里小学校 200 中尾公民館 50

西里２部 溢水、崖崩 はげ川 旧西里小学校 200
西里多目的集会
所 50

西里３部明里地区 溢水、崖崩 はげ川 旧西里小学校 200 明里公民館 5

西里３部倉本地区 溢水、崖崩 はげ川 旧西里小学校 200 倉本公民館 50

下城１部坂下本村
地区 溢水、崖崩 筑後川 旧下城小学校 300 坂下公民館 50

下城１部弓田地区 溢水、崖崩 北里川 旧下城小学校 300 弓田集会所 50

下城３部田原地区 溢水、崖崩 秋原川 旧下城小学校 300 田原公民館 50

下城３部秋原地区 溢水、崖崩 秋原川 旧下城小学校 300 秋原公民館 50

黒渕1･2･3･4部 溢水、崖崩 
中原川 ・蓬莱
川 旧蓬莱小学校 300

黒渕５部 溢水、崖崩 、地すべり 手水野川 旧蓬莱小学校 300 旧杉平小学校 100

黒渕６部 溢水 蓬莱川 旧蓬莱小学校 300 団地公民館 100

産山村 田尻地区 崖崩れ、溢水 大野川 田尻地区公民館 350 田尻体育館 300   

 平川 崖崩れ、溢水 大野川 平川公民館 50     

 産山地区 崖崩れ  産山地区公民館 350 山鹿体育館 300   

 山鹿地区 崖崩れ、溢水 大野川 山鹿地区公民館 350 産山中学校 400   

 南部地区 崖崩れ、溢水 大野川 南部地区公民館 350 片俣公民館 50   

高森町 高森 溢水 白川（無） 高森中央小学校 300 高森中学校 300
高森総合セン
ター 300

色見 溢水 白川（無）
色見生涯学習セ
ンター 100   

 上色見 溢水 白川（無） 高森町民体育館 300     

 津留 溢水 大野川（無） 高森町朋遊館 100 高森東中学校 100   

 草部南部 山崩れ 五ヶ瀬川（無）
草部総合セン
ター 100

草部南部生涯学
習センター 100   

草部北部 山崩れ 五ヶ瀬川（無） 高森自然学校 100

南阿蘇村 両併一区 土石流、山腹崩壊 白川(有） 両併小学校 200

両併二区（東地区） 土石流 白川(有） 中郷公民館 50 両併小学校 200

両併二区（西地区） 土石流 白川(有） 竹崎集会所 30 両併小学校 200

両併三区 土石流 白川(有） 両併三区公民館 30 両併小学校 200

白川区 土石流、山腹崩壊 白川(有） 白川公民館 80 白水中学校 200
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

土石流、山腹崩壊 白川(有） 総合センター 100 白水小学校 200

土石流、山腹崩壊 白川(有） 白水中学校 200 白水小学校 200

土石流、山腹崩壊 白川(有） 白水小学校 200

土石流 白川(有） 白水体育館 500

土石流 白川(有） 白水保育所 50 白水体育館 500

吉田三区 土石流 白川(有） 福祉センター 70 白水体育館 500

一関一区 土石流 白川(有） 一関１区公民館 50 中松小学校 200

一関二区 土石流 白川(有） 一関２区公民館 50 中松小学校 200

中松一区 土石流 白川(有） 中松１区公民館 50 中松小学校 200

中松二区 土石流 白川(有） 中松２区公民館 50 中松小学校 200

中松三区 山腹崩壊 白川(有） 松の木公民館 50 中松小学校 200

第一駐在区 土石流、山腹崩壊 白川(有） 上二子石公民館 70 久木野小学校 500

第二駐在区 土石流 白川(有）
井手口消防セン
ター 30 久木野小学校 500

第三駐在区 土石流 白川(有） 江善寺 30 久木野小学校 500

土石流 白川(有） 中尾公民館 70
久木野福祉セン
ター 200 久木野小学校 500

土石流 白川(有）
久木野福祉セン
ター 200 久木野小学校 500

土石流 白川(有）
久木野総合セン
ター 100

土石流 白川(有） 楢須公民館 70
久木野総合セン
ター 100

第六駐在区 土石流 白川(有） ３区下組公民館 50
久木野総合セン
ター 100

第七駐在区 土石流 白川(有） 柿野公民館 50 久木野中学校 500

吉田二区

第四駐在区

第五駐在区

吉田一区
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

土石流 白川(有） 岸野公民館 100 久木野中学校 500

土石流 白川(有） 木の香湯温泉 100 久木野中学校 500

第九駐在区 土石流 白川(有） 八里木公民館 50 久木野中学校 500

東下田 山崩れ 白川(無） 東下田公民館 50 南阿蘇西小学校 300

下田 溢水 渋谷川（無）
下田集落セン
ター 40 南阿蘇西小学校 300

溢水 垂玉川（無）
加勢集落セン
ター 30 南阿蘇西小学校 300

溢水 垂玉川（無） 南阿蘇西小学校 300

溢水 垂玉川（無） 川崎敬也様宅 20 南阿蘇西小学校 300

溢水 垂玉川（無） 川崎幸教様宅 20 南阿蘇西小学校 300

溢水
山王谷川
（無） 喜多公民館 50 長陽体育館 500

溢水
山王谷川
（無） 長陽中央公民館 100 長陽体育館 500

溢水
山王谷川
（無） 長陽体育館 500

溢水 栃木川（無） 栃木公民館 50 長陽体育館 500

溢水 栃木川（無）
長陽保健セン
ター 70 長陽体育館 500

袴野
山崩れ 袴野公民館 30 長陽体育館 500

長野
溢水

山王谷川
（無） 長野公民館 30 長陽体育館 500

乙ヶ瀬
山崩れ 藤本喜代記様宅 20 長陽体育館 500

沢津野 山崩れ 沢津野公民館 30 長陽体育館 500

山崩れ
黒川集落セン
ター 30

(旧)西部小体育
館 200

山崩れ （旧）西部小学校 200

下野 山崩れ 下野公民館 30 (旧)西部小学校 200

山崩れ 立野公民館 30 (旧)立野小学校 200

山崩れ （旧）立野小学校 200

新所 山崩れ 新所公民館 30 (旧)立野小学校 200

赤瀬 山崩れ 赤瀬公民館 30 (旧)立野小学校 200

立野駅 山崩れ 立野駅公民館 20 (旧)立野小学校 200

西原村 鳥子 堤防決壊 
大切畑ダム
（無） 山西小学校 1000

構造改善セン
ター 500 西原中学校 1000

 河原 溢水、決壊 木山川（有） 河原小学校 1000
構造改善セン
ター 501 西原中学校 1000

 小園 山崩れ （有） 小園公民館 50     

 馬場 山崩れ （有） 馬場公民館 50     

 上鳥子 山崩れ （有）
区長及び消防団
員指定民家 20     

 葛目 山崩れ （有） 葛目公民館 30     

 古閑 山崩れ （有） 古閑公民館 50     

 大切畑 山崩れ （有） 大切畑公民館 40     

 布田 山崩れ （有）
区長及び消防団
員指定民家 50    

出の口 山崩れ （有） 出のロ公民館 50     

 多々良 山崩れ溢水地すべり
木山川水系
（有） 多々良公民館 40     

 日向 山崩れ溢水地すべり
木山川水系
（有） 日向公民館 40     

 星田 山崩れ 有 星田公民館 40     

 田中 山崩れ溢水 
木山川水系
（有）

門出、田中公民
館 70     

 門出 山崩れ溢水 
木山川水系
（有）

門出、田中公民
館 70     

 秋田土林 山崩れ溢水 
木山川水系
列（有） 秋田公民館 50     

第八駐在区

黒川

立野

加勢

川後田

喜多

栃木
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

 滝 山崩れ 有 滝公民館 40     

 瓜生迫 山崩れ 有 瓜生迫公民館 40     

 小野 山崩れ 有 小野公民館 40     

 猿帰 山崩れ 有 猿帰公民館 30     

 南原 山崩れ 有 区長指定民家 10     

 灰床 山崩れ地すべり 有
区長及び消防団
員指定民家 10     

御船町 御船校区 火災、水害 御船川
スポーツセン
ター 1500 御船中体育館 1500 御船小体育館 1000

 滝尾校区 火災、水害 御船川 滝尾小体育館 600 滝尾分館 50   

 水越校区 溢水、崖崩れ 緑川
（旧）水越小体育
館 400 水越分館 50   

 七滝校区 溢水、崖崩れ 御船川 旧七滝小体育館 600 七滝分館 50   

 上野校区 溢水、崖崩れ 御船川
七滝中央小体育
館 600 七滝中体育館 600 上野保育園 100

 田代東部校区 溢水、崖崩れ 
御船川、矢形
川

（旧）田代東部小
体育館 600 袴野小体育館 300   

 田代西部校区 溢水、崖崩れ 矢形川
第二明星学園田代
西部福祉センター 50     

 木倉校区 火災、水害 矢形川 木倉小体育館 600 若葉保育園 200   

 高木校区 火災、水害 矢形川 高木小体育館 600 高木保育園 200   

小坂校区 火災、水害 御船川、緑川 小坂小体育館 1000 陣多目的集会所 100   

嘉島町 東小校区 溢水、決壊 
矢形川、御船
川 東老人憩いの家 70     

 東小校区 溢水、決壊 
矢形川、御船
川 東小学校 2000   

 東小校区 溢水、決壊 
矢形川、御船
川 文化センター 200     

 全域 溢水、決壊 
緑川、加勢川、
 御船川 、矢形川 町民体育館 1000 町公民館 50  保健センター 150

全域 溢水、決壊 
緑川、加勢川、
 御船川 、矢形川 嘉島中学校 2000 嘉島幼稚園 100

西小校区 溢水、決壊 
緑川、加勢
川、御船川 西小学校 2000

嘉島町公民館近
隣公園分館 100   

益城町 飯野 溢水、決壊 
岩戸川、木山
川

益城町公民館飯
野分館 200

飯野小学校 体
育館 500 第2保育園 100

 広安 溢水、決壊 
秋津川、木山
川

広安西小学校
体育館 1000

広安小学校体育
館 1000

 木山 溢水、決壊 
秋津川、木山
川 益城町民体育館 1000 益城町公民館 400 益城幼稚園 100

 福田 溢水、崖崩れ 

赤井川、木山
川 （急傾斜地
指定）

益城町公民館福
田分館 200 第5保育所 100

袴野中学校体育
館 100

 津森 溢水、崖崩れ 
木山川 （急傾
斜地指定）

益城町公民館津
森分館 200

津森小学校体育
館 500 第3保育所 100

 小峯 火災、震災  ひろやす愛児園 200     

甲佐町 本坂谷 火災、崖崩れ 緑川 本坂谷公民館 30     

 谷内 崖崩れ 緑川 谷内公民館 50     

 宮内校区 崖崩れ 緑川 宮内集会所 50     

 宮内校区 崖崩れ 緑川
宮内地区社会教
育センター 100    

 甲佐校区 崖崩れ、内水 緑川 甲佐小学校 1000     

 甲佐校区 崖崩れ、内水 緑川 甲佐高校 1000     

甲佐校区 崖崩れ、内水 緑川
総合保健福祉セ
ンター 300

甲佐校区 崖崩れ、内水 緑川
農業研修セン
ター 50

 竜野校区 内水 緑川 龍野小学枚 500     

 竜野校区 崖崩れ 緑川 甲佐中学校 1000     

竜野校区 内水 緑川
龍野福祉ふれあ
いセンター 50

 白旗校区 崖崩れ 緑川 白旗小学校 500     

 白旗校区 内水 緑川
上益城農協白旗
支所 50     

白旗校区 溢水 緑川
白旗福祉ふれあ
いセンター 50
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

 乙女校区 溢水 緑川 乙女小学校 500     

山都町 浜町市街 風水害、地滑り、火災 緑川（無） 矢部小学校 500 千寿苑 500 中央公民館 200

 白糸第1 風水害、地滑り、火災 緑川（無）
旧白糸第1小学
校 300 白糸保育所 100 新藤公民館 100

 白糸第2 風水害、地滑り、火災 緑川（有）
旧白糸第2小学
校 300

 白糸第3 風水害、地滑り、火災 緑川（有）
旧白糸第3小学
校 300 津留公民館 100 出野公民館 50

御岳 風水害、地滑り、火災 緑川（無） 皆和 300 川内公民館 100 潤徳小学校 300

 御所、黒川 風水害、地滑り、火災 緑川（無） 稲生野公民館 100
JAかみましき 名
連川支所 300 旧名連川中学校 100

 中島東部 風水害、地滑り、火災 緑川（無）
旧中島東部小学
校 300 中島小学校 300 田小野公民館 100

中島西部 風水害、地滑り、火災 緑川（無）
西部地区ふれあ
いセンター 300 山中公民館 50

 中島南部 風水害、地滑り、火災 緑川（無）
旧中島南部小学
校 300

島木改善セン
ター 200

 下矢部 東部 風水害、地滑り、火災 緑川（無）
旧下矢部東部小
学校 300 明光寺前 200 牧野公民館 50

 下矢部 西部 風水震、地滑り、火災 緑川（無）
旧下矢部西部小
学校 300

農村改善セン
ター 200 三ケ公民館 100

 浜町西部 風水震、地滑り、火災 緑川（無） 矢部中学校 500 ライスセンター 300 北浜館 200

 麻山 風水震、地滑り、火災 緑川（無）
若草へき地保育
所 100 後谷公民館 100 下川井野公民館 50

 下名連石 風水震、地滑り、火災 緑川（無）
旧下名連石小学
校 300

JAかみましき 下
名連石支所 200 老人憩の家 200

東緑川 崩壊 緑川（有） 清流館 150 ふるさとの家 100
緑川多目的集会
所 50

 汗見 地滑り 緑川（有） 木原谷公民館 100
木原谷地区 婦
人活動促進施設 100 木原谷体育館 200

 緑川地区 土砂流失 緑川上流 水の森交流館 200
緑川へき地診断
所 100 小峰体育館 100

 緑川地区 土砂流失 緑川上流 ふるさとの家 100 集落センター 200
高松高齢者セン
ター 50

清和中央 崖崩れ 総合支所 100 清和体育館 100 清和西部体育館 100

清和北部 崖崩れ 井無田公民館 50 朝日体育館 100 安方婦人施設 50

長崎 崖崩れ  長崎地区体育館 100 長崎地区交流館 200   

 馬見原 崖崩れ  馬見原公民館 50 馬見原小学校 30

 大野 崖崩れ  大野小学校 30 西部地区交流館 30   

 菅尾 崖崩れ  菅尾小学校 30
菅尾福祉セン
ター 100

 花上 崖崩れ  花上地区体育館 30     

 二瀬本 崖崩れ  
二瀬本地区体育
館 30 研修センター 50 蘇陽小学校 100

 橘 崖崩れ  橘地区体育館 50 高辻地区集会所 50   

 東竹原 崖崩れ  東竹原小学校 50 老人いこいの家 30 猿丸公民館 80

 上差尾 崖崩れ  
上差尾地区体育
館 50

上差尾地区交流
館 30 百枝公民館 100

長谷 崖崩れ 長谷地区体育館 30 二津留公民館 50 下山公民館 50

 全域 溢水・崩壊 五ヶ瀬川
総合行政セン
ター 300     

八代市 
代陽小学校 1000 八代東高校 920

第一中学校 1300 秀岳館高校 2950

厚生会館 500

八代小学校 1120

勤労青少年ホー
ム

100

勤労福祉会館 200

総合体育館 3000 働く婦人の家 250
八代地域農協太
田郷支所

410

サンライフ八代 300 太田郷小学校 1800
八代高等職業訓
練校

300

 
太田郷公民館 300 第二中学校 1400 白百合学園高校 1860

200

30

代陽 堤防決壊・地震  球磨川、前川 代陽公民館

八代 堤防決壊・地震  球磨川、前川 八代公民館 200
新開新浜町公民
館

太田郷 堤防決壊・地震
球磨川、水無
川
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無
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避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

 

JA八代植柳支
所

50

八代工業高校 630

 
麦島小学校 1500

八代地域農協本
所

150

 
第三中学校 1500

八代実業専門学
校

200

 
大島石灰事務所 100 松高小学校 840

八代地域農協松
高支所

50

松高公民館 200
大島公民館
(大島分校跡)

80 八代高校 1800

 
八千把小学校 800 市民球場 100

 

八千把小学校
浜分校

25
八代地域農協八
千把支所

50

 
第四中学校 740

 
高田小学校 840

八代工業高等専
門学校

510

 
第五中学校 580 中九州短期大学 890

 

八代市保健セン
ター

672
八代地域農協高
田支所

50

 
金剛公民館 200 金剛小学校 800

八代地域農協金
剛支所

50

 
金剛小弥次分校 240

 
第六中学校 680

 
郡築小学校 800

 
第七中学校 750

 
宮地小学校 640

 
宮地東小学校 160

 
第八中学校 460

 

日奈久温泉セン
ター

90

 

 
日奈久小学校 980

 
日奈久中学校 680

 
昭和 溢水・地震 ・堤防決壊

水無川、昭和
海岸

農村婦人の家 200 昭和小学校 240
八代地域農協昭
和支所

150

 
二見中学校 410   

 
二見小学校 610   

 
龍峯 

堤防決壊、 山津波、地
震

麓川
龍峯農業研修所
（龍峯出張所）

230 龍峯小学校 480
八代地域農協龍
峯支所

65

西部 溢水 球磨川
西部地区多目的
集会施設

100
西部社会教育セ
ンター

600

 
深水 溢水 深水川

深水生活改善セ
ンター

100
深水社会教育セ
ンター

600   

 
中谷 溢水 

球磨川、中谷
川

さかもと青少年
センター

600
さかもと青少年セ
ンター

150   

 
鮎帰 地すべり 油谷川

鮎帰社会教育セ
ンター

600 鮎帰生活館 75   

 
藤本 溢水 球磨川（有）

八代市坂本公民
館

500
八代市坂本地域
福祉センター

500   

 
坂本支所 100   

藤本社会教育セ
ンター

600

広域交流セン
ターさかもと

200

 
 

 

鶴喰生活改善セ
ンター

100   

百済来 スポーツ
センター

100

さかもと温泉セン
ター

300

 
坂本憩いの家 150   

30

50

60

100

八代地域農協日
奈久支所

1160植柳小学校植柳 堤防決壊、地震、溢水 球磨川、前川

麦島 堤防決壊、 溢水・地震 球磨川、前川 麦島公民館 500

植柳公民館 200

松高 堤防決壊、 溢水・地震 球磨川、前川

八千把 堤防決壊、 溢水・地震 水無川 八千把公民館 200

高田 堤防決壊、 溢水・地震 球磨川 高田公民館 200

金剛 堤防決壊・地震
金剛海岸、球
磨川 金剛小敷川内分

校
110

八代地域農協平
和支所

郡築 堤防決壊・地震
水無川、郡築
海岸

郡築公民館 200
八代地域農協郡
築支所

宮地 
堤防決壊、溢水、山津
波、地震

球磨川、水無
川

宮地公民館 200 古麓町公民館

日奈久 溢水、山津波 地震 日奈久海岸
南部市民セン
ター （日奈久出
張所）

100

200

600

二見 
堤防決壊、 山津波、地
震

中津道 溢水 
球磨川（有）
市ノ俣川

中津道社会教育
センター

二見海岸、二
見川、 下大野
川

二見公民館

600田上 溢水 
百済来川
鶴喰川

田上社会教育セ
ンター
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

 
百済来 溢水 百済来川

久多良木多目的
集会施設

100
久多良木社会教
育センター

600   

 
坂本中学校 1600   

八竜小学校 1200

千丁支所 40 千丁小学校 400

千丁中学校 500

千丁体育館 400

鏡支所 40   

 
鏡保健センター 160   

八代市農村環境
改善センター

250

有佐小学校区 堤防決壊 氷川
有佐小学校体育
館

280

 
鏡小学校区 堤防決壊 、高潮 氷川、鏡川

鏡小学校区体育
館

360

鏡西部小学校区 堤防決壊、高潮 氷川、鏡川
鏡西部小学校体
育館

170

 
文政小学校区 堤防決壊 、高潮

鏡川、大鞘川
、北新地海岸

文政小学校体育
館

350

八代市東陽定住
センター

170

八代市東陽地域
福祉保健セン
ター

440

八代市東陽公民
館及びスポーツ
センター

850

小浦地区の一部
（内の原、箱石）

山くずれ 、地すべり 小浦川
八代市立種山小
学校内の木場分
校

230

河俣地区 山くずれ 、地すべり 河俣河
八代市立河俣小
学校

490

下岳地区（全地区） 山くずれ 氷川（有）
八代市泉憩いの
家

200

柿迫地区（全地区） 山くずれ 氷川（有）

 栗木地区（南川内） 山くずれ 氷川（有）

栗木地区（南川内
を除く）

山くずれ 、溢水等 氷川（有） 泉第二小学校 300

五家荘地区(板木) 山くずれ 川辺川（有）

五家荘地区(保口) 山くずれ 川辺川（有）

 
五家荘地区
(久連子)

山くずれ 川辺川（有） 九連子古代の里 100

五家荘地区
(西の岩)

山くずれ 川辺川（有） 五家荘自然塾 80

 五家荘地区(椎原) 山くずれ 川辺川（有）

 五家荘地区(小原) 山くずれ 川辺川（有）

 
五家荘地区
(朴の木)

山くずれ 川辺川（有）

 五家荘地区(葉木) 山くずれ 川辺川（有）

 
五家荘地区
(下樅木)

山くずれ 川辺川（有）

 
五家荘地区
(上樅木)

山くずれ 川辺川（有）

氷川町
鹿島、吉本、河
原、 法道寺 火災 

氷川町文化セン
ター 300 竜翔センター 1500

 

吉本、高塚、本
山、中大野、道、
笹尾、北川 急傾斜地崩壊、がけ崩れ 

氷川町文化セン
ター 300 竜翔センター 1500

若洲、沖塘、西網
道、南鹿野、中網
道、東網道 高潮、浸水

氷川町文化セン
ター 300 竜翔センター 1500

氷川右岸（河原～
鹿島） 溢水 氷川

氷川町文化セン
ター 300 竜翔センター 1500

氷川右岸（立神～
川上） 溢水 氷川 常葉保育園 200

宮原福祉セン
ター 300

370

坂本町全地区 風水害地震他

千丁町全域 風水害・地震他
大鞘川（有）、
水無川（有）

千丁公民館

振興センター五
家荘

200

板木保口地区集
会所

200

800

鏡中学校体育館

100

八代市泉支所

北・南・小浦地区 溢水等
氷川（有） 、小
浦川、河俣川

鏡町全地区 風水害、地震等

泉第八小学校 300
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氷川右岸（立神～
新村） 溢水 氷川

氷川町公民館宮
原体育館 1500

宮原福祉セン
ター 300

柳の江、島地、鹿
島、北鹿野 浸水 

氷川町文化セン
ター 300 竜翔センター 1500

高塚、新田、堺丸 溢水
八間川 、吉野
川

氷川町文化セン
ター 300 竜翔センター 1500

高野道、北野津、
西野津、反甫、立
石 浸水 

氷川町文化セン
ター 300 竜翔センター 1500

栫、今、早尾、東
上宮、桜ヶ丘、立
神、川上 急傾斜地崩壊、浸水

氷川町公民館宮
原体育館 1500

宮原福祉セン
ター 300

町、西上宮、東上
宮、桜ヶ丘 火災 

氷川町公民館宮
原体育館 1500

宮原福祉セン
ター 300

西上宮、新村、下
宮、宮園、有佐、
原田 浸水 

氷川町公民館宮
原体育館 1500

宮原福祉セン
ター 300

北川 土石流 北川
氷川町文化セン
ター 300 竜翔センター 1500

栫 土石流 島崎川
氷川町公民館宮
原体育館 1500 竜翔センター 1500

川上 土石流 川上谷川
氷川町公民館宮
原体育館 1500 竜翔センター 1500

油谷 土石流 油谷川
氷川町公民館宮
原体育館 1500 竜翔センター 1500

水俣市 1区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川 水俣市役所 100

第一中学校体育
館 300

第一小学校体育
館 300

 1区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川 もやい館 300     

 1区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川 深水集会場 20     

 2区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮 水俣川

公民館分館（旧勤労
青少年ホーム） 300 公民館 100   

 2区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮 水俣川 武道館 400   

 2区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮 水俣川

総合体育館（本
館） 1000     

 3区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮 水俣川

公民館分館（旧勤労
青少年ホーム） 300   

 3区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮 水俣川 武道館 400     

 4区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮、土砂災害 水俣川

公民館分館（旧
勤労青少年ホー
ム） 300   

第二中学校体育
館 300

4区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮、土砂災害 水俣川 武道館 400

4区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮、土砂災害 水俣川 4区公民館 30

 5区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮、土砂災害 水俣川（有）

総合体育館（本
館） 1000 商工会議所 50   

 5区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮、土砂災害 水俣川 西生院 50 三中体育館 200   

5区 
溢水、 堤防決壊 、高
潮、土砂災害 水俣川 5区公民館 20     

 6区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川

水俣高校第２体
育館 300     

 6区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川 内山公民館 20     

 7区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川 長野公民館 20     

 7区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川

旧深川小学校体
育館 200     

 8区 溢水、土砂災害 水俣川 水俣市役所 100
水東小学校体育
館 200   

 9区 溢水、土砂災害 水俣川（有）
旧深川小学校体
育館 200     

 9区 溢水、土砂災害 水俣川 深川公民館 20     

 10区 溢水、土砂災害 水俣川
東部センター（葛
彩館） 200  

緑東中、葛渡小
学校体育館 200

10区 溢水、土砂災害 水俣川 たから館 50

10区 溢水、土砂災害 水俣川 中屋敷公民館 20

10区 溢水、土砂災害 水俣川 吐合集会所 20
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11区 溢水、土砂災害 水俣川
東部センター（葛
彩館） 200

緑東中、葛渡小
学校体育館 200

 12区 溢水、土砂災害 水俣川
東部センター（葛
彩館） 200   

旧石坂川小学校
体育館 100

 12区 溢水、土砂災害 水俣川 石坂川集会所 30     

12区 溢水、土砂災害 水俣川 （旧）石飛分校 30

 13区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川

東部センター（葛
彩館） 200   

緑東中、葛渡小
学校体育館 200

13区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 水俣川 葛渡集会所 30

旧石坂川小学校
体育館 100

 14区 溢水、土砂災害 水俣川
東部センター（葛
彩館） 200    

 15区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 湯出川

湯の鶴温泉保健
センター 50

湯出小学校体育
館 200   

 15区 
溢水、 堤防決壊、土砂
災害 湯出川 招川内公民館 20     

 16区 土砂災害 野川公民館 20     

 16区 土砂災害  
長崎公民館（消
防格納庫） 20     

16区 土砂災害 茂川公民館 20

16区 土砂災害 木臼野公民館 20

 17区 高潮、土砂災害  
総合体育館（南
部館） 400   

袋小中学校体育
館 200

17区 高潮、土砂災害 湯堂集会所 30
ｸﾞﾘ-ﾝｽﾎﾟ-ﾂみな
また駐車場

 17区 高潮、土砂災害  神川公民館 30     

17区 高潮、土砂災害 茂道公民館 20

 18区 高潮、土砂災害  おれんじ館 50     

 18区 高潮、土砂災害  月浦公民館 20     

18区 高潮、土砂災害 出月公民館 20

18区 高潮、土砂災害 坂口公民館 20

 19区 溢水、堤防決壊、高潮 水俣川 古賀公民館 20   
第二小学校体育
館 300

 19区 溢水、堤防決壊、高潮 水俣川   
第二中学校体育
館 300

 20区 溢水、土砂災害 水俣川 第20区公民館 20   
第二小学校体育
館 300

 20区 溢水、土砂災害 水俣川   
第二中学校体育
館 300

 21区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川 第21区公民館 30 はぜのき館 20   

 21区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川 八ノ窪町公民館 20     

 21区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川 小田代公民館 20     

 21区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川 汐見町公民館 30     

22区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川 水俣市役所 100   

22区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川 武道館 400

22区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川 もやい館 300

22区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川 カワムラ西日本 100

22区 溢水、高潮、土砂災害 水俣川
白梅荘ﾃﾞｲｹｱｾﾝ
ﾀ- 50

 23区 溢水、土砂災害 水俣川 愛林館 50 ２３区集会場 50
久木野小学校体
育館 100

24区 溢水、土砂災害 水俣川 愛林館 50
久木野小学校体
育館 100

 25区 溢水、土砂災害 水俣川 愛林館 50     

25区 溢水、土砂災害 水俣川 大川公民館 50

 26区 溢水、土砂災害 水俣川 愛林館 50     

 26区 溢水、土砂災害 水俣川 越小場公民館 50     

26区 溢水、土砂災害 水俣川 日当野公民館 20
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芦北町 西船江 高潮、類焼、 家屋浸水 田浦川（有）
地域活性化セン
ター 200 町地区公民館 20   

 杉迫 高潮、類焼、 家屋浸水 （有）
地域活性化セン
ター 200 田浦保育所 200   

 黒崎 溢水 田浦川（有）
地域活性化セン
ター 200 田浦保育所 200   

 上町 類焼 （有）
地域活性化セン
ター 200

田浦小学校
（体育館） 200   

 岩崎 類焼、溢水 （有）
地域活性化セン
ター 200 町地区公民館 20   

 東船江 類焼、溢水 田浦川（有）
地域活性化セン
ター 200 町地区公民館 20  

泊 
家屋浸水、 土石流出、
高潮 （有） 海浦公民館 20 芦北幼稚園 160  

駅通 家屋浸水、 土石流出 （有）
宮浦地区ふれあ
いセンター 20

小田浦地区生涯
学習センター 210  

 田平 土石流出 田浦川（有）
田浦中学校
（体育館及び武道館） 300  

 神の迫 土石流出 田浦川（有）
田浦中学校
（体育館及び武道館） 300  

 水道 土石流出 （有）
宮浦地区ふれあ
いセンター 20 町地区公民館 20  

 馬越 土石流出 （有）
宮浦地区ふれあ
いセンター 20

小田浦地区生涯
学習センター 210  

 大坪 土石流出 （有）
宮浦地区ふれあ
いセンター 20

小田浦地区生涯
学習センター 210  

 宮浦 溢水 （有）
宮浦地区ふれあ
いセンター 20

小田浦福祉セン
ター 80  

 村下 溢水 宮浦川（有）
宮浦地区ふれあ
いセンター 20

小田浦福祉セン
ター 80  

 和田 溢水 
小田浦川
（有）

小田浦地区生涯
学習センター 210

小田浦福祉セン
ター 80  

 江口 溢水 
小田浦川
（有）

小田浦地区生涯
学習センター 210

小田浦福祉セン
ター 80  

 前田 土石流出 （有） 海浦公民館 20 芦北幼稚園 160  

 梶原 土石流出 （有） 横居木公民館 20    

 中道 土石流出 （有） 横居木公民館 20    

 村迫 土石流出 （有）
上田浦地区社会
教育センター 100

波多島農事研修
館 20  

 小島 土石流出 （有）
上田浦地区社会
教育センター 100

波多島農事研修
館 20  

 洲浜 土石流出 （有）
上田浦地区社会
教育センター 100

下井牟田地区ふ
れあいセンター 20  

 中浦 土石流出 （有）
上田浦地区社会
教育センター 100

下井牟田地区ふ
れあいセンター 20

白島崎 高潮 （有）
上田浦地区社会
教育センター 100

下井牟田地区ふ
れあいセンター 20  

 上井牟田 類焼 （有）
上田浦地区社会
教育センター 100

上井牟田地区ふ
れあいセンター 20  

 坊ケ迫地区 類焼 （有）
小田浦地区生涯
学習センター 210  

 上村地区 類焼 （有）
小田浦地区生涯
学習センター 210  

鶴木山 堤防決壊 
不知火海岸
（有） 権限宮 50 裏山 30  

 計石 堤防決壊 不知火海岸 大丸団地 100    

 花岡西 溢水、 堤防決壊 佐敷川（有）
町民総合セン
ター 1000

佐敷中学校
（体育館） 200  

 町四区 溢水 佐敷川
社会教育セン
ター 400 専妙寺 150  

 花岡北 溢水 佐敷川（有） 伊勢神宮 30    

 花岡東 溢水、 堤防決壊 佐敷川 裏山 50 五本松高台 100  

 諏訪 溢水 佐敷川（有） 諏訪宮 50 裏山 50  

 鎌瀬 溢水 球磨川（有）
告地区生涯学習
センター 130    

 漆口 溢水 球磨川 漆川内公民館 20 裏山 50  

 小口 溢水 球磨川 裏山 30    

 白石 溢水 球磨川 裏山 50    

 箙瀬 溢水 球磨川 箙瀬公民館 20 西林寺 50

 市居原 溢水 球磨川
吉尾小学校
（体育館） 150     

 海路 溢水 球磨川 海路小学校 190     
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 湯町 溢水 湯浦川（有）
湯浦小学校
（体育館） 180

湯浦中学校
（体育館） 200 きずなの里 200

釜 溢水、 堤防決壊 
小崎、釜海岸
（有） 釜公民館 20     

 京泊 溢水、 堤防決壊 
京泊、 牛の水
海岸（有） 女島公園高台 200     

 白岩 溢水、 堤防決壊 佐敷川（有） 裏山 50 天満宮 30   

 大岩 堤防決壊、 土石流 吉尾川
大岩地区生涯学
習センター 390     

 吉尾 堤防決壊、 土石流 吉尾川
吉尾小学校
（体育館） 150     

 黒岩 山崩れ、 崖崩れ 吉尾川 黒岩公民館 20     

 乙千屋 溢水、 決壊 乙千屋川
佐敷小学校
（体育館） 200     

 立川 山崩、土石流 立川川 立川公民館 30     

 伏木氏 山崩れ、崖崩 宮浦川 伏木氏分校 60     

津奈木町 竹中 崖崩れ、 山崩れ 
津奈木川
（有）

つなぎ文化セン
ター 800 津奈木小学校 1000   

 浜崎 崖崩れ、 家屋の浸水
津奈木川
（有）

つなぎ文化セン
ター 800 津奈木小学校 1000   

 桜戸 崖崩れ、 家屋の浸水
津奈木川
（有）

つなぎ文化セン
ター 800 津奈木小学校 1000   

 中尾 崖崩れ、 山崩れ 
津奈木川
（有）

つなぎ文化セン
ター 800 津奈木中学校 1000   

 古中尾 崖崩れ、 山崩れ 
津奈木川
（有）

つなぎ文化セン
ター 800 津奈木中学校 1000   

 倉谷 山崩れ、 家屋の浸水
津奈木川
（有）

つなぎ文化セン
ター 800 津奈木中学校 1000   

 内野 崖崩れ、 山崩れ 津奈木川
つなぎ文化セン
ター 800 津奈木中学校 1000  

上下門 崖崩れ、 山崩れ 
津奈木川
（有）

つなぎ文化セン
ター 800 津奈木中学校 1000   

 染竹 崖崩れ、 山崩れ 津奈木川
つなぎ文化セン
ター 800 津奈木小学校 1000   

 町中 山崩れ、 家屋の浸水
津奈木川
（有） 津奈木中学校 1000

農業就業改善 セ
ンター 500   

 川内 山崩れ 津奈木川 津奈木中学校 1000
つなぎ文化セン
ター 800   

 新川 家屋の浸水、 高潮
津奈木川
（有）

農業就業改善
センター 500 津奈木中学校 1000   

 古川 家屋の浸水、 高潮
古川、塩迫川
（有）

農業就業改善
センター 500 津奈木中学校 1000   

 大泊 山崩れ・高潮 柳迫川（有）
農業就業改善
センター 500 津奈木中学校 1000   

 小津奈木 山崩れ 小津奈木川 B＆G体育館 500
農業構造改善 セ
ンター 500   

 丸岡 水防波堤  津奈木小学校 1000
つなぎ文化セン
ター 800   

 日当 崖崩れ、 山崩れ、高潮 日当川（有）
赤崎漁村セン
ター 300 旧赤崎小学校 1000

日当高台（町道
辻線〉 1000

 日添 崖崩れ、 山崩れ、高潮 赤崎川（有）
赤崎漁村セン
ター 300 旧赤崎小学校 1000

日添高台（広域
農道） 1000

 辻 山崩れ  
赤崎漁村セン
ター 300

平国コミュニテイ
センター 300   

 平国上 山崩れ 平国川（有）
平国コミュニテイ
センター 300 平国小学校 1000   

 平国下 山崩れ、高潮 平国川
平国コミュニテイ
センター 300 平国小学校 1000   

 福浦 山崩れ、高潮 平国川 福浦公民館 80
平国コミュニテイ
センター 300 福浦高台（県道） 1000

人吉市 上新 越流・浸水 球磨川 観音寺 100

 下新 越流・浸水 球磨川 下新町会館 30

南願成寺町内会
館 50

 観音寺 100 東西コミセン 500

北願成寺町内会
館 100

   願成寺 100

中小企業大学校 100

 南泉田   大信寺 100

北泉田町内会館 30

 大信寺 100

北泉田 越流・浸水 鬼木川

南願成寺 

  

北願成寺 

商工会議所 100
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 鬼木会館 50

中小企業大学校 100

 七日 浸水 球磨川 七日町会館 50 東小学校 1000

 五日 浸水 球磨川 若宮神社 50

 二日   二日町町内会館 50

九日 浸水 球磨川 元商工センター 100

 大工   大工町会館 50 人吉高校 1000

 紺屋 越流・浸水 
球磨川、山田
川 紺屋町会館 50

 鍛冶屋   鍛冶屋会館 50

 老神神社 100 第一中学校 1000

永国寺 100

 麓 崖崩れ、越流 胸川 林鹿寺 200 東間小学校 500

 南寺 越流、浸水 胸川 南寺町町内会館 50 保険センター 100

田町地域学習セ
ンター 30

 林鹿寺 200
総合福祉セン
ター 200

 東小学校 500

人吉高校 1000

 井ノロ 決壊 万江川 井ノロ公民館 50 東西コミセン 1000

 合ノ原 越流、浸水 御溝川 合ノ原公民館 30

 瓦屋 越流・浸水 
御溝川、山田
川 修成館 100 西小学校 500

 城本 崖崩れ  修成館 500 球磨工業高校 1000

 駒井田 溢水・越流・ 浸水
山田川、御溝
川 駒井田会館 100 第二中学校 1000

 上青井 越流・浸水・ 崖崩れ 球磨川 青井神社 150

 中青井 越流・浸水・ 崖崩れ 球磨川 青井神社 150 球磨工業高校 1000

 下青井町内会館 50

青井幼稚園 150 スポーツパレス 3000

 上漆田 崖崩れ・越流 鳩胸川 上漆田公民館 50

 下漆田 崖崩れ・越流 鳩胸川 下漆田公民館 50

 東漆田 崖崩れ  東漆田公民館 50

 上田代 越流・浸水 上田代公民館 50 大畑コミセン 200

 下田代 崖崩れ 下田代公民館 50 大畑小学校 300

 大畑 崖崩れ・ 越流 鳩胸川 大畑町公民館 50

 大畑麓 崖崩れ、越流 鳩胸川 大畑麓公民館 50

大野 崖崩れ 大野公民館 50 第三中学校 1000

小川内 溢水・越流・ 浸水 小川内川 小川内公民館 30

 大畑柴笠 崖崩れ 大畑コミセン 200 第三中学校 1000

矢岳小学校 200

大畑小学校 300

 西間上 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 西間上公民館 30

 西間下 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 西間下公民館 200

 東間上 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 東間上公民館 50

 東間下 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 東間下公民館 40

市役所本館

鶴田会館 50 商工会議所

100

鬼木 越流・決壊 鬼木川

新 崖崩れ、越流 球磨川、胸川

田 越流、浸水 胸川

鶴田 越流、決壊 
山田川、鬼木
川

100

東西コミセン 300

下青井 越流・浸水・ 崖崩れ 球磨川

大畑コミセン 200

矢岳 溢水・越流・ 浸水 大川間川 岳寿館 50

市役所別館 100
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

 浪床 崖崩れ  浪床公民館 50 市役所別館 100

 七地 崖崩れ  七地公民館 50 市役所別館 100 東間コミセン 200

蓑野 越流・浸水 胸川 蓑野公民館 50 市役所別館 100

  蟹作公民館 50 東間小学校 600

うぐいす荘 100

  赤池原公民館 30 第一中学校 1000

うぐいす荘 100

  赤池水無公民館 20
総合福祉セン
ター 200

うぐいす荘 100

外園公民館 20 市役所別館 100

うぐいす荘 100 市役所別館 100

 古仏頂 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 古仏頂公民館 20 市役所別館 100 保健センター 100

 木地屋 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 木地屋公民館 50 市役所別館 100

 桑木津留 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 大塚公民館 30 市役所別館 100 田野小学校 100

 東大塚 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 大塚公民館 30 市役所別館 100 田野小学校 100

西大塚 越流・浸水・ 崖崩れ 胸川 大塚公民館 30 市役所別館 100 田野小学校 100

高仁田 地滑り・ 崖崩れ  高仁田公民館 20 市役所別館 100 第一中学校 1000

田野 崖崩れ  
田野活性化セン
ター 100 市役所別館 100 第一中学校 1000

 相良 越流・浸水 球磨川 相良町公民館 50

 宝来 越流・浸水 球磨川 宝来町公民館 50

 上薩摩瀬 越流、浸水 球磨川 上薩摩瀬公民館 50

 下薩摩瀬 越流、浸水 球磨川
下薩摩瀬地域学
習センター 50

 下城本 崖崩れ  下城本町公民館 50

矢黒 崖崩れ、溢水・浸水 球磨川 矢黒町公民館 30

永野 崖崩  永野町公民館 50

 上戸越 崩壊、 越流、浸水 鹿目川 上戸越町公民館 50

 下戸越 崩壊、 越流、浸水 鹿目川 下戸越町公民館 30

 鹿目 崩壊、 越流、浸水 鹿目川 鹿目町公民館 50 鹿目分校 150 鹿目分校 150

 上林1区 越流・浸水 万江川
上林1区地域学
習センター 50

 上林2区 越流・浸水 万江川
上林2町区公民
館 50 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾚｽ 3000

 中林 越流・浸水 万江川 中林公民館 50

 下林前村 越流・浸水 万江川
下林町前村公民
館 50

 下林仮屋 越流・浸水 万江川
下林町仮屋公民
館 50

下林２区公民館 50

 楽行寺 50 第二中学校 1000

 温泉 越流・浸水 
球磨川、万江
川 楽行寺 50

中原小学校 500

第二中学校 1000

 中神大柿 越流・浸水 球磨川 大柿公民館 50 西瀬小学校 500

 中神小柿 越流・浸水 球磨川 小柿公民館 50 西瀬小学校 500

中原小学校 500

第二中学校 1000

蟹作 崖崩れ 

市役所別館 100

100

赤池水無 崖崩れ 市役所別館 100

赤池原 崖崩れ 市役所別館

赤池水無 外園 崖崩れ 

人吉球磨能力開
発センター

スポーツパレス 3000

第二中学校 1000

500

老人福祉セン
ター

100

西瀬コミセン 100 西瀬小学校

 

中神城本 崖崩れ 50

中原コミセン

下林2区 越流・浸水 万江川

100

 

中神段 崖崩れ 
段地域学習セン
ター

50

中神城本公民館
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

鹿目分校 150

西瀬小学校 500

 中神馬場 崖崩れ  馬場公会堂 500

 下原田・ 瓜生田 越流・浸水 馬氷川
地域学習セン
ター 100

 下原田 西門 越流・浸水 馬氷川
地域学習セン
ター 100

 下原田掘   堀町内公民館 100

 下原田 荒毛   中原コミセン 100

下原田 荒毛
（一、二班） 集落センター 50

 下原田 羽田 崖崩れ  羽田公民館 100

 下原田 上野 崖崩れ  羽田公民館 100

 下原田・ 嵯峨里 崖崩れ・ 越流・浸水 馬氷川 嵯峨里公民館 100 1000

上原田活性化セ
ンター 50

上原町内会館 30

尾崎公民館 30

牛塚公民館 30

錦町 西 堤防決壊 小さで川 西小体育館 400 錦中体育館 900 西コミセン 100

西 崖崩れ 西小体育館 400 錦中体育館 900 西コミセン 100

一武 堤防決壊 球磨川
錦勤労者体育セ
ンター 900 一武小体育館 500 福祉センター 200

一武 崖崩れ
錦勤労者体育セ
ンター 900 一武小体育館 500 福祉センター 200

木上 堤防決壊 水無川 木上小体育館 500 木上コミセン 100 錦町武道館 250

木上 崖崩れ 木上小体育館 500 木上コミセン 100 錦町武道館 250

多良木町 溝口・ 蓮花寺 溢水 球磨川（有） 黒肥地小学校 500 三区公民館 100   

 是井 溢水 球磨川（有） 黒肥地小学校 500     

 牛島 溢水 球磨川（有） 多良木小学校 500     

 脇 溢水 小椎川（無） 黒肥地小学校 500    

 久米思川 溢水 
久米川内川
（無） 久米小学校 500 久米公民館 200   

 古城・ 堂山 溢水 柳橋川（無） 久米小学校 500 久米公民館 200   

 槻木 山崩れ・溢水 綾北川（無） 槻木小学校 200     

 槻木 山崩れ・溢水 綾北川（無） 槻木診療所 30     

 下槻木 山崩れ・溢水 綾北川（無） 下槻木小学校 200     

湯前町 中里 火災  
農村環境改善
センター 250 湯前小学校 650   

 
上染田、 古城、下
城 堤防決壊 都川

農村環境改善
センター 250 湯前小学校 650   

 加古井 崖崩れ  
農村環境改善
センター 250

農村環境改善 セ
ンター 250   

 沓川 堤防決壊・ 溢水 都川
農村環境改善
センター 250 湯前小学校 650   

 中猪七ツ山 崖崩れ 都川
農村環境改善
センター 250 湯前中学校 650   

 折戸堂の巣 土石流、風水害、地震 都川
農村環境改善
センター 250 湯前中学校 650   

 蓑谷 土石流 都川
農村環境改善
センター 250 湯前中学校 650   

 山の口 土石流 大谷川 湯前中学校 650 湯前中学校 650   

 焼尾 土石流 火の谷川 浜川公民館 20
農村環境改善 セ
ンター 250   

水上村 古屋敷上 土石流 白水川 旧古屋敷保育所 100
旧古屋敷小学校
体育館 500

江代地区集会施
設 50

 幸野　戸屋野 土石流 田迎谷川 水上村役場 150 岩野公民館 200 保健センター 100

 

中神段山 崖崩れ 

 

鹿目公民館 50 鹿目分校 150

中原小学校 500

中原コミセン 100

中原小学校 500

第二中学校

 

上原田 崖崩れ・ 越流・浸水 馬氷川

27



 

場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 
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予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

湯山

湯山小学校
地域交流セン
ター 100

湯山小学校体育
館 800 湯山保育所 200

 古川 土石流・ 山腹崩壊 
古川谷、下古
川谷 水上村役場 150 旧古屋敷保育所 100

旧古屋敷小学校
体育館 500

江代 旧古屋敷保育所 100
旧古屋敷小学校
体育館 500

江代地区集会施
設 50

 川口 地滑り・ 山腹崩壊 
横才川、球磨
川 旧古屋敷保育所 100

旧古屋敷小学校
体育館 500

江代地区集会施
設 50

 北目 土石流 北目川
地域交流セン
ター 100

湯山小学校体育
館 800 湯山保育所 200

 岩野 溢水 小川内川 岩野公民館 200 保健センター 100 村民体育館 500

千ケ平 山腹崩壊・ 地滑り 球磨川 旧古屋敷保育所 100
旧古屋敷小学校
体育館 500

江代地区集会施
設 50

 平谷 山腹崩壊・ 地滑り 平谷川 旧古屋敷保育所 100
旧古屋敷小学校
体育館 500

江代地区集会施
設 50

 馬場 土石流 北目川
地域交流セン
ター 100

湯山小学校体育
館 800 湯山保育所 200

 舟石 山腹崩壊 
湯山川、小春
川

地域交流セン
ター 100

湯山小学校体育
館 800 湯山保育所 200

 川内 山腹崩壊 小川内川 岩野公民館 200 保健センター 100 村民体育館 500

相良村 
山手・夜狩尾・牛
駄場 溢水・崩壊 夜狩尾谷

相良村夜狩尾生
活改善センター 20

相良北小学校体育
館 350

相良村総合体育
館 1000

推葉 溢水・崩壊 椎葉谷
相良村上四浦集
落センター 300

相良村上四浦集
落センター 300

相良村総合体育
館 1000

 山口 溢水・崩壊 山口谷
相良村上四浦集
落センター 300

相良村上四浦集
落センター 300

相良村総合体育
館 1000

 （四浦） 深水 崩壊 荒平谷
初神地区多目的
集会施設 20

相良北小学校体育
館 350

相良村総合体育
館 1000

 大谷 土石流 大谷谷川
相良村生活改善
センター（田代） 20

相良北小学校体育
館 350

相良村総合体育
館 1000

田代 土石流 田代谷
相良村生活改善
センター（田代） 20

相良北小学校体育
館 350

相良村総合体育
館 1000

 瀬馳 崩壊 初神谷
相良村生活改善
センター（田代） 20

相良北小学校体育
館 350

相良村総合体育
館 1000

 初神 崖崩れ 初神谷
初神地区多目的
集会施設 20

相良北小学校体育
館 350

相良村総合体育
館 1000

 六藤 崩壊 六藤谷
相良村林業総合
センター 300

相良村林業総合
センター 300

相良村総合体育
館 1000

 晴山 崩壊 晴山谷
相良村林業総合
センター 300

相良村林業総合
センター 300

相良村総合体育
館 1000

 平川 堤防決壊 
川辺川、平川
谷

相良村林業総合
センター 300

相良村林業総合
センター 300

相良村総合体育
館 1000

 上下坂 溢水 天童谷 上下坂公民分館 20
相良村林業総合
センター 300

相良村総合体育
館 1000

 上川上・ 上川下 溢水 川辺川
川辺構造改善セ
ンター 300

川辺構造改善セ
ンター 300

相良村総合体育
館 1000

廻 溢水 ・土石流 川辺川・廻谷
川辺構造改善セ
ンター 300

川辺構造改善セ
ンター 300

相良村総合体育
館 1000

 松馬場 溢水 川辺川
相良村松馬場集
落センター 30

相良村松馬場集
落センター 30

相良村総合体育
館 1000

 上園 溢水 川辺川 上園分館 30
相良村松馬場集
落センター 30

相良村総合体育
館 1000

 永江 堤防決壊 川辺川 永江分館 30
相良村総合体育
館 1000

朝迫・実
朝迫集落セン
ター 50

相良村総合体育
館 1000

松葉 松葉公民館 30
相良村総合体育
館 1000

 棚葉瀬 堤防決壊 川辺川 棚葉瀬分館 20
相良村総合体育
館 1000

 （深水） 新村・前田 堤防決壊 川辺川
新村前田構造改
善センター 20

相良村総合体育
館 1000

 境田 堤防決壊 川辺川
境田構造改善セ
ンター 20

相良村総合体育
館 1000

平原 溢水 川辺川 平原舟場分館 20
相良村総合体育
館 1000

永谷 永谷公民館 30
相良村総合体育
館 1000

 簑毛 溢水 川辺川
柳瀬構造改善
センター 300

柳瀬構造改善 セ
ンター 300

相良村総合体育
館 1000

 （柳瀬） 新村 堤防決壊 川辺川 新村分館 30
柳瀬構造改善 セ
ンター 300

相良村総合体育
館 1000

 西村 堤防決壊 球磨川 西村分館 30
柳瀬構造改善 セ
ンター 300

相良村総合体育
館 1000

 十島 堤防決壊 球磨川 十島集会場 30
柳瀬構造改善 セ
ンター 300

相良村総合体育
館 1000

 井沢 堤防決壊、崖崩れ 球磨川 井沢集会場 30
相良村総合体育
館 1000   

並木野
並木野４班集会
施設 30

相良村総合体育
館 1000

吉野尾
吉野尾構造改善
センター 30

相良村総合体育
館 1000
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五木村 瀬目 山崩れ 川辺川 瀬目集会所 20 南地区集会所 50

葛の八重 地すべり、山崩れ
宮目木川
（有） 葛の八重集会所 20 南地区集会所 50   

宮目木 山崩れ 宮目木川 民家 10 南地区集会所 50

大平 山崩れ、落石 川辺川 大平集会所 20 南地区集会所 50

三方谷・下谷 山崩れ 川辺川 下谷集会所 30 南地区集会所 50

頭地 山崩れ、土石流 川辺川 伝統文化伝承館 45 五木東小学校 300 五木東小学校 500

高野 地すべり、落石 五木小川 林業センター 300

元井谷 山崩れ、土石流 五木小川 民家 10 林業センター 300

折立 落石、山崩れ 折立川 民家 10 平瀬集会場 20 林業センター 300

平瀬 溢水、山崩れ 
五木小川
（有） 平瀬集会所 20 平瀬集会場 20 林業センター 300

小椎葉 溢水、山崩れ 五木小川 民家 100 平瀬集会場 20 林業センター 300

坂下、椿 山崩れ 五木小川 民家 10 平瀬集会場 20 林業センター 300

辰泊・大藪 山崩れ 五木小川 民家 10 平瀬集会場 20 林業センター 300

鴦山 山崩れ 五木小川 民家 10 平瀬集会場 20 林業センター 300

小鶴 溢水、山崩れ 五木小川 小鶴体育館 200
小鶴地区グラウ
ンド 400

白岩戸 落石、山崩れ 飯干川（有） 白岩戸集会所 30 小鶴体育館 200
小鶴地区グラウ
ンド 400

飯干 落石、山崩れ 飯干川 民家 10 小鶴体育館 200
小鶴地区グラウ
ンド 400

出ル羽 山崩れ 五木小川 民家 10 小鶴体育館 200
小鶴地区グラウ
ンド 400

中村 溢水、山崩れ、落石 五木小川 中村集会所 20 小鶴体育館 200
小鶴地区グラウ
ンド 400

山口 山崩れ、落石
五木小川
（有） 山口集会所 30 小鶴体育館 200

小鶴地区グラウ
ンド 400

内谷日添 溢水、山崩れ、土石流 内谷川 日添集会所 30 小鶴体育館 200
小鶴地区グラウ
ンド 400

内谷日当 山崩れ、落石 内谷川 日当集会所 30 小鶴体育館 200
小鶴地区グラウ
ンド 400

掛橋 山崩れ、落石 川辺川 民家 10 伝統文化伝承館 45 五木東小学校 500

九折瀬 山崩れ、土石流 川辺川 九折瀬集会所 30 伝統文化伝承館 45 五木東小学校 500

八原 山崩れ 川辺川 民家 10 伝統文化伝承館 45 五木東小学校 500

竹の川 溢水、地すべり、土石流
川辺川、梶原
川（有） 竹の川集会所 30 三浦体育館 300

入鴨 山崩れ、落石、土石流 入鴨川 入鴨集会所 30 三浦体育館 300

吐合 山崩れ、落石、土石流 梶原川 三浦体育館 300

梶原 山崩れ、落石 梶原川 梶原集会所 30 三浦体育館 300

小原 山崩れ、落石 梶原川 民家 10 三浦体育館 300

裾川・白藏 山崩れ、落石、土石流 下梶原川 民家 10 下梶原体育館 200

下梶原日当 山崩れ、落石、土石流 下梶原川 下梶原集会所 30 下梶原体育館 200

白水 山崩れ、落石、地すべり川辺川 白水集会所 30 五木宮園交流館 200
旧北小学校運動
場 500

宮園 山崩れ、落石 川辺川（有） 五木宮園交流館 200
宮園地区グラウ
ンド 500

栗鶴 山崩れ、落石 栗鶴川（有） 栗鶴集会所 30 五木宮園交流館 200
宮園地区グラウ
ンド 500

西谷、下平野 山崩れ、落石 川辺川（有） 宮園憩の家 50 五木宮園交流館 200
宮園地区グラウ
ンド 500

上平野 山崩れ、落石 川辺川（有） 民家 10 五木宮園交流館 200
宮園地区グラウ
ンド 500

八重 山崩れ、落石 川辺川 八重集会所 20 五木宮園交流館 200
宮園地区グラウ
ンド 500

椎葉 山崩れ、落石 小鶴川（有） 平沢津体育館 200 平沢津体育館 200

平沢津 山崩れ、落石、土石流
平沢津川
（有） 民家 10 平沢津体育館 200

子別峠 山崩れ 民家 30 平沢津体育館 200

端梅野 山崩れ 端梅野ハウス 50 平沢津体育館 200
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山江村 1区 崩落石 山田川 合戦ノ峯公民館 100    

 2区 崩落石 山田川
秋丸地区農業構
造改善センター 100    

 3区 崩落石 山田川 井手の口公民館 20 寺山公民館 15  

 4区 崩落石 山田川 第４区自治会館 50   

5区 崩落石 山田川 西川内公民館 20     

 6区 崩落石 山田川 山江村体育館 200
山江中学校体育
館 200 黎明館 30

 7区 崩落石 山田川 山江村体育館 200
山江中学校体育
館 200 一丸公民館 30

 8区 崩落石 山田川 山田小学校 200 小山田公民館 20 永シ切集会所 18

 9区 崩落石 山田川 第９区公民館 100 別府公民館 20

 10区 崩落石・ 道路決壊 山田川 東浦公民館 20 新層公民館 37   

 11区 崩落石・冠水 ・溢水 山田川 岩ケ野公民館 20 下払自治会館 40   

 12区 崩落石・ 道路決壊 山田川 尾崎公民館 80     

 13区 冠水・溢水 万江川
自然休暇村 管
理センター 150 山江温泉ほたる 100 下の段公民館 20

 14区 冠水、溢水 万江川
自然休暇村 管
理センター 150 山江温泉ほたる 100 淡島公民館 20

 15区 崖落石・ 道路決壊 万江川
屋形多目的集会
施設 100

尾寄崎キャンプ
場 50   

 16区 崖落石・ 道路決壊 万江川 大川内集会施設 80     

球磨村 渡 洪水 
球磨川 、
小川

渡小学校
屋内運動場 300 渡保育園 50 雲泉寺 50

 渡 洪水 
球磨川、
小川

渡地区多目的集
会施設 130 島田公民館 30 舟戸公民館 30

 渡 洪水・山腹崩壊等 渡地区 峯公民館 30

球磨村総合運動
公園
（桜ドーム） 500

 
中園・田頭 、
板崎、浦野 洪水・山腹崩壊等 

球磨川 、
中園川

球磨村コミュ二
ティーセンター
「清流館」 130     

 
高沢、横井、
蔵谷、沢見 山腹崩壊等 中園川 公民館高沢分館 300

高沢地区多目的
集会所 100   

 一勝地 洪水 
球磨川 、
芋川

一勝地小学校
屋内運動場 300 一勝寺 50 意促院 50

 一勝地 洪水・山腹崩壊等 一勝地地区
球磨中学校
屋内運動場 500     

 一勝地 山腹崩壊等 一勝地地区
ふるさと振興セ
ンター 50 友尻公民館 30

 大坂間 洪水 球磨川 大坂間公民館 30     

 三ヶ浦 山腹崩壊等 三ヶ浦地区
大無田地区 林
業総合センター 130

田舎の体験交流
館「さんがうら」
屋内運動場 300   

神瀬 洪水・山腹崩壊等 
球磨川 、
川内川

神瀬地区多目的
集会施設 130     

 神瀬 洪水 
球磨川 、
川内川 信証寺 50 神照寺 50 乗光寺 50

あさぎり町 清願寺 山崩れ 
球磨川水系
免田川 上小学校体育館 500 上中学校体育館 500 白寿荘 50

 皆越 山崩れ 皆越地区 皆越分枚 100 上小学校体育館 500 上中学校体育館 500

八幡・大正・ 本町 火災・溢水 球磨川（有）
免田小学校体育
館 1000

商工コミュニティ
センター 100

 久鹿、二子 火災・溢水 球磨川（有）
福祉センター 及
び保健センター 400

商工コミュニティ
センター 100   

 全地区 風水害、地震  
免田小学校体育
館 1000

免田中学校体育
館 1000

福祉センター 及
び保健センター 400

 全地区 地震  

各地区公民分館、
集落センター、 軽
スポーツセン 600     

宮麓 山崩れ  
農村環境改善
センター 180

福留コミュニテイ
消防センター 50

岡原小学校体育
館 200

 岡麓 山崩れ  
農村環境改善
センター 180

福留コミュニテイ
消防センター 50

岡原小学校体育
館 200

 全地区 風水害、地震  
農村環境改善
センター 180

福留コミュニテイ
消防センター 50

岡原小学校体育
館 200

屯所（浜上） 崖崩れ 球磨川 須恵中学校体育館 300 須恵文化ホール 500 須恵小学校体育館 300

 寺池（中島） 溢水 球磨川 須恵中学校体育館 300 須恵文化ホール 500 須恵小学校体育館 300

 寺池（川瀬） 溢水 球磨川 須恵小学校体育館 300 須恵文化ホール 500 須恵中学校体育館 300

庄屋 堤防決壊 球磨川
高山多目的体育
館 500 深田中学校体育館 300   
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植の里（植深田、
江島地区） 堤防決壊 球磨川

高山多目的体育
館 500 深田中学校体育館 300   

 明廿（向町） 堤防決壊 
球磨川、免田
川 せきれい館 200 深田小学校体育館 300   

 明廿（小枝） 溢水 銅山川 せきれい館 200
深田小学校体育
館 300   

 新（鷺巣） 山崩れ 銅山川 高山多目的体育館 500
深田小学校体育
館 300   

 仁王（荒茂） 山崩れ 田頭川 須恵文化ホール 500 須恵小学校体育館 300   

 仁王（柳の内） 山崩れ 田頭川 須恵文化ホール 500 須恵小学校体育館 300   

 植の里（植深田） 崖崩れ 球磨川 高山多目的体育館 500 深田小学校 300  

 植の里（上里） 崖崩れ 球磨川
深田小学校 体育
館 300 深田中学校体育館 300   

上天草市 大矢野町次郎田 高潮堤防決壊 次郎田海岸 登立小学校 1000
大矢野農村婦人
の家 90

 
大矢野町柳、 亀の
迫 高潮堤防決壊 柳（有）

上天草市中公民
館 80 中南小学校 500 大矢野中学校 500

 
大矢野町大手原、
七ツ割 高潮、津波 

火崎海岸
（有） 上小学校 850

上天草市上公民
館 70

上天草市自然休
養村管理セン
ター 300

 大矢野町七ツ割 高潮堤防決壊 
火崎海岸
（有） 上小学校 850

上天草市上公民
館 70

上天草市自然休
養村管理セン
ター 300

 大矢野町湯島 高潮、津波 
湯島海岸
（無） 湯島小学校 300 湯島中学校 200 湯島出張所 20

 大矢野町五把浦 高潮、津波 
五把浦海岸
（無）

上天草市中公民
館 80 中南小学校 500

大矢野総合体育
館 1000

賎の女・女鹿串・
串

高潮、堤防決壊、津波 賎の女海岸 上北小学校
500

本郷・西の浦・馬
場・田端

高 潮 、 堤 防 決 壊 、 津
波、溢水

大矢野川 大矢野庁舎
500

維和全域 高潮、堤防決壊、津波 維和海岸 維和出張所
30

維和全域 高潮、堤防決壊、津波 維和海岸 維和小学校
500

松島町本郷 溢水 
教良木川
（有） 教良木中学校 1000

教良木河内交流
センター 150

 松島町倉江 堤防決壊 
教良木川
（有）

内野河内コミュ
ニティーセンター 100     

 松島町星平・ 園部 堤防決壊 
教良木川
（有）

松島地区 清掃
センター 集会所 200     

 松島町知十・ 西釜 溢水・決壊 今泉川（有） 今津小学校 1000
今泉多目的集会
所 200

 松島町合津 溢水・決壊 今津川（無） 今津小学校 1000   

 松島町樋合 高潮・津波 
樋合、永浦海
岸 （無） 樋合体育館 300 天草青年の家 250

 松島町阿村 洪水・地滑り 阿村川（無） 阿村中学校 500
阿村開発セン
ター 200

姫戸町牟田 高潮・洪水・ 津波
牟田海岸
（無） 牟田自治公民館 150 牟田体育館 1000 白嶽森林公園 200

 姫戸町永目 高潮・洪水・ 津波
永目川海岸
堤防 永目自治公民館 100   

 姫戸町姫浦 高潮・洪水・ 津波
姫浦川海岸
堤防 姫戸庁舎 200 姫戸中学校 2000 姫浦神社 50

 姫戸町本郷 高潮・洪水・ 地すべり
岩下川海岸
堤防 姫戸体育館 600

二間戸自治公民
館 150 姫戸小学校 2000

 
姫戸町西川内・ 神
代 高潮・洪水・ 地すべり

西川内川海
岸堤防 神代自治公民館 150 姫戸体育館 600

 姫戸町二間戸団地 高潮・洪水 岩下川 姫戸体育館 600
二間戸自治公民
館 150

龍ヶ岳町下桶川 山津波・ 土石流 下桶川（無）
下桶川自治公民
館 50 旧樋島小学校 600   

 龍ヶ岳町下桶川 高潮 
下桶川海岸
一帯 （無）

下桶川自治公民
館 50 旧樋島小学校 600   

 
龍ヶ岳町須崎、真
米 山津波・高潮 

釈師獄海岸
一帯 （有）

樋島老人福祉セ
ンター 300 旧樋島小学校 600

 
龍ヶ岳町仏崎、桑
鶴 土石流・高潮 

桑鶴川仏崎
川 （無） 旧樋島小学校 600   

 龍ヶ岳町友田、中鶴 土石流 友田川（無） 旧樋島小学校 600
樋島老人福祉セ
ンター 300

 龍ヶ岳町下貫 山津波・ 土石流・高潮
下貫川及び海
岸 （無） 白浜自治公民館 50 龍ヶ岳中学校 500   

 龍ヶ岳町白浜 山腹崩壊  白浜自治公民館 50 龍ヶ岳中学校 500   

 龍ヶ岳町東風留 山津波・ 地すべり  龍ヶ岳中学校 500   

 龍ヶ岳町瀬戸 崖崩れ・高潮 
瀬戸海岸
（無） 龍ヶ岳中学校 500     

 龍ヶ岳町清照 山腹崩壊・ 高潮 
清照海岸
（無） 龍ヶ岳中学校 500     
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 龍ヶ岳町浦 山津波・ 土石流 脇浦川（有） 龍ヶ岳庁舎 300 龍ヶ岳中学校 500   

 龍ヶ岳町脇浦 高潮 
脇浦海岸
（無） 龍ヶ岳庁舎 300   

 龍ヶ岳町小屋川内 山津波、 土石流 
小屋川内川
（有） 龍ヶ岳庁舎 300 龍ヶ岳中学校 500

 龍ヶ岳町小屋川内 高潮 
小屋川内海
岸（無） 龍ヶ岳庁舎 300 龍ヶ岳中学校 500   

 龍ヶ岳町高串 山津波、 山腹崩壊 高串川（無） 龍ヶ岳庁舎 300 龍ヶ岳中学校 500

 龍ヶ岳町東浦 土石流、 崖崩れ 東浦川（無） 旧大道中学校 500
大道老人福祉セ
ンター 300   

 龍ヶ岳町東浦 高潮 
東海海岸
（無） 旧大道中学校 500

大道老人福祉セ
ンター 300  旧大道小学校 500

龍ヶ岳町中園 山津波・ 土石流 
浦江湖川
（無）  旧大道小学校 500     

 龍ヶ岳町西浦 山津波・ 土石流 江湖川（無）  旧大道小学校 500   

 龍ヶ岳町夏唐網代 山津波・高潮 
夏唐網代海
岸 （無）  旧大道小学校 500     

 龍ヶ岳町池ノ浦 山津波・ 土石流 池ノ浦川（無）  旧大道小学校 500     

 龍ヶ岳町葛崎 山津波   旧大道小学校 500     

 龍ヶ岳町赤崎 地すべり・ 土石流 赤崎川（有）  旧大道小学校 500   

 龍ヶ岳町大作山 山腹崩壊  
大作山自治公民
館 30 大道小学校 500   

天草市 本渡南地区 大雨、台風
本渡南公民館・
図書館

200

本渡中学校、本
渡南小学校、本
渡児童センター、
天草中央保健・福
祉センター

2500

本渡北地区 大雨、台風
天草中央公民館
本渡北公民館

100
200

本渡北小学校、
苓明高等学校、
本渡北幼稚園、
わくわく本渡児童
館

2200

亀場町 大雨、台風 亀場町公民館 150

亀場幼稚園、天
草工業高校、本
渡看護専門学
校、稜南中学校

2450

楠浦町 大雨、台風 楠浦町公民館 150
稜南中学枚
楠浦小学校 500

枦宇土町 大雨、台風 枦宇土町公民館 150

志柿町 大雨、台風 志柿町公民館 150

志柿小学校、志
柿児童館、本渡
東中学校、瀬戸
保育園

1150
1,250

下浦町 大雨、台風 下浦町公民館 150
本渡東中学校、
下浦第一小学
校、金焼小学校

600

本町 大雨、台風 本町公民館 150
本町体育館,本町
小学校 600

佐伊津町 大雨、台風 佐伊津町公民館 150

佐伊津中学校、
佐伊津小学校、
金ヶ丘団地集会
所

650

宮地岳町 大雨、台風
宮地岳町公民
館・児童館

150 宮地岳小学校
300

本渡南地区 地震、津波、高潮

本渡北地区 地震、津波、高潮

亀場町 地震、津波、高潮 稜南中学校

楠浦町 地震、津波、高潮 稜南中学校

枦宇土町 地震、津波、高潮
地区（区）で定め
た高台

志柿町 地震、津波、高潮 本渡東中学校

下浦町 地震、津波、高潮 本渡東中学校
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

本町 地震、津波、高潮
本町体育館、本
町小学校

佐伊津町 地震、津波、高潮 佐伊津小学校

宮地岳町 地震、津波、高潮 宮地岳小学校

牛深町 大雨、台風

牛深幼稚園
牛深市総合ｾﾝ
ﾀｰ　　　　　　天
附体育館

50
1000
500

茂串体育館及び
白浜いきいき館、
茂串旧体育館、
須口地区健康管
理増進施設、牛
深小学校、加世
浦区公民館、真
浦区公民館、牛
深老人福祉ｾﾝ
ﾀｰ、天附小学校

4230

久玉町 大雨、台風
くたまふれあい
センター

75

牛深総合体育
館、牛深勤労青
少年ホーム、牛
深高校、久玉小
学校、牛深東中
学校、内の原体
育館、山の浦体
育館、山の浦生
活改善ｾﾝﾀ-

5300

魚貫町 大雨、台風
魚貫小学校、魚
貫池田いきいき
ふれあい館

1000
125

魚貫町池田いき
いきふれあい
館、福津生活改
善ｾﾝﾀｰ、魚貫町
交流促進セン
ター

125

深海町 大雨、台風
ふかみふれあい
センター

100

深海小学校、浅
海体育館、深海
町下平いきいき
ふれあい館

1600

二浦町  大雨、台風
二浦地区多目的
集会施設

50

二浦小学校、早
浦生活改善ｾﾝ
ﾀｰ、姫の河内集
会所

1100

牛深町 地震、津波、高潮

茂串区普門院付
近高台、牛深市
民病院駐車場、
うしぶか公園、
通天公園

久玉町 地震、津波、高潮
牛深東中学校、
内の原体育館

魚貫町 地震、津波、高潮

福津生活改善ｾ
ﾝﾀｰ、魚貫池田
いきいきふれい
館

深海町 地震、津波、高潮 深海旧体育館

二浦町  地震、津波、高潮
二浦小学校、魚
浦グラウンド

楠甫地区 大雨、台風 楠甫公民館 100
楠甫体育館、蛤
里地区集会所

120

大浦地区 大雨、台風 大浦公民館 100
天草東高校、大
浦体育館、大楠
小学校、

1100

須子地区 大雨、台風 須子公民館 100 須子体育館 100

赤崎地区 大雨、台風 赤崎公民館 100

有明町民ｾﾝﾀｰ、
有明体育館、有
明中学校、赤崎
体育館

1700
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

上津浦地区 大雨、台風 上津浦公民館 100
下津江ｾﾝﾀｰ、浦
和小学校

520

下津浦地区 大雨、台風 下津浦公民館 100 下津浦体育館 100

島子地区 大雨、台風
小島子上地区集
会所

20

島子公民館 100 島子小学校 500

楠甫地区 地震、津波、高潮
楠甫ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、蛤
里高台,楠甫体
育館駐車場

大浦地区 地震、津波、高潮 大楠小学校、前
島高台

須子地区 地震、津波、高潮
須子ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、き
のどん様高台
須子桜公園広場

赤崎地区 地震、津波、高潮 有明中学校、祇
園山高台

上津浦地区 地震、津波、高潮

上津浦ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、
浦和小学校
リップルランド芝
生広場

下津浦地区 地震、津波、高潮

下津浦ｸﾞﾗｳﾝﾄｺﾞ
ﾙﾌ場、権六山高
台
下津浦平団地広
場

島子地区 地震、津波、高潮
功徳寺高台
島子八幡宮広場

島子小学校、沖
ﾉ田高台

御所浦地区 大雨、台風
御所浦島開発総
合ｾﾝﾀｰ

300

御所浦小学校体
育館、御所浦中
学校体育館、唐
木崎公民館

1030

御所浦南地区 大雨、台風 御所浦交流セン
ター

400

牧島地区 大雨、台風
勇志国際高等学
校

400
あこの里ふれあ
い館

50

御所浦北地区 大雨、台風
横浦島コミュニ
ティーセンター

100
御所浦北中学
校、杉浦公民
館、崎浦公民館

700

嵐口地区 大雨、台風 御所浦漁村セン
ター

300 越地公民館 50

御所浦地区 地震、津波、高潮 御所浦苑付近
（検討中）

御所浦南地区 地震、津波、高潮 大浦神社境内
（検討中）

牧島地区 地震、津波、高潮 牧島神社境内
（検討中）

御所浦北地区 地震、津波、高潮 北小学校裏駐車
場（検討中）

嵐口地区 地震、津波、高潮 旧小学校跡地
（検討中）

浦地区 大雨、台風 浦公民館 500

倉岳老人憩いの
家、浦１区公民
館、浦２区公民
館、松尾公民
館、小浦公民
館、浦５区公民
館

310

棚底地区 大雨、台風
倉岳老人福祉セ
ンター

200

倉岳小学校、倉
岳中学校、倉岳
高校、棚底公民
館、倉岳保育
所、棚底２区公
民館、棚底４区
公民館、棚底５
区公民館

2740

宮田地区 大雨、台風 宮田公民館 500

倉岳地域福祉セ
ンター、倉岳漁村
センター、宮田１
区公民館、宮田
２区公民館

400

浦地区 地震、津波、高潮

浦公民館

棚底地区 地震、津波、高潮 倉岳小学校、倉
岳高校
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

宮田地区 地震、津波、高潮

宮田公民館

河内地区 大雨、台風 栖本町公民館 300

大河内公民館、
中河内公民館、
下河内公民館、
栖本河内体育
館、栖本社会福
祉施設

250

栖本地区 大雨、台風
栖本支所、栖本
福祉会館

500

打田公民館、栖
本小学校、栖本
小学校体育館、
村公民館、栖本
保育所、山浦公
民館、川下公民
館、湯上公民
館、西真寺、湯
下公民館、栖本
中学校、栖本中
学校体育館、円
性寺、浜公民
館、法真寺、栖
本体育館、古江
公民館、稚児﨑
公民館

2120

河内地区 地震、津波、高潮

栖本町公民館

栖本地区 地震、津波、高潮

小宮地地区 大雨、台風
新和町民ｾﾝﾀｰ、
宮南公民館

400

新和体育館、新
和小体育館、新
和中体育館、宮
南体育館、新和
保健福祉総合セ
ンター

1150

大宮地地区 大雨、台風 大宮地公民館 100 大宮地体育館、
高見公民分館

220

大多尾地区 大雨、台風 大多尾公民館 100

大多尾小体育
館、新和Ｂ&Ｇ海
洋ｾﾝﾀｰ、天附公
民分館、長野公
民分館

740

中田地区 大雨、台風 中田公民館 100 村中公民分館、
中石体育館

120

碇石地区 大雨、台風 碇石公民館 100 中石体育館 100

小宮地地区 地震、津波、高潮

新和町民ｾﾝﾀｰ、
新和体育館、新
和小体育館、新
和中体育館、作
物選別所、宮南
公民館、宮南体
育館、立運動広
場

大宮地地区 地震、津波、高潮
大宮地公民館、
元零吟庵付近高
台

大多尾地区 地震、津波、高潮
小峰公民分館付
近高台、海音寺
付近高台

中田地区 地震、津波、高潮

オダイシサン広
場、中田十五社
宮付近高台、中
石体育館

碇石地区 地震、津波、高潮
中石体育館、碇
石公民館

御領地区 大雨、台風
五和支所、大島
公民館

600

御領公民館、小
串公民館、在郷
公民館、五和町
コミュニティセン
ター、御領小学
校、五和東中学
校

1000

鬼池地区 大雨、台風
鬼池公民館、引
坂公民館

300
友辻公民館、鬼
池小学校

250
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

二江地区 大雨、台風
通詞島多目的集
会所、五和漁村
ｾﾝﾀｰ

500

二江小学校、君
川水公民館、二
江児童館、田向
公民館、五和歴
史民俗資料館

450

手野地区 大雨、台風
山浦公民館、手
野公民館

250

下方公民館、五
和西中学校、手
野保育所、手野
小学校、大渡公
民館

700

城河原地区 大雨、台風
地域交流ｾﾝﾀｰ
おおくす、城河
原公民館

500

城河原小学校、
田代公民館、打
越公民館、鬼の
城公園

300

御領地区 地震、津波、高潮 御領小学校

鬼池地区 地震、津波、高潮

二江地区 地震、津波、高潮
二江小学校、二
江運動公園

手野地区 地震、津波、高潮

城河原地区 地震、津波、高潮
鬼の城公園、地
域交流センター
おおくす

福連木地区 大雨、台風
福連木多目的集
会所

70 福連木小体育館 125

下田北地区 大雨、台風
天草町民セン
ター

250 下田北小体育館 125

下田南地区 大雨、台風 下田南公民館 60
鬼海ヶ浦自治公
民館、下田南小
体育館

130

高浜地区 大雨、台風
天草支所、高浜
公民館

230
西校体育館、天
草中体育館、隣
峰寺

170

大江地区 大雨、台風

大江漁村環境改
善総合セン
ター、大江シル
バーコミュニティ
センター、向辺
田公民館

200

天草交流セン
ター体育館、もみ
じ保育園、江月
院

300

福連木地区 地震、津波、高潮 福連木山村広場

下田北地区 地震、津波、高潮 下田北小ｸﾞﾗｳﾝﾄ

下田南地区 地震、津波、高潮 下田南小ｸﾞﾗｳﾝﾄ

高浜地区 地震、津波、高潮
天草総合運動公
園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

大江地区 地震、津波、高潮 大江農村広場

新合地区 大雨、台風 新合公民館 120 新合体育館、新
合小学校 280

一町田地区 大雨、台風

今田地域交流施
設、一町田小学
校第一分校、河
浦支所

470

河浦高校、一町
田小学校、河浦
中学校、河浦中
央体育館 1600

富津地区 大雨、台風 富津公民館 250
富津体育館、富
津小学校、今富
地域交流施設 520

宮野河内地区 大雨、台風 宮野河内公民館 210
宮野河内体育
館、宮野河内小
学校、大蓮寺 360

新合地区 地震、津波、高潮 新合小学校

一町田地区 地震、津波、高潮
河浦高校、一町
田八幡宮高台、
河浦病院
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場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 場　所　名 収容人員 

市町村名 
水系名災害
危険区域の
指定の有無

第 1 避難場所 第　2　避難場所 

避　　　難　　  予　　　定　　　場　　　所 

予想される危険避難対象地区名 第　3　避難場所 

富津地区 地震、津波、高潮
チャペル展望公
園高台

宮野河内地区 地震、津波、高潮
上平十五社宮高
台

苓北町 西川内
地震、津波、地すべり
等

坂瀬川海岸
（有）

西川内神社付近
付近の高台 坂瀬川公民館 100 坂瀬川集会所 20

和田、松原、浦中
地震、津波、地すべり、
溢水、高潮

松原川（有）
坂瀬川海岸（有） 坂瀬川公民館 100 坂瀬川集会所 20 大師山

 小路、川向
地震、津波、地すべり、
溢水、高潮

小路川
坂瀬川海岸（有） 坂瀬川小体育館 200 坂瀬川中体育館 100

坂瀬川総合グラ
ウンド

 木場、鶴 地震、地すべり 木場公民館 50 鶴公民館 50 坂瀬川公民館 100

 上津深江
地震、津波、高潮、溢
水、地すべり

上津深江川、
上津深江海岸（有） 上津深江集会所 100

西日本プラント苓
北寮 200

上津深江神社周
辺

 
明神山、紺屋町、
馬場、中通、浜の町

地震、津波、高潮、洪
水、溢水

志岐川（有）
志岐海岸（有）

町民総合セン
ター 300 志岐小体育館 200 苓北中体育館 300

 
上記以外の志岐
地区 地震、地すべり

町民総合セン
ター 300 志岐小体育館 200

 富岡地区 地震、津波、高潮
富岡海岸
（有） 富岡公民館 100 富岡小体育館 200

県立苓洋高校体
育館 200

 
萱の木、唐千田、
小松

地震、津波、高潮、地
すべり

都呂々海岸
（有） 都呂々公民館 100 都呂々小体育館 300

浜、本郷、狸川内
地震、津波、高潮、洪
水、溢水、地すべり

都呂々海岸（有）
都呂々川（有） 都呂々公民館 100 都呂々小体育館 300 都呂々神社

上記以外の都
呂々地区 地震、地すべり 都呂々公民館 100

木場地区交流施
設 20
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第２．ヘリコプター発着予定地一覧表
（１）熊本市
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 白川公園 草場町５－１ 12,100 大 北、南建物、南西樹木
2 城東小学校 千葉城町５－１ 3,400 大 北、東校舎
3 清水  〃 清水本町１４－５８ 3,700 小 東校舎、体育館
4 城北  〃 清水新地１丁目４－１ 5,800 小 西体育館、南校舎
5 坪井緑地 清水町室園外 97,000 大
6 高平台小学校 高平１丁目１７－２８ 11,600 大 北校舎、西体育館
7 龍田  〃 龍田７丁目７－１ 4,100 小 南西校舎
8 楠    〃 楠５丁目１５－１ 5,200 小 北西校舎
9 東部中学校 上南部２丁目２１－１ 9,200 大 北東校舎
10 水前寺陸上競技場 水前寺５丁目２３－３ 39,200 大 周囲スタンド、西メーンスタン
11 帯山中学校 帯山１丁目３５－３２ 11,500 大 東、南校舎
12 西原小学校 新南部３丁目４－６０ 6,400 大 北西校舎
13 錦ケ丘中学校 錦ケ丘２２－１ 6,000 大 北校舎、西体育館
14 出水  〃 出水５丁目３－１ 7,200 大 西、北校舎
15 湖東  〃 湖東１丁目１３－１ 9,100 大 北校舎、東体育館
16 秋津小学校 秋津３丁目９－２０ 4,800 小 北校舎、南東樹木
17 春竹  〃 琴平１丁目９－４３ 3,700 小 北校舎
18 御幸  〃 御幸笛田７丁目１６－１ 4,500 小 北校舎、西体育館
19 田迎公園 良町４丁目８ 40,856 大
20 日吉小学校 近見１丁目９－３０ 2,800 小 北校舎、西体育館
21 城南中学校 八幡８丁目１－１ 7,100 大 北校舎、西体育館
22 城山小学校 城山大塘１丁目２３－１ 9,400 大 西校舎
23 託麻南〃 長嶺東３丁目２－２０ 7,400 大 南西校舎
24 小島  〃 小島下町６１８ 3,000 小 北校舎
25 中島  〃 中島町５３８ 5,800 小 西校舎、東プール
26 城西  〃 島崎３丁目１２－６０ 4,700 小 北東校舎、北西体育館
27 松尾東　〃 松尾町上松尾２８８０ 2,400 小 南校舎、周囲防球ネットＨ＝10m
28 西部スポーツセン

ター（グラウンド）
城山半田町４丁目１６－１ 23,622 大

29 花園小学校 花園６丁目９－１５ 5,000 大 北校舎
30 北部中学校 鹿子木町１ 8,000 大 東電線、西校舎
31 川上小学校 西梶尾町４８０ 8,500 大 南校舎
32 西里  〃 下硯川町１７８４ 6,500 大 南校舎、北丘
33 北部公園 下硯川町４３８ 19,000 大 周囲照明設備、北樹木
34 北部東小学校 鶴羽田町３２９ 4,800 大 北校舎体育館、周囲７ｍフェン
35 北部農村運動公園 小糸山町３４１ 9,600 大 南北雑木林
36 今熊公園 立福寺町９１－２ 11,300 大 西変電所
37 河内中学校 河内町船津２４７０－１ 8,700 大 南校舎
38 芳野  〃 河内町野出１４２０－４６ 5,900 大 北校舎
39 芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 河内町野出１４０５－２ 7,630 小 北山
40 飽田中学校 孫代町７２ 5,200 中 北校舎、東体育館
41 飽田運動公園 浜口町１５３ 21,287 大 周囲照明施設
42 飽田東小学校 砂原町１１５ 3,900 中 西校舎、東プール
43 飽田南  〃 護藤町９９９ 3,300 中 北校舎、東プール、西体育館
44 飽田西  〃 並建町１００５ 4,800 中 西校舎体育館、東プール
45 天明中学校 奥古閑町２１４６－１ 6,300 中 西校舎、東プール
46 川口小学校 川口町３０４５ 3,600 小 北校舎、東プール
47 中緑  〃 美登里町８００ 3,600 小 北校舎
48 銭塘  〃 銭塘町９９０ 5,000 小 北校舎、南プール
49 奥古閑〃 奥古閑町４０７２ 5,500 小 北、西校舎、南プール
50 天明運動施設グラウ

ンド
奥古閑町２０３５ 19,893 大 周囲照明施設

51 下益城城南中学校 城南町宮地１０２０－１ 100*80 大 ナイター施設
52 隈庄小学校 城南町隈庄２７０ 100*60 中
53 豊田  〃 城南町塚原２５９ 110*60 中
54 杉上  〃 城南町永３１７ 110*70 中
55 舞原ラウンド 城南町舞原字東 120*100 大 ナイター施設
56 坂野   　〃 城南町坂野字大道下 90*90 中
57 高       〃 城南町高字口の坪 80*70 中
58 塚原     〃 城南町塚原字宮の下 100*100 大
59 火の君文化センター 城南町舞原３９４－１ 50*60 小 北校舎、西体育館、西プール
60 富合小学校 富合町清藤４７２ 100*70 大 北校舎、東体育館、西プール
61 富合中学校 富合町平原５６ 100*90 大 東病院建物
62 県立こころの医療ｾﾝ 富合町平原３９１ 120*100 大
63 植木小学校 植木町広住１番地 70*50 中 北東校舎
64 田底  〃 植木町正清５１５ 80*60 大 北、西校舎、ナイター施設有り
65 吉松スポーツ公園 植木町亀甲４６４ 80*60 中 ナイター施設有り
66 植木北中学校 植木町舟島４５５－１ 100*60 大 北校舎

 熊本市

(旧城南町)

(旧富合町)

(旧植木町)
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

67 植木町総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ 植木町山本７８７ 120*120 大 西体育館、ナイター施設有り
68 田原スポーツ公園 植木町富応１５９５－１ 120*120 大 ナイター施設有り
69 五霊中学校 植木町一木１６３ 100*60 中
70 山東小学校 植木町岩野８４１ 80*50 中
71 植木町芝生広場 植木町岩野３８－１ 100*150 大
72 菱形小学校 植木町円台寺１２４ 80*60 中
73 桜井  〃 植木町滴水２２５５ 75*60 中
74 山本  〃 植木町内１４２４ 60*60 中
75 田原  〃 植木町富応１３０２－５ 80*60 中
76 鹿南中学校 植木町滴水１１１０ 50*50 中

番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 宇土市運動公園 旭町３７５ 150*100 大 照明燈８基
2 宇土高校 古城町６３ 200*150 大 南校舎、北防球ネット
3 鶴城中学校 新小路町１５１ 165*80 大 北校舎、南防球ネット
4 住吉　〃 笹原町１７００ 70*48 小 北丘校舎
5 網田  〃 下網田町１１２０ 110*60 小 北校舎
6 宇土小学校 高柳町１０４－１ 135*80 大 北校舎、東プール(H21.10～H23.7ま

で使用不可)

7 宇土東〃 築籠町４６ 130*60 小 北校舎、西プール
8 花園  〃 古保里町６９５ 105*70 小 北校舎、東プール
9 走潟  〃 走潟町２０３７ 80*50 小 北校舎、南プール、西防球ネッ
10 緑川  〃 野鶴町２４６ 100*60 小 北校舎
11 網津  〃 網津町２０８２－３ 60*55 小 北西校舎(H21.10～H23.３まで使用不

12 網田  〃 下網田町１８４２ 110*50 小 東校舎
13 立岡グラウンド 花園町５５０ 200*150 大 照明燈８基、北丘有
14 轟地区    〃 石橋町１０－１ 100*75 小 照明燈４基、立木有
15 緑川地区  〃 笹原町１０－１ 130*130 大 照明燈４基、周囲防球ネット
16 網津地区  〃 網津町１９６１ 150*100 大 照明燈４基、防球ネット有
17 網田地区  〃 下網田町７１０－１ 130*100 大 照明燈４基、防球ネット有
18 宇土市防災センター 馬之瀬町無番地 45*45 小 照明燈２基
19 宇土マリーナ 下網田町３０８４ 80*80 中
20 三角地区生涯学習セ

ンター（旧三角中学
三角町波多６２６ 110*60 小 北校舎、西プール、照明燈

21 青海小学校 三角町郡浦８８ 120*80 大 西第２グランド60＊80北校舎西
プール

22 大岳地区生涯学習セ
ンター（旧大岳小学

三角町手場１９８２ 130*70 小 北東校舎

23 戸馳地区生涯学習セ
ンター（旧戸馳小学

三角町戸馳５１５１ 90*50 小 北東校舎

24 三角小学校 三角町三角浦５７４－１ 100*40 ○ 南校舎、北山高圧線
25 三角グラウンド 三角町波多2789、2772-1 120*90 大 照明燈８基、北高圧線
26 郡浦地区生涯学習セ

ンター（旧郡浦小学
三角町中村１７５９－１ 90*50 小 北校舎、北山高圧線

27 三角北地区生涯学習
センター（旧三角北
小学校）

三角町大田尾９８５ 40*40 ○ 北校舎

28 三角東地区生涯学習
センター（旧三角東
小学校）

三角町波多１７５６ 100*50 小 北校舎、山、高圧線

29 三角B&G海洋ｾﾝﾀ-ｸﾞﾗ
ウﾝﾄﾞ

三角町波多２８６４－３２ 70*80 小 西海洋センター、北選果場、高
圧線

30 済生会みすみ病院 三角町波多７７５－１ 50*30 小 テニスコートの為周囲フェンス
31 不知火小学校 不知火町高良１９５２ 105*120 大 東プール、北校舎
32 松合  〃 不知火町松合１７５８ 70*90 中 北校舎、ナイター施設
33 不知火グラウンド 不知火町高良６９６ 150*100 大 ナイター施設、北山
34 不知火中学校 不知火町長崎４５ 160*100 大 北校舎、北東体育館、東プール
35 天の平農村広場 不知火町松合２０７ 100*70 中 北山
36 岡岳グラウンド 松橋町松山３７２５ 120*100 大 海抜６５．４ｍ
37 豊川グラウンド 松橋町南豊崎６６７ 100*80 大 北西校舎、ナイター施設
38 豊福グラウンド 松橋町両仲間１０７５－１ 90*70 小 南ＪＡ集送センター
39 当尾グラウンド 松橋町曲野１６２４－２２ 100*70 小 南校舎
40 松橋中学校 松橋町松橋５２２－１ 100*70 小 西校舎
41 松橋小学校 松橋町松橋１６６６ 100*70 小 北校舎
42 豊川  〃 松橋町南豊崎５８２ 90*50 小 北校舎
43 豊福  〃 松橋町豊福１６０４ 90*50 小 北校舎、東体育館
44 当尾  〃 松橋町曲野１８５６ 90*50 小 東校舎
45 小川中学校 小川町南部田２８７－２ 100*120 大 西高圧線、ナイター施設
46 小野部田小学校 小川町南小野１４０１ 100*56 小 北校舎

 宇城市

（２）宇城管内

 宇土市
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

47 河江  〃 小川町川尻１２０ 100*100 中 ナイター施設
48 小川  〃 小川町西北小川１ 80*70 小 西校舎
49 海東  〃 小川町南海東２０６６ 60*90 小 東高圧電線
50 稲川グラウンド 小川町東小川１４ 100*180 大 ナイター施設
51 観音山グラウンド 小川町南小川２２２ 100*150 大 ナイター施設
52 豊野小学校 豊野町糸石３０１６ 70*109 ○ 北校舎
53 豊野中学校 豊野町糸石３５３６ 100*80 ○ 周囲立木フェンス
54 豊野グラウンド 豊野町糸石２９９１ 80*150 ○ 北西豊野公民館、周囲フェンス
55 中央中学校 萱野８１０ 150*100 大 東校舎、周囲フェンス
56 中央小学校 馬場５５５ 100*80 大 北校舎、周囲立流木・フェンス
57 町営球技場 馬場５４５ 100*100 大 南校舎、西体育館・ﾌﾟ-ﾙ、周囲ﾌｪﾝｽ、

照明燈８基

58 町営岩野グラウンド 萱野３６８４ 90*80 中 南武道館・住宅、照明燈６基、
西北フェンス

59 町公民館西分館 白石野２９ 60*30 小 南校舎、周囲フェンス、立木
60 元気の森かじか 払川１６７５ 100*90 大 西校舎、東舎園、北東フェン

ス、立木
61 ｶﾝﾄﾘ-ﾊﾟ-ｸ多目的ｸﾞﾗ

ウﾝﾄﾞ
中部２０４５ 150*100 大 東スタンド、周囲フェンス

62 役場中央庁舎南側広 馬場１１１０ 130*100 大 周囲道路、北庁舎
63 砥用中学校グラウン 原町３３０ 120*100 大 北校舎、東体育館、照明燈６基
64 砥用小学校グラウン 土喰３３０ 90*90 中 南校舎・体育館
65 励徳        〃 畝野１９４４ 90*70 中 照明燈６基、北側校舎、西プー
66 総合運動公園グラウ

ンド
畝野３７０ 100*120 大 東海洋センター、南フェンス、

照明燈８基
67 名越谷社会教育セン

ター
名越谷４０４３ 50*80 中 東園舎・体育館

68 豊富高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ 豊富５３０ 60*60 中 東集会所、周囲フェンス
69 農山村広場 坂貫７５９ 70*70 中 北東フェンス
70 緑川ダム補助ダム 畝野 90*90 中

（３）玉名管内
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 運動公園 荒尾４１１０－２ 90*100 大 陸上競技場、照明燈３基
2 荒尾市営北新地グラ

ウンド
大島町４－１－７３ 120*80 中 西斜面

3 有明小学校グラウン 一部３０５番地 60*45 小 東校舎（２Ｆ）、北・西・南立
4 平井小学校グラウン

ド
上井手１１０８番地 70*45 小 北校舎（２Ｆ）、東体育館、南

傾斜立木
5 八幡小学校グラウン

ド
野原１４６１番地 80*60 小 北校舎（３Ｆ）、南立木

6 荒尾市野球場 荒尾４０５１番地 125*100 中 北立木、東立木、南体育セン
7 有明高校グラウンド 増永２２００番地 105*105 中 北照明３基・ネット（高さ１２

ｍ）、東照明３基、ネット（高
さ１４ｍ）・校舎２階建・体育
館、南立木、西ネット（高さ１

8 桃田運動公園運動広 大倉１１４４ 150*90 大 南高圧線、東建物、周囲照明燈
9 有明中学校 大浜町１７６５－８ 160*100 大 北北西校舎、北建物、東照明燈
10 玉陵  〃 玉名９００ 100*110 大 西校舎、照明燈４基
11 玉名  〃 中尾３８０ 100*170 大 北校舎
12 岱明中央公園グラウ

ンド
岱明町中土５５６ 160*100 大 周囲照明設備７カ所

13 岱明中学校 　〃　浜田１２０ 140*80 大 南校舎(３Ｆ)西体育館、西、北
14 高道小学校 　〃　高道１２３０ 70*50 小 北校舎(２Ｆ)、周囲立木
15 大野  〃 　〃　野口２４６０ 100*85 中 東校舎(２Ｆ)、周囲立木
16 鍋    〃 　〃　鍋３４５－２ 70*50 小 東校舎(２Ｆ)、周囲立木
17 睦合  〃 　〃　古閑３０２ 90*60 小 北校舎(２Ｆ)、体育館
18 県立玉名工業高校 　〃　下前原３６８ 190*100 大 東校舎(４Ｆ)
19 専修大学付属玉名高 　〃　野口１０４６ 100*80 大 南校舎(４Ｆ)、北ＪＲ鉄道線路
20 横島グラウンド 横島町横島３８１１ 100*100 大 東校舎(２Ｆ)、照明燈８基、北

小学校運動場
21 小天小学校 天水町小天６９６６ 70*50 中 南校舎
22 天水中学校 　〃　小天７０３２ 100*60 中 南校舎、照明燈６基
23 玉水小学校 　〃　部田見１４４０ 100*50 中 南校舎
24 玉東総合グランド 大字白木１－１ 100*140 大 周囲照明設備、南ﾌﾟ-ﾙ、東公民

館、体育館
25 木葉小学校 大字木葉１１１８ 45*80 小 北校舎、東体育館
26 山北  〃 大字上白木３６４ 70*110 小 北校舎、西体育館
27 菊水南農村広場 和水町用木３００ 50*90 中 東校舎及び運動場
28 菊水東小学校 　〃　岩尻１０４７ 40*70 小 北校舎
29 菊水中学校運動場 　〃　江田４２５０ 70*100 中 北西校舎

美里町

 玉名市

 玉東町

 和水町

 荒尾市
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

30 菊水西小学校運動場 　〃　長小田３６０ 30*60 小 北校舎
31 総合グラウンド 　〃　原口１３２１ 120*190 大 北に山
32 白石堰 　〃　瀬川４６８ 40*50 小 遊水池
33 多目的広場 和水町板楠７０ 60*80 中 北庁舎、西公民館
34 三加和グラウンド 　〃　大田黒１０００ 115*120 大 東に山、西に農業就業改善セン
35 春富グラウンド 　〃　東吉地１０４４ 70*70 中 東に山
36 三加和中学校運動場 　〃　板楠１００１ 75*190 大 西校舎
37 神尾小学校運動場 　〃　大田黒５７７ 58*80 小 西校舎
38 緑      〃 　〃　板楠２９８２ 40*65 小 北に校舎
39 春富    〃 　〃　和仁７８１ 45*70 小 北に校舎、西に山
40 南関第一小学校 大字南関１８８ 90*40 小 北住宅地
41 南関第二  〃 大字高久野７６９ 70*40 小 北校舎、西プール
42 南関第三  〃 相谷１８００ 45*90 小 北西400mの小山
43 南関第四  〃 上坂下３５２８ 80*40 小 南校舎
44 南関中学校 小原２１２１－１ 140*100 大 北校舎
45 農村広場 小原１８５７ 200*150 大 農業就業改善センター
46 南関町大津山グラン 大字関東９３４－２ 60*60 中
47 腹赤小学校 大字腹赤 140*110 大 東校舎、西プール、周囲立木
48 長洲中学校 大字長洲 150*120 大 北校舎、西体育館、周囲フェン
49 長洲町総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ 大字姫ケ浦 120*90 大 ナイター施設、周囲立木
50 長洲港野積場 大字長洲 350*150 大 施設の使用状況により使用範囲

が変わることがある。

（４）鹿本管内
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 山鹿中学校 山鹿４４６ 80*130 大
2 ｶﾙﾁｬ-ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ- 熊入町４１６ 88*160 大
3 鶴城中学校 津留１１９０ 87*55 中
4 志々岐ヘリポート 志々岐地先菊池川左岸32k 40*40 小
5 鹿北グラウンド 鹿北町四丁１４７５ 100*200 大
6 鹿北中学校 鹿北町四丁１４１６ 100*60 中 北校舎
7 岳間小学校 鹿北町多久１２６１ 60*70 小 校舎、西、北ネットフェンス(H≒7m)

8 広見小学校 鹿北町芋生４０４１ 60*80 中 北校舎
9 菊鹿中学校グラウン 菊鹿町下内田４８５ 80*90 小
10 六郷小学校グラウン 菊鹿町下永野８４１ 90*100 大
11 菊鹿運動広場 菊鹿町下内田１６５ 150*100 大
12 来民小学校 鹿本町御宇田３５８ 90*60 中 北校舎
13 鹿本中学校 鹿本町来民１２６７－１ 100*70 大 西校舎
14 稲田小学校 鹿本町高橋６３８ 70*40 小 北、西校舎
15 中富小学校 鹿本町中川９６５ 70*40 小 東校舎
16 千田小学校 鹿央町千田４１８７ 80*60 小 北校舎(2階)
17 鹿央運動公園 鹿央町合里６２ 120*80 大 北東高圧線
18 米野岳中学校 鹿央町岩原１３５０ 100*70 中 北校舎、南西体育館
19 山内小学校 鹿央町梅木谷２４５ 70*50 小 西校舎

（５）菊地管内
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 菊池南中学校 隈府栄町 138*89 大 東校舎、西人家、南進入可
2 中央グラウンド 高野瀬 90*90 中 南、北住宅地、東50ｍの小山、

西進入可
3 菊池北中学校        〃 95*175 大 東校舎住宅、西、北進入可
4 重味グラウンド 重味１３６２番地１ 90*73 中
5 小木グラウンド 小木１６４３番地 60*45 小
6 戸崎グラウンド 赤星１８１８番地 100*93 大
7 水源グラウンド 原１５５２番地 69*82 中
8 龍門小学校 龍門３５６番地１ 95*70 中
9 龍門ダム 龍門（龍門ダム左岸） 50*20 小
10 多目的運動広場 亘３３９－１ 145*145 大 東西北山(50m)南進入可
11 七城グラウンド 七城町鴨川１ 120*120 大 西体育館倉庫(10m×4m×高さ×

2m)
12 七城中学校 七城町甲佐町６６ 60*100 大 東校舎(2F)4,702㎡(体育館含む)
13 旭志中学校 旭志小原２２４ 150*100 大
14 旭志小学校 旭志新明２７９０ 120*80 大 南住宅
15 旭志グラウンド 旭志伊萩２８６ 95*85 中 ナイター施設
16 高柳湯舟区運動場 旭志麓２３３７－１ 70*70 中
17 岩本区運動場 旭志弁利１１５９－１ 50*80 中
18 泗水中学校 泗水町豊水３４９０ 100*80 大 南役場、西校舎、東中央公民

館、ナイター

 和水町

 南関町

 長洲町

 山鹿市

菊池市
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

19 泗水西小学校 泗水町田島３３３ 90*90 中 ナイター施設、西校舎
20 泗水東  〃 泗水町住吉２８５１ 80*80 中 ナイター施設、南校舎、東体育
21 菊池農業高等学校 泗水町吉富２５０ 100*70 小 南校舎
22 泗水グラウンド 泗水町福本１７０４ 200*150 大
23 合志中学校グラウン 豊岡９５５ 200*100 ○ 東校舎
24 合志南小学校グラウ

ンド
豊岡２２２４－２９ 130*85 中 ナイター施設、東校舎

25 南ケ丘  〃    〃 幾久富１９０９－１０１ 120*85 中 東校舎
26 合志市ふれあい緑地

公園
福原２９２２ 95*110 中 ナイター施設

27 合志市中央運動公園 野ノ島５５００ 110*80 中 ナイター施設、西防球ネット、
南北樹木

28 西合志南中学校 須屋２９５６ 140*90 中 北校舎、４方向防球ネット
29 合生グラウンド 合生１２６１－６ 80*40 小 西、南樹木、北、東防球ネット
30 西合志南小学校 須屋１８７３ 130*80 中 西校舎、３方向防球ネット
31 西合志中学校 野ノ島４３９３－１ 120*110 中 北校舎
32 須屋市民センターグ

ラウンド
須屋１４００ 50*80 小 西建物

33 合志市ひまわり公園 御代志１６６１－２１ 80*80 中 北、西住宅地。南西合志図書館
34 合志市総合運動公園 合生３９１７－３ 130*100 大 ナイター施設有
35 町民グラウンド 大字大津１９８９ 160*200 大 ナイター施設
36 大津小学校 大字引水２１０ 50*80 ○
37 大津南  〃 大字陣内１５８２ 50*80 中 東校舎、ナイター施設
38 大津東  〃 大字大林４４ 50*80 中 北校舎
39 護川小学校 大字杉水３０６２ 60*80 小  北校舎
40 室児童公園 大字室２１１１ 30*80 ○
41 室小学校 大字室１８２５ 50*100 中 北校舎
42 矢護川コミュニティ

センター
大字矢護川４７６ 60*60 小 北建物、ナイター設備

43 野外活動等研修セン
ター

大字真木７３６ 30*30 小 北建物

44 大津北小学校 大字平川２２６１ 40*50 小 北校舎
45 大津中学校 大字大津１２７０ 70*40 小
46 菊阿体育館 大字大林８５０ 60*80 小 北（元）校舎
47 大津北中学校 大字大津３１０ 100*160 中 南校舎
48 運動公園 大字森１０００ 140*180 大
49 菊陽中学校 大字久保田２５６３ 140*155 大 耐震化に伴う立替工事のため使

用不可
50 町民総合運動場    〃     ２７８６ 141*115 大 東役場、ナイター施設、中央管

理道路
51 武蔵ケ丘小学校 大字津久礼３９１４ 70*80 中 北校舎、東県営住宅(5F)、南高

圧線(西進入可)
52 武蔵ケ丘北小学校    〃     ４０６１ 50*90 中 西校舎、南西部市民センター
53 武蔵ケ丘中学校    〃     ３５１８ 56*150 中 北校舎、ナイター設備
54 菊陽南小学校 大字曲手３９７ 60*70 中 北校舎、西体育館
55 菊陽北  〃 大字原水４６５２ 50*80 中 北校舎、東プール、南上井手
56 菊陽西  〃 大字原水５６６６－４０ 70*160 中 東校舎、北プール
57 菊陽杉並木講演ｽﾎﾟｰ

ﾂ広場
大字原水５３０８－１ 200*160 大 ４方向管理用道路

（６）阿蘇管内
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 社会教育ｾﾝﾀ-ｸﾞﾗウﾝ
ﾄﾞ

一の宮町宮地2318~2389-2 50*90 小 東民家樹木、西体育館樹木、北労働合同
庁舎、図書館

2 一の宮中学校グラウ
ンド

一の宮町宮地１６６９－２ 90*100 大 東､南防球ネット水田地帯､北校舎、西体
育館、プール

3 阿蘇山東火口駅 一の宮町宮地(東火口) 25*25 小 東、東火口ﾛ-ﾌﾟｳｴｲﾀ-ﾐﾅﾙ、北約1
ｷﾛ火口

4 仙酔峡駐車場 一の宮町宮地(仙酔峡ﾛ-ﾌﾟｳｴｲﾀ-ﾐﾅﾙ) 50*40 小 西ﾛ-ﾌﾟｳｴｲﾀ-ﾐﾅﾙ、東つつじ園、
南阿蘇山頂

5 一の宮町総合運動公
園グラウンド

一の宮町宮地万五郎４７７９ 150*150 大 南ＮＨＫアンテナ、周囲ナイ
ター施設

6 宮地小学校グラウン 一の宮町宮地２４２４ 70*50 小 北校舎、東・北樹木
7 坂梨  〃     〃 一の宮町坂梨３０２８ 70*40 小 北校舎・民家、周囲ナイター
8 古城  〃     〃 一の宮町中通２１７７ 50*60 小 北校舎・体育館、周囲ナイター
9 中通  〃     〃 一の宮町中通１５２１ 50*60 小 南校舎、西体育館周囲ナイター
10 阿蘇市立阿蘇体育館

前広場
内牧２６７ 10,000 大 北体育館

11 内牧小学校     〃  １３７６ 8,423 大 北校舎、西体育館
12 阿蘇西  〃 的石１４９４ 12,919 大 北校舎、北東体育館
13 旧阿蘇北中学校 三久保５２４ 26,278 大

 阿蘇市

合志市

大津町

菊陽町
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

14 乙姫小学校 乙姫１６１２ 8,620 大 南校舎体育館、東プール
15 阿蘇中学校 黒川１２６６ 11,396 大 北校舎体育館ナイター施設
16 旧役犬原小学校 役犬原８０５ 6,410 中 北校舎
17 山田    〃 小野田５６７－２ 5,831 中 北校舎、西体育館ナイター
18 尾ケ石東部小学校 狩尾６７５ 3,990 ○ 北保育所宿舎
19 旧内牧小学校深葉分 西湯浦1467 4,761 ○ 北校舎体育館
20 阿蘇市人工スキー場 阿蘇山(古坊中) 10,000 大 北スキー場ロッジ
21 阿蘇山西側(山上広 黒川字阿蘇山 2,000 大 駐車場兼用
22 阿蘇山西側(山頂)     〃 2,000 中 専用アスファルト舗装
23 碧水小学校 黒川１２３４－１ 60*120 中 北校舎、体育館
24 阿蘇市農村公園 黒川６５５ 200*170 大 ナイター施設有り
25 波野中学校 波野大字波野字大道日向 100*60 小 一部グランド内に配線、北側校
26 旧遊雀小学校 波野大字波野字遊雀北向 80*40 小 南住宅
27 波野小学校 波野大字波野字大道日向 100*50 中 校舎、プール、体育館
28 なみの高原やすらぎ交

流館
波野大字小池野字小池野 60*40 小 交流館、体育館

29 笹倉牧場 波野大字小池野字笹倉 150*50 小
30 根子岳牧場 波野大字中江字猫 100*100 中
31 波野総合グラウンド 波野大字小園字辻畑 140*100 中 グランド南ナイター施設
32 南小国中学校 大字赤馬場１８３３ 9,969 大 西校舎(3F)、ナイター施設
33 市原小学校 大字赤馬場１９２２ 6,156 小 西校舎(3F)、ナイター施設
34 中原小学校 大字中原２４６９ 3,883 小 西校舎２Ｆ
35 南小国町公民館星和

分館
大字満願寺４４００ 5,712 小 西旧校舎２Ｆ

36 りんどうヶ丘小学校 大字満願寺７０４５ 10,810 大 北校舎２Ｆ
37 山村広場 大字赤馬場１８４０ 10,000 大 周囲ネットフェンス、南山林
38 三愛レストハウス 大字満願寺５６２１－７ 10,000 大 北　飲食店、ガソリンスタンド
39 南小国町役場 大字赤馬場１４３ 7,703 中 南庁舎
40 小国中学校 大字宮原２００ 9,200 中 ナイター施設、北校舎
41 小国小学校     〃  １７４ 8,800 中     〃          〃
42 林間広場     〃  ２６８５－１ 15,400 大     〃
43 旧万成小学校 大字上田３４６９ 3,400 中     〃      、東、北校舎
44 旧北里小学校 大字北里２７４３ 5,000 中 ナイター施設、北校舎
45 学び舎の里「木魂 大字北里３７１－１ 140*70 大 北側研修施設
46 旧下城小学校 大字下城３５１７ 6,100 小     〃      、南東校舎
47 旧蓬莱小学校 大字黒淵２５０３ 6,200 小     〃      、北校舎
48 小国高校 大字宮原１８８７－１ 18,000 大     〃  、    〃
49 産山グラウンド 大字産山 100*100 中 西北公民館
50 田尻グラウンド 大字田尻 100*70 中 北旧校舎
51 山鹿グラウンド 大字山鹿 60*100 中 南旧校舎
52 産山中学校 大字山鹿 125*75 中   〃  、西校舎、ナイター施設
53 南部グラウンド 大字片俣 80*70 小 　〃  、南山林
54 産山村運動広場 大字山鹿 150*150 大 南ネットフェンス
55 高森中央小学校 大字高森１１００ 60*80 小 東立木、北校舎
56 高森中学校     　〃１９５５ 100*120 中 南高校校舎、北校舎
57 色見生涯学習セン 大字色見１１３６ 50*80 小 北校舎
58 上色見生涯学習セン

ター
大字上色見１３８８ 50*80 小 西体育館、北校舎

59 草部グラウンド 大字草部２３０５ 70*90 小 東側草部総合センター
60 高森自然学校 大字矢津田２２３ 50*60 小 西小学校校舎
61 野尻中学校跡 大字津留４０ 40*80 小 東山林
62 旧尾下小学校グラウ

ンド
大字尾下４００９ 40*80 小 北、東立木

63 河原生涯学習セン 大字河原３１０８ 70*60 小 南立木
64 高森東中学校 大字野尻１９１２ 140*80 大 西校舎
65 高森町民グラウンド 大字上色見２８４５ 120*120 大 周囲ネット張
66 白水中学校 大字吉田２３０１ 110*100 大 西側白水小学校、南側総合センター

67 中松小学校 大字中松２４１１ 110*50 小
68 白水村運動公園 大字一関１２５５－１ 120*100 大 ナイター設備
69 白水小学校 大字吉田１４９９ 110*80 大
70 両併小学校 大字両併９９５ 70*50 小
71 阿蘇広域消防本部南

部分署
大字吉田９９９ 70*70 小

72 アスペクタ 大字久石４４１１－９ 100*100 大
73 久木野小学校グラウ

ンド
大字河陰１１２ 100*50 小

74 久木野中学校グラウ
ンド

  〃    ５－２ 80*50 小

75 久木野村民グラウン   〃    ３０ 100*70 小 ナイター設備
76 久木野村ふれあい広   〃    ４６６６－１ 50*50 小
77 村民グランド 大字河陽３５４１ 85*110 大 ナイター設備

南阿蘇村

南小国町

小国町

 産山村

 高森町
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

78 九州東海大学グラウ
ンド

大字河陽 90*120 大

79 長陽中学校グラウン   〃    ３６４５ 80*120 大 北校舎
80 南阿蘇西小学校グラ

ウンド
  〃    ２９８６ 80*110 大 東校舎

81 (旧)長陽西部小学校
グラウンド

  〃    ４９６４ 80*100 大 北校舎

82 (旧)立野小学校グラ
ウンド

大字立野１５９６ 80*100 大 北校舎

83 長陽公園 大字河陽 110*110 大 ナイター設備
84 西原中学校グラウン

ド
大字小森３２５１ 16,277

(125*130)
中 北校舎、南役場庁舎

85 村民グラウンド 大字布田１５１４ 38,434
(154*250)

大 東、南ナイター、西トレーニン
グセンター

86 山西小学校グラウン
ド

大字小森２７６４ 12,242
(120*100)

中 東校舎、体育館

87 河原小学校グラウン
ド

大字河原９７６ 5,738
(70* 81)

小 北校舎、西体育館

（７）上益城
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 御船中学校 大字辺田見５５ 100*100 大 北鉄塔、南校舎、西体育館
2 平成音楽大学 大字滝川１６５８ 80*80 中 南校舎
3 御船高等学校 大字木倉１２５３ 100*200 大 南校舎、西ナイター設備、北防

球ネット
4 御船小学校 大字御船８９７ 100*80 中 南丘、東校舎、北西、大木
5 七滝中央小学校 大字上野１５００ 80*80 中 ナイター設備、南校舎
6 旧七滝  〃 大字七滝２５５５－２ 100*50 中 ナイター設備、北校舎
7 旧水越  〃 大字水越２４４９－４ 40*30 小 南校舎
8 旧田代西部小学校 大字田代１８４２－４ 60*50 小 西校舎
9 町民グランド 大字木倉１６００ 100*90 大 東西南北ナイター設備
10 吉無田高原　緑の村 大字田代８４０５ 100*80 大 北西鉄塔
11 高木小学校 大字高木１６３３ 60*40 小 北校舎
12 小坂小学校 大字２１９３－２ 60*40 小 西校舎、ナイター設備
13 滝川みんなの広場 大字滝川７９４－１ 150*80 大 北側国道・南側河川
14 東小学校 大字上六嘉 50*50 小 北、西に校舎
15 西小学校 大字上島 50*50 小 北、東校舎、南・西大木、進入

は南東
16 嘉島中学校     〃 100*90 大 北校舎、南、西ナイター
17 嘉島町民グラウンド   　〃 150*70 大 北、西ナイター設備
18 高田みんなの広場公 大字上仲間６９０先 110*330 大 緑川河川敷
19 益城町民グラウンド 大字宮園３０２ 160*150 大 周囲照明設備
20 益城中学校グラウン 大字惣領９００ 120*100 大 北校舎
21 木山  〃 大字寺迫１０９０ 100*70 小 西校舎
22 益城中央小学校グラ

ウンド
大字福原６９０－１ 140*55 小 北校舎

23 広安小学校グラウン 大字馬水３５ 100*80 大 西校舎
24 飯野  〃 大字砥川９１０ 90*70 小 東校舎
25 袴野中学校グラウン 大字福原４２５９  50*40 ○ 東校舎
26 津森小学校グラウン 大字上陳３６９  80*60 小 西校舎
27 広安西小学校グラウ

ンド
大字福富１００１  120*75 大 北校舎

28 宮内小学校 大字小鹿３５８ 40*40 小 北校舎
29 甲佐グラウンド 大字豊内６１３  100*70 大 北公民館
30 甲佐高校 大字横田３３３  100*70 大 ナイター設備、北校舎
31 甲佐中学校 大字中横田３００ 100*100 大     〃          〃
32 龍野小学校 大字上早川１２２０ 60*50 中 北校舎
33 白旗グラウンド 大字早川２１００ 130*100 大 ナイター施設
34 緑川グラウンド 大字白旗９２ 100*72 大 ナイター設備
35 乙女小学校 大字津志田１６２４ 80*50 中 南校舎、体育館
36 安津橋健康広場 大字有安 45*125 小 緑川河川敷、アスファルト
37 矢部町営グラウンド 長原 100*80 中 ナイター施設、西倉庫
38 矢部高校グラウンド 城平 120*80 中     〃        北民家
39 旧白糸第３小学校グ

ラウンド
目丸 60*50 小 北、東校舎

40 旧白糸第２  〃 菅 60*50 小 北校舎、東プール
41 御岳グラウンド 野尻 80*70 小 北、西校舎
42 旧下名連石小学校グ

ラウンド
下名連石 50*30 ○ 北校舎

43 旧御所      〃 御所 45*50 小   〃

 益城町

 甲佐町

 山都町

西原村

 御船町

 嘉島町
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

44 大矢野原演習場 北中島 200*100 大
45 矢部中学校グラウン 城平 100*100 大 北校舎
46 旧下矢部西部小学校

グラウンド
猿渡 60*50 小   〃

47 旧名連川中学校 黒川 60*60 小 東、北校舎
48 清和中学校 大平 100*70 ○ 北校舎
49 清和グラウンド 米生 150*100 中 西ナイター施設
50 朝日小学校 井無田 70*70 小 西プール
51 朝日西部学習館 仁田尾 100*100 中 北校舎
52 清流館 緑川 30*40 ○   〃
53 栃原ゲートボール場 小峰 30*40 ○
54 小峰小学校 小峯 60*80 小 北校舎
55 西緑川グラウンド 川の口 60*60 ○ 周囲杉林
56 木原谷地区グラウン 樽原 70*70 ○ 西ナイター施設
57 清和高原天文台 井無田１２３８－１４ 80*40 大
58 旧蘇陽中学校馬見原

分校
馬見原 130*120 大 南校舎、北東ナイター施設

59 蘇陽高校     〃 100*100 大 東校舎
60 蘇陽風パーク広場 今 200*150 大 南ホテル
61 旧東竹原小学校 東竹原 80*80 小 西校舎
62 蘇陽中学校 今 140*90 大 西校舎
63 旧橘小学校 橘 50*40 小 東体育館
64 蘇陽小学校 柏 110*75 中 北山、東校舎
65 菅尾小学校 菅尾 60*50 小 北校舎、東、南山
66 大野小学校 大野 50*55 小 北校舎、東体育館、南山
67 馬見原小学校 馬見原 70*55 小 北校舎、西体育館
68 旧花上分校 花上 50*25 小 西体育館
69 旧長崎分校 長崎 50*40 小 北山

（８）八代管内
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 第一中学校 北の丸１－２９ 100*150 大 東校舎
2 第二  〃 日置町２２４８－１ 90*110 大 北校舎、東側体育館
3 第三  〃 中北町３３７８－５ 180*90 大 西校舎
4 松高小学校 永碇町８２８－１ 80*115 大 北校舎
5 八千把小学校 上野町１１３１ 80*115 大 西校舎
6 第七中学校 郡築七番町４１－２ 100*100 大 北校舎、西側体育館
7 第五  〃 豊原下町３８０７ 80*100 大 北校舎
8 球磨川河川緑地 渡町１３０３地先 100*100 大
9 第六中学校 水島町２０６５－４ 90*90 中 北校舎
10 日奈久中学校 日奈久竹の内町４３３２－１ 130*140 大 西・北校舎
11 第八中学校 西宮町６６３ 70*100 中
12 二見小学校 二見下大野町２２５８－１ 80*115 大
13 会地公園 大村町４７３ 90*50 大
14 坂本中学校 坂本町荒瀬６０００ 65*120 小 西校舎ナイター設備、周囲防球

ネット
15 百済来スポーツセン

ター
　〃　田上１５０ 80*60 小 西体育館、ナイター設備、周囲

防球ネット
16 道の駅さかもと広場 　〃　荒瀬１２３９－１ 32*52 小 南建造物、東堤防
17 千丁小学校 千丁町新牟田１３４５ 70*80 中 北校舎(3階)
18 千丁西グラウンド 　〃　古閑出１４１９ 80*80 中 東側　新幹線高架
19 千丁東グラウンド 　〃　大牟田１１３０ 98*25 中 場外離発着場指定
20 鏡中学校 鏡町内田１０３８－１ 140*100 大 北校舎、体育館
21 鏡総合グラウンド 　〃両出１４３０ 165*105 大 南体育館・武道館、ナイター設

備、周囲防球ネット
22 県立氷川高校 　〃鏡村９３７ 150*200 大 南東校舎
23 野崎西部公園 　〃野崎 60*110 小 北西海岸堤防
24 北新地グラウンド 　〃北新地１２０５ 71*81 中 周囲防球ネット
25 有佐小学校 　〃中島１３６０ 80*50 小 北校舎
26 鏡小学校 　〃鏡村６０９－１ 90*50 小 北校舎、東プール
27 文政小学校 　〃両出７３ 85*60 小 東校舎、北体育館
28 県立八代農業高校 鏡町鏡村１２９ 150*100 大 西校舎
29 東陽中学校 東陽町南１８６９ 100*60 中 東体育館、南山、北校舎
30 種山小学校 　〃　南３４０５ 100*55 中 東民家、北校舎、ナイター施設
31 河俣  〃 　〃　河俣８０７１ 50*50 小 東民家、北校舎、南ネット
32 東陽運動公園 　〃　南１２８５ 150*80 大 南体育館、北・西山、ナイター
33 東陽山村広場 　〃　河俣２６５０－２ 100*80 中 南山
34 泉中学校 泉町柿迫１１１１ 50*100 中 東:校舎､南:山林､西:ﾈｯﾄ､ﾅｲﾀｰ施
35 二本杉広場 　〃仁田尾 40*70 中

 八代市
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

36 第八小学校 　〃樅木１３７－４ 40*80 中 東:校舎､南:山林､西:ﾈｯﾄ､ﾅｲﾀｰ施
37 第七  〃 　〃椎原１４８ 70*60 中   〃            〃
38 椎原ヘリポート 　〃椎原１４８ 22*22 小
39 泉運動公園 　〃下岳３０００ 60*120 中 北：山林、南：ネット､ﾅｲﾀｰ施設
40 竜北中学校 島地６６５ 90*100 大 東・南・北校舎、北西防球ネッ
41 竜北東小学校 野津２３３６ 90*145 大 西校舎、周囲防球ネット
42 竜北西部小学校 鹿島７４６ 80*80 中 北西校舎、ナイター設備、周囲

防球ネット
43 竜北グラウンド 野津３１３４ 90*150 大 周囲防球ネット、樹木
44 松本橋公園 鹿島 80*50 中 東つり橋
45 氷川中学校 今３９ 80*100 大
46 宮原小学校 今７６２ 50*100 中
47 桜ヶ丘グラウンド 宮原１０１９ 100*150 大

（９）芦北管内
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 浜公園グラウンド 中央公園１番 80*100 中 南体育館、西市立病院、東水俣
2 第一小グラウンド 陣内１丁目１－２ 100*100 中 東山、南校舎
3 第二中グラウンド 塩浜町３丁目１ 80*100 中 北校舎
4 袋小中グラウンド 袋大丸１４１３ 100*120 大 北校舎
5 湯出小グラウンド 湯出１６４１ 50*70 小 西校舎・山
6 緑東中グラウンド 葛渡２７０－２ 45*90 小 東校舎
7 久木野小グラウンド 久木野１１１７ 40*80 小 北西・南東校舎
8 城山公園グラウンド 古城１丁目６ 70*60 小 西・山
9 水俣高校第２グラウ

ンド
南福寺６ 170*120 大 北東鉄道

10 水俣工業高校運動場 洗切町１１ 100*130 大 南西校舎
11 塩浜グラウンド 塩浜町 100*150 大 南東第二中学、西民家
12 エコパーク水俣 明神町 100*100 大 北県市資料館、西八代海、東南民家

13 旧第三中グラウンド 平町２丁目７－１ 75*50 ○ 南西体育館、南校舎
14 第一中グラウンド 古城１丁目１４－１ 65*70 ○ 北東校舎
15 第二小グラウンド 栄町１丁目２－１ 100*90 小 北校舎、東体育館
16 田浦中学校運動場 大字田浦７６０ 120*50 中 東校舎・山
17 田浦小学校運動場 大字田浦８４０ 55*45 小 北校舎、東山
18 芦北町営田浦運動場 大字田浦町６５３ 120*50 中 東役場庁舎、周囲ネット南山
19 小田浦地区生涯学習

ｾﾝﾀ-
大字小田浦３３３９ 90*60 中

20 上田浦地区社会教育
ｾﾝﾀ-

大字井牟田１８００ 40*40 小 北山

21 芦北幼稚園運動場 大字海浦１３１５ 40*60 小 南東山、北海
22 岩崎グラウンド 大字田浦町４８８－４ 120*90 大
23 佐敷小学校運動場 大字道川内３１ 100*60 中
24 芦北高等学校運動場 大字乙千屋２０－２０ 120*130 大
25 佐敷中学校運動場 大字花岡４９６－２ 80*130 大
26 大野中学校運動場 大字市野瀬６－１ 50*100 中
27 吉尾小学校運動場 大字吉尾５１ 40*70 小
28 湯浦中学校運動場 大字湯浦３６９ 70*90 中
29 湯浦運動公園 大字湯浦２５９ 120*100 大
30 地域間交流スポーツ

グラウンド
大字花岡１５６０ 140*100 大

31 計石小学校運動場 大字計石２９６３－１ 100*55 中
32 大尼田地区生涯学習

センター
大字大尼田１６４５ 65*65 小

33 大岩地区生涯学習セ
ンター

大字大岩４４９７ 90*35 小

34 大野小学校運動場 大字市野瀬１１１９ 75*80 中
35 告地区生涯学習セン

ター
大字告８００ 50*21 小

36 白木地区生涯学習セ
ンター

大字白木１５２０ 40*60 小

37 湯浦小学校運動場 大字湯浦１３９６ 105*65 中
38 女島地区生涯学習セ

ンター
大字女島１０４２ 40*48 小

39 内野小学校運動場 大字大川内６０２ 100*42 小
40 古石地区生涯学習セ

ンター
大字古石５１７－１ 50*60 小

41 丸米地区生涯学習セ
ンター

大字丸米３０５－２ 60*30 小

42 上木場開拓公民館 大字古石５２６ 39*12 小
43 芦北農村公園 大字芦北２０６０－９ 30*29 小

 氷川町

芦北町

 水俣市
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

44 大野農村広場 大字天月１０４３ 90*40 小
45 津奈木町総合グラウ

ンド
大字小津奈木字男島2114-10 120*200 大 ナイター設備

46 津奈木小学校 大字岩城１４７０ 80*106.25 中 西校舎、東山、ナイター施設
47 津奈木中学校 大字岩城４２５ 80*117.64 中 南校舎、東山      〃
48 (旧)赤崎小学校 大字福浜１６５ 100*105 中 北校舎、南住宅    〃
49 平国小学校 大字福浜３５０３ 75*95 小 北校舎、東山
50 津奈木町工業団地 大字小津奈木字男島2114-1 375*243 大

（１０）球磨管内
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 人吉城跡ふるさと歴史の広
場

麓町１６ 90*90 大 東側山、市役所隣接

2 大畑小学校 大畑町４０９７ 70*70 中
3 中原小学校 中神町５４８ 60*100 中
4 人吉第一市民運動広 下原田町字元川１８８３ 110*180 大 西側山
5 人吉市農村運動広場 蟹作町字西田１５３１－１ 90*90 大
6 球磨工業高等学校 城本町８００ 100*150 大 高台(村山)所在
7 東小学校 七日町１００－１ 110*60 大 市街地所在
8 西小学校 城本町８７３ 80*100 大 高台(村山)所在
9 西瀬小学校 下戸越町１６５４－１ 80*50 大 東側、西側山
10 第一中学校 土手町３６－３ 100*100 大 県球磨地域振興局隣接
11 第二中学校 上林町６２２ 90*90 大 高台に所在、東側山
12 人吉高等学校 北泉田町３５０ 80*120 大 東側500m変電所
13 東間小学校 東間下町２６８３ 70*70 中
14 村山公園多目的広場 瓦屋町１５３４ 151*89 大 高台（村山）所在
15 人吉ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾚｽ駐車 下城本町１５６６－１ 90*90 大 駐車車両がある可能性あり
16 矢岳小学校 矢岳町４６８３－１ 24*50 小 山間地、狭隘、東に鉄道
17 田野小学校 田野町３３１６－４ 45*70 小 山間地
18 錦町民グラウンド 大字一武１５４９－１ 185*145 大 南側、国道、北側勤労者体育セ

ンター(夜間照明施設有り)
19 錦中学校 大字一武１１１５ 200*70 中 北側校舎
20 木上小学校 大字木上北２７３７ 100*60 小 西側体育館、北側校舎
21 球磨商業高校 大字西１９２ 200*100 大 東側校舎、体育館、プール
22 錦町国体記念運動公 大字一武１４３０－１ 180*100 大
23 西小学校 大字西１１３２ 100*60 中
24 一武小学校 大字一武２６５８ 100*60 中
25 錦・くらんど公園 大字一武１５４４ 100*100 中
26 大王原公園 大字西２７０－１ 200*200 大
27 蔵城公園 大字木上北２７２５ 100*200 大
28 多良木高校 大字多良木字中原田 ①112.5*150

②97.5*142.5
大 学校グランド

29 槻木離着陸ヘリポー 大字槻木字京の塚 300 中 高台に所在（山林）
30 多良木中学校 大字多良木下鶴 110*110 大 学校グランド
31 黒肥地小学校 大字黒肥地茂原 65*130 中 学校グランド(夜間照明施設有)
32 久米小学校 大字久米堂山 55*90 中 学校グランド(夜間照明施設有)
33 八日原運動公園 大字多良木八日原 80*130 小 運動広場    (夜間照明施設有)
34 上球磨消防署グラウ

ンド
大字多良木３１４６－１ 73*52 小

35 多良木町多目的総合グラ
ウンド

大字多良木馬場田 33000 大

36 湯前小学校 湯前町２１２０－１ 100*50 小 北側校舎、発着経験有り
37 湯前中学校 湯前町２６４４－１ 100*60 小 北側校舎、東側体育館、南側防

球ネット
38 湯前町町民グラウン 湯前町１５８８－１ 160*100 大 東・北・南西側夜間照明施設10
39 岩野小学校 大字岩野２６４１ 48*68 小 北・西側校舎、発着経験あり
40 湯山小学校 大字湯山４１２ 40*74 中 南・西側校舎
41 水上中学校 大字湯山１ 70*140 大 南校舎、夜間照明9基、発着経験あり

42 汗の原親水公園駐車
場

大字湯山 90*90 大 周辺山林、夜間照明１基（発着
経験あり）

43 古屋敷運動広場 大字江代古屋敷 60*50 小 夜間照明施設4基
44 ｶﾝﾄﾘ-ﾊﾟ-ｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 大字岩野小野 50*70 小 北山林
45 湯山運動公園広場 大字湯山馬場 70*110 大
46 高原飛行場跡 大字柳瀬字新並木 100*75 大 凸凹あり
47 相良村運動公園 大字深水字松葉 115*113 大 ナイター設備
48 夜狩尾生活改善セン

ター
大字四浦東字夜狩尾 53*27 ○ 山間地

49 相良南小学校 大字深水字松葉 100*50 小 北側校舎
50 相良北小学校 大字四浦東字尾崎 75*50 小 南側校舎、ナイター設備、東西

防球ネット、東側学習センター

湯前町

錦　町

津奈木町

水上村

人吉市

多良木町

相良村
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

51 終処分場跡地 大字深水字松葉 80*80 中 砂利
52 五木中学校 甲字田口 100*60 中 夜間照明柱４基
53 宮園地区グラウンド 甲字宮園 70*65 中 南側校舎、夜間照明柱６基
54 端海野自然森林公園

グラウンド
乙字上小鶴 80*50 小

55 頭地資料室やませみ 乙字小八重 22*22 中 国交省管理河川敷
56 消防署北分署ヘリ

ポート
甲字下手 20*30 中 常備

57 小鶴地区グラウンド 丙字小鶴 48*36 中 夜間照明柱３基
58 三浦地区グラウンド 甲字吐合 34*34 中
59 下梶原地区グラウン 甲字下梶原 45*20 小
60 南地区グラウンド 甲字野々脇 24*20 小 コンクリート（地表）
61 平沢津地区グラウン 甲字平沢津 20*20 小
62 万江小学校 大字万江甲９３１ 85*75 小 西側校舎、南側体育館、夜間照

明施設５基
63 旧屋形小学校グラウ

ンド
大字万江乙３２ 36*45 ○ 北東集会室、西側山林、夜間照

明施設２基
64 旧大川内小学校 大字万江丙１９４ 40*35 ○ 西側山林、北側集会室、夜間照

明施設２基
65 中央グラウンド 大字山田丁１０ 81*82 大 周囲民家、北側武道館・プール
66 山江中学校 大字山田丁６０ 80*83 大 南側校舎、体育館、北東民家
67 旧尾崎小跡広場 大字山田戊１０９４ 30*42 ○ 北側山林、東側集会室、夜間照

明施設２基
68 丸岡公園農村広場 大字万江甲６７５－３ 122*90 大
69 総合運動公園 大字渡乙８８０－１ 100*105 大
70 球磨中学校 大字一勝地丙１２３ 80*125 中 南側山、北側5mフェンス
71 渡小学校 大字渡乙１８３６ 63*80 小
72 (旧)神瀬小学校 大字神瀬乙２５ 55*75 小
73 田舎の体験交流館

「さんがうら」
大字三ケ浦乙６２９－３ 50*70 ○

74 公民館高沢分館 大字神瀬丁５４８ 30*80 ○
75 上小学校運動場 大字上南２３７０ 60*136 大 東側校舎
76 上中学校運動場 大字上北２１４４ 100*100 大 北側校舎
77 上小学校皆越分校 大字皆越３０７ 32*60 小 西側校舎
78 免田総合体育セン

ターグラウンド
吉井 200*200 大 東側体育館及び高架水槽(地上

30m)
79 免田中学校運動場 八幡町 100*50 中 西側校舎
80 免田小学校運動場 大正町 100*50 中 北側校舎
81 岡原中学校 大字岡原北１１８０ 130*60 中 校舎北側
82 岡原総合グラウンド 大字岡原南2236-13 200*100 大 東側山林
83 須恵中学校 屯所 4900 大 北・西側校舎、夜間照明施設６
84 須恵小学校 覚井 6400 大 北東部校舎、夜間照明施設6基
85 須恵文化ﾎ-ﾙ駐車場 屯所 4800 大 南西川、夜間照明施設２基
86 深田小学校 字下里 40*60 小 北側校舎、南側木、夜間照明施
87 深田中学校 字植深田 100*50 中 北側校舎
88 高山運動公園 字高山 150*100 大 夜間照明施設10基、西・北側山
89 球磨川河川公園 字向町 40*300 大 南側堤防

（１１）天草管内
番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

1 広瀬公園野球場 本渡町広瀬４３０
2 本渡運動公園陸上競

技場
太田町２ 150*90 大 高圧線・ナイター施設あり

3 下浦運動広場 下浦町５０ 150*70 大 ナイター施設あり
4 宮地岳運動広場 宮地岳町５６３５－２ 70*60 中 ナイター施設あり
5 錦島運動広場 楠浦町２３－１ 110*110 大 ナイター施設あり
6 本渡東運動公園 志柿町５０３１ 100*90 大
7 稜南運動広場 亀場町大字亀川４２３－３ 100*90 大
8 大矢崎緑地 本渡町広瀬 110*100 大
9 牛深グラウンド 牛深町１２１１－２５ 152*182 大 ナイター設備
10 牛深高校前埋立地 久玉町大脇 100*100 中
11 西岡水産前埋立地 牛深町元下須 100*80 中
12 大楠小学校 　〃　大浦５３３－１ 100*100 大 北２階建校舎、東・西・北山
13 有明グラウンド 　〃　下津浦３００１－９ 90*90 中 グランド周囲ナイター施設、東
14 有明中学校グラウン

ド
　〃　赤崎３３８３ 120*100 大 グランド周囲ナイター施設、北

町民センター２Ｆ、東・南山、
西防球ネット、西校舎３Ｆ

15 島子小学校グラウン
ド

　〃　大島子２６６９ 60*70 中 周囲ナイター施設、北西校舎、
東・西住宅

16 楠甫グラウンド 　〃　楠甫４６２９－１ 80*75 中 北公民館、東・西山

あさぎり町

 球磨村

天草市

 五木村

 山江村
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

17 浦和小学校グラウン 　〃　上津浦５５１ 80*56 中 北校舎、南・西山
18 ﾘｯﾌﾟﾙﾗﾝﾄﾞ公園   〃　上津浦１９５５ 100*80 大 南山
19 御所浦小学校 御所浦町御所浦又3257-5 90*70 中 南校舎、東山、西プール、ナイ

ター施設
20 勇志国際高等学校 　〃　　長浦 75*60 中 北校舎、ナイター施設
21 御所浦北小学校 　〃　　４８４－１ 90*70 中 東・南・西山、校舎、ナイター施設

22 嵐口漁民グラウンド 　〃　　２８９４－３ 117*80 大 北東校舎、ナイター施設
23 御所浦中学校 　〃　　御所浦３２１５－２ 90*70 中 北東校舎
24 御所浦交流センター 　〃　　５８７５－１ 40*30 ○ 北校舎、ナイター施設、グラン

ド異形
25 天草高校倉岳校 倉岳町棚底小崎 120*60 大 南校舎(2階)
26 倉岳グラウンド 　〃　浦４４３３－７ 100*65 小 周囲ナイター照明灯
27 旧宮田小学校 倉岳町宮田１３２７－１ 80*50 小 北校舎(2階)
28 倉岳総合グラウンド 倉岳町棚底２６７６ 120*100 中 周囲ナイター照明灯
29 栖本小学校 栖本町馬場２５ 109*72 小 東校舎(2階)、周囲ナイター照明
30 栖本中学校 　〃　湯船原６９０－４ 140*55 小 北校舎(2階)、ナイター照明
31 栖本河内グラウンド 　〃　河内４４１４－１ 90*50 中 北東公民館(2階)
32 新和グラウンド 新和町小宮地７１３ 70*110 中 東西水田、南寺、プール併設、

夜間照明施設８基
33 中田運動広場 　〃　中田２２７０－１１ 70*70 中 東漁協支所、北役場出張所
34 大多尾農漁村広場 　〃　大多尾２１３８－３ 70*80 中 北Ｂ＆Ｇ体育館プール併設
35 大宮地グラウンド 　〃　大宮地４２７７－１ 50*40 小 南校舎、西体育館
36 碇石農村広場 　〃　碇石９５７－１ 50*50 小 北碇石公民館
37 五和グラウンド 五和町御領２９４０ 120*120 大 東役場庁舎３Ｆ、周囲ナイター施設

38 御領小学校 　〃　御領６８７４ 50*70 小 東側舎
39 五和東中学校 　〃　御領９６０８－１ 60*100 大 南校舎、北ナイター施設
40 鬼池小学校 　〃　鬼池１１３４ 50*170 小 北校舎
41 五和西中学校 　〃　手野２丁目２０９６ 80*100 大 北校舎、東体育館
42 手野小学校 　〃　手野１丁目３７５９ 50*70 小 北校舎
43 城河原小学校 　〃　城河原３丁目５０ 50*70 小 南校舎
44 天草空港 　〃　城木場 1120*120 大
45 福連木山村広場 天草町福連木３６４６ 64*81 中 ナイター設備
46 下田北小学校 　〃　下田北１４８９ 106*40 中 東校舎３Ｆ、ナイター設備
47 高浜小学校 　〃　高浜南２７１４ 88*60 中 北校舎３Ｆ
48 天草中学校 　〃　高浜南４８８－１ 150*80 大 東校舎３Ｆ、ナイター設備
49 天草交流ｾﾝﾀｰﾌﾞﾙｰｱｲ

ﾗﾝﾄﾞ
　〃　大江５０４－２ 98*56 中 西校舎３Ｆ、ナイター設備

50 天草十三仏公園 　〃　高浜字北小崎１８５ 70*70 中
51 下田南小学校グラウ

ンド
　〃　下田南７３７－１ 70*70 中

52 天草総合グラウンド 　〃　高浜高浜北1675-1 120*100 大 ナイター設備
53 宮野河内町民運動場 河浦町宮野河内３３７－７ 100*70 大 南住宅
54 新合小学校 　〃　新合２００８－４ 100*70 小 西校舎２Ｆ、東ナイター設備
55 一町田小学校 河浦町河浦４９３２－２ 80*60 小 北校舎３Ｆ
56 河浦中学校 　〃　河浦３５－２４ 120*90 大 北校舎２Ｆ
57 河浦高等学校 　〃　河浦 110*60 小 西山
58 河浦総合運動広場 　〃　白木河内１７５－２１ 20,000 大 北体育館、東・南ナイター施設
59 富津小学校 　〃　崎津１７８１ 150*80 大 北校舎３Ｆ、西ナイター施設
60 富津運動場 　〃　崎津１１１７－４ 100*100 大 南体育館・３Ｆ住宅
61 中南小学校 中９８４６ 100*80 大
62 湯島中学校 湯島 67.3*70 中 ナイター
63 大矢野総合スポーツ

公園グラウンド
中福田地内 大

64 大矢野中学校 中４８４ 125*85 大
65 維和中学校 維和１７３０ 97.5*80 中
66 大矢野町ヘリポート 中字上亀の迫8913-2 45*45 ○
67 湯島漁港広場 湯島６５５－５ 34*31 ○ 北、西校舎、照明タワー６基
68 阿村小学校 阿村 60*80 中 西校舎・山
69 今津中学校 合津 60*120 中 東校舎
70 教良木中学校 教良木 50*150 中
71 教良木山広場 教良木 100*100 大 敷地面積18,000㎡
72 松島総合運動公園野

球場
合津 120*100

大
敷地面積22,500㎡

73   〃        陸上競
技場

  〃 90*200
大

東電話線

74 姫戸町運動広場 二間戸４６１－４ 100*100 大 北校舎、夜間照明支柱
75 姫戸小学校 姫浦６１６－４ 130*50 大   〃
76 牟田小学校 姫浦４７４９－２１ 30*50 小 西校舎
77 姫戸中学校 姫浦２５０ 100*50 大
78 樋島小学校 樋島 41*83 小
79 高戸小学校 高戸 60*60 小 北校舎(3階)

上天草市
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番
号

市町村名 発着予定地名称 所　　　在　　　地
予定地面積
(ﾀﾃ*ﾖｺ)

規模 備　　　　　　　　考

80 龍ヶ岳中学校 高戸 87*63 中 南校舎(3階)、ナイター施設
81 上天草総合病院 高戸 35*35 ○
82 龍ヶ岳グラウンド 高戸２９３１ 85*60 大 ナイター施設
83 大道小学校 大道 46*69 小 北校舎(2 階)
84 大道中学校 大道 46*71 中 西校舎(2 階)、ナイター施設
85 坂瀬川小学校 坂瀬川中 50*60 中 南校舎
86 都呂々公民館 都呂々狸川内 60*50 小
87 木場地区交流施設 都呂々涼松 60*60 小
88 坂瀬川中学校 坂瀬川川向 90*50 中 北・東校舎
89 志岐小学校 志岐天神木 90*70 中 北校舎
90 苓北中学校 志岐紺屋町 70*120 大 東校舎
91 熊本県立苓洋高校 富岡出来町 150*100 大 西校舎、ナイター照明施設
92 富岡小学校 富岡二丁目 80*60 中 東校舎
93 都呂々中学校 都呂々浜 100*60 中 北・西校舎
94 農村運動広場 志岐城下 120*90 大 ナイター照明施設
95 坂瀬川地区総合グラ

ウンド
坂瀬川川向 100*50 大 ナイター照明施設

 苓北町
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